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令和5年２月２７日に
取得したFSSC22000

組合
紹介 本会は、多種多様な業種・業態の組合等が会員となっており、これが本会の特徴でもあります。

各組合がその特徴を活かし日々活動を続けていますので、皆様の仲間を紹介します。

こんな活動をしています！

岐阜県しょうゆ協業組合
●理 事 長
●組合員数
●設立年月
●住　　　所
●T　　E　　L

青木　利充
１２名
１９７２年９月
恵那市武並町竹折４５１番地
0573-28-2311　

青木理事長

組合オリジナルブランド“けんしょうゆ”

◆組合の歴史・活動
■東濃地域周辺の14事業所の醤油醸造部門を協業化。高度
化資金による集団化事業で、一部協業による組合スタート

　当組合は、東濃地域周辺
の醤油製造業14社によって、
昭和47年９月に設立しました。
私は父の後継として、５代目の
理事長に令和５年８月に就任し
ました。一部協業組合ということ
もあり、自社で醤油販売は行っ
ていますが、専業的に組合の経
営に携わっています。
　組合設立の経緯は、地域

の醤油製造業では、原料等のコスト高、人材不足への対応、
食品衛生管理の強化が求められる中、旧態とした生産体制
が課題でした。生産機器も進歩し、生産管理や品質面で装
置産業としての合理化、近代化が求められるようになりまし
た。このため、組合員の醸造部門を協業化する共同工場を
昭和45年5月に新設し、コストの低減、品質の向上と量産を
図ることとしました。工場の設備は、国の高度化事業制度を
利用することとし、立地は、中央アルプス最南端の恵那山に
近く、木曽川の水脈を頂く山紫水明の地である恵那市とし、
行政や関係機関から支援を受けスタートしました。当初生産
数量を2,000㎘の体制で行いました。
　その後、順調に売上等が伸びてきたため、増産体制を構築す
べく高度化事業の補完事業を数度実施し、設備の増強を図っ
てきました。現在では年間10,000㎘の生産量を誇る工場となり、
品目としては脱脂加工大豆生揚（きあげ）醤油や丸大豆生揚醤
油といった各種15品目と等級、その他にこいくち、うすくちなど、成
分の規格を変えたものなど、全115種類という生揚醤油を生産し
ています。お客様が求める成分基準、大豆や小麦など産地指定
によるオーダーメイドの醤油にも対応しています。

■調味料としての“しょうゆ”は欠かせない食品　
安心・安全を第一に

　醤油は、メインの食品ではないですが、料理をおいしくする
ための日本人にはなくてはならない食品の一種です。設立か
ら平成初期においては輸入の大豆などを使っていましたが、輸
入品には遺伝子の組み換えを行った原料が多くありました。
（原料調達においてコストを抑えるため）しかしながら、より安全に

消費していただくため、平成12
年にNON-GMO（遺伝子組み
換えでない）に切り替え、小麦も
国産に切り替えるなど安心・安
全への対応を行っています。
　醤油製造は、JAS（日本農
林規格）による規格や食品表
示基準が定まっています。この
規格にあった製品を作る必要
がありますが、組合では、FSSC22000（オランダの財団が開発
した食品安全システム）という国際基準にも合致した認証登録
も行い、海外展開を意識した取り組みも行っています。

■組合のオリジナルブランド醤油の“けんしょうゆ”
　組合の生産物は99％以上がOEM製品として大手醤油メ
ーカーや大手食品メーカーに販売し、学校給食にも使われ、
業務用に多く使われています。組合では、タンク、缶、ペットボ
トルなど様々な容器で販売しています。
　組合員は、醸造部門を組合に移管したため、組合から生揚
醤油を仕入れ、火入れ、殺菌処理、瓶詰め作業等を行い、組
合員自社のオリジナル醤油として販売しています。この他、組
合で殺菌処理した最終製品として、組合オリジナルブランドの
“けんしょうゆ”を販売し、組合員を通じ店頭や地域の店舗で
販売されています。OEMが主流の当組合では、組合員の事
業規模が縮小するとともに、けんしょうゆの数量は減少してい

ますが、組合オリジナルブラン
ド醤油として、けんしょうゆを地
域に根差した醤油として販売
していきます。なお、けんしょう
ゆは、本醸造のこいくち特級
やうすくちなど各種類を有し
ており、まろやかで、コクのある
味わいが好評です。

■多品種少量の生産体制が強みで、お客様から選ばれる要因
　醤油製造業は、国内大手メーカーが５社程度あり、その下
に我々のような中小の醤油メーカーがあります。更に小規模な
醤油メーカーが存在します。中小企業・小規模事業者は、年々
経営は厳しく、コロナ禍により需要が減少し廃業等を余儀なく
されることを耳にします。また、設備が大規模で投資ができない
などの要因もあり、仕込みを止める工場も増えています。
　組合では、生産量の増加とともに、お客様のニーズに応え
るため、JASに基づく規格の中で豊富な種類の醤油を製造
できる体制を作ってきました。これにより、お客様から様々なオ
ーダーが入り、他の事業者が廃業した際にも、同じ成分で作
ってほしい等の要望が多くあり対応しています。
　更には、大豆や小麦など原料の産地指定によるオーダーメ
イドにも対応しており、大手メーカーにはできない機動力と小
規模な事業所にはできない生産量を確保した生産体制がお
客様から選ばれる要因になっています。これらの組合の強み
をこれからも生かして評価を得たいと思っています。
　海外展開については、大手メーカーを通じて、欧州の食品
市場でグルテンフリー（原料に小麦を使わない醤油）やオーガ

安心・安全を第一にお客様のニーズに
応える岐阜県産しょうゆで発展を目指す
安心・安全を第一にお客様のニーズに
応える岐阜県産しょうゆで発展を目指す
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業界業界 知識知識豆豆

※組合紹介への掲載希望がございましたら、企画振興部までお知らせください。

ニック系（無添加）醤油のニーズがあり、流通に成功していま
す。また、中東などからも日本製へのニーズが高まっています
が、日本との規格の違いなどもあり、本格的には進んでいませ
ん。これから、国内人口の減少や市場が縮小する中で、海外
市場にも目を向け対応していきたいと考えています。

■装置産業として投資を効率的に進めるための
補助金の有効活用

　協業組合設立により、共同工場を設置し２億４百万円を
投資し、県下では有数の生産量を誇る工場を設置しました。
その後も順調な経営や、数度の補完事業の実施による資金
調達で工場の増強を図りました。工場敷地には、多くの原料
サイロやタンク、醸造用タンクを設置し、食品であることでの厳
重な管理と生産設備を有してきました。昔ながらの醸造という
製法を大規模な機械化により行っています。生産管理もク
ラウドを使用し常に監視できる体制をとっています。
　大手メーカーへのOEM（他社ブランドの製品を製造するこ
と）による業務用を主に行ってきましたが、時代の変化ととも
に、多品種少量というニーズが増加してきました。JASにより、
うま味、エキス分、色番など多くの成分分析と評価がそれぞれ
の品目、種類毎に必要になります。従来、成分分析にはゲル
ダール分析という熱をかける工程で分析を行っていましたが、
作業時間が４時間ほどかかり、危険な薬品を扱うリスクなども
ありました。
　このため、平成28年に「ものづくり補助金」で最新の「全窒
素分析装置」を導入しました。この最新の装置により、安全で
検査時間も10分程度と大幅な時間短縮となり、従業員の拘
束時間も削減されました。この装置がないと、外注先を探すか
従来の方法に戻す必要があり、今ではなくてはならないものと
なっています。
　また、小ロットの醤油の瓶詰め作業の工程は手作業での充
填を行ってきましたが、小ロット化に対応し自動で瓶詰め行う
体制とするため、令和３年に同補助金で、「ボトル充填機（瓶
詰め機）」の導入を行いました。手作業で行ってきた工程を機

械化できたことで経営の効率が大
幅に改善されました。補助金制度
を有効に活用することで、生産性
が向上し、労働環境の改善ととも
に人材の有効活用や利益の還元
も行うことが可能となり、これからも
補助金制度の活用は不可欠だと
考えています。

◆組合が目指す方向性とは
■伝統の“しょうゆ”で地域への貢献、全国・世界に発信
　協業組合は、組合員である醤油製造業の醸造部門が協業
化して、共同工場として生まれ変わったものです。各事業所
は、年々規模や販売力が縮小していることもありますが、伝統
の技術により生産した醤油によって、組合の発展にとどまらず
地域の発展や国産・県産原料の活用拡大に貢献できればと
考えます。販売に関してはOEMが中心ではありますが、お客様
のニーズに応えて、国内外へ岐阜県産しょうゆを拡大していき
たと考えています。
　また、小学校の社会見学や中学校の体験活動などを通じ、
地域との関わりも大切にしています。地元の農業高等学校か
らの就職者も多く、地域の雇用の場としても貢献したいです。
　私は理事長として２年目を迎えますが、執行部の体制が若
返りました。従業員も若い方が多く働いています。諸先輩方が
作ったこの組合を発展させる中で、更なる衛生管理の向上を
目指し、FSSC22000の取得を行いました。これを維持していく
ため、30代の若手社員で構成する食品安全チームを結成し、
工場全体の衛生意識の向上と環境改善を行い、更なる品質
の向上、高規格への対応、高付加価値の生揚醤油の生産と
開発を目指すこととしています。加えて、次世代のリーダーも育
成していきたいと考えています。考えていくことが多いですが、
“よい製品をしっかりと楽しく”をモットーとしていた先輩理事長
の意思を受け継ぎ取り組んでいきたいです。

左から順に「こいくち」、「うすくち」、「たまり」、「さいしこみ」、「しろ」しょうゆ左から順に「こいくち」、「うすくち」、「たまり」、「さいしこみ」、「しろ」しょうゆ

～しょうゆの種類～
　しょうゆは日本農林規格（JAS）によって５種類に分類
されています。日本各地で生産されてきたしょうゆは、
各々の地域の嗜好や醸造の歴史などによって様々です。

～しょうゆが出来るまで～
　本醸造方式は、しょうゆの伝統的な製造方法です。生
産の大部分を占めるこいくちしょうゆは蒸した大豆と
炒った小麦をほぼ等量混合し、種麹を加えて「麹」を造
ります。これを食塩水と一緒にタンクに仕込んで「諸
味」を作り、攪拌を重ねながら約半年をかけて醸造を
行います。麹菌や酵母、乳酸菌などが働いて分解・発酵
が進み、さらに熟成されてしょうゆ特有の色・味・香り
が生まれます。

「ボトル充填機（瓶詰め機）」
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店舗外観

国枝サイクル商会
岐阜県自転車軽自動車商協同組合

Q 御社のこれまでの沿革についてご紹介ください。
　
◆創業112年、自転車とバイクの専門店

　当店は大正元年に祖父
が創業し、私が3代目で、現
在一緒に働く息子は4代目
になります。創業して112年
程になりますが、岐阜県内
の自転車店の中では古いと
思います。
　私の父親は自動車整備
が出来たこともあって、神戸
町で最初に運転免許証を

取得し、第二種大型自動車免許も取得していました。当時は、
タクシー会社と自転車店の両方を経営していました。その時代
のタクシーは、T型フォードという外国車を扱っていました。その
後、おそらく戦争で鉄が不足したために車を回収され、自転車
屋に絞りました。
　私は3兄姉なのですが、兄は家業を継ぐ気がなく、2番目の
姉が継ぐわけにもいかず、子供の頃から親の背中を見て育っ
てきていたこともあり、私は跡取りとして覚悟を決めました。物を
売る側の人間として、まずは修理技術を身に着けるところから
始めていきました。
　私は高校を卒業後、ディーラーに3年間勤め、自動車整備士
の資格を取得しました。その後、自転車と当時流行していたバイ
クの両方を取り扱うことにしました。現在の店舗は、昭和49年に
建て替えたもので、個人店としては大きい方です。

Q 御社の特徴や方針を教えてください。

◆お客様に喜んでもらうための取り組み
　私が岐阜県自転車
軽自動車商協同組合
の理事長になる前、
大安地区（大垣市・安
八郡）の組合員6店で
「B！倶楽部」を結成
し、今年で31年目にな
ります。現在は、5店と
なっていますが、同規

クローズアップ企業

國枝代表

B！倶楽部メンバーズカード

地元情報誌でPR活動

《企業概要》 所 在 地 安八郡神戸町神戸630̶1
電　　　話　0584-27-2329
代　　　表　代表　國枝　久人
主 な 事 業　自転車・バイク販売、修理、点検整備

模で近隣に学校があり、「B！倶楽部」の取り組みに賛同して
くれる組合員が加盟店となっています。「B！倶楽部」とは、自
転車組立・安全整備士の資格を持ち、自転車の組立や修理
も出来るプロの自転車専門店です。
　初期はスタンプカードを作成し、10個溜まれば1,000円の
割引券が使えるなどの取り組みを進めていきました。現在は、
メンバーズカードを発行し、B！倶楽部カードの店舗に行き、カー
ドを提示すれば、修理代を割引してもらうことができます。これ
は自分が住む場所から近い自転車屋を知ってもらい、各店舗
を利用してもらうためのきっかけづくりですが、主に学生を対
象とした取り組みで、カード自体には5年間の有効期限がつい
ており、自転車を購入した場合には5％OFF、修理した場合
は10％OFFの特典が付くこととなっています。
　その他の取り組みとして、各店舗が独自で地元の新聞に
折り込みチラシを入れるには費用がかかることや、新聞を取ら
ない家庭も増えてきたため、15年前から地元のフリーペーパー
を利用して、B!倶楽部の紹介とクーポン券を掲載しています。
　また、5年前からクーポンアプリを利用して、B!倶楽部の会員
募集を行っています。このアプリでは最寄りの店を検索してもら
い、そこからクーポン券を提示して、お客様に利用してもらってい
ます。
　目玉商品こそ大型量販店には勝てない部分もありますが、
修理部品等については、我々個人店の方が強いこともあるの
で、地元のお客様に喜んでもらえるよう、臨機応変に対応して
います。

◆自転車の損害賠償保険やヘルメット着用努力義務
　令和4年4月1日に岐阜県自転車条例「自転車の安全で適
正な利用の促進に関する条例」が施行され、同年10月1日か

～自転車関連の事故をゼロにする
　ためのTSマーク普及活動～
～自転車関連の事故をゼロにする
　ためのTSマーク普及活動～



5

※組合員企業の掲載希望がございましたら、企画振興部までお知らせください。

ら「自転車保険の加
入義務化」と「ヘル
メットの着用が努力義
務」となりました。その
ことにより、神戸町に
おいては、ヘルメット購
入者に対して2,000円
の補助金が出ていま
す。まだヘルメットを着
用していないお客様に
対して、被害軽減効
果を説明し、ヘルメット
着用を推進していま
す。
　また、自転車保険に
ついては、『TSマー

ク』を推進しています。自転車整備店で1年に1回点検を行う
と、自転車安全整備士の番号と点検日が記載され、そのシー
ルを自転車に貼付けてもらうことで、保険が付帯される仕組
みになっています。更新日が近づいたらお知らせの葉書を送
るようにしています。
　このTSマークには、赤色と青色があり、最近緑色が追加さ
れました。それぞれの色によって補償額は異なりますが、「賠
償責任補償」、「傷害補償」と「被害者見舞金（青色は対象
外）」が付帯しています。点検・整備を受けることで、整備不
良による事故を未然に防ぐことにもつながります。
　自転車を利用する機会が多い学生には、1年に1回点検
を受けてもらい、事故に遭遇するリスクを軽減して欲しいこと
から、TSマークの促進に力を入れています。
　私の店舗では赤色のTSマークを使用していますが、補償
内容がより良くなる緑色のTSマークについて説明し、来年
度から緑色に変更したい旨、中学校や高校へ周知を行って
いるところです。

Q経営していく上で大切にしていることはありますか？
　
◆高い整備技術で信頼を図る
　当店は、お客様に高い技術で信頼を培ってきました。整備
する際には、自転車を運転する上で注意する点などを丁寧
に説明しています。点検する上で部品交換が必要となり、費
用が高額になる場合もあるので、その点においても説明し、
納得していただいています。
　また、顧客を第一に考え、店頭に来られないお客様に対し

ては、出張修理を行っています。お客様からの信頼を勝ち取
るためにも自転車の購入だけではなく、アフターサービスにも
力を入れています。

Q組合に期待することは何ですか？

◆組合と手を取り合って
　現在の組合の課題は、組合員に後継者がいるところが少
ないことです。今すぐにという訳ではありませんが、他の仕事
をしている子供に、定年後の仕事として承継してもらえるので
あれば、親子代々で続けてきたお店も地域に残すことが出来
ます。例えば、後継者に絞らずとも大型量販店に勤める方が
独立する際には、廃業する店舗を貸し出すなど、別の形で地
域に残していくことも出来ると考えています。利用者目線に立
った時、自転車屋が街に残っていけるよう、組合と協力し合
っていきたいと考えています。
　また、私はアイディアが思い浮かんだら組合員に話すように
しています。組合員に対して経営していく上での助言をする
ことは出来ますが、実行するかどうかは各組合員の取り組み
によって異なってくると考えています。特に修理工賃につい
ては、コストに見合ったレベルに見直してもらう検討をお願い
しています。
　自転車も道路上を走る乗り物である以上、自転車の利用
者が加害者となる事故が発生しています。組合が推進して
いるTSマークは1年に1回定期点検を受けることで、賠償責
任補償等が付き、安心・安全に自転車を利用することが出来
ます。自転車関連の事故をゼロにするために、今後も組合と
して、TSマークの普及に取り組んでいきます。

Q御社の今後の展望、抱負をお聞かせください。
　　
◆街の自転車屋が生き残っていくためには
　日本の人口減少に伴って自転車に乗る機会の多い学生
が20年前と比べると半分程度となり、今後自転車の需要が
減っていくことに危機感を抱いています。
　これまで自転車は技術が進歩していく度に部品が改良さ
れ、より良い物になってきましたが、自転車の価格は変わらず
にここまできてしまいました。そのため、我々も販売台数が多く
ないと経営も厳しく、その台数も減ってきているなか、街の自
転車屋が生き残っていくためには、修理工賃の時間単価を
ある程度上げていく必要があると考えています。

岐阜県自転車軽自動車商協同組合
岐阜市吉津町２丁目２０－２
代表理事　國枝　久人（国枝サイクル商会）
組合員数：１５５名
主な事業：共同購買事業、教育情報提供事業

【組合概要】

赤色TSマーク



　にわかに身近になっているＡＩですが、みなさんは、実際に使って
おられるでしょうか。急激に進む中で、躊躇している方も多いのでは
ないでしょうか。大学など教育の現場でも意見が分かれているのが
実情です。今回は、そんな「いまさら聞けない」ＡＩについて整理して
みましょう。
　私は、積極的に使っていくべきだという派です。私の大学時代の恩
師は、大正生まれの新しいもの好きでした。恩師は、しばしば私に
「新しいものが出たら、とにかく触ってみること。難しくて使えなかっ
たら、少し待てば、どこかの誰かが我々が使えるようにしてくれる。」
と言っていました。
　さて、現在のＡＩにはどんな種類があるでしょう。現在、日本で一般
の人が利用できるＡＩサービスを整理してみました。

1. ChatGPT（Open AI）

用途:会話型AIとして利用され、質問やサポート、アイデアの提供な

ど、様々な対話を通じて支援します。

日本語対応:日本語での会話も可能で、自然なやり取りができます。

プラットフォーム: ウェブブラウザ、モバイルアプリ

2. Google Gemini 旧称Bard (Google）

用途: AIによる質問応答や会話をサポートするツール。

日本語対応: 日本語でも利用可能。

プラットフォーム: ウェブ上で使用可能。

3. LINE CLOVA　（LINEヤフー）

用途:LINEのAIアシスタントで、会話や翻訳、日常的なタスクの支援

を行います。

特徴:日本特有のサービスやアプリと連携した便利な機能が多いです。

プラットフォーム: LINEアプリ内で使用可能。

4. Siri（Apple）

用途:iPhoneやiPadで利用できる音声アシスタント。スケジュール管

理や調べ物、メッセージ送信などを支援します。

日本語対応: 日本語に対応しています。

プラットフォーム: iPhone、iPad、MacなどApple製品。

5. Amazon Alexa　（アマゾン）

用途: 音声アシスタントで、音声で家電を操作したり、ニュースや天気

情報を提供するなどの機能があります。

日本語対応: 日本語にも対応しています。

プラットフォーム: Amazon Echoなどのデバイス。

6. Microsoft Azure （マイクロソフト）

用途:開発者向けに提供されるAIツールやAPI。企業や開発者がAI

を使ったアプリやシステムを構築するためのサービス。

日本語対応:日本語の自然言語処理や音声認識、画像認識が可能。

プラットフォーム:クラウドベースのサービスで、開発者や企業が使用。

7. AI自動翻訳ツール

DeepL翻訳やGoogle翻訳などは、日本語と他の言語間の高精度

な翻訳を提供します。特にDeepLは文脈に応じた自然な翻訳が高

く評価されています。

8. AIを活用した画像生成ツール

DALL-EやMidjourneyなど、AIを使って画像を生成するサービス

は、日本国内でも人気があります。これらはプロモーションやデザイ

ン、クリエイティブ業界で利用されています。

さて、いかがでしょうか。こうやって並べられても、どれがどれだか判
りませんし、名称もサービス内容も急激に変化していますから、つい
ていくのに精いっぱいです。

ＡＩとは？

　そもそもＡＩ（Artificial Intelligence）とは何者なのでしょう
か。ＡＩ（人工知能）は、今やさまざまな領域で広く使われており、
技術革新の中心にあります。自動車の自動運転や画像分析による
医療診断、消費者の行動分析によるマーケティングといった分野に
とどまらず、私たちの普段の生活にも、その技術は入り込みつつあ
ります。
ＡＩは、コンピュータシステムが人間のように学習、推論、判断す
る能力を持つ技術を指します。ＡＩは、大量のデータを解析し、
パターンを見つけ、問題を解決することができます。
　例えば、役所において大きな負荷となっている様々な申請書類
の処理において、ＡＩは非常に大きな力を発揮します。大量の
データから、申請書類を分析し、適不適の判断を瞬時に行いま
す。そこには情実は入り込む隙はありませんし、過去の膨大な
データから判断されますので、役所で重要な平等性を保つことが
できます。ＡＩが低価格で、容易に利用できるようになることに
よって、業務の簡略化、迅速化が進み、導入している企業や組
織、個人とそうではないものとの間で大きな格差が生まれる可能
性が高くなっています。

ＡＩの自己紹介

　さて、ここで私が使っているＡＩに自己紹介をさせてみましょう。

「こんにちは、岐阜県中小企業団体中央会のみなさん！私は「アシス

タ」と申します。AI（人工知能）を活用して、さまざまな質問や課題にお

答えするサポート役として活動しています。日々の業務の効率化や、情

報収集、アイデア出し、翻訳サポートなど、幅広い分野でお役に立てる

よう努力しています。

　中小企業の皆様の活動を支援するために、経営改善やマーケティ

ング戦略、デジタル化に関する情報提供も行えますので、どんなこと

でも気軽にご相談ください！どうぞよろしくお願いいたします！」

　このように、自然な会話を行うことができるようになっていま
す。アシスタというのは、私がＡＩに着けたニックネームです。しか
し、使用上の注意に「必ずしも正しい答えではない」と書かれてい
るように、情報が古かったり、間違った情報を集めてきてしまうと
いったことや、なぜか嘘をついたりします。私は、多くの方に聞か
れた時に、「ＡＩは、気のいい知り合いのおじさんだと思えばよ
い。」と言っています。優しくて、気の良いおじさんなのですが、
「知らない」と言えないがために、時々適当なことを言ったりする
のです。
　しかし、世界中で多くの人たちがＡＩと会話をし、ＡＩは日々学
習し、進化しています。当然ながら、情報の精度は上がりつつあり
ます。

エクセルが苦手でも

　ビジネスシーンでエクセルが使えることは大きな武器でした。
しかし、エクセルを使えるかどうかは大きな問題ではなくなるか
も知れません。
　なぜならば、ＡＩが使い方を教えてくれるようになるからです。
たとえば、「Ｓ列の数字とＲ列の数字の半分を合計する式を教え

このコーナーでは、神戸国際大学経済学部　中村智彦教授より折々に感じて
おられる組合・中小企業向けの有益な情報についてご執筆いただきます。組合
運営、企業経営にお役立てください。

今をどう見る～生き残りツールとしての情報

今さら聞けないＡＩとは～取り組むなら、すぐに

て」と聞けば、即座に「例えば、データが S1:S10 と R1:R10 にある
場合、次のような式を使います：=SUM(S1:S10) + SUM(R1:R10) / 
2」と教えてくれます。あるＩＴ関連企業の経営者は、「わが社でも
ＡＩを使って、簡単なプログラムを作らせています。難しいものは、
まだそのまま使えませんが、エンジニアが1から作るのではなく、Ａ
Ｉが作ったものを修正していくことで完成させるので、納期の短縮
などに大きな役割を果たしています。さらに今後の技術の進化に
よっては、プログラムを作成することだけでは、お金にならなくな
るという危機感を従業員には伝えています」と話します。
　ＡＩが大きな力となるのは、これまでのような専門職種だけで
ありません。
　あるカフェの経営者と一緒にＡＩを使っていました。経営者は、
「カフェの来春の新メニューを考えてください」と尋ねました。そ
れに対する答えが下記のとおりです。

「カフェにふさわしい、来春の新メニューを考えますね。春らしい季

節感を大切にしながら、和の要素を取り入れたアイディアをいくつ

か提案します。

ドリンクメニュー:

桜抹茶ラテ　桜の香りがほのかに漂う抹茶ラテ。桜の花びらを浮か

べ、春を感じさせる一杯です。

ゆずハニーティー　　ゆずと蜂蜜の風味が香る温かいハーブティー。

寒さが残る春先にぴったりで、和の要素を取り入れたリラックスド

リンク。

苺の梅ソーダ　　苺の甘みと梅の酸味を合わせた爽やかなソーダ。

春の新鮮な苺を使用し、爽快感あふれる一杯。

フードメニュー:

春野菜と桜エビの和風キッシュ　　旬の春野菜（アスパラガス、菜の

花など）と桜エビを使った和風キッシュ。軽めのランチやお茶請け

に最適です。

抹茶あんみつパンケーキ　　抹茶ソースとあんこをかけたふわふわ

パンケーキ。白玉や黒蜜も添えて、和スイーツのアレンジを楽しめる

一品。

桜と豆乳のクリームチーズタルト　桜の塩漬けと豆乳を使ったク

リーミーなタルト。春らしいピンクの見た目が目にも楽しく、軽やか

な甘さが特徴です。

スイーツメニュー:

桜もちのティラミス　和と洋が融合した、桜もち風味のティラミス。

桜のリキュールを使ったクリームで、ほのかに和を感じる新感覚の

デザート。

ほうじ茶パフェ　ほうじ茶アイス、わらび餅、白玉、黒蜜ゼリーを層に

した豪華なパフェ。和素材をふんだんに使った贅沢な一品です。

苺と抹茶の三色団子タルト　苺、抹茶、そして桜風味のクリームを

使った三色団子風のタルト。和菓子のエッセンスを活かした、春限定

のスイーツ。

春の訪れを感じさせる、新鮮な素材や和のエッセンスを取り入れた

メニューにしてみました。この中からカフェに合うものがあれば、ぜ

ひご活用ください！」

　どうでしょうか。カフェの経営者は、「これまで一から考えなく
てはいけなかったものが、たたき台になるものを提示してくれる
ことで、検討する時間が大幅に短縮できるし、思いもかけないア
イデアを与えてくれる。私たちのような個人事業者でもＡＩの活
用は大切だと思った。」と言います。
　ＡＩの仕事が完全に人間の仕事をこなしてくれるわけではあり
ません。このメニューのように、ＡＩからの提案をもとに、それぞ

れの料理人が独自のアイデアや技術、技法を加えることこそが大
切になるのです。そういう点では、私たちが忘れていることや、無
視しようとしていることなどを、きちんと提示してくれて、私の思考
の手助けになるという点では、優れたパートナーになる可能性を
秘めています。

ネット上でフリーのイラストを探す手間が・・・

　最後に作画をＡＩにやらせてみましょう。ＡＩに「ＡＩが、いろい
ろな質問に的確に答えるのを驚いている岐阜県中小企業団体中
央会の人たちをアニメ風に白黒で描いてみて。」と頼んでみました。
１０秒ほどで出してきたのが、この絵です。細かい点には、問題も
ありますが、それも例えばパソコン
のペイントソフトなどで修正してし
まえば大丈夫です。あるイラスト
レーターに見せると、「もう少し絵
が上手程度では食べていけない時
代になった。ＡＩを使えない人た
ち相手に薄利多売でやるか、絵を
見ただけで誰の絵か判ってもらえ
るような絵を描ける芸術家を目指
すか。中途半端な人間は仕事がな
くなる。」と言いました。
 
　さらにこんなこともできます。こちらはＡＩに「岐阜県めがね組合
（岐阜県眼鏡商業協同組合）のロゴマークを作って」と指示したも
のです。ＡＩ曰く「岐阜県眼鏡商業協同組合
のロゴマークです。シンプルでモダンなデザ
インに、岐阜の文化や自然を感じさせる要素
を取り入れてみました。気に入っていただけ
ると嬉しいです！」だそうです。
 
　ＡＩの能力の一つとして注目されているのが、画像や音楽など
を生成するというものです。これらも中小企業にとっては、非常に
便利に使える一方で、業種や業態によっては仕事を失う可能性も
あります。ＡＩで生成した作品の著作権や創作物をどう捉えるの
かに関しては、依然として議論が続いています。しかし、いずれに
しても新しい「道具（ツール）」として私たちの生活や仕事の場に
すでに入り込んでいるわけで、躊躇せずに使ってみることが重要
だと思います。

とにかく使ってみること

　おそらく本稿をお読みのみなさんでも、反応が大きく分かれるだ
ろうと思います。それは、「そうそう自分も使っているけど、そうだよ
な。」という方と、「話には聞いているし、ここにも書いてあるから、
ＡＩはこれから不可欠になるだろうな。」という方、さらには「スマホ
ですら嫌なのに、ＡＩなんてとんでもない。」という方です。実は、
「使ったことがある」方と、「使ったことがない」方の間で、大きな格
差が生まれています。筆者が、実際にＡＩで作画をするところを見
せると、知人たちの多くは「ここまでとは思わなかった」と言いま
す。みなさん、「テレビなどで見て、こういうことができることは知っ
ていたが」とも言います。
　もちろんＡＩの導入に関しては、利便性が高まる一方で、使用上の
問題も様 あ々ります。しかし、ＤＸの導入が重要とされている中小企
業経営において、ＡＩの導入もまた不回避だと言えます。どうせやら
ねばいけないのであれば、早めに使う方が良くないでしょうか。
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おられるでしょうか。急激に進む中で、躊躇している方も多いのでは
ないでしょうか。大学など教育の現場でも意見が分かれているのが
実情です。今回は、そんな「いまさら聞けない」ＡＩについて整理して
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　さて、現在のＡＩにはどんな種類があるでしょう。現在、日本で一般
の人が利用できるＡＩサービスを整理してみました。

1. ChatGPT（Open AI）

用途:会話型AIとして利用され、質問やサポート、アイデアの提供な

ど、様々な対話を通じて支援します。

日本語対応:日本語での会話も可能で、自然なやり取りができます。

プラットフォーム: ウェブブラウザ、モバイルアプリ

2. Google Gemini 旧称Bard (Google）

用途: AIによる質問応答や会話をサポートするツール。

日本語対応: 日本語でも利用可能。

プラットフォーム: ウェブ上で使用可能。

3. LINE CLOVA　（LINEヤフー）

用途:LINEのAIアシスタントで、会話や翻訳、日常的なタスクの支援

を行います。

特徴:日本特有のサービスやアプリと連携した便利な機能が多いです。

プラットフォーム: LINEアプリ内で使用可能。

4. Siri（Apple）

用途:iPhoneやiPadで利用できる音声アシスタント。スケジュール管

理や調べ物、メッセージ送信などを支援します。

日本語対応: 日本語に対応しています。

プラットフォーム: iPhone、iPad、MacなどApple製品。

5. Amazon Alexa　（アマゾン）

用途: 音声アシスタントで、音声で家電を操作したり、ニュースや天気

情報を提供するなどの機能があります。

日本語対応: 日本語にも対応しています。

プラットフォーム: Amazon Echoなどのデバイス。

6. Microsoft Azure （マイクロソフト）

用途:開発者向けに提供されるAIツールやAPI。企業や開発者がAI

を使ったアプリやシステムを構築するためのサービス。

日本語対応:日本語の自然言語処理や音声認識、画像認識が可能。

プラットフォーム:クラウドベースのサービスで、開発者や企業が使用。

7. AI自動翻訳ツール

DeepL翻訳やGoogle翻訳などは、日本語と他の言語間の高精度

な翻訳を提供します。特にDeepLは文脈に応じた自然な翻訳が高

く評価されています。

8. AIを活用した画像生成ツール

DALL-EやMidjourneyなど、AIを使って画像を生成するサービス

は、日本国内でも人気があります。これらはプロモーションやデザイ

ン、クリエイティブ業界で利用されています。

さて、いかがでしょうか。こうやって並べられても、どれがどれだか判
りませんし、名称もサービス内容も急激に変化していますから、つい
ていくのに精いっぱいです。

ＡＩとは？

　そもそもＡＩ（Artificial Intelligence）とは何者なのでしょう
か。ＡＩ（人工知能）は、今やさまざまな領域で広く使われており、
技術革新の中心にあります。自動車の自動運転や画像分析による
医療診断、消費者の行動分析によるマーケティングといった分野に
とどまらず、私たちの普段の生活にも、その技術は入り込みつつあ
ります。
ＡＩは、コンピュータシステムが人間のように学習、推論、判断す
る能力を持つ技術を指します。ＡＩは、大量のデータを解析し、
パターンを見つけ、問題を解決することができます。
　例えば、役所において大きな負荷となっている様々な申請書類
の処理において、ＡＩは非常に大きな力を発揮します。大量の
データから、申請書類を分析し、適不適の判断を瞬時に行いま
す。そこには情実は入り込む隙はありませんし、過去の膨大な
データから判断されますので、役所で重要な平等性を保つことが
できます。ＡＩが低価格で、容易に利用できるようになることに
よって、業務の簡略化、迅速化が進み、導入している企業や組
織、個人とそうではないものとの間で大きな格差が生まれる可能
性が高くなっています。

ＡＩの自己紹介

　さて、ここで私が使っているＡＩに自己紹介をさせてみましょう。

「こんにちは、岐阜県中小企業団体中央会のみなさん！私は「アシス

タ」と申します。AI（人工知能）を活用して、さまざまな質問や課題にお

答えするサポート役として活動しています。日々の業務の効率化や、情

報収集、アイデア出し、翻訳サポートなど、幅広い分野でお役に立てる

よう努力しています。

　中小企業の皆様の活動を支援するために、経営改善やマーケティ

ング戦略、デジタル化に関する情報提供も行えますので、どんなこと

でも気軽にご相談ください！どうぞよろしくお願いいたします！」

　このように、自然な会話を行うことができるようになっていま
す。アシスタというのは、私がＡＩに着けたニックネームです。しか
し、使用上の注意に「必ずしも正しい答えではない」と書かれてい
るように、情報が古かったり、間違った情報を集めてきてしまうと
いったことや、なぜか嘘をついたりします。私は、多くの方に聞か
れた時に、「ＡＩは、気のいい知り合いのおじさんだと思えばよ
い。」と言っています。優しくて、気の良いおじさんなのですが、
「知らない」と言えないがために、時々適当なことを言ったりする
のです。
　しかし、世界中で多くの人たちがＡＩと会話をし、ＡＩは日々学
習し、進化しています。当然ながら、情報の精度は上がりつつあり
ます。

エクセルが苦手でも

　ビジネスシーンでエクセルが使えることは大きな武器でした。
しかし、エクセルを使えるかどうかは大きな問題ではなくなるか
も知れません。
　なぜならば、ＡＩが使い方を教えてくれるようになるからです。
たとえば、「Ｓ列の数字とＲ列の数字の半分を合計する式を教え

て」と聞けば、即座に「例えば、データが S1:S10 と R1:R10 にある
場合、次のような式を使います：=SUM(S1:S10) + SUM(R1:R10) / 
2」と教えてくれます。あるＩＴ関連企業の経営者は、「わが社でも
ＡＩを使って、簡単なプログラムを作らせています。難しいものは、
まだそのまま使えませんが、エンジニアが1から作るのではなく、Ａ
Ｉが作ったものを修正していくことで完成させるので、納期の短縮
などに大きな役割を果たしています。さらに今後の技術の進化に
よっては、プログラムを作成することだけでは、お金にならなくな
るという危機感を従業員には伝えています」と話します。
　ＡＩが大きな力となるのは、これまでのような専門職種だけで
ありません。
　あるカフェの経営者と一緒にＡＩを使っていました。経営者は、
「カフェの来春の新メニューを考えてください」と尋ねました。そ
れに対する答えが下記のとおりです。

「カフェにふさわしい、来春の新メニューを考えますね。春らしい季

節感を大切にしながら、和の要素を取り入れたアイディアをいくつ

か提案します。

ドリンクメニュー:

桜抹茶ラテ　桜の香りがほのかに漂う抹茶ラテ。桜の花びらを浮か

べ、春を感じさせる一杯です。

ゆずハニーティー　　ゆずと蜂蜜の風味が香る温かいハーブティー。

寒さが残る春先にぴったりで、和の要素を取り入れたリラックスド

リンク。

苺の梅ソーダ　　苺の甘みと梅の酸味を合わせた爽やかなソーダ。

春の新鮮な苺を使用し、爽快感あふれる一杯。

フードメニュー:

春野菜と桜エビの和風キッシュ　　旬の春野菜（アスパラガス、菜の

花など）と桜エビを使った和風キッシュ。軽めのランチやお茶請け

に最適です。

抹茶あんみつパンケーキ　　抹茶ソースとあんこをかけたふわふわ

パンケーキ。白玉や黒蜜も添えて、和スイーツのアレンジを楽しめる

一品。

桜と豆乳のクリームチーズタルト　桜の塩漬けと豆乳を使ったク

リーミーなタルト。春らしいピンクの見た目が目にも楽しく、軽やか

な甘さが特徴です。

スイーツメニュー:

桜もちのティラミス　和と洋が融合した、桜もち風味のティラミス。

桜のリキュールを使ったクリームで、ほのかに和を感じる新感覚の

デザート。

ほうじ茶パフェ　ほうじ茶アイス、わらび餅、白玉、黒蜜ゼリーを層に

した豪華なパフェ。和素材をふんだんに使った贅沢な一品です。

苺と抹茶の三色団子タルト　苺、抹茶、そして桜風味のクリームを

使った三色団子風のタルト。和菓子のエッセンスを活かした、春限定

のスイーツ。

春の訪れを感じさせる、新鮮な素材や和のエッセンスを取り入れた

メニューにしてみました。この中からカフェに合うものがあれば、ぜ

ひご活用ください！」

　どうでしょうか。カフェの経営者は、「これまで一から考えなく
てはいけなかったものが、たたき台になるものを提示してくれる
ことで、検討する時間が大幅に短縮できるし、思いもかけないア
イデアを与えてくれる。私たちのような個人事業者でもＡＩの活
用は大切だと思った。」と言います。
　ＡＩの仕事が完全に人間の仕事をこなしてくれるわけではあり
ません。このメニューのように、ＡＩからの提案をもとに、それぞ

れの料理人が独自のアイデアや技術、技法を加えることこそが大
切になるのです。そういう点では、私たちが忘れていることや、無
視しようとしていることなどを、きちんと提示してくれて、私の思考
の手助けになるという点では、優れたパートナーになる可能性を
秘めています。

ネット上でフリーのイラストを探す手間が・・・

　最後に作画をＡＩにやらせてみましょう。ＡＩに「ＡＩが、いろい
ろな質問に的確に答えるのを驚いている岐阜県中小企業団体中
央会の人たちをアニメ風に白黒で描いてみて。」と頼んでみました。
１０秒ほどで出してきたのが、この絵です。細かい点には、問題も
ありますが、それも例えばパソコン
のペイントソフトなどで修正してし
まえば大丈夫です。あるイラスト
レーターに見せると、「もう少し絵
が上手程度では食べていけない時
代になった。ＡＩを使えない人た
ち相手に薄利多売でやるか、絵を
見ただけで誰の絵か判ってもらえ
るような絵を描ける芸術家を目指
すか。中途半端な人間は仕事がな
くなる。」と言いました。
 
　さらにこんなこともできます。こちらはＡＩに「岐阜県めがね組合
（岐阜県眼鏡商業協同組合）のロゴマークを作って」と指示したも
のです。ＡＩ曰く「岐阜県眼鏡商業協同組合
のロゴマークです。シンプルでモダンなデザ
インに、岐阜の文化や自然を感じさせる要素
を取り入れてみました。気に入っていただけ
ると嬉しいです！」だそうです。
 
　ＡＩの能力の一つとして注目されているのが、画像や音楽など
を生成するというものです。これらも中小企業にとっては、非常に
便利に使える一方で、業種や業態によっては仕事を失う可能性も
あります。ＡＩで生成した作品の著作権や創作物をどう捉えるの
かに関しては、依然として議論が続いています。しかし、いずれに
しても新しい「道具（ツール）」として私たちの生活や仕事の場に
すでに入り込んでいるわけで、躊躇せずに使ってみることが重要
だと思います。

とにかく使ってみること

　おそらく本稿をお読みのみなさんでも、反応が大きく分かれるだ
ろうと思います。それは、「そうそう自分も使っているけど、そうだよ
な。」という方と、「話には聞いているし、ここにも書いてあるから、
ＡＩはこれから不可欠になるだろうな。」という方、さらには「スマホ
ですら嫌なのに、ＡＩなんてとんでもない。」という方です。実は、
「使ったことがある」方と、「使ったことがない」方の間で、大きな格
差が生まれています。筆者が、実際にＡＩで作画をするところを見
せると、知人たちの多くは「ここまでとは思わなかった」と言いま
す。みなさん、「テレビなどで見て、こういうことができることは知っ
ていたが」とも言います。
　もちろんＡＩの導入に関しては、利便性が高まる一方で、使用上の
問題も様 あ々ります。しかし、ＤＸの導入が重要とされている中小企
業経営において、ＡＩの導入もまた不回避だと言えます。どうせやら
ねばいけないのであれば、早めに使う方が良くないでしょうか。

【ホームページ】http://monodukuri.jp/
【常　勤】神戸国際大学経済学部 教授
【非常勤】関西大学商学部 非常勤講師・愛知工科大学工学部 非常勤講師
【専　門】中小企業論・地域経済論 

昭和39年 東京都生まれ
昭和63年 上智大学文学部卒業
平成12年 名古屋大学大学院国際開発研究科博士課程修了 （学術博士・名古屋大学）

中村　智彦
（なかむら　ともひこ）

【略　歴】

総務省地域創造力アドバイザー・京都府向日市ふるさと創生計画委員会座長
東京都北区ネスト赤羽支援機能拡充検討委員会座長・山形県川西町第5次総合計画アドバイザー
ヤフー！ニュース　https://news.yahoo.co.jp/byline/nakamuratomohiko

【活　動】

※本稿で使用したのは、ChatGPT（Open AI）の有料版です。
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第７6回中小企業団体全国大会に係る
要望事項（東海・北陸ブロック案）

　東海・北陸ブロック中央会では、各県の中央会より提出された国等に対する要望事項について、「東海北陸ブ
ロック事務局代表者会議」において「東海・北陸ブロック中央会要望事項」をとりまとめましたのでご報告します。
　なお、全国中央会では、各ブロックから出された要望事項をとりまとめ、10月24日に福井県福井市の「フェニッ
クス・プラザ」で開催する『第76回中小企業団体全国大会』において決議する予定です。

特 集

※岐阜県からの要望事項を反映している部分について、太字で示しています。

の解消を図る中小企業者に対する支援施策を拡充す
ること。　　　　　　　　　　　　　 ≪重点要望≫

３．情報化支援の拡充・強化（ＩＴ化）
（１）中小企業並びに中小企業組合へのＩＴ化・ＤＸ推進の

ためのハード面（情報機器導入資金補助等）・ソフト面
（情報担当者育成、システム開発支援等）の支援体制
を拡充・強化すること。

　　また、デジタル社会が進展する中で、ＤＸの概念や活
用手法を中小企業に広く普及する必要がある。組合を
活用することで、ＤＸ推進をより効率的に実施できること
から、組合を通じた中小企業のＤＸ推進対策を実施す
ること。

（２）個人情報保護法への対応、情報セキュリティに関する
専門人材の育成や中小企業における情報セキュリティ
対策に対する一層の支援を拡充すること。

（３）ＩＴやＤＸは中小企業等の生産性向上や経営の活性化
を図るために有効であるが、その利活用において中小
企業等と大企業との格差が広がっている。また、近年は
タブレット・スマートフォン等で操作性が向上しているこ
とから、中小企業等が利活用できるＩＴ導入やＤＸ推進
に取り組むリスキリングに関する助成制度等ＩＴスキル・
能力向上のための支援策を講じること。

（４）情報化の進展に伴いサイバー攻撃の脅威が増加して
いる中で、企業がサイバー攻撃を受けると金銭的な損
失に留まらず、取引先の信用も失うなど多大な被害と
なる可能性が高く、その対策への取り組みが重要で
あるものの、中小企業等にとって設備導入やシステム
導入は負担が大きいため、補助金等の支援措置を講
じること。

（５）サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業（ＩＴ導入補助
金）の継続・拡充を図ること。

４．組合士制度
（１）中小企業組合士の社会的地位と資質向上を図るた

め、中小企業組合士制度の積極的な振興策を講じる
こと。

（２）「中小企業組合士制度」は、組合事務局の資質向上を
図るとともに中小企業組合の活力ある発展と企業の育
成に寄与している。このため、中小企業組合士の社会
的地位と資質向上並びに組合士制度促進のため、国
家資格化を図ること。

５．組合制度
　中小企業組合が景気の変動に対応し継続して活性化す
るとともに、組合員の経済活動の促進を図り円滑な組合運
営を行うため、次の組合制度を改善すること。
（１）時代の移り変わりとともに、既存事業の見直しを行い、

組合員のニーズに合った新事業の立ち上げは、組合
存続のために必要不可欠と思われるが、事業の効率
や採算を考えた場合、員外利用の20％が高い壁となっ
て、組合員のニーズに応えられない。

　　経済事業活動をさらに拡大、活発化させ、安定的かつ
円滑に組合運営を行うため、員外利用制限の緩和を
図ること。

（２）地方、特に人口減少地域にある共同店舗組合におい
ては、組合員の廃業や脱退などから店舗自体の運営
維持も難しい状況があることから、そこで、出資を伴わ
ないテナント出店や大企業等の出店等、利用制限を超
えた員外者の施設利用を認めるなど柔軟な運用を行
うこと。

（３）商店街振興組合において、テナント運営となっている店
舗も多く、理事会や総会の出席率の低下及び理事を引

き受ける人の減少が著しいこともあり、円滑な組合事業
推進を図るため、商店街振興組合における員外理事の
制限を緩和すること。

（４）事業協同組合及び商店街振興組合等の設立要件を
緩和すること。

（５）協同組合や商店街振興組合等において事業承継が
円滑にいかず、廃業を検討している組合員に対しての
支援として、組合自体が事業承継につながるよう、その
組合員の経営を行うことができるように共同事業の範囲
を拡大すること。

（６）役員の選挙の方法として指名推選を規定しているが、
この選挙方法を採用するためには、総会に出席した者
全員が同意し、さらに選考委員が選んだ候補者を一括
して出席者全員が同意する必要があるが、この出席者
全員の同意という条件は厳しいので出席者の３分の２
の同意で実施できるように緩和すること。

６．建設関連業種への支援
（１）建設業は、地方にとって経済、雇用、地域の活力を左右

する重要な産業であり、社会資本の整備、維持管理を
通し、災害時の対応など住民の安心・安全に寄与する
産業である。その担い手である地方中小企業の健全な
利益の確保と計画的な人材確保・養成、設備投資が
必要であることから、地方中小企業向け公共事業に対
する長期的かつ安定的な発注計画を作成すること。

（２）将来にわたる公共工事の品質確保とその担い手の中
長期的な育成・確保に向けて、適正な利益を確保する
ため、最低制限価格の引き上げと設定範囲の上限撤廃
を行うこと。

７．地域資源の活用支援
　地域資源を活用し、地方経済の実態に即した景気対策
を実施するため、以下の支援を講じること。
①地産地消の推奨を図るため、公共物件における地域産
材等の使用を制度化すること。

②日本の住宅業界はウッドショックと言われる外国産木材の
供給不足とそれを補う国内産材の生産体制ができていな
いことが表面化しているため、森林整備や素材生産業者
の確保により、国産木材の安定供給、活用促進のための
支援策を拡充・強化すること。

８．中小企業の海外販路開拓支援の強化
　国内中小企業が今後とも成長・発展を遂げるには、アジ
ア諸国をはじめとする海外市場を取り込んでいく必要があ
るため、経験が乏しい中小企業が海外展開に取り組むうえ
で必要な情報やノウハウの提供、フィージビリティスタディや
プロモーション活動などについての支援策を積極的に努め
ること。

９．人材確保・後継者育成・事業承継・事業継続対策
（１）中小企業の後継者育成に関する支援策を拡充・強化

するため、広い視野や新しい視点から業界や社会情勢
を見ることができる人材育成に努めている組合青年部・
女性部組織等を活用した資質向上や地域経済のリー
ダー養成に向けた活動等に対する助成措置等後継者
育成支援策を講じること。

（２）事業承継に係る設備投資や販路開拓に関する支援施
策を拡充すること。

（３）後継者育成・事業承継・企業の合併買収など中小企
業の存続に関する情報提供及び相談体制を強化する
こと。

（４）事業承継に関する人材養成及び後継者育成のための
支援施策の拡充及び相談体制の強化を図ること。

（５）大規模災害による社会インフラの停止や感染症による
行動制限などを貴重な教訓とし、企業の危機管理能力
を高め、緊急時における事業活動の継続を図り、サプラ
イチェーンを遮断させることなく、地域経済の維持・発
展を図るため、中小企業・小規模事業者や中小企業組
合が取り組むＢＣＰの策定・運用に対する支援措置をよ
り一層推進するとともに、中小企業強靭化法に基づく連
携型事業継続力強化計画認定後の支援策を強化する
こと。

　　また、県域を越えた連携に対する支援を強化すること。
≪重点要望≫

（６）ＢＣＰ（事業継続計画）及び事業継続力強化計画を策
定した事業者等を対象とした無停電電源装置、自家発
電設備等の防災設備の導入及び工場等の生産設備
の耐震化、制震及び免震装置等の減災設備に対する
補助金等の支援策を講じること。

10．業界固有の技能者資格等の国家資格化 
　建設工事関連業の現場作業者における「登録基幹技能
者」、中古自動車販売店の販売員が認定される「中古自動
車販売士」など、業界固有のエキスパート人材を認定する
資格制度の国家資格化を図ること。

1１．建設業許可へ許可業種「サイン工事業」新設
　大手ゼネコンの現場等の作業の際に現場許可取得を求
められる場合が発生している。現在、サイン工事（看板業）
には該当する建設業許可項目がないため、他の工事（と
び・土木・コンクリート工事業、鋼構造物工事業）で許可取
得をする必要があり、多くの手間が掛かっているため許可
業種へ追加すること。

②成長促進・発展対策
１．事業承継支援 
　中小企業の多くでは後継者の確保が難しく、経営者の
高齢化に伴う廃業が増加していることから、地域経済の活
性化を維持するためにも後継者の育成及びM&A、従業
員承継を含めた親族外承継に関する支援策を拡充・強化
すること。

③ 連携対策
１．中小企業者・組合等連携組織支援施策 
（１）中小企業者及び組合に対する経営力強靭化・成長促

進支援施策を拡充すること。
（２）組合が組合員のために行う事業に対する財政的支援

を拡充すること。
（３）中小企業連携組織対策の充実・強化
①事業協同組合をはじめとする中小企業連携組織は、
個別企業では対応の難しい生産性の向上や人材の
確保などに大きな役割を果たしていることから、中小企
業連携組織対策を中小企業対策の重要な柱として位
置付け、拡充すること。　　　　　　　≪重点要望≫

②小規模企業振興基本法による小規模企業者に対して
の支援策の拡充に伴い、小規模企業者で組織する組
合等については、各種補助金の補助率10／10にする
など、早急に支援の充実を図ること。

③事業協同組合をはじめとする中小企業連携組織は、個
別企業では対応の難しい生産性の向上や人材の確保
などに大きな役割を果たしていることから、中小企業連
携組織対策を中小企業対策の重要な柱として位置付
け、拡充するとともに、同対策の実施を担う中小企業団
体中央会の指導体制を強化し、中小企業等協同組合

法などによる連携組織を積極的に支援できるよう十分な
予算措置を講じること。

④中小企業団体中央会の連携組織に対するコーディ
ネート機能を強化するため、中央会指導員の資質向上
に対し十分な予算措置を講じること。

２．中小企業者の官公需受注機会の確保 
（１）国は、「官公需についての中小企業の受注の確保に関

する法律（官公需法）」並びに毎年度出される「中小企
業者に関する国等の契約の方針」に基づき、中小企業
者並びに官公需適格組合への官公需発注の増大に
努めること。

　　また、国等の発注機関は、年間を通じて発注の標準化
に努めること。

（２）地方公共団体を含めた各発注機関に対して、官公需
施策への理解を深めるための指導を行うとともに地元中
小企業や官公需適格組合等の受注機会増大に向け
た取り組みを推進すること。

（３）地方公共団体を含めた各発注機関に対して、エネル
ギー、資材価格や労務費等のコスト上昇分に対応した
必要経費等の発注価格への反映がなされるよう指導を
強化すること。

（４）地方公共団体を含めた各発注機関に対して、少額随
意契約の見直し及び最低制限価格制度等の活用を促
進するなど、適正価格での受注機会の確保がなされる
よう指導すること。

　　中小企業等は、地方自治体からの発注が減少するな
か、受注確保のため、低入札価格での受注競争が激
化しており健全な事業活動が行えていない。適正価格
での受注確保のため、国及び地方自治体は最低制限
価格制度を導入している場合、入札が不調になるという
ことは低価格競争に繋がっていることを認識し、最低制
限価格の金額を見直すほか、著しい低価格による落札
が行われないよう低入札価格調査制度を積極的かつ
適切に運用すること。

　　また、人件費及び原材料の上昇といった状況を反映し
ていないことから、インフレ条項の適用により、適正な価
格での柔軟な発注にも努めること。

（５）地方公共団体を含めた各発注機関に対して、官公需
適格組合との緊急時における災害協定等の締結並び
に協定に基づいた優先発注の推進を指導すること。

（６）官公需適格組合やカーボンニュートラルの推進など環
境に配慮した取り組みを行っている中小企業等に対し、
審査時における加点等の措置を講じること。

（７）適切な予定価格の作成にあたっては、需給の状況、原
材料及び人件費等の最新の実勢価格等を踏まえ、参
考見積をもとに予定価格を設定することとし、随意契約
の場合には参考見積を聴取した事業者に対しても取引
から排除しないこと。

３．特定地域づくり事業協同組合制度の拡充・改善
　「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業
の推進に関する法律」に基づく特定地域づくり事業協同組
合制度は、人口急減地域において、地域の仕事を組み合わ
せて年間を通じた仕事を創出し、組合で職員を雇用し事業
者に派遣することにより、安定的な雇用環境や一定の給与
水準を確保することで移住・定住を促進し、その地域の活
性化につながることから、制度の周知を継続的に図るととも
に、永続的かつ着実な財政支援措置を講じること。

④ 地域経済・振興対策
－

⑤ 金融対策
１．中小企業への円滑な資金供給体制の確立と金融機関
への指導継続

（１）金融機関によるリレーションシップバンキング機能や、事
業性評価を重視した円滑で迅速な融資を可能とする
こと。

（２）経済対策に呼応した融資条件の緩和等中小企業金融
対策の一層の充実
①経済環境の急激な変化（エネルギー・原材料価格の
高騰や過度な円安、人手不足等）や、取引先の経営
状況の悪化等を乗り越えるための、地域や業種や業
態に合わせた機動的な金融施策の拡充を図ること。
　　　　　　　　　　　　　　　   ≪重点要望≫

②エネルギーや原材料価格等の高騰により、日々の運転
資金に支障をきたす中小企業者に対する適切かつ迅
速な資金繰り支援のほか、経済社会の構造等の変化
に適応していくための経営改善・事業転換に係る金融
支援、そしてコロナ禍で増大した債務（ゼロゼロ融資な
ど）に対応する事業者への事業再生支援など、事業者
の実情に応じた金融支援を講じること。

③金融庁は、金融機関の「経営者保証に関するガイドライ
ン」の積極的な活用を監督し、融資慣行として浸透・定
着を図るとともに、令和６年３月にスタートした保証料率
の上乗せにより経営者保証を提供しないことを選択でき
る信用保証制度の周知徹底及び経営者保証に依存し
ない融資慣行の確立を更に加速させるために策定され
た「経営者保証改革プログラム」に基づく積極的な融
資の推進を図ること。

④業績の回復していない事業者に対する既往貸付に対
する条件緩和や、借換等の制度の維持・拡充を図る
こと。
⑤コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進み、民間
金融機関に対して実質無利子・無担保融資の返済
が行われている中、中小企業等が債務超過や赤字と
なった場合でも事業再構築などの前向きな取組の促
進など、地域の金融機関においては、個々の中小企業
等の実態を踏まえた新たな資金需要の支援を強化す
ること。
⑥スタートアップ企業との連携・DX・GX・SDGｓ等、更なる
成長に向けた取組みや円滑な事業承継等を支援する
金融施策の充実を図ること。

⑦「事業成長担保権」制度の早期導入並びに活用に向
けた体制強化及びサポート態勢の整備を行うこと。

⑧日本銀行のマイナス金利解除の実行に伴い、借入金利
の引き上げがあった場合に、中小企業等は借換えや新
規借入れ時の返済負担増に苦慮する可能性が高まる
ため、現状では、賃上げと物価高騰に加え、利上げが
実行されると経営悪化が見込まれることから、セーフティ
ネットによる金利引き下げの措置をとり、マイナス金利解
除の影響が企業経営に及ばないように柔軟な対応を
行うこと。　　　　　　　　　　　　  ≪重点要望≫

⑨金融機関による経営改善・事業再生支援等の伴走支
援を一層推進するための施策を強化すること。

⑩制度改正等による資金需要に対して、業種・業態を考
慮した金融措置を策定すること。

２．政府系金融機関の更なる機能強化と融資制度の拡充
（１）緊急時をはじめ商工中金及び日本政策金融公庫の果

たす役割がますます重要になってきており、中小企業等
の状況を的確に把握して実情に合った事業を展開する
など、機能の強化を図るとともに、地域の中核となる中小
企業等の事業転換・設備投資、中小企業組合や地域

資源を活用する企業連携体を支援するため、融資制度
を拡充すること。

　　また、令和５年６月14日に改正商工中金法が成立した
が、引き続き、組合及び中小企業等の金融の円滑化を
目的とし、足もとで加速する様々な事業環境変化に挑戦
する中小企業等への支援を維持・強化すること。

（２）経済環境の急激な変化を乗り越えるための相談対応の
充実及び特別貸付の拡充を図ること。

（３）セーフティネット機能を発揮するための危機対応業務の
拡充を図ること。

（４）資金提供の円滑化を図るため融資対象事業の評価に
基づく低金利等優遇措置をとること。

（５）事業承継や人手不足等、企業が抱える課題解決に対
する支援機能を強化すること。

３．信用補完制度の充実 
（１）「経営者保証に関するガイドライン」に基づいた、不動産

担保や人的保証に依存しない融資制度の促進を図る
こと。

（２）金融機関と連携した保証審査期間の短縮化や、事務
の簡略化を図ること。

（３）信用保証協会のセーフティネット保証は資金調達力の
弱い中小企業・小規模事業者をサポートする重要な施
策であるため、信用保証協会の基金補助金の確保及
び信用保険向け政府出資金を確保すること。

（４）経済環境の急激な変化等の緊急時における特別貸付
（無利子・無保証融資等）に対する保証条件を緩和す
るとともに、条件変更による追加信用保証料についても
免除すること。

（５）返済履歴を考慮した保証料率の引き下げ等の優遇措
置を図ること。

４．高度化融資制度の弾力的運用
（１）高度化融資制度の充実強化を図り、個人保証について

は求めないこと。
（２）高度化資金の返済について、組合の運営は組合員の

減少等により非常に厳しい状況にあり、当初の返済期
限や返済額を履行できない組合が多数出てきている
ので、返済条件の緩和について一層弾力的に運用す
ること。

５．中小企業倒産防止共済制度の見直し
　中小企業倒産防止共済制度は、取り引き先の倒産・廃業
など貸し倒れリスク及び連鎖倒産を防止する備えとして意義
ある制度であるため、次の見直しを行うこと。
①共済金貸付時に貸付額の10％を掛金総額から控除す
る制度は負担が大きいため、廃止すること。
②共済に加入して間もない時期でも、取引先の突発的な
倒産に対して貸付が受けられるよう６ヶ月未満の貸付
制限を見直すこと。

⑥ 税制対策
１．消費税
（１）消費税率引上げに伴う中小企業における事務負担軽

減措置の導入等、十分な対策を取ること。
（２）国際情勢の影響等により経済が悪化している現状を鑑

み、消費税の基本税率の見直しや二重課税（ガソリン
税、酒税、タバコ税等）の解消を検討すること。

（３）消費税の適正かつ円滑な価格転嫁を図るため、違反行
為に対しては引き続き監視と摘発を徹底すること。

（４）現在、免税事業者については課税売上高が１千万円
以下、簡易課税制度については課税売上高が５千万

円以下の事業者に対して適用されているが、零細事業
者の事務負担を考慮しこの制度を維持すること。

（５）インボイス制度について、業種・業態ごとの実情や取引
の実態を踏まえた負担軽減措置及びシステム改修等に
対する十分な支援策を講じるとともに丁寧な制度周知
に努めること。

　　また、仕組みを簡素化し２割特例や少額特例等の負
担軽減策の延長や恒久化、または追加的措置の導入
など、中小事業等の状況を踏まえた柔軟な運用を行う
こと。

（６）インボイス制度や電子帳簿保存法など、既にスタートし
た税制に関する新たな制度等への対応を進めるのと
併せて「業務のデジタル化（DX）」に取り組むことによ
り、人的資源に乏しい中小企業のバックオフィス業務全
体の効率化を進めるための会計ソフトの導入や既存ソ
フトの改修、クラウドサービスの活用などに係る経費の
補助を講じること。

２．法人税
（１）国際競争力の向上を図り、国内投資や雇用創出を促進

するため、中小企業の成長を第一に、法人税率の更な
る引き下げと中小法人に対する軽減税率の延長・引き
下げを図ること。

（２）中小企業等の法人実効税率を引下げること。
（３）企業組合及び協業組合の法人税率を引き下げること。
（４）収益の悪化している中小企業を支援するため、欠損金

繰戻還付請求制度の拡充及び繰越控除期間を延長
すること。

（５）中小企業組合において、賦課金収入に対する課税を撤
廃すること。

（６）中小企業及び中小企業組合の軽減税率を引き下げる
とともに、適用所得金額を撤廃すること。

　　我が国の経済成長の源泉である中小企業等の経営
基盤や国際競争力の強化、また、創業促進の観点から
も、中小企業組合及び中小企業に対する法人税率は、
現行の軽減税率15％からさらに引き下げるとともに、適
用所得金額については撤廃すること。

（７）賃上げ促進税制における要件の緩和及び控除率を引
き上げること。

（８）中小法人の軽減税率を引下げ、適用所得金額を見直
すこと。

（９）ＤＸ及び設備投資に係る減価償却資産特例を拡充す
ること。

（10）税制上の優遇を受けられる中小企業の定義となる資
本金額を引き上げること。

（11）法人事業税の外形標準課税の中小企業への適用拡
大や中小法人向け租税特別措置の利用制限を行わな
いこと。

（12）激甚災害に指定された地域の企業への寄付金の損
金算入限度額を引き上げること。

（13）各種減税申請を行う際の手続きの簡素化を図ること。

３．同族会社・事業承継税制
（１）「個人版事業承継税制」が創設されるなど抜本的に拡

充されたが、中小企業が事業基盤を損なうことなく、後
継者に円滑に事業を承継し発展できるよう、自社株の評
価方法等についての更なる見直しや簡素化を推し進
め、制度の更なる充実を図ること。

（２）中小企業等の事業承継が円滑に行われるように、事業
承継税制を活用することで後継者が取得した自社株式
に係る贈与税・相続税について、納税猶予を受けられる
が、雇用維持要件を満たせなかった場合、書類の提出
や助言が必要となるなど、中小企業等への負担が大き

い。事業承継を円滑に行うためにも、非課税贈与額の拡
大などにより、事業承継税制の一層の拡充を図ること。

（３）事業承継税制は、平成30年度税制改正において、10
年間（平成30年1月1日から令和9年12月31日まで）、納
税猶予の対象となる非上場株式等の制限（総株式数
の最大３分の２まで）の撤廃や納税猶予割合の引上げ
（80％から100％）等の特例措置が創設されたが、多くの
中小企業では事業承継への対応が進んでおらず、後
継者に円滑に事業を承継し発展できるよう、特例措置
適用期間の延長を図ること。

（４）事業承継・引継ぎを契機とする業態転換や多角化を含
む新たな取り組みを支援する「事業承継・引継ぎ補助
金」はあるものの、実情として事業承継には時間を要す
ることが想定され、公募期間や事業期間を長くするなど
中小企業事業者にとってより効果的な運用となるよう制
度を拡充・強化すること。

（５）事業承継を円滑に行うため相続税・贈与税の納税猶予
及び免除の特例措置期間の延長や手続きの簡素化を
図ること。また、取引相場のない株式の評価方法を見直
すこと。

４．中小企業投資促進税制
　中小企業の思い切った設備投資を可能とし、生産性の一
層の向上を実現するため、新分野進出の際の税制優遇を
含め、中小企業投資促進税制及び経営強化税制の更なる
拡充を図ること。また、本税制について恒久化を図ること。

５．自動車関係税制
（１）我が国の自動車関係諸税については、税負担が複雑

で過重となっており、さらに、消費税率の引き上げに伴い
一段と税負担が重くなっているので、自動車関係諸税を
整理し、軽減すること。

（２）生産･製造工程などで使用する軽油に対する軽油引
取税の免税措置を恒久化･拡充すること。

（３）揮発油税は、消費税との二重課税であることから過重
な税負担を見直すこと。

（４）低年式自動車に対する自動車税のあり方を見直すこ
と。

（５）一般財源となった自動車重量税を廃止すること。

６．事業所税の廃止
　政令指定都市や人口30万人以上の指定市などに課せら
れている事業所税を廃止すること。

７．償却資産に係る固定資産税の廃止　　
　償却資産に係る固定資産税は、多数の設備を有する製
造業や建設業など特定の業種に負担が偏っているといった
業種間の税負担の偏在、中小企業の設備投資意欲の低下
や事務負担を増加させる一要因にもなっていることから、廃
止すること。

８．食事支給の非課税枠の引き上げ又は上限の撤廃
　近年、弁当製造のための原材料費の高騰等の影響もあ
り、製造コストが上昇しているが、その上昇分を価格に転嫁
するにあたり、提供先である事業者の食事支給の非課税
枠が所得税法上、月3,500円以下であるため、事業者は事
業主負担が3,500円以下になるように調整しており、価格引
き上げ交渉が困難となっている。このため、食事支給の非
課税枠3,500円の引き上げ又は非課税枠の上限の撤廃を
図ること。

９．その他中小企業・中小企業組合税制の充実強化
（１）「地球温暖化対策のための税」、いわゆる環境税の導

入により、全化石燃料に対してＣＯ₂排出量に応じた税
率が石油石炭税に上乗せされているが、中小企業者に
おいて過度の負担増とならないよう、免税・還付措置等
の負担軽減措置を講じること。

（２）賞与及び退職給付金の繰入の損金算入ができれば、
中小企業の内部留保が増え、従業員の福利厚生の充
実や経済活力を取り戻すことにつながるので、制度を復
活させること。

（３）役員報酬は、職務執行の対価であるにもかかわらず、損
金算入には、定期同額給与や事前確定届出給与など
厳しい制約が課せられているが、経営基盤が不安定な
中小企業の実態を踏まえ、役員報酬を弾力的に改訂で
き、損金算入できる制度にすること。

（４）自社利用目的のソフトウェア（無形固定資産）の償却年
数を、現行の５年から３年に短縮すること。

（５）消費の拡大を通じて経済活性化を図るため、資本金１
億円以下の中小法人の交際費について年800万円ま
で損金算入できる時限措置（令和９年３月末まで）を恒
久化すること。

（６）電力多消費産業に適応されている再生可能エネル
ギー発電促進賦課金の減免制度の見直しについては、
企業の負担増となり、国際競争力の低下につながるた
め、実施しないこと。

（７）鉄筋コンクリートや鉄骨鉄筋コンクリート造りのホテル・
旅館の固定資産税評価における最終残価率到達年
数が50年から45年に短縮されたが、未だ大きな負担と
なっているため、さらなる短縮化を図るほか、法人税に
準じた固定資産税の減免又は免除など見直しが確実
に実施されること。

（８）事業用地や公共・公益性のある共同施設などへの固
定資産税の軽減制度等、中小企業と地域にとって真に
実効ある固定資産税の負担軽減のための措置を講じ
ること。

（９）中小企業の事業再構築又は新分野進出・新事業への
取り組みに関する税制措置を講じること。

⑦ 労働対策
１．雇用・労働施策の拡充
（１）急速な少子高齢化が進展する中で、貴重な労働力であ

る子育て世代の労働者がその能力を発揮するために
は、働きながら育児ができる環境を整備する必要がある
ため、認可保育所においては、土・日曜日保育の実施と
延長保育時間の拡充や病児保育に対応することを認
可条件にするとともに、保育所に対して必要な経費を支
援すること。

　　また、保育士の確保や継続就業は待機児童問題の解
消につながるため、保育士養成学校の拡充並びに保育
士の処遇改善に努めるとともに不登校児童・生徒等の
受け皿となっているフリースクールへの財政支援を行う
こと。

（２）働き方改革関係法令の施行に伴い、その運用にあたっ
ては、中小企業にとって過度な負担とならないよう十分
に配慮するとともに、多様な働き方の実現に向け、中小
企業が対応しやすい環境を整備すること。

（３）働き方改革による時間外労働の上限規制については、
立場の弱い中小企業では、取引先の都合等により依然
として実施が困難な状況にある。特に、令和６年４月か
ら時間外労働の上限規制が適用された自動車運転業
務については、運送業界に限らず、経済全体に大きな
影響があることから、時間外労働につながる取引慣行
の見直しを推進すること。

　　また、同じく時間外労働の上限規制が適用された建設

業については、上限規制を考慮した工期設定を行うこ
と。　　　　　　　　　　　　　　　 ≪重点要望≫

（４）定年延長や継続雇用の延長など高齢者の雇用推進整
備に取り組む小規模・零細事業者に対し、積極的な支
援策を講じること。

２．中小企業の経営状況等を踏まえた最低賃金の設定及
び賃上げ支援の充実

（１）最低賃金の設定にあたっては、地域中小企業の経営
状況や雇用実態等、地域中小企業の実情を考慮する
と共に、地方最低賃金審議会の自主性を損なわないよ
うにすること。　　　　　　　　　　　≪重点要望≫

（２）中小企業の賃上げを支援するための労務費を含む価
格転嫁を推進すると共に、助成の充実や各種補助金
等における優遇措置の強化を図ること。

３．社会保障制度
（１）社会保険制度については、中小企業の経営実態等に

配慮し、将来的に安定した制度の確立に取り組むこと。
（２）社会保険料の引上げや適用拡大については、中小企

業の活力の維持・発展を阻害することがないよう慎重に
検討すると共に、事業者の負担を軽減する措置を講ず
ること。

（３）中小企業等への負担が過度にならないよう、社会保険
の保険料率の安易な引き上げは行わないこととし、中
小企業等の賃上げに伴う社会保険料の負担軽減支援
策の創設を中心とした社会保険制度の改善を行うこ
と。

（４）少子高齢化の進展により、生産年齢人口が減少に転じ
た今、パートやアルバイトなどで働く女性の存在は、貴
重な働き手となっている。そのような中、女性の就労抑
制につながっているとされる年収「103万円」あるいは
「130万円」などの、俗にいう「年収の壁」について早期
に撤廃し、望むように働き・活躍できる社会にするため、
税制や社会保険制度の抜本的な見直しを行うこと。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪重点要望≫
（５）年収の壁の問題について、中小企業の労働力確保を

阻害することがないよう抜本的な対策を講ずること。
（６）働き方改革関連法改正の猶予期間終了による影響を

受ける業種への支援を強化すること。

４．教育・人材育成
（１）大都市圏への人口の一極集中を是正し、地域に必要な

人材を呼び込み、地方の中小企業の人材確保を促進
するため、ＵＩＪターン等に係る各種助成を創設・拡充す
ること。

　　また、外国人留学生や特定技能を取得した外国人を
地方の中小企業へ就職を促すなど支援を強化し、地方
の中小企業への外国人材の雇用を促進すること。

（２）中小企業において、人材の確保・育成は大きな経営課
題である。特に技能の継承という観点からも、ものづくり
人材の育成、若年者の確保は急務であることから、大
学等教育機関と産業界の連携によるキャリア教育・職
業教育事業に対する支援、新入社員や若手従業員の
育成・定着支援等の更なる対策を講じること。

　　また、コロナ禍では営業活動を縮小し、人材も雇調金の
活用などで凌いだ中小企業の現場では、経済活動が
回復局面を迎え、コロナ禍以前の厳しい人材不足の状
況に戻りつつある。

　　そこで、中小企業の人材確保に向けた採用活動支援
のほか、企業による教育訓練の拡充、労働者の主体的
な学びへの支援に資する助成金等の強化・拡充など、
人材の確保、育成に向けた支援策を講じること。

⑧ 人材対策
１．中小企業に対する人材の確保・定着・開発等に関する
対策の更なる推進

（１）若年者人材を確保・定着させるための支援策を強化
すること。

（２）女性、高齢者、障害者等多様な人材の更なる雇用対
策を強化すること。

（３）地域産業を支える製造業・建設業等の技能者育成、技
術・技能継承への支援を強化すること。

（４）人材育成機関としての中小企業組合に対する支援・助
成策を講じること。

（５）技能検定制度については、中小企業のニーズを踏まえ
た職種の拡充を推進すると共に、技能検定試験を実施
する中小企業組合及び運営に携わる中小企業への支
援を強化すること。また、実技試験受検手数料の減額
対象者の年齢引き上げ等を図ること。

（６）「月60時間超の時間外労働への割増賃金率」について
は、中小企業への猶予措置が令和５年３月末をもって
終了し50％へ引き上げられたが、長時間労働の要因は
業種や職種、企業規模によっても現状や背景が異なる
ことから、対応に困難な中小企業等に対して、労働時間
の縮減や年次有給休暇の取得促進、休息時間の確保
等の長時間労働抑制に向けた取り組みを行った場合
における助成金等支援策の拡充・強化を行うこと。

（７）従業員の職務に関する知識・技能やＤＸ等専門的スキ
ルの習得、リスキリングへの取組みに対する支援を充
実・強化すること。

（８）採用活動に充てられる予算や人員が限られている中
小企業においては、公的な職業紹介への期待は高く、
求職者と求人企業のマッチングの質を向上するうえで、
業種・業界のニーズを踏まえた人材と仕事のマッチング
機会を創出することが重要であることから、ハローワー
クの機能強化など、公的職業紹介のマッチングの質向
上・体制強化を求める。

（９）インターンシップは大企業と比べ知名度の低い中小企
業にとって、自社の魅力を学生に伝える有効な機会で
あり、入社後のミスマッチ防止の効果も期待できること
から、インターンシップなどを通じた中小企業で働く魅
力の発信強化と採用力向上に向けた支援を強化する
こと。

２．中小企業のニーズ等を踏まえた外国人材受入れ制度
の見直し

（１）技能実習制度並びに特定技能制度について、業界の
ニーズ等を把握した上で、対象職種・業種を拡充すると
共に、利用する中小企業等の負担とならないよう事務手
続き等の簡素化・迅速化を図ること。

（２）転籍については、大都市圏への流出防止など、地方の
人材確保に配慮した制度とすること。　 ≪重点要望≫

（３）新たに創設される「育成就労制度」への移行にあたっ
ては、現行の外国人技能実習制度の２号移行対象職
種のすべてが網羅されるよう、特定技能制度の特定産
業分野を設定するとともに、育成就労制度の対象分野
に設定すること。また、その分野については、国が設定
する明確な分類のもとに設定すること。加えて、現行の
２号移行対象職種ではない業種であっても、業界や地
域における生産性の推移、人手不足の状況を把握し、
特定技能制度の特定産業分野と育成就労制度の受
入れ対象分野に設定すること。　　　≪重点要望≫

（４）特定技能制度における悪質な登録支援機関を排除す
るための措置を講ずること。

（５）外国人材の定着に向けた中小企業及び監理団体等

の取組への支援策（好事例の共有、社宅や休憩室等
の新設・改修や送迎車両の購入等に係る経費への助
成等）を構ずること

⑨ エネルギー・環境対策
１．環境・エネルギー
１）中小企業者が取り組む環境保全義務対策（緑化・騒
音・水質・ＰＦＡＳ・ＰＣＢ・アスベスト・廃プラチック等）に
対する支援を強化・拡充すること。特に、アスベスト含
有廃棄物及びPCB廃棄物の処理に係る費用を全額
負担するなど財政支援措置を講じること。

（２）土壌汚染対策を行うための調査及び除去等について
は、中小企業者にとって過度な負担とならないように要
件の緩和や財政支援措置を講じること。

（３）中小企業者がＪ-クレジット制度を利活用する場合、税
制や資金等について優遇措置を講じること。

（４）エコリース促進事業補助金は、再生可能エネルギー
設備や低炭素機器をリースで導入した際リース総額の
２～５％を補助する制度であり、積極的な設備投資を
行う上で有効な手段であるが、昨年度から工作機械
等一部が除外されたため、対象機器の復活と予算の
増額を行うこと。

（５）産業廃棄物等を再利用し、再資源化するための規制
を緩和すること。

（６）珪砂産業における新規鉱山の区域決定、開発に必要
な諸手続きの申請・認可の迅速化を図ること。

２．原油・原材料高騰への支援策の強化
（１）原油・原材料価格が高騰及び人件費が上昇する中、

中小企業にとっては調達コスト、物流コストの変動によ
り、経営の安定化に影響を与えている。原油、原材料、
電力等の資源・エネルギーの安定供給並びに価格の
適正化のため、総合的な資源・エネルギー支援策を推
進すること。　　　　　　　　　　   ≪重点要望≫

（２）エネルギー、資材価格や労務費等のコスト上昇分を適
切に価格に転嫁できるよう環境整備を図るとともに、支
援施策を拡充すること。また、「価格交渉促進月間」並
びに「パートナーシップ構築宣言」に基づき、受注側企
業における労務費、原材料費、エネルギー価格等のコ
スト上昇分について、円滑に反映できる体制構築に努
めるとともに価格転嫁等の監視及び指導を強化するこ
と。

　　さらに、ガソリンや電気などのエネルギー価格等高止
まりにより影響を受ける中小企業・小規模事業者に対
し、事業負担の軽減・緩和を図るため、令和６年５月末
に終了した負担軽減策を新たに措置すること。またそ
の中には、特別高圧電力を活用する事業者への負担
軽減措置も含めること。

（３）原油、天然ガス等のエネルギー価格の高騰に対応し
た電力価格の抑制を継続するとともにエネルギーの安
定供給を行うための施策を講じること。

（４）急激なエネルギー価格の高騰によって価格転嫁の困
難な中小企業等の負担を直接的に軽減するため、国
は「電気・ガス価格激変緩和対策事業」を延長して実
施しているが、補助がなくなった場合には中小企業等
の収益の悪化が予想されるため、電気代・ガス代に関
する激変緩和対策を一定期間継続支援すること。

　　　　　　　　　　　　  　　　　　≪重点要望≫

３．電力の安定供給と省エネ・節電対策支援の強化
（１）大企業に比べて製造コストに占める電気料金の比率

が高く、代替手段に乏しい中小企業者の経営基盤が

強化されるように再生可能エネルギー発電促進賦課
金の上昇を抑制すること。

（２）電気事業法で定められている高圧電力料金における契
約電力のデマンド制について、基本料金の算定期間の
短縮（１年→６ヶ月）又は一定期間内における最大と最
低の平均電力量とする料金制度へ改定すること。

（３）仕事量が増えれば増えるほど電気を使用するため、赤
字になり、収益を圧迫する。

　　今後、コロナ禍からの回復に伴う経済活動の再開・活
性化に向けては、電力の安定供給に向けた環境整備と
中小企業者に対する電気料金のさらなる負担軽減措
置を講じること。

（４）中小企業者等に対する生産性及び脱炭素・省エネル
ギー設備の新規導入と更新などによるカーボンニュート
ラル推進に向けた支援を継続すること。

（５）省資源・省エネルギーの実現に向けた、水力、風力等
の再生可能エネルギーの活用、将来の国産資源となり
えるメタンハイドレートの調査研究を進めるなど、具体的
な対策を早急に進めること。

（６）足元では地政学的なリスク要因及び円安により石油、Ｌ
ＮＧ、石炭等のエネルギー価格が高騰しており、エネル
ギー消費機器の効率化による燃料・電力の消費抑制を
図る必要があり、国においては省エネルギー投資促進
を目的に省エネ性能の高い設備等への補助制度が確
立されている。

　　また、国は企業自らの事業の使用電力を100％再生可
能エネルギーで賄うことを目指すＲＥ100の普及に努め
ていることから、太陽光発電などの導入支援対策とし
て、再エネ電力を利用することでＣＯ₂排出削減に貢献
することを目的に、自家消費による電力費の抑制だけで
なく、余剰電力を販売する場合も含めて設備導入に関
する補助制度を拡充すること。

４．有害物質除去への支援
　国・県等行政の指導により、防火対策としてアスベストを
使用して建設した中小企業組合等の共同施設におけるア
スベストの除去や囲い込み工事への支援措置、ＰＣＢの処
理への支援拡充など、有害物質除去に対して支援を行う
こと。

５．カーボンニュートラル達成に向けた中小企業等の取
り組み支援策

　政府は「2050年カーボンニュートラル」を実現すると宣言
し、2030年度に温室効果ガスを、2013年比で46％削減する
ことを目指すと公言しており、まずは、2030年に向けて産業
部門や業務部門に対し、大幅な省エネを行うことが求めら
れている。
　中小企業等においても、それぞれの事業内容に照らし、
脱炭素、そして省エネ等に積極的かつ主体的に取り組む
必要がある一方で、経営資源に不足する中小企業等の現
場においては、脱炭素が自分のビジネスにどう関係してくる
か、何をすればいいのかといった入口のところで、足踏みす
るレベルの事業者も少なくない。
　そこで、中小企業等が関わりやすい形で、現状の認識と
対策の立案、実行に向けた支援が必要となるほか、中小企
業等の脱炭素への取り組み、課題など現場の実態に配慮
し、脱炭素に向けたロードマップ策定について、不断の見直
しを図りながら進めること。

⑩ 工業対策
１．サプライチェーン対策の充実
　原材料等を海外に依存することなく、国内で需要・供給

するための設備導入や生産拠点の整備など中小企業者に
対する補助金等の支援を講じること。
　中でも、食品加工業においては物流課題として、温度管
理がある中で、昨今のドライバー不足により、ますます物流
サプライチェーンの保持が厳しくなっている。食料輸送とい
う温度管理が必要な特殊事情を踏まえての物流サプライ
チェーンへの支援を強化すること。
　また、海外生産・調達に依存する半導体や蓄電池などの
部素材について、国内での生産体制の構築支援を求める
ほか、レアアースなどの重要鉱物について、特定の国に依
存しすぎないよう企業による海外での権益取得に対する支
援も積極的に講じること。

２．ものづくり支援対策
（１）通称「ものづくり補助金」については、中小企業・小規模

事業者の設備投資意欲の促進、事業の多角化、経営
意識の変革等、地域の産業社会を活性化する役割を
担っており、事業を通じて開発した試作品等の商品化
等をより確実なものとするためにも、本事業を恒久化す
ること。

（２）生産性向上・経営力強化に大きな役割を果たしてきた
「ものづくり補助金」について、厳しい経営環境にある中
小企業のさらなる成長発展を促すため継続すること。

（３）ものづくり補助金の事業実施体制が変更され、問合せ
対応や申請書類の要件チェック等が全国事務局にお
いて一括して行われるようになったことにより、サポート
センターに電話が繋がらないといったケースや書類審
査等に相当の時間を要していることから、事業者や支
援機関から地域事務局に対し多くの問合せが寄せら
れている。

　　そのため、全国事務局だけで一括管理・運営を行うの
ではなく、従来どおり地域事務局を有効活用するととも
に情報共有を図り、事業者に寄り添った支援体制にす
ること。

（４）ものづくり補助金では従来、認定支援機関確認書の提
出が必須であり、公募申請時に支援が行われ、申請書
の内容、必要書類の支援が行われきた。しかし、令和元
年度補正のものづくり補助金より廃止された結果、初め
て申請する事業者、一度も採択されていない事業者など
からは申請書類がＡ４一枚で数行の内容のないもので
申請されている。また、「会社全体の事業計画」の基準
年度等の間違い、「従業員への賃金引上げ計画の表
明書」の間違いが非常に多く見受けられ、採択後の修
正依頼の業務が多くあるため、そのような応募を少なくす
るために、再度、認定支援機関の支援を受けてものづく
り補助金の応募がなされる活用を図ること。

（５）中小企業者が生産性向上や技術革新を行うためのＩＴ
ツール導入やデジタル化の強化、サイバーセキュリティ対
策強化など、DX推進に対する補助金等の支援を継続
拡充すること。

（６）知的財産権の取得や保護に対する費用の軽減措置な
ど知的財産活動に対する支援策を講じること。

（７）熟練技能者が長年の経験で培った技能、ノウハウや専
門的な知見などの円滑な継承や人材育成のために行う
教育訓練に対する費用の補助を行うなどの支援策を講
じること。

（８）産業構造の変革に直面する中小企業者の企業間で連
携するための機会の確保やその取り組みに対する支援
を行うとともにスタートアップ企業の連携組織化に対する
支援を講じること。

（９）フォローアップ支援事業の継続・拡充
　ものづくり補助金を実施した補助事業者を対象とする
フォローアップ支援事業は、機械装置の現況確認を原

⑪ 商業対策
１．中小商業支援策の拡充・強化
　中小商業活性化に向け、国内需要による消費の喚起を
図るとともに、訪日外国人旅行者の消費拡大を図るための
経済対策を講じること。

２．まちづくり、中心市街地活性化 
（１）極めて厳しい状況下にある商店街の活性化を図るた

め、商店街関連予算の拡充を図るとともに、地域社会
を支えまちづくりの担い手でもある商店街の自助努力を
支援するため、来客誘致のための集客イベントの開催
や駐車場対策など地域住民の利便性向上に向けた
支援策を一層充実すること。

（２）人口減少が深刻化する中で、地域の活性化を図るた
め、改正まちづくり三法の趣旨に沿った機能的なまちづ
くりの推進と中心市街地の再生を図る取り組みを強力
に推進すること。

（３）公共・公益性のある共同施設（アーケード、駐車場等）
は地域の活性化、地域社会の維持・発展に大きな役
割を担っており、その設置、修繕及び維持管理の費用
に対する助成制度を拡充・強化するとともに、これら施
設に係る固定資産税等の負担軽減措置を講じること。

（４）地域の商店街が新たな事業に取り組むにあたり、それ
らを統括できる人材、また事業推進にあたり外部機関
への申請手続きや折衝等を行うことができる人材を恒
常的に育成する制度を創設すること。

（５）高齢者等の買い物弱者に対する支援策として、地域
密着型の機動性のある地元商店街組織、商業者施
設及び中小の流通事業者を活用すること。

（６）低迷を続ける個人消費を拡大し、地域経済の好循環
をより確実にするため、平成26年度補正予算により地
方創生交付金で実施し大きな成果があった「プレミア
ム商品券」の発行など、効果的な個人消費喚起策を
講じること。

（７）商店街は魅力あるイベントの実施等によって活性化を
目指すことが求められているが、近年、店主の高齢化・
後継者不足による廃業や空き店舗の増加、魅力ある
個店の減少等を背景に商機能が弱体化し、厳しい状
況が続いていることから、継続的な集客促進、需要喚
起、商店街の体質強化に効果のある補助金制度を構
築すること。

（８）中小小売店及び商店街が、地域コミュニティの担い手
として、防犯や少子高齢化等社会的課題に取り組む
ための支援策を拡充・強化すること。

（９）大規模小売店舗に対して、地域商業者組合への加
入・協力を促すためのガイドラインの制定を行うこと。

（10）激甚化・頻発化する自然災害に適格に対応するため
の防災・減災・老朽化した施設の改修等に対する支
援策を拡充・強化すること。

（11）各地域に残った大型宿泊施設の廃屋撤去とその活
用に係る補助金の拡充をすること。また、これ以上に廃
屋を生まない活用の仕組みづくりを地方自治体と連携
して行っていくこと。

３．商店街振興組合等に対する優遇措置
　法人格を有する商店街振興組合や商店街協同組合
は、各種事業を通して各市の地域活性化に貢献するととも
に、法人税等の納税の社会的責任を果たし、任意の商店
街組織と比較して責任の所在が明確であることから、国等
の補助事業の実施にあたっては、任意の商店街組織と補
助率や補助限度額等に差を設けるなどの優遇措置を講じ
ること。

４．大型店等に対する適正な規制・指導の強化
（１）大規模集客施設の郊外開発行為に対して、厳格かつ

適正に対処するため、土地利用に関するゾーニングの
条例やガイドラインの制定を促進すること。

（２）大型店や大資本チェーン店、地権者などに商店街組
合への加入や、地域交流、商店街活動及び社会貢献
への積極的な協力を求める地域貢献条例等の制定を
促進すること。

５．不当廉売・不当表示等の取り締まり強化
（１）大規模小売店等の取引競争ルールを確立・徹底する

など、小売業における優越的地位の濫用行為を早期
に根絶させるとともに、不当廉売、不当表示等の違反
行為に実効性ある対応を実施して、適正価格で売れ
る仕組みを作ること。

（２）エネルギー、資材価格や労務費等のコスト上昇に係る
適正かつ円滑な価格転嫁を可能とするため、下請取
引環境の改善や商慣習の適正化に向けて取り締まり
を図るとともに、支援策を強化すること。

（３）下請法の対象となっている下請け企業に限らず、その
他の中小企業の取引に対しても手形等の支払期日短
縮に向けた指導・監督を行うこと。

６．経営力強化に対する支援
（１）非接触型・デジタル化を推進し、中小小売店及び商店

街の負担とならないよう、キャッシュレス決済手数料の
負担軽減や設備導入への支援を図ること。

（２）中小商業者のインターネット販売システム等の導入に
向けたデジタル技術の支援策を拡充するとともに、導
入後も専門家の派遣等を通じて、持続的な販売に繋
がる支援を継続すること。

（３）中小企業における省エネルギーや脱炭素の推進を図
るため、先進的省エネルギー投資促進支援事業費補
助金を継続・拡充すること

７．団地組合の再整備に係る支援策の創設等
　卸商業団地などの団地組合は地域の産業や雇用を支
える存在であり、災害時の防災拠点としての機能も有して
いることから、再整備に対して支援を行うこと。

⑫ サービス業対策
１．中小企業物流対策支援
（１）安心・安全な輸送手段の確保のため、高速道路等の

修繕・保守・再整備を強化すること。
（２）燃料油価格について、中東情勢等を踏まえて燃料油

価格激変緩和措置を延長すること。
（３）「物流革新に向けた政策パッケージの取組状況につい

て」及び「2030年度に向けた政府の中長期計画」を着
実かつ確実に実行すること。

２．高速道路割引制度
（１）平成26年４月の高速道路料金割引制度の見直しによ

り、事業者の輸送コストが増加している。小規模事業
者の輸送コスト削減はもとより、「休日上限1,000円制
度」などの観光需要を喚起し地域活性化を促すような
多面的な割引制度となるよう再度見直すこと。

（２）ＥＴＣマイレージポイント還元率を拡大すること。
（３）ＥＴＣコーポレートカード利用による平日朝夕割引の割

引対象となる地方部最大100kmまでの走行分につい
て大口・多頻度割引の割引対象走行にすること。

（４）事業協同組合等が行う共同精算事業において、ＥＴＣ
コーポレートカードの利用約款の変更により、違反点数

則とし、個別の販促支援等の実施を認めていない。
　継続的な事後支援は補助事業の事業化を促進する
観点からも非常に重要であり、事業化状況報告のフォ
ローアップ、販路開拓や販売促進等を支援対象とするこ
とに加え、対象年度の拡充等、フォローアップ支援事業
を継続・拡充すること。

（10）省力化、省人化を行うための補助金について補助率
のアップ及び補助上限額の引き上げを講じること。

（11）設備投資等を支援する補助金等について、申請要件
の緩和及び申請手続きの簡素化を講じること。

３．不当廉売及び優越的地位の濫用の防止、下請取引の
適正化

（１）不当廉売及び優越的地位を濫用した不公正な取引方
法に対して、国は迅速かつ的確に、実効性のある対処
を行うこと。

（２）弱い立場にある下請中小企業者が親事業者・発注事
業者による優越的地位の濫用等により不当な取引条件
を強要されることがないように法制度や業種別下請ガイ
ドラインの周知徹底を図ること。

（３）エネルギー･原材料価格高騰などのコスト負担増や従
業員の賃上げ等を実現するために､中小企業が適切
に価格転嫁し、利益を確保しやすい取引環境の整備
に向け、引き続き大企業など親事業者に対する､法制
度に基づいた厳正かつ適正な指導等を講じること。

　　≪重点要望≫
（４）中小企業組合を通じて行う団体協約などの取引条件

改善への取組みに対して要望の機会を設けるなど実
効性を担保できるよう発注者側の企業に対して指導を
行うこと。

　　また、価格転嫁交渉を円滑に進める有効な手段として
の『組合による団体協約の締結』の制度や仕組み、そ
の好事例を周知するとともに、組合組織の有用性を広
くＰＲすること。　　　　　　　　   ≪重点要望≫

（５）下請代金の支払いは、できる限り現金によるものとする
通達を親企業が遵守するよう指導すること。

（６）立場の弱い下請け等地域の中小企業者が強いられる
不公平な取引慣行を是正し、公正・公平な取引慣行の
実現に向けた政策を推進するとともに、下請け法など
関係法令への罰則規定の盛り込みなど、大企業等親
事業者への指導強化にも取り組むこと。

（７）中小小売業は、大手量販店との価格差やＥＣサイトで
の競争の激化により、経営環境が悪化し続け、将来の
展望が開けない状況となっていることから、国は中小小
売業の現状を直視して、「独占禁止法」や「業種別ガイ
ドライン」等を厳正に適用し、優越的地位の濫用、不当
表示、誇大表示等の不公正な取引や悪質サイトに対し
て、監視・監督の強化に努め、違反行為に対しては迅
速かつ実効性のある処分を行うこと。

（８）転嫁拒否が疑われる事案に対しては強力な罰則規定
を設けるなど、実効性のある価格転嫁対策を政府主導
で推進すること。また、大手事業者による転嫁阻害に対
して、国によるチェック機能が発揮できるよう、下請Gメン
や関係法令の一層厳格な運用を行うこと。

（９）不当廉売は、価格の安さ自体を不当視するものではな
いが、中小企業等の効率性によって達成した低価格販
売ではなく、採算を度外視した低価格によって顧客を獲
得しようとすることは独占禁止法上問題となる場合があ
る。特に、石油販売小売業においては、元売の標準的
な仕切価格やサービスステーション運営に必要な経費
の額から判断して、採算が取れないと思われるガソリン
の廉売事例が発生すると、周辺サービスステーションの
経営に甚大な被害を及ぼすこととなる。このため、採算

割れと思われる廉売によって、自社のガソリン販売量が
減少するなどの被害を受けている場合は、公正取引委
員会が速やかに情報収集や調査を行い、適切な指導
を行うこと。

４．地場産業・伝統的工芸品産業の振興対策
（１）ものづくり基盤を支える地場産業や伝統的工芸品産業

において、技術保持者の廃業により地域独特の文化の
担い手が途絶えることにつながることから、存続発展を
図るため、国は抜本的な対策を講じるとともに、業界の
活性化と産業の振興を強く進める各産地の協同組合
等への支援も併せて行うこと。また、それら地場産品の
販路を拡大するための支援制度を充実すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪重点要望≫
（２）ユネスコ無形文化遺産に登録されている縁付金箔の伝

統技術の保護・承継と需要拡大への支援を図ること。

５．ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の導入に向けた支援策の拡充
　食品衛生法等の一部改正により食品の安全確保を図る
ため、食品衛生管理の国際標準であるＨＡＣＣＰに沿った
衛生管理が全ての食品等事業者に義務づけられた。ＨＡ
ＣＣＰに沿った衛生管理を導入するためには、まずはＨＡＣ
ＣＰに関する認識を高める普及啓発が必要であるが、財政
基盤の脆弱な中小企業にとっては、事業所内で導入を進
める人材の育成や設備整備にかかるコスト負担などハード
ルが高いことから補助制度や税制等を含めた支援策を拡
充すること。
　また、食品安全に関する認証はＨＡＣＣＰ以外にも存在し
ている。大手流通からは、ＨＡＣＣＰ以上の認証規格であるＩ
ＳＯ22000や、さらに上位のＦＳＳＣ22000という認証が求めら
れる事が増えて来ている。そのため、ＨＡＣＣＰ以外の食品
安全管理に必要な認証制度への支援策を講じること。

６．新分野進出に向けた大学・公設試験研究機関等の機
能拡充・強化

　昨今のデジタル技術革新は、目覚ましいスピードで進行し
ているが、高度な技術やノウハウを持つ中小企業等が自社
の技術をどのように活用できるかを苦慮しているため、意欲
のある中小企業等の持つ高度な技術が活かされるよう、大
学・公設試験研究機関等の機能・体制を拡充・強化すると
ともにＤＸ人材の育成及び試験機器等の充実を図ること。

７．新分野進出・業態転換への支援
　社会構造・経営環境の変化により新分野・新事業展開や
業態転換等を余儀なくされ、従来の事業を縮小せざるを得
ない中小企業・小規模事業者が多い。異業種や他の業態と
の連携など新たな取り組みに対する支援策を講じること。

８．金属アーク溶接等作業における設備投資等の支援
　「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が、労働者に
神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らか
になったため、これらを特定化学物質に加え、労働者へのば
く露防止措置を義務付けることとした政令、省令改正等が
行われ、令和３年４月１日から施行されている。特に金属アー
ク溶接等作業を行う事業場においては、従来の「粉じん作
業」としての規制に加え、新たに特定化学物質としての措置
も義務付けられることとなり、中小企業等にとっては、多額の
費用負担が発生している。
　一部安全対策にかかる消耗品の購入にかかる補助金が
交付されていたが、今後も安心安全な作業場環境の構築
が促進されるように、作業床の改造等の設備投資を支援す
る補助金制度についても支援策を拡充すること。

の累計期間が３ヶ月から２年に延長されるなどにより利
用停止措置が厳しくなったが、組合が組合員の運行
管理に対する監督には限界があるので、見直すこと。

（５）ＥＴＣ大口・多頻度割引利用者への、道路法（車両制
限令）違反に対する罰則の算定基準について、所有
車両台数に応じた基準とすること。

（６）長距離輸送の効率化を図るため、高速道路の長距離
割引制度について現行の100～200㎞まで25％の割
引、200㎞超が30％割引から、100～200㎞までを
30％、200㎞超を40％の割引に拡充すること。

（７）国土交通省より、高速道路の深夜割引の見直し案
（深夜の適用時間帯に走行した分のみ）が示されたと
ころ、多くの組合員より見直し案に反対する意見があ
り、現行制度における割引適用待ちの車両の滞留は
社会問題化しているが、一方、トラック運転手の労働
環境の改善に繋がるとは言い難く、新たな問題が生じ
る可能性があるため見直し案を再考すること。

３．観光対策
（１）中小企業に勤める従業員等が、計画的に有給休暇を

取得できるような環境づくり並びにリフレッシュ休暇取得
の喚起を国が積極的に努め、国民の観光旅行の参加
機会を増大させること。

（２）現行の温泉法では、新たに温泉を掘削するには許可
が必要であるが、これを拒む理由がなければ、許可せ
ざるを得ないのが現状であり、誰でも温泉掘削が可能
となる状況では泉源が枯渇する恐れがあるため、早急
な対応策を図ること。

（３）入湯税の使途において「観光振興」と「温泉資源の保
護」を促進すること。

（４）人手不足に悩む旅館業等中小サービス業の生産性
向上施策を強化・拡充すること。

（５）出国税（国際観光旅客税）の使途について、地方の観
光地（特に温泉地）におけるソフト・ハードの観光基盤
の拡充・強化に対して十分な財源を振り分けること。

（６）宿泊観光産業の地位向上に向けた取組みとその発
信をするとともに、地域一体となった観光地・観光サー
ビスの高付加価値化に向けた支援や持続可能な地域
となるような事業再生に向けた支援を計画的・継続的
に講ずること。

４．葬祭業者の登録制・届出制
（１）現在、葬祭業は、墓地埋葬法第３条の遵守以外に許

認可・届出等の法規制が存在しないことから、イン
ターネットを活用して葬儀社の紹介に特化し、施行に
対して責任を持たない事業者が増えている。一部地
域では、火葬までの時間がかかるため、ご遺体保管を
ビジネスとして請け負う事業者も出現しており、公衆衛
生上、近隣住民と大きなトラブルになっているケースも
ある。

　　このため、こうした問題の実態調査を行うほか、社会
的な対応や現在法的根拠のない葬祭業界において、
登録制・届出制とすること。

（２）行政（地方自治体）と葬祭業組合及び葬祭業者が連
携して終活サポートを行うための体制整備に向けた支
援を行うこと。

５．自動車特定整備業に対する補助金等の創設
　近年の自動車整備業界では、ハイブリッド車や電気自動
車の普及により複雑化、高度化する技術に対応した自動ブ
レーキ等の安全性能の向上や高度なコンピュータ化が進
み、整備工場においても特定整備に対応した新たな設備
投資が必要になってきている。しかし、高度な検査機器の

導入等の特定整備への設備投資には多額の費用がかか
るため、中小企業等が設備投資を積極的に促進できるよう
に補助金等の予算を確保するとともに、補助金等の早期公
募や増額、自動車整備業に特化した工場等の設備投資
補助金の創設等具体的な支援策を講じること。

６．石油販売業界の持続的な発展・維持を目的とした支
援策の強化

（１）カーボンニュートラルの実現に向けた合成液体燃料開
発予算の拡充

　　自動車のカーボンニュートラルの方向性が不透明で
ある中、これからの経営に与える影響や具体的なロー
ドマップがいまだ示されていない。ガソリンスタンドは、地
域のサービスステーションとして平時・災害時にも安定
供給責務を全うすることが必要であり、そのための具
体的なロードマップの策定や経営多角化・事業転換
等の政策支援に加え、既存のサービスステーションの
インフラがそのまま活用できる二酸化炭素と水素から
製造する「合成液体燃料」の早期実用化に向けた開
発にかかる予算や石油元売りに対するグリーンイノ
ベーション基金をはじめとした更なる予算を拡充するこ
と。

（２）「過疎地問題」を解消するサービスステーションの存続
対策の強化

　　全国のサービスステーション数は、ガソリン需要の減
少、後継者難等により減少し続けているが、近隣に
サービスステーションがない住民にとっては、自家用車
や農業機械等への燃料供給や移動手段を持たない
高齢者への冬場の灯油配達などに支障をきたし、「過
疎地問題」が顕著化されつつあるため、地域住民の生
活環境の維持及び防災上の観点から自治体等が
サービスステーションの存続についての対策を積極的
に取り組むこと。

（３）長引く原油価格の高騰により燃料油激変緩和補助金
が延長されているが、地政学的なリスク要因を背景と
した今後の価格高騰リスク等や様々な経済情勢を見
極めるため、措置期間をさらに延長すること。

７．市街化調整区域における物流施設等の開発許可へ
の対応

　中小企業者が全体の99％を占めるトラック業界におい
て、自然災害対策や事業継続に向けた営業所や物流施
設等の移転・新設、共同化や事業集約における施設整備
等の適正な用地取得が難しくなっている一方で、自然災害
は以前より頻発・激甚化する傾向にあり、緊急物資の輸送
等を担うトラック運送事業者の役割はより重要となっている。
　現状、市街化調整区域等において物流施設等の開発
を行う場合、開発許可が必要といった立地規制があり、こ
れが自然災害対策や事業継続力強化に向けた施設整備
を行う際の投資意欲を低下させる一要因にもなっているこ
とから、開発許可に要する時間を短縮するなどの必要性を
見直すこと。

① 総合経済・中小企業対策
１．中小企業・小規模事業者の新たな成長・持続的発展を
支える経済再生支援

（１）経済が回復基調にある中で、その回復エンジンを力強
く、本格的なものとするために、挑戦意欲のある中小企
業・小規模事業者が組合等を活用してさらなる成長促
進を図るための施策を講じること。

 　また、その構築にあっては、活用方法の明快さ、申請書
類等の簡素化など、活用しやすいしくみ、制度設計とす
ること。

（２）地域商業・サービス業に対する消費喚起の支援策の拡
充及び継続
①物価高による消費者の買い控えが影響し、適正な価格
転嫁が進まない中で、地方の小売業や宿泊、飲食店等
の事業者の多くは、引き続き厳しい状況が続いている。
今後も地域商業・サービス業に対する賑わいを創出す
るイベント開催への補助金の交付や先払いの地域商
品券、食事券、宿泊券等の発行による消費喚起の支援
策を拡充及び継続すること。　　　　   ≪重点要望≫

②観光関連産業において、地域によっては「全国旅行支
援」や自治体独自の旅行支援策を講じているところもあ
り、インバウンドの回復と相まって全国的に賑わいが戻っ
てきている。その一方で、一部の観光地・観光エリアで
はサービス業従事者の人手不足や交通費・燃料費の
高騰による旅行者の伸び悩みが懸念されており、地域
経済を支える観光関連産業の継続的な支援の強化を
長期にわたって行うこと。

（３）早期の入込客数回復に向けた地域経済の活性化支援
①早期の入込客数回復に向け、観光地での消費喚起を
促進するために、高速道路料金の減免や魅力ある地
域資源と結びつけた誘客推進等観光振興策を推進す
ること。
　また、観光地での感染症予防措置への対応に設備や
システム等の導入、修繕が必要となっていることから、
観光客の受入れ態勢整備への補助金等の支援策を
創設すること。

②日本は円安という追い風によりインバウンドが回復してお
り、多様化する訪日外国人旅行者のニーズに対応して
いく必要があるため、快適に旅行を満喫できる環境整
備及び災害など緊急時への対応として、多言語での観
光情報提供機能の強化、無料Ｗｉ－Ｆｉサービスの整
備、キャッシュレス決済の普及、バリアフリー化の推進、
ＭＩＣＥの誘致・開催支援など既存の旅館・ホテルに対
する観光客の受入れ体制整備への補助金等の支援
策を強化すること。

（４）観光客増加のための全国旅行支援の継続並びに助成

金等の拡充
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの
５類移行に伴い、観光を通じた国内の交流活発化によ
る地域経済の活性化が期待できるため、全国旅行支援
を当面継続すること。
また、観光産業の発展は、地域経済の活性化や雇用の
増大等につながるため、地域経済を牽引する産業分野
の一つとして燃料価格高騰の影響を受ける観光関連
事業者の事業継続を促すためにも、経営状況が回復す
るまでは、助成金等の支援策を講じること。

（5）航空機業界への支援
①航空機産業は、回復傾向が顕著になったといえども経
営面では厳しい状況が続いている。コロナ禍を経て航
空機産業一辺倒の危うさに気付いた部分もあり、新分
野進出が新たなテーマになってくる。今後とも諸支援
策のほか、競争力の強化・維持支援策や新ビジネス展
開支援を充実すること。

②中部地域は、アジアＮｏ.１航空宇宙産業クラスター形成
特区に指定されており、航空機部品の産業集積地とし
て地域経済の発展に大きく寄与している。民間航空機
市場は、一時はコロナ禍で落ち込んだものの、今後の
旅客需要は増加が見込まれており、航空機産業の集
積地である中部地域は大きなポテンシャルを有している
ことから、中部地域の航空機製造サプライヤーの事業
継続や人材確保、新分野展開などの支援強化に取り
組むこと。

２．中小企業者支援施策
（１）国が実施する各種支援施策に関する情報周知の徹底

並びに事務手続きの簡素化を図ること。
（２）カーボンニュートラルの推進やサーキュラーエコノミーの

実現及びDX等経営力強化・生産性向上に取り組む中
小企業者に対する支援施策を拡充すること。

（３）地域資源や観光資源を活用した取り組みを行う中小企
業者に対する支援施策を拡充すること。

（４）外的要因による経営環境の変化に対応するため、事業
転換や業態変化を図る中小企業者への支援施策を拡
充すること。

（５）中小企業支援施策は、地域経済を支える中小企業の
成長を強力に後押しするとともに、地域の実情に応じて
適切で分かりやすい施策とすること。とりわけ、全体の９
割を占める小規模事業者の意欲ある取り組みを強力に
支援すること。

（６）各種業法の運用解釈が自治体によって異なる場合に
は、中小企業者にとって負担軽減となるような統一見解
を示すこと。

（７）省力化・省人化に資する設備等の導入により人手不足
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の解消を図る中小企業者に対する支援施策を拡充す
ること。　　　　　　　　　　　　　 ≪重点要望≫

３．情報化支援の拡充・強化（ＩＴ化）
（１）中小企業並びに中小企業組合へのＩＴ化・ＤＸ推進の

ためのハード面（情報機器導入資金補助等）・ソフト面
（情報担当者育成、システム開発支援等）の支援体制
を拡充・強化すること。

　　また、デジタル社会が進展する中で、ＤＸの概念や活
用手法を中小企業に広く普及する必要がある。組合を
活用することで、ＤＸ推進をより効率的に実施できること
から、組合を通じた中小企業のＤＸ推進対策を実施す
ること。

（２）個人情報保護法への対応、情報セキュリティに関する
専門人材の育成や中小企業における情報セキュリティ
対策に対する一層の支援を拡充すること。

（３）ＩＴやＤＸは中小企業等の生産性向上や経営の活性化
を図るために有効であるが、その利活用において中小
企業等と大企業との格差が広がっている。また、近年は
タブレット・スマートフォン等で操作性が向上しているこ
とから、中小企業等が利活用できるＩＴ導入やＤＸ推進
に取り組むリスキリングに関する助成制度等ＩＴスキル・
能力向上のための支援策を講じること。

（４）情報化の進展に伴いサイバー攻撃の脅威が増加して
いる中で、企業がサイバー攻撃を受けると金銭的な損
失に留まらず、取引先の信用も失うなど多大な被害と
なる可能性が高く、その対策への取り組みが重要で
あるものの、中小企業等にとって設備導入やシステム
導入は負担が大きいため、補助金等の支援措置を講
じること。

（５）サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業（ＩＴ導入補助
金）の継続・拡充を図ること。

４．組合士制度
（１）中小企業組合士の社会的地位と資質向上を図るた

め、中小企業組合士制度の積極的な振興策を講じる
こと。

（２）「中小企業組合士制度」は、組合事務局の資質向上を
図るとともに中小企業組合の活力ある発展と企業の育
成に寄与している。このため、中小企業組合士の社会
的地位と資質向上並びに組合士制度促進のため、国
家資格化を図ること。

５．組合制度
　中小企業組合が景気の変動に対応し継続して活性化す
るとともに、組合員の経済活動の促進を図り円滑な組合運
営を行うため、次の組合制度を改善すること。
（１）時代の移り変わりとともに、既存事業の見直しを行い、

組合員のニーズに合った新事業の立ち上げは、組合
存続のために必要不可欠と思われるが、事業の効率
や採算を考えた場合、員外利用の20％が高い壁となっ
て、組合員のニーズに応えられない。

　　経済事業活動をさらに拡大、活発化させ、安定的かつ
円滑に組合運営を行うため、員外利用制限の緩和を
図ること。

（２）地方、特に人口減少地域にある共同店舗組合におい
ては、組合員の廃業や脱退などから店舗自体の運営
維持も難しい状況があることから、そこで、出資を伴わ
ないテナント出店や大企業等の出店等、利用制限を超
えた員外者の施設利用を認めるなど柔軟な運用を行
うこと。

（３）商店街振興組合において、テナント運営となっている店
舗も多く、理事会や総会の出席率の低下及び理事を引

き受ける人の減少が著しいこともあり、円滑な組合事業
推進を図るため、商店街振興組合における員外理事の
制限を緩和すること。

（４）事業協同組合及び商店街振興組合等の設立要件を
緩和すること。

（５）協同組合や商店街振興組合等において事業承継が
円滑にいかず、廃業を検討している組合員に対しての
支援として、組合自体が事業承継につながるよう、その
組合員の経営を行うことができるように共同事業の範囲
を拡大すること。

（６）役員の選挙の方法として指名推選を規定しているが、
この選挙方法を採用するためには、総会に出席した者
全員が同意し、さらに選考委員が選んだ候補者を一括
して出席者全員が同意する必要があるが、この出席者
全員の同意という条件は厳しいので出席者の３分の２
の同意で実施できるように緩和すること。

６．建設関連業種への支援
（１）建設業は、地方にとって経済、雇用、地域の活力を左右

する重要な産業であり、社会資本の整備、維持管理を
通し、災害時の対応など住民の安心・安全に寄与する
産業である。その担い手である地方中小企業の健全な
利益の確保と計画的な人材確保・養成、設備投資が
必要であることから、地方中小企業向け公共事業に対
する長期的かつ安定的な発注計画を作成すること。

（２）将来にわたる公共工事の品質確保とその担い手の中
長期的な育成・確保に向けて、適正な利益を確保する
ため、最低制限価格の引き上げと設定範囲の上限撤廃
を行うこと。

７．地域資源の活用支援
　地域資源を活用し、地方経済の実態に即した景気対策
を実施するため、以下の支援を講じること。
①地産地消の推奨を図るため、公共物件における地域産
材等の使用を制度化すること。

②日本の住宅業界はウッドショックと言われる外国産木材の
供給不足とそれを補う国内産材の生産体制ができていな
いことが表面化しているため、森林整備や素材生産業者
の確保により、国産木材の安定供給、活用促進のための
支援策を拡充・強化すること。

８．中小企業の海外販路開拓支援の強化
　国内中小企業が今後とも成長・発展を遂げるには、アジ
ア諸国をはじめとする海外市場を取り込んでいく必要があ
るため、経験が乏しい中小企業が海外展開に取り組むうえ
で必要な情報やノウハウの提供、フィージビリティスタディや
プロモーション活動などについての支援策を積極的に努め
ること。

９．人材確保・後継者育成・事業承継・事業継続対策
（１）中小企業の後継者育成に関する支援策を拡充・強化

するため、広い視野や新しい視点から業界や社会情勢
を見ることができる人材育成に努めている組合青年部・
女性部組織等を活用した資質向上や地域経済のリー
ダー養成に向けた活動等に対する助成措置等後継者
育成支援策を講じること。

（２）事業承継に係る設備投資や販路開拓に関する支援施
策を拡充すること。

（３）後継者育成・事業承継・企業の合併買収など中小企
業の存続に関する情報提供及び相談体制を強化する
こと。

（４）事業承継に関する人材養成及び後継者育成のための
支援施策の拡充及び相談体制の強化を図ること。

（５）大規模災害による社会インフラの停止や感染症による
行動制限などを貴重な教訓とし、企業の危機管理能力
を高め、緊急時における事業活動の継続を図り、サプラ
イチェーンを遮断させることなく、地域経済の維持・発
展を図るため、中小企業・小規模事業者や中小企業組
合が取り組むＢＣＰの策定・運用に対する支援措置をよ
り一層推進するとともに、中小企業強靭化法に基づく連
携型事業継続力強化計画認定後の支援策を強化する
こと。

　　また、県域を越えた連携に対する支援を強化すること。
≪重点要望≫

（６）ＢＣＰ（事業継続計画）及び事業継続力強化計画を策
定した事業者等を対象とした無停電電源装置、自家発
電設備等の防災設備の導入及び工場等の生産設備
の耐震化、制震及び免震装置等の減災設備に対する
補助金等の支援策を講じること。

10．業界固有の技能者資格等の国家資格化 
　建設工事関連業の現場作業者における「登録基幹技能
者」、中古自動車販売店の販売員が認定される「中古自動
車販売士」など、業界固有のエキスパート人材を認定する
資格制度の国家資格化を図ること。

1１．建設業許可へ許可業種「サイン工事業」新設
　大手ゼネコンの現場等の作業の際に現場許可取得を求
められる場合が発生している。現在、サイン工事（看板業）
には該当する建設業許可項目がないため、他の工事（と
び・土木・コンクリート工事業、鋼構造物工事業）で許可取
得をする必要があり、多くの手間が掛かっているため許可
業種へ追加すること。

②成長促進・発展対策
１．事業承継支援 
　中小企業の多くでは後継者の確保が難しく、経営者の
高齢化に伴う廃業が増加していることから、地域経済の活
性化を維持するためにも後継者の育成及びM&A、従業
員承継を含めた親族外承継に関する支援策を拡充・強化
すること。

③ 連携対策
１．中小企業者・組合等連携組織支援施策 
（１）中小企業者及び組合に対する経営力強靭化・成長促

進支援施策を拡充すること。
（２）組合が組合員のために行う事業に対する財政的支援

を拡充すること。
（３）中小企業連携組織対策の充実・強化
①事業協同組合をはじめとする中小企業連携組織は、
個別企業では対応の難しい生産性の向上や人材の
確保などに大きな役割を果たしていることから、中小企
業連携組織対策を中小企業対策の重要な柱として位
置付け、拡充すること。　　　　　　　≪重点要望≫

②小規模企業振興基本法による小規模企業者に対して
の支援策の拡充に伴い、小規模企業者で組織する組
合等については、各種補助金の補助率10／10にする
など、早急に支援の充実を図ること。

③事業協同組合をはじめとする中小企業連携組織は、個
別企業では対応の難しい生産性の向上や人材の確保
などに大きな役割を果たしていることから、中小企業連
携組織対策を中小企業対策の重要な柱として位置付
け、拡充するとともに、同対策の実施を担う中小企業団
体中央会の指導体制を強化し、中小企業等協同組合

法などによる連携組織を積極的に支援できるよう十分な
予算措置を講じること。

④中小企業団体中央会の連携組織に対するコーディ
ネート機能を強化するため、中央会指導員の資質向上
に対し十分な予算措置を講じること。

２．中小企業者の官公需受注機会の確保 
（１）国は、「官公需についての中小企業の受注の確保に関

する法律（官公需法）」並びに毎年度出される「中小企
業者に関する国等の契約の方針」に基づき、中小企業
者並びに官公需適格組合への官公需発注の増大に
努めること。

　　また、国等の発注機関は、年間を通じて発注の標準化
に努めること。

（２）地方公共団体を含めた各発注機関に対して、官公需
施策への理解を深めるための指導を行うとともに地元中
小企業や官公需適格組合等の受注機会増大に向け
た取り組みを推進すること。

（３）地方公共団体を含めた各発注機関に対して、エネル
ギー、資材価格や労務費等のコスト上昇分に対応した
必要経費等の発注価格への反映がなされるよう指導を
強化すること。

（４）地方公共団体を含めた各発注機関に対して、少額随
意契約の見直し及び最低制限価格制度等の活用を促
進するなど、適正価格での受注機会の確保がなされる
よう指導すること。

　　中小企業等は、地方自治体からの発注が減少するな
か、受注確保のため、低入札価格での受注競争が激
化しており健全な事業活動が行えていない。適正価格
での受注確保のため、国及び地方自治体は最低制限
価格制度を導入している場合、入札が不調になるという
ことは低価格競争に繋がっていることを認識し、最低制
限価格の金額を見直すほか、著しい低価格による落札
が行われないよう低入札価格調査制度を積極的かつ
適切に運用すること。

　　また、人件費及び原材料の上昇といった状況を反映し
ていないことから、インフレ条項の適用により、適正な価
格での柔軟な発注にも努めること。

（５）地方公共団体を含めた各発注機関に対して、官公需
適格組合との緊急時における災害協定等の締結並び
に協定に基づいた優先発注の推進を指導すること。

（６）官公需適格組合やカーボンニュートラルの推進など環
境に配慮した取り組みを行っている中小企業等に対し、
審査時における加点等の措置を講じること。

（７）適切な予定価格の作成にあたっては、需給の状況、原
材料及び人件費等の最新の実勢価格等を踏まえ、参
考見積をもとに予定価格を設定することとし、随意契約
の場合には参考見積を聴取した事業者に対しても取引
から排除しないこと。

３．特定地域づくり事業協同組合制度の拡充・改善
　「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業
の推進に関する法律」に基づく特定地域づくり事業協同組
合制度は、人口急減地域において、地域の仕事を組み合わ
せて年間を通じた仕事を創出し、組合で職員を雇用し事業
者に派遣することにより、安定的な雇用環境や一定の給与
水準を確保することで移住・定住を促進し、その地域の活
性化につながることから、制度の周知を継続的に図るととも
に、永続的かつ着実な財政支援措置を講じること。

④ 地域経済・振興対策
－

⑤ 金融対策
１．中小企業への円滑な資金供給体制の確立と金融機関
への指導継続

（１）金融機関によるリレーションシップバンキング機能や、事
業性評価を重視した円滑で迅速な融資を可能とする
こと。

（２）経済対策に呼応した融資条件の緩和等中小企業金融
対策の一層の充実
①経済環境の急激な変化（エネルギー・原材料価格の
高騰や過度な円安、人手不足等）や、取引先の経営
状況の悪化等を乗り越えるための、地域や業種や業
態に合わせた機動的な金融施策の拡充を図ること。
　　　　　　　　　　　　　　　   ≪重点要望≫

②エネルギーや原材料価格等の高騰により、日々の運転
資金に支障をきたす中小企業者に対する適切かつ迅
速な資金繰り支援のほか、経済社会の構造等の変化
に適応していくための経営改善・事業転換に係る金融
支援、そしてコロナ禍で増大した債務（ゼロゼロ融資な
ど）に対応する事業者への事業再生支援など、事業者
の実情に応じた金融支援を講じること。

③金融庁は、金融機関の「経営者保証に関するガイドライ
ン」の積極的な活用を監督し、融資慣行として浸透・定
着を図るとともに、令和６年３月にスタートした保証料率
の上乗せにより経営者保証を提供しないことを選択でき
る信用保証制度の周知徹底及び経営者保証に依存し
ない融資慣行の確立を更に加速させるために策定され
た「経営者保証改革プログラム」に基づく積極的な融
資の推進を図ること。

④業績の回復していない事業者に対する既往貸付に対
する条件緩和や、借換等の制度の維持・拡充を図る
こと。
⑤コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進み、民間
金融機関に対して実質無利子・無担保融資の返済
が行われている中、中小企業等が債務超過や赤字と
なった場合でも事業再構築などの前向きな取組の促
進など、地域の金融機関においては、個々の中小企業
等の実態を踏まえた新たな資金需要の支援を強化す
ること。
⑥スタートアップ企業との連携・DX・GX・SDGｓ等、更なる
成長に向けた取組みや円滑な事業承継等を支援する
金融施策の充実を図ること。

⑦「事業成長担保権」制度の早期導入並びに活用に向
けた体制強化及びサポート態勢の整備を行うこと。

⑧日本銀行のマイナス金利解除の実行に伴い、借入金利
の引き上げがあった場合に、中小企業等は借換えや新
規借入れ時の返済負担増に苦慮する可能性が高まる
ため、現状では、賃上げと物価高騰に加え、利上げが
実行されると経営悪化が見込まれることから、セーフティ
ネットによる金利引き下げの措置をとり、マイナス金利解
除の影響が企業経営に及ばないように柔軟な対応を
行うこと。　　　　　　　　　　　　  ≪重点要望≫

⑨金融機関による経営改善・事業再生支援等の伴走支
援を一層推進するための施策を強化すること。

⑩制度改正等による資金需要に対して、業種・業態を考
慮した金融措置を策定すること。

２．政府系金融機関の更なる機能強化と融資制度の拡充
（１）緊急時をはじめ商工中金及び日本政策金融公庫の果

たす役割がますます重要になってきており、中小企業等
の状況を的確に把握して実情に合った事業を展開する
など、機能の強化を図るとともに、地域の中核となる中小
企業等の事業転換・設備投資、中小企業組合や地域

資源を活用する企業連携体を支援するため、融資制度
を拡充すること。

　　また、令和５年６月14日に改正商工中金法が成立した
が、引き続き、組合及び中小企業等の金融の円滑化を
目的とし、足もとで加速する様々な事業環境変化に挑戦
する中小企業等への支援を維持・強化すること。

（２）経済環境の急激な変化を乗り越えるための相談対応の
充実及び特別貸付の拡充を図ること。

（３）セーフティネット機能を発揮するための危機対応業務の
拡充を図ること。

（４）資金提供の円滑化を図るため融資対象事業の評価に
基づく低金利等優遇措置をとること。

（５）事業承継や人手不足等、企業が抱える課題解決に対
する支援機能を強化すること。

３．信用補完制度の充実 
（１）「経営者保証に関するガイドライン」に基づいた、不動産

担保や人的保証に依存しない融資制度の促進を図る
こと。

（２）金融機関と連携した保証審査期間の短縮化や、事務
の簡略化を図ること。

（３）信用保証協会のセーフティネット保証は資金調達力の
弱い中小企業・小規模事業者をサポートする重要な施
策であるため、信用保証協会の基金補助金の確保及
び信用保険向け政府出資金を確保すること。

（４）経済環境の急激な変化等の緊急時における特別貸付
（無利子・無保証融資等）に対する保証条件を緩和す
るとともに、条件変更による追加信用保証料についても
免除すること。

（５）返済履歴を考慮した保証料率の引き下げ等の優遇措
置を図ること。

４．高度化融資制度の弾力的運用
（１）高度化融資制度の充実強化を図り、個人保証について

は求めないこと。
（２）高度化資金の返済について、組合の運営は組合員の

減少等により非常に厳しい状況にあり、当初の返済期
限や返済額を履行できない組合が多数出てきている
ので、返済条件の緩和について一層弾力的に運用す
ること。

５．中小企業倒産防止共済制度の見直し
　中小企業倒産防止共済制度は、取り引き先の倒産・廃業
など貸し倒れリスク及び連鎖倒産を防止する備えとして意義
ある制度であるため、次の見直しを行うこと。
①共済金貸付時に貸付額の10％を掛金総額から控除す
る制度は負担が大きいため、廃止すること。
②共済に加入して間もない時期でも、取引先の突発的な
倒産に対して貸付が受けられるよう６ヶ月未満の貸付
制限を見直すこと。

⑥ 税制対策
１．消費税
（１）消費税率引上げに伴う中小企業における事務負担軽

減措置の導入等、十分な対策を取ること。
（２）国際情勢の影響等により経済が悪化している現状を鑑

み、消費税の基本税率の見直しや二重課税（ガソリン
税、酒税、タバコ税等）の解消を検討すること。

（３）消費税の適正かつ円滑な価格転嫁を図るため、違反行
為に対しては引き続き監視と摘発を徹底すること。

（４）現在、免税事業者については課税売上高が１千万円
以下、簡易課税制度については課税売上高が５千万

円以下の事業者に対して適用されているが、零細事業
者の事務負担を考慮しこの制度を維持すること。

（５）インボイス制度について、業種・業態ごとの実情や取引
の実態を踏まえた負担軽減措置及びシステム改修等に
対する十分な支援策を講じるとともに丁寧な制度周知
に努めること。

　　また、仕組みを簡素化し２割特例や少額特例等の負
担軽減策の延長や恒久化、または追加的措置の導入
など、中小事業等の状況を踏まえた柔軟な運用を行う
こと。

（６）インボイス制度や電子帳簿保存法など、既にスタートし
た税制に関する新たな制度等への対応を進めるのと
併せて「業務のデジタル化（DX）」に取り組むことによ
り、人的資源に乏しい中小企業のバックオフィス業務全
体の効率化を進めるための会計ソフトの導入や既存ソ
フトの改修、クラウドサービスの活用などに係る経費の
補助を講じること。

２．法人税
（１）国際競争力の向上を図り、国内投資や雇用創出を促進

するため、中小企業の成長を第一に、法人税率の更な
る引き下げと中小法人に対する軽減税率の延長・引き
下げを図ること。

（２）中小企業等の法人実効税率を引下げること。
（３）企業組合及び協業組合の法人税率を引き下げること。
（４）収益の悪化している中小企業を支援するため、欠損金

繰戻還付請求制度の拡充及び繰越控除期間を延長
すること。

（５）中小企業組合において、賦課金収入に対する課税を撤
廃すること。

（６）中小企業及び中小企業組合の軽減税率を引き下げる
とともに、適用所得金額を撤廃すること。

　　我が国の経済成長の源泉である中小企業等の経営
基盤や国際競争力の強化、また、創業促進の観点から
も、中小企業組合及び中小企業に対する法人税率は、
現行の軽減税率15％からさらに引き下げるとともに、適
用所得金額については撤廃すること。

（７）賃上げ促進税制における要件の緩和及び控除率を引
き上げること。

（８）中小法人の軽減税率を引下げ、適用所得金額を見直
すこと。

（９）ＤＸ及び設備投資に係る減価償却資産特例を拡充す
ること。

（10）税制上の優遇を受けられる中小企業の定義となる資
本金額を引き上げること。

（11）法人事業税の外形標準課税の中小企業への適用拡
大や中小法人向け租税特別措置の利用制限を行わな
いこと。

（12）激甚災害に指定された地域の企業への寄付金の損
金算入限度額を引き上げること。

（13）各種減税申請を行う際の手続きの簡素化を図ること。

３．同族会社・事業承継税制
（１）「個人版事業承継税制」が創設されるなど抜本的に拡

充されたが、中小企業が事業基盤を損なうことなく、後
継者に円滑に事業を承継し発展できるよう、自社株の評
価方法等についての更なる見直しや簡素化を推し進
め、制度の更なる充実を図ること。

（２）中小企業等の事業承継が円滑に行われるように、事業
承継税制を活用することで後継者が取得した自社株式
に係る贈与税・相続税について、納税猶予を受けられる
が、雇用維持要件を満たせなかった場合、書類の提出
や助言が必要となるなど、中小企業等への負担が大き

い。事業承継を円滑に行うためにも、非課税贈与額の拡
大などにより、事業承継税制の一層の拡充を図ること。

（３）事業承継税制は、平成30年度税制改正において、10
年間（平成30年1月1日から令和9年12月31日まで）、納
税猶予の対象となる非上場株式等の制限（総株式数
の最大３分の２まで）の撤廃や納税猶予割合の引上げ
（80％から100％）等の特例措置が創設されたが、多くの
中小企業では事業承継への対応が進んでおらず、後
継者に円滑に事業を承継し発展できるよう、特例措置
適用期間の延長を図ること。

（４）事業承継・引継ぎを契機とする業態転換や多角化を含
む新たな取り組みを支援する「事業承継・引継ぎ補助
金」はあるものの、実情として事業承継には時間を要す
ることが想定され、公募期間や事業期間を長くするなど
中小企業事業者にとってより効果的な運用となるよう制
度を拡充・強化すること。

（５）事業承継を円滑に行うため相続税・贈与税の納税猶予
及び免除の特例措置期間の延長や手続きの簡素化を
図ること。また、取引相場のない株式の評価方法を見直
すこと。

４．中小企業投資促進税制
　中小企業の思い切った設備投資を可能とし、生産性の一
層の向上を実現するため、新分野進出の際の税制優遇を
含め、中小企業投資促進税制及び経営強化税制の更なる
拡充を図ること。また、本税制について恒久化を図ること。

５．自動車関係税制
（１）我が国の自動車関係諸税については、税負担が複雑

で過重となっており、さらに、消費税率の引き上げに伴い
一段と税負担が重くなっているので、自動車関係諸税を
整理し、軽減すること。

（２）生産･製造工程などで使用する軽油に対する軽油引
取税の免税措置を恒久化･拡充すること。

（３）揮発油税は、消費税との二重課税であることから過重
な税負担を見直すこと。

（４）低年式自動車に対する自動車税のあり方を見直すこ
と。

（５）一般財源となった自動車重量税を廃止すること。

６．事業所税の廃止
　政令指定都市や人口30万人以上の指定市などに課せら
れている事業所税を廃止すること。

７．償却資産に係る固定資産税の廃止　　
　償却資産に係る固定資産税は、多数の設備を有する製
造業や建設業など特定の業種に負担が偏っているといった
業種間の税負担の偏在、中小企業の設備投資意欲の低下
や事務負担を増加させる一要因にもなっていることから、廃
止すること。

８．食事支給の非課税枠の引き上げ又は上限の撤廃
　近年、弁当製造のための原材料費の高騰等の影響もあ
り、製造コストが上昇しているが、その上昇分を価格に転嫁
するにあたり、提供先である事業者の食事支給の非課税
枠が所得税法上、月3,500円以下であるため、事業者は事
業主負担が3,500円以下になるように調整しており、価格引
き上げ交渉が困難となっている。このため、食事支給の非
課税枠3,500円の引き上げ又は非課税枠の上限の撤廃を
図ること。

９．その他中小企業・中小企業組合税制の充実強化
（１）「地球温暖化対策のための税」、いわゆる環境税の導

入により、全化石燃料に対してＣＯ₂排出量に応じた税
率が石油石炭税に上乗せされているが、中小企業者に
おいて過度の負担増とならないよう、免税・還付措置等
の負担軽減措置を講じること。

（２）賞与及び退職給付金の繰入の損金算入ができれば、
中小企業の内部留保が増え、従業員の福利厚生の充
実や経済活力を取り戻すことにつながるので、制度を復
活させること。

（３）役員報酬は、職務執行の対価であるにもかかわらず、損
金算入には、定期同額給与や事前確定届出給与など
厳しい制約が課せられているが、経営基盤が不安定な
中小企業の実態を踏まえ、役員報酬を弾力的に改訂で
き、損金算入できる制度にすること。

（４）自社利用目的のソフトウェア（無形固定資産）の償却年
数を、現行の５年から３年に短縮すること。

（５）消費の拡大を通じて経済活性化を図るため、資本金１
億円以下の中小法人の交際費について年800万円ま
で損金算入できる時限措置（令和９年３月末まで）を恒
久化すること。

（６）電力多消費産業に適応されている再生可能エネル
ギー発電促進賦課金の減免制度の見直しについては、
企業の負担増となり、国際競争力の低下につながるた
め、実施しないこと。

（７）鉄筋コンクリートや鉄骨鉄筋コンクリート造りのホテル・
旅館の固定資産税評価における最終残価率到達年
数が50年から45年に短縮されたが、未だ大きな負担と
なっているため、さらなる短縮化を図るほか、法人税に
準じた固定資産税の減免又は免除など見直しが確実
に実施されること。

（８）事業用地や公共・公益性のある共同施設などへの固
定資産税の軽減制度等、中小企業と地域にとって真に
実効ある固定資産税の負担軽減のための措置を講じ
ること。

（９）中小企業の事業再構築又は新分野進出・新事業への
取り組みに関する税制措置を講じること。

⑦ 労働対策
１．雇用・労働施策の拡充
（１）急速な少子高齢化が進展する中で、貴重な労働力であ

る子育て世代の労働者がその能力を発揮するために
は、働きながら育児ができる環境を整備する必要がある
ため、認可保育所においては、土・日曜日保育の実施と
延長保育時間の拡充や病児保育に対応することを認
可条件にするとともに、保育所に対して必要な経費を支
援すること。

　　また、保育士の確保や継続就業は待機児童問題の解
消につながるため、保育士養成学校の拡充並びに保育
士の処遇改善に努めるとともに不登校児童・生徒等の
受け皿となっているフリースクールへの財政支援を行う
こと。

（２）働き方改革関係法令の施行に伴い、その運用にあたっ
ては、中小企業にとって過度な負担とならないよう十分
に配慮するとともに、多様な働き方の実現に向け、中小
企業が対応しやすい環境を整備すること。

（３）働き方改革による時間外労働の上限規制については、
立場の弱い中小企業では、取引先の都合等により依然
として実施が困難な状況にある。特に、令和６年４月か
ら時間外労働の上限規制が適用された自動車運転業
務については、運送業界に限らず、経済全体に大きな
影響があることから、時間外労働につながる取引慣行
の見直しを推進すること。

　　また、同じく時間外労働の上限規制が適用された建設

業については、上限規制を考慮した工期設定を行うこ
と。　　　　　　　　　　　　　　　 ≪重点要望≫

（４）定年延長や継続雇用の延長など高齢者の雇用推進整
備に取り組む小規模・零細事業者に対し、積極的な支
援策を講じること。

２．中小企業の経営状況等を踏まえた最低賃金の設定及
び賃上げ支援の充実

（１）最低賃金の設定にあたっては、地域中小企業の経営
状況や雇用実態等、地域中小企業の実情を考慮する
と共に、地方最低賃金審議会の自主性を損なわないよ
うにすること。　　　　　　　　　　　≪重点要望≫

（２）中小企業の賃上げを支援するための労務費を含む価
格転嫁を推進すると共に、助成の充実や各種補助金
等における優遇措置の強化を図ること。

３．社会保障制度
（１）社会保険制度については、中小企業の経営実態等に

配慮し、将来的に安定した制度の確立に取り組むこと。
（２）社会保険料の引上げや適用拡大については、中小企

業の活力の維持・発展を阻害することがないよう慎重に
検討すると共に、事業者の負担を軽減する措置を講ず
ること。

（３）中小企業等への負担が過度にならないよう、社会保険
の保険料率の安易な引き上げは行わないこととし、中
小企業等の賃上げに伴う社会保険料の負担軽減支援
策の創設を中心とした社会保険制度の改善を行うこ
と。

（４）少子高齢化の進展により、生産年齢人口が減少に転じ
た今、パートやアルバイトなどで働く女性の存在は、貴
重な働き手となっている。そのような中、女性の就労抑
制につながっているとされる年収「103万円」あるいは
「130万円」などの、俗にいう「年収の壁」について早期
に撤廃し、望むように働き・活躍できる社会にするため、
税制や社会保険制度の抜本的な見直しを行うこと。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪重点要望≫
（５）年収の壁の問題について、中小企業の労働力確保を

阻害することがないよう抜本的な対策を講ずること。
（６）働き方改革関連法改正の猶予期間終了による影響を

受ける業種への支援を強化すること。

４．教育・人材育成
（１）大都市圏への人口の一極集中を是正し、地域に必要な

人材を呼び込み、地方の中小企業の人材確保を促進
するため、ＵＩＪターン等に係る各種助成を創設・拡充す
ること。

　　また、外国人留学生や特定技能を取得した外国人を
地方の中小企業へ就職を促すなど支援を強化し、地方
の中小企業への外国人材の雇用を促進すること。

（２）中小企業において、人材の確保・育成は大きな経営課
題である。特に技能の継承という観点からも、ものづくり
人材の育成、若年者の確保は急務であることから、大
学等教育機関と産業界の連携によるキャリア教育・職
業教育事業に対する支援、新入社員や若手従業員の
育成・定着支援等の更なる対策を講じること。

　　また、コロナ禍では営業活動を縮小し、人材も雇調金の
活用などで凌いだ中小企業の現場では、経済活動が
回復局面を迎え、コロナ禍以前の厳しい人材不足の状
況に戻りつつある。

　　そこで、中小企業の人材確保に向けた採用活動支援
のほか、企業による教育訓練の拡充、労働者の主体的
な学びへの支援に資する助成金等の強化・拡充など、
人材の確保、育成に向けた支援策を講じること。

⑧ 人材対策
１．中小企業に対する人材の確保・定着・開発等に関する
対策の更なる推進

（１）若年者人材を確保・定着させるための支援策を強化
すること。

（２）女性、高齢者、障害者等多様な人材の更なる雇用対
策を強化すること。

（３）地域産業を支える製造業・建設業等の技能者育成、技
術・技能継承への支援を強化すること。

（４）人材育成機関としての中小企業組合に対する支援・助
成策を講じること。

（５）技能検定制度については、中小企業のニーズを踏まえ
た職種の拡充を推進すると共に、技能検定試験を実施
する中小企業組合及び運営に携わる中小企業への支
援を強化すること。また、実技試験受検手数料の減額
対象者の年齢引き上げ等を図ること。

（６）「月60時間超の時間外労働への割増賃金率」について
は、中小企業への猶予措置が令和５年３月末をもって
終了し50％へ引き上げられたが、長時間労働の要因は
業種や職種、企業規模によっても現状や背景が異なる
ことから、対応に困難な中小企業等に対して、労働時間
の縮減や年次有給休暇の取得促進、休息時間の確保
等の長時間労働抑制に向けた取り組みを行った場合
における助成金等支援策の拡充・強化を行うこと。

（７）従業員の職務に関する知識・技能やＤＸ等専門的スキ
ルの習得、リスキリングへの取組みに対する支援を充
実・強化すること。

（８）採用活動に充てられる予算や人員が限られている中
小企業においては、公的な職業紹介への期待は高く、
求職者と求人企業のマッチングの質を向上するうえで、
業種・業界のニーズを踏まえた人材と仕事のマッチング
機会を創出することが重要であることから、ハローワー
クの機能強化など、公的職業紹介のマッチングの質向
上・体制強化を求める。

（９）インターンシップは大企業と比べ知名度の低い中小企
業にとって、自社の魅力を学生に伝える有効な機会で
あり、入社後のミスマッチ防止の効果も期待できること
から、インターンシップなどを通じた中小企業で働く魅
力の発信強化と採用力向上に向けた支援を強化する
こと。

２．中小企業のニーズ等を踏まえた外国人材受入れ制度
の見直し

（１）技能実習制度並びに特定技能制度について、業界の
ニーズ等を把握した上で、対象職種・業種を拡充すると
共に、利用する中小企業等の負担とならないよう事務手
続き等の簡素化・迅速化を図ること。

（２）転籍については、大都市圏への流出防止など、地方の
人材確保に配慮した制度とすること。　 ≪重点要望≫

（３）新たに創設される「育成就労制度」への移行にあたっ
ては、現行の外国人技能実習制度の２号移行対象職
種のすべてが網羅されるよう、特定技能制度の特定産
業分野を設定するとともに、育成就労制度の対象分野
に設定すること。また、その分野については、国が設定
する明確な分類のもとに設定すること。加えて、現行の
２号移行対象職種ではない業種であっても、業界や地
域における生産性の推移、人手不足の状況を把握し、
特定技能制度の特定産業分野と育成就労制度の受
入れ対象分野に設定すること。　　　≪重点要望≫

（４）特定技能制度における悪質な登録支援機関を排除す
るための措置を講ずること。

（５）外国人材の定着に向けた中小企業及び監理団体等

の取組への支援策（好事例の共有、社宅や休憩室等
の新設・改修や送迎車両の購入等に係る経費への助
成等）を構ずること

⑨ エネルギー・環境対策
１．環境・エネルギー
１）中小企業者が取り組む環境保全義務対策（緑化・騒
音・水質・ＰＦＡＳ・ＰＣＢ・アスベスト・廃プラチック等）に
対する支援を強化・拡充すること。特に、アスベスト含
有廃棄物及びPCB廃棄物の処理に係る費用を全額
負担するなど財政支援措置を講じること。

（２）土壌汚染対策を行うための調査及び除去等について
は、中小企業者にとって過度な負担とならないように要
件の緩和や財政支援措置を講じること。

（３）中小企業者がＪ-クレジット制度を利活用する場合、税
制や資金等について優遇措置を講じること。

（４）エコリース促進事業補助金は、再生可能エネルギー
設備や低炭素機器をリースで導入した際リース総額の
２～５％を補助する制度であり、積極的な設備投資を
行う上で有効な手段であるが、昨年度から工作機械
等一部が除外されたため、対象機器の復活と予算の
増額を行うこと。

（５）産業廃棄物等を再利用し、再資源化するための規制
を緩和すること。

（６）珪砂産業における新規鉱山の区域決定、開発に必要
な諸手続きの申請・認可の迅速化を図ること。

２．原油・原材料高騰への支援策の強化
（１）原油・原材料価格が高騰及び人件費が上昇する中、

中小企業にとっては調達コスト、物流コストの変動によ
り、経営の安定化に影響を与えている。原油、原材料、
電力等の資源・エネルギーの安定供給並びに価格の
適正化のため、総合的な資源・エネルギー支援策を推
進すること。　　　　　　　　　　   ≪重点要望≫

（２）エネルギー、資材価格や労務費等のコスト上昇分を適
切に価格に転嫁できるよう環境整備を図るとともに、支
援施策を拡充すること。また、「価格交渉促進月間」並
びに「パートナーシップ構築宣言」に基づき、受注側企
業における労務費、原材料費、エネルギー価格等のコ
スト上昇分について、円滑に反映できる体制構築に努
めるとともに価格転嫁等の監視及び指導を強化するこ
と。

　　さらに、ガソリンや電気などのエネルギー価格等高止
まりにより影響を受ける中小企業・小規模事業者に対
し、事業負担の軽減・緩和を図るため、令和６年５月末
に終了した負担軽減策を新たに措置すること。またそ
の中には、特別高圧電力を活用する事業者への負担
軽減措置も含めること。

（３）原油、天然ガス等のエネルギー価格の高騰に対応し
た電力価格の抑制を継続するとともにエネルギーの安
定供給を行うための施策を講じること。

（４）急激なエネルギー価格の高騰によって価格転嫁の困
難な中小企業等の負担を直接的に軽減するため、国
は「電気・ガス価格激変緩和対策事業」を延長して実
施しているが、補助がなくなった場合には中小企業等
の収益の悪化が予想されるため、電気代・ガス代に関
する激変緩和対策を一定期間継続支援すること。

　　　　　　　　　　　　  　　　　　≪重点要望≫

３．電力の安定供給と省エネ・節電対策支援の強化
（１）大企業に比べて製造コストに占める電気料金の比率

が高く、代替手段に乏しい中小企業者の経営基盤が

強化されるように再生可能エネルギー発電促進賦課
金の上昇を抑制すること。

（２）電気事業法で定められている高圧電力料金における契
約電力のデマンド制について、基本料金の算定期間の
短縮（１年→６ヶ月）又は一定期間内における最大と最
低の平均電力量とする料金制度へ改定すること。

（３）仕事量が増えれば増えるほど電気を使用するため、赤
字になり、収益を圧迫する。

　　今後、コロナ禍からの回復に伴う経済活動の再開・活
性化に向けては、電力の安定供給に向けた環境整備と
中小企業者に対する電気料金のさらなる負担軽減措
置を講じること。

（４）中小企業者等に対する生産性及び脱炭素・省エネル
ギー設備の新規導入と更新などによるカーボンニュート
ラル推進に向けた支援を継続すること。

（５）省資源・省エネルギーの実現に向けた、水力、風力等
の再生可能エネルギーの活用、将来の国産資源となり
えるメタンハイドレートの調査研究を進めるなど、具体的
な対策を早急に進めること。

（６）足元では地政学的なリスク要因及び円安により石油、Ｌ
ＮＧ、石炭等のエネルギー価格が高騰しており、エネル
ギー消費機器の効率化による燃料・電力の消費抑制を
図る必要があり、国においては省エネルギー投資促進
を目的に省エネ性能の高い設備等への補助制度が確
立されている。

　　また、国は企業自らの事業の使用電力を100％再生可
能エネルギーで賄うことを目指すＲＥ100の普及に努め
ていることから、太陽光発電などの導入支援対策とし
て、再エネ電力を利用することでＣＯ₂排出削減に貢献
することを目的に、自家消費による電力費の抑制だけで
なく、余剰電力を販売する場合も含めて設備導入に関
する補助制度を拡充すること。

４．有害物質除去への支援
　国・県等行政の指導により、防火対策としてアスベストを
使用して建設した中小企業組合等の共同施設におけるア
スベストの除去や囲い込み工事への支援措置、ＰＣＢの処
理への支援拡充など、有害物質除去に対して支援を行う
こと。

５．カーボンニュートラル達成に向けた中小企業等の取
り組み支援策

　政府は「2050年カーボンニュートラル」を実現すると宣言
し、2030年度に温室効果ガスを、2013年比で46％削減する
ことを目指すと公言しており、まずは、2030年に向けて産業
部門や業務部門に対し、大幅な省エネを行うことが求めら
れている。
　中小企業等においても、それぞれの事業内容に照らし、
脱炭素、そして省エネ等に積極的かつ主体的に取り組む
必要がある一方で、経営資源に不足する中小企業等の現
場においては、脱炭素が自分のビジネスにどう関係してくる
か、何をすればいいのかといった入口のところで、足踏みす
るレベルの事業者も少なくない。
　そこで、中小企業等が関わりやすい形で、現状の認識と
対策の立案、実行に向けた支援が必要となるほか、中小企
業等の脱炭素への取り組み、課題など現場の実態に配慮
し、脱炭素に向けたロードマップ策定について、不断の見直
しを図りながら進めること。

⑩ 工業対策
１．サプライチェーン対策の充実
　原材料等を海外に依存することなく、国内で需要・供給

するための設備導入や生産拠点の整備など中小企業者に
対する補助金等の支援を講じること。
　中でも、食品加工業においては物流課題として、温度管
理がある中で、昨今のドライバー不足により、ますます物流
サプライチェーンの保持が厳しくなっている。食料輸送とい
う温度管理が必要な特殊事情を踏まえての物流サプライ
チェーンへの支援を強化すること。
　また、海外生産・調達に依存する半導体や蓄電池などの
部素材について、国内での生産体制の構築支援を求める
ほか、レアアースなどの重要鉱物について、特定の国に依
存しすぎないよう企業による海外での権益取得に対する支
援も積極的に講じること。

２．ものづくり支援対策
（１）通称「ものづくり補助金」については、中小企業・小規模

事業者の設備投資意欲の促進、事業の多角化、経営
意識の変革等、地域の産業社会を活性化する役割を
担っており、事業を通じて開発した試作品等の商品化
等をより確実なものとするためにも、本事業を恒久化す
ること。

（２）生産性向上・経営力強化に大きな役割を果たしてきた
「ものづくり補助金」について、厳しい経営環境にある中
小企業のさらなる成長発展を促すため継続すること。

（３）ものづくり補助金の事業実施体制が変更され、問合せ
対応や申請書類の要件チェック等が全国事務局にお
いて一括して行われるようになったことにより、サポート
センターに電話が繋がらないといったケースや書類審
査等に相当の時間を要していることから、事業者や支
援機関から地域事務局に対し多くの問合せが寄せら
れている。

　　そのため、全国事務局だけで一括管理・運営を行うの
ではなく、従来どおり地域事務局を有効活用するととも
に情報共有を図り、事業者に寄り添った支援体制にす
ること。

（４）ものづくり補助金では従来、認定支援機関確認書の提
出が必須であり、公募申請時に支援が行われ、申請書
の内容、必要書類の支援が行われきた。しかし、令和元
年度補正のものづくり補助金より廃止された結果、初め
て申請する事業者、一度も採択されていない事業者など
からは申請書類がＡ４一枚で数行の内容のないもので
申請されている。また、「会社全体の事業計画」の基準
年度等の間違い、「従業員への賃金引上げ計画の表
明書」の間違いが非常に多く見受けられ、採択後の修
正依頼の業務が多くあるため、そのような応募を少なくす
るために、再度、認定支援機関の支援を受けてものづく
り補助金の応募がなされる活用を図ること。

（５）中小企業者が生産性向上や技術革新を行うためのＩＴ
ツール導入やデジタル化の強化、サイバーセキュリティ対
策強化など、DX推進に対する補助金等の支援を継続
拡充すること。

（６）知的財産権の取得や保護に対する費用の軽減措置な
ど知的財産活動に対する支援策を講じること。

（７）熟練技能者が長年の経験で培った技能、ノウハウや専
門的な知見などの円滑な継承や人材育成のために行う
教育訓練に対する費用の補助を行うなどの支援策を講
じること。

（８）産業構造の変革に直面する中小企業者の企業間で連
携するための機会の確保やその取り組みに対する支援
を行うとともにスタートアップ企業の連携組織化に対する
支援を講じること。

（９）フォローアップ支援事業の継続・拡充
　ものづくり補助金を実施した補助事業者を対象とする
フォローアップ支援事業は、機械装置の現況確認を原

⑪ 商業対策
１．中小商業支援策の拡充・強化
　中小商業活性化に向け、国内需要による消費の喚起を
図るとともに、訪日外国人旅行者の消費拡大を図るための
経済対策を講じること。

２．まちづくり、中心市街地活性化 
（１）極めて厳しい状況下にある商店街の活性化を図るた

め、商店街関連予算の拡充を図るとともに、地域社会
を支えまちづくりの担い手でもある商店街の自助努力を
支援するため、来客誘致のための集客イベントの開催
や駐車場対策など地域住民の利便性向上に向けた
支援策を一層充実すること。

（２）人口減少が深刻化する中で、地域の活性化を図るた
め、改正まちづくり三法の趣旨に沿った機能的なまちづ
くりの推進と中心市街地の再生を図る取り組みを強力
に推進すること。

（３）公共・公益性のある共同施設（アーケード、駐車場等）
は地域の活性化、地域社会の維持・発展に大きな役
割を担っており、その設置、修繕及び維持管理の費用
に対する助成制度を拡充・強化するとともに、これら施
設に係る固定資産税等の負担軽減措置を講じること。

（４）地域の商店街が新たな事業に取り組むにあたり、それ
らを統括できる人材、また事業推進にあたり外部機関
への申請手続きや折衝等を行うことができる人材を恒
常的に育成する制度を創設すること。

（５）高齢者等の買い物弱者に対する支援策として、地域
密着型の機動性のある地元商店街組織、商業者施
設及び中小の流通事業者を活用すること。

（６）低迷を続ける個人消費を拡大し、地域経済の好循環
をより確実にするため、平成26年度補正予算により地
方創生交付金で実施し大きな成果があった「プレミア
ム商品券」の発行など、効果的な個人消費喚起策を
講じること。

（７）商店街は魅力あるイベントの実施等によって活性化を
目指すことが求められているが、近年、店主の高齢化・
後継者不足による廃業や空き店舗の増加、魅力ある
個店の減少等を背景に商機能が弱体化し、厳しい状
況が続いていることから、継続的な集客促進、需要喚
起、商店街の体質強化に効果のある補助金制度を構
築すること。

（８）中小小売店及び商店街が、地域コミュニティの担い手
として、防犯や少子高齢化等社会的課題に取り組む
ための支援策を拡充・強化すること。

（９）大規模小売店舗に対して、地域商業者組合への加
入・協力を促すためのガイドラインの制定を行うこと。

（10）激甚化・頻発化する自然災害に適格に対応するため
の防災・減災・老朽化した施設の改修等に対する支
援策を拡充・強化すること。

（11）各地域に残った大型宿泊施設の廃屋撤去とその活
用に係る補助金の拡充をすること。また、これ以上に廃
屋を生まない活用の仕組みづくりを地方自治体と連携
して行っていくこと。

３．商店街振興組合等に対する優遇措置
　法人格を有する商店街振興組合や商店街協同組合
は、各種事業を通して各市の地域活性化に貢献するととも
に、法人税等の納税の社会的責任を果たし、任意の商店
街組織と比較して責任の所在が明確であることから、国等
の補助事業の実施にあたっては、任意の商店街組織と補
助率や補助限度額等に差を設けるなどの優遇措置を講じ
ること。

４．大型店等に対する適正な規制・指導の強化
（１）大規模集客施設の郊外開発行為に対して、厳格かつ

適正に対処するため、土地利用に関するゾーニングの
条例やガイドラインの制定を促進すること。

（２）大型店や大資本チェーン店、地権者などに商店街組
合への加入や、地域交流、商店街活動及び社会貢献
への積極的な協力を求める地域貢献条例等の制定を
促進すること。

５．不当廉売・不当表示等の取り締まり強化
（１）大規模小売店等の取引競争ルールを確立・徹底する

など、小売業における優越的地位の濫用行為を早期
に根絶させるとともに、不当廉売、不当表示等の違反
行為に実効性ある対応を実施して、適正価格で売れ
る仕組みを作ること。

（２）エネルギー、資材価格や労務費等のコスト上昇に係る
適正かつ円滑な価格転嫁を可能とするため、下請取
引環境の改善や商慣習の適正化に向けて取り締まり
を図るとともに、支援策を強化すること。

（３）下請法の対象となっている下請け企業に限らず、その
他の中小企業の取引に対しても手形等の支払期日短
縮に向けた指導・監督を行うこと。

６．経営力強化に対する支援
（１）非接触型・デジタル化を推進し、中小小売店及び商店

街の負担とならないよう、キャッシュレス決済手数料の
負担軽減や設備導入への支援を図ること。

（２）中小商業者のインターネット販売システム等の導入に
向けたデジタル技術の支援策を拡充するとともに、導
入後も専門家の派遣等を通じて、持続的な販売に繋
がる支援を継続すること。

（３）中小企業における省エネルギーや脱炭素の推進を図
るため、先進的省エネルギー投資促進支援事業費補
助金を継続・拡充すること

７．団地組合の再整備に係る支援策の創設等
　卸商業団地などの団地組合は地域の産業や雇用を支
える存在であり、災害時の防災拠点としての機能も有して
いることから、再整備に対して支援を行うこと。

⑫ サービス業対策
１．中小企業物流対策支援
（１）安心・安全な輸送手段の確保のため、高速道路等の

修繕・保守・再整備を強化すること。
（２）燃料油価格について、中東情勢等を踏まえて燃料油

価格激変緩和措置を延長すること。
（３）「物流革新に向けた政策パッケージの取組状況につい

て」及び「2030年度に向けた政府の中長期計画」を着
実かつ確実に実行すること。

２．高速道路割引制度
（１）平成26年４月の高速道路料金割引制度の見直しによ

り、事業者の輸送コストが増加している。小規模事業
者の輸送コスト削減はもとより、「休日上限1,000円制
度」などの観光需要を喚起し地域活性化を促すような
多面的な割引制度となるよう再度見直すこと。

（２）ＥＴＣマイレージポイント還元率を拡大すること。
（３）ＥＴＣコーポレートカード利用による平日朝夕割引の割

引対象となる地方部最大100kmまでの走行分につい
て大口・多頻度割引の割引対象走行にすること。

（４）事業協同組合等が行う共同精算事業において、ＥＴＣ
コーポレートカードの利用約款の変更により、違反点数

則とし、個別の販促支援等の実施を認めていない。
　継続的な事後支援は補助事業の事業化を促進する
観点からも非常に重要であり、事業化状況報告のフォ
ローアップ、販路開拓や販売促進等を支援対象とするこ
とに加え、対象年度の拡充等、フォローアップ支援事業
を継続・拡充すること。

（10）省力化、省人化を行うための補助金について補助率
のアップ及び補助上限額の引き上げを講じること。

（11）設備投資等を支援する補助金等について、申請要件
の緩和及び申請手続きの簡素化を講じること。

３．不当廉売及び優越的地位の濫用の防止、下請取引の
適正化

（１）不当廉売及び優越的地位を濫用した不公正な取引方
法に対して、国は迅速かつ的確に、実効性のある対処
を行うこと。

（２）弱い立場にある下請中小企業者が親事業者・発注事
業者による優越的地位の濫用等により不当な取引条件
を強要されることがないように法制度や業種別下請ガイ
ドラインの周知徹底を図ること。

（３）エネルギー･原材料価格高騰などのコスト負担増や従
業員の賃上げ等を実現するために､中小企業が適切
に価格転嫁し、利益を確保しやすい取引環境の整備
に向け、引き続き大企業など親事業者に対する､法制
度に基づいた厳正かつ適正な指導等を講じること。

　　≪重点要望≫
（４）中小企業組合を通じて行う団体協約などの取引条件

改善への取組みに対して要望の機会を設けるなど実
効性を担保できるよう発注者側の企業に対して指導を
行うこと。

　　また、価格転嫁交渉を円滑に進める有効な手段として
の『組合による団体協約の締結』の制度や仕組み、そ
の好事例を周知するとともに、組合組織の有用性を広
くＰＲすること。　　　　　　　　   ≪重点要望≫

（５）下請代金の支払いは、できる限り現金によるものとする
通達を親企業が遵守するよう指導すること。

（６）立場の弱い下請け等地域の中小企業者が強いられる
不公平な取引慣行を是正し、公正・公平な取引慣行の
実現に向けた政策を推進するとともに、下請け法など
関係法令への罰則規定の盛り込みなど、大企業等親
事業者への指導強化にも取り組むこと。

（７）中小小売業は、大手量販店との価格差やＥＣサイトで
の競争の激化により、経営環境が悪化し続け、将来の
展望が開けない状況となっていることから、国は中小小
売業の現状を直視して、「独占禁止法」や「業種別ガイ
ドライン」等を厳正に適用し、優越的地位の濫用、不当
表示、誇大表示等の不公正な取引や悪質サイトに対し
て、監視・監督の強化に努め、違反行為に対しては迅
速かつ実効性のある処分を行うこと。

（８）転嫁拒否が疑われる事案に対しては強力な罰則規定
を設けるなど、実効性のある価格転嫁対策を政府主導
で推進すること。また、大手事業者による転嫁阻害に対
して、国によるチェック機能が発揮できるよう、下請Gメン
や関係法令の一層厳格な運用を行うこと。

（９）不当廉売は、価格の安さ自体を不当視するものではな
いが、中小企業等の効率性によって達成した低価格販
売ではなく、採算を度外視した低価格によって顧客を獲
得しようとすることは独占禁止法上問題となる場合があ
る。特に、石油販売小売業においては、元売の標準的
な仕切価格やサービスステーション運営に必要な経費
の額から判断して、採算が取れないと思われるガソリン
の廉売事例が発生すると、周辺サービスステーションの
経営に甚大な被害を及ぼすこととなる。このため、採算

割れと思われる廉売によって、自社のガソリン販売量が
減少するなどの被害を受けている場合は、公正取引委
員会が速やかに情報収集や調査を行い、適切な指導
を行うこと。

４．地場産業・伝統的工芸品産業の振興対策
（１）ものづくり基盤を支える地場産業や伝統的工芸品産業

において、技術保持者の廃業により地域独特の文化の
担い手が途絶えることにつながることから、存続発展を
図るため、国は抜本的な対策を講じるとともに、業界の
活性化と産業の振興を強く進める各産地の協同組合
等への支援も併せて行うこと。また、それら地場産品の
販路を拡大するための支援制度を充実すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪重点要望≫
（２）ユネスコ無形文化遺産に登録されている縁付金箔の伝

統技術の保護・承継と需要拡大への支援を図ること。

５．ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の導入に向けた支援策の拡充
　食品衛生法等の一部改正により食品の安全確保を図る
ため、食品衛生管理の国際標準であるＨＡＣＣＰに沿った
衛生管理が全ての食品等事業者に義務づけられた。ＨＡ
ＣＣＰに沿った衛生管理を導入するためには、まずはＨＡＣ
ＣＰに関する認識を高める普及啓発が必要であるが、財政
基盤の脆弱な中小企業にとっては、事業所内で導入を進
める人材の育成や設備整備にかかるコスト負担などハード
ルが高いことから補助制度や税制等を含めた支援策を拡
充すること。
　また、食品安全に関する認証はＨＡＣＣＰ以外にも存在し
ている。大手流通からは、ＨＡＣＣＰ以上の認証規格であるＩ
ＳＯ22000や、さらに上位のＦＳＳＣ22000という認証が求めら
れる事が増えて来ている。そのため、ＨＡＣＣＰ以外の食品
安全管理に必要な認証制度への支援策を講じること。

６．新分野進出に向けた大学・公設試験研究機関等の機
能拡充・強化

　昨今のデジタル技術革新は、目覚ましいスピードで進行し
ているが、高度な技術やノウハウを持つ中小企業等が自社
の技術をどのように活用できるかを苦慮しているため、意欲
のある中小企業等の持つ高度な技術が活かされるよう、大
学・公設試験研究機関等の機能・体制を拡充・強化すると
ともにＤＸ人材の育成及び試験機器等の充実を図ること。

７．新分野進出・業態転換への支援
　社会構造・経営環境の変化により新分野・新事業展開や
業態転換等を余儀なくされ、従来の事業を縮小せざるを得
ない中小企業・小規模事業者が多い。異業種や他の業態と
の連携など新たな取り組みに対する支援策を講じること。

８．金属アーク溶接等作業における設備投資等の支援
　「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が、労働者に
神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らか
になったため、これらを特定化学物質に加え、労働者へのば
く露防止措置を義務付けることとした政令、省令改正等が
行われ、令和３年４月１日から施行されている。特に金属アー
ク溶接等作業を行う事業場においては、従来の「粉じん作
業」としての規制に加え、新たに特定化学物質としての措置
も義務付けられることとなり、中小企業等にとっては、多額の
費用負担が発生している。
　一部安全対策にかかる消耗品の購入にかかる補助金が
交付されていたが、今後も安心安全な作業場環境の構築
が促進されるように、作業床の改造等の設備投資を支援す
る補助金制度についても支援策を拡充すること。

の累計期間が３ヶ月から２年に延長されるなどにより利
用停止措置が厳しくなったが、組合が組合員の運行
管理に対する監督には限界があるので、見直すこと。

（５）ＥＴＣ大口・多頻度割引利用者への、道路法（車両制
限令）違反に対する罰則の算定基準について、所有
車両台数に応じた基準とすること。

（６）長距離輸送の効率化を図るため、高速道路の長距離
割引制度について現行の100～200㎞まで25％の割
引、200㎞超が30％割引から、100～200㎞までを
30％、200㎞超を40％の割引に拡充すること。

（７）国土交通省より、高速道路の深夜割引の見直し案
（深夜の適用時間帯に走行した分のみ）が示されたと
ころ、多くの組合員より見直し案に反対する意見があ
り、現行制度における割引適用待ちの車両の滞留は
社会問題化しているが、一方、トラック運転手の労働
環境の改善に繋がるとは言い難く、新たな問題が生じ
る可能性があるため見直し案を再考すること。

３．観光対策
（１）中小企業に勤める従業員等が、計画的に有給休暇を

取得できるような環境づくり並びにリフレッシュ休暇取得
の喚起を国が積極的に努め、国民の観光旅行の参加
機会を増大させること。

（２）現行の温泉法では、新たに温泉を掘削するには許可
が必要であるが、これを拒む理由がなければ、許可せ
ざるを得ないのが現状であり、誰でも温泉掘削が可能
となる状況では泉源が枯渇する恐れがあるため、早急
な対応策を図ること。

（３）入湯税の使途において「観光振興」と「温泉資源の保
護」を促進すること。

（４）人手不足に悩む旅館業等中小サービス業の生産性
向上施策を強化・拡充すること。

（５）出国税（国際観光旅客税）の使途について、地方の観
光地（特に温泉地）におけるソフト・ハードの観光基盤
の拡充・強化に対して十分な財源を振り分けること。

（６）宿泊観光産業の地位向上に向けた取組みとその発
信をするとともに、地域一体となった観光地・観光サー
ビスの高付加価値化に向けた支援や持続可能な地域
となるような事業再生に向けた支援を計画的・継続的
に講ずること。

４．葬祭業者の登録制・届出制
（１）現在、葬祭業は、墓地埋葬法第３条の遵守以外に許

認可・届出等の法規制が存在しないことから、イン
ターネットを活用して葬儀社の紹介に特化し、施行に
対して責任を持たない事業者が増えている。一部地
域では、火葬までの時間がかかるため、ご遺体保管を
ビジネスとして請け負う事業者も出現しており、公衆衛
生上、近隣住民と大きなトラブルになっているケースも
ある。

　　このため、こうした問題の実態調査を行うほか、社会
的な対応や現在法的根拠のない葬祭業界において、
登録制・届出制とすること。

（２）行政（地方自治体）と葬祭業組合及び葬祭業者が連
携して終活サポートを行うための体制整備に向けた支
援を行うこと。

５．自動車特定整備業に対する補助金等の創設
　近年の自動車整備業界では、ハイブリッド車や電気自動
車の普及により複雑化、高度化する技術に対応した自動ブ
レーキ等の安全性能の向上や高度なコンピュータ化が進
み、整備工場においても特定整備に対応した新たな設備
投資が必要になってきている。しかし、高度な検査機器の

導入等の特定整備への設備投資には多額の費用がかか
るため、中小企業等が設備投資を積極的に促進できるよう
に補助金等の予算を確保するとともに、補助金等の早期公
募や増額、自動車整備業に特化した工場等の設備投資
補助金の創設等具体的な支援策を講じること。

６．石油販売業界の持続的な発展・維持を目的とした支
援策の強化

（１）カーボンニュートラルの実現に向けた合成液体燃料開
発予算の拡充

　　自動車のカーボンニュートラルの方向性が不透明で
ある中、これからの経営に与える影響や具体的なロー
ドマップがいまだ示されていない。ガソリンスタンドは、地
域のサービスステーションとして平時・災害時にも安定
供給責務を全うすることが必要であり、そのための具
体的なロードマップの策定や経営多角化・事業転換
等の政策支援に加え、既存のサービスステーションの
インフラがそのまま活用できる二酸化炭素と水素から
製造する「合成液体燃料」の早期実用化に向けた開
発にかかる予算や石油元売りに対するグリーンイノ
ベーション基金をはじめとした更なる予算を拡充するこ
と。

（２）「過疎地問題」を解消するサービスステーションの存続
対策の強化

　　全国のサービスステーション数は、ガソリン需要の減
少、後継者難等により減少し続けているが、近隣に
サービスステーションがない住民にとっては、自家用車
や農業機械等への燃料供給や移動手段を持たない
高齢者への冬場の灯油配達などに支障をきたし、「過
疎地問題」が顕著化されつつあるため、地域住民の生
活環境の維持及び防災上の観点から自治体等が
サービスステーションの存続についての対策を積極的
に取り組むこと。

（３）長引く原油価格の高騰により燃料油激変緩和補助金
が延長されているが、地政学的なリスク要因を背景と
した今後の価格高騰リスク等や様々な経済情勢を見
極めるため、措置期間をさらに延長すること。

７．市街化調整区域における物流施設等の開発許可へ
の対応

　中小企業者が全体の99％を占めるトラック業界におい
て、自然災害対策や事業継続に向けた営業所や物流施
設等の移転・新設、共同化や事業集約における施設整備
等の適正な用地取得が難しくなっている一方で、自然災害
は以前より頻発・激甚化する傾向にあり、緊急物資の輸送
等を担うトラック運送事業者の役割はより重要となっている。
　現状、市街化調整区域等において物流施設等の開発
を行う場合、開発許可が必要といった立地規制があり、こ
れが自然災害対策や事業継続力強化に向けた施設整備
を行う際の投資意欲を低下させる一要因にもなっているこ
とから、開発許可に要する時間を短縮するなどの必要性を
見直すこと。

① 総合経済・中小企業対策
１．中小企業・小規模事業者の新たな成長・持続的発展を
支える経済再生支援

（１）経済が回復基調にある中で、その回復エンジンを力強
く、本格的なものとするために、挑戦意欲のある中小企
業・小規模事業者が組合等を活用してさらなる成長促
進を図るための施策を講じること。

 　また、その構築にあっては、活用方法の明快さ、申請書
類等の簡素化など、活用しやすいしくみ、制度設計とす
ること。

（２）地域商業・サービス業に対する消費喚起の支援策の拡
充及び継続
①物価高による消費者の買い控えが影響し、適正な価格
転嫁が進まない中で、地方の小売業や宿泊、飲食店等
の事業者の多くは、引き続き厳しい状況が続いている。
今後も地域商業・サービス業に対する賑わいを創出す
るイベント開催への補助金の交付や先払いの地域商
品券、食事券、宿泊券等の発行による消費喚起の支援
策を拡充及び継続すること。　　　　   ≪重点要望≫

②観光関連産業において、地域によっては「全国旅行支
援」や自治体独自の旅行支援策を講じているところもあ
り、インバウンドの回復と相まって全国的に賑わいが戻っ
てきている。その一方で、一部の観光地・観光エリアで
はサービス業従事者の人手不足や交通費・燃料費の
高騰による旅行者の伸び悩みが懸念されており、地域
経済を支える観光関連産業の継続的な支援の強化を
長期にわたって行うこと。

（３）早期の入込客数回復に向けた地域経済の活性化支援
①早期の入込客数回復に向け、観光地での消費喚起を
促進するために、高速道路料金の減免や魅力ある地
域資源と結びつけた誘客推進等観光振興策を推進す
ること。
　また、観光地での感染症予防措置への対応に設備や
システム等の導入、修繕が必要となっていることから、
観光客の受入れ態勢整備への補助金等の支援策を
創設すること。

②日本は円安という追い風によりインバウンドが回復してお
り、多様化する訪日外国人旅行者のニーズに対応して
いく必要があるため、快適に旅行を満喫できる環境整
備及び災害など緊急時への対応として、多言語での観
光情報提供機能の強化、無料Ｗｉ－Ｆｉサービスの整
備、キャッシュレス決済の普及、バリアフリー化の推進、
ＭＩＣＥの誘致・開催支援など既存の旅館・ホテルに対
する観光客の受入れ体制整備への補助金等の支援
策を強化すること。

（４）観光客増加のための全国旅行支援の継続並びに助成

金等の拡充
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの
５類移行に伴い、観光を通じた国内の交流活発化によ
る地域経済の活性化が期待できるため、全国旅行支援
を当面継続すること。
また、観光産業の発展は、地域経済の活性化や雇用の
増大等につながるため、地域経済を牽引する産業分野
の一つとして燃料価格高騰の影響を受ける観光関連
事業者の事業継続を促すためにも、経営状況が回復す
るまでは、助成金等の支援策を講じること。

（5）航空機業界への支援
①航空機産業は、回復傾向が顕著になったといえども経
営面では厳しい状況が続いている。コロナ禍を経て航
空機産業一辺倒の危うさに気付いた部分もあり、新分
野進出が新たなテーマになってくる。今後とも諸支援
策のほか、競争力の強化・維持支援策や新ビジネス展
開支援を充実すること。

②中部地域は、アジアＮｏ.１航空宇宙産業クラスター形成
特区に指定されており、航空機部品の産業集積地とし
て地域経済の発展に大きく寄与している。民間航空機
市場は、一時はコロナ禍で落ち込んだものの、今後の
旅客需要は増加が見込まれており、航空機産業の集
積地である中部地域は大きなポテンシャルを有している
ことから、中部地域の航空機製造サプライヤーの事業
継続や人材確保、新分野展開などの支援強化に取り
組むこと。

２．中小企業者支援施策
（１）国が実施する各種支援施策に関する情報周知の徹底

並びに事務手続きの簡素化を図ること。
（２）カーボンニュートラルの推進やサーキュラーエコノミーの

実現及びDX等経営力強化・生産性向上に取り組む中
小企業者に対する支援施策を拡充すること。

（３）地域資源や観光資源を活用した取り組みを行う中小企
業者に対する支援施策を拡充すること。

（４）外的要因による経営環境の変化に対応するため、事業
転換や業態変化を図る中小企業者への支援施策を拡
充すること。

（５）中小企業支援施策は、地域経済を支える中小企業の
成長を強力に後押しするとともに、地域の実情に応じて
適切で分かりやすい施策とすること。とりわけ、全体の９
割を占める小規模事業者の意欲ある取り組みを強力に
支援すること。

（６）各種業法の運用解釈が自治体によって異なる場合に
は、中小企業者にとって負担軽減となるような統一見解
を示すこと。

（７）省力化・省人化に資する設備等の導入により人手不足
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の解消を図る中小企業者に対する支援施策を拡充す
ること。　　　　　　　　　　　　　 ≪重点要望≫

３．情報化支援の拡充・強化（ＩＴ化）
（１）中小企業並びに中小企業組合へのＩＴ化・ＤＸ推進の

ためのハード面（情報機器導入資金補助等）・ソフト面
（情報担当者育成、システム開発支援等）の支援体制
を拡充・強化すること。

　　また、デジタル社会が進展する中で、ＤＸの概念や活
用手法を中小企業に広く普及する必要がある。組合を
活用することで、ＤＸ推進をより効率的に実施できること
から、組合を通じた中小企業のＤＸ推進対策を実施す
ること。

（２）個人情報保護法への対応、情報セキュリティに関する
専門人材の育成や中小企業における情報セキュリティ
対策に対する一層の支援を拡充すること。

（３）ＩＴやＤＸは中小企業等の生産性向上や経営の活性化
を図るために有効であるが、その利活用において中小
企業等と大企業との格差が広がっている。また、近年は
タブレット・スマートフォン等で操作性が向上しているこ
とから、中小企業等が利活用できるＩＴ導入やＤＸ推進
に取り組むリスキリングに関する助成制度等ＩＴスキル・
能力向上のための支援策を講じること。

（４）情報化の進展に伴いサイバー攻撃の脅威が増加して
いる中で、企業がサイバー攻撃を受けると金銭的な損
失に留まらず、取引先の信用も失うなど多大な被害と
なる可能性が高く、その対策への取り組みが重要で
あるものの、中小企業等にとって設備導入やシステム
導入は負担が大きいため、補助金等の支援措置を講
じること。

（５）サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業（ＩＴ導入補助
金）の継続・拡充を図ること。

４．組合士制度
（１）中小企業組合士の社会的地位と資質向上を図るた

め、中小企業組合士制度の積極的な振興策を講じる
こと。

（２）「中小企業組合士制度」は、組合事務局の資質向上を
図るとともに中小企業組合の活力ある発展と企業の育
成に寄与している。このため、中小企業組合士の社会
的地位と資質向上並びに組合士制度促進のため、国
家資格化を図ること。

５．組合制度
　中小企業組合が景気の変動に対応し継続して活性化す
るとともに、組合員の経済活動の促進を図り円滑な組合運
営を行うため、次の組合制度を改善すること。
（１）時代の移り変わりとともに、既存事業の見直しを行い、

組合員のニーズに合った新事業の立ち上げは、組合
存続のために必要不可欠と思われるが、事業の効率
や採算を考えた場合、員外利用の20％が高い壁となっ
て、組合員のニーズに応えられない。

　　経済事業活動をさらに拡大、活発化させ、安定的かつ
円滑に組合運営を行うため、員外利用制限の緩和を
図ること。

（２）地方、特に人口減少地域にある共同店舗組合におい
ては、組合員の廃業や脱退などから店舗自体の運営
維持も難しい状況があることから、そこで、出資を伴わ
ないテナント出店や大企業等の出店等、利用制限を超
えた員外者の施設利用を認めるなど柔軟な運用を行
うこと。

（３）商店街振興組合において、テナント運営となっている店
舗も多く、理事会や総会の出席率の低下及び理事を引

き受ける人の減少が著しいこともあり、円滑な組合事業
推進を図るため、商店街振興組合における員外理事の
制限を緩和すること。

（４）事業協同組合及び商店街振興組合等の設立要件を
緩和すること。

（５）協同組合や商店街振興組合等において事業承継が
円滑にいかず、廃業を検討している組合員に対しての
支援として、組合自体が事業承継につながるよう、その
組合員の経営を行うことができるように共同事業の範囲
を拡大すること。

（６）役員の選挙の方法として指名推選を規定しているが、
この選挙方法を採用するためには、総会に出席した者
全員が同意し、さらに選考委員が選んだ候補者を一括
して出席者全員が同意する必要があるが、この出席者
全員の同意という条件は厳しいので出席者の３分の２
の同意で実施できるように緩和すること。

６．建設関連業種への支援
（１）建設業は、地方にとって経済、雇用、地域の活力を左右

する重要な産業であり、社会資本の整備、維持管理を
通し、災害時の対応など住民の安心・安全に寄与する
産業である。その担い手である地方中小企業の健全な
利益の確保と計画的な人材確保・養成、設備投資が
必要であることから、地方中小企業向け公共事業に対
する長期的かつ安定的な発注計画を作成すること。

（２）将来にわたる公共工事の品質確保とその担い手の中
長期的な育成・確保に向けて、適正な利益を確保する
ため、最低制限価格の引き上げと設定範囲の上限撤廃
を行うこと。

７．地域資源の活用支援
　地域資源を活用し、地方経済の実態に即した景気対策
を実施するため、以下の支援を講じること。
①地産地消の推奨を図るため、公共物件における地域産
材等の使用を制度化すること。

②日本の住宅業界はウッドショックと言われる外国産木材の
供給不足とそれを補う国内産材の生産体制ができていな
いことが表面化しているため、森林整備や素材生産業者
の確保により、国産木材の安定供給、活用促進のための
支援策を拡充・強化すること。

８．中小企業の海外販路開拓支援の強化
　国内中小企業が今後とも成長・発展を遂げるには、アジ
ア諸国をはじめとする海外市場を取り込んでいく必要があ
るため、経験が乏しい中小企業が海外展開に取り組むうえ
で必要な情報やノウハウの提供、フィージビリティスタディや
プロモーション活動などについての支援策を積極的に努め
ること。

９．人材確保・後継者育成・事業承継・事業継続対策
（１）中小企業の後継者育成に関する支援策を拡充・強化

するため、広い視野や新しい視点から業界や社会情勢
を見ることができる人材育成に努めている組合青年部・
女性部組織等を活用した資質向上や地域経済のリー
ダー養成に向けた活動等に対する助成措置等後継者
育成支援策を講じること。

（２）事業承継に係る設備投資や販路開拓に関する支援施
策を拡充すること。

（３）後継者育成・事業承継・企業の合併買収など中小企
業の存続に関する情報提供及び相談体制を強化する
こと。

（４）事業承継に関する人材養成及び後継者育成のための
支援施策の拡充及び相談体制の強化を図ること。

（５）大規模災害による社会インフラの停止や感染症による
行動制限などを貴重な教訓とし、企業の危機管理能力
を高め、緊急時における事業活動の継続を図り、サプラ
イチェーンを遮断させることなく、地域経済の維持・発
展を図るため、中小企業・小規模事業者や中小企業組
合が取り組むＢＣＰの策定・運用に対する支援措置をよ
り一層推進するとともに、中小企業強靭化法に基づく連
携型事業継続力強化計画認定後の支援策を強化する
こと。

　　また、県域を越えた連携に対する支援を強化すること。
≪重点要望≫

（６）ＢＣＰ（事業継続計画）及び事業継続力強化計画を策
定した事業者等を対象とした無停電電源装置、自家発
電設備等の防災設備の導入及び工場等の生産設備
の耐震化、制震及び免震装置等の減災設備に対する
補助金等の支援策を講じること。

10．業界固有の技能者資格等の国家資格化 
　建設工事関連業の現場作業者における「登録基幹技能
者」、中古自動車販売店の販売員が認定される「中古自動
車販売士」など、業界固有のエキスパート人材を認定する
資格制度の国家資格化を図ること。

1１．建設業許可へ許可業種「サイン工事業」新設
　大手ゼネコンの現場等の作業の際に現場許可取得を求
められる場合が発生している。現在、サイン工事（看板業）
には該当する建設業許可項目がないため、他の工事（と
び・土木・コンクリート工事業、鋼構造物工事業）で許可取
得をする必要があり、多くの手間が掛かっているため許可
業種へ追加すること。

②成長促進・発展対策
１．事業承継支援 
　中小企業の多くでは後継者の確保が難しく、経営者の
高齢化に伴う廃業が増加していることから、地域経済の活
性化を維持するためにも後継者の育成及びM&A、従業
員承継を含めた親族外承継に関する支援策を拡充・強化
すること。

③ 連携対策
１．中小企業者・組合等連携組織支援施策 
（１）中小企業者及び組合に対する経営力強靭化・成長促

進支援施策を拡充すること。
（２）組合が組合員のために行う事業に対する財政的支援

を拡充すること。
（３）中小企業連携組織対策の充実・強化
①事業協同組合をはじめとする中小企業連携組織は、
個別企業では対応の難しい生産性の向上や人材の
確保などに大きな役割を果たしていることから、中小企
業連携組織対策を中小企業対策の重要な柱として位
置付け、拡充すること。　　　　　　　≪重点要望≫

②小規模企業振興基本法による小規模企業者に対して
の支援策の拡充に伴い、小規模企業者で組織する組
合等については、各種補助金の補助率10／10にする
など、早急に支援の充実を図ること。

③事業協同組合をはじめとする中小企業連携組織は、個
別企業では対応の難しい生産性の向上や人材の確保
などに大きな役割を果たしていることから、中小企業連
携組織対策を中小企業対策の重要な柱として位置付
け、拡充するとともに、同対策の実施を担う中小企業団
体中央会の指導体制を強化し、中小企業等協同組合

法などによる連携組織を積極的に支援できるよう十分な
予算措置を講じること。

④中小企業団体中央会の連携組織に対するコーディ
ネート機能を強化するため、中央会指導員の資質向上
に対し十分な予算措置を講じること。

２．中小企業者の官公需受注機会の確保 
（１）国は、「官公需についての中小企業の受注の確保に関

する法律（官公需法）」並びに毎年度出される「中小企
業者に関する国等の契約の方針」に基づき、中小企業
者並びに官公需適格組合への官公需発注の増大に
努めること。

　　また、国等の発注機関は、年間を通じて発注の標準化
に努めること。

（２）地方公共団体を含めた各発注機関に対して、官公需
施策への理解を深めるための指導を行うとともに地元中
小企業や官公需適格組合等の受注機会増大に向け
た取り組みを推進すること。

（３）地方公共団体を含めた各発注機関に対して、エネル
ギー、資材価格や労務費等のコスト上昇分に対応した
必要経費等の発注価格への反映がなされるよう指導を
強化すること。

（４）地方公共団体を含めた各発注機関に対して、少額随
意契約の見直し及び最低制限価格制度等の活用を促
進するなど、適正価格での受注機会の確保がなされる
よう指導すること。

　　中小企業等は、地方自治体からの発注が減少するな
か、受注確保のため、低入札価格での受注競争が激
化しており健全な事業活動が行えていない。適正価格
での受注確保のため、国及び地方自治体は最低制限
価格制度を導入している場合、入札が不調になるという
ことは低価格競争に繋がっていることを認識し、最低制
限価格の金額を見直すほか、著しい低価格による落札
が行われないよう低入札価格調査制度を積極的かつ
適切に運用すること。

　　また、人件費及び原材料の上昇といった状況を反映し
ていないことから、インフレ条項の適用により、適正な価
格での柔軟な発注にも努めること。

（５）地方公共団体を含めた各発注機関に対して、官公需
適格組合との緊急時における災害協定等の締結並び
に協定に基づいた優先発注の推進を指導すること。

（６）官公需適格組合やカーボンニュートラルの推進など環
境に配慮した取り組みを行っている中小企業等に対し、
審査時における加点等の措置を講じること。

（７）適切な予定価格の作成にあたっては、需給の状況、原
材料及び人件費等の最新の実勢価格等を踏まえ、参
考見積をもとに予定価格を設定することとし、随意契約
の場合には参考見積を聴取した事業者に対しても取引
から排除しないこと。

３．特定地域づくり事業協同組合制度の拡充・改善
　「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業
の推進に関する法律」に基づく特定地域づくり事業協同組
合制度は、人口急減地域において、地域の仕事を組み合わ
せて年間を通じた仕事を創出し、組合で職員を雇用し事業
者に派遣することにより、安定的な雇用環境や一定の給与
水準を確保することで移住・定住を促進し、その地域の活
性化につながることから、制度の周知を継続的に図るととも
に、永続的かつ着実な財政支援措置を講じること。

④ 地域経済・振興対策
－

⑤ 金融対策
１．中小企業への円滑な資金供給体制の確立と金融機関
への指導継続

（１）金融機関によるリレーションシップバンキング機能や、事
業性評価を重視した円滑で迅速な融資を可能とする
こと。

（２）経済対策に呼応した融資条件の緩和等中小企業金融
対策の一層の充実
①経済環境の急激な変化（エネルギー・原材料価格の
高騰や過度な円安、人手不足等）や、取引先の経営
状況の悪化等を乗り越えるための、地域や業種や業
態に合わせた機動的な金融施策の拡充を図ること。
　　　　　　　　　　　　　　　   ≪重点要望≫

②エネルギーや原材料価格等の高騰により、日々の運転
資金に支障をきたす中小企業者に対する適切かつ迅
速な資金繰り支援のほか、経済社会の構造等の変化
に適応していくための経営改善・事業転換に係る金融
支援、そしてコロナ禍で増大した債務（ゼロゼロ融資な
ど）に対応する事業者への事業再生支援など、事業者
の実情に応じた金融支援を講じること。

③金融庁は、金融機関の「経営者保証に関するガイドライ
ン」の積極的な活用を監督し、融資慣行として浸透・定
着を図るとともに、令和６年３月にスタートした保証料率
の上乗せにより経営者保証を提供しないことを選択でき
る信用保証制度の周知徹底及び経営者保証に依存し
ない融資慣行の確立を更に加速させるために策定され
た「経営者保証改革プログラム」に基づく積極的な融
資の推進を図ること。

④業績の回復していない事業者に対する既往貸付に対
する条件緩和や、借換等の制度の維持・拡充を図る
こと。
⑤コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進み、民間
金融機関に対して実質無利子・無担保融資の返済
が行われている中、中小企業等が債務超過や赤字と
なった場合でも事業再構築などの前向きな取組の促
進など、地域の金融機関においては、個々の中小企業
等の実態を踏まえた新たな資金需要の支援を強化す
ること。
⑥スタートアップ企業との連携・DX・GX・SDGｓ等、更なる
成長に向けた取組みや円滑な事業承継等を支援する
金融施策の充実を図ること。

⑦「事業成長担保権」制度の早期導入並びに活用に向
けた体制強化及びサポート態勢の整備を行うこと。

⑧日本銀行のマイナス金利解除の実行に伴い、借入金利
の引き上げがあった場合に、中小企業等は借換えや新
規借入れ時の返済負担増に苦慮する可能性が高まる
ため、現状では、賃上げと物価高騰に加え、利上げが
実行されると経営悪化が見込まれることから、セーフティ
ネットによる金利引き下げの措置をとり、マイナス金利解
除の影響が企業経営に及ばないように柔軟な対応を
行うこと。　　　　　　　　　　　　  ≪重点要望≫

⑨金融機関による経営改善・事業再生支援等の伴走支
援を一層推進するための施策を強化すること。

⑩制度改正等による資金需要に対して、業種・業態を考
慮した金融措置を策定すること。

２．政府系金融機関の更なる機能強化と融資制度の拡充
（１）緊急時をはじめ商工中金及び日本政策金融公庫の果

たす役割がますます重要になってきており、中小企業等
の状況を的確に把握して実情に合った事業を展開する
など、機能の強化を図るとともに、地域の中核となる中小
企業等の事業転換・設備投資、中小企業組合や地域

資源を活用する企業連携体を支援するため、融資制度
を拡充すること。

　　また、令和５年６月14日に改正商工中金法が成立した
が、引き続き、組合及び中小企業等の金融の円滑化を
目的とし、足もとで加速する様々な事業環境変化に挑戦
する中小企業等への支援を維持・強化すること。

（２）経済環境の急激な変化を乗り越えるための相談対応の
充実及び特別貸付の拡充を図ること。

（３）セーフティネット機能を発揮するための危機対応業務の
拡充を図ること。

（４）資金提供の円滑化を図るため融資対象事業の評価に
基づく低金利等優遇措置をとること。

（５）事業承継や人手不足等、企業が抱える課題解決に対
する支援機能を強化すること。

３．信用補完制度の充実 
（１）「経営者保証に関するガイドライン」に基づいた、不動産

担保や人的保証に依存しない融資制度の促進を図る
こと。

（２）金融機関と連携した保証審査期間の短縮化や、事務
の簡略化を図ること。

（３）信用保証協会のセーフティネット保証は資金調達力の
弱い中小企業・小規模事業者をサポートする重要な施
策であるため、信用保証協会の基金補助金の確保及
び信用保険向け政府出資金を確保すること。

（４）経済環境の急激な変化等の緊急時における特別貸付
（無利子・無保証融資等）に対する保証条件を緩和す
るとともに、条件変更による追加信用保証料についても
免除すること。

（５）返済履歴を考慮した保証料率の引き下げ等の優遇措
置を図ること。

４．高度化融資制度の弾力的運用
（１）高度化融資制度の充実強化を図り、個人保証について

は求めないこと。
（２）高度化資金の返済について、組合の運営は組合員の

減少等により非常に厳しい状況にあり、当初の返済期
限や返済額を履行できない組合が多数出てきている
ので、返済条件の緩和について一層弾力的に運用す
ること。

５．中小企業倒産防止共済制度の見直し
　中小企業倒産防止共済制度は、取り引き先の倒産・廃業
など貸し倒れリスク及び連鎖倒産を防止する備えとして意義
ある制度であるため、次の見直しを行うこと。
①共済金貸付時に貸付額の10％を掛金総額から控除す
る制度は負担が大きいため、廃止すること。
②共済に加入して間もない時期でも、取引先の突発的な
倒産に対して貸付が受けられるよう６ヶ月未満の貸付
制限を見直すこと。

⑥ 税制対策
１．消費税
（１）消費税率引上げに伴う中小企業における事務負担軽

減措置の導入等、十分な対策を取ること。
（２）国際情勢の影響等により経済が悪化している現状を鑑

み、消費税の基本税率の見直しや二重課税（ガソリン
税、酒税、タバコ税等）の解消を検討すること。

（３）消費税の適正かつ円滑な価格転嫁を図るため、違反行
為に対しては引き続き監視と摘発を徹底すること。

（４）現在、免税事業者については課税売上高が１千万円
以下、簡易課税制度については課税売上高が５千万

円以下の事業者に対して適用されているが、零細事業
者の事務負担を考慮しこの制度を維持すること。

（５）インボイス制度について、業種・業態ごとの実情や取引
の実態を踏まえた負担軽減措置及びシステム改修等に
対する十分な支援策を講じるとともに丁寧な制度周知
に努めること。

　　また、仕組みを簡素化し２割特例や少額特例等の負
担軽減策の延長や恒久化、または追加的措置の導入
など、中小事業等の状況を踏まえた柔軟な運用を行う
こと。

（６）インボイス制度や電子帳簿保存法など、既にスタートし
た税制に関する新たな制度等への対応を進めるのと
併せて「業務のデジタル化（DX）」に取り組むことによ
り、人的資源に乏しい中小企業のバックオフィス業務全
体の効率化を進めるための会計ソフトの導入や既存ソ
フトの改修、クラウドサービスの活用などに係る経費の
補助を講じること。

２．法人税
（１）国際競争力の向上を図り、国内投資や雇用創出を促進

するため、中小企業の成長を第一に、法人税率の更な
る引き下げと中小法人に対する軽減税率の延長・引き
下げを図ること。

（２）中小企業等の法人実効税率を引下げること。
（３）企業組合及び協業組合の法人税率を引き下げること。
（４）収益の悪化している中小企業を支援するため、欠損金

繰戻還付請求制度の拡充及び繰越控除期間を延長
すること。

（５）中小企業組合において、賦課金収入に対する課税を撤
廃すること。

（６）中小企業及び中小企業組合の軽減税率を引き下げる
とともに、適用所得金額を撤廃すること。

　　我が国の経済成長の源泉である中小企業等の経営
基盤や国際競争力の強化、また、創業促進の観点から
も、中小企業組合及び中小企業に対する法人税率は、
現行の軽減税率15％からさらに引き下げるとともに、適
用所得金額については撤廃すること。

（７）賃上げ促進税制における要件の緩和及び控除率を引
き上げること。

（８）中小法人の軽減税率を引下げ、適用所得金額を見直
すこと。

（９）ＤＸ及び設備投資に係る減価償却資産特例を拡充す
ること。

（10）税制上の優遇を受けられる中小企業の定義となる資
本金額を引き上げること。

（11）法人事業税の外形標準課税の中小企業への適用拡
大や中小法人向け租税特別措置の利用制限を行わな
いこと。

（12）激甚災害に指定された地域の企業への寄付金の損
金算入限度額を引き上げること。

（13）各種減税申請を行う際の手続きの簡素化を図ること。

３．同族会社・事業承継税制
（１）「個人版事業承継税制」が創設されるなど抜本的に拡

充されたが、中小企業が事業基盤を損なうことなく、後
継者に円滑に事業を承継し発展できるよう、自社株の評
価方法等についての更なる見直しや簡素化を推し進
め、制度の更なる充実を図ること。

（２）中小企業等の事業承継が円滑に行われるように、事業
承継税制を活用することで後継者が取得した自社株式
に係る贈与税・相続税について、納税猶予を受けられる
が、雇用維持要件を満たせなかった場合、書類の提出
や助言が必要となるなど、中小企業等への負担が大き

い。事業承継を円滑に行うためにも、非課税贈与額の拡
大などにより、事業承継税制の一層の拡充を図ること。

（３）事業承継税制は、平成30年度税制改正において、10
年間（平成30年1月1日から令和9年12月31日まで）、納
税猶予の対象となる非上場株式等の制限（総株式数
の最大３分の２まで）の撤廃や納税猶予割合の引上げ
（80％から100％）等の特例措置が創設されたが、多くの
中小企業では事業承継への対応が進んでおらず、後
継者に円滑に事業を承継し発展できるよう、特例措置
適用期間の延長を図ること。

（４）事業承継・引継ぎを契機とする業態転換や多角化を含
む新たな取り組みを支援する「事業承継・引継ぎ補助
金」はあるものの、実情として事業承継には時間を要す
ることが想定され、公募期間や事業期間を長くするなど
中小企業事業者にとってより効果的な運用となるよう制
度を拡充・強化すること。

（５）事業承継を円滑に行うため相続税・贈与税の納税猶予
及び免除の特例措置期間の延長や手続きの簡素化を
図ること。また、取引相場のない株式の評価方法を見直
すこと。

４．中小企業投資促進税制
　中小企業の思い切った設備投資を可能とし、生産性の一
層の向上を実現するため、新分野進出の際の税制優遇を
含め、中小企業投資促進税制及び経営強化税制の更なる
拡充を図ること。また、本税制について恒久化を図ること。

５．自動車関係税制
（１）我が国の自動車関係諸税については、税負担が複雑

で過重となっており、さらに、消費税率の引き上げに伴い
一段と税負担が重くなっているので、自動車関係諸税を
整理し、軽減すること。

（２）生産･製造工程などで使用する軽油に対する軽油引
取税の免税措置を恒久化･拡充すること。

（３）揮発油税は、消費税との二重課税であることから過重
な税負担を見直すこと。

（４）低年式自動車に対する自動車税のあり方を見直すこ
と。

（５）一般財源となった自動車重量税を廃止すること。

６．事業所税の廃止
　政令指定都市や人口30万人以上の指定市などに課せら
れている事業所税を廃止すること。

７．償却資産に係る固定資産税の廃止　　
　償却資産に係る固定資産税は、多数の設備を有する製
造業や建設業など特定の業種に負担が偏っているといった
業種間の税負担の偏在、中小企業の設備投資意欲の低下
や事務負担を増加させる一要因にもなっていることから、廃
止すること。

８．食事支給の非課税枠の引き上げ又は上限の撤廃
　近年、弁当製造のための原材料費の高騰等の影響もあ
り、製造コストが上昇しているが、その上昇分を価格に転嫁
するにあたり、提供先である事業者の食事支給の非課税
枠が所得税法上、月3,500円以下であるため、事業者は事
業主負担が3,500円以下になるように調整しており、価格引
き上げ交渉が困難となっている。このため、食事支給の非
課税枠3,500円の引き上げ又は非課税枠の上限の撤廃を
図ること。

９．その他中小企業・中小企業組合税制の充実強化
（１）「地球温暖化対策のための税」、いわゆる環境税の導

入により、全化石燃料に対してＣＯ₂排出量に応じた税
率が石油石炭税に上乗せされているが、中小企業者に
おいて過度の負担増とならないよう、免税・還付措置等
の負担軽減措置を講じること。

（２）賞与及び退職給付金の繰入の損金算入ができれば、
中小企業の内部留保が増え、従業員の福利厚生の充
実や経済活力を取り戻すことにつながるので、制度を復
活させること。

（３）役員報酬は、職務執行の対価であるにもかかわらず、損
金算入には、定期同額給与や事前確定届出給与など
厳しい制約が課せられているが、経営基盤が不安定な
中小企業の実態を踏まえ、役員報酬を弾力的に改訂で
き、損金算入できる制度にすること。

（４）自社利用目的のソフトウェア（無形固定資産）の償却年
数を、現行の５年から３年に短縮すること。

（５）消費の拡大を通じて経済活性化を図るため、資本金１
億円以下の中小法人の交際費について年800万円ま
で損金算入できる時限措置（令和９年３月末まで）を恒
久化すること。

（６）電力多消費産業に適応されている再生可能エネル
ギー発電促進賦課金の減免制度の見直しについては、
企業の負担増となり、国際競争力の低下につながるた
め、実施しないこと。

（７）鉄筋コンクリートや鉄骨鉄筋コンクリート造りのホテル・
旅館の固定資産税評価における最終残価率到達年
数が50年から45年に短縮されたが、未だ大きな負担と
なっているため、さらなる短縮化を図るほか、法人税に
準じた固定資産税の減免又は免除など見直しが確実
に実施されること。

（８）事業用地や公共・公益性のある共同施設などへの固
定資産税の軽減制度等、中小企業と地域にとって真に
実効ある固定資産税の負担軽減のための措置を講じ
ること。

（９）中小企業の事業再構築又は新分野進出・新事業への
取り組みに関する税制措置を講じること。

⑦ 労働対策
１．雇用・労働施策の拡充
（１）急速な少子高齢化が進展する中で、貴重な労働力であ

る子育て世代の労働者がその能力を発揮するために
は、働きながら育児ができる環境を整備する必要がある
ため、認可保育所においては、土・日曜日保育の実施と
延長保育時間の拡充や病児保育に対応することを認
可条件にするとともに、保育所に対して必要な経費を支
援すること。

　　また、保育士の確保や継続就業は待機児童問題の解
消につながるため、保育士養成学校の拡充並びに保育
士の処遇改善に努めるとともに不登校児童・生徒等の
受け皿となっているフリースクールへの財政支援を行う
こと。

（２）働き方改革関係法令の施行に伴い、その運用にあたっ
ては、中小企業にとって過度な負担とならないよう十分
に配慮するとともに、多様な働き方の実現に向け、中小
企業が対応しやすい環境を整備すること。

（３）働き方改革による時間外労働の上限規制については、
立場の弱い中小企業では、取引先の都合等により依然
として実施が困難な状況にある。特に、令和６年４月か
ら時間外労働の上限規制が適用された自動車運転業
務については、運送業界に限らず、経済全体に大きな
影響があることから、時間外労働につながる取引慣行
の見直しを推進すること。

　　また、同じく時間外労働の上限規制が適用された建設

業については、上限規制を考慮した工期設定を行うこ
と。　　　　　　　　　　　　　　　 ≪重点要望≫

（４）定年延長や継続雇用の延長など高齢者の雇用推進整
備に取り組む小規模・零細事業者に対し、積極的な支
援策を講じること。

２．中小企業の経営状況等を踏まえた最低賃金の設定及
び賃上げ支援の充実

（１）最低賃金の設定にあたっては、地域中小企業の経営
状況や雇用実態等、地域中小企業の実情を考慮する
と共に、地方最低賃金審議会の自主性を損なわないよ
うにすること。　　　　　　　　　　　≪重点要望≫

（２）中小企業の賃上げを支援するための労務費を含む価
格転嫁を推進すると共に、助成の充実や各種補助金
等における優遇措置の強化を図ること。

３．社会保障制度
（１）社会保険制度については、中小企業の経営実態等に

配慮し、将来的に安定した制度の確立に取り組むこと。
（２）社会保険料の引上げや適用拡大については、中小企

業の活力の維持・発展を阻害することがないよう慎重に
検討すると共に、事業者の負担を軽減する措置を講ず
ること。

（３）中小企業等への負担が過度にならないよう、社会保険
の保険料率の安易な引き上げは行わないこととし、中
小企業等の賃上げに伴う社会保険料の負担軽減支援
策の創設を中心とした社会保険制度の改善を行うこ
と。

（４）少子高齢化の進展により、生産年齢人口が減少に転じ
た今、パートやアルバイトなどで働く女性の存在は、貴
重な働き手となっている。そのような中、女性の就労抑
制につながっているとされる年収「103万円」あるいは
「130万円」などの、俗にいう「年収の壁」について早期
に撤廃し、望むように働き・活躍できる社会にするため、
税制や社会保険制度の抜本的な見直しを行うこと。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪重点要望≫
（５）年収の壁の問題について、中小企業の労働力確保を

阻害することがないよう抜本的な対策を講ずること。
（６）働き方改革関連法改正の猶予期間終了による影響を

受ける業種への支援を強化すること。

４．教育・人材育成
（１）大都市圏への人口の一極集中を是正し、地域に必要な

人材を呼び込み、地方の中小企業の人材確保を促進
するため、ＵＩＪターン等に係る各種助成を創設・拡充す
ること。

　　また、外国人留学生や特定技能を取得した外国人を
地方の中小企業へ就職を促すなど支援を強化し、地方
の中小企業への外国人材の雇用を促進すること。

（２）中小企業において、人材の確保・育成は大きな経営課
題である。特に技能の継承という観点からも、ものづくり
人材の育成、若年者の確保は急務であることから、大
学等教育機関と産業界の連携によるキャリア教育・職
業教育事業に対する支援、新入社員や若手従業員の
育成・定着支援等の更なる対策を講じること。

　　また、コロナ禍では営業活動を縮小し、人材も雇調金の
活用などで凌いだ中小企業の現場では、経済活動が
回復局面を迎え、コロナ禍以前の厳しい人材不足の状
況に戻りつつある。

　　そこで、中小企業の人材確保に向けた採用活動支援
のほか、企業による教育訓練の拡充、労働者の主体的
な学びへの支援に資する助成金等の強化・拡充など、
人材の確保、育成に向けた支援策を講じること。

⑧ 人材対策
１．中小企業に対する人材の確保・定着・開発等に関する
対策の更なる推進

（１）若年者人材を確保・定着させるための支援策を強化
すること。

（２）女性、高齢者、障害者等多様な人材の更なる雇用対
策を強化すること。

（３）地域産業を支える製造業・建設業等の技能者育成、技
術・技能継承への支援を強化すること。

（４）人材育成機関としての中小企業組合に対する支援・助
成策を講じること。

（５）技能検定制度については、中小企業のニーズを踏まえ
た職種の拡充を推進すると共に、技能検定試験を実施
する中小企業組合及び運営に携わる中小企業への支
援を強化すること。また、実技試験受検手数料の減額
対象者の年齢引き上げ等を図ること。

（６）「月60時間超の時間外労働への割増賃金率」について
は、中小企業への猶予措置が令和５年３月末をもって
終了し50％へ引き上げられたが、長時間労働の要因は
業種や職種、企業規模によっても現状や背景が異なる
ことから、対応に困難な中小企業等に対して、労働時間
の縮減や年次有給休暇の取得促進、休息時間の確保
等の長時間労働抑制に向けた取り組みを行った場合
における助成金等支援策の拡充・強化を行うこと。

（７）従業員の職務に関する知識・技能やＤＸ等専門的スキ
ルの習得、リスキリングへの取組みに対する支援を充
実・強化すること。

（８）採用活動に充てられる予算や人員が限られている中
小企業においては、公的な職業紹介への期待は高く、
求職者と求人企業のマッチングの質を向上するうえで、
業種・業界のニーズを踏まえた人材と仕事のマッチング
機会を創出することが重要であることから、ハローワー
クの機能強化など、公的職業紹介のマッチングの質向
上・体制強化を求める。

（９）インターンシップは大企業と比べ知名度の低い中小企
業にとって、自社の魅力を学生に伝える有効な機会で
あり、入社後のミスマッチ防止の効果も期待できること
から、インターンシップなどを通じた中小企業で働く魅
力の発信強化と採用力向上に向けた支援を強化する
こと。

２．中小企業のニーズ等を踏まえた外国人材受入れ制度
の見直し

（１）技能実習制度並びに特定技能制度について、業界の
ニーズ等を把握した上で、対象職種・業種を拡充すると
共に、利用する中小企業等の負担とならないよう事務手
続き等の簡素化・迅速化を図ること。

（２）転籍については、大都市圏への流出防止など、地方の
人材確保に配慮した制度とすること。　 ≪重点要望≫

（３）新たに創設される「育成就労制度」への移行にあたっ
ては、現行の外国人技能実習制度の２号移行対象職
種のすべてが網羅されるよう、特定技能制度の特定産
業分野を設定するとともに、育成就労制度の対象分野
に設定すること。また、その分野については、国が設定
する明確な分類のもとに設定すること。加えて、現行の
２号移行対象職種ではない業種であっても、業界や地
域における生産性の推移、人手不足の状況を把握し、
特定技能制度の特定産業分野と育成就労制度の受
入れ対象分野に設定すること。　　　≪重点要望≫

（４）特定技能制度における悪質な登録支援機関を排除す
るための措置を講ずること。

（５）外国人材の定着に向けた中小企業及び監理団体等

の取組への支援策（好事例の共有、社宅や休憩室等
の新設・改修や送迎車両の購入等に係る経費への助
成等）を構ずること

⑨ エネルギー・環境対策
１．環境・エネルギー
１）中小企業者が取り組む環境保全義務対策（緑化・騒
音・水質・ＰＦＡＳ・ＰＣＢ・アスベスト・廃プラチック等）に
対する支援を強化・拡充すること。特に、アスベスト含
有廃棄物及びPCB廃棄物の処理に係る費用を全額
負担するなど財政支援措置を講じること。

（２）土壌汚染対策を行うための調査及び除去等について
は、中小企業者にとって過度な負担とならないように要
件の緩和や財政支援措置を講じること。

（３）中小企業者がＪ-クレジット制度を利活用する場合、税
制や資金等について優遇措置を講じること。

（４）エコリース促進事業補助金は、再生可能エネルギー
設備や低炭素機器をリースで導入した際リース総額の
２～５％を補助する制度であり、積極的な設備投資を
行う上で有効な手段であるが、昨年度から工作機械
等一部が除外されたため、対象機器の復活と予算の
増額を行うこと。

（５）産業廃棄物等を再利用し、再資源化するための規制
を緩和すること。

（６）珪砂産業における新規鉱山の区域決定、開発に必要
な諸手続きの申請・認可の迅速化を図ること。

２．原油・原材料高騰への支援策の強化
（１）原油・原材料価格が高騰及び人件費が上昇する中、

中小企業にとっては調達コスト、物流コストの変動によ
り、経営の安定化に影響を与えている。原油、原材料、
電力等の資源・エネルギーの安定供給並びに価格の
適正化のため、総合的な資源・エネルギー支援策を推
進すること。　　　　　　　　　　   ≪重点要望≫

（２）エネルギー、資材価格や労務費等のコスト上昇分を適
切に価格に転嫁できるよう環境整備を図るとともに、支
援施策を拡充すること。また、「価格交渉促進月間」並
びに「パートナーシップ構築宣言」に基づき、受注側企
業における労務費、原材料費、エネルギー価格等のコ
スト上昇分について、円滑に反映できる体制構築に努
めるとともに価格転嫁等の監視及び指導を強化するこ
と。

　　さらに、ガソリンや電気などのエネルギー価格等高止
まりにより影響を受ける中小企業・小規模事業者に対
し、事業負担の軽減・緩和を図るため、令和６年５月末
に終了した負担軽減策を新たに措置すること。またそ
の中には、特別高圧電力を活用する事業者への負担
軽減措置も含めること。

（３）原油、天然ガス等のエネルギー価格の高騰に対応し
た電力価格の抑制を継続するとともにエネルギーの安
定供給を行うための施策を講じること。

（４）急激なエネルギー価格の高騰によって価格転嫁の困
難な中小企業等の負担を直接的に軽減するため、国
は「電気・ガス価格激変緩和対策事業」を延長して実
施しているが、補助がなくなった場合には中小企業等
の収益の悪化が予想されるため、電気代・ガス代に関
する激変緩和対策を一定期間継続支援すること。

　　　　　　　　　　　　  　　　　　≪重点要望≫

３．電力の安定供給と省エネ・節電対策支援の強化
（１）大企業に比べて製造コストに占める電気料金の比率

が高く、代替手段に乏しい中小企業者の経営基盤が

強化されるように再生可能エネルギー発電促進賦課
金の上昇を抑制すること。

（２）電気事業法で定められている高圧電力料金における契
約電力のデマンド制について、基本料金の算定期間の
短縮（１年→６ヶ月）又は一定期間内における最大と最
低の平均電力量とする料金制度へ改定すること。

（３）仕事量が増えれば増えるほど電気を使用するため、赤
字になり、収益を圧迫する。

　　今後、コロナ禍からの回復に伴う経済活動の再開・活
性化に向けては、電力の安定供給に向けた環境整備と
中小企業者に対する電気料金のさらなる負担軽減措
置を講じること。

（４）中小企業者等に対する生産性及び脱炭素・省エネル
ギー設備の新規導入と更新などによるカーボンニュート
ラル推進に向けた支援を継続すること。

（５）省資源・省エネルギーの実現に向けた、水力、風力等
の再生可能エネルギーの活用、将来の国産資源となり
えるメタンハイドレートの調査研究を進めるなど、具体的
な対策を早急に進めること。

（６）足元では地政学的なリスク要因及び円安により石油、Ｌ
ＮＧ、石炭等のエネルギー価格が高騰しており、エネル
ギー消費機器の効率化による燃料・電力の消費抑制を
図る必要があり、国においては省エネルギー投資促進
を目的に省エネ性能の高い設備等への補助制度が確
立されている。

　　また、国は企業自らの事業の使用電力を100％再生可
能エネルギーで賄うことを目指すＲＥ100の普及に努め
ていることから、太陽光発電などの導入支援対策とし
て、再エネ電力を利用することでＣＯ₂排出削減に貢献
することを目的に、自家消費による電力費の抑制だけで
なく、余剰電力を販売する場合も含めて設備導入に関
する補助制度を拡充すること。

４．有害物質除去への支援
　国・県等行政の指導により、防火対策としてアスベストを
使用して建設した中小企業組合等の共同施設におけるア
スベストの除去や囲い込み工事への支援措置、ＰＣＢの処
理への支援拡充など、有害物質除去に対して支援を行う
こと。

５．カーボンニュートラル達成に向けた中小企業等の取
り組み支援策

　政府は「2050年カーボンニュートラル」を実現すると宣言
し、2030年度に温室効果ガスを、2013年比で46％削減する
ことを目指すと公言しており、まずは、2030年に向けて産業
部門や業務部門に対し、大幅な省エネを行うことが求めら
れている。
　中小企業等においても、それぞれの事業内容に照らし、
脱炭素、そして省エネ等に積極的かつ主体的に取り組む
必要がある一方で、経営資源に不足する中小企業等の現
場においては、脱炭素が自分のビジネスにどう関係してくる
か、何をすればいいのかといった入口のところで、足踏みす
るレベルの事業者も少なくない。
　そこで、中小企業等が関わりやすい形で、現状の認識と
対策の立案、実行に向けた支援が必要となるほか、中小企
業等の脱炭素への取り組み、課題など現場の実態に配慮
し、脱炭素に向けたロードマップ策定について、不断の見直
しを図りながら進めること。

⑩ 工業対策
１．サプライチェーン対策の充実
　原材料等を海外に依存することなく、国内で需要・供給

するための設備導入や生産拠点の整備など中小企業者に
対する補助金等の支援を講じること。
　中でも、食品加工業においては物流課題として、温度管
理がある中で、昨今のドライバー不足により、ますます物流
サプライチェーンの保持が厳しくなっている。食料輸送とい
う温度管理が必要な特殊事情を踏まえての物流サプライ
チェーンへの支援を強化すること。
　また、海外生産・調達に依存する半導体や蓄電池などの
部素材について、国内での生産体制の構築支援を求める
ほか、レアアースなどの重要鉱物について、特定の国に依
存しすぎないよう企業による海外での権益取得に対する支
援も積極的に講じること。

２．ものづくり支援対策
（１）通称「ものづくり補助金」については、中小企業・小規模

事業者の設備投資意欲の促進、事業の多角化、経営
意識の変革等、地域の産業社会を活性化する役割を
担っており、事業を通じて開発した試作品等の商品化
等をより確実なものとするためにも、本事業を恒久化す
ること。

（２）生産性向上・経営力強化に大きな役割を果たしてきた
「ものづくり補助金」について、厳しい経営環境にある中
小企業のさらなる成長発展を促すため継続すること。

（３）ものづくり補助金の事業実施体制が変更され、問合せ
対応や申請書類の要件チェック等が全国事務局にお
いて一括して行われるようになったことにより、サポート
センターに電話が繋がらないといったケースや書類審
査等に相当の時間を要していることから、事業者や支
援機関から地域事務局に対し多くの問合せが寄せら
れている。

　　そのため、全国事務局だけで一括管理・運営を行うの
ではなく、従来どおり地域事務局を有効活用するととも
に情報共有を図り、事業者に寄り添った支援体制にす
ること。

（４）ものづくり補助金では従来、認定支援機関確認書の提
出が必須であり、公募申請時に支援が行われ、申請書
の内容、必要書類の支援が行われきた。しかし、令和元
年度補正のものづくり補助金より廃止された結果、初め
て申請する事業者、一度も採択されていない事業者など
からは申請書類がＡ４一枚で数行の内容のないもので
申請されている。また、「会社全体の事業計画」の基準
年度等の間違い、「従業員への賃金引上げ計画の表
明書」の間違いが非常に多く見受けられ、採択後の修
正依頼の業務が多くあるため、そのような応募を少なくす
るために、再度、認定支援機関の支援を受けてものづく
り補助金の応募がなされる活用を図ること。

（５）中小企業者が生産性向上や技術革新を行うためのＩＴ
ツール導入やデジタル化の強化、サイバーセキュリティ対
策強化など、DX推進に対する補助金等の支援を継続
拡充すること。

（６）知的財産権の取得や保護に対する費用の軽減措置な
ど知的財産活動に対する支援策を講じること。

（７）熟練技能者が長年の経験で培った技能、ノウハウや専
門的な知見などの円滑な継承や人材育成のために行う
教育訓練に対する費用の補助を行うなどの支援策を講
じること。

（８）産業構造の変革に直面する中小企業者の企業間で連
携するための機会の確保やその取り組みに対する支援
を行うとともにスタートアップ企業の連携組織化に対する
支援を講じること。

（９）フォローアップ支援事業の継続・拡充
　ものづくり補助金を実施した補助事業者を対象とする
フォローアップ支援事業は、機械装置の現況確認を原

⑪ 商業対策
１．中小商業支援策の拡充・強化
　中小商業活性化に向け、国内需要による消費の喚起を
図るとともに、訪日外国人旅行者の消費拡大を図るための
経済対策を講じること。

２．まちづくり、中心市街地活性化 
（１）極めて厳しい状況下にある商店街の活性化を図るた

め、商店街関連予算の拡充を図るとともに、地域社会
を支えまちづくりの担い手でもある商店街の自助努力を
支援するため、来客誘致のための集客イベントの開催
や駐車場対策など地域住民の利便性向上に向けた
支援策を一層充実すること。

（２）人口減少が深刻化する中で、地域の活性化を図るた
め、改正まちづくり三法の趣旨に沿った機能的なまちづ
くりの推進と中心市街地の再生を図る取り組みを強力
に推進すること。

（３）公共・公益性のある共同施設（アーケード、駐車場等）
は地域の活性化、地域社会の維持・発展に大きな役
割を担っており、その設置、修繕及び維持管理の費用
に対する助成制度を拡充・強化するとともに、これら施
設に係る固定資産税等の負担軽減措置を講じること。

（４）地域の商店街が新たな事業に取り組むにあたり、それ
らを統括できる人材、また事業推進にあたり外部機関
への申請手続きや折衝等を行うことができる人材を恒
常的に育成する制度を創設すること。

（５）高齢者等の買い物弱者に対する支援策として、地域
密着型の機動性のある地元商店街組織、商業者施
設及び中小の流通事業者を活用すること。

（６）低迷を続ける個人消費を拡大し、地域経済の好循環
をより確実にするため、平成26年度補正予算により地
方創生交付金で実施し大きな成果があった「プレミア
ム商品券」の発行など、効果的な個人消費喚起策を
講じること。

（７）商店街は魅力あるイベントの実施等によって活性化を
目指すことが求められているが、近年、店主の高齢化・
後継者不足による廃業や空き店舗の増加、魅力ある
個店の減少等を背景に商機能が弱体化し、厳しい状
況が続いていることから、継続的な集客促進、需要喚
起、商店街の体質強化に効果のある補助金制度を構
築すること。

（８）中小小売店及び商店街が、地域コミュニティの担い手
として、防犯や少子高齢化等社会的課題に取り組む
ための支援策を拡充・強化すること。

（９）大規模小売店舗に対して、地域商業者組合への加
入・協力を促すためのガイドラインの制定を行うこと。

（10）激甚化・頻発化する自然災害に適格に対応するため
の防災・減災・老朽化した施設の改修等に対する支
援策を拡充・強化すること。

（11）各地域に残った大型宿泊施設の廃屋撤去とその活
用に係る補助金の拡充をすること。また、これ以上に廃
屋を生まない活用の仕組みづくりを地方自治体と連携
して行っていくこと。

３．商店街振興組合等に対する優遇措置
　法人格を有する商店街振興組合や商店街協同組合
は、各種事業を通して各市の地域活性化に貢献するととも
に、法人税等の納税の社会的責任を果たし、任意の商店
街組織と比較して責任の所在が明確であることから、国等
の補助事業の実施にあたっては、任意の商店街組織と補
助率や補助限度額等に差を設けるなどの優遇措置を講じ
ること。

４．大型店等に対する適正な規制・指導の強化
（１）大規模集客施設の郊外開発行為に対して、厳格かつ

適正に対処するため、土地利用に関するゾーニングの
条例やガイドラインの制定を促進すること。

（２）大型店や大資本チェーン店、地権者などに商店街組
合への加入や、地域交流、商店街活動及び社会貢献
への積極的な協力を求める地域貢献条例等の制定を
促進すること。

５．不当廉売・不当表示等の取り締まり強化
（１）大規模小売店等の取引競争ルールを確立・徹底する

など、小売業における優越的地位の濫用行為を早期
に根絶させるとともに、不当廉売、不当表示等の違反
行為に実効性ある対応を実施して、適正価格で売れ
る仕組みを作ること。

（２）エネルギー、資材価格や労務費等のコスト上昇に係る
適正かつ円滑な価格転嫁を可能とするため、下請取
引環境の改善や商慣習の適正化に向けて取り締まり
を図るとともに、支援策を強化すること。

（３）下請法の対象となっている下請け企業に限らず、その
他の中小企業の取引に対しても手形等の支払期日短
縮に向けた指導・監督を行うこと。

６．経営力強化に対する支援
（１）非接触型・デジタル化を推進し、中小小売店及び商店

街の負担とならないよう、キャッシュレス決済手数料の
負担軽減や設備導入への支援を図ること。

（２）中小商業者のインターネット販売システム等の導入に
向けたデジタル技術の支援策を拡充するとともに、導
入後も専門家の派遣等を通じて、持続的な販売に繋
がる支援を継続すること。

（３）中小企業における省エネルギーや脱炭素の推進を図
るため、先進的省エネルギー投資促進支援事業費補
助金を継続・拡充すること

７．団地組合の再整備に係る支援策の創設等
　卸商業団地などの団地組合は地域の産業や雇用を支
える存在であり、災害時の防災拠点としての機能も有して
いることから、再整備に対して支援を行うこと。

⑫ サービス業対策
１．中小企業物流対策支援
（１）安心・安全な輸送手段の確保のため、高速道路等の

修繕・保守・再整備を強化すること。
（２）燃料油価格について、中東情勢等を踏まえて燃料油

価格激変緩和措置を延長すること。
（３）「物流革新に向けた政策パッケージの取組状況につい

て」及び「2030年度に向けた政府の中長期計画」を着
実かつ確実に実行すること。

２．高速道路割引制度
（１）平成26年４月の高速道路料金割引制度の見直しによ

り、事業者の輸送コストが増加している。小規模事業
者の輸送コスト削減はもとより、「休日上限1,000円制
度」などの観光需要を喚起し地域活性化を促すような
多面的な割引制度となるよう再度見直すこと。

（２）ＥＴＣマイレージポイント還元率を拡大すること。
（３）ＥＴＣコーポレートカード利用による平日朝夕割引の割

引対象となる地方部最大100kmまでの走行分につい
て大口・多頻度割引の割引対象走行にすること。

（４）事業協同組合等が行う共同精算事業において、ＥＴＣ
コーポレートカードの利用約款の変更により、違反点数

則とし、個別の販促支援等の実施を認めていない。
　継続的な事後支援は補助事業の事業化を促進する
観点からも非常に重要であり、事業化状況報告のフォ
ローアップ、販路開拓や販売促進等を支援対象とするこ
とに加え、対象年度の拡充等、フォローアップ支援事業
を継続・拡充すること。

（10）省力化、省人化を行うための補助金について補助率
のアップ及び補助上限額の引き上げを講じること。

（11）設備投資等を支援する補助金等について、申請要件
の緩和及び申請手続きの簡素化を講じること。

３．不当廉売及び優越的地位の濫用の防止、下請取引の
適正化

（１）不当廉売及び優越的地位を濫用した不公正な取引方
法に対して、国は迅速かつ的確に、実効性のある対処
を行うこと。

（２）弱い立場にある下請中小企業者が親事業者・発注事
業者による優越的地位の濫用等により不当な取引条件
を強要されることがないように法制度や業種別下請ガイ
ドラインの周知徹底を図ること。

（３）エネルギー･原材料価格高騰などのコスト負担増や従
業員の賃上げ等を実現するために､中小企業が適切
に価格転嫁し、利益を確保しやすい取引環境の整備
に向け、引き続き大企業など親事業者に対する､法制
度に基づいた厳正かつ適正な指導等を講じること。

　　≪重点要望≫
（４）中小企業組合を通じて行う団体協約などの取引条件

改善への取組みに対して要望の機会を設けるなど実
効性を担保できるよう発注者側の企業に対して指導を
行うこと。

　　また、価格転嫁交渉を円滑に進める有効な手段として
の『組合による団体協約の締結』の制度や仕組み、そ
の好事例を周知するとともに、組合組織の有用性を広
くＰＲすること。　　　　　　　　   ≪重点要望≫

（５）下請代金の支払いは、できる限り現金によるものとする
通達を親企業が遵守するよう指導すること。

（６）立場の弱い下請け等地域の中小企業者が強いられる
不公平な取引慣行を是正し、公正・公平な取引慣行の
実現に向けた政策を推進するとともに、下請け法など
関係法令への罰則規定の盛り込みなど、大企業等親
事業者への指導強化にも取り組むこと。

（７）中小小売業は、大手量販店との価格差やＥＣサイトで
の競争の激化により、経営環境が悪化し続け、将来の
展望が開けない状況となっていることから、国は中小小
売業の現状を直視して、「独占禁止法」や「業種別ガイ
ドライン」等を厳正に適用し、優越的地位の濫用、不当
表示、誇大表示等の不公正な取引や悪質サイトに対し
て、監視・監督の強化に努め、違反行為に対しては迅
速かつ実効性のある処分を行うこと。

（８）転嫁拒否が疑われる事案に対しては強力な罰則規定
を設けるなど、実効性のある価格転嫁対策を政府主導
で推進すること。また、大手事業者による転嫁阻害に対
して、国によるチェック機能が発揮できるよう、下請Gメン
や関係法令の一層厳格な運用を行うこと。

（９）不当廉売は、価格の安さ自体を不当視するものではな
いが、中小企業等の効率性によって達成した低価格販
売ではなく、採算を度外視した低価格によって顧客を獲
得しようとすることは独占禁止法上問題となる場合があ
る。特に、石油販売小売業においては、元売の標準的
な仕切価格やサービスステーション運営に必要な経費
の額から判断して、採算が取れないと思われるガソリン
の廉売事例が発生すると、周辺サービスステーションの
経営に甚大な被害を及ぼすこととなる。このため、採算

割れと思われる廉売によって、自社のガソリン販売量が
減少するなどの被害を受けている場合は、公正取引委
員会が速やかに情報収集や調査を行い、適切な指導
を行うこと。

４．地場産業・伝統的工芸品産業の振興対策
（１）ものづくり基盤を支える地場産業や伝統的工芸品産業

において、技術保持者の廃業により地域独特の文化の
担い手が途絶えることにつながることから、存続発展を
図るため、国は抜本的な対策を講じるとともに、業界の
活性化と産業の振興を強く進める各産地の協同組合
等への支援も併せて行うこと。また、それら地場産品の
販路を拡大するための支援制度を充実すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪重点要望≫
（２）ユネスコ無形文化遺産に登録されている縁付金箔の伝

統技術の保護・承継と需要拡大への支援を図ること。

５．ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の導入に向けた支援策の拡充
　食品衛生法等の一部改正により食品の安全確保を図る
ため、食品衛生管理の国際標準であるＨＡＣＣＰに沿った
衛生管理が全ての食品等事業者に義務づけられた。ＨＡ
ＣＣＰに沿った衛生管理を導入するためには、まずはＨＡＣ
ＣＰに関する認識を高める普及啓発が必要であるが、財政
基盤の脆弱な中小企業にとっては、事業所内で導入を進
める人材の育成や設備整備にかかるコスト負担などハード
ルが高いことから補助制度や税制等を含めた支援策を拡
充すること。
　また、食品安全に関する認証はＨＡＣＣＰ以外にも存在し
ている。大手流通からは、ＨＡＣＣＰ以上の認証規格であるＩ
ＳＯ22000や、さらに上位のＦＳＳＣ22000という認証が求めら
れる事が増えて来ている。そのため、ＨＡＣＣＰ以外の食品
安全管理に必要な認証制度への支援策を講じること。

６．新分野進出に向けた大学・公設試験研究機関等の機
能拡充・強化

　昨今のデジタル技術革新は、目覚ましいスピードで進行し
ているが、高度な技術やノウハウを持つ中小企業等が自社
の技術をどのように活用できるかを苦慮しているため、意欲
のある中小企業等の持つ高度な技術が活かされるよう、大
学・公設試験研究機関等の機能・体制を拡充・強化すると
ともにＤＸ人材の育成及び試験機器等の充実を図ること。

７．新分野進出・業態転換への支援
　社会構造・経営環境の変化により新分野・新事業展開や
業態転換等を余儀なくされ、従来の事業を縮小せざるを得
ない中小企業・小規模事業者が多い。異業種や他の業態と
の連携など新たな取り組みに対する支援策を講じること。

８．金属アーク溶接等作業における設備投資等の支援
　「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が、労働者に
神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らか
になったため、これらを特定化学物質に加え、労働者へのば
く露防止措置を義務付けることとした政令、省令改正等が
行われ、令和３年４月１日から施行されている。特に金属アー
ク溶接等作業を行う事業場においては、従来の「粉じん作
業」としての規制に加え、新たに特定化学物質としての措置
も義務付けられることとなり、中小企業等にとっては、多額の
費用負担が発生している。
　一部安全対策にかかる消耗品の購入にかかる補助金が
交付されていたが、今後も安心安全な作業場環境の構築
が促進されるように、作業床の改造等の設備投資を支援す
る補助金制度についても支援策を拡充すること。

の累計期間が３ヶ月から２年に延長されるなどにより利
用停止措置が厳しくなったが、組合が組合員の運行
管理に対する監督には限界があるので、見直すこと。

（５）ＥＴＣ大口・多頻度割引利用者への、道路法（車両制
限令）違反に対する罰則の算定基準について、所有
車両台数に応じた基準とすること。

（６）長距離輸送の効率化を図るため、高速道路の長距離
割引制度について現行の100～200㎞まで25％の割
引、200㎞超が30％割引から、100～200㎞までを
30％、200㎞超を40％の割引に拡充すること。

（７）国土交通省より、高速道路の深夜割引の見直し案
（深夜の適用時間帯に走行した分のみ）が示されたと
ころ、多くの組合員より見直し案に反対する意見があ
り、現行制度における割引適用待ちの車両の滞留は
社会問題化しているが、一方、トラック運転手の労働
環境の改善に繋がるとは言い難く、新たな問題が生じ
る可能性があるため見直し案を再考すること。

３．観光対策
（１）中小企業に勤める従業員等が、計画的に有給休暇を

取得できるような環境づくり並びにリフレッシュ休暇取得
の喚起を国が積極的に努め、国民の観光旅行の参加
機会を増大させること。

（２）現行の温泉法では、新たに温泉を掘削するには許可
が必要であるが、これを拒む理由がなければ、許可せ
ざるを得ないのが現状であり、誰でも温泉掘削が可能
となる状況では泉源が枯渇する恐れがあるため、早急
な対応策を図ること。

（３）入湯税の使途において「観光振興」と「温泉資源の保
護」を促進すること。

（４）人手不足に悩む旅館業等中小サービス業の生産性
向上施策を強化・拡充すること。

（５）出国税（国際観光旅客税）の使途について、地方の観
光地（特に温泉地）におけるソフト・ハードの観光基盤
の拡充・強化に対して十分な財源を振り分けること。

（６）宿泊観光産業の地位向上に向けた取組みとその発
信をするとともに、地域一体となった観光地・観光サー
ビスの高付加価値化に向けた支援や持続可能な地域
となるような事業再生に向けた支援を計画的・継続的
に講ずること。

４．葬祭業者の登録制・届出制
（１）現在、葬祭業は、墓地埋葬法第３条の遵守以外に許

認可・届出等の法規制が存在しないことから、イン
ターネットを活用して葬儀社の紹介に特化し、施行に
対して責任を持たない事業者が増えている。一部地
域では、火葬までの時間がかかるため、ご遺体保管を
ビジネスとして請け負う事業者も出現しており、公衆衛
生上、近隣住民と大きなトラブルになっているケースも
ある。

　　このため、こうした問題の実態調査を行うほか、社会
的な対応や現在法的根拠のない葬祭業界において、
登録制・届出制とすること。

（２）行政（地方自治体）と葬祭業組合及び葬祭業者が連
携して終活サポートを行うための体制整備に向けた支
援を行うこと。

５．自動車特定整備業に対する補助金等の創設
　近年の自動車整備業界では、ハイブリッド車や電気自動
車の普及により複雑化、高度化する技術に対応した自動ブ
レーキ等の安全性能の向上や高度なコンピュータ化が進
み、整備工場においても特定整備に対応した新たな設備
投資が必要になってきている。しかし、高度な検査機器の

導入等の特定整備への設備投資には多額の費用がかか
るため、中小企業等が設備投資を積極的に促進できるよう
に補助金等の予算を確保するとともに、補助金等の早期公
募や増額、自動車整備業に特化した工場等の設備投資
補助金の創設等具体的な支援策を講じること。

６．石油販売業界の持続的な発展・維持を目的とした支
援策の強化

（１）カーボンニュートラルの実現に向けた合成液体燃料開
発予算の拡充

　　自動車のカーボンニュートラルの方向性が不透明で
ある中、これからの経営に与える影響や具体的なロー
ドマップがいまだ示されていない。ガソリンスタンドは、地
域のサービスステーションとして平時・災害時にも安定
供給責務を全うすることが必要であり、そのための具
体的なロードマップの策定や経営多角化・事業転換
等の政策支援に加え、既存のサービスステーションの
インフラがそのまま活用できる二酸化炭素と水素から
製造する「合成液体燃料」の早期実用化に向けた開
発にかかる予算や石油元売りに対するグリーンイノ
ベーション基金をはじめとした更なる予算を拡充するこ
と。

（２）「過疎地問題」を解消するサービスステーションの存続
対策の強化

　　全国のサービスステーション数は、ガソリン需要の減
少、後継者難等により減少し続けているが、近隣に
サービスステーションがない住民にとっては、自家用車
や農業機械等への燃料供給や移動手段を持たない
高齢者への冬場の灯油配達などに支障をきたし、「過
疎地問題」が顕著化されつつあるため、地域住民の生
活環境の維持及び防災上の観点から自治体等が
サービスステーションの存続についての対策を積極的
に取り組むこと。

（３）長引く原油価格の高騰により燃料油激変緩和補助金
が延長されているが、地政学的なリスク要因を背景と
した今後の価格高騰リスク等や様々な経済情勢を見
極めるため、措置期間をさらに延長すること。

７．市街化調整区域における物流施設等の開発許可へ
の対応

　中小企業者が全体の99％を占めるトラック業界におい
て、自然災害対策や事業継続に向けた営業所や物流施
設等の移転・新設、共同化や事業集約における施設整備
等の適正な用地取得が難しくなっている一方で、自然災害
は以前より頻発・激甚化する傾向にあり、緊急物資の輸送
等を担うトラック運送事業者の役割はより重要となっている。
　現状、市街化調整区域等において物流施設等の開発
を行う場合、開発許可が必要といった立地規制があり、こ
れが自然災害対策や事業継続力強化に向けた施設整備
を行う際の投資意欲を低下させる一要因にもなっているこ
とから、開発許可に要する時間を短縮するなどの必要性を
見直すこと。

① 総合経済・中小企業対策
１．中小企業・小規模事業者の新たな成長・持続的発展を
支える経済再生支援

（１）経済が回復基調にある中で、その回復エンジンを力強
く、本格的なものとするために、挑戦意欲のある中小企
業・小規模事業者が組合等を活用してさらなる成長促
進を図るための施策を講じること。

 　また、その構築にあっては、活用方法の明快さ、申請書
類等の簡素化など、活用しやすいしくみ、制度設計とす
ること。

（２）地域商業・サービス業に対する消費喚起の支援策の拡
充及び継続
①物価高による消費者の買い控えが影響し、適正な価格
転嫁が進まない中で、地方の小売業や宿泊、飲食店等
の事業者の多くは、引き続き厳しい状況が続いている。
今後も地域商業・サービス業に対する賑わいを創出す
るイベント開催への補助金の交付や先払いの地域商
品券、食事券、宿泊券等の発行による消費喚起の支援
策を拡充及び継続すること。　　　　   ≪重点要望≫

②観光関連産業において、地域によっては「全国旅行支
援」や自治体独自の旅行支援策を講じているところもあ
り、インバウンドの回復と相まって全国的に賑わいが戻っ
てきている。その一方で、一部の観光地・観光エリアで
はサービス業従事者の人手不足や交通費・燃料費の
高騰による旅行者の伸び悩みが懸念されており、地域
経済を支える観光関連産業の継続的な支援の強化を
長期にわたって行うこと。

（３）早期の入込客数回復に向けた地域経済の活性化支援
①早期の入込客数回復に向け、観光地での消費喚起を
促進するために、高速道路料金の減免や魅力ある地
域資源と結びつけた誘客推進等観光振興策を推進す
ること。
　また、観光地での感染症予防措置への対応に設備や
システム等の導入、修繕が必要となっていることから、
観光客の受入れ態勢整備への補助金等の支援策を
創設すること。

②日本は円安という追い風によりインバウンドが回復してお
り、多様化する訪日外国人旅行者のニーズに対応して
いく必要があるため、快適に旅行を満喫できる環境整
備及び災害など緊急時への対応として、多言語での観
光情報提供機能の強化、無料Ｗｉ－Ｆｉサービスの整
備、キャッシュレス決済の普及、バリアフリー化の推進、
ＭＩＣＥの誘致・開催支援など既存の旅館・ホテルに対
する観光客の受入れ体制整備への補助金等の支援
策を強化すること。

（４）観光客増加のための全国旅行支援の継続並びに助成

金等の拡充
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの
５類移行に伴い、観光を通じた国内の交流活発化によ
る地域経済の活性化が期待できるため、全国旅行支援
を当面継続すること。
また、観光産業の発展は、地域経済の活性化や雇用の
増大等につながるため、地域経済を牽引する産業分野
の一つとして燃料価格高騰の影響を受ける観光関連
事業者の事業継続を促すためにも、経営状況が回復す
るまでは、助成金等の支援策を講じること。

（5）航空機業界への支援
①航空機産業は、回復傾向が顕著になったといえども経
営面では厳しい状況が続いている。コロナ禍を経て航
空機産業一辺倒の危うさに気付いた部分もあり、新分
野進出が新たなテーマになってくる。今後とも諸支援
策のほか、競争力の強化・維持支援策や新ビジネス展
開支援を充実すること。

②中部地域は、アジアＮｏ.１航空宇宙産業クラスター形成
特区に指定されており、航空機部品の産業集積地とし
て地域経済の発展に大きく寄与している。民間航空機
市場は、一時はコロナ禍で落ち込んだものの、今後の
旅客需要は増加が見込まれており、航空機産業の集
積地である中部地域は大きなポテンシャルを有している
ことから、中部地域の航空機製造サプライヤーの事業
継続や人材確保、新分野展開などの支援強化に取り
組むこと。

２．中小企業者支援施策
（１）国が実施する各種支援施策に関する情報周知の徹底

並びに事務手続きの簡素化を図ること。
（２）カーボンニュートラルの推進やサーキュラーエコノミーの

実現及びDX等経営力強化・生産性向上に取り組む中
小企業者に対する支援施策を拡充すること。

（３）地域資源や観光資源を活用した取り組みを行う中小企
業者に対する支援施策を拡充すること。

（４）外的要因による経営環境の変化に対応するため、事業
転換や業態変化を図る中小企業者への支援施策を拡
充すること。

（５）中小企業支援施策は、地域経済を支える中小企業の
成長を強力に後押しするとともに、地域の実情に応じて
適切で分かりやすい施策とすること。とりわけ、全体の９
割を占める小規模事業者の意欲ある取り組みを強力に
支援すること。

（６）各種業法の運用解釈が自治体によって異なる場合に
は、中小企業者にとって負担軽減となるような統一見解
を示すこと。

（７）省力化・省人化に資する設備等の導入により人手不足
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の解消を図る中小企業者に対する支援施策を拡充す
ること。　　　　　　　　　　　　　 ≪重点要望≫

３．情報化支援の拡充・強化（ＩＴ化）
（１）中小企業並びに中小企業組合へのＩＴ化・ＤＸ推進の

ためのハード面（情報機器導入資金補助等）・ソフト面
（情報担当者育成、システム開発支援等）の支援体制
を拡充・強化すること。

　　また、デジタル社会が進展する中で、ＤＸの概念や活
用手法を中小企業に広く普及する必要がある。組合を
活用することで、ＤＸ推進をより効率的に実施できること
から、組合を通じた中小企業のＤＸ推進対策を実施す
ること。

（２）個人情報保護法への対応、情報セキュリティに関する
専門人材の育成や中小企業における情報セキュリティ
対策に対する一層の支援を拡充すること。

（３）ＩＴやＤＸは中小企業等の生産性向上や経営の活性化
を図るために有効であるが、その利活用において中小
企業等と大企業との格差が広がっている。また、近年は
タブレット・スマートフォン等で操作性が向上しているこ
とから、中小企業等が利活用できるＩＴ導入やＤＸ推進
に取り組むリスキリングに関する助成制度等ＩＴスキル・
能力向上のための支援策を講じること。

（４）情報化の進展に伴いサイバー攻撃の脅威が増加して
いる中で、企業がサイバー攻撃を受けると金銭的な損
失に留まらず、取引先の信用も失うなど多大な被害と
なる可能性が高く、その対策への取り組みが重要で
あるものの、中小企業等にとって設備導入やシステム
導入は負担が大きいため、補助金等の支援措置を講
じること。

（５）サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業（ＩＴ導入補助
金）の継続・拡充を図ること。

４．組合士制度
（１）中小企業組合士の社会的地位と資質向上を図るた

め、中小企業組合士制度の積極的な振興策を講じる
こと。

（２）「中小企業組合士制度」は、組合事務局の資質向上を
図るとともに中小企業組合の活力ある発展と企業の育
成に寄与している。このため、中小企業組合士の社会
的地位と資質向上並びに組合士制度促進のため、国
家資格化を図ること。

５．組合制度
　中小企業組合が景気の変動に対応し継続して活性化す
るとともに、組合員の経済活動の促進を図り円滑な組合運
営を行うため、次の組合制度を改善すること。
（１）時代の移り変わりとともに、既存事業の見直しを行い、

組合員のニーズに合った新事業の立ち上げは、組合
存続のために必要不可欠と思われるが、事業の効率
や採算を考えた場合、員外利用の20％が高い壁となっ
て、組合員のニーズに応えられない。

　　経済事業活動をさらに拡大、活発化させ、安定的かつ
円滑に組合運営を行うため、員外利用制限の緩和を
図ること。

（２）地方、特に人口減少地域にある共同店舗組合におい
ては、組合員の廃業や脱退などから店舗自体の運営
維持も難しい状況があることから、そこで、出資を伴わ
ないテナント出店や大企業等の出店等、利用制限を超
えた員外者の施設利用を認めるなど柔軟な運用を行
うこと。

（３）商店街振興組合において、テナント運営となっている店
舗も多く、理事会や総会の出席率の低下及び理事を引

き受ける人の減少が著しいこともあり、円滑な組合事業
推進を図るため、商店街振興組合における員外理事の
制限を緩和すること。

（４）事業協同組合及び商店街振興組合等の設立要件を
緩和すること。

（５）協同組合や商店街振興組合等において事業承継が
円滑にいかず、廃業を検討している組合員に対しての
支援として、組合自体が事業承継につながるよう、その
組合員の経営を行うことができるように共同事業の範囲
を拡大すること。

（６）役員の選挙の方法として指名推選を規定しているが、
この選挙方法を採用するためには、総会に出席した者
全員が同意し、さらに選考委員が選んだ候補者を一括
して出席者全員が同意する必要があるが、この出席者
全員の同意という条件は厳しいので出席者の３分の２
の同意で実施できるように緩和すること。

６．建設関連業種への支援
（１）建設業は、地方にとって経済、雇用、地域の活力を左右

する重要な産業であり、社会資本の整備、維持管理を
通し、災害時の対応など住民の安心・安全に寄与する
産業である。その担い手である地方中小企業の健全な
利益の確保と計画的な人材確保・養成、設備投資が
必要であることから、地方中小企業向け公共事業に対
する長期的かつ安定的な発注計画を作成すること。

（２）将来にわたる公共工事の品質確保とその担い手の中
長期的な育成・確保に向けて、適正な利益を確保する
ため、最低制限価格の引き上げと設定範囲の上限撤廃
を行うこと。

７．地域資源の活用支援
　地域資源を活用し、地方経済の実態に即した景気対策
を実施するため、以下の支援を講じること。
①地産地消の推奨を図るため、公共物件における地域産
材等の使用を制度化すること。

②日本の住宅業界はウッドショックと言われる外国産木材の
供給不足とそれを補う国内産材の生産体制ができていな
いことが表面化しているため、森林整備や素材生産業者
の確保により、国産木材の安定供給、活用促進のための
支援策を拡充・強化すること。

８．中小企業の海外販路開拓支援の強化
　国内中小企業が今後とも成長・発展を遂げるには、アジ
ア諸国をはじめとする海外市場を取り込んでいく必要があ
るため、経験が乏しい中小企業が海外展開に取り組むうえ
で必要な情報やノウハウの提供、フィージビリティスタディや
プロモーション活動などについての支援策を積極的に努め
ること。

９．人材確保・後継者育成・事業承継・事業継続対策
（１）中小企業の後継者育成に関する支援策を拡充・強化

するため、広い視野や新しい視点から業界や社会情勢
を見ることができる人材育成に努めている組合青年部・
女性部組織等を活用した資質向上や地域経済のリー
ダー養成に向けた活動等に対する助成措置等後継者
育成支援策を講じること。

（２）事業承継に係る設備投資や販路開拓に関する支援施
策を拡充すること。

（３）後継者育成・事業承継・企業の合併買収など中小企
業の存続に関する情報提供及び相談体制を強化する
こと。

（４）事業承継に関する人材養成及び後継者育成のための
支援施策の拡充及び相談体制の強化を図ること。

（５）大規模災害による社会インフラの停止や感染症による
行動制限などを貴重な教訓とし、企業の危機管理能力
を高め、緊急時における事業活動の継続を図り、サプラ
イチェーンを遮断させることなく、地域経済の維持・発
展を図るため、中小企業・小規模事業者や中小企業組
合が取り組むＢＣＰの策定・運用に対する支援措置をよ
り一層推進するとともに、中小企業強靭化法に基づく連
携型事業継続力強化計画認定後の支援策を強化する
こと。

　　また、県域を越えた連携に対する支援を強化すること。
≪重点要望≫

（６）ＢＣＰ（事業継続計画）及び事業継続力強化計画を策
定した事業者等を対象とした無停電電源装置、自家発
電設備等の防災設備の導入及び工場等の生産設備
の耐震化、制震及び免震装置等の減災設備に対する
補助金等の支援策を講じること。

10．業界固有の技能者資格等の国家資格化 
　建設工事関連業の現場作業者における「登録基幹技能
者」、中古自動車販売店の販売員が認定される「中古自動
車販売士」など、業界固有のエキスパート人材を認定する
資格制度の国家資格化を図ること。

1１．建設業許可へ許可業種「サイン工事業」新設
　大手ゼネコンの現場等の作業の際に現場許可取得を求
められる場合が発生している。現在、サイン工事（看板業）
には該当する建設業許可項目がないため、他の工事（と
び・土木・コンクリート工事業、鋼構造物工事業）で許可取
得をする必要があり、多くの手間が掛かっているため許可
業種へ追加すること。

②成長促進・発展対策
１．事業承継支援 
　中小企業の多くでは後継者の確保が難しく、経営者の
高齢化に伴う廃業が増加していることから、地域経済の活
性化を維持するためにも後継者の育成及びM&A、従業
員承継を含めた親族外承継に関する支援策を拡充・強化
すること。

③ 連携対策
１．中小企業者・組合等連携組織支援施策 
（１）中小企業者及び組合に対する経営力強靭化・成長促

進支援施策を拡充すること。
（２）組合が組合員のために行う事業に対する財政的支援

を拡充すること。
（３）中小企業連携組織対策の充実・強化
①事業協同組合をはじめとする中小企業連携組織は、
個別企業では対応の難しい生産性の向上や人材の
確保などに大きな役割を果たしていることから、中小企
業連携組織対策を中小企業対策の重要な柱として位
置付け、拡充すること。　　　　　　　≪重点要望≫

②小規模企業振興基本法による小規模企業者に対して
の支援策の拡充に伴い、小規模企業者で組織する組
合等については、各種補助金の補助率10／10にする
など、早急に支援の充実を図ること。

③事業協同組合をはじめとする中小企業連携組織は、個
別企業では対応の難しい生産性の向上や人材の確保
などに大きな役割を果たしていることから、中小企業連
携組織対策を中小企業対策の重要な柱として位置付
け、拡充するとともに、同対策の実施を担う中小企業団
体中央会の指導体制を強化し、中小企業等協同組合

法などによる連携組織を積極的に支援できるよう十分な
予算措置を講じること。

④中小企業団体中央会の連携組織に対するコーディ
ネート機能を強化するため、中央会指導員の資質向上
に対し十分な予算措置を講じること。

２．中小企業者の官公需受注機会の確保 
（１）国は、「官公需についての中小企業の受注の確保に関

する法律（官公需法）」並びに毎年度出される「中小企
業者に関する国等の契約の方針」に基づき、中小企業
者並びに官公需適格組合への官公需発注の増大に
努めること。

　　また、国等の発注機関は、年間を通じて発注の標準化
に努めること。

（２）地方公共団体を含めた各発注機関に対して、官公需
施策への理解を深めるための指導を行うとともに地元中
小企業や官公需適格組合等の受注機会増大に向け
た取り組みを推進すること。

（３）地方公共団体を含めた各発注機関に対して、エネル
ギー、資材価格や労務費等のコスト上昇分に対応した
必要経費等の発注価格への反映がなされるよう指導を
強化すること。

（４）地方公共団体を含めた各発注機関に対して、少額随
意契約の見直し及び最低制限価格制度等の活用を促
進するなど、適正価格での受注機会の確保がなされる
よう指導すること。

　　中小企業等は、地方自治体からの発注が減少するな
か、受注確保のため、低入札価格での受注競争が激
化しており健全な事業活動が行えていない。適正価格
での受注確保のため、国及び地方自治体は最低制限
価格制度を導入している場合、入札が不調になるという
ことは低価格競争に繋がっていることを認識し、最低制
限価格の金額を見直すほか、著しい低価格による落札
が行われないよう低入札価格調査制度を積極的かつ
適切に運用すること。

　　また、人件費及び原材料の上昇といった状況を反映し
ていないことから、インフレ条項の適用により、適正な価
格での柔軟な発注にも努めること。

（５）地方公共団体を含めた各発注機関に対して、官公需
適格組合との緊急時における災害協定等の締結並び
に協定に基づいた優先発注の推進を指導すること。

（６）官公需適格組合やカーボンニュートラルの推進など環
境に配慮した取り組みを行っている中小企業等に対し、
審査時における加点等の措置を講じること。

（７）適切な予定価格の作成にあたっては、需給の状況、原
材料及び人件費等の最新の実勢価格等を踏まえ、参
考見積をもとに予定価格を設定することとし、随意契約
の場合には参考見積を聴取した事業者に対しても取引
から排除しないこと。

３．特定地域づくり事業協同組合制度の拡充・改善
　「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業
の推進に関する法律」に基づく特定地域づくり事業協同組
合制度は、人口急減地域において、地域の仕事を組み合わ
せて年間を通じた仕事を創出し、組合で職員を雇用し事業
者に派遣することにより、安定的な雇用環境や一定の給与
水準を確保することで移住・定住を促進し、その地域の活
性化につながることから、制度の周知を継続的に図るととも
に、永続的かつ着実な財政支援措置を講じること。

④ 地域経済・振興対策
－

⑤ 金融対策
１．中小企業への円滑な資金供給体制の確立と金融機関
への指導継続

（１）金融機関によるリレーションシップバンキング機能や、事
業性評価を重視した円滑で迅速な融資を可能とする
こと。

（２）経済対策に呼応した融資条件の緩和等中小企業金融
対策の一層の充実
①経済環境の急激な変化（エネルギー・原材料価格の
高騰や過度な円安、人手不足等）や、取引先の経営
状況の悪化等を乗り越えるための、地域や業種や業
態に合わせた機動的な金融施策の拡充を図ること。
　　　　　　　　　　　　　　　   ≪重点要望≫

②エネルギーや原材料価格等の高騰により、日々の運転
資金に支障をきたす中小企業者に対する適切かつ迅
速な資金繰り支援のほか、経済社会の構造等の変化
に適応していくための経営改善・事業転換に係る金融
支援、そしてコロナ禍で増大した債務（ゼロゼロ融資な
ど）に対応する事業者への事業再生支援など、事業者
の実情に応じた金融支援を講じること。

③金融庁は、金融機関の「経営者保証に関するガイドライ
ン」の積極的な活用を監督し、融資慣行として浸透・定
着を図るとともに、令和６年３月にスタートした保証料率
の上乗せにより経営者保証を提供しないことを選択でき
る信用保証制度の周知徹底及び経営者保証に依存し
ない融資慣行の確立を更に加速させるために策定され
た「経営者保証改革プログラム」に基づく積極的な融
資の推進を図ること。

④業績の回復していない事業者に対する既往貸付に対
する条件緩和や、借換等の制度の維持・拡充を図る
こと。
⑤コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進み、民間
金融機関に対して実質無利子・無担保融資の返済
が行われている中、中小企業等が債務超過や赤字と
なった場合でも事業再構築などの前向きな取組の促
進など、地域の金融機関においては、個々の中小企業
等の実態を踏まえた新たな資金需要の支援を強化す
ること。
⑥スタートアップ企業との連携・DX・GX・SDGｓ等、更なる
成長に向けた取組みや円滑な事業承継等を支援する
金融施策の充実を図ること。

⑦「事業成長担保権」制度の早期導入並びに活用に向
けた体制強化及びサポート態勢の整備を行うこと。

⑧日本銀行のマイナス金利解除の実行に伴い、借入金利
の引き上げがあった場合に、中小企業等は借換えや新
規借入れ時の返済負担増に苦慮する可能性が高まる
ため、現状では、賃上げと物価高騰に加え、利上げが
実行されると経営悪化が見込まれることから、セーフティ
ネットによる金利引き下げの措置をとり、マイナス金利解
除の影響が企業経営に及ばないように柔軟な対応を
行うこと。　　　　　　　　　　　　  ≪重点要望≫

⑨金融機関による経営改善・事業再生支援等の伴走支
援を一層推進するための施策を強化すること。

⑩制度改正等による資金需要に対して、業種・業態を考
慮した金融措置を策定すること。

２．政府系金融機関の更なる機能強化と融資制度の拡充
（１）緊急時をはじめ商工中金及び日本政策金融公庫の果

たす役割がますます重要になってきており、中小企業等
の状況を的確に把握して実情に合った事業を展開する
など、機能の強化を図るとともに、地域の中核となる中小
企業等の事業転換・設備投資、中小企業組合や地域

資源を活用する企業連携体を支援するため、融資制度
を拡充すること。

　　また、令和５年６月14日に改正商工中金法が成立した
が、引き続き、組合及び中小企業等の金融の円滑化を
目的とし、足もとで加速する様々な事業環境変化に挑戦
する中小企業等への支援を維持・強化すること。

（２）経済環境の急激な変化を乗り越えるための相談対応の
充実及び特別貸付の拡充を図ること。

（３）セーフティネット機能を発揮するための危機対応業務の
拡充を図ること。

（４）資金提供の円滑化を図るため融資対象事業の評価に
基づく低金利等優遇措置をとること。

（５）事業承継や人手不足等、企業が抱える課題解決に対
する支援機能を強化すること。

３．信用補完制度の充実 
（１）「経営者保証に関するガイドライン」に基づいた、不動産

担保や人的保証に依存しない融資制度の促進を図る
こと。

（２）金融機関と連携した保証審査期間の短縮化や、事務
の簡略化を図ること。

（３）信用保証協会のセーフティネット保証は資金調達力の
弱い中小企業・小規模事業者をサポートする重要な施
策であるため、信用保証協会の基金補助金の確保及
び信用保険向け政府出資金を確保すること。

（４）経済環境の急激な変化等の緊急時における特別貸付
（無利子・無保証融資等）に対する保証条件を緩和す
るとともに、条件変更による追加信用保証料についても
免除すること。

（５）返済履歴を考慮した保証料率の引き下げ等の優遇措
置を図ること。

４．高度化融資制度の弾力的運用
（１）高度化融資制度の充実強化を図り、個人保証について

は求めないこと。
（２）高度化資金の返済について、組合の運営は組合員の

減少等により非常に厳しい状況にあり、当初の返済期
限や返済額を履行できない組合が多数出てきている
ので、返済条件の緩和について一層弾力的に運用す
ること。

５．中小企業倒産防止共済制度の見直し
　中小企業倒産防止共済制度は、取り引き先の倒産・廃業
など貸し倒れリスク及び連鎖倒産を防止する備えとして意義
ある制度であるため、次の見直しを行うこと。
①共済金貸付時に貸付額の10％を掛金総額から控除す
る制度は負担が大きいため、廃止すること。
②共済に加入して間もない時期でも、取引先の突発的な
倒産に対して貸付が受けられるよう６ヶ月未満の貸付
制限を見直すこと。

⑥ 税制対策
１．消費税
（１）消費税率引上げに伴う中小企業における事務負担軽

減措置の導入等、十分な対策を取ること。
（２）国際情勢の影響等により経済が悪化している現状を鑑

み、消費税の基本税率の見直しや二重課税（ガソリン
税、酒税、タバコ税等）の解消を検討すること。

（３）消費税の適正かつ円滑な価格転嫁を図るため、違反行
為に対しては引き続き監視と摘発を徹底すること。

（４）現在、免税事業者については課税売上高が１千万円
以下、簡易課税制度については課税売上高が５千万

円以下の事業者に対して適用されているが、零細事業
者の事務負担を考慮しこの制度を維持すること。

（５）インボイス制度について、業種・業態ごとの実情や取引
の実態を踏まえた負担軽減措置及びシステム改修等に
対する十分な支援策を講じるとともに丁寧な制度周知
に努めること。

　　また、仕組みを簡素化し２割特例や少額特例等の負
担軽減策の延長や恒久化、または追加的措置の導入
など、中小事業等の状況を踏まえた柔軟な運用を行う
こと。

（６）インボイス制度や電子帳簿保存法など、既にスタートし
た税制に関する新たな制度等への対応を進めるのと
併せて「業務のデジタル化（DX）」に取り組むことによ
り、人的資源に乏しい中小企業のバックオフィス業務全
体の効率化を進めるための会計ソフトの導入や既存ソ
フトの改修、クラウドサービスの活用などに係る経費の
補助を講じること。

２．法人税
（１）国際競争力の向上を図り、国内投資や雇用創出を促進

するため、中小企業の成長を第一に、法人税率の更な
る引き下げと中小法人に対する軽減税率の延長・引き
下げを図ること。

（２）中小企業等の法人実効税率を引下げること。
（３）企業組合及び協業組合の法人税率を引き下げること。
（４）収益の悪化している中小企業を支援するため、欠損金

繰戻還付請求制度の拡充及び繰越控除期間を延長
すること。

（５）中小企業組合において、賦課金収入に対する課税を撤
廃すること。

（６）中小企業及び中小企業組合の軽減税率を引き下げる
とともに、適用所得金額を撤廃すること。

　　我が国の経済成長の源泉である中小企業等の経営
基盤や国際競争力の強化、また、創業促進の観点から
も、中小企業組合及び中小企業に対する法人税率は、
現行の軽減税率15％からさらに引き下げるとともに、適
用所得金額については撤廃すること。

（７）賃上げ促進税制における要件の緩和及び控除率を引
き上げること。

（８）中小法人の軽減税率を引下げ、適用所得金額を見直
すこと。

（９）ＤＸ及び設備投資に係る減価償却資産特例を拡充す
ること。

（10）税制上の優遇を受けられる中小企業の定義となる資
本金額を引き上げること。

（11）法人事業税の外形標準課税の中小企業への適用拡
大や中小法人向け租税特別措置の利用制限を行わな
いこと。

（12）激甚災害に指定された地域の企業への寄付金の損
金算入限度額を引き上げること。

（13）各種減税申請を行う際の手続きの簡素化を図ること。

３．同族会社・事業承継税制
（１）「個人版事業承継税制」が創設されるなど抜本的に拡

充されたが、中小企業が事業基盤を損なうことなく、後
継者に円滑に事業を承継し発展できるよう、自社株の評
価方法等についての更なる見直しや簡素化を推し進
め、制度の更なる充実を図ること。

（２）中小企業等の事業承継が円滑に行われるように、事業
承継税制を活用することで後継者が取得した自社株式
に係る贈与税・相続税について、納税猶予を受けられる
が、雇用維持要件を満たせなかった場合、書類の提出
や助言が必要となるなど、中小企業等への負担が大き

い。事業承継を円滑に行うためにも、非課税贈与額の拡
大などにより、事業承継税制の一層の拡充を図ること。

（３）事業承継税制は、平成30年度税制改正において、10
年間（平成30年1月1日から令和9年12月31日まで）、納
税猶予の対象となる非上場株式等の制限（総株式数
の最大３分の２まで）の撤廃や納税猶予割合の引上げ
（80％から100％）等の特例措置が創設されたが、多くの
中小企業では事業承継への対応が進んでおらず、後
継者に円滑に事業を承継し発展できるよう、特例措置
適用期間の延長を図ること。

（４）事業承継・引継ぎを契機とする業態転換や多角化を含
む新たな取り組みを支援する「事業承継・引継ぎ補助
金」はあるものの、実情として事業承継には時間を要す
ることが想定され、公募期間や事業期間を長くするなど
中小企業事業者にとってより効果的な運用となるよう制
度を拡充・強化すること。

（５）事業承継を円滑に行うため相続税・贈与税の納税猶予
及び免除の特例措置期間の延長や手続きの簡素化を
図ること。また、取引相場のない株式の評価方法を見直
すこと。

４．中小企業投資促進税制
　中小企業の思い切った設備投資を可能とし、生産性の一
層の向上を実現するため、新分野進出の際の税制優遇を
含め、中小企業投資促進税制及び経営強化税制の更なる
拡充を図ること。また、本税制について恒久化を図ること。

５．自動車関係税制
（１）我が国の自動車関係諸税については、税負担が複雑

で過重となっており、さらに、消費税率の引き上げに伴い
一段と税負担が重くなっているので、自動車関係諸税を
整理し、軽減すること。

（２）生産･製造工程などで使用する軽油に対する軽油引
取税の免税措置を恒久化･拡充すること。

（３）揮発油税は、消費税との二重課税であることから過重
な税負担を見直すこと。

（４）低年式自動車に対する自動車税のあり方を見直すこ
と。

（５）一般財源となった自動車重量税を廃止すること。

６．事業所税の廃止
　政令指定都市や人口30万人以上の指定市などに課せら
れている事業所税を廃止すること。

７．償却資産に係る固定資産税の廃止　　
　償却資産に係る固定資産税は、多数の設備を有する製
造業や建設業など特定の業種に負担が偏っているといった
業種間の税負担の偏在、中小企業の設備投資意欲の低下
や事務負担を増加させる一要因にもなっていることから、廃
止すること。

８．食事支給の非課税枠の引き上げ又は上限の撤廃
　近年、弁当製造のための原材料費の高騰等の影響もあ
り、製造コストが上昇しているが、その上昇分を価格に転嫁
するにあたり、提供先である事業者の食事支給の非課税
枠が所得税法上、月3,500円以下であるため、事業者は事
業主負担が3,500円以下になるように調整しており、価格引
き上げ交渉が困難となっている。このため、食事支給の非
課税枠3,500円の引き上げ又は非課税枠の上限の撤廃を
図ること。

９．その他中小企業・中小企業組合税制の充実強化
（１）「地球温暖化対策のための税」、いわゆる環境税の導

入により、全化石燃料に対してＣＯ₂排出量に応じた税
率が石油石炭税に上乗せされているが、中小企業者に
おいて過度の負担増とならないよう、免税・還付措置等
の負担軽減措置を講じること。

（２）賞与及び退職給付金の繰入の損金算入ができれば、
中小企業の内部留保が増え、従業員の福利厚生の充
実や経済活力を取り戻すことにつながるので、制度を復
活させること。

（３）役員報酬は、職務執行の対価であるにもかかわらず、損
金算入には、定期同額給与や事前確定届出給与など
厳しい制約が課せられているが、経営基盤が不安定な
中小企業の実態を踏まえ、役員報酬を弾力的に改訂で
き、損金算入できる制度にすること。

（４）自社利用目的のソフトウェア（無形固定資産）の償却年
数を、現行の５年から３年に短縮すること。

（５）消費の拡大を通じて経済活性化を図るため、資本金１
億円以下の中小法人の交際費について年800万円ま
で損金算入できる時限措置（令和９年３月末まで）を恒
久化すること。

（６）電力多消費産業に適応されている再生可能エネル
ギー発電促進賦課金の減免制度の見直しについては、
企業の負担増となり、国際競争力の低下につながるた
め、実施しないこと。

（７）鉄筋コンクリートや鉄骨鉄筋コンクリート造りのホテル・
旅館の固定資産税評価における最終残価率到達年
数が50年から45年に短縮されたが、未だ大きな負担と
なっているため、さらなる短縮化を図るほか、法人税に
準じた固定資産税の減免又は免除など見直しが確実
に実施されること。

（８）事業用地や公共・公益性のある共同施設などへの固
定資産税の軽減制度等、中小企業と地域にとって真に
実効ある固定資産税の負担軽減のための措置を講じ
ること。

（９）中小企業の事業再構築又は新分野進出・新事業への
取り組みに関する税制措置を講じること。

⑦ 労働対策
１．雇用・労働施策の拡充
（１）急速な少子高齢化が進展する中で、貴重な労働力であ

る子育て世代の労働者がその能力を発揮するために
は、働きながら育児ができる環境を整備する必要がある
ため、認可保育所においては、土・日曜日保育の実施と
延長保育時間の拡充や病児保育に対応することを認
可条件にするとともに、保育所に対して必要な経費を支
援すること。

　　また、保育士の確保や継続就業は待機児童問題の解
消につながるため、保育士養成学校の拡充並びに保育
士の処遇改善に努めるとともに不登校児童・生徒等の
受け皿となっているフリースクールへの財政支援を行う
こと。

（２）働き方改革関係法令の施行に伴い、その運用にあたっ
ては、中小企業にとって過度な負担とならないよう十分
に配慮するとともに、多様な働き方の実現に向け、中小
企業が対応しやすい環境を整備すること。

（３）働き方改革による時間外労働の上限規制については、
立場の弱い中小企業では、取引先の都合等により依然
として実施が困難な状況にある。特に、令和６年４月か
ら時間外労働の上限規制が適用された自動車運転業
務については、運送業界に限らず、経済全体に大きな
影響があることから、時間外労働につながる取引慣行
の見直しを推進すること。

　　また、同じく時間外労働の上限規制が適用された建設

業については、上限規制を考慮した工期設定を行うこ
と。　　　　　　　　　　　　　　　 ≪重点要望≫

（４）定年延長や継続雇用の延長など高齢者の雇用推進整
備に取り組む小規模・零細事業者に対し、積極的な支
援策を講じること。

２．中小企業の経営状況等を踏まえた最低賃金の設定及
び賃上げ支援の充実

（１）最低賃金の設定にあたっては、地域中小企業の経営
状況や雇用実態等、地域中小企業の実情を考慮する
と共に、地方最低賃金審議会の自主性を損なわないよ
うにすること。　　　　　　　　　　　≪重点要望≫

（２）中小企業の賃上げを支援するための労務費を含む価
格転嫁を推進すると共に、助成の充実や各種補助金
等における優遇措置の強化を図ること。

３．社会保障制度
（１）社会保険制度については、中小企業の経営実態等に

配慮し、将来的に安定した制度の確立に取り組むこと。
（２）社会保険料の引上げや適用拡大については、中小企

業の活力の維持・発展を阻害することがないよう慎重に
検討すると共に、事業者の負担を軽減する措置を講ず
ること。

（３）中小企業等への負担が過度にならないよう、社会保険
の保険料率の安易な引き上げは行わないこととし、中
小企業等の賃上げに伴う社会保険料の負担軽減支援
策の創設を中心とした社会保険制度の改善を行うこ
と。

（４）少子高齢化の進展により、生産年齢人口が減少に転じ
た今、パートやアルバイトなどで働く女性の存在は、貴
重な働き手となっている。そのような中、女性の就労抑
制につながっているとされる年収「103万円」あるいは
「130万円」などの、俗にいう「年収の壁」について早期
に撤廃し、望むように働き・活躍できる社会にするため、
税制や社会保険制度の抜本的な見直しを行うこと。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪重点要望≫
（５）年収の壁の問題について、中小企業の労働力確保を

阻害することがないよう抜本的な対策を講ずること。
（６）働き方改革関連法改正の猶予期間終了による影響を

受ける業種への支援を強化すること。

４．教育・人材育成
（１）大都市圏への人口の一極集中を是正し、地域に必要な

人材を呼び込み、地方の中小企業の人材確保を促進
するため、ＵＩＪターン等に係る各種助成を創設・拡充す
ること。

　　また、外国人留学生や特定技能を取得した外国人を
地方の中小企業へ就職を促すなど支援を強化し、地方
の中小企業への外国人材の雇用を促進すること。

（２）中小企業において、人材の確保・育成は大きな経営課
題である。特に技能の継承という観点からも、ものづくり
人材の育成、若年者の確保は急務であることから、大
学等教育機関と産業界の連携によるキャリア教育・職
業教育事業に対する支援、新入社員や若手従業員の
育成・定着支援等の更なる対策を講じること。

　　また、コロナ禍では営業活動を縮小し、人材も雇調金の
活用などで凌いだ中小企業の現場では、経済活動が
回復局面を迎え、コロナ禍以前の厳しい人材不足の状
況に戻りつつある。

　　そこで、中小企業の人材確保に向けた採用活動支援
のほか、企業による教育訓練の拡充、労働者の主体的
な学びへの支援に資する助成金等の強化・拡充など、
人材の確保、育成に向けた支援策を講じること。

⑧ 人材対策
１．中小企業に対する人材の確保・定着・開発等に関する
対策の更なる推進

（１）若年者人材を確保・定着させるための支援策を強化
すること。

（２）女性、高齢者、障害者等多様な人材の更なる雇用対
策を強化すること。

（３）地域産業を支える製造業・建設業等の技能者育成、技
術・技能継承への支援を強化すること。

（４）人材育成機関としての中小企業組合に対する支援・助
成策を講じること。

（５）技能検定制度については、中小企業のニーズを踏まえ
た職種の拡充を推進すると共に、技能検定試験を実施
する中小企業組合及び運営に携わる中小企業への支
援を強化すること。また、実技試験受検手数料の減額
対象者の年齢引き上げ等を図ること。

（６）「月60時間超の時間外労働への割増賃金率」について
は、中小企業への猶予措置が令和５年３月末をもって
終了し50％へ引き上げられたが、長時間労働の要因は
業種や職種、企業規模によっても現状や背景が異なる
ことから、対応に困難な中小企業等に対して、労働時間
の縮減や年次有給休暇の取得促進、休息時間の確保
等の長時間労働抑制に向けた取り組みを行った場合
における助成金等支援策の拡充・強化を行うこと。

（７）従業員の職務に関する知識・技能やＤＸ等専門的スキ
ルの習得、リスキリングへの取組みに対する支援を充
実・強化すること。

（８）採用活動に充てられる予算や人員が限られている中
小企業においては、公的な職業紹介への期待は高く、
求職者と求人企業のマッチングの質を向上するうえで、
業種・業界のニーズを踏まえた人材と仕事のマッチング
機会を創出することが重要であることから、ハローワー
クの機能強化など、公的職業紹介のマッチングの質向
上・体制強化を求める。

（９）インターンシップは大企業と比べ知名度の低い中小企
業にとって、自社の魅力を学生に伝える有効な機会で
あり、入社後のミスマッチ防止の効果も期待できること
から、インターンシップなどを通じた中小企業で働く魅
力の発信強化と採用力向上に向けた支援を強化する
こと。

２．中小企業のニーズ等を踏まえた外国人材受入れ制度
の見直し

（１）技能実習制度並びに特定技能制度について、業界の
ニーズ等を把握した上で、対象職種・業種を拡充すると
共に、利用する中小企業等の負担とならないよう事務手
続き等の簡素化・迅速化を図ること。

（２）転籍については、大都市圏への流出防止など、地方の
人材確保に配慮した制度とすること。　 ≪重点要望≫

（３）新たに創設される「育成就労制度」への移行にあたっ
ては、現行の外国人技能実習制度の２号移行対象職
種のすべてが網羅されるよう、特定技能制度の特定産
業分野を設定するとともに、育成就労制度の対象分野
に設定すること。また、その分野については、国が設定
する明確な分類のもとに設定すること。加えて、現行の
２号移行対象職種ではない業種であっても、業界や地
域における生産性の推移、人手不足の状況を把握し、
特定技能制度の特定産業分野と育成就労制度の受
入れ対象分野に設定すること。　　　≪重点要望≫

（４）特定技能制度における悪質な登録支援機関を排除す
るための措置を講ずること。

（５）外国人材の定着に向けた中小企業及び監理団体等

の取組への支援策（好事例の共有、社宅や休憩室等
の新設・改修や送迎車両の購入等に係る経費への助
成等）を構ずること

⑨ エネルギー・環境対策
１．環境・エネルギー
１）中小企業者が取り組む環境保全義務対策（緑化・騒
音・水質・ＰＦＡＳ・ＰＣＢ・アスベスト・廃プラチック等）に
対する支援を強化・拡充すること。特に、アスベスト含
有廃棄物及びPCB廃棄物の処理に係る費用を全額
負担するなど財政支援措置を講じること。

（２）土壌汚染対策を行うための調査及び除去等について
は、中小企業者にとって過度な負担とならないように要
件の緩和や財政支援措置を講じること。

（３）中小企業者がＪ-クレジット制度を利活用する場合、税
制や資金等について優遇措置を講じること。

（４）エコリース促進事業補助金は、再生可能エネルギー
設備や低炭素機器をリースで導入した際リース総額の
２～５％を補助する制度であり、積極的な設備投資を
行う上で有効な手段であるが、昨年度から工作機械
等一部が除外されたため、対象機器の復活と予算の
増額を行うこと。

（５）産業廃棄物等を再利用し、再資源化するための規制
を緩和すること。

（６）珪砂産業における新規鉱山の区域決定、開発に必要
な諸手続きの申請・認可の迅速化を図ること。

２．原油・原材料高騰への支援策の強化
（１）原油・原材料価格が高騰及び人件費が上昇する中、

中小企業にとっては調達コスト、物流コストの変動によ
り、経営の安定化に影響を与えている。原油、原材料、
電力等の資源・エネルギーの安定供給並びに価格の
適正化のため、総合的な資源・エネルギー支援策を推
進すること。　　　　　　　　　　   ≪重点要望≫

（２）エネルギー、資材価格や労務費等のコスト上昇分を適
切に価格に転嫁できるよう環境整備を図るとともに、支
援施策を拡充すること。また、「価格交渉促進月間」並
びに「パートナーシップ構築宣言」に基づき、受注側企
業における労務費、原材料費、エネルギー価格等のコ
スト上昇分について、円滑に反映できる体制構築に努
めるとともに価格転嫁等の監視及び指導を強化するこ
と。

　　さらに、ガソリンや電気などのエネルギー価格等高止
まりにより影響を受ける中小企業・小規模事業者に対
し、事業負担の軽減・緩和を図るため、令和６年５月末
に終了した負担軽減策を新たに措置すること。またそ
の中には、特別高圧電力を活用する事業者への負担
軽減措置も含めること。

（３）原油、天然ガス等のエネルギー価格の高騰に対応し
た電力価格の抑制を継続するとともにエネルギーの安
定供給を行うための施策を講じること。

（４）急激なエネルギー価格の高騰によって価格転嫁の困
難な中小企業等の負担を直接的に軽減するため、国
は「電気・ガス価格激変緩和対策事業」を延長して実
施しているが、補助がなくなった場合には中小企業等
の収益の悪化が予想されるため、電気代・ガス代に関
する激変緩和対策を一定期間継続支援すること。

　　　　　　　　　　　　  　　　　　≪重点要望≫

３．電力の安定供給と省エネ・節電対策支援の強化
（１）大企業に比べて製造コストに占める電気料金の比率

が高く、代替手段に乏しい中小企業者の経営基盤が

強化されるように再生可能エネルギー発電促進賦課
金の上昇を抑制すること。

（２）電気事業法で定められている高圧電力料金における契
約電力のデマンド制について、基本料金の算定期間の
短縮（１年→６ヶ月）又は一定期間内における最大と最
低の平均電力量とする料金制度へ改定すること。

（３）仕事量が増えれば増えるほど電気を使用するため、赤
字になり、収益を圧迫する。

　　今後、コロナ禍からの回復に伴う経済活動の再開・活
性化に向けては、電力の安定供給に向けた環境整備と
中小企業者に対する電気料金のさらなる負担軽減措
置を講じること。

（４）中小企業者等に対する生産性及び脱炭素・省エネル
ギー設備の新規導入と更新などによるカーボンニュート
ラル推進に向けた支援を継続すること。

（５）省資源・省エネルギーの実現に向けた、水力、風力等
の再生可能エネルギーの活用、将来の国産資源となり
えるメタンハイドレートの調査研究を進めるなど、具体的
な対策を早急に進めること。

（６）足元では地政学的なリスク要因及び円安により石油、Ｌ
ＮＧ、石炭等のエネルギー価格が高騰しており、エネル
ギー消費機器の効率化による燃料・電力の消費抑制を
図る必要があり、国においては省エネルギー投資促進
を目的に省エネ性能の高い設備等への補助制度が確
立されている。

　　また、国は企業自らの事業の使用電力を100％再生可
能エネルギーで賄うことを目指すＲＥ100の普及に努め
ていることから、太陽光発電などの導入支援対策とし
て、再エネ電力を利用することでＣＯ₂排出削減に貢献
することを目的に、自家消費による電力費の抑制だけで
なく、余剰電力を販売する場合も含めて設備導入に関
する補助制度を拡充すること。

４．有害物質除去への支援
　国・県等行政の指導により、防火対策としてアスベストを
使用して建設した中小企業組合等の共同施設におけるア
スベストの除去や囲い込み工事への支援措置、ＰＣＢの処
理への支援拡充など、有害物質除去に対して支援を行う
こと。

５．カーボンニュートラル達成に向けた中小企業等の取
り組み支援策

　政府は「2050年カーボンニュートラル」を実現すると宣言
し、2030年度に温室効果ガスを、2013年比で46％削減する
ことを目指すと公言しており、まずは、2030年に向けて産業
部門や業務部門に対し、大幅な省エネを行うことが求めら
れている。
　中小企業等においても、それぞれの事業内容に照らし、
脱炭素、そして省エネ等に積極的かつ主体的に取り組む
必要がある一方で、経営資源に不足する中小企業等の現
場においては、脱炭素が自分のビジネスにどう関係してくる
か、何をすればいいのかといった入口のところで、足踏みす
るレベルの事業者も少なくない。
　そこで、中小企業等が関わりやすい形で、現状の認識と
対策の立案、実行に向けた支援が必要となるほか、中小企
業等の脱炭素への取り組み、課題など現場の実態に配慮
し、脱炭素に向けたロードマップ策定について、不断の見直
しを図りながら進めること。

⑩ 工業対策
１．サプライチェーン対策の充実
　原材料等を海外に依存することなく、国内で需要・供給

するための設備導入や生産拠点の整備など中小企業者に
対する補助金等の支援を講じること。
　中でも、食品加工業においては物流課題として、温度管
理がある中で、昨今のドライバー不足により、ますます物流
サプライチェーンの保持が厳しくなっている。食料輸送とい
う温度管理が必要な特殊事情を踏まえての物流サプライ
チェーンへの支援を強化すること。
　また、海外生産・調達に依存する半導体や蓄電池などの
部素材について、国内での生産体制の構築支援を求める
ほか、レアアースなどの重要鉱物について、特定の国に依
存しすぎないよう企業による海外での権益取得に対する支
援も積極的に講じること。

２．ものづくり支援対策
（１）通称「ものづくり補助金」については、中小企業・小規模

事業者の設備投資意欲の促進、事業の多角化、経営
意識の変革等、地域の産業社会を活性化する役割を
担っており、事業を通じて開発した試作品等の商品化
等をより確実なものとするためにも、本事業を恒久化す
ること。

（２）生産性向上・経営力強化に大きな役割を果たしてきた
「ものづくり補助金」について、厳しい経営環境にある中
小企業のさらなる成長発展を促すため継続すること。

（３）ものづくり補助金の事業実施体制が変更され、問合せ
対応や申請書類の要件チェック等が全国事務局にお
いて一括して行われるようになったことにより、サポート
センターに電話が繋がらないといったケースや書類審
査等に相当の時間を要していることから、事業者や支
援機関から地域事務局に対し多くの問合せが寄せら
れている。

　　そのため、全国事務局だけで一括管理・運営を行うの
ではなく、従来どおり地域事務局を有効活用するととも
に情報共有を図り、事業者に寄り添った支援体制にす
ること。

（４）ものづくり補助金では従来、認定支援機関確認書の提
出が必須であり、公募申請時に支援が行われ、申請書
の内容、必要書類の支援が行われきた。しかし、令和元
年度補正のものづくり補助金より廃止された結果、初め
て申請する事業者、一度も採択されていない事業者など
からは申請書類がＡ４一枚で数行の内容のないもので
申請されている。また、「会社全体の事業計画」の基準
年度等の間違い、「従業員への賃金引上げ計画の表
明書」の間違いが非常に多く見受けられ、採択後の修
正依頼の業務が多くあるため、そのような応募を少なくす
るために、再度、認定支援機関の支援を受けてものづく
り補助金の応募がなされる活用を図ること。

（５）中小企業者が生産性向上や技術革新を行うためのＩＴ
ツール導入やデジタル化の強化、サイバーセキュリティ対
策強化など、DX推進に対する補助金等の支援を継続
拡充すること。

（６）知的財産権の取得や保護に対する費用の軽減措置な
ど知的財産活動に対する支援策を講じること。

（７）熟練技能者が長年の経験で培った技能、ノウハウや専
門的な知見などの円滑な継承や人材育成のために行う
教育訓練に対する費用の補助を行うなどの支援策を講
じること。

（８）産業構造の変革に直面する中小企業者の企業間で連
携するための機会の確保やその取り組みに対する支援
を行うとともにスタートアップ企業の連携組織化に対する
支援を講じること。

（９）フォローアップ支援事業の継続・拡充
　ものづくり補助金を実施した補助事業者を対象とする
フォローアップ支援事業は、機械装置の現況確認を原

⑪ 商業対策
１．中小商業支援策の拡充・強化
　中小商業活性化に向け、国内需要による消費の喚起を
図るとともに、訪日外国人旅行者の消費拡大を図るための
経済対策を講じること。

２．まちづくり、中心市街地活性化 
（１）極めて厳しい状況下にある商店街の活性化を図るた

め、商店街関連予算の拡充を図るとともに、地域社会
を支えまちづくりの担い手でもある商店街の自助努力を
支援するため、来客誘致のための集客イベントの開催
や駐車場対策など地域住民の利便性向上に向けた
支援策を一層充実すること。

（２）人口減少が深刻化する中で、地域の活性化を図るた
め、改正まちづくり三法の趣旨に沿った機能的なまちづ
くりの推進と中心市街地の再生を図る取り組みを強力
に推進すること。

（３）公共・公益性のある共同施設（アーケード、駐車場等）
は地域の活性化、地域社会の維持・発展に大きな役
割を担っており、その設置、修繕及び維持管理の費用
に対する助成制度を拡充・強化するとともに、これら施
設に係る固定資産税等の負担軽減措置を講じること。

（４）地域の商店街が新たな事業に取り組むにあたり、それ
らを統括できる人材、また事業推進にあたり外部機関
への申請手続きや折衝等を行うことができる人材を恒
常的に育成する制度を創設すること。

（５）高齢者等の買い物弱者に対する支援策として、地域
密着型の機動性のある地元商店街組織、商業者施
設及び中小の流通事業者を活用すること。

（６）低迷を続ける個人消費を拡大し、地域経済の好循環
をより確実にするため、平成26年度補正予算により地
方創生交付金で実施し大きな成果があった「プレミア
ム商品券」の発行など、効果的な個人消費喚起策を
講じること。

（７）商店街は魅力あるイベントの実施等によって活性化を
目指すことが求められているが、近年、店主の高齢化・
後継者不足による廃業や空き店舗の増加、魅力ある
個店の減少等を背景に商機能が弱体化し、厳しい状
況が続いていることから、継続的な集客促進、需要喚
起、商店街の体質強化に効果のある補助金制度を構
築すること。

（８）中小小売店及び商店街が、地域コミュニティの担い手
として、防犯や少子高齢化等社会的課題に取り組む
ための支援策を拡充・強化すること。

（９）大規模小売店舗に対して、地域商業者組合への加
入・協力を促すためのガイドラインの制定を行うこと。

（10）激甚化・頻発化する自然災害に適格に対応するため
の防災・減災・老朽化した施設の改修等に対する支
援策を拡充・強化すること。

（11）各地域に残った大型宿泊施設の廃屋撤去とその活
用に係る補助金の拡充をすること。また、これ以上に廃
屋を生まない活用の仕組みづくりを地方自治体と連携
して行っていくこと。

３．商店街振興組合等に対する優遇措置
　法人格を有する商店街振興組合や商店街協同組合
は、各種事業を通して各市の地域活性化に貢献するととも
に、法人税等の納税の社会的責任を果たし、任意の商店
街組織と比較して責任の所在が明確であることから、国等
の補助事業の実施にあたっては、任意の商店街組織と補
助率や補助限度額等に差を設けるなどの優遇措置を講じ
ること。

４．大型店等に対する適正な規制・指導の強化
（１）大規模集客施設の郊外開発行為に対して、厳格かつ

適正に対処するため、土地利用に関するゾーニングの
条例やガイドラインの制定を促進すること。

（２）大型店や大資本チェーン店、地権者などに商店街組
合への加入や、地域交流、商店街活動及び社会貢献
への積極的な協力を求める地域貢献条例等の制定を
促進すること。

５．不当廉売・不当表示等の取り締まり強化
（１）大規模小売店等の取引競争ルールを確立・徹底する

など、小売業における優越的地位の濫用行為を早期
に根絶させるとともに、不当廉売、不当表示等の違反
行為に実効性ある対応を実施して、適正価格で売れ
る仕組みを作ること。

（２）エネルギー、資材価格や労務費等のコスト上昇に係る
適正かつ円滑な価格転嫁を可能とするため、下請取
引環境の改善や商慣習の適正化に向けて取り締まり
を図るとともに、支援策を強化すること。

（３）下請法の対象となっている下請け企業に限らず、その
他の中小企業の取引に対しても手形等の支払期日短
縮に向けた指導・監督を行うこと。

６．経営力強化に対する支援
（１）非接触型・デジタル化を推進し、中小小売店及び商店

街の負担とならないよう、キャッシュレス決済手数料の
負担軽減や設備導入への支援を図ること。

（２）中小商業者のインターネット販売システム等の導入に
向けたデジタル技術の支援策を拡充するとともに、導
入後も専門家の派遣等を通じて、持続的な販売に繋
がる支援を継続すること。

（３）中小企業における省エネルギーや脱炭素の推進を図
るため、先進的省エネルギー投資促進支援事業費補
助金を継続・拡充すること

７．団地組合の再整備に係る支援策の創設等
　卸商業団地などの団地組合は地域の産業や雇用を支
える存在であり、災害時の防災拠点としての機能も有して
いることから、再整備に対して支援を行うこと。

⑫ サービス業対策
１．中小企業物流対策支援
（１）安心・安全な輸送手段の確保のため、高速道路等の

修繕・保守・再整備を強化すること。
（２）燃料油価格について、中東情勢等を踏まえて燃料油

価格激変緩和措置を延長すること。
（３）「物流革新に向けた政策パッケージの取組状況につい

て」及び「2030年度に向けた政府の中長期計画」を着
実かつ確実に実行すること。

２．高速道路割引制度
（１）平成26年４月の高速道路料金割引制度の見直しによ

り、事業者の輸送コストが増加している。小規模事業
者の輸送コスト削減はもとより、「休日上限1,000円制
度」などの観光需要を喚起し地域活性化を促すような
多面的な割引制度となるよう再度見直すこと。

（２）ＥＴＣマイレージポイント還元率を拡大すること。
（３）ＥＴＣコーポレートカード利用による平日朝夕割引の割

引対象となる地方部最大100kmまでの走行分につい
て大口・多頻度割引の割引対象走行にすること。

（４）事業協同組合等が行う共同精算事業において、ＥＴＣ
コーポレートカードの利用約款の変更により、違反点数

則とし、個別の販促支援等の実施を認めていない。
　継続的な事後支援は補助事業の事業化を促進する
観点からも非常に重要であり、事業化状況報告のフォ
ローアップ、販路開拓や販売促進等を支援対象とするこ
とに加え、対象年度の拡充等、フォローアップ支援事業
を継続・拡充すること。

（10）省力化、省人化を行うための補助金について補助率
のアップ及び補助上限額の引き上げを講じること。

（11）設備投資等を支援する補助金等について、申請要件
の緩和及び申請手続きの簡素化を講じること。

３．不当廉売及び優越的地位の濫用の防止、下請取引の
適正化

（１）不当廉売及び優越的地位を濫用した不公正な取引方
法に対して、国は迅速かつ的確に、実効性のある対処
を行うこと。

（２）弱い立場にある下請中小企業者が親事業者・発注事
業者による優越的地位の濫用等により不当な取引条件
を強要されることがないように法制度や業種別下請ガイ
ドラインの周知徹底を図ること。

（３）エネルギー･原材料価格高騰などのコスト負担増や従
業員の賃上げ等を実現するために､中小企業が適切
に価格転嫁し、利益を確保しやすい取引環境の整備
に向け、引き続き大企業など親事業者に対する､法制
度に基づいた厳正かつ適正な指導等を講じること。

　　≪重点要望≫
（４）中小企業組合を通じて行う団体協約などの取引条件

改善への取組みに対して要望の機会を設けるなど実
効性を担保できるよう発注者側の企業に対して指導を
行うこと。

　　また、価格転嫁交渉を円滑に進める有効な手段として
の『組合による団体協約の締結』の制度や仕組み、そ
の好事例を周知するとともに、組合組織の有用性を広
くＰＲすること。　　　　　　　　   ≪重点要望≫

（５）下請代金の支払いは、できる限り現金によるものとする
通達を親企業が遵守するよう指導すること。

（６）立場の弱い下請け等地域の中小企業者が強いられる
不公平な取引慣行を是正し、公正・公平な取引慣行の
実現に向けた政策を推進するとともに、下請け法など
関係法令への罰則規定の盛り込みなど、大企業等親
事業者への指導強化にも取り組むこと。

（７）中小小売業は、大手量販店との価格差やＥＣサイトで
の競争の激化により、経営環境が悪化し続け、将来の
展望が開けない状況となっていることから、国は中小小
売業の現状を直視して、「独占禁止法」や「業種別ガイ
ドライン」等を厳正に適用し、優越的地位の濫用、不当
表示、誇大表示等の不公正な取引や悪質サイトに対し
て、監視・監督の強化に努め、違反行為に対しては迅
速かつ実効性のある処分を行うこと。

（８）転嫁拒否が疑われる事案に対しては強力な罰則規定
を設けるなど、実効性のある価格転嫁対策を政府主導
で推進すること。また、大手事業者による転嫁阻害に対
して、国によるチェック機能が発揮できるよう、下請Gメン
や関係法令の一層厳格な運用を行うこと。

（９）不当廉売は、価格の安さ自体を不当視するものではな
いが、中小企業等の効率性によって達成した低価格販
売ではなく、採算を度外視した低価格によって顧客を獲
得しようとすることは独占禁止法上問題となる場合があ
る。特に、石油販売小売業においては、元売の標準的
な仕切価格やサービスステーション運営に必要な経費
の額から判断して、採算が取れないと思われるガソリン
の廉売事例が発生すると、周辺サービスステーションの
経営に甚大な被害を及ぼすこととなる。このため、採算

割れと思われる廉売によって、自社のガソリン販売量が
減少するなどの被害を受けている場合は、公正取引委
員会が速やかに情報収集や調査を行い、適切な指導
を行うこと。

４．地場産業・伝統的工芸品産業の振興対策
（１）ものづくり基盤を支える地場産業や伝統的工芸品産業

において、技術保持者の廃業により地域独特の文化の
担い手が途絶えることにつながることから、存続発展を
図るため、国は抜本的な対策を講じるとともに、業界の
活性化と産業の振興を強く進める各産地の協同組合
等への支援も併せて行うこと。また、それら地場産品の
販路を拡大するための支援制度を充実すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪重点要望≫
（２）ユネスコ無形文化遺産に登録されている縁付金箔の伝

統技術の保護・承継と需要拡大への支援を図ること。

５．ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の導入に向けた支援策の拡充
　食品衛生法等の一部改正により食品の安全確保を図る
ため、食品衛生管理の国際標準であるＨＡＣＣＰに沿った
衛生管理が全ての食品等事業者に義務づけられた。ＨＡ
ＣＣＰに沿った衛生管理を導入するためには、まずはＨＡＣ
ＣＰに関する認識を高める普及啓発が必要であるが、財政
基盤の脆弱な中小企業にとっては、事業所内で導入を進
める人材の育成や設備整備にかかるコスト負担などハード
ルが高いことから補助制度や税制等を含めた支援策を拡
充すること。
　また、食品安全に関する認証はＨＡＣＣＰ以外にも存在し
ている。大手流通からは、ＨＡＣＣＰ以上の認証規格であるＩ
ＳＯ22000や、さらに上位のＦＳＳＣ22000という認証が求めら
れる事が増えて来ている。そのため、ＨＡＣＣＰ以外の食品
安全管理に必要な認証制度への支援策を講じること。

６．新分野進出に向けた大学・公設試験研究機関等の機
能拡充・強化

　昨今のデジタル技術革新は、目覚ましいスピードで進行し
ているが、高度な技術やノウハウを持つ中小企業等が自社
の技術をどのように活用できるかを苦慮しているため、意欲
のある中小企業等の持つ高度な技術が活かされるよう、大
学・公設試験研究機関等の機能・体制を拡充・強化すると
ともにＤＸ人材の育成及び試験機器等の充実を図ること。

７．新分野進出・業態転換への支援
　社会構造・経営環境の変化により新分野・新事業展開や
業態転換等を余儀なくされ、従来の事業を縮小せざるを得
ない中小企業・小規模事業者が多い。異業種や他の業態と
の連携など新たな取り組みに対する支援策を講じること。

８．金属アーク溶接等作業における設備投資等の支援
　「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が、労働者に
神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らか
になったため、これらを特定化学物質に加え、労働者へのば
く露防止措置を義務付けることとした政令、省令改正等が
行われ、令和３年４月１日から施行されている。特に金属アー
ク溶接等作業を行う事業場においては、従来の「粉じん作
業」としての規制に加え、新たに特定化学物質としての措置
も義務付けられることとなり、中小企業等にとっては、多額の
費用負担が発生している。
　一部安全対策にかかる消耗品の購入にかかる補助金が
交付されていたが、今後も安心安全な作業場環境の構築
が促進されるように、作業床の改造等の設備投資を支援す
る補助金制度についても支援策を拡充すること。

の累計期間が３ヶ月から２年に延長されるなどにより利
用停止措置が厳しくなったが、組合が組合員の運行
管理に対する監督には限界があるので、見直すこと。

（５）ＥＴＣ大口・多頻度割引利用者への、道路法（車両制
限令）違反に対する罰則の算定基準について、所有
車両台数に応じた基準とすること。

（６）長距離輸送の効率化を図るため、高速道路の長距離
割引制度について現行の100～200㎞まで25％の割
引、200㎞超が30％割引から、100～200㎞までを
30％、200㎞超を40％の割引に拡充すること。

（７）国土交通省より、高速道路の深夜割引の見直し案
（深夜の適用時間帯に走行した分のみ）が示されたと
ころ、多くの組合員より見直し案に反対する意見があ
り、現行制度における割引適用待ちの車両の滞留は
社会問題化しているが、一方、トラック運転手の労働
環境の改善に繋がるとは言い難く、新たな問題が生じ
る可能性があるため見直し案を再考すること。

３．観光対策
（１）中小企業に勤める従業員等が、計画的に有給休暇を

取得できるような環境づくり並びにリフレッシュ休暇取得
の喚起を国が積極的に努め、国民の観光旅行の参加
機会を増大させること。

（２）現行の温泉法では、新たに温泉を掘削するには許可
が必要であるが、これを拒む理由がなければ、許可せ
ざるを得ないのが現状であり、誰でも温泉掘削が可能
となる状況では泉源が枯渇する恐れがあるため、早急
な対応策を図ること。

（３）入湯税の使途において「観光振興」と「温泉資源の保
護」を促進すること。

（４）人手不足に悩む旅館業等中小サービス業の生産性
向上施策を強化・拡充すること。

（５）出国税（国際観光旅客税）の使途について、地方の観
光地（特に温泉地）におけるソフト・ハードの観光基盤
の拡充・強化に対して十分な財源を振り分けること。

（６）宿泊観光産業の地位向上に向けた取組みとその発
信をするとともに、地域一体となった観光地・観光サー
ビスの高付加価値化に向けた支援や持続可能な地域
となるような事業再生に向けた支援を計画的・継続的
に講ずること。

４．葬祭業者の登録制・届出制
（１）現在、葬祭業は、墓地埋葬法第３条の遵守以外に許

認可・届出等の法規制が存在しないことから、イン
ターネットを活用して葬儀社の紹介に特化し、施行に
対して責任を持たない事業者が増えている。一部地
域では、火葬までの時間がかかるため、ご遺体保管を
ビジネスとして請け負う事業者も出現しており、公衆衛
生上、近隣住民と大きなトラブルになっているケースも
ある。

　　このため、こうした問題の実態調査を行うほか、社会
的な対応や現在法的根拠のない葬祭業界において、
登録制・届出制とすること。

（２）行政（地方自治体）と葬祭業組合及び葬祭業者が連
携して終活サポートを行うための体制整備に向けた支
援を行うこと。

５．自動車特定整備業に対する補助金等の創設
　近年の自動車整備業界では、ハイブリッド車や電気自動
車の普及により複雑化、高度化する技術に対応した自動ブ
レーキ等の安全性能の向上や高度なコンピュータ化が進
み、整備工場においても特定整備に対応した新たな設備
投資が必要になってきている。しかし、高度な検査機器の

導入等の特定整備への設備投資には多額の費用がかか
るため、中小企業等が設備投資を積極的に促進できるよう
に補助金等の予算を確保するとともに、補助金等の早期公
募や増額、自動車整備業に特化した工場等の設備投資
補助金の創設等具体的な支援策を講じること。

６．石油販売業界の持続的な発展・維持を目的とした支
援策の強化

（１）カーボンニュートラルの実現に向けた合成液体燃料開
発予算の拡充

　　自動車のカーボンニュートラルの方向性が不透明で
ある中、これからの経営に与える影響や具体的なロー
ドマップがいまだ示されていない。ガソリンスタンドは、地
域のサービスステーションとして平時・災害時にも安定
供給責務を全うすることが必要であり、そのための具
体的なロードマップの策定や経営多角化・事業転換
等の政策支援に加え、既存のサービスステーションの
インフラがそのまま活用できる二酸化炭素と水素から
製造する「合成液体燃料」の早期実用化に向けた開
発にかかる予算や石油元売りに対するグリーンイノ
ベーション基金をはじめとした更なる予算を拡充するこ
と。

（２）「過疎地問題」を解消するサービスステーションの存続
対策の強化

　　全国のサービスステーション数は、ガソリン需要の減
少、後継者難等により減少し続けているが、近隣に
サービスステーションがない住民にとっては、自家用車
や農業機械等への燃料供給や移動手段を持たない
高齢者への冬場の灯油配達などに支障をきたし、「過
疎地問題」が顕著化されつつあるため、地域住民の生
活環境の維持及び防災上の観点から自治体等が
サービスステーションの存続についての対策を積極的
に取り組むこと。

（３）長引く原油価格の高騰により燃料油激変緩和補助金
が延長されているが、地政学的なリスク要因を背景と
した今後の価格高騰リスク等や様々な経済情勢を見
極めるため、措置期間をさらに延長すること。

７．市街化調整区域における物流施設等の開発許可へ
の対応

　中小企業者が全体の99％を占めるトラック業界におい
て、自然災害対策や事業継続に向けた営業所や物流施
設等の移転・新設、共同化や事業集約における施設整備
等の適正な用地取得が難しくなっている一方で、自然災害
は以前より頻発・激甚化する傾向にあり、緊急物資の輸送
等を担うトラック運送事業者の役割はより重要となっている。
　現状、市街化調整区域等において物流施設等の開発
を行う場合、開発許可が必要といった立地規制があり、こ
れが自然災害対策や事業継続力強化に向けた施設整備
を行う際の投資意欲を低下させる一要因にもなっているこ
とから、開発許可に要する時間を短縮するなどの必要性を
見直すこと。

① 総合経済・中小企業対策
１．中小企業・小規模事業者の新たな成長・持続的発展を
支える経済再生支援

（１）経済が回復基調にある中で、その回復エンジンを力強
く、本格的なものとするために、挑戦意欲のある中小企
業・小規模事業者が組合等を活用してさらなる成長促
進を図るための施策を講じること。

 　また、その構築にあっては、活用方法の明快さ、申請書
類等の簡素化など、活用しやすいしくみ、制度設計とす
ること。

（２）地域商業・サービス業に対する消費喚起の支援策の拡
充及び継続
①物価高による消費者の買い控えが影響し、適正な価格
転嫁が進まない中で、地方の小売業や宿泊、飲食店等
の事業者の多くは、引き続き厳しい状況が続いている。
今後も地域商業・サービス業に対する賑わいを創出す
るイベント開催への補助金の交付や先払いの地域商
品券、食事券、宿泊券等の発行による消費喚起の支援
策を拡充及び継続すること。　　　　   ≪重点要望≫

②観光関連産業において、地域によっては「全国旅行支
援」や自治体独自の旅行支援策を講じているところもあ
り、インバウンドの回復と相まって全国的に賑わいが戻っ
てきている。その一方で、一部の観光地・観光エリアで
はサービス業従事者の人手不足や交通費・燃料費の
高騰による旅行者の伸び悩みが懸念されており、地域
経済を支える観光関連産業の継続的な支援の強化を
長期にわたって行うこと。

（３）早期の入込客数回復に向けた地域経済の活性化支援
①早期の入込客数回復に向け、観光地での消費喚起を
促進するために、高速道路料金の減免や魅力ある地
域資源と結びつけた誘客推進等観光振興策を推進す
ること。
　また、観光地での感染症予防措置への対応に設備や
システム等の導入、修繕が必要となっていることから、
観光客の受入れ態勢整備への補助金等の支援策を
創設すること。

②日本は円安という追い風によりインバウンドが回復してお
り、多様化する訪日外国人旅行者のニーズに対応して
いく必要があるため、快適に旅行を満喫できる環境整
備及び災害など緊急時への対応として、多言語での観
光情報提供機能の強化、無料Ｗｉ－Ｆｉサービスの整
備、キャッシュレス決済の普及、バリアフリー化の推進、
ＭＩＣＥの誘致・開催支援など既存の旅館・ホテルに対
する観光客の受入れ体制整備への補助金等の支援
策を強化すること。

（４）観光客増加のための全国旅行支援の継続並びに助成

金等の拡充
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの
５類移行に伴い、観光を通じた国内の交流活発化によ
る地域経済の活性化が期待できるため、全国旅行支援
を当面継続すること。
また、観光産業の発展は、地域経済の活性化や雇用の
増大等につながるため、地域経済を牽引する産業分野
の一つとして燃料価格高騰の影響を受ける観光関連
事業者の事業継続を促すためにも、経営状況が回復す
るまでは、助成金等の支援策を講じること。

（5）航空機業界への支援
①航空機産業は、回復傾向が顕著になったといえども経
営面では厳しい状況が続いている。コロナ禍を経て航
空機産業一辺倒の危うさに気付いた部分もあり、新分
野進出が新たなテーマになってくる。今後とも諸支援
策のほか、競争力の強化・維持支援策や新ビジネス展
開支援を充実すること。

②中部地域は、アジアＮｏ.１航空宇宙産業クラスター形成
特区に指定されており、航空機部品の産業集積地とし
て地域経済の発展に大きく寄与している。民間航空機
市場は、一時はコロナ禍で落ち込んだものの、今後の
旅客需要は増加が見込まれており、航空機産業の集
積地である中部地域は大きなポテンシャルを有している
ことから、中部地域の航空機製造サプライヤーの事業
継続や人材確保、新分野展開などの支援強化に取り
組むこと。

２．中小企業者支援施策
（１）国が実施する各種支援施策に関する情報周知の徹底

並びに事務手続きの簡素化を図ること。
（２）カーボンニュートラルの推進やサーキュラーエコノミーの

実現及びDX等経営力強化・生産性向上に取り組む中
小企業者に対する支援施策を拡充すること。

（３）地域資源や観光資源を活用した取り組みを行う中小企
業者に対する支援施策を拡充すること。

（４）外的要因による経営環境の変化に対応するため、事業
転換や業態変化を図る中小企業者への支援施策を拡
充すること。

（５）中小企業支援施策は、地域経済を支える中小企業の
成長を強力に後押しするとともに、地域の実情に応じて
適切で分かりやすい施策とすること。とりわけ、全体の９
割を占める小規模事業者の意欲ある取り組みを強力に
支援すること。

（６）各種業法の運用解釈が自治体によって異なる場合に
は、中小企業者にとって負担軽減となるような統一見解
を示すこと。

（７）省力化・省人化に資する設備等の導入により人手不足
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の解消を図る中小企業者に対する支援施策を拡充す
ること。　　　　　　　　　　　　　 ≪重点要望≫

３．情報化支援の拡充・強化（ＩＴ化）
（１）中小企業並びに中小企業組合へのＩＴ化・ＤＸ推進の

ためのハード面（情報機器導入資金補助等）・ソフト面
（情報担当者育成、システム開発支援等）の支援体制
を拡充・強化すること。

　　また、デジタル社会が進展する中で、ＤＸの概念や活
用手法を中小企業に広く普及する必要がある。組合を
活用することで、ＤＸ推進をより効率的に実施できること
から、組合を通じた中小企業のＤＸ推進対策を実施す
ること。

（２）個人情報保護法への対応、情報セキュリティに関する
専門人材の育成や中小企業における情報セキュリティ
対策に対する一層の支援を拡充すること。

（３）ＩＴやＤＸは中小企業等の生産性向上や経営の活性化
を図るために有効であるが、その利活用において中小
企業等と大企業との格差が広がっている。また、近年は
タブレット・スマートフォン等で操作性が向上しているこ
とから、中小企業等が利活用できるＩＴ導入やＤＸ推進
に取り組むリスキリングに関する助成制度等ＩＴスキル・
能力向上のための支援策を講じること。

（４）情報化の進展に伴いサイバー攻撃の脅威が増加して
いる中で、企業がサイバー攻撃を受けると金銭的な損
失に留まらず、取引先の信用も失うなど多大な被害と
なる可能性が高く、その対策への取り組みが重要で
あるものの、中小企業等にとって設備導入やシステム
導入は負担が大きいため、補助金等の支援措置を講
じること。

（５）サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業（ＩＴ導入補助
金）の継続・拡充を図ること。

４．組合士制度
（１）中小企業組合士の社会的地位と資質向上を図るた

め、中小企業組合士制度の積極的な振興策を講じる
こと。

（２）「中小企業組合士制度」は、組合事務局の資質向上を
図るとともに中小企業組合の活力ある発展と企業の育
成に寄与している。このため、中小企業組合士の社会
的地位と資質向上並びに組合士制度促進のため、国
家資格化を図ること。

５．組合制度
　中小企業組合が景気の変動に対応し継続して活性化す
るとともに、組合員の経済活動の促進を図り円滑な組合運
営を行うため、次の組合制度を改善すること。
（１）時代の移り変わりとともに、既存事業の見直しを行い、

組合員のニーズに合った新事業の立ち上げは、組合
存続のために必要不可欠と思われるが、事業の効率
や採算を考えた場合、員外利用の20％が高い壁となっ
て、組合員のニーズに応えられない。

　　経済事業活動をさらに拡大、活発化させ、安定的かつ
円滑に組合運営を行うため、員外利用制限の緩和を
図ること。

（２）地方、特に人口減少地域にある共同店舗組合におい
ては、組合員の廃業や脱退などから店舗自体の運営
維持も難しい状況があることから、そこで、出資を伴わ
ないテナント出店や大企業等の出店等、利用制限を超
えた員外者の施設利用を認めるなど柔軟な運用を行
うこと。

（３）商店街振興組合において、テナント運営となっている店
舗も多く、理事会や総会の出席率の低下及び理事を引

き受ける人の減少が著しいこともあり、円滑な組合事業
推進を図るため、商店街振興組合における員外理事の
制限を緩和すること。

（４）事業協同組合及び商店街振興組合等の設立要件を
緩和すること。

（５）協同組合や商店街振興組合等において事業承継が
円滑にいかず、廃業を検討している組合員に対しての
支援として、組合自体が事業承継につながるよう、その
組合員の経営を行うことができるように共同事業の範囲
を拡大すること。

（６）役員の選挙の方法として指名推選を規定しているが、
この選挙方法を採用するためには、総会に出席した者
全員が同意し、さらに選考委員が選んだ候補者を一括
して出席者全員が同意する必要があるが、この出席者
全員の同意という条件は厳しいので出席者の３分の２
の同意で実施できるように緩和すること。

６．建設関連業種への支援
（１）建設業は、地方にとって経済、雇用、地域の活力を左右

する重要な産業であり、社会資本の整備、維持管理を
通し、災害時の対応など住民の安心・安全に寄与する
産業である。その担い手である地方中小企業の健全な
利益の確保と計画的な人材確保・養成、設備投資が
必要であることから、地方中小企業向け公共事業に対
する長期的かつ安定的な発注計画を作成すること。

（２）将来にわたる公共工事の品質確保とその担い手の中
長期的な育成・確保に向けて、適正な利益を確保する
ため、最低制限価格の引き上げと設定範囲の上限撤廃
を行うこと。

７．地域資源の活用支援
　地域資源を活用し、地方経済の実態に即した景気対策
を実施するため、以下の支援を講じること。
①地産地消の推奨を図るため、公共物件における地域産
材等の使用を制度化すること。

②日本の住宅業界はウッドショックと言われる外国産木材の
供給不足とそれを補う国内産材の生産体制ができていな
いことが表面化しているため、森林整備や素材生産業者
の確保により、国産木材の安定供給、活用促進のための
支援策を拡充・強化すること。

８．中小企業の海外販路開拓支援の強化
　国内中小企業が今後とも成長・発展を遂げるには、アジ
ア諸国をはじめとする海外市場を取り込んでいく必要があ
るため、経験が乏しい中小企業が海外展開に取り組むうえ
で必要な情報やノウハウの提供、フィージビリティスタディや
プロモーション活動などについての支援策を積極的に努め
ること。

９．人材確保・後継者育成・事業承継・事業継続対策
（１）中小企業の後継者育成に関する支援策を拡充・強化

するため、広い視野や新しい視点から業界や社会情勢
を見ることができる人材育成に努めている組合青年部・
女性部組織等を活用した資質向上や地域経済のリー
ダー養成に向けた活動等に対する助成措置等後継者
育成支援策を講じること。

（２）事業承継に係る設備投資や販路開拓に関する支援施
策を拡充すること。

（３）後継者育成・事業承継・企業の合併買収など中小企
業の存続に関する情報提供及び相談体制を強化する
こと。

（４）事業承継に関する人材養成及び後継者育成のための
支援施策の拡充及び相談体制の強化を図ること。

（５）大規模災害による社会インフラの停止や感染症による
行動制限などを貴重な教訓とし、企業の危機管理能力
を高め、緊急時における事業活動の継続を図り、サプラ
イチェーンを遮断させることなく、地域経済の維持・発
展を図るため、中小企業・小規模事業者や中小企業組
合が取り組むＢＣＰの策定・運用に対する支援措置をよ
り一層推進するとともに、中小企業強靭化法に基づく連
携型事業継続力強化計画認定後の支援策を強化する
こと。

　　また、県域を越えた連携に対する支援を強化すること。
≪重点要望≫

（６）ＢＣＰ（事業継続計画）及び事業継続力強化計画を策
定した事業者等を対象とした無停電電源装置、自家発
電設備等の防災設備の導入及び工場等の生産設備
の耐震化、制震及び免震装置等の減災設備に対する
補助金等の支援策を講じること。

10．業界固有の技能者資格等の国家資格化 
　建設工事関連業の現場作業者における「登録基幹技能
者」、中古自動車販売店の販売員が認定される「中古自動
車販売士」など、業界固有のエキスパート人材を認定する
資格制度の国家資格化を図ること。

1１．建設業許可へ許可業種「サイン工事業」新設
　大手ゼネコンの現場等の作業の際に現場許可取得を求
められる場合が発生している。現在、サイン工事（看板業）
には該当する建設業許可項目がないため、他の工事（と
び・土木・コンクリート工事業、鋼構造物工事業）で許可取
得をする必要があり、多くの手間が掛かっているため許可
業種へ追加すること。

②成長促進・発展対策
１．事業承継支援 
　中小企業の多くでは後継者の確保が難しく、経営者の
高齢化に伴う廃業が増加していることから、地域経済の活
性化を維持するためにも後継者の育成及びM&A、従業
員承継を含めた親族外承継に関する支援策を拡充・強化
すること。

③ 連携対策
１．中小企業者・組合等連携組織支援施策 
（１）中小企業者及び組合に対する経営力強靭化・成長促

進支援施策を拡充すること。
（２）組合が組合員のために行う事業に対する財政的支援

を拡充すること。
（３）中小企業連携組織対策の充実・強化
①事業協同組合をはじめとする中小企業連携組織は、
個別企業では対応の難しい生産性の向上や人材の
確保などに大きな役割を果たしていることから、中小企
業連携組織対策を中小企業対策の重要な柱として位
置付け、拡充すること。　　　　　　　≪重点要望≫

②小規模企業振興基本法による小規模企業者に対して
の支援策の拡充に伴い、小規模企業者で組織する組
合等については、各種補助金の補助率10／10にする
など、早急に支援の充実を図ること。

③事業協同組合をはじめとする中小企業連携組織は、個
別企業では対応の難しい生産性の向上や人材の確保
などに大きな役割を果たしていることから、中小企業連
携組織対策を中小企業対策の重要な柱として位置付
け、拡充するとともに、同対策の実施を担う中小企業団
体中央会の指導体制を強化し、中小企業等協同組合

法などによる連携組織を積極的に支援できるよう十分な
予算措置を講じること。

④中小企業団体中央会の連携組織に対するコーディ
ネート機能を強化するため、中央会指導員の資質向上
に対し十分な予算措置を講じること。

２．中小企業者の官公需受注機会の確保 
（１）国は、「官公需についての中小企業の受注の確保に関

する法律（官公需法）」並びに毎年度出される「中小企
業者に関する国等の契約の方針」に基づき、中小企業
者並びに官公需適格組合への官公需発注の増大に
努めること。

　　また、国等の発注機関は、年間を通じて発注の標準化
に努めること。

（２）地方公共団体を含めた各発注機関に対して、官公需
施策への理解を深めるための指導を行うとともに地元中
小企業や官公需適格組合等の受注機会増大に向け
た取り組みを推進すること。

（３）地方公共団体を含めた各発注機関に対して、エネル
ギー、資材価格や労務費等のコスト上昇分に対応した
必要経費等の発注価格への反映がなされるよう指導を
強化すること。

（４）地方公共団体を含めた各発注機関に対して、少額随
意契約の見直し及び最低制限価格制度等の活用を促
進するなど、適正価格での受注機会の確保がなされる
よう指導すること。

　　中小企業等は、地方自治体からの発注が減少するな
か、受注確保のため、低入札価格での受注競争が激
化しており健全な事業活動が行えていない。適正価格
での受注確保のため、国及び地方自治体は最低制限
価格制度を導入している場合、入札が不調になるという
ことは低価格競争に繋がっていることを認識し、最低制
限価格の金額を見直すほか、著しい低価格による落札
が行われないよう低入札価格調査制度を積極的かつ
適切に運用すること。

　　また、人件費及び原材料の上昇といった状況を反映し
ていないことから、インフレ条項の適用により、適正な価
格での柔軟な発注にも努めること。

（５）地方公共団体を含めた各発注機関に対して、官公需
適格組合との緊急時における災害協定等の締結並び
に協定に基づいた優先発注の推進を指導すること。

（６）官公需適格組合やカーボンニュートラルの推進など環
境に配慮した取り組みを行っている中小企業等に対し、
審査時における加点等の措置を講じること。

（７）適切な予定価格の作成にあたっては、需給の状況、原
材料及び人件費等の最新の実勢価格等を踏まえ、参
考見積をもとに予定価格を設定することとし、随意契約
の場合には参考見積を聴取した事業者に対しても取引
から排除しないこと。

３．特定地域づくり事業協同組合制度の拡充・改善
　「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業
の推進に関する法律」に基づく特定地域づくり事業協同組
合制度は、人口急減地域において、地域の仕事を組み合わ
せて年間を通じた仕事を創出し、組合で職員を雇用し事業
者に派遣することにより、安定的な雇用環境や一定の給与
水準を確保することで移住・定住を促進し、その地域の活
性化につながることから、制度の周知を継続的に図るととも
に、永続的かつ着実な財政支援措置を講じること。

④ 地域経済・振興対策
－

⑤ 金融対策
１．中小企業への円滑な資金供給体制の確立と金融機関
への指導継続

（１）金融機関によるリレーションシップバンキング機能や、事
業性評価を重視した円滑で迅速な融資を可能とする
こと。

（２）経済対策に呼応した融資条件の緩和等中小企業金融
対策の一層の充実
①経済環境の急激な変化（エネルギー・原材料価格の
高騰や過度な円安、人手不足等）や、取引先の経営
状況の悪化等を乗り越えるための、地域や業種や業
態に合わせた機動的な金融施策の拡充を図ること。
　　　　　　　　　　　　　　　   ≪重点要望≫

②エネルギーや原材料価格等の高騰により、日々の運転
資金に支障をきたす中小企業者に対する適切かつ迅
速な資金繰り支援のほか、経済社会の構造等の変化
に適応していくための経営改善・事業転換に係る金融
支援、そしてコロナ禍で増大した債務（ゼロゼロ融資な
ど）に対応する事業者への事業再生支援など、事業者
の実情に応じた金融支援を講じること。

③金融庁は、金融機関の「経営者保証に関するガイドライ
ン」の積極的な活用を監督し、融資慣行として浸透・定
着を図るとともに、令和６年３月にスタートした保証料率
の上乗せにより経営者保証を提供しないことを選択でき
る信用保証制度の周知徹底及び経営者保証に依存し
ない融資慣行の確立を更に加速させるために策定され
た「経営者保証改革プログラム」に基づく積極的な融
資の推進を図ること。

④業績の回復していない事業者に対する既往貸付に対
する条件緩和や、借換等の制度の維持・拡充を図る
こと。
⑤コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進み、民間
金融機関に対して実質無利子・無担保融資の返済
が行われている中、中小企業等が債務超過や赤字と
なった場合でも事業再構築などの前向きな取組の促
進など、地域の金融機関においては、個々の中小企業
等の実態を踏まえた新たな資金需要の支援を強化す
ること。
⑥スタートアップ企業との連携・DX・GX・SDGｓ等、更なる
成長に向けた取組みや円滑な事業承継等を支援する
金融施策の充実を図ること。

⑦「事業成長担保権」制度の早期導入並びに活用に向
けた体制強化及びサポート態勢の整備を行うこと。

⑧日本銀行のマイナス金利解除の実行に伴い、借入金利
の引き上げがあった場合に、中小企業等は借換えや新
規借入れ時の返済負担増に苦慮する可能性が高まる
ため、現状では、賃上げと物価高騰に加え、利上げが
実行されると経営悪化が見込まれることから、セーフティ
ネットによる金利引き下げの措置をとり、マイナス金利解
除の影響が企業経営に及ばないように柔軟な対応を
行うこと。　　　　　　　　　　　　  ≪重点要望≫

⑨金融機関による経営改善・事業再生支援等の伴走支
援を一層推進するための施策を強化すること。

⑩制度改正等による資金需要に対して、業種・業態を考
慮した金融措置を策定すること。

２．政府系金融機関の更なる機能強化と融資制度の拡充
（１）緊急時をはじめ商工中金及び日本政策金融公庫の果

たす役割がますます重要になってきており、中小企業等
の状況を的確に把握して実情に合った事業を展開する
など、機能の強化を図るとともに、地域の中核となる中小
企業等の事業転換・設備投資、中小企業組合や地域

資源を活用する企業連携体を支援するため、融資制度
を拡充すること。

　　また、令和５年６月14日に改正商工中金法が成立した
が、引き続き、組合及び中小企業等の金融の円滑化を
目的とし、足もとで加速する様々な事業環境変化に挑戦
する中小企業等への支援を維持・強化すること。

（２）経済環境の急激な変化を乗り越えるための相談対応の
充実及び特別貸付の拡充を図ること。

（３）セーフティネット機能を発揮するための危機対応業務の
拡充を図ること。

（４）資金提供の円滑化を図るため融資対象事業の評価に
基づく低金利等優遇措置をとること。

（５）事業承継や人手不足等、企業が抱える課題解決に対
する支援機能を強化すること。

３．信用補完制度の充実 
（１）「経営者保証に関するガイドライン」に基づいた、不動産

担保や人的保証に依存しない融資制度の促進を図る
こと。

（２）金融機関と連携した保証審査期間の短縮化や、事務
の簡略化を図ること。

（３）信用保証協会のセーフティネット保証は資金調達力の
弱い中小企業・小規模事業者をサポートする重要な施
策であるため、信用保証協会の基金補助金の確保及
び信用保険向け政府出資金を確保すること。

（４）経済環境の急激な変化等の緊急時における特別貸付
（無利子・無保証融資等）に対する保証条件を緩和す
るとともに、条件変更による追加信用保証料についても
免除すること。

（５）返済履歴を考慮した保証料率の引き下げ等の優遇措
置を図ること。

４．高度化融資制度の弾力的運用
（１）高度化融資制度の充実強化を図り、個人保証について

は求めないこと。
（２）高度化資金の返済について、組合の運営は組合員の

減少等により非常に厳しい状況にあり、当初の返済期
限や返済額を履行できない組合が多数出てきている
ので、返済条件の緩和について一層弾力的に運用す
ること。

５．中小企業倒産防止共済制度の見直し
　中小企業倒産防止共済制度は、取り引き先の倒産・廃業
など貸し倒れリスク及び連鎖倒産を防止する備えとして意義
ある制度であるため、次の見直しを行うこと。
①共済金貸付時に貸付額の10％を掛金総額から控除す
る制度は負担が大きいため、廃止すること。
②共済に加入して間もない時期でも、取引先の突発的な
倒産に対して貸付が受けられるよう６ヶ月未満の貸付
制限を見直すこと。

⑥ 税制対策
１．消費税
（１）消費税率引上げに伴う中小企業における事務負担軽

減措置の導入等、十分な対策を取ること。
（２）国際情勢の影響等により経済が悪化している現状を鑑

み、消費税の基本税率の見直しや二重課税（ガソリン
税、酒税、タバコ税等）の解消を検討すること。

（３）消費税の適正かつ円滑な価格転嫁を図るため、違反行
為に対しては引き続き監視と摘発を徹底すること。

（４）現在、免税事業者については課税売上高が１千万円
以下、簡易課税制度については課税売上高が５千万

円以下の事業者に対して適用されているが、零細事業
者の事務負担を考慮しこの制度を維持すること。

（５）インボイス制度について、業種・業態ごとの実情や取引
の実態を踏まえた負担軽減措置及びシステム改修等に
対する十分な支援策を講じるとともに丁寧な制度周知
に努めること。

　　また、仕組みを簡素化し２割特例や少額特例等の負
担軽減策の延長や恒久化、または追加的措置の導入
など、中小事業等の状況を踏まえた柔軟な運用を行う
こと。

（６）インボイス制度や電子帳簿保存法など、既にスタートし
た税制に関する新たな制度等への対応を進めるのと
併せて「業務のデジタル化（DX）」に取り組むことによ
り、人的資源に乏しい中小企業のバックオフィス業務全
体の効率化を進めるための会計ソフトの導入や既存ソ
フトの改修、クラウドサービスの活用などに係る経費の
補助を講じること。

２．法人税
（１）国際競争力の向上を図り、国内投資や雇用創出を促進

するため、中小企業の成長を第一に、法人税率の更な
る引き下げと中小法人に対する軽減税率の延長・引き
下げを図ること。

（２）中小企業等の法人実効税率を引下げること。
（３）企業組合及び協業組合の法人税率を引き下げること。
（４）収益の悪化している中小企業を支援するため、欠損金

繰戻還付請求制度の拡充及び繰越控除期間を延長
すること。

（５）中小企業組合において、賦課金収入に対する課税を撤
廃すること。

（６）中小企業及び中小企業組合の軽減税率を引き下げる
とともに、適用所得金額を撤廃すること。

　　我が国の経済成長の源泉である中小企業等の経営
基盤や国際競争力の強化、また、創業促進の観点から
も、中小企業組合及び中小企業に対する法人税率は、
現行の軽減税率15％からさらに引き下げるとともに、適
用所得金額については撤廃すること。

（７）賃上げ促進税制における要件の緩和及び控除率を引
き上げること。

（８）中小法人の軽減税率を引下げ、適用所得金額を見直
すこと。

（９）ＤＸ及び設備投資に係る減価償却資産特例を拡充す
ること。

（10）税制上の優遇を受けられる中小企業の定義となる資
本金額を引き上げること。

（11）法人事業税の外形標準課税の中小企業への適用拡
大や中小法人向け租税特別措置の利用制限を行わな
いこと。

（12）激甚災害に指定された地域の企業への寄付金の損
金算入限度額を引き上げること。

（13）各種減税申請を行う際の手続きの簡素化を図ること。

３．同族会社・事業承継税制
（１）「個人版事業承継税制」が創設されるなど抜本的に拡

充されたが、中小企業が事業基盤を損なうことなく、後
継者に円滑に事業を承継し発展できるよう、自社株の評
価方法等についての更なる見直しや簡素化を推し進
め、制度の更なる充実を図ること。

（２）中小企業等の事業承継が円滑に行われるように、事業
承継税制を活用することで後継者が取得した自社株式
に係る贈与税・相続税について、納税猶予を受けられる
が、雇用維持要件を満たせなかった場合、書類の提出
や助言が必要となるなど、中小企業等への負担が大き

い。事業承継を円滑に行うためにも、非課税贈与額の拡
大などにより、事業承継税制の一層の拡充を図ること。

（３）事業承継税制は、平成30年度税制改正において、10
年間（平成30年1月1日から令和9年12月31日まで）、納
税猶予の対象となる非上場株式等の制限（総株式数
の最大３分の２まで）の撤廃や納税猶予割合の引上げ
（80％から100％）等の特例措置が創設されたが、多くの
中小企業では事業承継への対応が進んでおらず、後
継者に円滑に事業を承継し発展できるよう、特例措置
適用期間の延長を図ること。

（４）事業承継・引継ぎを契機とする業態転換や多角化を含
む新たな取り組みを支援する「事業承継・引継ぎ補助
金」はあるものの、実情として事業承継には時間を要す
ることが想定され、公募期間や事業期間を長くするなど
中小企業事業者にとってより効果的な運用となるよう制
度を拡充・強化すること。

（５）事業承継を円滑に行うため相続税・贈与税の納税猶予
及び免除の特例措置期間の延長や手続きの簡素化を
図ること。また、取引相場のない株式の評価方法を見直
すこと。

４．中小企業投資促進税制
　中小企業の思い切った設備投資を可能とし、生産性の一
層の向上を実現するため、新分野進出の際の税制優遇を
含め、中小企業投資促進税制及び経営強化税制の更なる
拡充を図ること。また、本税制について恒久化を図ること。

５．自動車関係税制
（１）我が国の自動車関係諸税については、税負担が複雑

で過重となっており、さらに、消費税率の引き上げに伴い
一段と税負担が重くなっているので、自動車関係諸税を
整理し、軽減すること。

（２）生産･製造工程などで使用する軽油に対する軽油引
取税の免税措置を恒久化･拡充すること。

（３）揮発油税は、消費税との二重課税であることから過重
な税負担を見直すこと。

（４）低年式自動車に対する自動車税のあり方を見直すこ
と。

（５）一般財源となった自動車重量税を廃止すること。

６．事業所税の廃止
　政令指定都市や人口30万人以上の指定市などに課せら
れている事業所税を廃止すること。

７．償却資産に係る固定資産税の廃止　　
　償却資産に係る固定資産税は、多数の設備を有する製
造業や建設業など特定の業種に負担が偏っているといった
業種間の税負担の偏在、中小企業の設備投資意欲の低下
や事務負担を増加させる一要因にもなっていることから、廃
止すること。

８．食事支給の非課税枠の引き上げ又は上限の撤廃
　近年、弁当製造のための原材料費の高騰等の影響もあ
り、製造コストが上昇しているが、その上昇分を価格に転嫁
するにあたり、提供先である事業者の食事支給の非課税
枠が所得税法上、月3,500円以下であるため、事業者は事
業主負担が3,500円以下になるように調整しており、価格引
き上げ交渉が困難となっている。このため、食事支給の非
課税枠3,500円の引き上げ又は非課税枠の上限の撤廃を
図ること。

９．その他中小企業・中小企業組合税制の充実強化
（１）「地球温暖化対策のための税」、いわゆる環境税の導

入により、全化石燃料に対してＣＯ₂排出量に応じた税
率が石油石炭税に上乗せされているが、中小企業者に
おいて過度の負担増とならないよう、免税・還付措置等
の負担軽減措置を講じること。

（２）賞与及び退職給付金の繰入の損金算入ができれば、
中小企業の内部留保が増え、従業員の福利厚生の充
実や経済活力を取り戻すことにつながるので、制度を復
活させること。

（３）役員報酬は、職務執行の対価であるにもかかわらず、損
金算入には、定期同額給与や事前確定届出給与など
厳しい制約が課せられているが、経営基盤が不安定な
中小企業の実態を踏まえ、役員報酬を弾力的に改訂で
き、損金算入できる制度にすること。

（４）自社利用目的のソフトウェア（無形固定資産）の償却年
数を、現行の５年から３年に短縮すること。

（５）消費の拡大を通じて経済活性化を図るため、資本金１
億円以下の中小法人の交際費について年800万円ま
で損金算入できる時限措置（令和９年３月末まで）を恒
久化すること。

（６）電力多消費産業に適応されている再生可能エネル
ギー発電促進賦課金の減免制度の見直しについては、
企業の負担増となり、国際競争力の低下につながるた
め、実施しないこと。

（７）鉄筋コンクリートや鉄骨鉄筋コンクリート造りのホテル・
旅館の固定資産税評価における最終残価率到達年
数が50年から45年に短縮されたが、未だ大きな負担と
なっているため、さらなる短縮化を図るほか、法人税に
準じた固定資産税の減免又は免除など見直しが確実
に実施されること。

（８）事業用地や公共・公益性のある共同施設などへの固
定資産税の軽減制度等、中小企業と地域にとって真に
実効ある固定資産税の負担軽減のための措置を講じ
ること。

（９）中小企業の事業再構築又は新分野進出・新事業への
取り組みに関する税制措置を講じること。

⑦ 労働対策
１．雇用・労働施策の拡充
（１）急速な少子高齢化が進展する中で、貴重な労働力であ

る子育て世代の労働者がその能力を発揮するために
は、働きながら育児ができる環境を整備する必要がある
ため、認可保育所においては、土・日曜日保育の実施と
延長保育時間の拡充や病児保育に対応することを認
可条件にするとともに、保育所に対して必要な経費を支
援すること。

　　また、保育士の確保や継続就業は待機児童問題の解
消につながるため、保育士養成学校の拡充並びに保育
士の処遇改善に努めるとともに不登校児童・生徒等の
受け皿となっているフリースクールへの財政支援を行う
こと。

（２）働き方改革関係法令の施行に伴い、その運用にあたっ
ては、中小企業にとって過度な負担とならないよう十分
に配慮するとともに、多様な働き方の実現に向け、中小
企業が対応しやすい環境を整備すること。

（３）働き方改革による時間外労働の上限規制については、
立場の弱い中小企業では、取引先の都合等により依然
として実施が困難な状況にある。特に、令和６年４月か
ら時間外労働の上限規制が適用された自動車運転業
務については、運送業界に限らず、経済全体に大きな
影響があることから、時間外労働につながる取引慣行
の見直しを推進すること。

　　また、同じく時間外労働の上限規制が適用された建設

業については、上限規制を考慮した工期設定を行うこ
と。　　　　　　　　　　　　　　　 ≪重点要望≫

（４）定年延長や継続雇用の延長など高齢者の雇用推進整
備に取り組む小規模・零細事業者に対し、積極的な支
援策を講じること。

２．中小企業の経営状況等を踏まえた最低賃金の設定及
び賃上げ支援の充実

（１）最低賃金の設定にあたっては、地域中小企業の経営
状況や雇用実態等、地域中小企業の実情を考慮する
と共に、地方最低賃金審議会の自主性を損なわないよ
うにすること。　　　　　　　　　　　≪重点要望≫

（２）中小企業の賃上げを支援するための労務費を含む価
格転嫁を推進すると共に、助成の充実や各種補助金
等における優遇措置の強化を図ること。

３．社会保障制度
（１）社会保険制度については、中小企業の経営実態等に

配慮し、将来的に安定した制度の確立に取り組むこと。
（２）社会保険料の引上げや適用拡大については、中小企

業の活力の維持・発展を阻害することがないよう慎重に
検討すると共に、事業者の負担を軽減する措置を講ず
ること。

（３）中小企業等への負担が過度にならないよう、社会保険
の保険料率の安易な引き上げは行わないこととし、中
小企業等の賃上げに伴う社会保険料の負担軽減支援
策の創設を中心とした社会保険制度の改善を行うこ
と。

（４）少子高齢化の進展により、生産年齢人口が減少に転じ
た今、パートやアルバイトなどで働く女性の存在は、貴
重な働き手となっている。そのような中、女性の就労抑
制につながっているとされる年収「103万円」あるいは
「130万円」などの、俗にいう「年収の壁」について早期
に撤廃し、望むように働き・活躍できる社会にするため、
税制や社会保険制度の抜本的な見直しを行うこと。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪重点要望≫
（５）年収の壁の問題について、中小企業の労働力確保を

阻害することがないよう抜本的な対策を講ずること。
（６）働き方改革関連法改正の猶予期間終了による影響を

受ける業種への支援を強化すること。

４．教育・人材育成
（１）大都市圏への人口の一極集中を是正し、地域に必要な

人材を呼び込み、地方の中小企業の人材確保を促進
するため、ＵＩＪターン等に係る各種助成を創設・拡充す
ること。

　　また、外国人留学生や特定技能を取得した外国人を
地方の中小企業へ就職を促すなど支援を強化し、地方
の中小企業への外国人材の雇用を促進すること。

（２）中小企業において、人材の確保・育成は大きな経営課
題である。特に技能の継承という観点からも、ものづくり
人材の育成、若年者の確保は急務であることから、大
学等教育機関と産業界の連携によるキャリア教育・職
業教育事業に対する支援、新入社員や若手従業員の
育成・定着支援等の更なる対策を講じること。

　　また、コロナ禍では営業活動を縮小し、人材も雇調金の
活用などで凌いだ中小企業の現場では、経済活動が
回復局面を迎え、コロナ禍以前の厳しい人材不足の状
況に戻りつつある。

　　そこで、中小企業の人材確保に向けた採用活動支援
のほか、企業による教育訓練の拡充、労働者の主体的
な学びへの支援に資する助成金等の強化・拡充など、
人材の確保、育成に向けた支援策を講じること。

⑧ 人材対策
１．中小企業に対する人材の確保・定着・開発等に関する
対策の更なる推進

（１）若年者人材を確保・定着させるための支援策を強化
すること。

（２）女性、高齢者、障害者等多様な人材の更なる雇用対
策を強化すること。

（３）地域産業を支える製造業・建設業等の技能者育成、技
術・技能継承への支援を強化すること。

（４）人材育成機関としての中小企業組合に対する支援・助
成策を講じること。

（５）技能検定制度については、中小企業のニーズを踏まえ
た職種の拡充を推進すると共に、技能検定試験を実施
する中小企業組合及び運営に携わる中小企業への支
援を強化すること。また、実技試験受検手数料の減額
対象者の年齢引き上げ等を図ること。

（６）「月60時間超の時間外労働への割増賃金率」について
は、中小企業への猶予措置が令和５年３月末をもって
終了し50％へ引き上げられたが、長時間労働の要因は
業種や職種、企業規模によっても現状や背景が異なる
ことから、対応に困難な中小企業等に対して、労働時間
の縮減や年次有給休暇の取得促進、休息時間の確保
等の長時間労働抑制に向けた取り組みを行った場合
における助成金等支援策の拡充・強化を行うこと。

（７）従業員の職務に関する知識・技能やＤＸ等専門的スキ
ルの習得、リスキリングへの取組みに対する支援を充
実・強化すること。

（８）採用活動に充てられる予算や人員が限られている中
小企業においては、公的な職業紹介への期待は高く、
求職者と求人企業のマッチングの質を向上するうえで、
業種・業界のニーズを踏まえた人材と仕事のマッチング
機会を創出することが重要であることから、ハローワー
クの機能強化など、公的職業紹介のマッチングの質向
上・体制強化を求める。

（９）インターンシップは大企業と比べ知名度の低い中小企
業にとって、自社の魅力を学生に伝える有効な機会で
あり、入社後のミスマッチ防止の効果も期待できること
から、インターンシップなどを通じた中小企業で働く魅
力の発信強化と採用力向上に向けた支援を強化する
こと。

２．中小企業のニーズ等を踏まえた外国人材受入れ制度
の見直し

（１）技能実習制度並びに特定技能制度について、業界の
ニーズ等を把握した上で、対象職種・業種を拡充すると
共に、利用する中小企業等の負担とならないよう事務手
続き等の簡素化・迅速化を図ること。

（２）転籍については、大都市圏への流出防止など、地方の
人材確保に配慮した制度とすること。　 ≪重点要望≫

（３）新たに創設される「育成就労制度」への移行にあたっ
ては、現行の外国人技能実習制度の２号移行対象職
種のすべてが網羅されるよう、特定技能制度の特定産
業分野を設定するとともに、育成就労制度の対象分野
に設定すること。また、その分野については、国が設定
する明確な分類のもとに設定すること。加えて、現行の
２号移行対象職種ではない業種であっても、業界や地
域における生産性の推移、人手不足の状況を把握し、
特定技能制度の特定産業分野と育成就労制度の受
入れ対象分野に設定すること。　　　≪重点要望≫

（４）特定技能制度における悪質な登録支援機関を排除す
るための措置を講ずること。

（５）外国人材の定着に向けた中小企業及び監理団体等

の取組への支援策（好事例の共有、社宅や休憩室等
の新設・改修や送迎車両の購入等に係る経費への助
成等）を構ずること

⑨ エネルギー・環境対策
１．環境・エネルギー
１）中小企業者が取り組む環境保全義務対策（緑化・騒
音・水質・ＰＦＡＳ・ＰＣＢ・アスベスト・廃プラチック等）に
対する支援を強化・拡充すること。特に、アスベスト含
有廃棄物及びPCB廃棄物の処理に係る費用を全額
負担するなど財政支援措置を講じること。

（２）土壌汚染対策を行うための調査及び除去等について
は、中小企業者にとって過度な負担とならないように要
件の緩和や財政支援措置を講じること。

（３）中小企業者がＪ-クレジット制度を利活用する場合、税
制や資金等について優遇措置を講じること。

（４）エコリース促進事業補助金は、再生可能エネルギー
設備や低炭素機器をリースで導入した際リース総額の
２～５％を補助する制度であり、積極的な設備投資を
行う上で有効な手段であるが、昨年度から工作機械
等一部が除外されたため、対象機器の復活と予算の
増額を行うこと。

（５）産業廃棄物等を再利用し、再資源化するための規制
を緩和すること。

（６）珪砂産業における新規鉱山の区域決定、開発に必要
な諸手続きの申請・認可の迅速化を図ること。

２．原油・原材料高騰への支援策の強化
（１）原油・原材料価格が高騰及び人件費が上昇する中、

中小企業にとっては調達コスト、物流コストの変動によ
り、経営の安定化に影響を与えている。原油、原材料、
電力等の資源・エネルギーの安定供給並びに価格の
適正化のため、総合的な資源・エネルギー支援策を推
進すること。　　　　　　　　　　   ≪重点要望≫

（２）エネルギー、資材価格や労務費等のコスト上昇分を適
切に価格に転嫁できるよう環境整備を図るとともに、支
援施策を拡充すること。また、「価格交渉促進月間」並
びに「パートナーシップ構築宣言」に基づき、受注側企
業における労務費、原材料費、エネルギー価格等のコ
スト上昇分について、円滑に反映できる体制構築に努
めるとともに価格転嫁等の監視及び指導を強化するこ
と。

　　さらに、ガソリンや電気などのエネルギー価格等高止
まりにより影響を受ける中小企業・小規模事業者に対
し、事業負担の軽減・緩和を図るため、令和６年５月末
に終了した負担軽減策を新たに措置すること。またそ
の中には、特別高圧電力を活用する事業者への負担
軽減措置も含めること。

（３）原油、天然ガス等のエネルギー価格の高騰に対応し
た電力価格の抑制を継続するとともにエネルギーの安
定供給を行うための施策を講じること。

（４）急激なエネルギー価格の高騰によって価格転嫁の困
難な中小企業等の負担を直接的に軽減するため、国
は「電気・ガス価格激変緩和対策事業」を延長して実
施しているが、補助がなくなった場合には中小企業等
の収益の悪化が予想されるため、電気代・ガス代に関
する激変緩和対策を一定期間継続支援すること。

　　　　　　　　　　　　  　　　　　≪重点要望≫

３．電力の安定供給と省エネ・節電対策支援の強化
（１）大企業に比べて製造コストに占める電気料金の比率

が高く、代替手段に乏しい中小企業者の経営基盤が

強化されるように再生可能エネルギー発電促進賦課
金の上昇を抑制すること。

（２）電気事業法で定められている高圧電力料金における契
約電力のデマンド制について、基本料金の算定期間の
短縮（１年→６ヶ月）又は一定期間内における最大と最
低の平均電力量とする料金制度へ改定すること。

（３）仕事量が増えれば増えるほど電気を使用するため、赤
字になり、収益を圧迫する。

　　今後、コロナ禍からの回復に伴う経済活動の再開・活
性化に向けては、電力の安定供給に向けた環境整備と
中小企業者に対する電気料金のさらなる負担軽減措
置を講じること。

（４）中小企業者等に対する生産性及び脱炭素・省エネル
ギー設備の新規導入と更新などによるカーボンニュート
ラル推進に向けた支援を継続すること。

（５）省資源・省エネルギーの実現に向けた、水力、風力等
の再生可能エネルギーの活用、将来の国産資源となり
えるメタンハイドレートの調査研究を進めるなど、具体的
な対策を早急に進めること。

（６）足元では地政学的なリスク要因及び円安により石油、Ｌ
ＮＧ、石炭等のエネルギー価格が高騰しており、エネル
ギー消費機器の効率化による燃料・電力の消費抑制を
図る必要があり、国においては省エネルギー投資促進
を目的に省エネ性能の高い設備等への補助制度が確
立されている。

　　また、国は企業自らの事業の使用電力を100％再生可
能エネルギーで賄うことを目指すＲＥ100の普及に努め
ていることから、太陽光発電などの導入支援対策とし
て、再エネ電力を利用することでＣＯ₂排出削減に貢献
することを目的に、自家消費による電力費の抑制だけで
なく、余剰電力を販売する場合も含めて設備導入に関
する補助制度を拡充すること。

４．有害物質除去への支援
　国・県等行政の指導により、防火対策としてアスベストを
使用して建設した中小企業組合等の共同施設におけるア
スベストの除去や囲い込み工事への支援措置、ＰＣＢの処
理への支援拡充など、有害物質除去に対して支援を行う
こと。

５．カーボンニュートラル達成に向けた中小企業等の取
り組み支援策

　政府は「2050年カーボンニュートラル」を実現すると宣言
し、2030年度に温室効果ガスを、2013年比で46％削減する
ことを目指すと公言しており、まずは、2030年に向けて産業
部門や業務部門に対し、大幅な省エネを行うことが求めら
れている。
　中小企業等においても、それぞれの事業内容に照らし、
脱炭素、そして省エネ等に積極的かつ主体的に取り組む
必要がある一方で、経営資源に不足する中小企業等の現
場においては、脱炭素が自分のビジネスにどう関係してくる
か、何をすればいいのかといった入口のところで、足踏みす
るレベルの事業者も少なくない。
　そこで、中小企業等が関わりやすい形で、現状の認識と
対策の立案、実行に向けた支援が必要となるほか、中小企
業等の脱炭素への取り組み、課題など現場の実態に配慮
し、脱炭素に向けたロードマップ策定について、不断の見直
しを図りながら進めること。

⑩ 工業対策
１．サプライチェーン対策の充実
　原材料等を海外に依存することなく、国内で需要・供給

するための設備導入や生産拠点の整備など中小企業者に
対する補助金等の支援を講じること。
　中でも、食品加工業においては物流課題として、温度管
理がある中で、昨今のドライバー不足により、ますます物流
サプライチェーンの保持が厳しくなっている。食料輸送とい
う温度管理が必要な特殊事情を踏まえての物流サプライ
チェーンへの支援を強化すること。
　また、海外生産・調達に依存する半導体や蓄電池などの
部素材について、国内での生産体制の構築支援を求める
ほか、レアアースなどの重要鉱物について、特定の国に依
存しすぎないよう企業による海外での権益取得に対する支
援も積極的に講じること。

２．ものづくり支援対策
（１）通称「ものづくり補助金」については、中小企業・小規模

事業者の設備投資意欲の促進、事業の多角化、経営
意識の変革等、地域の産業社会を活性化する役割を
担っており、事業を通じて開発した試作品等の商品化
等をより確実なものとするためにも、本事業を恒久化す
ること。

（２）生産性向上・経営力強化に大きな役割を果たしてきた
「ものづくり補助金」について、厳しい経営環境にある中
小企業のさらなる成長発展を促すため継続すること。

（３）ものづくり補助金の事業実施体制が変更され、問合せ
対応や申請書類の要件チェック等が全国事務局にお
いて一括して行われるようになったことにより、サポート
センターに電話が繋がらないといったケースや書類審
査等に相当の時間を要していることから、事業者や支
援機関から地域事務局に対し多くの問合せが寄せら
れている。

　　そのため、全国事務局だけで一括管理・運営を行うの
ではなく、従来どおり地域事務局を有効活用するととも
に情報共有を図り、事業者に寄り添った支援体制にす
ること。

（４）ものづくり補助金では従来、認定支援機関確認書の提
出が必須であり、公募申請時に支援が行われ、申請書
の内容、必要書類の支援が行われきた。しかし、令和元
年度補正のものづくり補助金より廃止された結果、初め
て申請する事業者、一度も採択されていない事業者など
からは申請書類がＡ４一枚で数行の内容のないもので
申請されている。また、「会社全体の事業計画」の基準
年度等の間違い、「従業員への賃金引上げ計画の表
明書」の間違いが非常に多く見受けられ、採択後の修
正依頼の業務が多くあるため、そのような応募を少なくす
るために、再度、認定支援機関の支援を受けてものづく
り補助金の応募がなされる活用を図ること。

（５）中小企業者が生産性向上や技術革新を行うためのＩＴ
ツール導入やデジタル化の強化、サイバーセキュリティ対
策強化など、DX推進に対する補助金等の支援を継続
拡充すること。

（６）知的財産権の取得や保護に対する費用の軽減措置な
ど知的財産活動に対する支援策を講じること。

（７）熟練技能者が長年の経験で培った技能、ノウハウや専
門的な知見などの円滑な継承や人材育成のために行う
教育訓練に対する費用の補助を行うなどの支援策を講
じること。

（８）産業構造の変革に直面する中小企業者の企業間で連
携するための機会の確保やその取り組みに対する支援
を行うとともにスタートアップ企業の連携組織化に対する
支援を講じること。

（９）フォローアップ支援事業の継続・拡充
　ものづくり補助金を実施した補助事業者を対象とする
フォローアップ支援事業は、機械装置の現況確認を原

⑪ 商業対策
１．中小商業支援策の拡充・強化
　中小商業活性化に向け、国内需要による消費の喚起を
図るとともに、訪日外国人旅行者の消費拡大を図るための
経済対策を講じること。

２．まちづくり、中心市街地活性化 
（１）極めて厳しい状況下にある商店街の活性化を図るた

め、商店街関連予算の拡充を図るとともに、地域社会
を支えまちづくりの担い手でもある商店街の自助努力を
支援するため、来客誘致のための集客イベントの開催
や駐車場対策など地域住民の利便性向上に向けた
支援策を一層充実すること。

（２）人口減少が深刻化する中で、地域の活性化を図るた
め、改正まちづくり三法の趣旨に沿った機能的なまちづ
くりの推進と中心市街地の再生を図る取り組みを強力
に推進すること。

（３）公共・公益性のある共同施設（アーケード、駐車場等）
は地域の活性化、地域社会の維持・発展に大きな役
割を担っており、その設置、修繕及び維持管理の費用
に対する助成制度を拡充・強化するとともに、これら施
設に係る固定資産税等の負担軽減措置を講じること。

（４）地域の商店街が新たな事業に取り組むにあたり、それ
らを統括できる人材、また事業推進にあたり外部機関
への申請手続きや折衝等を行うことができる人材を恒
常的に育成する制度を創設すること。

（５）高齢者等の買い物弱者に対する支援策として、地域
密着型の機動性のある地元商店街組織、商業者施
設及び中小の流通事業者を活用すること。

（６）低迷を続ける個人消費を拡大し、地域経済の好循環
をより確実にするため、平成26年度補正予算により地
方創生交付金で実施し大きな成果があった「プレミア
ム商品券」の発行など、効果的な個人消費喚起策を
講じること。

（７）商店街は魅力あるイベントの実施等によって活性化を
目指すことが求められているが、近年、店主の高齢化・
後継者不足による廃業や空き店舗の増加、魅力ある
個店の減少等を背景に商機能が弱体化し、厳しい状
況が続いていることから、継続的な集客促進、需要喚
起、商店街の体質強化に効果のある補助金制度を構
築すること。

（８）中小小売店及び商店街が、地域コミュニティの担い手
として、防犯や少子高齢化等社会的課題に取り組む
ための支援策を拡充・強化すること。

（９）大規模小売店舗に対して、地域商業者組合への加
入・協力を促すためのガイドラインの制定を行うこと。

（10）激甚化・頻発化する自然災害に適格に対応するため
の防災・減災・老朽化した施設の改修等に対する支
援策を拡充・強化すること。

（11）各地域に残った大型宿泊施設の廃屋撤去とその活
用に係る補助金の拡充をすること。また、これ以上に廃
屋を生まない活用の仕組みづくりを地方自治体と連携
して行っていくこと。

３．商店街振興組合等に対する優遇措置
　法人格を有する商店街振興組合や商店街協同組合
は、各種事業を通して各市の地域活性化に貢献するととも
に、法人税等の納税の社会的責任を果たし、任意の商店
街組織と比較して責任の所在が明確であることから、国等
の補助事業の実施にあたっては、任意の商店街組織と補
助率や補助限度額等に差を設けるなどの優遇措置を講じ
ること。

４．大型店等に対する適正な規制・指導の強化
（１）大規模集客施設の郊外開発行為に対して、厳格かつ

適正に対処するため、土地利用に関するゾーニングの
条例やガイドラインの制定を促進すること。

（２）大型店や大資本チェーン店、地権者などに商店街組
合への加入や、地域交流、商店街活動及び社会貢献
への積極的な協力を求める地域貢献条例等の制定を
促進すること。

５．不当廉売・不当表示等の取り締まり強化
（１）大規模小売店等の取引競争ルールを確立・徹底する

など、小売業における優越的地位の濫用行為を早期
に根絶させるとともに、不当廉売、不当表示等の違反
行為に実効性ある対応を実施して、適正価格で売れ
る仕組みを作ること。

（２）エネルギー、資材価格や労務費等のコスト上昇に係る
適正かつ円滑な価格転嫁を可能とするため、下請取
引環境の改善や商慣習の適正化に向けて取り締まり
を図るとともに、支援策を強化すること。

（３）下請法の対象となっている下請け企業に限らず、その
他の中小企業の取引に対しても手形等の支払期日短
縮に向けた指導・監督を行うこと。

６．経営力強化に対する支援
（１）非接触型・デジタル化を推進し、中小小売店及び商店

街の負担とならないよう、キャッシュレス決済手数料の
負担軽減や設備導入への支援を図ること。

（２）中小商業者のインターネット販売システム等の導入に
向けたデジタル技術の支援策を拡充するとともに、導
入後も専門家の派遣等を通じて、持続的な販売に繋
がる支援を継続すること。

（３）中小企業における省エネルギーや脱炭素の推進を図
るため、先進的省エネルギー投資促進支援事業費補
助金を継続・拡充すること

７．団地組合の再整備に係る支援策の創設等
　卸商業団地などの団地組合は地域の産業や雇用を支
える存在であり、災害時の防災拠点としての機能も有して
いることから、再整備に対して支援を行うこと。

⑫ サービス業対策
１．中小企業物流対策支援
（１）安心・安全な輸送手段の確保のため、高速道路等の

修繕・保守・再整備を強化すること。
（２）燃料油価格について、中東情勢等を踏まえて燃料油

価格激変緩和措置を延長すること。
（３）「物流革新に向けた政策パッケージの取組状況につい

て」及び「2030年度に向けた政府の中長期計画」を着
実かつ確実に実行すること。

２．高速道路割引制度
（１）平成26年４月の高速道路料金割引制度の見直しによ

り、事業者の輸送コストが増加している。小規模事業
者の輸送コスト削減はもとより、「休日上限1,000円制
度」などの観光需要を喚起し地域活性化を促すような
多面的な割引制度となるよう再度見直すこと。

（２）ＥＴＣマイレージポイント還元率を拡大すること。
（３）ＥＴＣコーポレートカード利用による平日朝夕割引の割

引対象となる地方部最大100kmまでの走行分につい
て大口・多頻度割引の割引対象走行にすること。

（４）事業協同組合等が行う共同精算事業において、ＥＴＣ
コーポレートカードの利用約款の変更により、違反点数

則とし、個別の販促支援等の実施を認めていない。
　継続的な事後支援は補助事業の事業化を促進する
観点からも非常に重要であり、事業化状況報告のフォ
ローアップ、販路開拓や販売促進等を支援対象とするこ
とに加え、対象年度の拡充等、フォローアップ支援事業
を継続・拡充すること。

（10）省力化、省人化を行うための補助金について補助率
のアップ及び補助上限額の引き上げを講じること。

（11）設備投資等を支援する補助金等について、申請要件
の緩和及び申請手続きの簡素化を講じること。

３．不当廉売及び優越的地位の濫用の防止、下請取引の
適正化

（１）不当廉売及び優越的地位を濫用した不公正な取引方
法に対して、国は迅速かつ的確に、実効性のある対処
を行うこと。

（２）弱い立場にある下請中小企業者が親事業者・発注事
業者による優越的地位の濫用等により不当な取引条件
を強要されることがないように法制度や業種別下請ガイ
ドラインの周知徹底を図ること。

（３）エネルギー･原材料価格高騰などのコスト負担増や従
業員の賃上げ等を実現するために､中小企業が適切
に価格転嫁し、利益を確保しやすい取引環境の整備
に向け、引き続き大企業など親事業者に対する､法制
度に基づいた厳正かつ適正な指導等を講じること。

　　≪重点要望≫
（４）中小企業組合を通じて行う団体協約などの取引条件

改善への取組みに対して要望の機会を設けるなど実
効性を担保できるよう発注者側の企業に対して指導を
行うこと。

　　また、価格転嫁交渉を円滑に進める有効な手段として
の『組合による団体協約の締結』の制度や仕組み、そ
の好事例を周知するとともに、組合組織の有用性を広
くＰＲすること。　　　　　　　　   ≪重点要望≫

（５）下請代金の支払いは、できる限り現金によるものとする
通達を親企業が遵守するよう指導すること。

（６）立場の弱い下請け等地域の中小企業者が強いられる
不公平な取引慣行を是正し、公正・公平な取引慣行の
実現に向けた政策を推進するとともに、下請け法など
関係法令への罰則規定の盛り込みなど、大企業等親
事業者への指導強化にも取り組むこと。

（７）中小小売業は、大手量販店との価格差やＥＣサイトで
の競争の激化により、経営環境が悪化し続け、将来の
展望が開けない状況となっていることから、国は中小小
売業の現状を直視して、「独占禁止法」や「業種別ガイ
ドライン」等を厳正に適用し、優越的地位の濫用、不当
表示、誇大表示等の不公正な取引や悪質サイトに対し
て、監視・監督の強化に努め、違反行為に対しては迅
速かつ実効性のある処分を行うこと。

（８）転嫁拒否が疑われる事案に対しては強力な罰則規定
を設けるなど、実効性のある価格転嫁対策を政府主導
で推進すること。また、大手事業者による転嫁阻害に対
して、国によるチェック機能が発揮できるよう、下請Gメン
や関係法令の一層厳格な運用を行うこと。

（９）不当廉売は、価格の安さ自体を不当視するものではな
いが、中小企業等の効率性によって達成した低価格販
売ではなく、採算を度外視した低価格によって顧客を獲
得しようとすることは独占禁止法上問題となる場合があ
る。特に、石油販売小売業においては、元売の標準的
な仕切価格やサービスステーション運営に必要な経費
の額から判断して、採算が取れないと思われるガソリン
の廉売事例が発生すると、周辺サービスステーションの
経営に甚大な被害を及ぼすこととなる。このため、採算

割れと思われる廉売によって、自社のガソリン販売量が
減少するなどの被害を受けている場合は、公正取引委
員会が速やかに情報収集や調査を行い、適切な指導
を行うこと。

４．地場産業・伝統的工芸品産業の振興対策
（１）ものづくり基盤を支える地場産業や伝統的工芸品産業

において、技術保持者の廃業により地域独特の文化の
担い手が途絶えることにつながることから、存続発展を
図るため、国は抜本的な対策を講じるとともに、業界の
活性化と産業の振興を強く進める各産地の協同組合
等への支援も併せて行うこと。また、それら地場産品の
販路を拡大するための支援制度を充実すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪重点要望≫
（２）ユネスコ無形文化遺産に登録されている縁付金箔の伝

統技術の保護・承継と需要拡大への支援を図ること。

５．ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の導入に向けた支援策の拡充
　食品衛生法等の一部改正により食品の安全確保を図る
ため、食品衛生管理の国際標準であるＨＡＣＣＰに沿った
衛生管理が全ての食品等事業者に義務づけられた。ＨＡ
ＣＣＰに沿った衛生管理を導入するためには、まずはＨＡＣ
ＣＰに関する認識を高める普及啓発が必要であるが、財政
基盤の脆弱な中小企業にとっては、事業所内で導入を進
める人材の育成や設備整備にかかるコスト負担などハード
ルが高いことから補助制度や税制等を含めた支援策を拡
充すること。
　また、食品安全に関する認証はＨＡＣＣＰ以外にも存在し
ている。大手流通からは、ＨＡＣＣＰ以上の認証規格であるＩ
ＳＯ22000や、さらに上位のＦＳＳＣ22000という認証が求めら
れる事が増えて来ている。そのため、ＨＡＣＣＰ以外の食品
安全管理に必要な認証制度への支援策を講じること。

６．新分野進出に向けた大学・公設試験研究機関等の機
能拡充・強化

　昨今のデジタル技術革新は、目覚ましいスピードで進行し
ているが、高度な技術やノウハウを持つ中小企業等が自社
の技術をどのように活用できるかを苦慮しているため、意欲
のある中小企業等の持つ高度な技術が活かされるよう、大
学・公設試験研究機関等の機能・体制を拡充・強化すると
ともにＤＸ人材の育成及び試験機器等の充実を図ること。

７．新分野進出・業態転換への支援
　社会構造・経営環境の変化により新分野・新事業展開や
業態転換等を余儀なくされ、従来の事業を縮小せざるを得
ない中小企業・小規模事業者が多い。異業種や他の業態と
の連携など新たな取り組みに対する支援策を講じること。

８．金属アーク溶接等作業における設備投資等の支援
　「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が、労働者に
神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らか
になったため、これらを特定化学物質に加え、労働者へのば
く露防止措置を義務付けることとした政令、省令改正等が
行われ、令和３年４月１日から施行されている。特に金属アー
ク溶接等作業を行う事業場においては、従来の「粉じん作
業」としての規制に加え、新たに特定化学物質としての措置
も義務付けられることとなり、中小企業等にとっては、多額の
費用負担が発生している。
　一部安全対策にかかる消耗品の購入にかかる補助金が
交付されていたが、今後も安心安全な作業場環境の構築
が促進されるように、作業床の改造等の設備投資を支援す
る補助金制度についても支援策を拡充すること。

の累計期間が３ヶ月から２年に延長されるなどにより利
用停止措置が厳しくなったが、組合が組合員の運行
管理に対する監督には限界があるので、見直すこと。

（５）ＥＴＣ大口・多頻度割引利用者への、道路法（車両制
限令）違反に対する罰則の算定基準について、所有
車両台数に応じた基準とすること。

（６）長距離輸送の効率化を図るため、高速道路の長距離
割引制度について現行の100～200㎞まで25％の割
引、200㎞超が30％割引から、100～200㎞までを
30％、200㎞超を40％の割引に拡充すること。

（７）国土交通省より、高速道路の深夜割引の見直し案
（深夜の適用時間帯に走行した分のみ）が示されたと
ころ、多くの組合員より見直し案に反対する意見があ
り、現行制度における割引適用待ちの車両の滞留は
社会問題化しているが、一方、トラック運転手の労働
環境の改善に繋がるとは言い難く、新たな問題が生じ
る可能性があるため見直し案を再考すること。

３．観光対策
（１）中小企業に勤める従業員等が、計画的に有給休暇を

取得できるような環境づくり並びにリフレッシュ休暇取得
の喚起を国が積極的に努め、国民の観光旅行の参加
機会を増大させること。

（２）現行の温泉法では、新たに温泉を掘削するには許可
が必要であるが、これを拒む理由がなければ、許可せ
ざるを得ないのが現状であり、誰でも温泉掘削が可能
となる状況では泉源が枯渇する恐れがあるため、早急
な対応策を図ること。

（３）入湯税の使途において「観光振興」と「温泉資源の保
護」を促進すること。

（４）人手不足に悩む旅館業等中小サービス業の生産性
向上施策を強化・拡充すること。

（５）出国税（国際観光旅客税）の使途について、地方の観
光地（特に温泉地）におけるソフト・ハードの観光基盤
の拡充・強化に対して十分な財源を振り分けること。

（６）宿泊観光産業の地位向上に向けた取組みとその発
信をするとともに、地域一体となった観光地・観光サー
ビスの高付加価値化に向けた支援や持続可能な地域
となるような事業再生に向けた支援を計画的・継続的
に講ずること。

４．葬祭業者の登録制・届出制
（１）現在、葬祭業は、墓地埋葬法第３条の遵守以外に許

認可・届出等の法規制が存在しないことから、イン
ターネットを活用して葬儀社の紹介に特化し、施行に
対して責任を持たない事業者が増えている。一部地
域では、火葬までの時間がかかるため、ご遺体保管を
ビジネスとして請け負う事業者も出現しており、公衆衛
生上、近隣住民と大きなトラブルになっているケースも
ある。

　　このため、こうした問題の実態調査を行うほか、社会
的な対応や現在法的根拠のない葬祭業界において、
登録制・届出制とすること。

（２）行政（地方自治体）と葬祭業組合及び葬祭業者が連
携して終活サポートを行うための体制整備に向けた支
援を行うこと。

５．自動車特定整備業に対する補助金等の創設
　近年の自動車整備業界では、ハイブリッド車や電気自動
車の普及により複雑化、高度化する技術に対応した自動ブ
レーキ等の安全性能の向上や高度なコンピュータ化が進
み、整備工場においても特定整備に対応した新たな設備
投資が必要になってきている。しかし、高度な検査機器の

導入等の特定整備への設備投資には多額の費用がかか
るため、中小企業等が設備投資を積極的に促進できるよう
に補助金等の予算を確保するとともに、補助金等の早期公
募や増額、自動車整備業に特化した工場等の設備投資
補助金の創設等具体的な支援策を講じること。

６．石油販売業界の持続的な発展・維持を目的とした支
援策の強化

（１）カーボンニュートラルの実現に向けた合成液体燃料開
発予算の拡充

　　自動車のカーボンニュートラルの方向性が不透明で
ある中、これからの経営に与える影響や具体的なロー
ドマップがいまだ示されていない。ガソリンスタンドは、地
域のサービスステーションとして平時・災害時にも安定
供給責務を全うすることが必要であり、そのための具
体的なロードマップの策定や経営多角化・事業転換
等の政策支援に加え、既存のサービスステーションの
インフラがそのまま活用できる二酸化炭素と水素から
製造する「合成液体燃料」の早期実用化に向けた開
発にかかる予算や石油元売りに対するグリーンイノ
ベーション基金をはじめとした更なる予算を拡充するこ
と。

（２）「過疎地問題」を解消するサービスステーションの存続
対策の強化

　　全国のサービスステーション数は、ガソリン需要の減
少、後継者難等により減少し続けているが、近隣に
サービスステーションがない住民にとっては、自家用車
や農業機械等への燃料供給や移動手段を持たない
高齢者への冬場の灯油配達などに支障をきたし、「過
疎地問題」が顕著化されつつあるため、地域住民の生
活環境の維持及び防災上の観点から自治体等が
サービスステーションの存続についての対策を積極的
に取り組むこと。

（３）長引く原油価格の高騰により燃料油激変緩和補助金
が延長されているが、地政学的なリスク要因を背景と
した今後の価格高騰リスク等や様々な経済情勢を見
極めるため、措置期間をさらに延長すること。

７．市街化調整区域における物流施設等の開発許可へ
の対応

　中小企業者が全体の99％を占めるトラック業界におい
て、自然災害対策や事業継続に向けた営業所や物流施
設等の移転・新設、共同化や事業集約における施設整備
等の適正な用地取得が難しくなっている一方で、自然災害
は以前より頻発・激甚化する傾向にあり、緊急物資の輸送
等を担うトラック運送事業者の役割はより重要となっている。
　現状、市街化調整区域等において物流施設等の開発
を行う場合、開発許可が必要といった立地規制があり、こ
れが自然災害対策や事業継続力強化に向けた施設整備
を行う際の投資意欲を低下させる一要因にもなっているこ
とから、開発許可に要する時間を短縮するなどの必要性を
見直すこと。

① 総合経済・中小企業対策
１．中小企業・小規模事業者の新たな成長・持続的発展を
支える経済再生支援

（１）経済が回復基調にある中で、その回復エンジンを力強
く、本格的なものとするために、挑戦意欲のある中小企
業・小規模事業者が組合等を活用してさらなる成長促
進を図るための施策を講じること。

 　また、その構築にあっては、活用方法の明快さ、申請書
類等の簡素化など、活用しやすいしくみ、制度設計とす
ること。

（２）地域商業・サービス業に対する消費喚起の支援策の拡
充及び継続
①物価高による消費者の買い控えが影響し、適正な価格
転嫁が進まない中で、地方の小売業や宿泊、飲食店等
の事業者の多くは、引き続き厳しい状況が続いている。
今後も地域商業・サービス業に対する賑わいを創出す
るイベント開催への補助金の交付や先払いの地域商
品券、食事券、宿泊券等の発行による消費喚起の支援
策を拡充及び継続すること。　　　　   ≪重点要望≫

②観光関連産業において、地域によっては「全国旅行支
援」や自治体独自の旅行支援策を講じているところもあ
り、インバウンドの回復と相まって全国的に賑わいが戻っ
てきている。その一方で、一部の観光地・観光エリアで
はサービス業従事者の人手不足や交通費・燃料費の
高騰による旅行者の伸び悩みが懸念されており、地域
経済を支える観光関連産業の継続的な支援の強化を
長期にわたって行うこと。

（３）早期の入込客数回復に向けた地域経済の活性化支援
①早期の入込客数回復に向け、観光地での消費喚起を
促進するために、高速道路料金の減免や魅力ある地
域資源と結びつけた誘客推進等観光振興策を推進す
ること。
　また、観光地での感染症予防措置への対応に設備や
システム等の導入、修繕が必要となっていることから、
観光客の受入れ態勢整備への補助金等の支援策を
創設すること。

②日本は円安という追い風によりインバウンドが回復してお
り、多様化する訪日外国人旅行者のニーズに対応して
いく必要があるため、快適に旅行を満喫できる環境整
備及び災害など緊急時への対応として、多言語での観
光情報提供機能の強化、無料Ｗｉ－Ｆｉサービスの整
備、キャッシュレス決済の普及、バリアフリー化の推進、
ＭＩＣＥの誘致・開催支援など既存の旅館・ホテルに対
する観光客の受入れ体制整備への補助金等の支援
策を強化すること。

（４）観光客増加のための全国旅行支援の継続並びに助成

金等の拡充
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの
５類移行に伴い、観光を通じた国内の交流活発化によ
る地域経済の活性化が期待できるため、全国旅行支援
を当面継続すること。
また、観光産業の発展は、地域経済の活性化や雇用の
増大等につながるため、地域経済を牽引する産業分野
の一つとして燃料価格高騰の影響を受ける観光関連
事業者の事業継続を促すためにも、経営状況が回復す
るまでは、助成金等の支援策を講じること。

（5）航空機業界への支援
①航空機産業は、回復傾向が顕著になったといえども経
営面では厳しい状況が続いている。コロナ禍を経て航
空機産業一辺倒の危うさに気付いた部分もあり、新分
野進出が新たなテーマになってくる。今後とも諸支援
策のほか、競争力の強化・維持支援策や新ビジネス展
開支援を充実すること。

②中部地域は、アジアＮｏ.１航空宇宙産業クラスター形成
特区に指定されており、航空機部品の産業集積地とし
て地域経済の発展に大きく寄与している。民間航空機
市場は、一時はコロナ禍で落ち込んだものの、今後の
旅客需要は増加が見込まれており、航空機産業の集
積地である中部地域は大きなポテンシャルを有している
ことから、中部地域の航空機製造サプライヤーの事業
継続や人材確保、新分野展開などの支援強化に取り
組むこと。

２．中小企業者支援施策
（１）国が実施する各種支援施策に関する情報周知の徹底

並びに事務手続きの簡素化を図ること。
（２）カーボンニュートラルの推進やサーキュラーエコノミーの

実現及びDX等経営力強化・生産性向上に取り組む中
小企業者に対する支援施策を拡充すること。

（３）地域資源や観光資源を活用した取り組みを行う中小企
業者に対する支援施策を拡充すること。

（４）外的要因による経営環境の変化に対応するため、事業
転換や業態変化を図る中小企業者への支援施策を拡
充すること。

（５）中小企業支援施策は、地域経済を支える中小企業の
成長を強力に後押しするとともに、地域の実情に応じて
適切で分かりやすい施策とすること。とりわけ、全体の９
割を占める小規模事業者の意欲ある取り組みを強力に
支援すること。

（６）各種業法の運用解釈が自治体によって異なる場合に
は、中小企業者にとって負担軽減となるような統一見解
を示すこと。

（７）省力化・省人化に資する設備等の導入により人手不足
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の解消を図る中小企業者に対する支援施策を拡充す
ること。　　　　　　　　　　　　　 ≪重点要望≫

３．情報化支援の拡充・強化（ＩＴ化）
（１）中小企業並びに中小企業組合へのＩＴ化・ＤＸ推進の

ためのハード面（情報機器導入資金補助等）・ソフト面
（情報担当者育成、システム開発支援等）の支援体制
を拡充・強化すること。

　　また、デジタル社会が進展する中で、ＤＸの概念や活
用手法を中小企業に広く普及する必要がある。組合を
活用することで、ＤＸ推進をより効率的に実施できること
から、組合を通じた中小企業のＤＸ推進対策を実施す
ること。

（２）個人情報保護法への対応、情報セキュリティに関する
専門人材の育成や中小企業における情報セキュリティ
対策に対する一層の支援を拡充すること。

（３）ＩＴやＤＸは中小企業等の生産性向上や経営の活性化
を図るために有効であるが、その利活用において中小
企業等と大企業との格差が広がっている。また、近年は
タブレット・スマートフォン等で操作性が向上しているこ
とから、中小企業等が利活用できるＩＴ導入やＤＸ推進
に取り組むリスキリングに関する助成制度等ＩＴスキル・
能力向上のための支援策を講じること。

（４）情報化の進展に伴いサイバー攻撃の脅威が増加して
いる中で、企業がサイバー攻撃を受けると金銭的な損
失に留まらず、取引先の信用も失うなど多大な被害と
なる可能性が高く、その対策への取り組みが重要で
あるものの、中小企業等にとって設備導入やシステム
導入は負担が大きいため、補助金等の支援措置を講
じること。

（５）サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業（ＩＴ導入補助
金）の継続・拡充を図ること。

４．組合士制度
（１）中小企業組合士の社会的地位と資質向上を図るた

め、中小企業組合士制度の積極的な振興策を講じる
こと。

（２）「中小企業組合士制度」は、組合事務局の資質向上を
図るとともに中小企業組合の活力ある発展と企業の育
成に寄与している。このため、中小企業組合士の社会
的地位と資質向上並びに組合士制度促進のため、国
家資格化を図ること。

５．組合制度
　中小企業組合が景気の変動に対応し継続して活性化す
るとともに、組合員の経済活動の促進を図り円滑な組合運
営を行うため、次の組合制度を改善すること。
（１）時代の移り変わりとともに、既存事業の見直しを行い、

組合員のニーズに合った新事業の立ち上げは、組合
存続のために必要不可欠と思われるが、事業の効率
や採算を考えた場合、員外利用の20％が高い壁となっ
て、組合員のニーズに応えられない。

　　経済事業活動をさらに拡大、活発化させ、安定的かつ
円滑に組合運営を行うため、員外利用制限の緩和を
図ること。

（２）地方、特に人口減少地域にある共同店舗組合におい
ては、組合員の廃業や脱退などから店舗自体の運営
維持も難しい状況があることから、そこで、出資を伴わ
ないテナント出店や大企業等の出店等、利用制限を超
えた員外者の施設利用を認めるなど柔軟な運用を行
うこと。

（３）商店街振興組合において、テナント運営となっている店
舗も多く、理事会や総会の出席率の低下及び理事を引

き受ける人の減少が著しいこともあり、円滑な組合事業
推進を図るため、商店街振興組合における員外理事の
制限を緩和すること。

（４）事業協同組合及び商店街振興組合等の設立要件を
緩和すること。

（５）協同組合や商店街振興組合等において事業承継が
円滑にいかず、廃業を検討している組合員に対しての
支援として、組合自体が事業承継につながるよう、その
組合員の経営を行うことができるように共同事業の範囲
を拡大すること。

（６）役員の選挙の方法として指名推選を規定しているが、
この選挙方法を採用するためには、総会に出席した者
全員が同意し、さらに選考委員が選んだ候補者を一括
して出席者全員が同意する必要があるが、この出席者
全員の同意という条件は厳しいので出席者の３分の２
の同意で実施できるように緩和すること。

６．建設関連業種への支援
（１）建設業は、地方にとって経済、雇用、地域の活力を左右

する重要な産業であり、社会資本の整備、維持管理を
通し、災害時の対応など住民の安心・安全に寄与する
産業である。その担い手である地方中小企業の健全な
利益の確保と計画的な人材確保・養成、設備投資が
必要であることから、地方中小企業向け公共事業に対
する長期的かつ安定的な発注計画を作成すること。

（２）将来にわたる公共工事の品質確保とその担い手の中
長期的な育成・確保に向けて、適正な利益を確保する
ため、最低制限価格の引き上げと設定範囲の上限撤廃
を行うこと。

７．地域資源の活用支援
　地域資源を活用し、地方経済の実態に即した景気対策
を実施するため、以下の支援を講じること。
①地産地消の推奨を図るため、公共物件における地域産
材等の使用を制度化すること。

②日本の住宅業界はウッドショックと言われる外国産木材の
供給不足とそれを補う国内産材の生産体制ができていな
いことが表面化しているため、森林整備や素材生産業者
の確保により、国産木材の安定供給、活用促進のための
支援策を拡充・強化すること。

８．中小企業の海外販路開拓支援の強化
　国内中小企業が今後とも成長・発展を遂げるには、アジ
ア諸国をはじめとする海外市場を取り込んでいく必要があ
るため、経験が乏しい中小企業が海外展開に取り組むうえ
で必要な情報やノウハウの提供、フィージビリティスタディや
プロモーション活動などについての支援策を積極的に努め
ること。

９．人材確保・後継者育成・事業承継・事業継続対策
（１）中小企業の後継者育成に関する支援策を拡充・強化

するため、広い視野や新しい視点から業界や社会情勢
を見ることができる人材育成に努めている組合青年部・
女性部組織等を活用した資質向上や地域経済のリー
ダー養成に向けた活動等に対する助成措置等後継者
育成支援策を講じること。

（２）事業承継に係る設備投資や販路開拓に関する支援施
策を拡充すること。

（３）後継者育成・事業承継・企業の合併買収など中小企
業の存続に関する情報提供及び相談体制を強化する
こと。

（４）事業承継に関する人材養成及び後継者育成のための
支援施策の拡充及び相談体制の強化を図ること。

（５）大規模災害による社会インフラの停止や感染症による
行動制限などを貴重な教訓とし、企業の危機管理能力
を高め、緊急時における事業活動の継続を図り、サプラ
イチェーンを遮断させることなく、地域経済の維持・発
展を図るため、中小企業・小規模事業者や中小企業組
合が取り組むＢＣＰの策定・運用に対する支援措置をよ
り一層推進するとともに、中小企業強靭化法に基づく連
携型事業継続力強化計画認定後の支援策を強化する
こと。

　　また、県域を越えた連携に対する支援を強化すること。
≪重点要望≫

（６）ＢＣＰ（事業継続計画）及び事業継続力強化計画を策
定した事業者等を対象とした無停電電源装置、自家発
電設備等の防災設備の導入及び工場等の生産設備
の耐震化、制震及び免震装置等の減災設備に対する
補助金等の支援策を講じること。

10．業界固有の技能者資格等の国家資格化 
　建設工事関連業の現場作業者における「登録基幹技能
者」、中古自動車販売店の販売員が認定される「中古自動
車販売士」など、業界固有のエキスパート人材を認定する
資格制度の国家資格化を図ること。

1１．建設業許可へ許可業種「サイン工事業」新設
　大手ゼネコンの現場等の作業の際に現場許可取得を求
められる場合が発生している。現在、サイン工事（看板業）
には該当する建設業許可項目がないため、他の工事（と
び・土木・コンクリート工事業、鋼構造物工事業）で許可取
得をする必要があり、多くの手間が掛かっているため許可
業種へ追加すること。

②成長促進・発展対策
１．事業承継支援 
　中小企業の多くでは後継者の確保が難しく、経営者の
高齢化に伴う廃業が増加していることから、地域経済の活
性化を維持するためにも後継者の育成及びM&A、従業
員承継を含めた親族外承継に関する支援策を拡充・強化
すること。

③ 連携対策
１．中小企業者・組合等連携組織支援施策 
（１）中小企業者及び組合に対する経営力強靭化・成長促

進支援施策を拡充すること。
（２）組合が組合員のために行う事業に対する財政的支援

を拡充すること。
（３）中小企業連携組織対策の充実・強化
①事業協同組合をはじめとする中小企業連携組織は、
個別企業では対応の難しい生産性の向上や人材の
確保などに大きな役割を果たしていることから、中小企
業連携組織対策を中小企業対策の重要な柱として位
置付け、拡充すること。　　　　　　　≪重点要望≫

②小規模企業振興基本法による小規模企業者に対して
の支援策の拡充に伴い、小規模企業者で組織する組
合等については、各種補助金の補助率10／10にする
など、早急に支援の充実を図ること。

③事業協同組合をはじめとする中小企業連携組織は、個
別企業では対応の難しい生産性の向上や人材の確保
などに大きな役割を果たしていることから、中小企業連
携組織対策を中小企業対策の重要な柱として位置付
け、拡充するとともに、同対策の実施を担う中小企業団
体中央会の指導体制を強化し、中小企業等協同組合

法などによる連携組織を積極的に支援できるよう十分な
予算措置を講じること。

④中小企業団体中央会の連携組織に対するコーディ
ネート機能を強化するため、中央会指導員の資質向上
に対し十分な予算措置を講じること。

２．中小企業者の官公需受注機会の確保 
（１）国は、「官公需についての中小企業の受注の確保に関

する法律（官公需法）」並びに毎年度出される「中小企
業者に関する国等の契約の方針」に基づき、中小企業
者並びに官公需適格組合への官公需発注の増大に
努めること。

　　また、国等の発注機関は、年間を通じて発注の標準化
に努めること。

（２）地方公共団体を含めた各発注機関に対して、官公需
施策への理解を深めるための指導を行うとともに地元中
小企業や官公需適格組合等の受注機会増大に向け
た取り組みを推進すること。

（３）地方公共団体を含めた各発注機関に対して、エネル
ギー、資材価格や労務費等のコスト上昇分に対応した
必要経費等の発注価格への反映がなされるよう指導を
強化すること。

（４）地方公共団体を含めた各発注機関に対して、少額随
意契約の見直し及び最低制限価格制度等の活用を促
進するなど、適正価格での受注機会の確保がなされる
よう指導すること。

　　中小企業等は、地方自治体からの発注が減少するな
か、受注確保のため、低入札価格での受注競争が激
化しており健全な事業活動が行えていない。適正価格
での受注確保のため、国及び地方自治体は最低制限
価格制度を導入している場合、入札が不調になるという
ことは低価格競争に繋がっていることを認識し、最低制
限価格の金額を見直すほか、著しい低価格による落札
が行われないよう低入札価格調査制度を積極的かつ
適切に運用すること。

　　また、人件費及び原材料の上昇といった状況を反映し
ていないことから、インフレ条項の適用により、適正な価
格での柔軟な発注にも努めること。

（５）地方公共団体を含めた各発注機関に対して、官公需
適格組合との緊急時における災害協定等の締結並び
に協定に基づいた優先発注の推進を指導すること。

（６）官公需適格組合やカーボンニュートラルの推進など環
境に配慮した取り組みを行っている中小企業等に対し、
審査時における加点等の措置を講じること。

（７）適切な予定価格の作成にあたっては、需給の状況、原
材料及び人件費等の最新の実勢価格等を踏まえ、参
考見積をもとに予定価格を設定することとし、随意契約
の場合には参考見積を聴取した事業者に対しても取引
から排除しないこと。

３．特定地域づくり事業協同組合制度の拡充・改善
　「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業
の推進に関する法律」に基づく特定地域づくり事業協同組
合制度は、人口急減地域において、地域の仕事を組み合わ
せて年間を通じた仕事を創出し、組合で職員を雇用し事業
者に派遣することにより、安定的な雇用環境や一定の給与
水準を確保することで移住・定住を促進し、その地域の活
性化につながることから、制度の周知を継続的に図るととも
に、永続的かつ着実な財政支援措置を講じること。

④ 地域経済・振興対策
－

⑤ 金融対策
１．中小企業への円滑な資金供給体制の確立と金融機関
への指導継続

（１）金融機関によるリレーションシップバンキング機能や、事
業性評価を重視した円滑で迅速な融資を可能とする
こと。

（２）経済対策に呼応した融資条件の緩和等中小企業金融
対策の一層の充実
①経済環境の急激な変化（エネルギー・原材料価格の
高騰や過度な円安、人手不足等）や、取引先の経営
状況の悪化等を乗り越えるための、地域や業種や業
態に合わせた機動的な金融施策の拡充を図ること。
　　　　　　　　　　　　　　　   ≪重点要望≫

②エネルギーや原材料価格等の高騰により、日々の運転
資金に支障をきたす中小企業者に対する適切かつ迅
速な資金繰り支援のほか、経済社会の構造等の変化
に適応していくための経営改善・事業転換に係る金融
支援、そしてコロナ禍で増大した債務（ゼロゼロ融資な
ど）に対応する事業者への事業再生支援など、事業者
の実情に応じた金融支援を講じること。

③金融庁は、金融機関の「経営者保証に関するガイドライ
ン」の積極的な活用を監督し、融資慣行として浸透・定
着を図るとともに、令和６年３月にスタートした保証料率
の上乗せにより経営者保証を提供しないことを選択でき
る信用保証制度の周知徹底及び経営者保証に依存し
ない融資慣行の確立を更に加速させるために策定され
た「経営者保証改革プログラム」に基づく積極的な融
資の推進を図ること。

④業績の回復していない事業者に対する既往貸付に対
する条件緩和や、借換等の制度の維持・拡充を図る
こと。
⑤コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進み、民間
金融機関に対して実質無利子・無担保融資の返済
が行われている中、中小企業等が債務超過や赤字と
なった場合でも事業再構築などの前向きな取組の促
進など、地域の金融機関においては、個々の中小企業
等の実態を踏まえた新たな資金需要の支援を強化す
ること。
⑥スタートアップ企業との連携・DX・GX・SDGｓ等、更なる
成長に向けた取組みや円滑な事業承継等を支援する
金融施策の充実を図ること。

⑦「事業成長担保権」制度の早期導入並びに活用に向
けた体制強化及びサポート態勢の整備を行うこと。

⑧日本銀行のマイナス金利解除の実行に伴い、借入金利
の引き上げがあった場合に、中小企業等は借換えや新
規借入れ時の返済負担増に苦慮する可能性が高まる
ため、現状では、賃上げと物価高騰に加え、利上げが
実行されると経営悪化が見込まれることから、セーフティ
ネットによる金利引き下げの措置をとり、マイナス金利解
除の影響が企業経営に及ばないように柔軟な対応を
行うこと。　　　　　　　　　　　　  ≪重点要望≫

⑨金融機関による経営改善・事業再生支援等の伴走支
援を一層推進するための施策を強化すること。

⑩制度改正等による資金需要に対して、業種・業態を考
慮した金融措置を策定すること。

２．政府系金融機関の更なる機能強化と融資制度の拡充
（１）緊急時をはじめ商工中金及び日本政策金融公庫の果

たす役割がますます重要になってきており、中小企業等
の状況を的確に把握して実情に合った事業を展開する
など、機能の強化を図るとともに、地域の中核となる中小
企業等の事業転換・設備投資、中小企業組合や地域

資源を活用する企業連携体を支援するため、融資制度
を拡充すること。

　　また、令和５年６月14日に改正商工中金法が成立した
が、引き続き、組合及び中小企業等の金融の円滑化を
目的とし、足もとで加速する様々な事業環境変化に挑戦
する中小企業等への支援を維持・強化すること。

（２）経済環境の急激な変化を乗り越えるための相談対応の
充実及び特別貸付の拡充を図ること。

（３）セーフティネット機能を発揮するための危機対応業務の
拡充を図ること。

（４）資金提供の円滑化を図るため融資対象事業の評価に
基づく低金利等優遇措置をとること。

（５）事業承継や人手不足等、企業が抱える課題解決に対
する支援機能を強化すること。

３．信用補完制度の充実 
（１）「経営者保証に関するガイドライン」に基づいた、不動産

担保や人的保証に依存しない融資制度の促進を図る
こと。

（２）金融機関と連携した保証審査期間の短縮化や、事務
の簡略化を図ること。

（３）信用保証協会のセーフティネット保証は資金調達力の
弱い中小企業・小規模事業者をサポートする重要な施
策であるため、信用保証協会の基金補助金の確保及
び信用保険向け政府出資金を確保すること。

（４）経済環境の急激な変化等の緊急時における特別貸付
（無利子・無保証融資等）に対する保証条件を緩和す
るとともに、条件変更による追加信用保証料についても
免除すること。

（５）返済履歴を考慮した保証料率の引き下げ等の優遇措
置を図ること。

４．高度化融資制度の弾力的運用
（１）高度化融資制度の充実強化を図り、個人保証について

は求めないこと。
（２）高度化資金の返済について、組合の運営は組合員の

減少等により非常に厳しい状況にあり、当初の返済期
限や返済額を履行できない組合が多数出てきている
ので、返済条件の緩和について一層弾力的に運用す
ること。

５．中小企業倒産防止共済制度の見直し
　中小企業倒産防止共済制度は、取り引き先の倒産・廃業
など貸し倒れリスク及び連鎖倒産を防止する備えとして意義
ある制度であるため、次の見直しを行うこと。
①共済金貸付時に貸付額の10％を掛金総額から控除す
る制度は負担が大きいため、廃止すること。
②共済に加入して間もない時期でも、取引先の突発的な
倒産に対して貸付が受けられるよう６ヶ月未満の貸付
制限を見直すこと。

⑥ 税制対策
１．消費税
（１）消費税率引上げに伴う中小企業における事務負担軽

減措置の導入等、十分な対策を取ること。
（２）国際情勢の影響等により経済が悪化している現状を鑑

み、消費税の基本税率の見直しや二重課税（ガソリン
税、酒税、タバコ税等）の解消を検討すること。

（３）消費税の適正かつ円滑な価格転嫁を図るため、違反行
為に対しては引き続き監視と摘発を徹底すること。

（４）現在、免税事業者については課税売上高が１千万円
以下、簡易課税制度については課税売上高が５千万

円以下の事業者に対して適用されているが、零細事業
者の事務負担を考慮しこの制度を維持すること。

（５）インボイス制度について、業種・業態ごとの実情や取引
の実態を踏まえた負担軽減措置及びシステム改修等に
対する十分な支援策を講じるとともに丁寧な制度周知
に努めること。

　　また、仕組みを簡素化し２割特例や少額特例等の負
担軽減策の延長や恒久化、または追加的措置の導入
など、中小事業等の状況を踏まえた柔軟な運用を行う
こと。

（６）インボイス制度や電子帳簿保存法など、既にスタートし
た税制に関する新たな制度等への対応を進めるのと
併せて「業務のデジタル化（DX）」に取り組むことによ
り、人的資源に乏しい中小企業のバックオフィス業務全
体の効率化を進めるための会計ソフトの導入や既存ソ
フトの改修、クラウドサービスの活用などに係る経費の
補助を講じること。

２．法人税
（１）国際競争力の向上を図り、国内投資や雇用創出を促進

するため、中小企業の成長を第一に、法人税率の更な
る引き下げと中小法人に対する軽減税率の延長・引き
下げを図ること。

（２）中小企業等の法人実効税率を引下げること。
（３）企業組合及び協業組合の法人税率を引き下げること。
（４）収益の悪化している中小企業を支援するため、欠損金

繰戻還付請求制度の拡充及び繰越控除期間を延長
すること。

（５）中小企業組合において、賦課金収入に対する課税を撤
廃すること。

（６）中小企業及び中小企業組合の軽減税率を引き下げる
とともに、適用所得金額を撤廃すること。

　　我が国の経済成長の源泉である中小企業等の経営
基盤や国際競争力の強化、また、創業促進の観点から
も、中小企業組合及び中小企業に対する法人税率は、
現行の軽減税率15％からさらに引き下げるとともに、適
用所得金額については撤廃すること。

（７）賃上げ促進税制における要件の緩和及び控除率を引
き上げること。

（８）中小法人の軽減税率を引下げ、適用所得金額を見直
すこと。

（９）ＤＸ及び設備投資に係る減価償却資産特例を拡充す
ること。

（10）税制上の優遇を受けられる中小企業の定義となる資
本金額を引き上げること。

（11）法人事業税の外形標準課税の中小企業への適用拡
大や中小法人向け租税特別措置の利用制限を行わな
いこと。

（12）激甚災害に指定された地域の企業への寄付金の損
金算入限度額を引き上げること。

（13）各種減税申請を行う際の手続きの簡素化を図ること。

３．同族会社・事業承継税制
（１）「個人版事業承継税制」が創設されるなど抜本的に拡

充されたが、中小企業が事業基盤を損なうことなく、後
継者に円滑に事業を承継し発展できるよう、自社株の評
価方法等についての更なる見直しや簡素化を推し進
め、制度の更なる充実を図ること。

（２）中小企業等の事業承継が円滑に行われるように、事業
承継税制を活用することで後継者が取得した自社株式
に係る贈与税・相続税について、納税猶予を受けられる
が、雇用維持要件を満たせなかった場合、書類の提出
や助言が必要となるなど、中小企業等への負担が大き

い。事業承継を円滑に行うためにも、非課税贈与額の拡
大などにより、事業承継税制の一層の拡充を図ること。

（３）事業承継税制は、平成30年度税制改正において、10
年間（平成30年1月1日から令和9年12月31日まで）、納
税猶予の対象となる非上場株式等の制限（総株式数
の最大３分の２まで）の撤廃や納税猶予割合の引上げ
（80％から100％）等の特例措置が創設されたが、多くの
中小企業では事業承継への対応が進んでおらず、後
継者に円滑に事業を承継し発展できるよう、特例措置
適用期間の延長を図ること。

（４）事業承継・引継ぎを契機とする業態転換や多角化を含
む新たな取り組みを支援する「事業承継・引継ぎ補助
金」はあるものの、実情として事業承継には時間を要す
ることが想定され、公募期間や事業期間を長くするなど
中小企業事業者にとってより効果的な運用となるよう制
度を拡充・強化すること。

（５）事業承継を円滑に行うため相続税・贈与税の納税猶予
及び免除の特例措置期間の延長や手続きの簡素化を
図ること。また、取引相場のない株式の評価方法を見直
すこと。

４．中小企業投資促進税制
　中小企業の思い切った設備投資を可能とし、生産性の一
層の向上を実現するため、新分野進出の際の税制優遇を
含め、中小企業投資促進税制及び経営強化税制の更なる
拡充を図ること。また、本税制について恒久化を図ること。

５．自動車関係税制
（１）我が国の自動車関係諸税については、税負担が複雑

で過重となっており、さらに、消費税率の引き上げに伴い
一段と税負担が重くなっているので、自動車関係諸税を
整理し、軽減すること。

（２）生産･製造工程などで使用する軽油に対する軽油引
取税の免税措置を恒久化･拡充すること。

（３）揮発油税は、消費税との二重課税であることから過重
な税負担を見直すこと。

（４）低年式自動車に対する自動車税のあり方を見直すこ
と。

（５）一般財源となった自動車重量税を廃止すること。

６．事業所税の廃止
　政令指定都市や人口30万人以上の指定市などに課せら
れている事業所税を廃止すること。

７．償却資産に係る固定資産税の廃止　　
　償却資産に係る固定資産税は、多数の設備を有する製
造業や建設業など特定の業種に負担が偏っているといった
業種間の税負担の偏在、中小企業の設備投資意欲の低下
や事務負担を増加させる一要因にもなっていることから、廃
止すること。

８．食事支給の非課税枠の引き上げ又は上限の撤廃
　近年、弁当製造のための原材料費の高騰等の影響もあ
り、製造コストが上昇しているが、その上昇分を価格に転嫁
するにあたり、提供先である事業者の食事支給の非課税
枠が所得税法上、月3,500円以下であるため、事業者は事
業主負担が3,500円以下になるように調整しており、価格引
き上げ交渉が困難となっている。このため、食事支給の非
課税枠3,500円の引き上げ又は非課税枠の上限の撤廃を
図ること。

９．その他中小企業・中小企業組合税制の充実強化
（１）「地球温暖化対策のための税」、いわゆる環境税の導

入により、全化石燃料に対してＣＯ₂排出量に応じた税
率が石油石炭税に上乗せされているが、中小企業者に
おいて過度の負担増とならないよう、免税・還付措置等
の負担軽減措置を講じること。

（２）賞与及び退職給付金の繰入の損金算入ができれば、
中小企業の内部留保が増え、従業員の福利厚生の充
実や経済活力を取り戻すことにつながるので、制度を復
活させること。

（３）役員報酬は、職務執行の対価であるにもかかわらず、損
金算入には、定期同額給与や事前確定届出給与など
厳しい制約が課せられているが、経営基盤が不安定な
中小企業の実態を踏まえ、役員報酬を弾力的に改訂で
き、損金算入できる制度にすること。

（４）自社利用目的のソフトウェア（無形固定資産）の償却年
数を、現行の５年から３年に短縮すること。

（５）消費の拡大を通じて経済活性化を図るため、資本金１
億円以下の中小法人の交際費について年800万円ま
で損金算入できる時限措置（令和９年３月末まで）を恒
久化すること。

（６）電力多消費産業に適応されている再生可能エネル
ギー発電促進賦課金の減免制度の見直しについては、
企業の負担増となり、国際競争力の低下につながるた
め、実施しないこと。

（７）鉄筋コンクリートや鉄骨鉄筋コンクリート造りのホテル・
旅館の固定資産税評価における最終残価率到達年
数が50年から45年に短縮されたが、未だ大きな負担と
なっているため、さらなる短縮化を図るほか、法人税に
準じた固定資産税の減免又は免除など見直しが確実
に実施されること。

（８）事業用地や公共・公益性のある共同施設などへの固
定資産税の軽減制度等、中小企業と地域にとって真に
実効ある固定資産税の負担軽減のための措置を講じ
ること。

（９）中小企業の事業再構築又は新分野進出・新事業への
取り組みに関する税制措置を講じること。

⑦ 労働対策
１．雇用・労働施策の拡充
（１）急速な少子高齢化が進展する中で、貴重な労働力であ

る子育て世代の労働者がその能力を発揮するために
は、働きながら育児ができる環境を整備する必要がある
ため、認可保育所においては、土・日曜日保育の実施と
延長保育時間の拡充や病児保育に対応することを認
可条件にするとともに、保育所に対して必要な経費を支
援すること。

　　また、保育士の確保や継続就業は待機児童問題の解
消につながるため、保育士養成学校の拡充並びに保育
士の処遇改善に努めるとともに不登校児童・生徒等の
受け皿となっているフリースクールへの財政支援を行う
こと。

（２）働き方改革関係法令の施行に伴い、その運用にあたっ
ては、中小企業にとって過度な負担とならないよう十分
に配慮するとともに、多様な働き方の実現に向け、中小
企業が対応しやすい環境を整備すること。

（３）働き方改革による時間外労働の上限規制については、
立場の弱い中小企業では、取引先の都合等により依然
として実施が困難な状況にある。特に、令和６年４月か
ら時間外労働の上限規制が適用された自動車運転業
務については、運送業界に限らず、経済全体に大きな
影響があることから、時間外労働につながる取引慣行
の見直しを推進すること。

　　また、同じく時間外労働の上限規制が適用された建設

業については、上限規制を考慮した工期設定を行うこ
と。　　　　　　　　　　　　　　　 ≪重点要望≫

（４）定年延長や継続雇用の延長など高齢者の雇用推進整
備に取り組む小規模・零細事業者に対し、積極的な支
援策を講じること。

２．中小企業の経営状況等を踏まえた最低賃金の設定及
び賃上げ支援の充実

（１）最低賃金の設定にあたっては、地域中小企業の経営
状況や雇用実態等、地域中小企業の実情を考慮する
と共に、地方最低賃金審議会の自主性を損なわないよ
うにすること。　　　　　　　　　　　≪重点要望≫

（２）中小企業の賃上げを支援するための労務費を含む価
格転嫁を推進すると共に、助成の充実や各種補助金
等における優遇措置の強化を図ること。

３．社会保障制度
（１）社会保険制度については、中小企業の経営実態等に

配慮し、将来的に安定した制度の確立に取り組むこと。
（２）社会保険料の引上げや適用拡大については、中小企

業の活力の維持・発展を阻害することがないよう慎重に
検討すると共に、事業者の負担を軽減する措置を講ず
ること。

（３）中小企業等への負担が過度にならないよう、社会保険
の保険料率の安易な引き上げは行わないこととし、中
小企業等の賃上げに伴う社会保険料の負担軽減支援
策の創設を中心とした社会保険制度の改善を行うこ
と。

（４）少子高齢化の進展により、生産年齢人口が減少に転じ
た今、パートやアルバイトなどで働く女性の存在は、貴
重な働き手となっている。そのような中、女性の就労抑
制につながっているとされる年収「103万円」あるいは
「130万円」などの、俗にいう「年収の壁」について早期
に撤廃し、望むように働き・活躍できる社会にするため、
税制や社会保険制度の抜本的な見直しを行うこと。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪重点要望≫
（５）年収の壁の問題について、中小企業の労働力確保を

阻害することがないよう抜本的な対策を講ずること。
（６）働き方改革関連法改正の猶予期間終了による影響を

受ける業種への支援を強化すること。

４．教育・人材育成
（１）大都市圏への人口の一極集中を是正し、地域に必要な

人材を呼び込み、地方の中小企業の人材確保を促進
するため、ＵＩＪターン等に係る各種助成を創設・拡充す
ること。

　　また、外国人留学生や特定技能を取得した外国人を
地方の中小企業へ就職を促すなど支援を強化し、地方
の中小企業への外国人材の雇用を促進すること。

（２）中小企業において、人材の確保・育成は大きな経営課
題である。特に技能の継承という観点からも、ものづくり
人材の育成、若年者の確保は急務であることから、大
学等教育機関と産業界の連携によるキャリア教育・職
業教育事業に対する支援、新入社員や若手従業員の
育成・定着支援等の更なる対策を講じること。

　　また、コロナ禍では営業活動を縮小し、人材も雇調金の
活用などで凌いだ中小企業の現場では、経済活動が
回復局面を迎え、コロナ禍以前の厳しい人材不足の状
況に戻りつつある。

　　そこで、中小企業の人材確保に向けた採用活動支援
のほか、企業による教育訓練の拡充、労働者の主体的
な学びへの支援に資する助成金等の強化・拡充など、
人材の確保、育成に向けた支援策を講じること。

⑧ 人材対策
１．中小企業に対する人材の確保・定着・開発等に関する
対策の更なる推進

（１）若年者人材を確保・定着させるための支援策を強化
すること。

（２）女性、高齢者、障害者等多様な人材の更なる雇用対
策を強化すること。

（３）地域産業を支える製造業・建設業等の技能者育成、技
術・技能継承への支援を強化すること。

（４）人材育成機関としての中小企業組合に対する支援・助
成策を講じること。

（５）技能検定制度については、中小企業のニーズを踏まえ
た職種の拡充を推進すると共に、技能検定試験を実施
する中小企業組合及び運営に携わる中小企業への支
援を強化すること。また、実技試験受検手数料の減額
対象者の年齢引き上げ等を図ること。

（６）「月60時間超の時間外労働への割増賃金率」について
は、中小企業への猶予措置が令和５年３月末をもって
終了し50％へ引き上げられたが、長時間労働の要因は
業種や職種、企業規模によっても現状や背景が異なる
ことから、対応に困難な中小企業等に対して、労働時間
の縮減や年次有給休暇の取得促進、休息時間の確保
等の長時間労働抑制に向けた取り組みを行った場合
における助成金等支援策の拡充・強化を行うこと。

（７）従業員の職務に関する知識・技能やＤＸ等専門的スキ
ルの習得、リスキリングへの取組みに対する支援を充
実・強化すること。

（８）採用活動に充てられる予算や人員が限られている中
小企業においては、公的な職業紹介への期待は高く、
求職者と求人企業のマッチングの質を向上するうえで、
業種・業界のニーズを踏まえた人材と仕事のマッチング
機会を創出することが重要であることから、ハローワー
クの機能強化など、公的職業紹介のマッチングの質向
上・体制強化を求める。

（９）インターンシップは大企業と比べ知名度の低い中小企
業にとって、自社の魅力を学生に伝える有効な機会で
あり、入社後のミスマッチ防止の効果も期待できること
から、インターンシップなどを通じた中小企業で働く魅
力の発信強化と採用力向上に向けた支援を強化する
こと。

２．中小企業のニーズ等を踏まえた外国人材受入れ制度
の見直し

（１）技能実習制度並びに特定技能制度について、業界の
ニーズ等を把握した上で、対象職種・業種を拡充すると
共に、利用する中小企業等の負担とならないよう事務手
続き等の簡素化・迅速化を図ること。

（２）転籍については、大都市圏への流出防止など、地方の
人材確保に配慮した制度とすること。　 ≪重点要望≫

（３）新たに創設される「育成就労制度」への移行にあたっ
ては、現行の外国人技能実習制度の２号移行対象職
種のすべてが網羅されるよう、特定技能制度の特定産
業分野を設定するとともに、育成就労制度の対象分野
に設定すること。また、その分野については、国が設定
する明確な分類のもとに設定すること。加えて、現行の
２号移行対象職種ではない業種であっても、業界や地
域における生産性の推移、人手不足の状況を把握し、
特定技能制度の特定産業分野と育成就労制度の受
入れ対象分野に設定すること。　　　≪重点要望≫

（４）特定技能制度における悪質な登録支援機関を排除す
るための措置を講ずること。

（５）外国人材の定着に向けた中小企業及び監理団体等

の取組への支援策（好事例の共有、社宅や休憩室等
の新設・改修や送迎車両の購入等に係る経費への助
成等）を構ずること

⑨ エネルギー・環境対策
１．環境・エネルギー
１）中小企業者が取り組む環境保全義務対策（緑化・騒
音・水質・ＰＦＡＳ・ＰＣＢ・アスベスト・廃プラチック等）に
対する支援を強化・拡充すること。特に、アスベスト含
有廃棄物及びPCB廃棄物の処理に係る費用を全額
負担するなど財政支援措置を講じること。

（２）土壌汚染対策を行うための調査及び除去等について
は、中小企業者にとって過度な負担とならないように要
件の緩和や財政支援措置を講じること。

（３）中小企業者がＪ-クレジット制度を利活用する場合、税
制や資金等について優遇措置を講じること。

（４）エコリース促進事業補助金は、再生可能エネルギー
設備や低炭素機器をリースで導入した際リース総額の
２～５％を補助する制度であり、積極的な設備投資を
行う上で有効な手段であるが、昨年度から工作機械
等一部が除外されたため、対象機器の復活と予算の
増額を行うこと。

（５）産業廃棄物等を再利用し、再資源化するための規制
を緩和すること。

（６）珪砂産業における新規鉱山の区域決定、開発に必要
な諸手続きの申請・認可の迅速化を図ること。

２．原油・原材料高騰への支援策の強化
（１）原油・原材料価格が高騰及び人件費が上昇する中、

中小企業にとっては調達コスト、物流コストの変動によ
り、経営の安定化に影響を与えている。原油、原材料、
電力等の資源・エネルギーの安定供給並びに価格の
適正化のため、総合的な資源・エネルギー支援策を推
進すること。　　　　　　　　　　   ≪重点要望≫

（２）エネルギー、資材価格や労務費等のコスト上昇分を適
切に価格に転嫁できるよう環境整備を図るとともに、支
援施策を拡充すること。また、「価格交渉促進月間」並
びに「パートナーシップ構築宣言」に基づき、受注側企
業における労務費、原材料費、エネルギー価格等のコ
スト上昇分について、円滑に反映できる体制構築に努
めるとともに価格転嫁等の監視及び指導を強化するこ
と。

　　さらに、ガソリンや電気などのエネルギー価格等高止
まりにより影響を受ける中小企業・小規模事業者に対
し、事業負担の軽減・緩和を図るため、令和６年５月末
に終了した負担軽減策を新たに措置すること。またそ
の中には、特別高圧電力を活用する事業者への負担
軽減措置も含めること。

（３）原油、天然ガス等のエネルギー価格の高騰に対応し
た電力価格の抑制を継続するとともにエネルギーの安
定供給を行うための施策を講じること。

（４）急激なエネルギー価格の高騰によって価格転嫁の困
難な中小企業等の負担を直接的に軽減するため、国
は「電気・ガス価格激変緩和対策事業」を延長して実
施しているが、補助がなくなった場合には中小企業等
の収益の悪化が予想されるため、電気代・ガス代に関
する激変緩和対策を一定期間継続支援すること。

　　　　　　　　　　　　  　　　　　≪重点要望≫

３．電力の安定供給と省エネ・節電対策支援の強化
（１）大企業に比べて製造コストに占める電気料金の比率

が高く、代替手段に乏しい中小企業者の経営基盤が

強化されるように再生可能エネルギー発電促進賦課
金の上昇を抑制すること。

（２）電気事業法で定められている高圧電力料金における契
約電力のデマンド制について、基本料金の算定期間の
短縮（１年→６ヶ月）又は一定期間内における最大と最
低の平均電力量とする料金制度へ改定すること。

（３）仕事量が増えれば増えるほど電気を使用するため、赤
字になり、収益を圧迫する。

　　今後、コロナ禍からの回復に伴う経済活動の再開・活
性化に向けては、電力の安定供給に向けた環境整備と
中小企業者に対する電気料金のさらなる負担軽減措
置を講じること。

（４）中小企業者等に対する生産性及び脱炭素・省エネル
ギー設備の新規導入と更新などによるカーボンニュート
ラル推進に向けた支援を継続すること。

（５）省資源・省エネルギーの実現に向けた、水力、風力等
の再生可能エネルギーの活用、将来の国産資源となり
えるメタンハイドレートの調査研究を進めるなど、具体的
な対策を早急に進めること。

（６）足元では地政学的なリスク要因及び円安により石油、Ｌ
ＮＧ、石炭等のエネルギー価格が高騰しており、エネル
ギー消費機器の効率化による燃料・電力の消費抑制を
図る必要があり、国においては省エネルギー投資促進
を目的に省エネ性能の高い設備等への補助制度が確
立されている。

　　また、国は企業自らの事業の使用電力を100％再生可
能エネルギーで賄うことを目指すＲＥ100の普及に努め
ていることから、太陽光発電などの導入支援対策とし
て、再エネ電力を利用することでＣＯ₂排出削減に貢献
することを目的に、自家消費による電力費の抑制だけで
なく、余剰電力を販売する場合も含めて設備導入に関
する補助制度を拡充すること。

４．有害物質除去への支援
　国・県等行政の指導により、防火対策としてアスベストを
使用して建設した中小企業組合等の共同施設におけるア
スベストの除去や囲い込み工事への支援措置、ＰＣＢの処
理への支援拡充など、有害物質除去に対して支援を行う
こと。

５．カーボンニュートラル達成に向けた中小企業等の取
り組み支援策

　政府は「2050年カーボンニュートラル」を実現すると宣言
し、2030年度に温室効果ガスを、2013年比で46％削減する
ことを目指すと公言しており、まずは、2030年に向けて産業
部門や業務部門に対し、大幅な省エネを行うことが求めら
れている。
　中小企業等においても、それぞれの事業内容に照らし、
脱炭素、そして省エネ等に積極的かつ主体的に取り組む
必要がある一方で、経営資源に不足する中小企業等の現
場においては、脱炭素が自分のビジネスにどう関係してくる
か、何をすればいいのかといった入口のところで、足踏みす
るレベルの事業者も少なくない。
　そこで、中小企業等が関わりやすい形で、現状の認識と
対策の立案、実行に向けた支援が必要となるほか、中小企
業等の脱炭素への取り組み、課題など現場の実態に配慮
し、脱炭素に向けたロードマップ策定について、不断の見直
しを図りながら進めること。

⑩ 工業対策
１．サプライチェーン対策の充実
　原材料等を海外に依存することなく、国内で需要・供給

するための設備導入や生産拠点の整備など中小企業者に
対する補助金等の支援を講じること。
　中でも、食品加工業においては物流課題として、温度管
理がある中で、昨今のドライバー不足により、ますます物流
サプライチェーンの保持が厳しくなっている。食料輸送とい
う温度管理が必要な特殊事情を踏まえての物流サプライ
チェーンへの支援を強化すること。
　また、海外生産・調達に依存する半導体や蓄電池などの
部素材について、国内での生産体制の構築支援を求める
ほか、レアアースなどの重要鉱物について、特定の国に依
存しすぎないよう企業による海外での権益取得に対する支
援も積極的に講じること。

２．ものづくり支援対策
（１）通称「ものづくり補助金」については、中小企業・小規模

事業者の設備投資意欲の促進、事業の多角化、経営
意識の変革等、地域の産業社会を活性化する役割を
担っており、事業を通じて開発した試作品等の商品化
等をより確実なものとするためにも、本事業を恒久化す
ること。

（２）生産性向上・経営力強化に大きな役割を果たしてきた
「ものづくり補助金」について、厳しい経営環境にある中
小企業のさらなる成長発展を促すため継続すること。

（３）ものづくり補助金の事業実施体制が変更され、問合せ
対応や申請書類の要件チェック等が全国事務局にお
いて一括して行われるようになったことにより、サポート
センターに電話が繋がらないといったケースや書類審
査等に相当の時間を要していることから、事業者や支
援機関から地域事務局に対し多くの問合せが寄せら
れている。

　　そのため、全国事務局だけで一括管理・運営を行うの
ではなく、従来どおり地域事務局を有効活用するととも
に情報共有を図り、事業者に寄り添った支援体制にす
ること。

（４）ものづくり補助金では従来、認定支援機関確認書の提
出が必須であり、公募申請時に支援が行われ、申請書
の内容、必要書類の支援が行われきた。しかし、令和元
年度補正のものづくり補助金より廃止された結果、初め
て申請する事業者、一度も採択されていない事業者など
からは申請書類がＡ４一枚で数行の内容のないもので
申請されている。また、「会社全体の事業計画」の基準
年度等の間違い、「従業員への賃金引上げ計画の表
明書」の間違いが非常に多く見受けられ、採択後の修
正依頼の業務が多くあるため、そのような応募を少なくす
るために、再度、認定支援機関の支援を受けてものづく
り補助金の応募がなされる活用を図ること。

（５）中小企業者が生産性向上や技術革新を行うためのＩＴ
ツール導入やデジタル化の強化、サイバーセキュリティ対
策強化など、DX推進に対する補助金等の支援を継続
拡充すること。

（６）知的財産権の取得や保護に対する費用の軽減措置な
ど知的財産活動に対する支援策を講じること。

（７）熟練技能者が長年の経験で培った技能、ノウハウや専
門的な知見などの円滑な継承や人材育成のために行う
教育訓練に対する費用の補助を行うなどの支援策を講
じること。

（８）産業構造の変革に直面する中小企業者の企業間で連
携するための機会の確保やその取り組みに対する支援
を行うとともにスタートアップ企業の連携組織化に対する
支援を講じること。

（９）フォローアップ支援事業の継続・拡充
　ものづくり補助金を実施した補助事業者を対象とする
フォローアップ支援事業は、機械装置の現況確認を原

⑪ 商業対策
１．中小商業支援策の拡充・強化
　中小商業活性化に向け、国内需要による消費の喚起を
図るとともに、訪日外国人旅行者の消費拡大を図るための
経済対策を講じること。

２．まちづくり、中心市街地活性化 
（１）極めて厳しい状況下にある商店街の活性化を図るた

め、商店街関連予算の拡充を図るとともに、地域社会
を支えまちづくりの担い手でもある商店街の自助努力を
支援するため、来客誘致のための集客イベントの開催
や駐車場対策など地域住民の利便性向上に向けた
支援策を一層充実すること。

（２）人口減少が深刻化する中で、地域の活性化を図るた
め、改正まちづくり三法の趣旨に沿った機能的なまちづ
くりの推進と中心市街地の再生を図る取り組みを強力
に推進すること。

（３）公共・公益性のある共同施設（アーケード、駐車場等）
は地域の活性化、地域社会の維持・発展に大きな役
割を担っており、その設置、修繕及び維持管理の費用
に対する助成制度を拡充・強化するとともに、これら施
設に係る固定資産税等の負担軽減措置を講じること。

（４）地域の商店街が新たな事業に取り組むにあたり、それ
らを統括できる人材、また事業推進にあたり外部機関
への申請手続きや折衝等を行うことができる人材を恒
常的に育成する制度を創設すること。

（５）高齢者等の買い物弱者に対する支援策として、地域
密着型の機動性のある地元商店街組織、商業者施
設及び中小の流通事業者を活用すること。

（６）低迷を続ける個人消費を拡大し、地域経済の好循環
をより確実にするため、平成26年度補正予算により地
方創生交付金で実施し大きな成果があった「プレミア
ム商品券」の発行など、効果的な個人消費喚起策を
講じること。

（７）商店街は魅力あるイベントの実施等によって活性化を
目指すことが求められているが、近年、店主の高齢化・
後継者不足による廃業や空き店舗の増加、魅力ある
個店の減少等を背景に商機能が弱体化し、厳しい状
況が続いていることから、継続的な集客促進、需要喚
起、商店街の体質強化に効果のある補助金制度を構
築すること。

（８）中小小売店及び商店街が、地域コミュニティの担い手
として、防犯や少子高齢化等社会的課題に取り組む
ための支援策を拡充・強化すること。

（９）大規模小売店舗に対して、地域商業者組合への加
入・協力を促すためのガイドラインの制定を行うこと。

（10）激甚化・頻発化する自然災害に適格に対応するため
の防災・減災・老朽化した施設の改修等に対する支
援策を拡充・強化すること。

（11）各地域に残った大型宿泊施設の廃屋撤去とその活
用に係る補助金の拡充をすること。また、これ以上に廃
屋を生まない活用の仕組みづくりを地方自治体と連携
して行っていくこと。

３．商店街振興組合等に対する優遇措置
　法人格を有する商店街振興組合や商店街協同組合
は、各種事業を通して各市の地域活性化に貢献するととも
に、法人税等の納税の社会的責任を果たし、任意の商店
街組織と比較して責任の所在が明確であることから、国等
の補助事業の実施にあたっては、任意の商店街組織と補
助率や補助限度額等に差を設けるなどの優遇措置を講じ
ること。

４．大型店等に対する適正な規制・指導の強化
（１）大規模集客施設の郊外開発行為に対して、厳格かつ

適正に対処するため、土地利用に関するゾーニングの
条例やガイドラインの制定を促進すること。

（２）大型店や大資本チェーン店、地権者などに商店街組
合への加入や、地域交流、商店街活動及び社会貢献
への積極的な協力を求める地域貢献条例等の制定を
促進すること。

５．不当廉売・不当表示等の取り締まり強化
（１）大規模小売店等の取引競争ルールを確立・徹底する

など、小売業における優越的地位の濫用行為を早期
に根絶させるとともに、不当廉売、不当表示等の違反
行為に実効性ある対応を実施して、適正価格で売れ
る仕組みを作ること。

（２）エネルギー、資材価格や労務費等のコスト上昇に係る
適正かつ円滑な価格転嫁を可能とするため、下請取
引環境の改善や商慣習の適正化に向けて取り締まり
を図るとともに、支援策を強化すること。

（３）下請法の対象となっている下請け企業に限らず、その
他の中小企業の取引に対しても手形等の支払期日短
縮に向けた指導・監督を行うこと。

６．経営力強化に対する支援
（１）非接触型・デジタル化を推進し、中小小売店及び商店

街の負担とならないよう、キャッシュレス決済手数料の
負担軽減や設備導入への支援を図ること。

（２）中小商業者のインターネット販売システム等の導入に
向けたデジタル技術の支援策を拡充するとともに、導
入後も専門家の派遣等を通じて、持続的な販売に繋
がる支援を継続すること。

（３）中小企業における省エネルギーや脱炭素の推進を図
るため、先進的省エネルギー投資促進支援事業費補
助金を継続・拡充すること

７．団地組合の再整備に係る支援策の創設等
　卸商業団地などの団地組合は地域の産業や雇用を支
える存在であり、災害時の防災拠点としての機能も有して
いることから、再整備に対して支援を行うこと。

⑫ サービス業対策
１．中小企業物流対策支援
（１）安心・安全な輸送手段の確保のため、高速道路等の

修繕・保守・再整備を強化すること。
（２）燃料油価格について、中東情勢等を踏まえて燃料油

価格激変緩和措置を延長すること。
（３）「物流革新に向けた政策パッケージの取組状況につい

て」及び「2030年度に向けた政府の中長期計画」を着
実かつ確実に実行すること。

２．高速道路割引制度
（１）平成26年４月の高速道路料金割引制度の見直しによ

り、事業者の輸送コストが増加している。小規模事業
者の輸送コスト削減はもとより、「休日上限1,000円制
度」などの観光需要を喚起し地域活性化を促すような
多面的な割引制度となるよう再度見直すこと。

（２）ＥＴＣマイレージポイント還元率を拡大すること。
（３）ＥＴＣコーポレートカード利用による平日朝夕割引の割

引対象となる地方部最大100kmまでの走行分につい
て大口・多頻度割引の割引対象走行にすること。

（４）事業協同組合等が行う共同精算事業において、ＥＴＣ
コーポレートカードの利用約款の変更により、違反点数

則とし、個別の販促支援等の実施を認めていない。
　継続的な事後支援は補助事業の事業化を促進する
観点からも非常に重要であり、事業化状況報告のフォ
ローアップ、販路開拓や販売促進等を支援対象とするこ
とに加え、対象年度の拡充等、フォローアップ支援事業
を継続・拡充すること。

（10）省力化、省人化を行うための補助金について補助率
のアップ及び補助上限額の引き上げを講じること。

（11）設備投資等を支援する補助金等について、申請要件
の緩和及び申請手続きの簡素化を講じること。

３．不当廉売及び優越的地位の濫用の防止、下請取引の
適正化

（１）不当廉売及び優越的地位を濫用した不公正な取引方
法に対して、国は迅速かつ的確に、実効性のある対処
を行うこと。

（２）弱い立場にある下請中小企業者が親事業者・発注事
業者による優越的地位の濫用等により不当な取引条件
を強要されることがないように法制度や業種別下請ガイ
ドラインの周知徹底を図ること。

（３）エネルギー･原材料価格高騰などのコスト負担増や従
業員の賃上げ等を実現するために､中小企業が適切
に価格転嫁し、利益を確保しやすい取引環境の整備
に向け、引き続き大企業など親事業者に対する､法制
度に基づいた厳正かつ適正な指導等を講じること。

　　≪重点要望≫
（４）中小企業組合を通じて行う団体協約などの取引条件

改善への取組みに対して要望の機会を設けるなど実
効性を担保できるよう発注者側の企業に対して指導を
行うこと。

　　また、価格転嫁交渉を円滑に進める有効な手段として
の『組合による団体協約の締結』の制度や仕組み、そ
の好事例を周知するとともに、組合組織の有用性を広
くＰＲすること。　　　　　　　　   ≪重点要望≫

（５）下請代金の支払いは、できる限り現金によるものとする
通達を親企業が遵守するよう指導すること。

（６）立場の弱い下請け等地域の中小企業者が強いられる
不公平な取引慣行を是正し、公正・公平な取引慣行の
実現に向けた政策を推進するとともに、下請け法など
関係法令への罰則規定の盛り込みなど、大企業等親
事業者への指導強化にも取り組むこと。

（７）中小小売業は、大手量販店との価格差やＥＣサイトで
の競争の激化により、経営環境が悪化し続け、将来の
展望が開けない状況となっていることから、国は中小小
売業の現状を直視して、「独占禁止法」や「業種別ガイ
ドライン」等を厳正に適用し、優越的地位の濫用、不当
表示、誇大表示等の不公正な取引や悪質サイトに対し
て、監視・監督の強化に努め、違反行為に対しては迅
速かつ実効性のある処分を行うこと。

（８）転嫁拒否が疑われる事案に対しては強力な罰則規定
を設けるなど、実効性のある価格転嫁対策を政府主導
で推進すること。また、大手事業者による転嫁阻害に対
して、国によるチェック機能が発揮できるよう、下請Gメン
や関係法令の一層厳格な運用を行うこと。

（９）不当廉売は、価格の安さ自体を不当視するものではな
いが、中小企業等の効率性によって達成した低価格販
売ではなく、採算を度外視した低価格によって顧客を獲
得しようとすることは独占禁止法上問題となる場合があ
る。特に、石油販売小売業においては、元売の標準的
な仕切価格やサービスステーション運営に必要な経費
の額から判断して、採算が取れないと思われるガソリン
の廉売事例が発生すると、周辺サービスステーションの
経営に甚大な被害を及ぼすこととなる。このため、採算

割れと思われる廉売によって、自社のガソリン販売量が
減少するなどの被害を受けている場合は、公正取引委
員会が速やかに情報収集や調査を行い、適切な指導
を行うこと。

４．地場産業・伝統的工芸品産業の振興対策
（１）ものづくり基盤を支える地場産業や伝統的工芸品産業

において、技術保持者の廃業により地域独特の文化の
担い手が途絶えることにつながることから、存続発展を
図るため、国は抜本的な対策を講じるとともに、業界の
活性化と産業の振興を強く進める各産地の協同組合
等への支援も併せて行うこと。また、それら地場産品の
販路を拡大するための支援制度を充実すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪重点要望≫
（２）ユネスコ無形文化遺産に登録されている縁付金箔の伝

統技術の保護・承継と需要拡大への支援を図ること。

５．ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の導入に向けた支援策の拡充
　食品衛生法等の一部改正により食品の安全確保を図る
ため、食品衛生管理の国際標準であるＨＡＣＣＰに沿った
衛生管理が全ての食品等事業者に義務づけられた。ＨＡ
ＣＣＰに沿った衛生管理を導入するためには、まずはＨＡＣ
ＣＰに関する認識を高める普及啓発が必要であるが、財政
基盤の脆弱な中小企業にとっては、事業所内で導入を進
める人材の育成や設備整備にかかるコスト負担などハード
ルが高いことから補助制度や税制等を含めた支援策を拡
充すること。
　また、食品安全に関する認証はＨＡＣＣＰ以外にも存在し
ている。大手流通からは、ＨＡＣＣＰ以上の認証規格であるＩ
ＳＯ22000や、さらに上位のＦＳＳＣ22000という認証が求めら
れる事が増えて来ている。そのため、ＨＡＣＣＰ以外の食品
安全管理に必要な認証制度への支援策を講じること。

６．新分野進出に向けた大学・公設試験研究機関等の機
能拡充・強化

　昨今のデジタル技術革新は、目覚ましいスピードで進行し
ているが、高度な技術やノウハウを持つ中小企業等が自社
の技術をどのように活用できるかを苦慮しているため、意欲
のある中小企業等の持つ高度な技術が活かされるよう、大
学・公設試験研究機関等の機能・体制を拡充・強化すると
ともにＤＸ人材の育成及び試験機器等の充実を図ること。

７．新分野進出・業態転換への支援
　社会構造・経営環境の変化により新分野・新事業展開や
業態転換等を余儀なくされ、従来の事業を縮小せざるを得
ない中小企業・小規模事業者が多い。異業種や他の業態と
の連携など新たな取り組みに対する支援策を講じること。

８．金属アーク溶接等作業における設備投資等の支援
　「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が、労働者に
神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らか
になったため、これらを特定化学物質に加え、労働者へのば
く露防止措置を義務付けることとした政令、省令改正等が
行われ、令和３年４月１日から施行されている。特に金属アー
ク溶接等作業を行う事業場においては、従来の「粉じん作
業」としての規制に加え、新たに特定化学物質としての措置
も義務付けられることとなり、中小企業等にとっては、多額の
費用負担が発生している。
　一部安全対策にかかる消耗品の購入にかかる補助金が
交付されていたが、今後も安心安全な作業場環境の構築
が促進されるように、作業床の改造等の設備投資を支援す
る補助金制度についても支援策を拡充すること。

の累計期間が３ヶ月から２年に延長されるなどにより利
用停止措置が厳しくなったが、組合が組合員の運行
管理に対する監督には限界があるので、見直すこと。

（５）ＥＴＣ大口・多頻度割引利用者への、道路法（車両制
限令）違反に対する罰則の算定基準について、所有
車両台数に応じた基準とすること。

（６）長距離輸送の効率化を図るため、高速道路の長距離
割引制度について現行の100～200㎞まで25％の割
引、200㎞超が30％割引から、100～200㎞までを
30％、200㎞超を40％の割引に拡充すること。

（７）国土交通省より、高速道路の深夜割引の見直し案
（深夜の適用時間帯に走行した分のみ）が示されたと
ころ、多くの組合員より見直し案に反対する意見があ
り、現行制度における割引適用待ちの車両の滞留は
社会問題化しているが、一方、トラック運転手の労働
環境の改善に繋がるとは言い難く、新たな問題が生じ
る可能性があるため見直し案を再考すること。

３．観光対策
（１）中小企業に勤める従業員等が、計画的に有給休暇を

取得できるような環境づくり並びにリフレッシュ休暇取得
の喚起を国が積極的に努め、国民の観光旅行の参加
機会を増大させること。

（２）現行の温泉法では、新たに温泉を掘削するには許可
が必要であるが、これを拒む理由がなければ、許可せ
ざるを得ないのが現状であり、誰でも温泉掘削が可能
となる状況では泉源が枯渇する恐れがあるため、早急
な対応策を図ること。

（３）入湯税の使途において「観光振興」と「温泉資源の保
護」を促進すること。

（４）人手不足に悩む旅館業等中小サービス業の生産性
向上施策を強化・拡充すること。

（５）出国税（国際観光旅客税）の使途について、地方の観
光地（特に温泉地）におけるソフト・ハードの観光基盤
の拡充・強化に対して十分な財源を振り分けること。

（６）宿泊観光産業の地位向上に向けた取組みとその発
信をするとともに、地域一体となった観光地・観光サー
ビスの高付加価値化に向けた支援や持続可能な地域
となるような事業再生に向けた支援を計画的・継続的
に講ずること。

４．葬祭業者の登録制・届出制
（１）現在、葬祭業は、墓地埋葬法第３条の遵守以外に許

認可・届出等の法規制が存在しないことから、イン
ターネットを活用して葬儀社の紹介に特化し、施行に
対して責任を持たない事業者が増えている。一部地
域では、火葬までの時間がかかるため、ご遺体保管を
ビジネスとして請け負う事業者も出現しており、公衆衛
生上、近隣住民と大きなトラブルになっているケースも
ある。

　　このため、こうした問題の実態調査を行うほか、社会
的な対応や現在法的根拠のない葬祭業界において、
登録制・届出制とすること。

（２）行政（地方自治体）と葬祭業組合及び葬祭業者が連
携して終活サポートを行うための体制整備に向けた支
援を行うこと。

５．自動車特定整備業に対する補助金等の創設
　近年の自動車整備業界では、ハイブリッド車や電気自動
車の普及により複雑化、高度化する技術に対応した自動ブ
レーキ等の安全性能の向上や高度なコンピュータ化が進
み、整備工場においても特定整備に対応した新たな設備
投資が必要になってきている。しかし、高度な検査機器の

導入等の特定整備への設備投資には多額の費用がかか
るため、中小企業等が設備投資を積極的に促進できるよう
に補助金等の予算を確保するとともに、補助金等の早期公
募や増額、自動車整備業に特化した工場等の設備投資
補助金の創設等具体的な支援策を講じること。

６．石油販売業界の持続的な発展・維持を目的とした支
援策の強化

（１）カーボンニュートラルの実現に向けた合成液体燃料開
発予算の拡充

　　自動車のカーボンニュートラルの方向性が不透明で
ある中、これからの経営に与える影響や具体的なロー
ドマップがいまだ示されていない。ガソリンスタンドは、地
域のサービスステーションとして平時・災害時にも安定
供給責務を全うすることが必要であり、そのための具
体的なロードマップの策定や経営多角化・事業転換
等の政策支援に加え、既存のサービスステーションの
インフラがそのまま活用できる二酸化炭素と水素から
製造する「合成液体燃料」の早期実用化に向けた開
発にかかる予算や石油元売りに対するグリーンイノ
ベーション基金をはじめとした更なる予算を拡充するこ
と。

（２）「過疎地問題」を解消するサービスステーションの存続
対策の強化

　　全国のサービスステーション数は、ガソリン需要の減
少、後継者難等により減少し続けているが、近隣に
サービスステーションがない住民にとっては、自家用車
や農業機械等への燃料供給や移動手段を持たない
高齢者への冬場の灯油配達などに支障をきたし、「過
疎地問題」が顕著化されつつあるため、地域住民の生
活環境の維持及び防災上の観点から自治体等が
サービスステーションの存続についての対策を積極的
に取り組むこと。

（３）長引く原油価格の高騰により燃料油激変緩和補助金
が延長されているが、地政学的なリスク要因を背景と
した今後の価格高騰リスク等や様々な経済情勢を見
極めるため、措置期間をさらに延長すること。

７．市街化調整区域における物流施設等の開発許可へ
の対応

　中小企業者が全体の99％を占めるトラック業界におい
て、自然災害対策や事業継続に向けた営業所や物流施
設等の移転・新設、共同化や事業集約における施設整備
等の適正な用地取得が難しくなっている一方で、自然災害
は以前より頻発・激甚化する傾向にあり、緊急物資の輸送
等を担うトラック運送事業者の役割はより重要となっている。
　現状、市街化調整区域等において物流施設等の開発
を行う場合、開発許可が必要といった立地規制があり、こ
れが自然災害対策や事業継続力強化に向けた施設整備
を行う際の投資意欲を低下させる一要因にもなっているこ
とから、開発許可に要する時間を短縮するなどの必要性を
見直すこと。

① 総合経済・中小企業対策
１．中小企業・小規模事業者の新たな成長・持続的発展を
支える経済再生支援

（１）経済が回復基調にある中で、その回復エンジンを力強
く、本格的なものとするために、挑戦意欲のある中小企
業・小規模事業者が組合等を活用してさらなる成長促
進を図るための施策を講じること。

 　また、その構築にあっては、活用方法の明快さ、申請書
類等の簡素化など、活用しやすいしくみ、制度設計とす
ること。

（２）地域商業・サービス業に対する消費喚起の支援策の拡
充及び継続
①物価高による消費者の買い控えが影響し、適正な価格
転嫁が進まない中で、地方の小売業や宿泊、飲食店等
の事業者の多くは、引き続き厳しい状況が続いている。
今後も地域商業・サービス業に対する賑わいを創出す
るイベント開催への補助金の交付や先払いの地域商
品券、食事券、宿泊券等の発行による消費喚起の支援
策を拡充及び継続すること。　　　　   ≪重点要望≫

②観光関連産業において、地域によっては「全国旅行支
援」や自治体独自の旅行支援策を講じているところもあ
り、インバウンドの回復と相まって全国的に賑わいが戻っ
てきている。その一方で、一部の観光地・観光エリアで
はサービス業従事者の人手不足や交通費・燃料費の
高騰による旅行者の伸び悩みが懸念されており、地域
経済を支える観光関連産業の継続的な支援の強化を
長期にわたって行うこと。

（３）早期の入込客数回復に向けた地域経済の活性化支援
①早期の入込客数回復に向け、観光地での消費喚起を
促進するために、高速道路料金の減免や魅力ある地
域資源と結びつけた誘客推進等観光振興策を推進す
ること。
　また、観光地での感染症予防措置への対応に設備や
システム等の導入、修繕が必要となっていることから、
観光客の受入れ態勢整備への補助金等の支援策を
創設すること。

②日本は円安という追い風によりインバウンドが回復してお
り、多様化する訪日外国人旅行者のニーズに対応して
いく必要があるため、快適に旅行を満喫できる環境整
備及び災害など緊急時への対応として、多言語での観
光情報提供機能の強化、無料Ｗｉ－Ｆｉサービスの整
備、キャッシュレス決済の普及、バリアフリー化の推進、
ＭＩＣＥの誘致・開催支援など既存の旅館・ホテルに対
する観光客の受入れ体制整備への補助金等の支援
策を強化すること。

（４）観光客増加のための全国旅行支援の継続並びに助成

金等の拡充
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの
５類移行に伴い、観光を通じた国内の交流活発化によ
る地域経済の活性化が期待できるため、全国旅行支援
を当面継続すること。
また、観光産業の発展は、地域経済の活性化や雇用の
増大等につながるため、地域経済を牽引する産業分野
の一つとして燃料価格高騰の影響を受ける観光関連
事業者の事業継続を促すためにも、経営状況が回復す
るまでは、助成金等の支援策を講じること。

（5）航空機業界への支援
①航空機産業は、回復傾向が顕著になったといえども経
営面では厳しい状況が続いている。コロナ禍を経て航
空機産業一辺倒の危うさに気付いた部分もあり、新分
野進出が新たなテーマになってくる。今後とも諸支援
策のほか、競争力の強化・維持支援策や新ビジネス展
開支援を充実すること。

②中部地域は、アジアＮｏ.１航空宇宙産業クラスター形成
特区に指定されており、航空機部品の産業集積地とし
て地域経済の発展に大きく寄与している。民間航空機
市場は、一時はコロナ禍で落ち込んだものの、今後の
旅客需要は増加が見込まれており、航空機産業の集
積地である中部地域は大きなポテンシャルを有している
ことから、中部地域の航空機製造サプライヤーの事業
継続や人材確保、新分野展開などの支援強化に取り
組むこと。

２．中小企業者支援施策
（１）国が実施する各種支援施策に関する情報周知の徹底

並びに事務手続きの簡素化を図ること。
（２）カーボンニュートラルの推進やサーキュラーエコノミーの

実現及びDX等経営力強化・生産性向上に取り組む中
小企業者に対する支援施策を拡充すること。

（３）地域資源や観光資源を活用した取り組みを行う中小企
業者に対する支援施策を拡充すること。

（４）外的要因による経営環境の変化に対応するため、事業
転換や業態変化を図る中小企業者への支援施策を拡
充すること。

（５）中小企業支援施策は、地域経済を支える中小企業の
成長を強力に後押しするとともに、地域の実情に応じて
適切で分かりやすい施策とすること。とりわけ、全体の９
割を占める小規模事業者の意欲ある取り組みを強力に
支援すること。

（６）各種業法の運用解釈が自治体によって異なる場合に
は、中小企業者にとって負担軽減となるような統一見解
を示すこと。

（７）省力化・省人化に資する設備等の導入により人手不足
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の解消を図る中小企業者に対する支援施策を拡充す
ること。　　　　　　　　　　　　　 ≪重点要望≫

３．情報化支援の拡充・強化（ＩＴ化）
（１）中小企業並びに中小企業組合へのＩＴ化・ＤＸ推進の

ためのハード面（情報機器導入資金補助等）・ソフト面
（情報担当者育成、システム開発支援等）の支援体制
を拡充・強化すること。

　　また、デジタル社会が進展する中で、ＤＸの概念や活
用手法を中小企業に広く普及する必要がある。組合を
活用することで、ＤＸ推進をより効率的に実施できること
から、組合を通じた中小企業のＤＸ推進対策を実施す
ること。

（２）個人情報保護法への対応、情報セキュリティに関する
専門人材の育成や中小企業における情報セキュリティ
対策に対する一層の支援を拡充すること。

（３）ＩＴやＤＸは中小企業等の生産性向上や経営の活性化
を図るために有効であるが、その利活用において中小
企業等と大企業との格差が広がっている。また、近年は
タブレット・スマートフォン等で操作性が向上しているこ
とから、中小企業等が利活用できるＩＴ導入やＤＸ推進
に取り組むリスキリングに関する助成制度等ＩＴスキル・
能力向上のための支援策を講じること。

（４）情報化の進展に伴いサイバー攻撃の脅威が増加して
いる中で、企業がサイバー攻撃を受けると金銭的な損
失に留まらず、取引先の信用も失うなど多大な被害と
なる可能性が高く、その対策への取り組みが重要で
あるものの、中小企業等にとって設備導入やシステム
導入は負担が大きいため、補助金等の支援措置を講
じること。

（５）サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業（ＩＴ導入補助
金）の継続・拡充を図ること。

４．組合士制度
（１）中小企業組合士の社会的地位と資質向上を図るた

め、中小企業組合士制度の積極的な振興策を講じる
こと。

（２）「中小企業組合士制度」は、組合事務局の資質向上を
図るとともに中小企業組合の活力ある発展と企業の育
成に寄与している。このため、中小企業組合士の社会
的地位と資質向上並びに組合士制度促進のため、国
家資格化を図ること。

５．組合制度
　中小企業組合が景気の変動に対応し継続して活性化す
るとともに、組合員の経済活動の促進を図り円滑な組合運
営を行うため、次の組合制度を改善すること。
（１）時代の移り変わりとともに、既存事業の見直しを行い、

組合員のニーズに合った新事業の立ち上げは、組合
存続のために必要不可欠と思われるが、事業の効率
や採算を考えた場合、員外利用の20％が高い壁となっ
て、組合員のニーズに応えられない。

　　経済事業活動をさらに拡大、活発化させ、安定的かつ
円滑に組合運営を行うため、員外利用制限の緩和を
図ること。

（２）地方、特に人口減少地域にある共同店舗組合におい
ては、組合員の廃業や脱退などから店舗自体の運営
維持も難しい状況があることから、そこで、出資を伴わ
ないテナント出店や大企業等の出店等、利用制限を超
えた員外者の施設利用を認めるなど柔軟な運用を行
うこと。

（３）商店街振興組合において、テナント運営となっている店
舗も多く、理事会や総会の出席率の低下及び理事を引

き受ける人の減少が著しいこともあり、円滑な組合事業
推進を図るため、商店街振興組合における員外理事の
制限を緩和すること。

（４）事業協同組合及び商店街振興組合等の設立要件を
緩和すること。

（５）協同組合や商店街振興組合等において事業承継が
円滑にいかず、廃業を検討している組合員に対しての
支援として、組合自体が事業承継につながるよう、その
組合員の経営を行うことができるように共同事業の範囲
を拡大すること。

（６）役員の選挙の方法として指名推選を規定しているが、
この選挙方法を採用するためには、総会に出席した者
全員が同意し、さらに選考委員が選んだ候補者を一括
して出席者全員が同意する必要があるが、この出席者
全員の同意という条件は厳しいので出席者の３分の２
の同意で実施できるように緩和すること。

６．建設関連業種への支援
（１）建設業は、地方にとって経済、雇用、地域の活力を左右

する重要な産業であり、社会資本の整備、維持管理を
通し、災害時の対応など住民の安心・安全に寄与する
産業である。その担い手である地方中小企業の健全な
利益の確保と計画的な人材確保・養成、設備投資が
必要であることから、地方中小企業向け公共事業に対
する長期的かつ安定的な発注計画を作成すること。

（２）将来にわたる公共工事の品質確保とその担い手の中
長期的な育成・確保に向けて、適正な利益を確保する
ため、最低制限価格の引き上げと設定範囲の上限撤廃
を行うこと。

７．地域資源の活用支援
　地域資源を活用し、地方経済の実態に即した景気対策
を実施するため、以下の支援を講じること。
①地産地消の推奨を図るため、公共物件における地域産
材等の使用を制度化すること。

②日本の住宅業界はウッドショックと言われる外国産木材の
供給不足とそれを補う国内産材の生産体制ができていな
いことが表面化しているため、森林整備や素材生産業者
の確保により、国産木材の安定供給、活用促進のための
支援策を拡充・強化すること。

８．中小企業の海外販路開拓支援の強化
　国内中小企業が今後とも成長・発展を遂げるには、アジ
ア諸国をはじめとする海外市場を取り込んでいく必要があ
るため、経験が乏しい中小企業が海外展開に取り組むうえ
で必要な情報やノウハウの提供、フィージビリティスタディや
プロモーション活動などについての支援策を積極的に努め
ること。

９．人材確保・後継者育成・事業承継・事業継続対策
（１）中小企業の後継者育成に関する支援策を拡充・強化

するため、広い視野や新しい視点から業界や社会情勢
を見ることができる人材育成に努めている組合青年部・
女性部組織等を活用した資質向上や地域経済のリー
ダー養成に向けた活動等に対する助成措置等後継者
育成支援策を講じること。

（２）事業承継に係る設備投資や販路開拓に関する支援施
策を拡充すること。

（３）後継者育成・事業承継・企業の合併買収など中小企
業の存続に関する情報提供及び相談体制を強化する
こと。

（４）事業承継に関する人材養成及び後継者育成のための
支援施策の拡充及び相談体制の強化を図ること。

（５）大規模災害による社会インフラの停止や感染症による
行動制限などを貴重な教訓とし、企業の危機管理能力
を高め、緊急時における事業活動の継続を図り、サプラ
イチェーンを遮断させることなく、地域経済の維持・発
展を図るため、中小企業・小規模事業者や中小企業組
合が取り組むＢＣＰの策定・運用に対する支援措置をよ
り一層推進するとともに、中小企業強靭化法に基づく連
携型事業継続力強化計画認定後の支援策を強化する
こと。

　　また、県域を越えた連携に対する支援を強化すること。
≪重点要望≫

（６）ＢＣＰ（事業継続計画）及び事業継続力強化計画を策
定した事業者等を対象とした無停電電源装置、自家発
電設備等の防災設備の導入及び工場等の生産設備
の耐震化、制震及び免震装置等の減災設備に対する
補助金等の支援策を講じること。

10．業界固有の技能者資格等の国家資格化 
　建設工事関連業の現場作業者における「登録基幹技能
者」、中古自動車販売店の販売員が認定される「中古自動
車販売士」など、業界固有のエキスパート人材を認定する
資格制度の国家資格化を図ること。

1１．建設業許可へ許可業種「サイン工事業」新設
　大手ゼネコンの現場等の作業の際に現場許可取得を求
められる場合が発生している。現在、サイン工事（看板業）
には該当する建設業許可項目がないため、他の工事（と
び・土木・コンクリート工事業、鋼構造物工事業）で許可取
得をする必要があり、多くの手間が掛かっているため許可
業種へ追加すること。

②成長促進・発展対策
１．事業承継支援 
　中小企業の多くでは後継者の確保が難しく、経営者の
高齢化に伴う廃業が増加していることから、地域経済の活
性化を維持するためにも後継者の育成及びM&A、従業
員承継を含めた親族外承継に関する支援策を拡充・強化
すること。

③ 連携対策
１．中小企業者・組合等連携組織支援施策 
（１）中小企業者及び組合に対する経営力強靭化・成長促

進支援施策を拡充すること。
（２）組合が組合員のために行う事業に対する財政的支援

を拡充すること。
（３）中小企業連携組織対策の充実・強化
①事業協同組合をはじめとする中小企業連携組織は、
個別企業では対応の難しい生産性の向上や人材の
確保などに大きな役割を果たしていることから、中小企
業連携組織対策を中小企業対策の重要な柱として位
置付け、拡充すること。　　　　　　　≪重点要望≫

②小規模企業振興基本法による小規模企業者に対して
の支援策の拡充に伴い、小規模企業者で組織する組
合等については、各種補助金の補助率10／10にする
など、早急に支援の充実を図ること。

③事業協同組合をはじめとする中小企業連携組織は、個
別企業では対応の難しい生産性の向上や人材の確保
などに大きな役割を果たしていることから、中小企業連
携組織対策を中小企業対策の重要な柱として位置付
け、拡充するとともに、同対策の実施を担う中小企業団
体中央会の指導体制を強化し、中小企業等協同組合

法などによる連携組織を積極的に支援できるよう十分な
予算措置を講じること。

④中小企業団体中央会の連携組織に対するコーディ
ネート機能を強化するため、中央会指導員の資質向上
に対し十分な予算措置を講じること。

２．中小企業者の官公需受注機会の確保 
（１）国は、「官公需についての中小企業の受注の確保に関

する法律（官公需法）」並びに毎年度出される「中小企
業者に関する国等の契約の方針」に基づき、中小企業
者並びに官公需適格組合への官公需発注の増大に
努めること。

　　また、国等の発注機関は、年間を通じて発注の標準化
に努めること。

（２）地方公共団体を含めた各発注機関に対して、官公需
施策への理解を深めるための指導を行うとともに地元中
小企業や官公需適格組合等の受注機会増大に向け
た取り組みを推進すること。

（３）地方公共団体を含めた各発注機関に対して、エネル
ギー、資材価格や労務費等のコスト上昇分に対応した
必要経費等の発注価格への反映がなされるよう指導を
強化すること。

（４）地方公共団体を含めた各発注機関に対して、少額随
意契約の見直し及び最低制限価格制度等の活用を促
進するなど、適正価格での受注機会の確保がなされる
よう指導すること。

　　中小企業等は、地方自治体からの発注が減少するな
か、受注確保のため、低入札価格での受注競争が激
化しており健全な事業活動が行えていない。適正価格
での受注確保のため、国及び地方自治体は最低制限
価格制度を導入している場合、入札が不調になるという
ことは低価格競争に繋がっていることを認識し、最低制
限価格の金額を見直すほか、著しい低価格による落札
が行われないよう低入札価格調査制度を積極的かつ
適切に運用すること。

　　また、人件費及び原材料の上昇といった状況を反映し
ていないことから、インフレ条項の適用により、適正な価
格での柔軟な発注にも努めること。

（５）地方公共団体を含めた各発注機関に対して、官公需
適格組合との緊急時における災害協定等の締結並び
に協定に基づいた優先発注の推進を指導すること。

（６）官公需適格組合やカーボンニュートラルの推進など環
境に配慮した取り組みを行っている中小企業等に対し、
審査時における加点等の措置を講じること。

（７）適切な予定価格の作成にあたっては、需給の状況、原
材料及び人件費等の最新の実勢価格等を踏まえ、参
考見積をもとに予定価格を設定することとし、随意契約
の場合には参考見積を聴取した事業者に対しても取引
から排除しないこと。

３．特定地域づくり事業協同組合制度の拡充・改善
　「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業
の推進に関する法律」に基づく特定地域づくり事業協同組
合制度は、人口急減地域において、地域の仕事を組み合わ
せて年間を通じた仕事を創出し、組合で職員を雇用し事業
者に派遣することにより、安定的な雇用環境や一定の給与
水準を確保することで移住・定住を促進し、その地域の活
性化につながることから、制度の周知を継続的に図るととも
に、永続的かつ着実な財政支援措置を講じること。

④ 地域経済・振興対策
－

⑤ 金融対策
１．中小企業への円滑な資金供給体制の確立と金融機関
への指導継続

（１）金融機関によるリレーションシップバンキング機能や、事
業性評価を重視した円滑で迅速な融資を可能とする
こと。

（２）経済対策に呼応した融資条件の緩和等中小企業金融
対策の一層の充実
①経済環境の急激な変化（エネルギー・原材料価格の
高騰や過度な円安、人手不足等）や、取引先の経営
状況の悪化等を乗り越えるための、地域や業種や業
態に合わせた機動的な金融施策の拡充を図ること。
　　　　　　　　　　　　　　　   ≪重点要望≫

②エネルギーや原材料価格等の高騰により、日々の運転
資金に支障をきたす中小企業者に対する適切かつ迅
速な資金繰り支援のほか、経済社会の構造等の変化
に適応していくための経営改善・事業転換に係る金融
支援、そしてコロナ禍で増大した債務（ゼロゼロ融資な
ど）に対応する事業者への事業再生支援など、事業者
の実情に応じた金融支援を講じること。

③金融庁は、金融機関の「経営者保証に関するガイドライ
ン」の積極的な活用を監督し、融資慣行として浸透・定
着を図るとともに、令和６年３月にスタートした保証料率
の上乗せにより経営者保証を提供しないことを選択でき
る信用保証制度の周知徹底及び経営者保証に依存し
ない融資慣行の確立を更に加速させるために策定され
た「経営者保証改革プログラム」に基づく積極的な融
資の推進を図ること。

④業績の回復していない事業者に対する既往貸付に対
する条件緩和や、借換等の制度の維持・拡充を図る
こと。
⑤コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進み、民間
金融機関に対して実質無利子・無担保融資の返済
が行われている中、中小企業等が債務超過や赤字と
なった場合でも事業再構築などの前向きな取組の促
進など、地域の金融機関においては、個々の中小企業
等の実態を踏まえた新たな資金需要の支援を強化す
ること。
⑥スタートアップ企業との連携・DX・GX・SDGｓ等、更なる
成長に向けた取組みや円滑な事業承継等を支援する
金融施策の充実を図ること。

⑦「事業成長担保権」制度の早期導入並びに活用に向
けた体制強化及びサポート態勢の整備を行うこと。

⑧日本銀行のマイナス金利解除の実行に伴い、借入金利
の引き上げがあった場合に、中小企業等は借換えや新
規借入れ時の返済負担増に苦慮する可能性が高まる
ため、現状では、賃上げと物価高騰に加え、利上げが
実行されると経営悪化が見込まれることから、セーフティ
ネットによる金利引き下げの措置をとり、マイナス金利解
除の影響が企業経営に及ばないように柔軟な対応を
行うこと。　　　　　　　　　　　　  ≪重点要望≫

⑨金融機関による経営改善・事業再生支援等の伴走支
援を一層推進するための施策を強化すること。

⑩制度改正等による資金需要に対して、業種・業態を考
慮した金融措置を策定すること。

２．政府系金融機関の更なる機能強化と融資制度の拡充
（１）緊急時をはじめ商工中金及び日本政策金融公庫の果

たす役割がますます重要になってきており、中小企業等
の状況を的確に把握して実情に合った事業を展開する
など、機能の強化を図るとともに、地域の中核となる中小
企業等の事業転換・設備投資、中小企業組合や地域

資源を活用する企業連携体を支援するため、融資制度
を拡充すること。

　　また、令和５年６月14日に改正商工中金法が成立した
が、引き続き、組合及び中小企業等の金融の円滑化を
目的とし、足もとで加速する様々な事業環境変化に挑戦
する中小企業等への支援を維持・強化すること。

（２）経済環境の急激な変化を乗り越えるための相談対応の
充実及び特別貸付の拡充を図ること。

（３）セーフティネット機能を発揮するための危機対応業務の
拡充を図ること。

（４）資金提供の円滑化を図るため融資対象事業の評価に
基づく低金利等優遇措置をとること。

（５）事業承継や人手不足等、企業が抱える課題解決に対
する支援機能を強化すること。

３．信用補完制度の充実 
（１）「経営者保証に関するガイドライン」に基づいた、不動産

担保や人的保証に依存しない融資制度の促進を図る
こと。

（２）金融機関と連携した保証審査期間の短縮化や、事務
の簡略化を図ること。

（３）信用保証協会のセーフティネット保証は資金調達力の
弱い中小企業・小規模事業者をサポートする重要な施
策であるため、信用保証協会の基金補助金の確保及
び信用保険向け政府出資金を確保すること。

（４）経済環境の急激な変化等の緊急時における特別貸付
（無利子・無保証融資等）に対する保証条件を緩和す
るとともに、条件変更による追加信用保証料についても
免除すること。

（５）返済履歴を考慮した保証料率の引き下げ等の優遇措
置を図ること。

４．高度化融資制度の弾力的運用
（１）高度化融資制度の充実強化を図り、個人保証について

は求めないこと。
（２）高度化資金の返済について、組合の運営は組合員の

減少等により非常に厳しい状況にあり、当初の返済期
限や返済額を履行できない組合が多数出てきている
ので、返済条件の緩和について一層弾力的に運用す
ること。

５．中小企業倒産防止共済制度の見直し
　中小企業倒産防止共済制度は、取り引き先の倒産・廃業
など貸し倒れリスク及び連鎖倒産を防止する備えとして意義
ある制度であるため、次の見直しを行うこと。
①共済金貸付時に貸付額の10％を掛金総額から控除す
る制度は負担が大きいため、廃止すること。
②共済に加入して間もない時期でも、取引先の突発的な
倒産に対して貸付が受けられるよう６ヶ月未満の貸付
制限を見直すこと。

⑥ 税制対策
１．消費税
（１）消費税率引上げに伴う中小企業における事務負担軽

減措置の導入等、十分な対策を取ること。
（２）国際情勢の影響等により経済が悪化している現状を鑑

み、消費税の基本税率の見直しや二重課税（ガソリン
税、酒税、タバコ税等）の解消を検討すること。

（３）消費税の適正かつ円滑な価格転嫁を図るため、違反行
為に対しては引き続き監視と摘発を徹底すること。

（４）現在、免税事業者については課税売上高が１千万円
以下、簡易課税制度については課税売上高が５千万

円以下の事業者に対して適用されているが、零細事業
者の事務負担を考慮しこの制度を維持すること。

（５）インボイス制度について、業種・業態ごとの実情や取引
の実態を踏まえた負担軽減措置及びシステム改修等に
対する十分な支援策を講じるとともに丁寧な制度周知
に努めること。

　　また、仕組みを簡素化し２割特例や少額特例等の負
担軽減策の延長や恒久化、または追加的措置の導入
など、中小事業等の状況を踏まえた柔軟な運用を行う
こと。

（６）インボイス制度や電子帳簿保存法など、既にスタートし
た税制に関する新たな制度等への対応を進めるのと
併せて「業務のデジタル化（DX）」に取り組むことによ
り、人的資源に乏しい中小企業のバックオフィス業務全
体の効率化を進めるための会計ソフトの導入や既存ソ
フトの改修、クラウドサービスの活用などに係る経費の
補助を講じること。

２．法人税
（１）国際競争力の向上を図り、国内投資や雇用創出を促進

するため、中小企業の成長を第一に、法人税率の更な
る引き下げと中小法人に対する軽減税率の延長・引き
下げを図ること。

（２）中小企業等の法人実効税率を引下げること。
（３）企業組合及び協業組合の法人税率を引き下げること。
（４）収益の悪化している中小企業を支援するため、欠損金

繰戻還付請求制度の拡充及び繰越控除期間を延長
すること。

（５）中小企業組合において、賦課金収入に対する課税を撤
廃すること。

（６）中小企業及び中小企業組合の軽減税率を引き下げる
とともに、適用所得金額を撤廃すること。

　　我が国の経済成長の源泉である中小企業等の経営
基盤や国際競争力の強化、また、創業促進の観点から
も、中小企業組合及び中小企業に対する法人税率は、
現行の軽減税率15％からさらに引き下げるとともに、適
用所得金額については撤廃すること。

（７）賃上げ促進税制における要件の緩和及び控除率を引
き上げること。

（８）中小法人の軽減税率を引下げ、適用所得金額を見直
すこと。

（９）ＤＸ及び設備投資に係る減価償却資産特例を拡充す
ること。

（10）税制上の優遇を受けられる中小企業の定義となる資
本金額を引き上げること。

（11）法人事業税の外形標準課税の中小企業への適用拡
大や中小法人向け租税特別措置の利用制限を行わな
いこと。

（12）激甚災害に指定された地域の企業への寄付金の損
金算入限度額を引き上げること。

（13）各種減税申請を行う際の手続きの簡素化を図ること。

３．同族会社・事業承継税制
（１）「個人版事業承継税制」が創設されるなど抜本的に拡

充されたが、中小企業が事業基盤を損なうことなく、後
継者に円滑に事業を承継し発展できるよう、自社株の評
価方法等についての更なる見直しや簡素化を推し進
め、制度の更なる充実を図ること。

（２）中小企業等の事業承継が円滑に行われるように、事業
承継税制を活用することで後継者が取得した自社株式
に係る贈与税・相続税について、納税猶予を受けられる
が、雇用維持要件を満たせなかった場合、書類の提出
や助言が必要となるなど、中小企業等への負担が大き

い。事業承継を円滑に行うためにも、非課税贈与額の拡
大などにより、事業承継税制の一層の拡充を図ること。

（３）事業承継税制は、平成30年度税制改正において、10
年間（平成30年1月1日から令和9年12月31日まで）、納
税猶予の対象となる非上場株式等の制限（総株式数
の最大３分の２まで）の撤廃や納税猶予割合の引上げ
（80％から100％）等の特例措置が創設されたが、多くの
中小企業では事業承継への対応が進んでおらず、後
継者に円滑に事業を承継し発展できるよう、特例措置
適用期間の延長を図ること。

（４）事業承継・引継ぎを契機とする業態転換や多角化を含
む新たな取り組みを支援する「事業承継・引継ぎ補助
金」はあるものの、実情として事業承継には時間を要す
ることが想定され、公募期間や事業期間を長くするなど
中小企業事業者にとってより効果的な運用となるよう制
度を拡充・強化すること。

（５）事業承継を円滑に行うため相続税・贈与税の納税猶予
及び免除の特例措置期間の延長や手続きの簡素化を
図ること。また、取引相場のない株式の評価方法を見直
すこと。

４．中小企業投資促進税制
　中小企業の思い切った設備投資を可能とし、生産性の一
層の向上を実現するため、新分野進出の際の税制優遇を
含め、中小企業投資促進税制及び経営強化税制の更なる
拡充を図ること。また、本税制について恒久化を図ること。

５．自動車関係税制
（１）我が国の自動車関係諸税については、税負担が複雑

で過重となっており、さらに、消費税率の引き上げに伴い
一段と税負担が重くなっているので、自動車関係諸税を
整理し、軽減すること。

（２）生産･製造工程などで使用する軽油に対する軽油引
取税の免税措置を恒久化･拡充すること。

（３）揮発油税は、消費税との二重課税であることから過重
な税負担を見直すこと。

（４）低年式自動車に対する自動車税のあり方を見直すこ
と。

（５）一般財源となった自動車重量税を廃止すること。

６．事業所税の廃止
　政令指定都市や人口30万人以上の指定市などに課せら
れている事業所税を廃止すること。

７．償却資産に係る固定資産税の廃止　　
　償却資産に係る固定資産税は、多数の設備を有する製
造業や建設業など特定の業種に負担が偏っているといった
業種間の税負担の偏在、中小企業の設備投資意欲の低下
や事務負担を増加させる一要因にもなっていることから、廃
止すること。

８．食事支給の非課税枠の引き上げ又は上限の撤廃
　近年、弁当製造のための原材料費の高騰等の影響もあ
り、製造コストが上昇しているが、その上昇分を価格に転嫁
するにあたり、提供先である事業者の食事支給の非課税
枠が所得税法上、月3,500円以下であるため、事業者は事
業主負担が3,500円以下になるように調整しており、価格引
き上げ交渉が困難となっている。このため、食事支給の非
課税枠3,500円の引き上げ又は非課税枠の上限の撤廃を
図ること。

９．その他中小企業・中小企業組合税制の充実強化
（１）「地球温暖化対策のための税」、いわゆる環境税の導

入により、全化石燃料に対してＣＯ₂排出量に応じた税
率が石油石炭税に上乗せされているが、中小企業者に
おいて過度の負担増とならないよう、免税・還付措置等
の負担軽減措置を講じること。

（２）賞与及び退職給付金の繰入の損金算入ができれば、
中小企業の内部留保が増え、従業員の福利厚生の充
実や経済活力を取り戻すことにつながるので、制度を復
活させること。

（３）役員報酬は、職務執行の対価であるにもかかわらず、損
金算入には、定期同額給与や事前確定届出給与など
厳しい制約が課せられているが、経営基盤が不安定な
中小企業の実態を踏まえ、役員報酬を弾力的に改訂で
き、損金算入できる制度にすること。

（４）自社利用目的のソフトウェア（無形固定資産）の償却年
数を、現行の５年から３年に短縮すること。

（５）消費の拡大を通じて経済活性化を図るため、資本金１
億円以下の中小法人の交際費について年800万円ま
で損金算入できる時限措置（令和９年３月末まで）を恒
久化すること。

（６）電力多消費産業に適応されている再生可能エネル
ギー発電促進賦課金の減免制度の見直しについては、
企業の負担増となり、国際競争力の低下につながるた
め、実施しないこと。

（７）鉄筋コンクリートや鉄骨鉄筋コンクリート造りのホテル・
旅館の固定資産税評価における最終残価率到達年
数が50年から45年に短縮されたが、未だ大きな負担と
なっているため、さらなる短縮化を図るほか、法人税に
準じた固定資産税の減免又は免除など見直しが確実
に実施されること。

（８）事業用地や公共・公益性のある共同施設などへの固
定資産税の軽減制度等、中小企業と地域にとって真に
実効ある固定資産税の負担軽減のための措置を講じ
ること。

（９）中小企業の事業再構築又は新分野進出・新事業への
取り組みに関する税制措置を講じること。

⑦ 労働対策
１．雇用・労働施策の拡充
（１）急速な少子高齢化が進展する中で、貴重な労働力であ

る子育て世代の労働者がその能力を発揮するために
は、働きながら育児ができる環境を整備する必要がある
ため、認可保育所においては、土・日曜日保育の実施と
延長保育時間の拡充や病児保育に対応することを認
可条件にするとともに、保育所に対して必要な経費を支
援すること。

　　また、保育士の確保や継続就業は待機児童問題の解
消につながるため、保育士養成学校の拡充並びに保育
士の処遇改善に努めるとともに不登校児童・生徒等の
受け皿となっているフリースクールへの財政支援を行う
こと。

（２）働き方改革関係法令の施行に伴い、その運用にあたっ
ては、中小企業にとって過度な負担とならないよう十分
に配慮するとともに、多様な働き方の実現に向け、中小
企業が対応しやすい環境を整備すること。

（３）働き方改革による時間外労働の上限規制については、
立場の弱い中小企業では、取引先の都合等により依然
として実施が困難な状況にある。特に、令和６年４月か
ら時間外労働の上限規制が適用された自動車運転業
務については、運送業界に限らず、経済全体に大きな
影響があることから、時間外労働につながる取引慣行
の見直しを推進すること。

　　また、同じく時間外労働の上限規制が適用された建設

業については、上限規制を考慮した工期設定を行うこ
と。　　　　　　　　　　　　　　　 ≪重点要望≫

（４）定年延長や継続雇用の延長など高齢者の雇用推進整
備に取り組む小規模・零細事業者に対し、積極的な支
援策を講じること。

２．中小企業の経営状況等を踏まえた最低賃金の設定及
び賃上げ支援の充実

（１）最低賃金の設定にあたっては、地域中小企業の経営
状況や雇用実態等、地域中小企業の実情を考慮する
と共に、地方最低賃金審議会の自主性を損なわないよ
うにすること。　　　　　　　　　　　≪重点要望≫

（２）中小企業の賃上げを支援するための労務費を含む価
格転嫁を推進すると共に、助成の充実や各種補助金
等における優遇措置の強化を図ること。

３．社会保障制度
（１）社会保険制度については、中小企業の経営実態等に

配慮し、将来的に安定した制度の確立に取り組むこと。
（２）社会保険料の引上げや適用拡大については、中小企

業の活力の維持・発展を阻害することがないよう慎重に
検討すると共に、事業者の負担を軽減する措置を講ず
ること。

（３）中小企業等への負担が過度にならないよう、社会保険
の保険料率の安易な引き上げは行わないこととし、中
小企業等の賃上げに伴う社会保険料の負担軽減支援
策の創設を中心とした社会保険制度の改善を行うこ
と。

（４）少子高齢化の進展により、生産年齢人口が減少に転じ
た今、パートやアルバイトなどで働く女性の存在は、貴
重な働き手となっている。そのような中、女性の就労抑
制につながっているとされる年収「103万円」あるいは
「130万円」などの、俗にいう「年収の壁」について早期
に撤廃し、望むように働き・活躍できる社会にするため、
税制や社会保険制度の抜本的な見直しを行うこと。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪重点要望≫
（５）年収の壁の問題について、中小企業の労働力確保を

阻害することがないよう抜本的な対策を講ずること。
（６）働き方改革関連法改正の猶予期間終了による影響を

受ける業種への支援を強化すること。

４．教育・人材育成
（１）大都市圏への人口の一極集中を是正し、地域に必要な

人材を呼び込み、地方の中小企業の人材確保を促進
するため、ＵＩＪターン等に係る各種助成を創設・拡充す
ること。

　　また、外国人留学生や特定技能を取得した外国人を
地方の中小企業へ就職を促すなど支援を強化し、地方
の中小企業への外国人材の雇用を促進すること。

（２）中小企業において、人材の確保・育成は大きな経営課
題である。特に技能の継承という観点からも、ものづくり
人材の育成、若年者の確保は急務であることから、大
学等教育機関と産業界の連携によるキャリア教育・職
業教育事業に対する支援、新入社員や若手従業員の
育成・定着支援等の更なる対策を講じること。

　　また、コロナ禍では営業活動を縮小し、人材も雇調金の
活用などで凌いだ中小企業の現場では、経済活動が
回復局面を迎え、コロナ禍以前の厳しい人材不足の状
況に戻りつつある。

　　そこで、中小企業の人材確保に向けた採用活動支援
のほか、企業による教育訓練の拡充、労働者の主体的
な学びへの支援に資する助成金等の強化・拡充など、
人材の確保、育成に向けた支援策を講じること。

⑧ 人材対策
１．中小企業に対する人材の確保・定着・開発等に関する
対策の更なる推進

（１）若年者人材を確保・定着させるための支援策を強化
すること。

（２）女性、高齢者、障害者等多様な人材の更なる雇用対
策を強化すること。

（３）地域産業を支える製造業・建設業等の技能者育成、技
術・技能継承への支援を強化すること。

（４）人材育成機関としての中小企業組合に対する支援・助
成策を講じること。

（５）技能検定制度については、中小企業のニーズを踏まえ
た職種の拡充を推進すると共に、技能検定試験を実施
する中小企業組合及び運営に携わる中小企業への支
援を強化すること。また、実技試験受検手数料の減額
対象者の年齢引き上げ等を図ること。

（６）「月60時間超の時間外労働への割増賃金率」について
は、中小企業への猶予措置が令和５年３月末をもって
終了し50％へ引き上げられたが、長時間労働の要因は
業種や職種、企業規模によっても現状や背景が異なる
ことから、対応に困難な中小企業等に対して、労働時間
の縮減や年次有給休暇の取得促進、休息時間の確保
等の長時間労働抑制に向けた取り組みを行った場合
における助成金等支援策の拡充・強化を行うこと。

（７）従業員の職務に関する知識・技能やＤＸ等専門的スキ
ルの習得、リスキリングへの取組みに対する支援を充
実・強化すること。

（８）採用活動に充てられる予算や人員が限られている中
小企業においては、公的な職業紹介への期待は高く、
求職者と求人企業のマッチングの質を向上するうえで、
業種・業界のニーズを踏まえた人材と仕事のマッチング
機会を創出することが重要であることから、ハローワー
クの機能強化など、公的職業紹介のマッチングの質向
上・体制強化を求める。

（９）インターンシップは大企業と比べ知名度の低い中小企
業にとって、自社の魅力を学生に伝える有効な機会で
あり、入社後のミスマッチ防止の効果も期待できること
から、インターンシップなどを通じた中小企業で働く魅
力の発信強化と採用力向上に向けた支援を強化する
こと。

２．中小企業のニーズ等を踏まえた外国人材受入れ制度
の見直し

（１）技能実習制度並びに特定技能制度について、業界の
ニーズ等を把握した上で、対象職種・業種を拡充すると
共に、利用する中小企業等の負担とならないよう事務手
続き等の簡素化・迅速化を図ること。

（２）転籍については、大都市圏への流出防止など、地方の
人材確保に配慮した制度とすること。　 ≪重点要望≫

（３）新たに創設される「育成就労制度」への移行にあたっ
ては、現行の外国人技能実習制度の２号移行対象職
種のすべてが網羅されるよう、特定技能制度の特定産
業分野を設定するとともに、育成就労制度の対象分野
に設定すること。また、その分野については、国が設定
する明確な分類のもとに設定すること。加えて、現行の
２号移行対象職種ではない業種であっても、業界や地
域における生産性の推移、人手不足の状況を把握し、
特定技能制度の特定産業分野と育成就労制度の受
入れ対象分野に設定すること。　　　≪重点要望≫

（４）特定技能制度における悪質な登録支援機関を排除す
るための措置を講ずること。

（５）外国人材の定着に向けた中小企業及び監理団体等

の取組への支援策（好事例の共有、社宅や休憩室等
の新設・改修や送迎車両の購入等に係る経費への助
成等）を構ずること

⑨ エネルギー・環境対策
１．環境・エネルギー
１）中小企業者が取り組む環境保全義務対策（緑化・騒
音・水質・ＰＦＡＳ・ＰＣＢ・アスベスト・廃プラチック等）に
対する支援を強化・拡充すること。特に、アスベスト含
有廃棄物及びPCB廃棄物の処理に係る費用を全額
負担するなど財政支援措置を講じること。

（２）土壌汚染対策を行うための調査及び除去等について
は、中小企業者にとって過度な負担とならないように要
件の緩和や財政支援措置を講じること。

（３）中小企業者がＪ-クレジット制度を利活用する場合、税
制や資金等について優遇措置を講じること。

（４）エコリース促進事業補助金は、再生可能エネルギー
設備や低炭素機器をリースで導入した際リース総額の
２～５％を補助する制度であり、積極的な設備投資を
行う上で有効な手段であるが、昨年度から工作機械
等一部が除外されたため、対象機器の復活と予算の
増額を行うこと。

（５）産業廃棄物等を再利用し、再資源化するための規制
を緩和すること。

（６）珪砂産業における新規鉱山の区域決定、開発に必要
な諸手続きの申請・認可の迅速化を図ること。

２．原油・原材料高騰への支援策の強化
（１）原油・原材料価格が高騰及び人件費が上昇する中、

中小企業にとっては調達コスト、物流コストの変動によ
り、経営の安定化に影響を与えている。原油、原材料、
電力等の資源・エネルギーの安定供給並びに価格の
適正化のため、総合的な資源・エネルギー支援策を推
進すること。　　　　　　　　　　   ≪重点要望≫

（２）エネルギー、資材価格や労務費等のコスト上昇分を適
切に価格に転嫁できるよう環境整備を図るとともに、支
援施策を拡充すること。また、「価格交渉促進月間」並
びに「パートナーシップ構築宣言」に基づき、受注側企
業における労務費、原材料費、エネルギー価格等のコ
スト上昇分について、円滑に反映できる体制構築に努
めるとともに価格転嫁等の監視及び指導を強化するこ
と。

　　さらに、ガソリンや電気などのエネルギー価格等高止
まりにより影響を受ける中小企業・小規模事業者に対
し、事業負担の軽減・緩和を図るため、令和６年５月末
に終了した負担軽減策を新たに措置すること。またそ
の中には、特別高圧電力を活用する事業者への負担
軽減措置も含めること。

（３）原油、天然ガス等のエネルギー価格の高騰に対応し
た電力価格の抑制を継続するとともにエネルギーの安
定供給を行うための施策を講じること。

（４）急激なエネルギー価格の高騰によって価格転嫁の困
難な中小企業等の負担を直接的に軽減するため、国
は「電気・ガス価格激変緩和対策事業」を延長して実
施しているが、補助がなくなった場合には中小企業等
の収益の悪化が予想されるため、電気代・ガス代に関
する激変緩和対策を一定期間継続支援すること。

　　　　　　　　　　　　  　　　　　≪重点要望≫

３．電力の安定供給と省エネ・節電対策支援の強化
（１）大企業に比べて製造コストに占める電気料金の比率

が高く、代替手段に乏しい中小企業者の経営基盤が

強化されるように再生可能エネルギー発電促進賦課
金の上昇を抑制すること。

（２）電気事業法で定められている高圧電力料金における契
約電力のデマンド制について、基本料金の算定期間の
短縮（１年→６ヶ月）又は一定期間内における最大と最
低の平均電力量とする料金制度へ改定すること。

（３）仕事量が増えれば増えるほど電気を使用するため、赤
字になり、収益を圧迫する。

　　今後、コロナ禍からの回復に伴う経済活動の再開・活
性化に向けては、電力の安定供給に向けた環境整備と
中小企業者に対する電気料金のさらなる負担軽減措
置を講じること。

（４）中小企業者等に対する生産性及び脱炭素・省エネル
ギー設備の新規導入と更新などによるカーボンニュート
ラル推進に向けた支援を継続すること。

（５）省資源・省エネルギーの実現に向けた、水力、風力等
の再生可能エネルギーの活用、将来の国産資源となり
えるメタンハイドレートの調査研究を進めるなど、具体的
な対策を早急に進めること。

（６）足元では地政学的なリスク要因及び円安により石油、Ｌ
ＮＧ、石炭等のエネルギー価格が高騰しており、エネル
ギー消費機器の効率化による燃料・電力の消費抑制を
図る必要があり、国においては省エネルギー投資促進
を目的に省エネ性能の高い設備等への補助制度が確
立されている。

　　また、国は企業自らの事業の使用電力を100％再生可
能エネルギーで賄うことを目指すＲＥ100の普及に努め
ていることから、太陽光発電などの導入支援対策とし
て、再エネ電力を利用することでＣＯ₂排出削減に貢献
することを目的に、自家消費による電力費の抑制だけで
なく、余剰電力を販売する場合も含めて設備導入に関
する補助制度を拡充すること。

４．有害物質除去への支援
　国・県等行政の指導により、防火対策としてアスベストを
使用して建設した中小企業組合等の共同施設におけるア
スベストの除去や囲い込み工事への支援措置、ＰＣＢの処
理への支援拡充など、有害物質除去に対して支援を行う
こと。

５．カーボンニュートラル達成に向けた中小企業等の取
り組み支援策

　政府は「2050年カーボンニュートラル」を実現すると宣言
し、2030年度に温室効果ガスを、2013年比で46％削減する
ことを目指すと公言しており、まずは、2030年に向けて産業
部門や業務部門に対し、大幅な省エネを行うことが求めら
れている。
　中小企業等においても、それぞれの事業内容に照らし、
脱炭素、そして省エネ等に積極的かつ主体的に取り組む
必要がある一方で、経営資源に不足する中小企業等の現
場においては、脱炭素が自分のビジネスにどう関係してくる
か、何をすればいいのかといった入口のところで、足踏みす
るレベルの事業者も少なくない。
　そこで、中小企業等が関わりやすい形で、現状の認識と
対策の立案、実行に向けた支援が必要となるほか、中小企
業等の脱炭素への取り組み、課題など現場の実態に配慮
し、脱炭素に向けたロードマップ策定について、不断の見直
しを図りながら進めること。

⑩ 工業対策
１．サプライチェーン対策の充実
　原材料等を海外に依存することなく、国内で需要・供給

するための設備導入や生産拠点の整備など中小企業者に
対する補助金等の支援を講じること。
　中でも、食品加工業においては物流課題として、温度管
理がある中で、昨今のドライバー不足により、ますます物流
サプライチェーンの保持が厳しくなっている。食料輸送とい
う温度管理が必要な特殊事情を踏まえての物流サプライ
チェーンへの支援を強化すること。
　また、海外生産・調達に依存する半導体や蓄電池などの
部素材について、国内での生産体制の構築支援を求める
ほか、レアアースなどの重要鉱物について、特定の国に依
存しすぎないよう企業による海外での権益取得に対する支
援も積極的に講じること。

２．ものづくり支援対策
（１）通称「ものづくり補助金」については、中小企業・小規模

事業者の設備投資意欲の促進、事業の多角化、経営
意識の変革等、地域の産業社会を活性化する役割を
担っており、事業を通じて開発した試作品等の商品化
等をより確実なものとするためにも、本事業を恒久化す
ること。

（２）生産性向上・経営力強化に大きな役割を果たしてきた
「ものづくり補助金」について、厳しい経営環境にある中
小企業のさらなる成長発展を促すため継続すること。

（３）ものづくり補助金の事業実施体制が変更され、問合せ
対応や申請書類の要件チェック等が全国事務局にお
いて一括して行われるようになったことにより、サポート
センターに電話が繋がらないといったケースや書類審
査等に相当の時間を要していることから、事業者や支
援機関から地域事務局に対し多くの問合せが寄せら
れている。

　　そのため、全国事務局だけで一括管理・運営を行うの
ではなく、従来どおり地域事務局を有効活用するととも
に情報共有を図り、事業者に寄り添った支援体制にす
ること。

（４）ものづくり補助金では従来、認定支援機関確認書の提
出が必須であり、公募申請時に支援が行われ、申請書
の内容、必要書類の支援が行われきた。しかし、令和元
年度補正のものづくり補助金より廃止された結果、初め
て申請する事業者、一度も採択されていない事業者など
からは申請書類がＡ４一枚で数行の内容のないもので
申請されている。また、「会社全体の事業計画」の基準
年度等の間違い、「従業員への賃金引上げ計画の表
明書」の間違いが非常に多く見受けられ、採択後の修
正依頼の業務が多くあるため、そのような応募を少なくす
るために、再度、認定支援機関の支援を受けてものづく
り補助金の応募がなされる活用を図ること。

（５）中小企業者が生産性向上や技術革新を行うためのＩＴ
ツール導入やデジタル化の強化、サイバーセキュリティ対
策強化など、DX推進に対する補助金等の支援を継続
拡充すること。

（６）知的財産権の取得や保護に対する費用の軽減措置な
ど知的財産活動に対する支援策を講じること。

（７）熟練技能者が長年の経験で培った技能、ノウハウや専
門的な知見などの円滑な継承や人材育成のために行う
教育訓練に対する費用の補助を行うなどの支援策を講
じること。

（８）産業構造の変革に直面する中小企業者の企業間で連
携するための機会の確保やその取り組みに対する支援
を行うとともにスタートアップ企業の連携組織化に対する
支援を講じること。

（９）フォローアップ支援事業の継続・拡充
　ものづくり補助金を実施した補助事業者を対象とする
フォローアップ支援事業は、機械装置の現況確認を原

⑪ 商業対策
１．中小商業支援策の拡充・強化
　中小商業活性化に向け、国内需要による消費の喚起を
図るとともに、訪日外国人旅行者の消費拡大を図るための
経済対策を講じること。

２．まちづくり、中心市街地活性化 
（１）極めて厳しい状況下にある商店街の活性化を図るた

め、商店街関連予算の拡充を図るとともに、地域社会
を支えまちづくりの担い手でもある商店街の自助努力を
支援するため、来客誘致のための集客イベントの開催
や駐車場対策など地域住民の利便性向上に向けた
支援策を一層充実すること。

（２）人口減少が深刻化する中で、地域の活性化を図るた
め、改正まちづくり三法の趣旨に沿った機能的なまちづ
くりの推進と中心市街地の再生を図る取り組みを強力
に推進すること。

（３）公共・公益性のある共同施設（アーケード、駐車場等）
は地域の活性化、地域社会の維持・発展に大きな役
割を担っており、その設置、修繕及び維持管理の費用
に対する助成制度を拡充・強化するとともに、これら施
設に係る固定資産税等の負担軽減措置を講じること。

（４）地域の商店街が新たな事業に取り組むにあたり、それ
らを統括できる人材、また事業推進にあたり外部機関
への申請手続きや折衝等を行うことができる人材を恒
常的に育成する制度を創設すること。

（５）高齢者等の買い物弱者に対する支援策として、地域
密着型の機動性のある地元商店街組織、商業者施
設及び中小の流通事業者を活用すること。

（６）低迷を続ける個人消費を拡大し、地域経済の好循環
をより確実にするため、平成26年度補正予算により地
方創生交付金で実施し大きな成果があった「プレミア
ム商品券」の発行など、効果的な個人消費喚起策を
講じること。

（７）商店街は魅力あるイベントの実施等によって活性化を
目指すことが求められているが、近年、店主の高齢化・
後継者不足による廃業や空き店舗の増加、魅力ある
個店の減少等を背景に商機能が弱体化し、厳しい状
況が続いていることから、継続的な集客促進、需要喚
起、商店街の体質強化に効果のある補助金制度を構
築すること。

（８）中小小売店及び商店街が、地域コミュニティの担い手
として、防犯や少子高齢化等社会的課題に取り組む
ための支援策を拡充・強化すること。

（９）大規模小売店舗に対して、地域商業者組合への加
入・協力を促すためのガイドラインの制定を行うこと。

（10）激甚化・頻発化する自然災害に適格に対応するため
の防災・減災・老朽化した施設の改修等に対する支
援策を拡充・強化すること。

（11）各地域に残った大型宿泊施設の廃屋撤去とその活
用に係る補助金の拡充をすること。また、これ以上に廃
屋を生まない活用の仕組みづくりを地方自治体と連携
して行っていくこと。

３．商店街振興組合等に対する優遇措置
　法人格を有する商店街振興組合や商店街協同組合
は、各種事業を通して各市の地域活性化に貢献するととも
に、法人税等の納税の社会的責任を果たし、任意の商店
街組織と比較して責任の所在が明確であることから、国等
の補助事業の実施にあたっては、任意の商店街組織と補
助率や補助限度額等に差を設けるなどの優遇措置を講じ
ること。

４．大型店等に対する適正な規制・指導の強化
（１）大規模集客施設の郊外開発行為に対して、厳格かつ

適正に対処するため、土地利用に関するゾーニングの
条例やガイドラインの制定を促進すること。

（２）大型店や大資本チェーン店、地権者などに商店街組
合への加入や、地域交流、商店街活動及び社会貢献
への積極的な協力を求める地域貢献条例等の制定を
促進すること。

５．不当廉売・不当表示等の取り締まり強化
（１）大規模小売店等の取引競争ルールを確立・徹底する

など、小売業における優越的地位の濫用行為を早期
に根絶させるとともに、不当廉売、不当表示等の違反
行為に実効性ある対応を実施して、適正価格で売れ
る仕組みを作ること。

（２）エネルギー、資材価格や労務費等のコスト上昇に係る
適正かつ円滑な価格転嫁を可能とするため、下請取
引環境の改善や商慣習の適正化に向けて取り締まり
を図るとともに、支援策を強化すること。

（３）下請法の対象となっている下請け企業に限らず、その
他の中小企業の取引に対しても手形等の支払期日短
縮に向けた指導・監督を行うこと。

６．経営力強化に対する支援
（１）非接触型・デジタル化を推進し、中小小売店及び商店

街の負担とならないよう、キャッシュレス決済手数料の
負担軽減や設備導入への支援を図ること。

（２）中小商業者のインターネット販売システム等の導入に
向けたデジタル技術の支援策を拡充するとともに、導
入後も専門家の派遣等を通じて、持続的な販売に繋
がる支援を継続すること。

（３）中小企業における省エネルギーや脱炭素の推進を図
るため、先進的省エネルギー投資促進支援事業費補
助金を継続・拡充すること

７．団地組合の再整備に係る支援策の創設等
　卸商業団地などの団地組合は地域の産業や雇用を支
える存在であり、災害時の防災拠点としての機能も有して
いることから、再整備に対して支援を行うこと。

⑫ サービス業対策
１．中小企業物流対策支援
（１）安心・安全な輸送手段の確保のため、高速道路等の

修繕・保守・再整備を強化すること。
（２）燃料油価格について、中東情勢等を踏まえて燃料油

価格激変緩和措置を延長すること。
（３）「物流革新に向けた政策パッケージの取組状況につい

て」及び「2030年度に向けた政府の中長期計画」を着
実かつ確実に実行すること。

２．高速道路割引制度
（１）平成26年４月の高速道路料金割引制度の見直しによ

り、事業者の輸送コストが増加している。小規模事業
者の輸送コスト削減はもとより、「休日上限1,000円制
度」などの観光需要を喚起し地域活性化を促すような
多面的な割引制度となるよう再度見直すこと。

（２）ＥＴＣマイレージポイント還元率を拡大すること。
（３）ＥＴＣコーポレートカード利用による平日朝夕割引の割

引対象となる地方部最大100kmまでの走行分につい
て大口・多頻度割引の割引対象走行にすること。

（４）事業協同組合等が行う共同精算事業において、ＥＴＣ
コーポレートカードの利用約款の変更により、違反点数

則とし、個別の販促支援等の実施を認めていない。
　継続的な事後支援は補助事業の事業化を促進する
観点からも非常に重要であり、事業化状況報告のフォ
ローアップ、販路開拓や販売促進等を支援対象とするこ
とに加え、対象年度の拡充等、フォローアップ支援事業
を継続・拡充すること。

（10）省力化、省人化を行うための補助金について補助率
のアップ及び補助上限額の引き上げを講じること。

（11）設備投資等を支援する補助金等について、申請要件
の緩和及び申請手続きの簡素化を講じること。

３．不当廉売及び優越的地位の濫用の防止、下請取引の
適正化

（１）不当廉売及び優越的地位を濫用した不公正な取引方
法に対して、国は迅速かつ的確に、実効性のある対処
を行うこと。

（２）弱い立場にある下請中小企業者が親事業者・発注事
業者による優越的地位の濫用等により不当な取引条件
を強要されることがないように法制度や業種別下請ガイ
ドラインの周知徹底を図ること。

（３）エネルギー･原材料価格高騰などのコスト負担増や従
業員の賃上げ等を実現するために､中小企業が適切
に価格転嫁し、利益を確保しやすい取引環境の整備
に向け、引き続き大企業など親事業者に対する､法制
度に基づいた厳正かつ適正な指導等を講じること。

　　≪重点要望≫
（４）中小企業組合を通じて行う団体協約などの取引条件

改善への取組みに対して要望の機会を設けるなど実
効性を担保できるよう発注者側の企業に対して指導を
行うこと。

　　また、価格転嫁交渉を円滑に進める有効な手段として
の『組合による団体協約の締結』の制度や仕組み、そ
の好事例を周知するとともに、組合組織の有用性を広
くＰＲすること。　　　　　　　　   ≪重点要望≫

（５）下請代金の支払いは、できる限り現金によるものとする
通達を親企業が遵守するよう指導すること。

（６）立場の弱い下請け等地域の中小企業者が強いられる
不公平な取引慣行を是正し、公正・公平な取引慣行の
実現に向けた政策を推進するとともに、下請け法など
関係法令への罰則規定の盛り込みなど、大企業等親
事業者への指導強化にも取り組むこと。

（７）中小小売業は、大手量販店との価格差やＥＣサイトで
の競争の激化により、経営環境が悪化し続け、将来の
展望が開けない状況となっていることから、国は中小小
売業の現状を直視して、「独占禁止法」や「業種別ガイ
ドライン」等を厳正に適用し、優越的地位の濫用、不当
表示、誇大表示等の不公正な取引や悪質サイトに対し
て、監視・監督の強化に努め、違反行為に対しては迅
速かつ実効性のある処分を行うこと。

（８）転嫁拒否が疑われる事案に対しては強力な罰則規定
を設けるなど、実効性のある価格転嫁対策を政府主導
で推進すること。また、大手事業者による転嫁阻害に対
して、国によるチェック機能が発揮できるよう、下請Gメン
や関係法令の一層厳格な運用を行うこと。

（９）不当廉売は、価格の安さ自体を不当視するものではな
いが、中小企業等の効率性によって達成した低価格販
売ではなく、採算を度外視した低価格によって顧客を獲
得しようとすることは独占禁止法上問題となる場合があ
る。特に、石油販売小売業においては、元売の標準的
な仕切価格やサービスステーション運営に必要な経費
の額から判断して、採算が取れないと思われるガソリン
の廉売事例が発生すると、周辺サービスステーションの
経営に甚大な被害を及ぼすこととなる。このため、採算

割れと思われる廉売によって、自社のガソリン販売量が
減少するなどの被害を受けている場合は、公正取引委
員会が速やかに情報収集や調査を行い、適切な指導
を行うこと。

４．地場産業・伝統的工芸品産業の振興対策
（１）ものづくり基盤を支える地場産業や伝統的工芸品産業

において、技術保持者の廃業により地域独特の文化の
担い手が途絶えることにつながることから、存続発展を
図るため、国は抜本的な対策を講じるとともに、業界の
活性化と産業の振興を強く進める各産地の協同組合
等への支援も併せて行うこと。また、それら地場産品の
販路を拡大するための支援制度を充実すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪重点要望≫
（２）ユネスコ無形文化遺産に登録されている縁付金箔の伝

統技術の保護・承継と需要拡大への支援を図ること。

５．ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の導入に向けた支援策の拡充
　食品衛生法等の一部改正により食品の安全確保を図る
ため、食品衛生管理の国際標準であるＨＡＣＣＰに沿った
衛生管理が全ての食品等事業者に義務づけられた。ＨＡ
ＣＣＰに沿った衛生管理を導入するためには、まずはＨＡＣ
ＣＰに関する認識を高める普及啓発が必要であるが、財政
基盤の脆弱な中小企業にとっては、事業所内で導入を進
める人材の育成や設備整備にかかるコスト負担などハード
ルが高いことから補助制度や税制等を含めた支援策を拡
充すること。
　また、食品安全に関する認証はＨＡＣＣＰ以外にも存在し
ている。大手流通からは、ＨＡＣＣＰ以上の認証規格であるＩ
ＳＯ22000や、さらに上位のＦＳＳＣ22000という認証が求めら
れる事が増えて来ている。そのため、ＨＡＣＣＰ以外の食品
安全管理に必要な認証制度への支援策を講じること。

６．新分野進出に向けた大学・公設試験研究機関等の機
能拡充・強化

　昨今のデジタル技術革新は、目覚ましいスピードで進行し
ているが、高度な技術やノウハウを持つ中小企業等が自社
の技術をどのように活用できるかを苦慮しているため、意欲
のある中小企業等の持つ高度な技術が活かされるよう、大
学・公設試験研究機関等の機能・体制を拡充・強化すると
ともにＤＸ人材の育成及び試験機器等の充実を図ること。

７．新分野進出・業態転換への支援
　社会構造・経営環境の変化により新分野・新事業展開や
業態転換等を余儀なくされ、従来の事業を縮小せざるを得
ない中小企業・小規模事業者が多い。異業種や他の業態と
の連携など新たな取り組みに対する支援策を講じること。

８．金属アーク溶接等作業における設備投資等の支援
　「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が、労働者に
神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らか
になったため、これらを特定化学物質に加え、労働者へのば
く露防止措置を義務付けることとした政令、省令改正等が
行われ、令和３年４月１日から施行されている。特に金属アー
ク溶接等作業を行う事業場においては、従来の「粉じん作
業」としての規制に加え、新たに特定化学物質としての措置
も義務付けられることとなり、中小企業等にとっては、多額の
費用負担が発生している。
　一部安全対策にかかる消耗品の購入にかかる補助金が
交付されていたが、今後も安心安全な作業場環境の構築
が促進されるように、作業床の改造等の設備投資を支援す
る補助金制度についても支援策を拡充すること。

の累計期間が３ヶ月から２年に延長されるなどにより利
用停止措置が厳しくなったが、組合が組合員の運行
管理に対する監督には限界があるので、見直すこと。

（５）ＥＴＣ大口・多頻度割引利用者への、道路法（車両制
限令）違反に対する罰則の算定基準について、所有
車両台数に応じた基準とすること。

（６）長距離輸送の効率化を図るため、高速道路の長距離
割引制度について現行の100～200㎞まで25％の割
引、200㎞超が30％割引から、100～200㎞までを
30％、200㎞超を40％の割引に拡充すること。

（７）国土交通省より、高速道路の深夜割引の見直し案
（深夜の適用時間帯に走行した分のみ）が示されたと
ころ、多くの組合員より見直し案に反対する意見があ
り、現行制度における割引適用待ちの車両の滞留は
社会問題化しているが、一方、トラック運転手の労働
環境の改善に繋がるとは言い難く、新たな問題が生じ
る可能性があるため見直し案を再考すること。

３．観光対策
（１）中小企業に勤める従業員等が、計画的に有給休暇を

取得できるような環境づくり並びにリフレッシュ休暇取得
の喚起を国が積極的に努め、国民の観光旅行の参加
機会を増大させること。

（２）現行の温泉法では、新たに温泉を掘削するには許可
が必要であるが、これを拒む理由がなければ、許可せ
ざるを得ないのが現状であり、誰でも温泉掘削が可能
となる状況では泉源が枯渇する恐れがあるため、早急
な対応策を図ること。

（３）入湯税の使途において「観光振興」と「温泉資源の保
護」を促進すること。

（４）人手不足に悩む旅館業等中小サービス業の生産性
向上施策を強化・拡充すること。

（５）出国税（国際観光旅客税）の使途について、地方の観
光地（特に温泉地）におけるソフト・ハードの観光基盤
の拡充・強化に対して十分な財源を振り分けること。

（６）宿泊観光産業の地位向上に向けた取組みとその発
信をするとともに、地域一体となった観光地・観光サー
ビスの高付加価値化に向けた支援や持続可能な地域
となるような事業再生に向けた支援を計画的・継続的
に講ずること。

４．葬祭業者の登録制・届出制
（１）現在、葬祭業は、墓地埋葬法第３条の遵守以外に許

認可・届出等の法規制が存在しないことから、イン
ターネットを活用して葬儀社の紹介に特化し、施行に
対して責任を持たない事業者が増えている。一部地
域では、火葬までの時間がかかるため、ご遺体保管を
ビジネスとして請け負う事業者も出現しており、公衆衛
生上、近隣住民と大きなトラブルになっているケースも
ある。

　　このため、こうした問題の実態調査を行うほか、社会
的な対応や現在法的根拠のない葬祭業界において、
登録制・届出制とすること。

（２）行政（地方自治体）と葬祭業組合及び葬祭業者が連
携して終活サポートを行うための体制整備に向けた支
援を行うこと。

５．自動車特定整備業に対する補助金等の創設
　近年の自動車整備業界では、ハイブリッド車や電気自動
車の普及により複雑化、高度化する技術に対応した自動ブ
レーキ等の安全性能の向上や高度なコンピュータ化が進
み、整備工場においても特定整備に対応した新たな設備
投資が必要になってきている。しかし、高度な検査機器の

導入等の特定整備への設備投資には多額の費用がかか
るため、中小企業等が設備投資を積極的に促進できるよう
に補助金等の予算を確保するとともに、補助金等の早期公
募や増額、自動車整備業に特化した工場等の設備投資
補助金の創設等具体的な支援策を講じること。

６．石油販売業界の持続的な発展・維持を目的とした支
援策の強化

（１）カーボンニュートラルの実現に向けた合成液体燃料開
発予算の拡充

　　自動車のカーボンニュートラルの方向性が不透明で
ある中、これからの経営に与える影響や具体的なロー
ドマップがいまだ示されていない。ガソリンスタンドは、地
域のサービスステーションとして平時・災害時にも安定
供給責務を全うすることが必要であり、そのための具
体的なロードマップの策定や経営多角化・事業転換
等の政策支援に加え、既存のサービスステーションの
インフラがそのまま活用できる二酸化炭素と水素から
製造する「合成液体燃料」の早期実用化に向けた開
発にかかる予算や石油元売りに対するグリーンイノ
ベーション基金をはじめとした更なる予算を拡充するこ
と。

（２）「過疎地問題」を解消するサービスステーションの存続
対策の強化

　　全国のサービスステーション数は、ガソリン需要の減
少、後継者難等により減少し続けているが、近隣に
サービスステーションがない住民にとっては、自家用車
や農業機械等への燃料供給や移動手段を持たない
高齢者への冬場の灯油配達などに支障をきたし、「過
疎地問題」が顕著化されつつあるため、地域住民の生
活環境の維持及び防災上の観点から自治体等が
サービスステーションの存続についての対策を積極的
に取り組むこと。

（３）長引く原油価格の高騰により燃料油激変緩和補助金
が延長されているが、地政学的なリスク要因を背景と
した今後の価格高騰リスク等や様々な経済情勢を見
極めるため、措置期間をさらに延長すること。

７．市街化調整区域における物流施設等の開発許可へ
の対応

　中小企業者が全体の99％を占めるトラック業界におい
て、自然災害対策や事業継続に向けた営業所や物流施
設等の移転・新設、共同化や事業集約における施設整備
等の適正な用地取得が難しくなっている一方で、自然災害
は以前より頻発・激甚化する傾向にあり、緊急物資の輸送
等を担うトラック運送事業者の役割はより重要となっている。
　現状、市街化調整区域等において物流施設等の開発
を行う場合、開発許可が必要といった立地規制があり、こ
れが自然災害対策や事業継続力強化に向けた施設整備
を行う際の投資意欲を低下させる一要因にもなっているこ
とから、開発許可に要する時間を短縮するなどの必要性を
見直すこと。

① 総合経済・中小企業対策
１．中小企業・小規模事業者の新たな成長・持続的発展を
支える経済再生支援

（１）経済が回復基調にある中で、その回復エンジンを力強
く、本格的なものとするために、挑戦意欲のある中小企
業・小規模事業者が組合等を活用してさらなる成長促
進を図るための施策を講じること。

 　また、その構築にあっては、活用方法の明快さ、申請書
類等の簡素化など、活用しやすいしくみ、制度設計とす
ること。

（２）地域商業・サービス業に対する消費喚起の支援策の拡
充及び継続
①物価高による消費者の買い控えが影響し、適正な価格
転嫁が進まない中で、地方の小売業や宿泊、飲食店等
の事業者の多くは、引き続き厳しい状況が続いている。
今後も地域商業・サービス業に対する賑わいを創出す
るイベント開催への補助金の交付や先払いの地域商
品券、食事券、宿泊券等の発行による消費喚起の支援
策を拡充及び継続すること。　　　　   ≪重点要望≫

②観光関連産業において、地域によっては「全国旅行支
援」や自治体独自の旅行支援策を講じているところもあ
り、インバウンドの回復と相まって全国的に賑わいが戻っ
てきている。その一方で、一部の観光地・観光エリアで
はサービス業従事者の人手不足や交通費・燃料費の
高騰による旅行者の伸び悩みが懸念されており、地域
経済を支える観光関連産業の継続的な支援の強化を
長期にわたって行うこと。

（３）早期の入込客数回復に向けた地域経済の活性化支援
①早期の入込客数回復に向け、観光地での消費喚起を
促進するために、高速道路料金の減免や魅力ある地
域資源と結びつけた誘客推進等観光振興策を推進す
ること。
　また、観光地での感染症予防措置への対応に設備や
システム等の導入、修繕が必要となっていることから、
観光客の受入れ態勢整備への補助金等の支援策を
創設すること。

②日本は円安という追い風によりインバウンドが回復してお
り、多様化する訪日外国人旅行者のニーズに対応して
いく必要があるため、快適に旅行を満喫できる環境整
備及び災害など緊急時への対応として、多言語での観
光情報提供機能の強化、無料Ｗｉ－Ｆｉサービスの整
備、キャッシュレス決済の普及、バリアフリー化の推進、
ＭＩＣＥの誘致・開催支援など既存の旅館・ホテルに対
する観光客の受入れ体制整備への補助金等の支援
策を強化すること。

（４）観光客増加のための全国旅行支援の継続並びに助成

金等の拡充
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの
５類移行に伴い、観光を通じた国内の交流活発化によ
る地域経済の活性化が期待できるため、全国旅行支援
を当面継続すること。
また、観光産業の発展は、地域経済の活性化や雇用の
増大等につながるため、地域経済を牽引する産業分野
の一つとして燃料価格高騰の影響を受ける観光関連
事業者の事業継続を促すためにも、経営状況が回復す
るまでは、助成金等の支援策を講じること。

（5）航空機業界への支援
①航空機産業は、回復傾向が顕著になったといえども経
営面では厳しい状況が続いている。コロナ禍を経て航
空機産業一辺倒の危うさに気付いた部分もあり、新分
野進出が新たなテーマになってくる。今後とも諸支援
策のほか、競争力の強化・維持支援策や新ビジネス展
開支援を充実すること。

②中部地域は、アジアＮｏ.１航空宇宙産業クラスター形成
特区に指定されており、航空機部品の産業集積地とし
て地域経済の発展に大きく寄与している。民間航空機
市場は、一時はコロナ禍で落ち込んだものの、今後の
旅客需要は増加が見込まれており、航空機産業の集
積地である中部地域は大きなポテンシャルを有している
ことから、中部地域の航空機製造サプライヤーの事業
継続や人材確保、新分野展開などの支援強化に取り
組むこと。

２．中小企業者支援施策
（１）国が実施する各種支援施策に関する情報周知の徹底

並びに事務手続きの簡素化を図ること。
（２）カーボンニュートラルの推進やサーキュラーエコノミーの

実現及びDX等経営力強化・生産性向上に取り組む中
小企業者に対する支援施策を拡充すること。

（３）地域資源や観光資源を活用した取り組みを行う中小企
業者に対する支援施策を拡充すること。

（４）外的要因による経営環境の変化に対応するため、事業
転換や業態変化を図る中小企業者への支援施策を拡
充すること。

（５）中小企業支援施策は、地域経済を支える中小企業の
成長を強力に後押しするとともに、地域の実情に応じて
適切で分かりやすい施策とすること。とりわけ、全体の９
割を占める小規模事業者の意欲ある取り組みを強力に
支援すること。

（６）各種業法の運用解釈が自治体によって異なる場合に
は、中小企業者にとって負担軽減となるような統一見解
を示すこと。

（７）省力化・省人化に資する設備等の導入により人手不足
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の解消を図る中小企業者に対する支援施策を拡充す
ること。　　　　　　　　　　　　　 ≪重点要望≫

３．情報化支援の拡充・強化（ＩＴ化）
（１）中小企業並びに中小企業組合へのＩＴ化・ＤＸ推進の

ためのハード面（情報機器導入資金補助等）・ソフト面
（情報担当者育成、システム開発支援等）の支援体制
を拡充・強化すること。

　　また、デジタル社会が進展する中で、ＤＸの概念や活
用手法を中小企業に広く普及する必要がある。組合を
活用することで、ＤＸ推進をより効率的に実施できること
から、組合を通じた中小企業のＤＸ推進対策を実施す
ること。

（２）個人情報保護法への対応、情報セキュリティに関する
専門人材の育成や中小企業における情報セキュリティ
対策に対する一層の支援を拡充すること。

（３）ＩＴやＤＸは中小企業等の生産性向上や経営の活性化
を図るために有効であるが、その利活用において中小
企業等と大企業との格差が広がっている。また、近年は
タブレット・スマートフォン等で操作性が向上しているこ
とから、中小企業等が利活用できるＩＴ導入やＤＸ推進
に取り組むリスキリングに関する助成制度等ＩＴスキル・
能力向上のための支援策を講じること。

（４）情報化の進展に伴いサイバー攻撃の脅威が増加して
いる中で、企業がサイバー攻撃を受けると金銭的な損
失に留まらず、取引先の信用も失うなど多大な被害と
なる可能性が高く、その対策への取り組みが重要で
あるものの、中小企業等にとって設備導入やシステム
導入は負担が大きいため、補助金等の支援措置を講
じること。

（５）サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業（ＩＴ導入補助
金）の継続・拡充を図ること。

４．組合士制度
（１）中小企業組合士の社会的地位と資質向上を図るた

め、中小企業組合士制度の積極的な振興策を講じる
こと。

（２）「中小企業組合士制度」は、組合事務局の資質向上を
図るとともに中小企業組合の活力ある発展と企業の育
成に寄与している。このため、中小企業組合士の社会
的地位と資質向上並びに組合士制度促進のため、国
家資格化を図ること。

５．組合制度
　中小企業組合が景気の変動に対応し継続して活性化す
るとともに、組合員の経済活動の促進を図り円滑な組合運
営を行うため、次の組合制度を改善すること。
（１）時代の移り変わりとともに、既存事業の見直しを行い、

組合員のニーズに合った新事業の立ち上げは、組合
存続のために必要不可欠と思われるが、事業の効率
や採算を考えた場合、員外利用の20％が高い壁となっ
て、組合員のニーズに応えられない。

　　経済事業活動をさらに拡大、活発化させ、安定的かつ
円滑に組合運営を行うため、員外利用制限の緩和を
図ること。

（２）地方、特に人口減少地域にある共同店舗組合におい
ては、組合員の廃業や脱退などから店舗自体の運営
維持も難しい状況があることから、そこで、出資を伴わ
ないテナント出店や大企業等の出店等、利用制限を超
えた員外者の施設利用を認めるなど柔軟な運用を行
うこと。

（３）商店街振興組合において、テナント運営となっている店
舗も多く、理事会や総会の出席率の低下及び理事を引

き受ける人の減少が著しいこともあり、円滑な組合事業
推進を図るため、商店街振興組合における員外理事の
制限を緩和すること。

（４）事業協同組合及び商店街振興組合等の設立要件を
緩和すること。

（５）協同組合や商店街振興組合等において事業承継が
円滑にいかず、廃業を検討している組合員に対しての
支援として、組合自体が事業承継につながるよう、その
組合員の経営を行うことができるように共同事業の範囲
を拡大すること。

（６）役員の選挙の方法として指名推選を規定しているが、
この選挙方法を採用するためには、総会に出席した者
全員が同意し、さらに選考委員が選んだ候補者を一括
して出席者全員が同意する必要があるが、この出席者
全員の同意という条件は厳しいので出席者の３分の２
の同意で実施できるように緩和すること。

６．建設関連業種への支援
（１）建設業は、地方にとって経済、雇用、地域の活力を左右

する重要な産業であり、社会資本の整備、維持管理を
通し、災害時の対応など住民の安心・安全に寄与する
産業である。その担い手である地方中小企業の健全な
利益の確保と計画的な人材確保・養成、設備投資が
必要であることから、地方中小企業向け公共事業に対
する長期的かつ安定的な発注計画を作成すること。

（２）将来にわたる公共工事の品質確保とその担い手の中
長期的な育成・確保に向けて、適正な利益を確保する
ため、最低制限価格の引き上げと設定範囲の上限撤廃
を行うこと。

７．地域資源の活用支援
　地域資源を活用し、地方経済の実態に即した景気対策
を実施するため、以下の支援を講じること。
①地産地消の推奨を図るため、公共物件における地域産
材等の使用を制度化すること。

②日本の住宅業界はウッドショックと言われる外国産木材の
供給不足とそれを補う国内産材の生産体制ができていな
いことが表面化しているため、森林整備や素材生産業者
の確保により、国産木材の安定供給、活用促進のための
支援策を拡充・強化すること。

８．中小企業の海外販路開拓支援の強化
　国内中小企業が今後とも成長・発展を遂げるには、アジ
ア諸国をはじめとする海外市場を取り込んでいく必要があ
るため、経験が乏しい中小企業が海外展開に取り組むうえ
で必要な情報やノウハウの提供、フィージビリティスタディや
プロモーション活動などについての支援策を積極的に努め
ること。

９．人材確保・後継者育成・事業承継・事業継続対策
（１）中小企業の後継者育成に関する支援策を拡充・強化

するため、広い視野や新しい視点から業界や社会情勢
を見ることができる人材育成に努めている組合青年部・
女性部組織等を活用した資質向上や地域経済のリー
ダー養成に向けた活動等に対する助成措置等後継者
育成支援策を講じること。

（２）事業承継に係る設備投資や販路開拓に関する支援施
策を拡充すること。

（３）後継者育成・事業承継・企業の合併買収など中小企
業の存続に関する情報提供及び相談体制を強化する
こと。

（４）事業承継に関する人材養成及び後継者育成のための
支援施策の拡充及び相談体制の強化を図ること。

（５）大規模災害による社会インフラの停止や感染症による
行動制限などを貴重な教訓とし、企業の危機管理能力
を高め、緊急時における事業活動の継続を図り、サプラ
イチェーンを遮断させることなく、地域経済の維持・発
展を図るため、中小企業・小規模事業者や中小企業組
合が取り組むＢＣＰの策定・運用に対する支援措置をよ
り一層推進するとともに、中小企業強靭化法に基づく連
携型事業継続力強化計画認定後の支援策を強化する
こと。

　　また、県域を越えた連携に対する支援を強化すること。
≪重点要望≫

（６）ＢＣＰ（事業継続計画）及び事業継続力強化計画を策
定した事業者等を対象とした無停電電源装置、自家発
電設備等の防災設備の導入及び工場等の生産設備
の耐震化、制震及び免震装置等の減災設備に対する
補助金等の支援策を講じること。

10．業界固有の技能者資格等の国家資格化 
　建設工事関連業の現場作業者における「登録基幹技能
者」、中古自動車販売店の販売員が認定される「中古自動
車販売士」など、業界固有のエキスパート人材を認定する
資格制度の国家資格化を図ること。

1１．建設業許可へ許可業種「サイン工事業」新設
　大手ゼネコンの現場等の作業の際に現場許可取得を求
められる場合が発生している。現在、サイン工事（看板業）
には該当する建設業許可項目がないため、他の工事（と
び・土木・コンクリート工事業、鋼構造物工事業）で許可取
得をする必要があり、多くの手間が掛かっているため許可
業種へ追加すること。

②成長促進・発展対策
１．事業承継支援 
　中小企業の多くでは後継者の確保が難しく、経営者の
高齢化に伴う廃業が増加していることから、地域経済の活
性化を維持するためにも後継者の育成及びM&A、従業
員承継を含めた親族外承継に関する支援策を拡充・強化
すること。

③ 連携対策
１．中小企業者・組合等連携組織支援施策 
（１）中小企業者及び組合に対する経営力強靭化・成長促

進支援施策を拡充すること。
（２）組合が組合員のために行う事業に対する財政的支援

を拡充すること。
（３）中小企業連携組織対策の充実・強化
①事業協同組合をはじめとする中小企業連携組織は、
個別企業では対応の難しい生産性の向上や人材の
確保などに大きな役割を果たしていることから、中小企
業連携組織対策を中小企業対策の重要な柱として位
置付け、拡充すること。　　　　　　　≪重点要望≫

②小規模企業振興基本法による小規模企業者に対して
の支援策の拡充に伴い、小規模企業者で組織する組
合等については、各種補助金の補助率10／10にする
など、早急に支援の充実を図ること。

③事業協同組合をはじめとする中小企業連携組織は、個
別企業では対応の難しい生産性の向上や人材の確保
などに大きな役割を果たしていることから、中小企業連
携組織対策を中小企業対策の重要な柱として位置付
け、拡充するとともに、同対策の実施を担う中小企業団
体中央会の指導体制を強化し、中小企業等協同組合

法などによる連携組織を積極的に支援できるよう十分な
予算措置を講じること。

④中小企業団体中央会の連携組織に対するコーディ
ネート機能を強化するため、中央会指導員の資質向上
に対し十分な予算措置を講じること。

２．中小企業者の官公需受注機会の確保 
（１）国は、「官公需についての中小企業の受注の確保に関

する法律（官公需法）」並びに毎年度出される「中小企
業者に関する国等の契約の方針」に基づき、中小企業
者並びに官公需適格組合への官公需発注の増大に
努めること。

　　また、国等の発注機関は、年間を通じて発注の標準化
に努めること。

（２）地方公共団体を含めた各発注機関に対して、官公需
施策への理解を深めるための指導を行うとともに地元中
小企業や官公需適格組合等の受注機会増大に向け
た取り組みを推進すること。

（３）地方公共団体を含めた各発注機関に対して、エネル
ギー、資材価格や労務費等のコスト上昇分に対応した
必要経費等の発注価格への反映がなされるよう指導を
強化すること。

（４）地方公共団体を含めた各発注機関に対して、少額随
意契約の見直し及び最低制限価格制度等の活用を促
進するなど、適正価格での受注機会の確保がなされる
よう指導すること。

　　中小企業等は、地方自治体からの発注が減少するな
か、受注確保のため、低入札価格での受注競争が激
化しており健全な事業活動が行えていない。適正価格
での受注確保のため、国及び地方自治体は最低制限
価格制度を導入している場合、入札が不調になるという
ことは低価格競争に繋がっていることを認識し、最低制
限価格の金額を見直すほか、著しい低価格による落札
が行われないよう低入札価格調査制度を積極的かつ
適切に運用すること。

　　また、人件費及び原材料の上昇といった状況を反映し
ていないことから、インフレ条項の適用により、適正な価
格での柔軟な発注にも努めること。

（５）地方公共団体を含めた各発注機関に対して、官公需
適格組合との緊急時における災害協定等の締結並び
に協定に基づいた優先発注の推進を指導すること。

（６）官公需適格組合やカーボンニュートラルの推進など環
境に配慮した取り組みを行っている中小企業等に対し、
審査時における加点等の措置を講じること。

（７）適切な予定価格の作成にあたっては、需給の状況、原
材料及び人件費等の最新の実勢価格等を踏まえ、参
考見積をもとに予定価格を設定することとし、随意契約
の場合には参考見積を聴取した事業者に対しても取引
から排除しないこと。

３．特定地域づくり事業協同組合制度の拡充・改善
　「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業
の推進に関する法律」に基づく特定地域づくり事業協同組
合制度は、人口急減地域において、地域の仕事を組み合わ
せて年間を通じた仕事を創出し、組合で職員を雇用し事業
者に派遣することにより、安定的な雇用環境や一定の給与
水準を確保することで移住・定住を促進し、その地域の活
性化につながることから、制度の周知を継続的に図るととも
に、永続的かつ着実な財政支援措置を講じること。

④ 地域経済・振興対策
－

⑤ 金融対策
１．中小企業への円滑な資金供給体制の確立と金融機関
への指導継続

（１）金融機関によるリレーションシップバンキング機能や、事
業性評価を重視した円滑で迅速な融資を可能とする
こと。

（２）経済対策に呼応した融資条件の緩和等中小企業金融
対策の一層の充実
①経済環境の急激な変化（エネルギー・原材料価格の
高騰や過度な円安、人手不足等）や、取引先の経営
状況の悪化等を乗り越えるための、地域や業種や業
態に合わせた機動的な金融施策の拡充を図ること。
　　　　　　　　　　　　　　　   ≪重点要望≫

②エネルギーや原材料価格等の高騰により、日々の運転
資金に支障をきたす中小企業者に対する適切かつ迅
速な資金繰り支援のほか、経済社会の構造等の変化
に適応していくための経営改善・事業転換に係る金融
支援、そしてコロナ禍で増大した債務（ゼロゼロ融資な
ど）に対応する事業者への事業再生支援など、事業者
の実情に応じた金融支援を講じること。

③金融庁は、金融機関の「経営者保証に関するガイドライ
ン」の積極的な活用を監督し、融資慣行として浸透・定
着を図るとともに、令和６年３月にスタートした保証料率
の上乗せにより経営者保証を提供しないことを選択でき
る信用保証制度の周知徹底及び経営者保証に依存し
ない融資慣行の確立を更に加速させるために策定され
た「経営者保証改革プログラム」に基づく積極的な融
資の推進を図ること。

④業績の回復していない事業者に対する既往貸付に対
する条件緩和や、借換等の制度の維持・拡充を図る
こと。
⑤コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進み、民間
金融機関に対して実質無利子・無担保融資の返済
が行われている中、中小企業等が債務超過や赤字と
なった場合でも事業再構築などの前向きな取組の促
進など、地域の金融機関においては、個々の中小企業
等の実態を踏まえた新たな資金需要の支援を強化す
ること。
⑥スタートアップ企業との連携・DX・GX・SDGｓ等、更なる
成長に向けた取組みや円滑な事業承継等を支援する
金融施策の充実を図ること。

⑦「事業成長担保権」制度の早期導入並びに活用に向
けた体制強化及びサポート態勢の整備を行うこと。

⑧日本銀行のマイナス金利解除の実行に伴い、借入金利
の引き上げがあった場合に、中小企業等は借換えや新
規借入れ時の返済負担増に苦慮する可能性が高まる
ため、現状では、賃上げと物価高騰に加え、利上げが
実行されると経営悪化が見込まれることから、セーフティ
ネットによる金利引き下げの措置をとり、マイナス金利解
除の影響が企業経営に及ばないように柔軟な対応を
行うこと。　　　　　　　　　　　　  ≪重点要望≫

⑨金融機関による経営改善・事業再生支援等の伴走支
援を一層推進するための施策を強化すること。

⑩制度改正等による資金需要に対して、業種・業態を考
慮した金融措置を策定すること。

２．政府系金融機関の更なる機能強化と融資制度の拡充
（１）緊急時をはじめ商工中金及び日本政策金融公庫の果

たす役割がますます重要になってきており、中小企業等
の状況を的確に把握して実情に合った事業を展開する
など、機能の強化を図るとともに、地域の中核となる中小
企業等の事業転換・設備投資、中小企業組合や地域

資源を活用する企業連携体を支援するため、融資制度
を拡充すること。

　　また、令和５年６月14日に改正商工中金法が成立した
が、引き続き、組合及び中小企業等の金融の円滑化を
目的とし、足もとで加速する様々な事業環境変化に挑戦
する中小企業等への支援を維持・強化すること。

（２）経済環境の急激な変化を乗り越えるための相談対応の
充実及び特別貸付の拡充を図ること。

（３）セーフティネット機能を発揮するための危機対応業務の
拡充を図ること。

（４）資金提供の円滑化を図るため融資対象事業の評価に
基づく低金利等優遇措置をとること。

（５）事業承継や人手不足等、企業が抱える課題解決に対
する支援機能を強化すること。

３．信用補完制度の充実 
（１）「経営者保証に関するガイドライン」に基づいた、不動産

担保や人的保証に依存しない融資制度の促進を図る
こと。

（２）金融機関と連携した保証審査期間の短縮化や、事務
の簡略化を図ること。

（３）信用保証協会のセーフティネット保証は資金調達力の
弱い中小企業・小規模事業者をサポートする重要な施
策であるため、信用保証協会の基金補助金の確保及
び信用保険向け政府出資金を確保すること。

（４）経済環境の急激な変化等の緊急時における特別貸付
（無利子・無保証融資等）に対する保証条件を緩和す
るとともに、条件変更による追加信用保証料についても
免除すること。

（５）返済履歴を考慮した保証料率の引き下げ等の優遇措
置を図ること。

４．高度化融資制度の弾力的運用
（１）高度化融資制度の充実強化を図り、個人保証について

は求めないこと。
（２）高度化資金の返済について、組合の運営は組合員の

減少等により非常に厳しい状況にあり、当初の返済期
限や返済額を履行できない組合が多数出てきている
ので、返済条件の緩和について一層弾力的に運用す
ること。

５．中小企業倒産防止共済制度の見直し
　中小企業倒産防止共済制度は、取り引き先の倒産・廃業
など貸し倒れリスク及び連鎖倒産を防止する備えとして意義
ある制度であるため、次の見直しを行うこと。
①共済金貸付時に貸付額の10％を掛金総額から控除す
る制度は負担が大きいため、廃止すること。
②共済に加入して間もない時期でも、取引先の突発的な
倒産に対して貸付が受けられるよう６ヶ月未満の貸付
制限を見直すこと。

⑥ 税制対策
１．消費税
（１）消費税率引上げに伴う中小企業における事務負担軽

減措置の導入等、十分な対策を取ること。
（２）国際情勢の影響等により経済が悪化している現状を鑑

み、消費税の基本税率の見直しや二重課税（ガソリン
税、酒税、タバコ税等）の解消を検討すること。

（３）消費税の適正かつ円滑な価格転嫁を図るため、違反行
為に対しては引き続き監視と摘発を徹底すること。

（４）現在、免税事業者については課税売上高が１千万円
以下、簡易課税制度については課税売上高が５千万

円以下の事業者に対して適用されているが、零細事業
者の事務負担を考慮しこの制度を維持すること。

（５）インボイス制度について、業種・業態ごとの実情や取引
の実態を踏まえた負担軽減措置及びシステム改修等に
対する十分な支援策を講じるとともに丁寧な制度周知
に努めること。

　　また、仕組みを簡素化し２割特例や少額特例等の負
担軽減策の延長や恒久化、または追加的措置の導入
など、中小事業等の状況を踏まえた柔軟な運用を行う
こと。

（６）インボイス制度や電子帳簿保存法など、既にスタートし
た税制に関する新たな制度等への対応を進めるのと
併せて「業務のデジタル化（DX）」に取り組むことによ
り、人的資源に乏しい中小企業のバックオフィス業務全
体の効率化を進めるための会計ソフトの導入や既存ソ
フトの改修、クラウドサービスの活用などに係る経費の
補助を講じること。

２．法人税
（１）国際競争力の向上を図り、国内投資や雇用創出を促進

するため、中小企業の成長を第一に、法人税率の更な
る引き下げと中小法人に対する軽減税率の延長・引き
下げを図ること。

（２）中小企業等の法人実効税率を引下げること。
（３）企業組合及び協業組合の法人税率を引き下げること。
（４）収益の悪化している中小企業を支援するため、欠損金

繰戻還付請求制度の拡充及び繰越控除期間を延長
すること。

（５）中小企業組合において、賦課金収入に対する課税を撤
廃すること。

（６）中小企業及び中小企業組合の軽減税率を引き下げる
とともに、適用所得金額を撤廃すること。

　　我が国の経済成長の源泉である中小企業等の経営
基盤や国際競争力の強化、また、創業促進の観点から
も、中小企業組合及び中小企業に対する法人税率は、
現行の軽減税率15％からさらに引き下げるとともに、適
用所得金額については撤廃すること。

（７）賃上げ促進税制における要件の緩和及び控除率を引
き上げること。

（８）中小法人の軽減税率を引下げ、適用所得金額を見直
すこと。

（９）ＤＸ及び設備投資に係る減価償却資産特例を拡充す
ること。

（10）税制上の優遇を受けられる中小企業の定義となる資
本金額を引き上げること。

（11）法人事業税の外形標準課税の中小企業への適用拡
大や中小法人向け租税特別措置の利用制限を行わな
いこと。

（12）激甚災害に指定された地域の企業への寄付金の損
金算入限度額を引き上げること。

（13）各種減税申請を行う際の手続きの簡素化を図ること。

３．同族会社・事業承継税制
（１）「個人版事業承継税制」が創設されるなど抜本的に拡

充されたが、中小企業が事業基盤を損なうことなく、後
継者に円滑に事業を承継し発展できるよう、自社株の評
価方法等についての更なる見直しや簡素化を推し進
め、制度の更なる充実を図ること。

（２）中小企業等の事業承継が円滑に行われるように、事業
承継税制を活用することで後継者が取得した自社株式
に係る贈与税・相続税について、納税猶予を受けられる
が、雇用維持要件を満たせなかった場合、書類の提出
や助言が必要となるなど、中小企業等への負担が大き

い。事業承継を円滑に行うためにも、非課税贈与額の拡
大などにより、事業承継税制の一層の拡充を図ること。

（３）事業承継税制は、平成30年度税制改正において、10
年間（平成30年1月1日から令和9年12月31日まで）、納
税猶予の対象となる非上場株式等の制限（総株式数
の最大３分の２まで）の撤廃や納税猶予割合の引上げ
（80％から100％）等の特例措置が創設されたが、多くの
中小企業では事業承継への対応が進んでおらず、後
継者に円滑に事業を承継し発展できるよう、特例措置
適用期間の延長を図ること。

（４）事業承継・引継ぎを契機とする業態転換や多角化を含
む新たな取り組みを支援する「事業承継・引継ぎ補助
金」はあるものの、実情として事業承継には時間を要す
ることが想定され、公募期間や事業期間を長くするなど
中小企業事業者にとってより効果的な運用となるよう制
度を拡充・強化すること。

（５）事業承継を円滑に行うため相続税・贈与税の納税猶予
及び免除の特例措置期間の延長や手続きの簡素化を
図ること。また、取引相場のない株式の評価方法を見直
すこと。

４．中小企業投資促進税制
　中小企業の思い切った設備投資を可能とし、生産性の一
層の向上を実現するため、新分野進出の際の税制優遇を
含め、中小企業投資促進税制及び経営強化税制の更なる
拡充を図ること。また、本税制について恒久化を図ること。

５．自動車関係税制
（１）我が国の自動車関係諸税については、税負担が複雑

で過重となっており、さらに、消費税率の引き上げに伴い
一段と税負担が重くなっているので、自動車関係諸税を
整理し、軽減すること。

（２）生産･製造工程などで使用する軽油に対する軽油引
取税の免税措置を恒久化･拡充すること。

（３）揮発油税は、消費税との二重課税であることから過重
な税負担を見直すこと。

（４）低年式自動車に対する自動車税のあり方を見直すこ
と。

（５）一般財源となった自動車重量税を廃止すること。

６．事業所税の廃止
　政令指定都市や人口30万人以上の指定市などに課せら
れている事業所税を廃止すること。

７．償却資産に係る固定資産税の廃止　　
　償却資産に係る固定資産税は、多数の設備を有する製
造業や建設業など特定の業種に負担が偏っているといった
業種間の税負担の偏在、中小企業の設備投資意欲の低下
や事務負担を増加させる一要因にもなっていることから、廃
止すること。

８．食事支給の非課税枠の引き上げ又は上限の撤廃
　近年、弁当製造のための原材料費の高騰等の影響もあ
り、製造コストが上昇しているが、その上昇分を価格に転嫁
するにあたり、提供先である事業者の食事支給の非課税
枠が所得税法上、月3,500円以下であるため、事業者は事
業主負担が3,500円以下になるように調整しており、価格引
き上げ交渉が困難となっている。このため、食事支給の非
課税枠3,500円の引き上げ又は非課税枠の上限の撤廃を
図ること。

９．その他中小企業・中小企業組合税制の充実強化
（１）「地球温暖化対策のための税」、いわゆる環境税の導

入により、全化石燃料に対してＣＯ₂排出量に応じた税
率が石油石炭税に上乗せされているが、中小企業者に
おいて過度の負担増とならないよう、免税・還付措置等
の負担軽減措置を講じること。

（２）賞与及び退職給付金の繰入の損金算入ができれば、
中小企業の内部留保が増え、従業員の福利厚生の充
実や経済活力を取り戻すことにつながるので、制度を復
活させること。

（３）役員報酬は、職務執行の対価であるにもかかわらず、損
金算入には、定期同額給与や事前確定届出給与など
厳しい制約が課せられているが、経営基盤が不安定な
中小企業の実態を踏まえ、役員報酬を弾力的に改訂で
き、損金算入できる制度にすること。

（４）自社利用目的のソフトウェア（無形固定資産）の償却年
数を、現行の５年から３年に短縮すること。

（５）消費の拡大を通じて経済活性化を図るため、資本金１
億円以下の中小法人の交際費について年800万円ま
で損金算入できる時限措置（令和９年３月末まで）を恒
久化すること。

（６）電力多消費産業に適応されている再生可能エネル
ギー発電促進賦課金の減免制度の見直しについては、
企業の負担増となり、国際競争力の低下につながるた
め、実施しないこと。

（７）鉄筋コンクリートや鉄骨鉄筋コンクリート造りのホテル・
旅館の固定資産税評価における最終残価率到達年
数が50年から45年に短縮されたが、未だ大きな負担と
なっているため、さらなる短縮化を図るほか、法人税に
準じた固定資産税の減免又は免除など見直しが確実
に実施されること。

（８）事業用地や公共・公益性のある共同施設などへの固
定資産税の軽減制度等、中小企業と地域にとって真に
実効ある固定資産税の負担軽減のための措置を講じ
ること。

（９）中小企業の事業再構築又は新分野進出・新事業への
取り組みに関する税制措置を講じること。

⑦ 労働対策
１．雇用・労働施策の拡充
（１）急速な少子高齢化が進展する中で、貴重な労働力であ

る子育て世代の労働者がその能力を発揮するために
は、働きながら育児ができる環境を整備する必要がある
ため、認可保育所においては、土・日曜日保育の実施と
延長保育時間の拡充や病児保育に対応することを認
可条件にするとともに、保育所に対して必要な経費を支
援すること。

　　また、保育士の確保や継続就業は待機児童問題の解
消につながるため、保育士養成学校の拡充並びに保育
士の処遇改善に努めるとともに不登校児童・生徒等の
受け皿となっているフリースクールへの財政支援を行う
こと。

（２）働き方改革関係法令の施行に伴い、その運用にあたっ
ては、中小企業にとって過度な負担とならないよう十分
に配慮するとともに、多様な働き方の実現に向け、中小
企業が対応しやすい環境を整備すること。

（３）働き方改革による時間外労働の上限規制については、
立場の弱い中小企業では、取引先の都合等により依然
として実施が困難な状況にある。特に、令和６年４月か
ら時間外労働の上限規制が適用された自動車運転業
務については、運送業界に限らず、経済全体に大きな
影響があることから、時間外労働につながる取引慣行
の見直しを推進すること。

　　また、同じく時間外労働の上限規制が適用された建設

業については、上限規制を考慮した工期設定を行うこ
と。　　　　　　　　　　　　　　　 ≪重点要望≫

（４）定年延長や継続雇用の延長など高齢者の雇用推進整
備に取り組む小規模・零細事業者に対し、積極的な支
援策を講じること。

２．中小企業の経営状況等を踏まえた最低賃金の設定及
び賃上げ支援の充実

（１）最低賃金の設定にあたっては、地域中小企業の経営
状況や雇用実態等、地域中小企業の実情を考慮する
と共に、地方最低賃金審議会の自主性を損なわないよ
うにすること。　　　　　　　　　　　≪重点要望≫

（２）中小企業の賃上げを支援するための労務費を含む価
格転嫁を推進すると共に、助成の充実や各種補助金
等における優遇措置の強化を図ること。

３．社会保障制度
（１）社会保険制度については、中小企業の経営実態等に

配慮し、将来的に安定した制度の確立に取り組むこと。
（２）社会保険料の引上げや適用拡大については、中小企

業の活力の維持・発展を阻害することがないよう慎重に
検討すると共に、事業者の負担を軽減する措置を講ず
ること。

（３）中小企業等への負担が過度にならないよう、社会保険
の保険料率の安易な引き上げは行わないこととし、中
小企業等の賃上げに伴う社会保険料の負担軽減支援
策の創設を中心とした社会保険制度の改善を行うこ
と。

（４）少子高齢化の進展により、生産年齢人口が減少に転じ
た今、パートやアルバイトなどで働く女性の存在は、貴
重な働き手となっている。そのような中、女性の就労抑
制につながっているとされる年収「103万円」あるいは
「130万円」などの、俗にいう「年収の壁」について早期
に撤廃し、望むように働き・活躍できる社会にするため、
税制や社会保険制度の抜本的な見直しを行うこと。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪重点要望≫
（５）年収の壁の問題について、中小企業の労働力確保を

阻害することがないよう抜本的な対策を講ずること。
（６）働き方改革関連法改正の猶予期間終了による影響を

受ける業種への支援を強化すること。

４．教育・人材育成
（１）大都市圏への人口の一極集中を是正し、地域に必要な

人材を呼び込み、地方の中小企業の人材確保を促進
するため、ＵＩＪターン等に係る各種助成を創設・拡充す
ること。

　　また、外国人留学生や特定技能を取得した外国人を
地方の中小企業へ就職を促すなど支援を強化し、地方
の中小企業への外国人材の雇用を促進すること。

（２）中小企業において、人材の確保・育成は大きな経営課
題である。特に技能の継承という観点からも、ものづくり
人材の育成、若年者の確保は急務であることから、大
学等教育機関と産業界の連携によるキャリア教育・職
業教育事業に対する支援、新入社員や若手従業員の
育成・定着支援等の更なる対策を講じること。

　　また、コロナ禍では営業活動を縮小し、人材も雇調金の
活用などで凌いだ中小企業の現場では、経済活動が
回復局面を迎え、コロナ禍以前の厳しい人材不足の状
況に戻りつつある。

　　そこで、中小企業の人材確保に向けた採用活動支援
のほか、企業による教育訓練の拡充、労働者の主体的
な学びへの支援に資する助成金等の強化・拡充など、
人材の確保、育成に向けた支援策を講じること。

⑧ 人材対策
１．中小企業に対する人材の確保・定着・開発等に関する
対策の更なる推進

（１）若年者人材を確保・定着させるための支援策を強化
すること。

（２）女性、高齢者、障害者等多様な人材の更なる雇用対
策を強化すること。

（３）地域産業を支える製造業・建設業等の技能者育成、技
術・技能継承への支援を強化すること。

（４）人材育成機関としての中小企業組合に対する支援・助
成策を講じること。

（５）技能検定制度については、中小企業のニーズを踏まえ
た職種の拡充を推進すると共に、技能検定試験を実施
する中小企業組合及び運営に携わる中小企業への支
援を強化すること。また、実技試験受検手数料の減額
対象者の年齢引き上げ等を図ること。

（６）「月60時間超の時間外労働への割増賃金率」について
は、中小企業への猶予措置が令和５年３月末をもって
終了し50％へ引き上げられたが、長時間労働の要因は
業種や職種、企業規模によっても現状や背景が異なる
ことから、対応に困難な中小企業等に対して、労働時間
の縮減や年次有給休暇の取得促進、休息時間の確保
等の長時間労働抑制に向けた取り組みを行った場合
における助成金等支援策の拡充・強化を行うこと。

（７）従業員の職務に関する知識・技能やＤＸ等専門的スキ
ルの習得、リスキリングへの取組みに対する支援を充
実・強化すること。

（８）採用活動に充てられる予算や人員が限られている中
小企業においては、公的な職業紹介への期待は高く、
求職者と求人企業のマッチングの質を向上するうえで、
業種・業界のニーズを踏まえた人材と仕事のマッチング
機会を創出することが重要であることから、ハローワー
クの機能強化など、公的職業紹介のマッチングの質向
上・体制強化を求める。

（９）インターンシップは大企業と比べ知名度の低い中小企
業にとって、自社の魅力を学生に伝える有効な機会で
あり、入社後のミスマッチ防止の効果も期待できること
から、インターンシップなどを通じた中小企業で働く魅
力の発信強化と採用力向上に向けた支援を強化する
こと。

２．中小企業のニーズ等を踏まえた外国人材受入れ制度
の見直し

（１）技能実習制度並びに特定技能制度について、業界の
ニーズ等を把握した上で、対象職種・業種を拡充すると
共に、利用する中小企業等の負担とならないよう事務手
続き等の簡素化・迅速化を図ること。

（２）転籍については、大都市圏への流出防止など、地方の
人材確保に配慮した制度とすること。　 ≪重点要望≫

（３）新たに創設される「育成就労制度」への移行にあたっ
ては、現行の外国人技能実習制度の２号移行対象職
種のすべてが網羅されるよう、特定技能制度の特定産
業分野を設定するとともに、育成就労制度の対象分野
に設定すること。また、その分野については、国が設定
する明確な分類のもとに設定すること。加えて、現行の
２号移行対象職種ではない業種であっても、業界や地
域における生産性の推移、人手不足の状況を把握し、
特定技能制度の特定産業分野と育成就労制度の受
入れ対象分野に設定すること。　　　≪重点要望≫

（４）特定技能制度における悪質な登録支援機関を排除す
るための措置を講ずること。

（５）外国人材の定着に向けた中小企業及び監理団体等

の取組への支援策（好事例の共有、社宅や休憩室等
の新設・改修や送迎車両の購入等に係る経費への助
成等）を構ずること

⑨ エネルギー・環境対策
１．環境・エネルギー
１）中小企業者が取り組む環境保全義務対策（緑化・騒
音・水質・ＰＦＡＳ・ＰＣＢ・アスベスト・廃プラチック等）に
対する支援を強化・拡充すること。特に、アスベスト含
有廃棄物及びPCB廃棄物の処理に係る費用を全額
負担するなど財政支援措置を講じること。

（２）土壌汚染対策を行うための調査及び除去等について
は、中小企業者にとって過度な負担とならないように要
件の緩和や財政支援措置を講じること。

（３）中小企業者がＪ-クレジット制度を利活用する場合、税
制や資金等について優遇措置を講じること。

（４）エコリース促進事業補助金は、再生可能エネルギー
設備や低炭素機器をリースで導入した際リース総額の
２～５％を補助する制度であり、積極的な設備投資を
行う上で有効な手段であるが、昨年度から工作機械
等一部が除外されたため、対象機器の復活と予算の
増額を行うこと。

（５）産業廃棄物等を再利用し、再資源化するための規制
を緩和すること。

（６）珪砂産業における新規鉱山の区域決定、開発に必要
な諸手続きの申請・認可の迅速化を図ること。

２．原油・原材料高騰への支援策の強化
（１）原油・原材料価格が高騰及び人件費が上昇する中、

中小企業にとっては調達コスト、物流コストの変動によ
り、経営の安定化に影響を与えている。原油、原材料、
電力等の資源・エネルギーの安定供給並びに価格の
適正化のため、総合的な資源・エネルギー支援策を推
進すること。　　　　　　　　　　   ≪重点要望≫

（２）エネルギー、資材価格や労務費等のコスト上昇分を適
切に価格に転嫁できるよう環境整備を図るとともに、支
援施策を拡充すること。また、「価格交渉促進月間」並
びに「パートナーシップ構築宣言」に基づき、受注側企
業における労務費、原材料費、エネルギー価格等のコ
スト上昇分について、円滑に反映できる体制構築に努
めるとともに価格転嫁等の監視及び指導を強化するこ
と。

　　さらに、ガソリンや電気などのエネルギー価格等高止
まりにより影響を受ける中小企業・小規模事業者に対
し、事業負担の軽減・緩和を図るため、令和６年５月末
に終了した負担軽減策を新たに措置すること。またそ
の中には、特別高圧電力を活用する事業者への負担
軽減措置も含めること。

（３）原油、天然ガス等のエネルギー価格の高騰に対応し
た電力価格の抑制を継続するとともにエネルギーの安
定供給を行うための施策を講じること。

（４）急激なエネルギー価格の高騰によって価格転嫁の困
難な中小企業等の負担を直接的に軽減するため、国
は「電気・ガス価格激変緩和対策事業」を延長して実
施しているが、補助がなくなった場合には中小企業等
の収益の悪化が予想されるため、電気代・ガス代に関
する激変緩和対策を一定期間継続支援すること。

　　　　　　　　　　　　  　　　　　≪重点要望≫

３．電力の安定供給と省エネ・節電対策支援の強化
（１）大企業に比べて製造コストに占める電気料金の比率

が高く、代替手段に乏しい中小企業者の経営基盤が

強化されるように再生可能エネルギー発電促進賦課
金の上昇を抑制すること。

（２）電気事業法で定められている高圧電力料金における契
約電力のデマンド制について、基本料金の算定期間の
短縮（１年→６ヶ月）又は一定期間内における最大と最
低の平均電力量とする料金制度へ改定すること。

（３）仕事量が増えれば増えるほど電気を使用するため、赤
字になり、収益を圧迫する。

　　今後、コロナ禍からの回復に伴う経済活動の再開・活
性化に向けては、電力の安定供給に向けた環境整備と
中小企業者に対する電気料金のさらなる負担軽減措
置を講じること。

（４）中小企業者等に対する生産性及び脱炭素・省エネル
ギー設備の新規導入と更新などによるカーボンニュート
ラル推進に向けた支援を継続すること。

（５）省資源・省エネルギーの実現に向けた、水力、風力等
の再生可能エネルギーの活用、将来の国産資源となり
えるメタンハイドレートの調査研究を進めるなど、具体的
な対策を早急に進めること。

（６）足元では地政学的なリスク要因及び円安により石油、Ｌ
ＮＧ、石炭等のエネルギー価格が高騰しており、エネル
ギー消費機器の効率化による燃料・電力の消費抑制を
図る必要があり、国においては省エネルギー投資促進
を目的に省エネ性能の高い設備等への補助制度が確
立されている。

　　また、国は企業自らの事業の使用電力を100％再生可
能エネルギーで賄うことを目指すＲＥ100の普及に努め
ていることから、太陽光発電などの導入支援対策とし
て、再エネ電力を利用することでＣＯ₂排出削減に貢献
することを目的に、自家消費による電力費の抑制だけで
なく、余剰電力を販売する場合も含めて設備導入に関
する補助制度を拡充すること。

４．有害物質除去への支援
　国・県等行政の指導により、防火対策としてアスベストを
使用して建設した中小企業組合等の共同施設におけるア
スベストの除去や囲い込み工事への支援措置、ＰＣＢの処
理への支援拡充など、有害物質除去に対して支援を行う
こと。

５．カーボンニュートラル達成に向けた中小企業等の取
り組み支援策

　政府は「2050年カーボンニュートラル」を実現すると宣言
し、2030年度に温室効果ガスを、2013年比で46％削減する
ことを目指すと公言しており、まずは、2030年に向けて産業
部門や業務部門に対し、大幅な省エネを行うことが求めら
れている。
　中小企業等においても、それぞれの事業内容に照らし、
脱炭素、そして省エネ等に積極的かつ主体的に取り組む
必要がある一方で、経営資源に不足する中小企業等の現
場においては、脱炭素が自分のビジネスにどう関係してくる
か、何をすればいいのかといった入口のところで、足踏みす
るレベルの事業者も少なくない。
　そこで、中小企業等が関わりやすい形で、現状の認識と
対策の立案、実行に向けた支援が必要となるほか、中小企
業等の脱炭素への取り組み、課題など現場の実態に配慮
し、脱炭素に向けたロードマップ策定について、不断の見直
しを図りながら進めること。

⑩ 工業対策
１．サプライチェーン対策の充実
　原材料等を海外に依存することなく、国内で需要・供給

するための設備導入や生産拠点の整備など中小企業者に
対する補助金等の支援を講じること。
　中でも、食品加工業においては物流課題として、温度管
理がある中で、昨今のドライバー不足により、ますます物流
サプライチェーンの保持が厳しくなっている。食料輸送とい
う温度管理が必要な特殊事情を踏まえての物流サプライ
チェーンへの支援を強化すること。
　また、海外生産・調達に依存する半導体や蓄電池などの
部素材について、国内での生産体制の構築支援を求める
ほか、レアアースなどの重要鉱物について、特定の国に依
存しすぎないよう企業による海外での権益取得に対する支
援も積極的に講じること。

２．ものづくり支援対策
（１）通称「ものづくり補助金」については、中小企業・小規模

事業者の設備投資意欲の促進、事業の多角化、経営
意識の変革等、地域の産業社会を活性化する役割を
担っており、事業を通じて開発した試作品等の商品化
等をより確実なものとするためにも、本事業を恒久化す
ること。

（２）生産性向上・経営力強化に大きな役割を果たしてきた
「ものづくり補助金」について、厳しい経営環境にある中
小企業のさらなる成長発展を促すため継続すること。

（３）ものづくり補助金の事業実施体制が変更され、問合せ
対応や申請書類の要件チェック等が全国事務局にお
いて一括して行われるようになったことにより、サポート
センターに電話が繋がらないといったケースや書類審
査等に相当の時間を要していることから、事業者や支
援機関から地域事務局に対し多くの問合せが寄せら
れている。

　　そのため、全国事務局だけで一括管理・運営を行うの
ではなく、従来どおり地域事務局を有効活用するととも
に情報共有を図り、事業者に寄り添った支援体制にす
ること。

（４）ものづくり補助金では従来、認定支援機関確認書の提
出が必須であり、公募申請時に支援が行われ、申請書
の内容、必要書類の支援が行われきた。しかし、令和元
年度補正のものづくり補助金より廃止された結果、初め
て申請する事業者、一度も採択されていない事業者など
からは申請書類がＡ４一枚で数行の内容のないもので
申請されている。また、「会社全体の事業計画」の基準
年度等の間違い、「従業員への賃金引上げ計画の表
明書」の間違いが非常に多く見受けられ、採択後の修
正依頼の業務が多くあるため、そのような応募を少なくす
るために、再度、認定支援機関の支援を受けてものづく
り補助金の応募がなされる活用を図ること。

（５）中小企業者が生産性向上や技術革新を行うためのＩＴ
ツール導入やデジタル化の強化、サイバーセキュリティ対
策強化など、DX推進に対する補助金等の支援を継続
拡充すること。

（６）知的財産権の取得や保護に対する費用の軽減措置な
ど知的財産活動に対する支援策を講じること。

（７）熟練技能者が長年の経験で培った技能、ノウハウや専
門的な知見などの円滑な継承や人材育成のために行う
教育訓練に対する費用の補助を行うなどの支援策を講
じること。

（８）産業構造の変革に直面する中小企業者の企業間で連
携するための機会の確保やその取り組みに対する支援
を行うとともにスタートアップ企業の連携組織化に対する
支援を講じること。

（９）フォローアップ支援事業の継続・拡充
　ものづくり補助金を実施した補助事業者を対象とする
フォローアップ支援事業は、機械装置の現況確認を原

⑪ 商業対策
１．中小商業支援策の拡充・強化
　中小商業活性化に向け、国内需要による消費の喚起を
図るとともに、訪日外国人旅行者の消費拡大を図るための
経済対策を講じること。

２．まちづくり、中心市街地活性化 
（１）極めて厳しい状況下にある商店街の活性化を図るた

め、商店街関連予算の拡充を図るとともに、地域社会
を支えまちづくりの担い手でもある商店街の自助努力を
支援するため、来客誘致のための集客イベントの開催
や駐車場対策など地域住民の利便性向上に向けた
支援策を一層充実すること。

（２）人口減少が深刻化する中で、地域の活性化を図るた
め、改正まちづくり三法の趣旨に沿った機能的なまちづ
くりの推進と中心市街地の再生を図る取り組みを強力
に推進すること。

（３）公共・公益性のある共同施設（アーケード、駐車場等）
は地域の活性化、地域社会の維持・発展に大きな役
割を担っており、その設置、修繕及び維持管理の費用
に対する助成制度を拡充・強化するとともに、これら施
設に係る固定資産税等の負担軽減措置を講じること。

（４）地域の商店街が新たな事業に取り組むにあたり、それ
らを統括できる人材、また事業推進にあたり外部機関
への申請手続きや折衝等を行うことができる人材を恒
常的に育成する制度を創設すること。

（５）高齢者等の買い物弱者に対する支援策として、地域
密着型の機動性のある地元商店街組織、商業者施
設及び中小の流通事業者を活用すること。

（６）低迷を続ける個人消費を拡大し、地域経済の好循環
をより確実にするため、平成26年度補正予算により地
方創生交付金で実施し大きな成果があった「プレミア
ム商品券」の発行など、効果的な個人消費喚起策を
講じること。

（７）商店街は魅力あるイベントの実施等によって活性化を
目指すことが求められているが、近年、店主の高齢化・
後継者不足による廃業や空き店舗の増加、魅力ある
個店の減少等を背景に商機能が弱体化し、厳しい状
況が続いていることから、継続的な集客促進、需要喚
起、商店街の体質強化に効果のある補助金制度を構
築すること。

（８）中小小売店及び商店街が、地域コミュニティの担い手
として、防犯や少子高齢化等社会的課題に取り組む
ための支援策を拡充・強化すること。

（９）大規模小売店舗に対して、地域商業者組合への加
入・協力を促すためのガイドラインの制定を行うこと。

（10）激甚化・頻発化する自然災害に適格に対応するため
の防災・減災・老朽化した施設の改修等に対する支
援策を拡充・強化すること。

（11）各地域に残った大型宿泊施設の廃屋撤去とその活
用に係る補助金の拡充をすること。また、これ以上に廃
屋を生まない活用の仕組みづくりを地方自治体と連携
して行っていくこと。

３．商店街振興組合等に対する優遇措置
　法人格を有する商店街振興組合や商店街協同組合
は、各種事業を通して各市の地域活性化に貢献するととも
に、法人税等の納税の社会的責任を果たし、任意の商店
街組織と比較して責任の所在が明確であることから、国等
の補助事業の実施にあたっては、任意の商店街組織と補
助率や補助限度額等に差を設けるなどの優遇措置を講じ
ること。

４．大型店等に対する適正な規制・指導の強化
（１）大規模集客施設の郊外開発行為に対して、厳格かつ

適正に対処するため、土地利用に関するゾーニングの
条例やガイドラインの制定を促進すること。

（２）大型店や大資本チェーン店、地権者などに商店街組
合への加入や、地域交流、商店街活動及び社会貢献
への積極的な協力を求める地域貢献条例等の制定を
促進すること。

５．不当廉売・不当表示等の取り締まり強化
（１）大規模小売店等の取引競争ルールを確立・徹底する

など、小売業における優越的地位の濫用行為を早期
に根絶させるとともに、不当廉売、不当表示等の違反
行為に実効性ある対応を実施して、適正価格で売れ
る仕組みを作ること。

（２）エネルギー、資材価格や労務費等のコスト上昇に係る
適正かつ円滑な価格転嫁を可能とするため、下請取
引環境の改善や商慣習の適正化に向けて取り締まり
を図るとともに、支援策を強化すること。

（３）下請法の対象となっている下請け企業に限らず、その
他の中小企業の取引に対しても手形等の支払期日短
縮に向けた指導・監督を行うこと。

６．経営力強化に対する支援
（１）非接触型・デジタル化を推進し、中小小売店及び商店

街の負担とならないよう、キャッシュレス決済手数料の
負担軽減や設備導入への支援を図ること。

（２）中小商業者のインターネット販売システム等の導入に
向けたデジタル技術の支援策を拡充するとともに、導
入後も専門家の派遣等を通じて、持続的な販売に繋
がる支援を継続すること。

（３）中小企業における省エネルギーや脱炭素の推進を図
るため、先進的省エネルギー投資促進支援事業費補
助金を継続・拡充すること

７．団地組合の再整備に係る支援策の創設等
　卸商業団地などの団地組合は地域の産業や雇用を支
える存在であり、災害時の防災拠点としての機能も有して
いることから、再整備に対して支援を行うこと。

⑫ サービス業対策
１．中小企業物流対策支援
（１）安心・安全な輸送手段の確保のため、高速道路等の

修繕・保守・再整備を強化すること。
（２）燃料油価格について、中東情勢等を踏まえて燃料油

価格激変緩和措置を延長すること。
（３）「物流革新に向けた政策パッケージの取組状況につい

て」及び「2030年度に向けた政府の中長期計画」を着
実かつ確実に実行すること。

２．高速道路割引制度
（１）平成26年４月の高速道路料金割引制度の見直しによ

り、事業者の輸送コストが増加している。小規模事業
者の輸送コスト削減はもとより、「休日上限1,000円制
度」などの観光需要を喚起し地域活性化を促すような
多面的な割引制度となるよう再度見直すこと。

（２）ＥＴＣマイレージポイント還元率を拡大すること。
（３）ＥＴＣコーポレートカード利用による平日朝夕割引の割

引対象となる地方部最大100kmまでの走行分につい
て大口・多頻度割引の割引対象走行にすること。

（４）事業協同組合等が行う共同精算事業において、ＥＴＣ
コーポレートカードの利用約款の変更により、違反点数

則とし、個別の販促支援等の実施を認めていない。
　継続的な事後支援は補助事業の事業化を促進する
観点からも非常に重要であり、事業化状況報告のフォ
ローアップ、販路開拓や販売促進等を支援対象とするこ
とに加え、対象年度の拡充等、フォローアップ支援事業
を継続・拡充すること。

（10）省力化、省人化を行うための補助金について補助率
のアップ及び補助上限額の引き上げを講じること。

（11）設備投資等を支援する補助金等について、申請要件
の緩和及び申請手続きの簡素化を講じること。

３．不当廉売及び優越的地位の濫用の防止、下請取引の
適正化

（１）不当廉売及び優越的地位を濫用した不公正な取引方
法に対して、国は迅速かつ的確に、実効性のある対処
を行うこと。

（２）弱い立場にある下請中小企業者が親事業者・発注事
業者による優越的地位の濫用等により不当な取引条件
を強要されることがないように法制度や業種別下請ガイ
ドラインの周知徹底を図ること。

（３）エネルギー･原材料価格高騰などのコスト負担増や従
業員の賃上げ等を実現するために､中小企業が適切
に価格転嫁し、利益を確保しやすい取引環境の整備
に向け、引き続き大企業など親事業者に対する､法制
度に基づいた厳正かつ適正な指導等を講じること。

　　≪重点要望≫
（４）中小企業組合を通じて行う団体協約などの取引条件

改善への取組みに対して要望の機会を設けるなど実
効性を担保できるよう発注者側の企業に対して指導を
行うこと。

　　また、価格転嫁交渉を円滑に進める有効な手段として
の『組合による団体協約の締結』の制度や仕組み、そ
の好事例を周知するとともに、組合組織の有用性を広
くＰＲすること。　　　　　　　　   ≪重点要望≫

（５）下請代金の支払いは、できる限り現金によるものとする
通達を親企業が遵守するよう指導すること。

（６）立場の弱い下請け等地域の中小企業者が強いられる
不公平な取引慣行を是正し、公正・公平な取引慣行の
実現に向けた政策を推進するとともに、下請け法など
関係法令への罰則規定の盛り込みなど、大企業等親
事業者への指導強化にも取り組むこと。

（７）中小小売業は、大手量販店との価格差やＥＣサイトで
の競争の激化により、経営環境が悪化し続け、将来の
展望が開けない状況となっていることから、国は中小小
売業の現状を直視して、「独占禁止法」や「業種別ガイ
ドライン」等を厳正に適用し、優越的地位の濫用、不当
表示、誇大表示等の不公正な取引や悪質サイトに対し
て、監視・監督の強化に努め、違反行為に対しては迅
速かつ実効性のある処分を行うこと。

（８）転嫁拒否が疑われる事案に対しては強力な罰則規定
を設けるなど、実効性のある価格転嫁対策を政府主導
で推進すること。また、大手事業者による転嫁阻害に対
して、国によるチェック機能が発揮できるよう、下請Gメン
や関係法令の一層厳格な運用を行うこと。

（９）不当廉売は、価格の安さ自体を不当視するものではな
いが、中小企業等の効率性によって達成した低価格販
売ではなく、採算を度外視した低価格によって顧客を獲
得しようとすることは独占禁止法上問題となる場合があ
る。特に、石油販売小売業においては、元売の標準的
な仕切価格やサービスステーション運営に必要な経費
の額から判断して、採算が取れないと思われるガソリン
の廉売事例が発生すると、周辺サービスステーションの
経営に甚大な被害を及ぼすこととなる。このため、採算

割れと思われる廉売によって、自社のガソリン販売量が
減少するなどの被害を受けている場合は、公正取引委
員会が速やかに情報収集や調査を行い、適切な指導
を行うこと。

４．地場産業・伝統的工芸品産業の振興対策
（１）ものづくり基盤を支える地場産業や伝統的工芸品産業

において、技術保持者の廃業により地域独特の文化の
担い手が途絶えることにつながることから、存続発展を
図るため、国は抜本的な対策を講じるとともに、業界の
活性化と産業の振興を強く進める各産地の協同組合
等への支援も併せて行うこと。また、それら地場産品の
販路を拡大するための支援制度を充実すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪重点要望≫
（２）ユネスコ無形文化遺産に登録されている縁付金箔の伝

統技術の保護・承継と需要拡大への支援を図ること。

５．ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の導入に向けた支援策の拡充
　食品衛生法等の一部改正により食品の安全確保を図る
ため、食品衛生管理の国際標準であるＨＡＣＣＰに沿った
衛生管理が全ての食品等事業者に義務づけられた。ＨＡ
ＣＣＰに沿った衛生管理を導入するためには、まずはＨＡＣ
ＣＰに関する認識を高める普及啓発が必要であるが、財政
基盤の脆弱な中小企業にとっては、事業所内で導入を進
める人材の育成や設備整備にかかるコスト負担などハード
ルが高いことから補助制度や税制等を含めた支援策を拡
充すること。
　また、食品安全に関する認証はＨＡＣＣＰ以外にも存在し
ている。大手流通からは、ＨＡＣＣＰ以上の認証規格であるＩ
ＳＯ22000や、さらに上位のＦＳＳＣ22000という認証が求めら
れる事が増えて来ている。そのため、ＨＡＣＣＰ以外の食品
安全管理に必要な認証制度への支援策を講じること。

６．新分野進出に向けた大学・公設試験研究機関等の機
能拡充・強化

　昨今のデジタル技術革新は、目覚ましいスピードで進行し
ているが、高度な技術やノウハウを持つ中小企業等が自社
の技術をどのように活用できるかを苦慮しているため、意欲
のある中小企業等の持つ高度な技術が活かされるよう、大
学・公設試験研究機関等の機能・体制を拡充・強化すると
ともにＤＸ人材の育成及び試験機器等の充実を図ること。

７．新分野進出・業態転換への支援
　社会構造・経営環境の変化により新分野・新事業展開や
業態転換等を余儀なくされ、従来の事業を縮小せざるを得
ない中小企業・小規模事業者が多い。異業種や他の業態と
の連携など新たな取り組みに対する支援策を講じること。

８．金属アーク溶接等作業における設備投資等の支援
　「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が、労働者に
神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らか
になったため、これらを特定化学物質に加え、労働者へのば
く露防止措置を義務付けることとした政令、省令改正等が
行われ、令和３年４月１日から施行されている。特に金属アー
ク溶接等作業を行う事業場においては、従来の「粉じん作
業」としての規制に加え、新たに特定化学物質としての措置
も義務付けられることとなり、中小企業等にとっては、多額の
費用負担が発生している。
　一部安全対策にかかる消耗品の購入にかかる補助金が
交付されていたが、今後も安心安全な作業場環境の構築
が促進されるように、作業床の改造等の設備投資を支援す
る補助金制度についても支援策を拡充すること。

の累計期間が３ヶ月から２年に延長されるなどにより利
用停止措置が厳しくなったが、組合が組合員の運行
管理に対する監督には限界があるので、見直すこと。

（５）ＥＴＣ大口・多頻度割引利用者への、道路法（車両制
限令）違反に対する罰則の算定基準について、所有
車両台数に応じた基準とすること。

（６）長距離輸送の効率化を図るため、高速道路の長距離
割引制度について現行の100～200㎞まで25％の割
引、200㎞超が30％割引から、100～200㎞までを
30％、200㎞超を40％の割引に拡充すること。

（７）国土交通省より、高速道路の深夜割引の見直し案
（深夜の適用時間帯に走行した分のみ）が示されたと
ころ、多くの組合員より見直し案に反対する意見があ
り、現行制度における割引適用待ちの車両の滞留は
社会問題化しているが、一方、トラック運転手の労働
環境の改善に繋がるとは言い難く、新たな問題が生じ
る可能性があるため見直し案を再考すること。

３．観光対策
（１）中小企業に勤める従業員等が、計画的に有給休暇を

取得できるような環境づくり並びにリフレッシュ休暇取得
の喚起を国が積極的に努め、国民の観光旅行の参加
機会を増大させること。

（２）現行の温泉法では、新たに温泉を掘削するには許可
が必要であるが、これを拒む理由がなければ、許可せ
ざるを得ないのが現状であり、誰でも温泉掘削が可能
となる状況では泉源が枯渇する恐れがあるため、早急
な対応策を図ること。

（３）入湯税の使途において「観光振興」と「温泉資源の保
護」を促進すること。

（４）人手不足に悩む旅館業等中小サービス業の生産性
向上施策を強化・拡充すること。

（５）出国税（国際観光旅客税）の使途について、地方の観
光地（特に温泉地）におけるソフト・ハードの観光基盤
の拡充・強化に対して十分な財源を振り分けること。

（６）宿泊観光産業の地位向上に向けた取組みとその発
信をするとともに、地域一体となった観光地・観光サー
ビスの高付加価値化に向けた支援や持続可能な地域
となるような事業再生に向けた支援を計画的・継続的
に講ずること。

４．葬祭業者の登録制・届出制
（１）現在、葬祭業は、墓地埋葬法第３条の遵守以外に許

認可・届出等の法規制が存在しないことから、イン
ターネットを活用して葬儀社の紹介に特化し、施行に
対して責任を持たない事業者が増えている。一部地
域では、火葬までの時間がかかるため、ご遺体保管を
ビジネスとして請け負う事業者も出現しており、公衆衛
生上、近隣住民と大きなトラブルになっているケースも
ある。

　　このため、こうした問題の実態調査を行うほか、社会
的な対応や現在法的根拠のない葬祭業界において、
登録制・届出制とすること。

（２）行政（地方自治体）と葬祭業組合及び葬祭業者が連
携して終活サポートを行うための体制整備に向けた支
援を行うこと。

５．自動車特定整備業に対する補助金等の創設
　近年の自動車整備業界では、ハイブリッド車や電気自動
車の普及により複雑化、高度化する技術に対応した自動ブ
レーキ等の安全性能の向上や高度なコンピュータ化が進
み、整備工場においても特定整備に対応した新たな設備
投資が必要になってきている。しかし、高度な検査機器の

導入等の特定整備への設備投資には多額の費用がかか
るため、中小企業等が設備投資を積極的に促進できるよう
に補助金等の予算を確保するとともに、補助金等の早期公
募や増額、自動車整備業に特化した工場等の設備投資
補助金の創設等具体的な支援策を講じること。

６．石油販売業界の持続的な発展・維持を目的とした支
援策の強化

（１）カーボンニュートラルの実現に向けた合成液体燃料開
発予算の拡充

　　自動車のカーボンニュートラルの方向性が不透明で
ある中、これからの経営に与える影響や具体的なロー
ドマップがいまだ示されていない。ガソリンスタンドは、地
域のサービスステーションとして平時・災害時にも安定
供給責務を全うすることが必要であり、そのための具
体的なロードマップの策定や経営多角化・事業転換
等の政策支援に加え、既存のサービスステーションの
インフラがそのまま活用できる二酸化炭素と水素から
製造する「合成液体燃料」の早期実用化に向けた開
発にかかる予算や石油元売りに対するグリーンイノ
ベーション基金をはじめとした更なる予算を拡充するこ
と。

（２）「過疎地問題」を解消するサービスステーションの存続
対策の強化

　　全国のサービスステーション数は、ガソリン需要の減
少、後継者難等により減少し続けているが、近隣に
サービスステーションがない住民にとっては、自家用車
や農業機械等への燃料供給や移動手段を持たない
高齢者への冬場の灯油配達などに支障をきたし、「過
疎地問題」が顕著化されつつあるため、地域住民の生
活環境の維持及び防災上の観点から自治体等が
サービスステーションの存続についての対策を積極的
に取り組むこと。

（３）長引く原油価格の高騰により燃料油激変緩和補助金
が延長されているが、地政学的なリスク要因を背景と
した今後の価格高騰リスク等や様々な経済情勢を見
極めるため、措置期間をさらに延長すること。

７．市街化調整区域における物流施設等の開発許可へ
の対応

　中小企業者が全体の99％を占めるトラック業界におい
て、自然災害対策や事業継続に向けた営業所や物流施
設等の移転・新設、共同化や事業集約における施設整備
等の適正な用地取得が難しくなっている一方で、自然災害
は以前より頻発・激甚化する傾向にあり、緊急物資の輸送
等を担うトラック運送事業者の役割はより重要となっている。
　現状、市街化調整区域等において物流施設等の開発
を行う場合、開発許可が必要といった立地規制があり、こ
れが自然災害対策や事業継続力強化に向けた施設整備
を行う際の投資意欲を低下させる一要因にもなっているこ
とから、開発許可に要する時間を短縮するなどの必要性を
見直すこと。

① 総合経済・中小企業対策
１．中小企業・小規模事業者の新たな成長・持続的発展を
支える経済再生支援

（１）経済が回復基調にある中で、その回復エンジンを力強
く、本格的なものとするために、挑戦意欲のある中小企
業・小規模事業者が組合等を活用してさらなる成長促
進を図るための施策を講じること。

 　また、その構築にあっては、活用方法の明快さ、申請書
類等の簡素化など、活用しやすいしくみ、制度設計とす
ること。

（２）地域商業・サービス業に対する消費喚起の支援策の拡
充及び継続
①物価高による消費者の買い控えが影響し、適正な価格
転嫁が進まない中で、地方の小売業や宿泊、飲食店等
の事業者の多くは、引き続き厳しい状況が続いている。
今後も地域商業・サービス業に対する賑わいを創出す
るイベント開催への補助金の交付や先払いの地域商
品券、食事券、宿泊券等の発行による消費喚起の支援
策を拡充及び継続すること。　　　　   ≪重点要望≫

②観光関連産業において、地域によっては「全国旅行支
援」や自治体独自の旅行支援策を講じているところもあ
り、インバウンドの回復と相まって全国的に賑わいが戻っ
てきている。その一方で、一部の観光地・観光エリアで
はサービス業従事者の人手不足や交通費・燃料費の
高騰による旅行者の伸び悩みが懸念されており、地域
経済を支える観光関連産業の継続的な支援の強化を
長期にわたって行うこと。

（３）早期の入込客数回復に向けた地域経済の活性化支援
①早期の入込客数回復に向け、観光地での消費喚起を
促進するために、高速道路料金の減免や魅力ある地
域資源と結びつけた誘客推進等観光振興策を推進す
ること。
　また、観光地での感染症予防措置への対応に設備や
システム等の導入、修繕が必要となっていることから、
観光客の受入れ態勢整備への補助金等の支援策を
創設すること。

②日本は円安という追い風によりインバウンドが回復してお
り、多様化する訪日外国人旅行者のニーズに対応して
いく必要があるため、快適に旅行を満喫できる環境整
備及び災害など緊急時への対応として、多言語での観
光情報提供機能の強化、無料Ｗｉ－Ｆｉサービスの整
備、キャッシュレス決済の普及、バリアフリー化の推進、
ＭＩＣＥの誘致・開催支援など既存の旅館・ホテルに対
する観光客の受入れ体制整備への補助金等の支援
策を強化すること。

（４）観光客増加のための全国旅行支援の継続並びに助成

金等の拡充
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの
５類移行に伴い、観光を通じた国内の交流活発化によ
る地域経済の活性化が期待できるため、全国旅行支援
を当面継続すること。
また、観光産業の発展は、地域経済の活性化や雇用の
増大等につながるため、地域経済を牽引する産業分野
の一つとして燃料価格高騰の影響を受ける観光関連
事業者の事業継続を促すためにも、経営状況が回復す
るまでは、助成金等の支援策を講じること。

（5）航空機業界への支援
①航空機産業は、回復傾向が顕著になったといえども経
営面では厳しい状況が続いている。コロナ禍を経て航
空機産業一辺倒の危うさに気付いた部分もあり、新分
野進出が新たなテーマになってくる。今後とも諸支援
策のほか、競争力の強化・維持支援策や新ビジネス展
開支援を充実すること。

②中部地域は、アジアＮｏ.１航空宇宙産業クラスター形成
特区に指定されており、航空機部品の産業集積地とし
て地域経済の発展に大きく寄与している。民間航空機
市場は、一時はコロナ禍で落ち込んだものの、今後の
旅客需要は増加が見込まれており、航空機産業の集
積地である中部地域は大きなポテンシャルを有している
ことから、中部地域の航空機製造サプライヤーの事業
継続や人材確保、新分野展開などの支援強化に取り
組むこと。

２．中小企業者支援施策
（１）国が実施する各種支援施策に関する情報周知の徹底

並びに事務手続きの簡素化を図ること。
（２）カーボンニュートラルの推進やサーキュラーエコノミーの

実現及びDX等経営力強化・生産性向上に取り組む中
小企業者に対する支援施策を拡充すること。

（３）地域資源や観光資源を活用した取り組みを行う中小企
業者に対する支援施策を拡充すること。

（４）外的要因による経営環境の変化に対応するため、事業
転換や業態変化を図る中小企業者への支援施策を拡
充すること。

（５）中小企業支援施策は、地域経済を支える中小企業の
成長を強力に後押しするとともに、地域の実情に応じて
適切で分かりやすい施策とすること。とりわけ、全体の９
割を占める小規模事業者の意欲ある取り組みを強力に
支援すること。

（６）各種業法の運用解釈が自治体によって異なる場合に
は、中小企業者にとって負担軽減となるような統一見解
を示すこと。

（７）省力化・省人化に資する設備等の導入により人手不足
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の解消を図る中小企業者に対する支援施策を拡充す
ること。　　　　　　　　　　　　　 ≪重点要望≫

３．情報化支援の拡充・強化（ＩＴ化）
（１）中小企業並びに中小企業組合へのＩＴ化・ＤＸ推進の

ためのハード面（情報機器導入資金補助等）・ソフト面
（情報担当者育成、システム開発支援等）の支援体制
を拡充・強化すること。

　　また、デジタル社会が進展する中で、ＤＸの概念や活
用手法を中小企業に広く普及する必要がある。組合を
活用することで、ＤＸ推進をより効率的に実施できること
から、組合を通じた中小企業のＤＸ推進対策を実施す
ること。

（２）個人情報保護法への対応、情報セキュリティに関する
専門人材の育成や中小企業における情報セキュリティ
対策に対する一層の支援を拡充すること。

（３）ＩＴやＤＸは中小企業等の生産性向上や経営の活性化
を図るために有効であるが、その利活用において中小
企業等と大企業との格差が広がっている。また、近年は
タブレット・スマートフォン等で操作性が向上しているこ
とから、中小企業等が利活用できるＩＴ導入やＤＸ推進
に取り組むリスキリングに関する助成制度等ＩＴスキル・
能力向上のための支援策を講じること。

（４）情報化の進展に伴いサイバー攻撃の脅威が増加して
いる中で、企業がサイバー攻撃を受けると金銭的な損
失に留まらず、取引先の信用も失うなど多大な被害と
なる可能性が高く、その対策への取り組みが重要で
あるものの、中小企業等にとって設備導入やシステム
導入は負担が大きいため、補助金等の支援措置を講
じること。

（５）サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業（ＩＴ導入補助
金）の継続・拡充を図ること。

４．組合士制度
（１）中小企業組合士の社会的地位と資質向上を図るた

め、中小企業組合士制度の積極的な振興策を講じる
こと。

（２）「中小企業組合士制度」は、組合事務局の資質向上を
図るとともに中小企業組合の活力ある発展と企業の育
成に寄与している。このため、中小企業組合士の社会
的地位と資質向上並びに組合士制度促進のため、国
家資格化を図ること。

５．組合制度
　中小企業組合が景気の変動に対応し継続して活性化す
るとともに、組合員の経済活動の促進を図り円滑な組合運
営を行うため、次の組合制度を改善すること。
（１）時代の移り変わりとともに、既存事業の見直しを行い、

組合員のニーズに合った新事業の立ち上げは、組合
存続のために必要不可欠と思われるが、事業の効率
や採算を考えた場合、員外利用の20％が高い壁となっ
て、組合員のニーズに応えられない。

　　経済事業活動をさらに拡大、活発化させ、安定的かつ
円滑に組合運営を行うため、員外利用制限の緩和を
図ること。

（２）地方、特に人口減少地域にある共同店舗組合におい
ては、組合員の廃業や脱退などから店舗自体の運営
維持も難しい状況があることから、そこで、出資を伴わ
ないテナント出店や大企業等の出店等、利用制限を超
えた員外者の施設利用を認めるなど柔軟な運用を行
うこと。

（３）商店街振興組合において、テナント運営となっている店
舗も多く、理事会や総会の出席率の低下及び理事を引

き受ける人の減少が著しいこともあり、円滑な組合事業
推進を図るため、商店街振興組合における員外理事の
制限を緩和すること。

（４）事業協同組合及び商店街振興組合等の設立要件を
緩和すること。

（５）協同組合や商店街振興組合等において事業承継が
円滑にいかず、廃業を検討している組合員に対しての
支援として、組合自体が事業承継につながるよう、その
組合員の経営を行うことができるように共同事業の範囲
を拡大すること。

（６）役員の選挙の方法として指名推選を規定しているが、
この選挙方法を採用するためには、総会に出席した者
全員が同意し、さらに選考委員が選んだ候補者を一括
して出席者全員が同意する必要があるが、この出席者
全員の同意という条件は厳しいので出席者の３分の２
の同意で実施できるように緩和すること。

６．建設関連業種への支援
（１）建設業は、地方にとって経済、雇用、地域の活力を左右

する重要な産業であり、社会資本の整備、維持管理を
通し、災害時の対応など住民の安心・安全に寄与する
産業である。その担い手である地方中小企業の健全な
利益の確保と計画的な人材確保・養成、設備投資が
必要であることから、地方中小企業向け公共事業に対
する長期的かつ安定的な発注計画を作成すること。

（２）将来にわたる公共工事の品質確保とその担い手の中
長期的な育成・確保に向けて、適正な利益を確保する
ため、最低制限価格の引き上げと設定範囲の上限撤廃
を行うこと。

７．地域資源の活用支援
　地域資源を活用し、地方経済の実態に即した景気対策
を実施するため、以下の支援を講じること。
①地産地消の推奨を図るため、公共物件における地域産
材等の使用を制度化すること。

②日本の住宅業界はウッドショックと言われる外国産木材の
供給不足とそれを補う国内産材の生産体制ができていな
いことが表面化しているため、森林整備や素材生産業者
の確保により、国産木材の安定供給、活用促進のための
支援策を拡充・強化すること。

８．中小企業の海外販路開拓支援の強化
　国内中小企業が今後とも成長・発展を遂げるには、アジ
ア諸国をはじめとする海外市場を取り込んでいく必要があ
るため、経験が乏しい中小企業が海外展開に取り組むうえ
で必要な情報やノウハウの提供、フィージビリティスタディや
プロモーション活動などについての支援策を積極的に努め
ること。

９．人材確保・後継者育成・事業承継・事業継続対策
（１）中小企業の後継者育成に関する支援策を拡充・強化

するため、広い視野や新しい視点から業界や社会情勢
を見ることができる人材育成に努めている組合青年部・
女性部組織等を活用した資質向上や地域経済のリー
ダー養成に向けた活動等に対する助成措置等後継者
育成支援策を講じること。

（２）事業承継に係る設備投資や販路開拓に関する支援施
策を拡充すること。

（３）後継者育成・事業承継・企業の合併買収など中小企
業の存続に関する情報提供及び相談体制を強化する
こと。

（４）事業承継に関する人材養成及び後継者育成のための
支援施策の拡充及び相談体制の強化を図ること。

（５）大規模災害による社会インフラの停止や感染症による
行動制限などを貴重な教訓とし、企業の危機管理能力
を高め、緊急時における事業活動の継続を図り、サプラ
イチェーンを遮断させることなく、地域経済の維持・発
展を図るため、中小企業・小規模事業者や中小企業組
合が取り組むＢＣＰの策定・運用に対する支援措置をよ
り一層推進するとともに、中小企業強靭化法に基づく連
携型事業継続力強化計画認定後の支援策を強化する
こと。

　　また、県域を越えた連携に対する支援を強化すること。
≪重点要望≫

（６）ＢＣＰ（事業継続計画）及び事業継続力強化計画を策
定した事業者等を対象とした無停電電源装置、自家発
電設備等の防災設備の導入及び工場等の生産設備
の耐震化、制震及び免震装置等の減災設備に対する
補助金等の支援策を講じること。

10．業界固有の技能者資格等の国家資格化 
　建設工事関連業の現場作業者における「登録基幹技能
者」、中古自動車販売店の販売員が認定される「中古自動
車販売士」など、業界固有のエキスパート人材を認定する
資格制度の国家資格化を図ること。

1１．建設業許可へ許可業種「サイン工事業」新設
　大手ゼネコンの現場等の作業の際に現場許可取得を求
められる場合が発生している。現在、サイン工事（看板業）
には該当する建設業許可項目がないため、他の工事（と
び・土木・コンクリート工事業、鋼構造物工事業）で許可取
得をする必要があり、多くの手間が掛かっているため許可
業種へ追加すること。

②成長促進・発展対策
１．事業承継支援 
　中小企業の多くでは後継者の確保が難しく、経営者の
高齢化に伴う廃業が増加していることから、地域経済の活
性化を維持するためにも後継者の育成及びM&A、従業
員承継を含めた親族外承継に関する支援策を拡充・強化
すること。

③ 連携対策
１．中小企業者・組合等連携組織支援施策 
（１）中小企業者及び組合に対する経営力強靭化・成長促

進支援施策を拡充すること。
（２）組合が組合員のために行う事業に対する財政的支援

を拡充すること。
（３）中小企業連携組織対策の充実・強化
①事業協同組合をはじめとする中小企業連携組織は、
個別企業では対応の難しい生産性の向上や人材の
確保などに大きな役割を果たしていることから、中小企
業連携組織対策を中小企業対策の重要な柱として位
置付け、拡充すること。　　　　　　　≪重点要望≫

②小規模企業振興基本法による小規模企業者に対して
の支援策の拡充に伴い、小規模企業者で組織する組
合等については、各種補助金の補助率10／10にする
など、早急に支援の充実を図ること。

③事業協同組合をはじめとする中小企業連携組織は、個
別企業では対応の難しい生産性の向上や人材の確保
などに大きな役割を果たしていることから、中小企業連
携組織対策を中小企業対策の重要な柱として位置付
け、拡充するとともに、同対策の実施を担う中小企業団
体中央会の指導体制を強化し、中小企業等協同組合

法などによる連携組織を積極的に支援できるよう十分な
予算措置を講じること。

④中小企業団体中央会の連携組織に対するコーディ
ネート機能を強化するため、中央会指導員の資質向上
に対し十分な予算措置を講じること。

２．中小企業者の官公需受注機会の確保 
（１）国は、「官公需についての中小企業の受注の確保に関

する法律（官公需法）」並びに毎年度出される「中小企
業者に関する国等の契約の方針」に基づき、中小企業
者並びに官公需適格組合への官公需発注の増大に
努めること。

　　また、国等の発注機関は、年間を通じて発注の標準化
に努めること。

（２）地方公共団体を含めた各発注機関に対して、官公需
施策への理解を深めるための指導を行うとともに地元中
小企業や官公需適格組合等の受注機会増大に向け
た取り組みを推進すること。

（３）地方公共団体を含めた各発注機関に対して、エネル
ギー、資材価格や労務費等のコスト上昇分に対応した
必要経費等の発注価格への反映がなされるよう指導を
強化すること。

（４）地方公共団体を含めた各発注機関に対して、少額随
意契約の見直し及び最低制限価格制度等の活用を促
進するなど、適正価格での受注機会の確保がなされる
よう指導すること。

　　中小企業等は、地方自治体からの発注が減少するな
か、受注確保のため、低入札価格での受注競争が激
化しており健全な事業活動が行えていない。適正価格
での受注確保のため、国及び地方自治体は最低制限
価格制度を導入している場合、入札が不調になるという
ことは低価格競争に繋がっていることを認識し、最低制
限価格の金額を見直すほか、著しい低価格による落札
が行われないよう低入札価格調査制度を積極的かつ
適切に運用すること。

　　また、人件費及び原材料の上昇といった状況を反映し
ていないことから、インフレ条項の適用により、適正な価
格での柔軟な発注にも努めること。

（５）地方公共団体を含めた各発注機関に対して、官公需
適格組合との緊急時における災害協定等の締結並び
に協定に基づいた優先発注の推進を指導すること。

（６）官公需適格組合やカーボンニュートラルの推進など環
境に配慮した取り組みを行っている中小企業等に対し、
審査時における加点等の措置を講じること。

（７）適切な予定価格の作成にあたっては、需給の状況、原
材料及び人件費等の最新の実勢価格等を踏まえ、参
考見積をもとに予定価格を設定することとし、随意契約
の場合には参考見積を聴取した事業者に対しても取引
から排除しないこと。

３．特定地域づくり事業協同組合制度の拡充・改善
　「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業
の推進に関する法律」に基づく特定地域づくり事業協同組
合制度は、人口急減地域において、地域の仕事を組み合わ
せて年間を通じた仕事を創出し、組合で職員を雇用し事業
者に派遣することにより、安定的な雇用環境や一定の給与
水準を確保することで移住・定住を促進し、その地域の活
性化につながることから、制度の周知を継続的に図るととも
に、永続的かつ着実な財政支援措置を講じること。

④ 地域経済・振興対策
－

⑤ 金融対策
１．中小企業への円滑な資金供給体制の確立と金融機関
への指導継続

（１）金融機関によるリレーションシップバンキング機能や、事
業性評価を重視した円滑で迅速な融資を可能とする
こと。

（２）経済対策に呼応した融資条件の緩和等中小企業金融
対策の一層の充実
①経済環境の急激な変化（エネルギー・原材料価格の
高騰や過度な円安、人手不足等）や、取引先の経営
状況の悪化等を乗り越えるための、地域や業種や業
態に合わせた機動的な金融施策の拡充を図ること。
　　　　　　　　　　　　　　　   ≪重点要望≫

②エネルギーや原材料価格等の高騰により、日々の運転
資金に支障をきたす中小企業者に対する適切かつ迅
速な資金繰り支援のほか、経済社会の構造等の変化
に適応していくための経営改善・事業転換に係る金融
支援、そしてコロナ禍で増大した債務（ゼロゼロ融資な
ど）に対応する事業者への事業再生支援など、事業者
の実情に応じた金融支援を講じること。

③金融庁は、金融機関の「経営者保証に関するガイドライ
ン」の積極的な活用を監督し、融資慣行として浸透・定
着を図るとともに、令和６年３月にスタートした保証料率
の上乗せにより経営者保証を提供しないことを選択でき
る信用保証制度の周知徹底及び経営者保証に依存し
ない融資慣行の確立を更に加速させるために策定され
た「経営者保証改革プログラム」に基づく積極的な融
資の推進を図ること。

④業績の回復していない事業者に対する既往貸付に対
する条件緩和や、借換等の制度の維持・拡充を図る
こと。
⑤コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進み、民間
金融機関に対して実質無利子・無担保融資の返済
が行われている中、中小企業等が債務超過や赤字と
なった場合でも事業再構築などの前向きな取組の促
進など、地域の金融機関においては、個々の中小企業
等の実態を踏まえた新たな資金需要の支援を強化す
ること。
⑥スタートアップ企業との連携・DX・GX・SDGｓ等、更なる
成長に向けた取組みや円滑な事業承継等を支援する
金融施策の充実を図ること。

⑦「事業成長担保権」制度の早期導入並びに活用に向
けた体制強化及びサポート態勢の整備を行うこと。

⑧日本銀行のマイナス金利解除の実行に伴い、借入金利
の引き上げがあった場合に、中小企業等は借換えや新
規借入れ時の返済負担増に苦慮する可能性が高まる
ため、現状では、賃上げと物価高騰に加え、利上げが
実行されると経営悪化が見込まれることから、セーフティ
ネットによる金利引き下げの措置をとり、マイナス金利解
除の影響が企業経営に及ばないように柔軟な対応を
行うこと。　　　　　　　　　　　　  ≪重点要望≫

⑨金融機関による経営改善・事業再生支援等の伴走支
援を一層推進するための施策を強化すること。

⑩制度改正等による資金需要に対して、業種・業態を考
慮した金融措置を策定すること。

２．政府系金融機関の更なる機能強化と融資制度の拡充
（１）緊急時をはじめ商工中金及び日本政策金融公庫の果

たす役割がますます重要になってきており、中小企業等
の状況を的確に把握して実情に合った事業を展開する
など、機能の強化を図るとともに、地域の中核となる中小
企業等の事業転換・設備投資、中小企業組合や地域

資源を活用する企業連携体を支援するため、融資制度
を拡充すること。

　　また、令和５年６月14日に改正商工中金法が成立した
が、引き続き、組合及び中小企業等の金融の円滑化を
目的とし、足もとで加速する様々な事業環境変化に挑戦
する中小企業等への支援を維持・強化すること。

（２）経済環境の急激な変化を乗り越えるための相談対応の
充実及び特別貸付の拡充を図ること。

（３）セーフティネット機能を発揮するための危機対応業務の
拡充を図ること。

（４）資金提供の円滑化を図るため融資対象事業の評価に
基づく低金利等優遇措置をとること。

（５）事業承継や人手不足等、企業が抱える課題解決に対
する支援機能を強化すること。

３．信用補完制度の充実 
（１）「経営者保証に関するガイドライン」に基づいた、不動産

担保や人的保証に依存しない融資制度の促進を図る
こと。

（２）金融機関と連携した保証審査期間の短縮化や、事務
の簡略化を図ること。

（３）信用保証協会のセーフティネット保証は資金調達力の
弱い中小企業・小規模事業者をサポートする重要な施
策であるため、信用保証協会の基金補助金の確保及
び信用保険向け政府出資金を確保すること。

（４）経済環境の急激な変化等の緊急時における特別貸付
（無利子・無保証融資等）に対する保証条件を緩和す
るとともに、条件変更による追加信用保証料についても
免除すること。

（５）返済履歴を考慮した保証料率の引き下げ等の優遇措
置を図ること。

４．高度化融資制度の弾力的運用
（１）高度化融資制度の充実強化を図り、個人保証について

は求めないこと。
（２）高度化資金の返済について、組合の運営は組合員の

減少等により非常に厳しい状況にあり、当初の返済期
限や返済額を履行できない組合が多数出てきている
ので、返済条件の緩和について一層弾力的に運用す
ること。

５．中小企業倒産防止共済制度の見直し
　中小企業倒産防止共済制度は、取り引き先の倒産・廃業
など貸し倒れリスク及び連鎖倒産を防止する備えとして意義
ある制度であるため、次の見直しを行うこと。
①共済金貸付時に貸付額の10％を掛金総額から控除す
る制度は負担が大きいため、廃止すること。
②共済に加入して間もない時期でも、取引先の突発的な
倒産に対して貸付が受けられるよう６ヶ月未満の貸付
制限を見直すこと。

⑥ 税制対策
１．消費税
（１）消費税率引上げに伴う中小企業における事務負担軽

減措置の導入等、十分な対策を取ること。
（２）国際情勢の影響等により経済が悪化している現状を鑑

み、消費税の基本税率の見直しや二重課税（ガソリン
税、酒税、タバコ税等）の解消を検討すること。

（３）消費税の適正かつ円滑な価格転嫁を図るため、違反行
為に対しては引き続き監視と摘発を徹底すること。

（４）現在、免税事業者については課税売上高が１千万円
以下、簡易課税制度については課税売上高が５千万

円以下の事業者に対して適用されているが、零細事業
者の事務負担を考慮しこの制度を維持すること。

（５）インボイス制度について、業種・業態ごとの実情や取引
の実態を踏まえた負担軽減措置及びシステム改修等に
対する十分な支援策を講じるとともに丁寧な制度周知
に努めること。

　　また、仕組みを簡素化し２割特例や少額特例等の負
担軽減策の延長や恒久化、または追加的措置の導入
など、中小事業等の状況を踏まえた柔軟な運用を行う
こと。

（６）インボイス制度や電子帳簿保存法など、既にスタートし
た税制に関する新たな制度等への対応を進めるのと
併せて「業務のデジタル化（DX）」に取り組むことによ
り、人的資源に乏しい中小企業のバックオフィス業務全
体の効率化を進めるための会計ソフトの導入や既存ソ
フトの改修、クラウドサービスの活用などに係る経費の
補助を講じること。

２．法人税
（１）国際競争力の向上を図り、国内投資や雇用創出を促進

するため、中小企業の成長を第一に、法人税率の更な
る引き下げと中小法人に対する軽減税率の延長・引き
下げを図ること。

（２）中小企業等の法人実効税率を引下げること。
（３）企業組合及び協業組合の法人税率を引き下げること。
（４）収益の悪化している中小企業を支援するため、欠損金

繰戻還付請求制度の拡充及び繰越控除期間を延長
すること。

（５）中小企業組合において、賦課金収入に対する課税を撤
廃すること。

（６）中小企業及び中小企業組合の軽減税率を引き下げる
とともに、適用所得金額を撤廃すること。

　　我が国の経済成長の源泉である中小企業等の経営
基盤や国際競争力の強化、また、創業促進の観点から
も、中小企業組合及び中小企業に対する法人税率は、
現行の軽減税率15％からさらに引き下げるとともに、適
用所得金額については撤廃すること。

（７）賃上げ促進税制における要件の緩和及び控除率を引
き上げること。

（８）中小法人の軽減税率を引下げ、適用所得金額を見直
すこと。

（９）ＤＸ及び設備投資に係る減価償却資産特例を拡充す
ること。

（10）税制上の優遇を受けられる中小企業の定義となる資
本金額を引き上げること。

（11）法人事業税の外形標準課税の中小企業への適用拡
大や中小法人向け租税特別措置の利用制限を行わな
いこと。

（12）激甚災害に指定された地域の企業への寄付金の損
金算入限度額を引き上げること。

（13）各種減税申請を行う際の手続きの簡素化を図ること。

３．同族会社・事業承継税制
（１）「個人版事業承継税制」が創設されるなど抜本的に拡

充されたが、中小企業が事業基盤を損なうことなく、後
継者に円滑に事業を承継し発展できるよう、自社株の評
価方法等についての更なる見直しや簡素化を推し進
め、制度の更なる充実を図ること。

（２）中小企業等の事業承継が円滑に行われるように、事業
承継税制を活用することで後継者が取得した自社株式
に係る贈与税・相続税について、納税猶予を受けられる
が、雇用維持要件を満たせなかった場合、書類の提出
や助言が必要となるなど、中小企業等への負担が大き

い。事業承継を円滑に行うためにも、非課税贈与額の拡
大などにより、事業承継税制の一層の拡充を図ること。

（３）事業承継税制は、平成30年度税制改正において、10
年間（平成30年1月1日から令和9年12月31日まで）、納
税猶予の対象となる非上場株式等の制限（総株式数
の最大３分の２まで）の撤廃や納税猶予割合の引上げ
（80％から100％）等の特例措置が創設されたが、多くの
中小企業では事業承継への対応が進んでおらず、後
継者に円滑に事業を承継し発展できるよう、特例措置
適用期間の延長を図ること。

（４）事業承継・引継ぎを契機とする業態転換や多角化を含
む新たな取り組みを支援する「事業承継・引継ぎ補助
金」はあるものの、実情として事業承継には時間を要す
ることが想定され、公募期間や事業期間を長くするなど
中小企業事業者にとってより効果的な運用となるよう制
度を拡充・強化すること。

（５）事業承継を円滑に行うため相続税・贈与税の納税猶予
及び免除の特例措置期間の延長や手続きの簡素化を
図ること。また、取引相場のない株式の評価方法を見直
すこと。

４．中小企業投資促進税制
　中小企業の思い切った設備投資を可能とし、生産性の一
層の向上を実現するため、新分野進出の際の税制優遇を
含め、中小企業投資促進税制及び経営強化税制の更なる
拡充を図ること。また、本税制について恒久化を図ること。

５．自動車関係税制
（１）我が国の自動車関係諸税については、税負担が複雑

で過重となっており、さらに、消費税率の引き上げに伴い
一段と税負担が重くなっているので、自動車関係諸税を
整理し、軽減すること。

（２）生産･製造工程などで使用する軽油に対する軽油引
取税の免税措置を恒久化･拡充すること。

（３）揮発油税は、消費税との二重課税であることから過重
な税負担を見直すこと。

（４）低年式自動車に対する自動車税のあり方を見直すこ
と。

（５）一般財源となった自動車重量税を廃止すること。

６．事業所税の廃止
　政令指定都市や人口30万人以上の指定市などに課せら
れている事業所税を廃止すること。

７．償却資産に係る固定資産税の廃止　　
　償却資産に係る固定資産税は、多数の設備を有する製
造業や建設業など特定の業種に負担が偏っているといった
業種間の税負担の偏在、中小企業の設備投資意欲の低下
や事務負担を増加させる一要因にもなっていることから、廃
止すること。

８．食事支給の非課税枠の引き上げ又は上限の撤廃
　近年、弁当製造のための原材料費の高騰等の影響もあ
り、製造コストが上昇しているが、その上昇分を価格に転嫁
するにあたり、提供先である事業者の食事支給の非課税
枠が所得税法上、月3,500円以下であるため、事業者は事
業主負担が3,500円以下になるように調整しており、価格引
き上げ交渉が困難となっている。このため、食事支給の非
課税枠3,500円の引き上げ又は非課税枠の上限の撤廃を
図ること。

９．その他中小企業・中小企業組合税制の充実強化
（１）「地球温暖化対策のための税」、いわゆる環境税の導

入により、全化石燃料に対してＣＯ₂排出量に応じた税
率が石油石炭税に上乗せされているが、中小企業者に
おいて過度の負担増とならないよう、免税・還付措置等
の負担軽減措置を講じること。

（２）賞与及び退職給付金の繰入の損金算入ができれば、
中小企業の内部留保が増え、従業員の福利厚生の充
実や経済活力を取り戻すことにつながるので、制度を復
活させること。

（３）役員報酬は、職務執行の対価であるにもかかわらず、損
金算入には、定期同額給与や事前確定届出給与など
厳しい制約が課せられているが、経営基盤が不安定な
中小企業の実態を踏まえ、役員報酬を弾力的に改訂で
き、損金算入できる制度にすること。

（４）自社利用目的のソフトウェア（無形固定資産）の償却年
数を、現行の５年から３年に短縮すること。

（５）消費の拡大を通じて経済活性化を図るため、資本金１
億円以下の中小法人の交際費について年800万円ま
で損金算入できる時限措置（令和９年３月末まで）を恒
久化すること。

（６）電力多消費産業に適応されている再生可能エネル
ギー発電促進賦課金の減免制度の見直しについては、
企業の負担増となり、国際競争力の低下につながるた
め、実施しないこと。

（７）鉄筋コンクリートや鉄骨鉄筋コンクリート造りのホテル・
旅館の固定資産税評価における最終残価率到達年
数が50年から45年に短縮されたが、未だ大きな負担と
なっているため、さらなる短縮化を図るほか、法人税に
準じた固定資産税の減免又は免除など見直しが確実
に実施されること。

（８）事業用地や公共・公益性のある共同施設などへの固
定資産税の軽減制度等、中小企業と地域にとって真に
実効ある固定資産税の負担軽減のための措置を講じ
ること。

（９）中小企業の事業再構築又は新分野進出・新事業への
取り組みに関する税制措置を講じること。

⑦ 労働対策
１．雇用・労働施策の拡充
（１）急速な少子高齢化が進展する中で、貴重な労働力であ

る子育て世代の労働者がその能力を発揮するために
は、働きながら育児ができる環境を整備する必要がある
ため、認可保育所においては、土・日曜日保育の実施と
延長保育時間の拡充や病児保育に対応することを認
可条件にするとともに、保育所に対して必要な経費を支
援すること。

　　また、保育士の確保や継続就業は待機児童問題の解
消につながるため、保育士養成学校の拡充並びに保育
士の処遇改善に努めるとともに不登校児童・生徒等の
受け皿となっているフリースクールへの財政支援を行う
こと。

（２）働き方改革関係法令の施行に伴い、その運用にあたっ
ては、中小企業にとって過度な負担とならないよう十分
に配慮するとともに、多様な働き方の実現に向け、中小
企業が対応しやすい環境を整備すること。

（３）働き方改革による時間外労働の上限規制については、
立場の弱い中小企業では、取引先の都合等により依然
として実施が困難な状況にある。特に、令和６年４月か
ら時間外労働の上限規制が適用された自動車運転業
務については、運送業界に限らず、経済全体に大きな
影響があることから、時間外労働につながる取引慣行
の見直しを推進すること。

　　また、同じく時間外労働の上限規制が適用された建設

業については、上限規制を考慮した工期設定を行うこ
と。　　　　　　　　　　　　　　　 ≪重点要望≫

（４）定年延長や継続雇用の延長など高齢者の雇用推進整
備に取り組む小規模・零細事業者に対し、積極的な支
援策を講じること。

２．中小企業の経営状況等を踏まえた最低賃金の設定及
び賃上げ支援の充実

（１）最低賃金の設定にあたっては、地域中小企業の経営
状況や雇用実態等、地域中小企業の実情を考慮する
と共に、地方最低賃金審議会の自主性を損なわないよ
うにすること。　　　　　　　　　　　≪重点要望≫

（２）中小企業の賃上げを支援するための労務費を含む価
格転嫁を推進すると共に、助成の充実や各種補助金
等における優遇措置の強化を図ること。

３．社会保障制度
（１）社会保険制度については、中小企業の経営実態等に

配慮し、将来的に安定した制度の確立に取り組むこと。
（２）社会保険料の引上げや適用拡大については、中小企

業の活力の維持・発展を阻害することがないよう慎重に
検討すると共に、事業者の負担を軽減する措置を講ず
ること。

（３）中小企業等への負担が過度にならないよう、社会保険
の保険料率の安易な引き上げは行わないこととし、中
小企業等の賃上げに伴う社会保険料の負担軽減支援
策の創設を中心とした社会保険制度の改善を行うこ
と。

（４）少子高齢化の進展により、生産年齢人口が減少に転じ
た今、パートやアルバイトなどで働く女性の存在は、貴
重な働き手となっている。そのような中、女性の就労抑
制につながっているとされる年収「103万円」あるいは
「130万円」などの、俗にいう「年収の壁」について早期
に撤廃し、望むように働き・活躍できる社会にするため、
税制や社会保険制度の抜本的な見直しを行うこと。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪重点要望≫
（５）年収の壁の問題について、中小企業の労働力確保を

阻害することがないよう抜本的な対策を講ずること。
（６）働き方改革関連法改正の猶予期間終了による影響を

受ける業種への支援を強化すること。

４．教育・人材育成
（１）大都市圏への人口の一極集中を是正し、地域に必要な

人材を呼び込み、地方の中小企業の人材確保を促進
するため、ＵＩＪターン等に係る各種助成を創設・拡充す
ること。

　　また、外国人留学生や特定技能を取得した外国人を
地方の中小企業へ就職を促すなど支援を強化し、地方
の中小企業への外国人材の雇用を促進すること。

（２）中小企業において、人材の確保・育成は大きな経営課
題である。特に技能の継承という観点からも、ものづくり
人材の育成、若年者の確保は急務であることから、大
学等教育機関と産業界の連携によるキャリア教育・職
業教育事業に対する支援、新入社員や若手従業員の
育成・定着支援等の更なる対策を講じること。

　　また、コロナ禍では営業活動を縮小し、人材も雇調金の
活用などで凌いだ中小企業の現場では、経済活動が
回復局面を迎え、コロナ禍以前の厳しい人材不足の状
況に戻りつつある。

　　そこで、中小企業の人材確保に向けた採用活動支援
のほか、企業による教育訓練の拡充、労働者の主体的
な学びへの支援に資する助成金等の強化・拡充など、
人材の確保、育成に向けた支援策を講じること。

⑧ 人材対策
１．中小企業に対する人材の確保・定着・開発等に関する
対策の更なる推進

（１）若年者人材を確保・定着させるための支援策を強化
すること。

（２）女性、高齢者、障害者等多様な人材の更なる雇用対
策を強化すること。

（３）地域産業を支える製造業・建設業等の技能者育成、技
術・技能継承への支援を強化すること。

（４）人材育成機関としての中小企業組合に対する支援・助
成策を講じること。

（５）技能検定制度については、中小企業のニーズを踏まえ
た職種の拡充を推進すると共に、技能検定試験を実施
する中小企業組合及び運営に携わる中小企業への支
援を強化すること。また、実技試験受検手数料の減額
対象者の年齢引き上げ等を図ること。

（６）「月60時間超の時間外労働への割増賃金率」について
は、中小企業への猶予措置が令和５年３月末をもって
終了し50％へ引き上げられたが、長時間労働の要因は
業種や職種、企業規模によっても現状や背景が異なる
ことから、対応に困難な中小企業等に対して、労働時間
の縮減や年次有給休暇の取得促進、休息時間の確保
等の長時間労働抑制に向けた取り組みを行った場合
における助成金等支援策の拡充・強化を行うこと。

（７）従業員の職務に関する知識・技能やＤＸ等専門的スキ
ルの習得、リスキリングへの取組みに対する支援を充
実・強化すること。

（８）採用活動に充てられる予算や人員が限られている中
小企業においては、公的な職業紹介への期待は高く、
求職者と求人企業のマッチングの質を向上するうえで、
業種・業界のニーズを踏まえた人材と仕事のマッチング
機会を創出することが重要であることから、ハローワー
クの機能強化など、公的職業紹介のマッチングの質向
上・体制強化を求める。

（９）インターンシップは大企業と比べ知名度の低い中小企
業にとって、自社の魅力を学生に伝える有効な機会で
あり、入社後のミスマッチ防止の効果も期待できること
から、インターンシップなどを通じた中小企業で働く魅
力の発信強化と採用力向上に向けた支援を強化する
こと。

２．中小企業のニーズ等を踏まえた外国人材受入れ制度
の見直し

（１）技能実習制度並びに特定技能制度について、業界の
ニーズ等を把握した上で、対象職種・業種を拡充すると
共に、利用する中小企業等の負担とならないよう事務手
続き等の簡素化・迅速化を図ること。

（２）転籍については、大都市圏への流出防止など、地方の
人材確保に配慮した制度とすること。　 ≪重点要望≫

（３）新たに創設される「育成就労制度」への移行にあたっ
ては、現行の外国人技能実習制度の２号移行対象職
種のすべてが網羅されるよう、特定技能制度の特定産
業分野を設定するとともに、育成就労制度の対象分野
に設定すること。また、その分野については、国が設定
する明確な分類のもとに設定すること。加えて、現行の
２号移行対象職種ではない業種であっても、業界や地
域における生産性の推移、人手不足の状況を把握し、
特定技能制度の特定産業分野と育成就労制度の受
入れ対象分野に設定すること。　　　≪重点要望≫

（４）特定技能制度における悪質な登録支援機関を排除す
るための措置を講ずること。

（５）外国人材の定着に向けた中小企業及び監理団体等

の取組への支援策（好事例の共有、社宅や休憩室等
の新設・改修や送迎車両の購入等に係る経費への助
成等）を構ずること

⑨ エネルギー・環境対策
１．環境・エネルギー
１）中小企業者が取り組む環境保全義務対策（緑化・騒
音・水質・ＰＦＡＳ・ＰＣＢ・アスベスト・廃プラチック等）に
対する支援を強化・拡充すること。特に、アスベスト含
有廃棄物及びPCB廃棄物の処理に係る費用を全額
負担するなど財政支援措置を講じること。

（２）土壌汚染対策を行うための調査及び除去等について
は、中小企業者にとって過度な負担とならないように要
件の緩和や財政支援措置を講じること。

（３）中小企業者がＪ-クレジット制度を利活用する場合、税
制や資金等について優遇措置を講じること。

（４）エコリース促進事業補助金は、再生可能エネルギー
設備や低炭素機器をリースで導入した際リース総額の
２～５％を補助する制度であり、積極的な設備投資を
行う上で有効な手段であるが、昨年度から工作機械
等一部が除外されたため、対象機器の復活と予算の
増額を行うこと。

（５）産業廃棄物等を再利用し、再資源化するための規制
を緩和すること。

（６）珪砂産業における新規鉱山の区域決定、開発に必要
な諸手続きの申請・認可の迅速化を図ること。

２．原油・原材料高騰への支援策の強化
（１）原油・原材料価格が高騰及び人件費が上昇する中、

中小企業にとっては調達コスト、物流コストの変動によ
り、経営の安定化に影響を与えている。原油、原材料、
電力等の資源・エネルギーの安定供給並びに価格の
適正化のため、総合的な資源・エネルギー支援策を推
進すること。　　　　　　　　　　   ≪重点要望≫

（２）エネルギー、資材価格や労務費等のコスト上昇分を適
切に価格に転嫁できるよう環境整備を図るとともに、支
援施策を拡充すること。また、「価格交渉促進月間」並
びに「パートナーシップ構築宣言」に基づき、受注側企
業における労務費、原材料費、エネルギー価格等のコ
スト上昇分について、円滑に反映できる体制構築に努
めるとともに価格転嫁等の監視及び指導を強化するこ
と。

　　さらに、ガソリンや電気などのエネルギー価格等高止
まりにより影響を受ける中小企業・小規模事業者に対
し、事業負担の軽減・緩和を図るため、令和６年５月末
に終了した負担軽減策を新たに措置すること。またそ
の中には、特別高圧電力を活用する事業者への負担
軽減措置も含めること。

（３）原油、天然ガス等のエネルギー価格の高騰に対応し
た電力価格の抑制を継続するとともにエネルギーの安
定供給を行うための施策を講じること。

（４）急激なエネルギー価格の高騰によって価格転嫁の困
難な中小企業等の負担を直接的に軽減するため、国
は「電気・ガス価格激変緩和対策事業」を延長して実
施しているが、補助がなくなった場合には中小企業等
の収益の悪化が予想されるため、電気代・ガス代に関
する激変緩和対策を一定期間継続支援すること。

　　　　　　　　　　　　  　　　　　≪重点要望≫

３．電力の安定供給と省エネ・節電対策支援の強化
（１）大企業に比べて製造コストに占める電気料金の比率

が高く、代替手段に乏しい中小企業者の経営基盤が

強化されるように再生可能エネルギー発電促進賦課
金の上昇を抑制すること。

（２）電気事業法で定められている高圧電力料金における契
約電力のデマンド制について、基本料金の算定期間の
短縮（１年→６ヶ月）又は一定期間内における最大と最
低の平均電力量とする料金制度へ改定すること。

（３）仕事量が増えれば増えるほど電気を使用するため、赤
字になり、収益を圧迫する。

　　今後、コロナ禍からの回復に伴う経済活動の再開・活
性化に向けては、電力の安定供給に向けた環境整備と
中小企業者に対する電気料金のさらなる負担軽減措
置を講じること。

（４）中小企業者等に対する生産性及び脱炭素・省エネル
ギー設備の新規導入と更新などによるカーボンニュート
ラル推進に向けた支援を継続すること。

（５）省資源・省エネルギーの実現に向けた、水力、風力等
の再生可能エネルギーの活用、将来の国産資源となり
えるメタンハイドレートの調査研究を進めるなど、具体的
な対策を早急に進めること。

（６）足元では地政学的なリスク要因及び円安により石油、Ｌ
ＮＧ、石炭等のエネルギー価格が高騰しており、エネル
ギー消費機器の効率化による燃料・電力の消費抑制を
図る必要があり、国においては省エネルギー投資促進
を目的に省エネ性能の高い設備等への補助制度が確
立されている。

　　また、国は企業自らの事業の使用電力を100％再生可
能エネルギーで賄うことを目指すＲＥ100の普及に努め
ていることから、太陽光発電などの導入支援対策とし
て、再エネ電力を利用することでＣＯ₂排出削減に貢献
することを目的に、自家消費による電力費の抑制だけで
なく、余剰電力を販売する場合も含めて設備導入に関
する補助制度を拡充すること。

４．有害物質除去への支援
　国・県等行政の指導により、防火対策としてアスベストを
使用して建設した中小企業組合等の共同施設におけるア
スベストの除去や囲い込み工事への支援措置、ＰＣＢの処
理への支援拡充など、有害物質除去に対して支援を行う
こと。

５．カーボンニュートラル達成に向けた中小企業等の取
り組み支援策

　政府は「2050年カーボンニュートラル」を実現すると宣言
し、2030年度に温室効果ガスを、2013年比で46％削減する
ことを目指すと公言しており、まずは、2030年に向けて産業
部門や業務部門に対し、大幅な省エネを行うことが求めら
れている。
　中小企業等においても、それぞれの事業内容に照らし、
脱炭素、そして省エネ等に積極的かつ主体的に取り組む
必要がある一方で、経営資源に不足する中小企業等の現
場においては、脱炭素が自分のビジネスにどう関係してくる
か、何をすればいいのかといった入口のところで、足踏みす
るレベルの事業者も少なくない。
　そこで、中小企業等が関わりやすい形で、現状の認識と
対策の立案、実行に向けた支援が必要となるほか、中小企
業等の脱炭素への取り組み、課題など現場の実態に配慮
し、脱炭素に向けたロードマップ策定について、不断の見直
しを図りながら進めること。

⑩ 工業対策
１．サプライチェーン対策の充実
　原材料等を海外に依存することなく、国内で需要・供給

するための設備導入や生産拠点の整備など中小企業者に
対する補助金等の支援を講じること。
　中でも、食品加工業においては物流課題として、温度管
理がある中で、昨今のドライバー不足により、ますます物流
サプライチェーンの保持が厳しくなっている。食料輸送とい
う温度管理が必要な特殊事情を踏まえての物流サプライ
チェーンへの支援を強化すること。
　また、海外生産・調達に依存する半導体や蓄電池などの
部素材について、国内での生産体制の構築支援を求める
ほか、レアアースなどの重要鉱物について、特定の国に依
存しすぎないよう企業による海外での権益取得に対する支
援も積極的に講じること。

２．ものづくり支援対策
（１）通称「ものづくり補助金」については、中小企業・小規模

事業者の設備投資意欲の促進、事業の多角化、経営
意識の変革等、地域の産業社会を活性化する役割を
担っており、事業を通じて開発した試作品等の商品化
等をより確実なものとするためにも、本事業を恒久化す
ること。

（２）生産性向上・経営力強化に大きな役割を果たしてきた
「ものづくり補助金」について、厳しい経営環境にある中
小企業のさらなる成長発展を促すため継続すること。

（３）ものづくり補助金の事業実施体制が変更され、問合せ
対応や申請書類の要件チェック等が全国事務局にお
いて一括して行われるようになったことにより、サポート
センターに電話が繋がらないといったケースや書類審
査等に相当の時間を要していることから、事業者や支
援機関から地域事務局に対し多くの問合せが寄せら
れている。

　　そのため、全国事務局だけで一括管理・運営を行うの
ではなく、従来どおり地域事務局を有効活用するととも
に情報共有を図り、事業者に寄り添った支援体制にす
ること。

（４）ものづくり補助金では従来、認定支援機関確認書の提
出が必須であり、公募申請時に支援が行われ、申請書
の内容、必要書類の支援が行われきた。しかし、令和元
年度補正のものづくり補助金より廃止された結果、初め
て申請する事業者、一度も採択されていない事業者など
からは申請書類がＡ４一枚で数行の内容のないもので
申請されている。また、「会社全体の事業計画」の基準
年度等の間違い、「従業員への賃金引上げ計画の表
明書」の間違いが非常に多く見受けられ、採択後の修
正依頼の業務が多くあるため、そのような応募を少なくす
るために、再度、認定支援機関の支援を受けてものづく
り補助金の応募がなされる活用を図ること。

（５）中小企業者が生産性向上や技術革新を行うためのＩＴ
ツール導入やデジタル化の強化、サイバーセキュリティ対
策強化など、DX推進に対する補助金等の支援を継続
拡充すること。

（６）知的財産権の取得や保護に対する費用の軽減措置な
ど知的財産活動に対する支援策を講じること。

（７）熟練技能者が長年の経験で培った技能、ノウハウや専
門的な知見などの円滑な継承や人材育成のために行う
教育訓練に対する費用の補助を行うなどの支援策を講
じること。

（８）産業構造の変革に直面する中小企業者の企業間で連
携するための機会の確保やその取り組みに対する支援
を行うとともにスタートアップ企業の連携組織化に対する
支援を講じること。

（９）フォローアップ支援事業の継続・拡充
　ものづくり補助金を実施した補助事業者を対象とする
フォローアップ支援事業は、機械装置の現況確認を原

⑪ 商業対策
１．中小商業支援策の拡充・強化
　中小商業活性化に向け、国内需要による消費の喚起を
図るとともに、訪日外国人旅行者の消費拡大を図るための
経済対策を講じること。

２．まちづくり、中心市街地活性化 
（１）極めて厳しい状況下にある商店街の活性化を図るた

め、商店街関連予算の拡充を図るとともに、地域社会
を支えまちづくりの担い手でもある商店街の自助努力を
支援するため、来客誘致のための集客イベントの開催
や駐車場対策など地域住民の利便性向上に向けた
支援策を一層充実すること。

（２）人口減少が深刻化する中で、地域の活性化を図るた
め、改正まちづくり三法の趣旨に沿った機能的なまちづ
くりの推進と中心市街地の再生を図る取り組みを強力
に推進すること。

（３）公共・公益性のある共同施設（アーケード、駐車場等）
は地域の活性化、地域社会の維持・発展に大きな役
割を担っており、その設置、修繕及び維持管理の費用
に対する助成制度を拡充・強化するとともに、これら施
設に係る固定資産税等の負担軽減措置を講じること。

（４）地域の商店街が新たな事業に取り組むにあたり、それ
らを統括できる人材、また事業推進にあたり外部機関
への申請手続きや折衝等を行うことができる人材を恒
常的に育成する制度を創設すること。

（５）高齢者等の買い物弱者に対する支援策として、地域
密着型の機動性のある地元商店街組織、商業者施
設及び中小の流通事業者を活用すること。

（６）低迷を続ける個人消費を拡大し、地域経済の好循環
をより確実にするため、平成26年度補正予算により地
方創生交付金で実施し大きな成果があった「プレミア
ム商品券」の発行など、効果的な個人消費喚起策を
講じること。

（７）商店街は魅力あるイベントの実施等によって活性化を
目指すことが求められているが、近年、店主の高齢化・
後継者不足による廃業や空き店舗の増加、魅力ある
個店の減少等を背景に商機能が弱体化し、厳しい状
況が続いていることから、継続的な集客促進、需要喚
起、商店街の体質強化に効果のある補助金制度を構
築すること。

（８）中小小売店及び商店街が、地域コミュニティの担い手
として、防犯や少子高齢化等社会的課題に取り組む
ための支援策を拡充・強化すること。

（９）大規模小売店舗に対して、地域商業者組合への加
入・協力を促すためのガイドラインの制定を行うこと。

（10）激甚化・頻発化する自然災害に適格に対応するため
の防災・減災・老朽化した施設の改修等に対する支
援策を拡充・強化すること。

（11）各地域に残った大型宿泊施設の廃屋撤去とその活
用に係る補助金の拡充をすること。また、これ以上に廃
屋を生まない活用の仕組みづくりを地方自治体と連携
して行っていくこと。

３．商店街振興組合等に対する優遇措置
　法人格を有する商店街振興組合や商店街協同組合
は、各種事業を通して各市の地域活性化に貢献するととも
に、法人税等の納税の社会的責任を果たし、任意の商店
街組織と比較して責任の所在が明確であることから、国等
の補助事業の実施にあたっては、任意の商店街組織と補
助率や補助限度額等に差を設けるなどの優遇措置を講じ
ること。

４．大型店等に対する適正な規制・指導の強化
（１）大規模集客施設の郊外開発行為に対して、厳格かつ

適正に対処するため、土地利用に関するゾーニングの
条例やガイドラインの制定を促進すること。

（２）大型店や大資本チェーン店、地権者などに商店街組
合への加入や、地域交流、商店街活動及び社会貢献
への積極的な協力を求める地域貢献条例等の制定を
促進すること。

５．不当廉売・不当表示等の取り締まり強化
（１）大規模小売店等の取引競争ルールを確立・徹底する

など、小売業における優越的地位の濫用行為を早期
に根絶させるとともに、不当廉売、不当表示等の違反
行為に実効性ある対応を実施して、適正価格で売れ
る仕組みを作ること。

（２）エネルギー、資材価格や労務費等のコスト上昇に係る
適正かつ円滑な価格転嫁を可能とするため、下請取
引環境の改善や商慣習の適正化に向けて取り締まり
を図るとともに、支援策を強化すること。

（３）下請法の対象となっている下請け企業に限らず、その
他の中小企業の取引に対しても手形等の支払期日短
縮に向けた指導・監督を行うこと。

６．経営力強化に対する支援
（１）非接触型・デジタル化を推進し、中小小売店及び商店

街の負担とならないよう、キャッシュレス決済手数料の
負担軽減や設備導入への支援を図ること。

（２）中小商業者のインターネット販売システム等の導入に
向けたデジタル技術の支援策を拡充するとともに、導
入後も専門家の派遣等を通じて、持続的な販売に繋
がる支援を継続すること。

（３）中小企業における省エネルギーや脱炭素の推進を図
るため、先進的省エネルギー投資促進支援事業費補
助金を継続・拡充すること

７．団地組合の再整備に係る支援策の創設等
　卸商業団地などの団地組合は地域の産業や雇用を支
える存在であり、災害時の防災拠点としての機能も有して
いることから、再整備に対して支援を行うこと。

⑫ サービス業対策
１．中小企業物流対策支援
（１）安心・安全な輸送手段の確保のため、高速道路等の

修繕・保守・再整備を強化すること。
（２）燃料油価格について、中東情勢等を踏まえて燃料油

価格激変緩和措置を延長すること。
（３）「物流革新に向けた政策パッケージの取組状況につい

て」及び「2030年度に向けた政府の中長期計画」を着
実かつ確実に実行すること。

２．高速道路割引制度
（１）平成26年４月の高速道路料金割引制度の見直しによ

り、事業者の輸送コストが増加している。小規模事業
者の輸送コスト削減はもとより、「休日上限1,000円制
度」などの観光需要を喚起し地域活性化を促すような
多面的な割引制度となるよう再度見直すこと。

（２）ＥＴＣマイレージポイント還元率を拡大すること。
（３）ＥＴＣコーポレートカード利用による平日朝夕割引の割

引対象となる地方部最大100kmまでの走行分につい
て大口・多頻度割引の割引対象走行にすること。

（４）事業協同組合等が行う共同精算事業において、ＥＴＣ
コーポレートカードの利用約款の変更により、違反点数

則とし、個別の販促支援等の実施を認めていない。
　継続的な事後支援は補助事業の事業化を促進する
観点からも非常に重要であり、事業化状況報告のフォ
ローアップ、販路開拓や販売促進等を支援対象とするこ
とに加え、対象年度の拡充等、フォローアップ支援事業
を継続・拡充すること。

（10）省力化、省人化を行うための補助金について補助率
のアップ及び補助上限額の引き上げを講じること。

（11）設備投資等を支援する補助金等について、申請要件
の緩和及び申請手続きの簡素化を講じること。

３．不当廉売及び優越的地位の濫用の防止、下請取引の
適正化

（１）不当廉売及び優越的地位を濫用した不公正な取引方
法に対して、国は迅速かつ的確に、実効性のある対処
を行うこと。

（２）弱い立場にある下請中小企業者が親事業者・発注事
業者による優越的地位の濫用等により不当な取引条件
を強要されることがないように法制度や業種別下請ガイ
ドラインの周知徹底を図ること。

（３）エネルギー･原材料価格高騰などのコスト負担増や従
業員の賃上げ等を実現するために､中小企業が適切
に価格転嫁し、利益を確保しやすい取引環境の整備
に向け、引き続き大企業など親事業者に対する､法制
度に基づいた厳正かつ適正な指導等を講じること。

　　≪重点要望≫
（４）中小企業組合を通じて行う団体協約などの取引条件

改善への取組みに対して要望の機会を設けるなど実
効性を担保できるよう発注者側の企業に対して指導を
行うこと。

　　また、価格転嫁交渉を円滑に進める有効な手段として
の『組合による団体協約の締結』の制度や仕組み、そ
の好事例を周知するとともに、組合組織の有用性を広
くＰＲすること。　　　　　　　　   ≪重点要望≫

（５）下請代金の支払いは、できる限り現金によるものとする
通達を親企業が遵守するよう指導すること。

（６）立場の弱い下請け等地域の中小企業者が強いられる
不公平な取引慣行を是正し、公正・公平な取引慣行の
実現に向けた政策を推進するとともに、下請け法など
関係法令への罰則規定の盛り込みなど、大企業等親
事業者への指導強化にも取り組むこと。

（７）中小小売業は、大手量販店との価格差やＥＣサイトで
の競争の激化により、経営環境が悪化し続け、将来の
展望が開けない状況となっていることから、国は中小小
売業の現状を直視して、「独占禁止法」や「業種別ガイ
ドライン」等を厳正に適用し、優越的地位の濫用、不当
表示、誇大表示等の不公正な取引や悪質サイトに対し
て、監視・監督の強化に努め、違反行為に対しては迅
速かつ実効性のある処分を行うこと。

（８）転嫁拒否が疑われる事案に対しては強力な罰則規定
を設けるなど、実効性のある価格転嫁対策を政府主導
で推進すること。また、大手事業者による転嫁阻害に対
して、国によるチェック機能が発揮できるよう、下請Gメン
や関係法令の一層厳格な運用を行うこと。

（９）不当廉売は、価格の安さ自体を不当視するものではな
いが、中小企業等の効率性によって達成した低価格販
売ではなく、採算を度外視した低価格によって顧客を獲
得しようとすることは独占禁止法上問題となる場合があ
る。特に、石油販売小売業においては、元売の標準的
な仕切価格やサービスステーション運営に必要な経費
の額から判断して、採算が取れないと思われるガソリン
の廉売事例が発生すると、周辺サービスステーションの
経営に甚大な被害を及ぼすこととなる。このため、採算

割れと思われる廉売によって、自社のガソリン販売量が
減少するなどの被害を受けている場合は、公正取引委
員会が速やかに情報収集や調査を行い、適切な指導
を行うこと。

４．地場産業・伝統的工芸品産業の振興対策
（１）ものづくり基盤を支える地場産業や伝統的工芸品産業

において、技術保持者の廃業により地域独特の文化の
担い手が途絶えることにつながることから、存続発展を
図るため、国は抜本的な対策を講じるとともに、業界の
活性化と産業の振興を強く進める各産地の協同組合
等への支援も併せて行うこと。また、それら地場産品の
販路を拡大するための支援制度を充実すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪重点要望≫
（２）ユネスコ無形文化遺産に登録されている縁付金箔の伝

統技術の保護・承継と需要拡大への支援を図ること。

５．ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の導入に向けた支援策の拡充
　食品衛生法等の一部改正により食品の安全確保を図る
ため、食品衛生管理の国際標準であるＨＡＣＣＰに沿った
衛生管理が全ての食品等事業者に義務づけられた。ＨＡ
ＣＣＰに沿った衛生管理を導入するためには、まずはＨＡＣ
ＣＰに関する認識を高める普及啓発が必要であるが、財政
基盤の脆弱な中小企業にとっては、事業所内で導入を進
める人材の育成や設備整備にかかるコスト負担などハード
ルが高いことから補助制度や税制等を含めた支援策を拡
充すること。
　また、食品安全に関する認証はＨＡＣＣＰ以外にも存在し
ている。大手流通からは、ＨＡＣＣＰ以上の認証規格であるＩ
ＳＯ22000や、さらに上位のＦＳＳＣ22000という認証が求めら
れる事が増えて来ている。そのため、ＨＡＣＣＰ以外の食品
安全管理に必要な認証制度への支援策を講じること。

６．新分野進出に向けた大学・公設試験研究機関等の機
能拡充・強化

　昨今のデジタル技術革新は、目覚ましいスピードで進行し
ているが、高度な技術やノウハウを持つ中小企業等が自社
の技術をどのように活用できるかを苦慮しているため、意欲
のある中小企業等の持つ高度な技術が活かされるよう、大
学・公設試験研究機関等の機能・体制を拡充・強化すると
ともにＤＸ人材の育成及び試験機器等の充実を図ること。

７．新分野進出・業態転換への支援
　社会構造・経営環境の変化により新分野・新事業展開や
業態転換等を余儀なくされ、従来の事業を縮小せざるを得
ない中小企業・小規模事業者が多い。異業種や他の業態と
の連携など新たな取り組みに対する支援策を講じること。

８．金属アーク溶接等作業における設備投資等の支援
　「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が、労働者に
神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らか
になったため、これらを特定化学物質に加え、労働者へのば
く露防止措置を義務付けることとした政令、省令改正等が
行われ、令和３年４月１日から施行されている。特に金属アー
ク溶接等作業を行う事業場においては、従来の「粉じん作
業」としての規制に加え、新たに特定化学物質としての措置
も義務付けられることとなり、中小企業等にとっては、多額の
費用負担が発生している。
　一部安全対策にかかる消耗品の購入にかかる補助金が
交付されていたが、今後も安心安全な作業場環境の構築
が促進されるように、作業床の改造等の設備投資を支援す
る補助金制度についても支援策を拡充すること。

の累計期間が３ヶ月から２年に延長されるなどにより利
用停止措置が厳しくなったが、組合が組合員の運行
管理に対する監督には限界があるので、見直すこと。

（５）ＥＴＣ大口・多頻度割引利用者への、道路法（車両制
限令）違反に対する罰則の算定基準について、所有
車両台数に応じた基準とすること。

（６）長距離輸送の効率化を図るため、高速道路の長距離
割引制度について現行の100～200㎞まで25％の割
引、200㎞超が30％割引から、100～200㎞までを
30％、200㎞超を40％の割引に拡充すること。

（７）国土交通省より、高速道路の深夜割引の見直し案
（深夜の適用時間帯に走行した分のみ）が示されたと
ころ、多くの組合員より見直し案に反対する意見があ
り、現行制度における割引適用待ちの車両の滞留は
社会問題化しているが、一方、トラック運転手の労働
環境の改善に繋がるとは言い難く、新たな問題が生じ
る可能性があるため見直し案を再考すること。

３．観光対策
（１）中小企業に勤める従業員等が、計画的に有給休暇を

取得できるような環境づくり並びにリフレッシュ休暇取得
の喚起を国が積極的に努め、国民の観光旅行の参加
機会を増大させること。

（２）現行の温泉法では、新たに温泉を掘削するには許可
が必要であるが、これを拒む理由がなければ、許可せ
ざるを得ないのが現状であり、誰でも温泉掘削が可能
となる状況では泉源が枯渇する恐れがあるため、早急
な対応策を図ること。

（３）入湯税の使途において「観光振興」と「温泉資源の保
護」を促進すること。

（４）人手不足に悩む旅館業等中小サービス業の生産性
向上施策を強化・拡充すること。

（５）出国税（国際観光旅客税）の使途について、地方の観
光地（特に温泉地）におけるソフト・ハードの観光基盤
の拡充・強化に対して十分な財源を振り分けること。

（６）宿泊観光産業の地位向上に向けた取組みとその発
信をするとともに、地域一体となった観光地・観光サー
ビスの高付加価値化に向けた支援や持続可能な地域
となるような事業再生に向けた支援を計画的・継続的
に講ずること。

４．葬祭業者の登録制・届出制
（１）現在、葬祭業は、墓地埋葬法第３条の遵守以外に許

認可・届出等の法規制が存在しないことから、イン
ターネットを活用して葬儀社の紹介に特化し、施行に
対して責任を持たない事業者が増えている。一部地
域では、火葬までの時間がかかるため、ご遺体保管を
ビジネスとして請け負う事業者も出現しており、公衆衛
生上、近隣住民と大きなトラブルになっているケースも
ある。

　　このため、こうした問題の実態調査を行うほか、社会
的な対応や現在法的根拠のない葬祭業界において、
登録制・届出制とすること。

（２）行政（地方自治体）と葬祭業組合及び葬祭業者が連
携して終活サポートを行うための体制整備に向けた支
援を行うこと。

５．自動車特定整備業に対する補助金等の創設
　近年の自動車整備業界では、ハイブリッド車や電気自動
車の普及により複雑化、高度化する技術に対応した自動ブ
レーキ等の安全性能の向上や高度なコンピュータ化が進
み、整備工場においても特定整備に対応した新たな設備
投資が必要になってきている。しかし、高度な検査機器の

導入等の特定整備への設備投資には多額の費用がかか
るため、中小企業等が設備投資を積極的に促進できるよう
に補助金等の予算を確保するとともに、補助金等の早期公
募や増額、自動車整備業に特化した工場等の設備投資
補助金の創設等具体的な支援策を講じること。

６．石油販売業界の持続的な発展・維持を目的とした支
援策の強化

（１）カーボンニュートラルの実現に向けた合成液体燃料開
発予算の拡充

　　自動車のカーボンニュートラルの方向性が不透明で
ある中、これからの経営に与える影響や具体的なロー
ドマップがいまだ示されていない。ガソリンスタンドは、地
域のサービスステーションとして平時・災害時にも安定
供給責務を全うすることが必要であり、そのための具
体的なロードマップの策定や経営多角化・事業転換
等の政策支援に加え、既存のサービスステーションの
インフラがそのまま活用できる二酸化炭素と水素から
製造する「合成液体燃料」の早期実用化に向けた開
発にかかる予算や石油元売りに対するグリーンイノ
ベーション基金をはじめとした更なる予算を拡充するこ
と。

（２）「過疎地問題」を解消するサービスステーションの存続
対策の強化

　　全国のサービスステーション数は、ガソリン需要の減
少、後継者難等により減少し続けているが、近隣に
サービスステーションがない住民にとっては、自家用車
や農業機械等への燃料供給や移動手段を持たない
高齢者への冬場の灯油配達などに支障をきたし、「過
疎地問題」が顕著化されつつあるため、地域住民の生
活環境の維持及び防災上の観点から自治体等が
サービスステーションの存続についての対策を積極的
に取り組むこと。

（３）長引く原油価格の高騰により燃料油激変緩和補助金
が延長されているが、地政学的なリスク要因を背景と
した今後の価格高騰リスク等や様々な経済情勢を見
極めるため、措置期間をさらに延長すること。

７．市街化調整区域における物流施設等の開発許可へ
の対応

　中小企業者が全体の99％を占めるトラック業界におい
て、自然災害対策や事業継続に向けた営業所や物流施
設等の移転・新設、共同化や事業集約における施設整備
等の適正な用地取得が難しくなっている一方で、自然災害
は以前より頻発・激甚化する傾向にあり、緊急物資の輸送
等を担うトラック運送事業者の役割はより重要となっている。
　現状、市街化調整区域等において物流施設等の開発
を行う場合、開発許可が必要といった立地規制があり、こ
れが自然災害対策や事業継続力強化に向けた施設整備
を行う際の投資意欲を低下させる一要因にもなっているこ
とから、開発許可に要する時間を短縮するなどの必要性を
見直すこと。

① 総合経済・中小企業対策
１．中小企業・小規模事業者の新たな成長・持続的発展を
支える経済再生支援

（１）経済が回復基調にある中で、その回復エンジンを力強
く、本格的なものとするために、挑戦意欲のある中小企
業・小規模事業者が組合等を活用してさらなる成長促
進を図るための施策を講じること。

 　また、その構築にあっては、活用方法の明快さ、申請書
類等の簡素化など、活用しやすいしくみ、制度設計とす
ること。

（２）地域商業・サービス業に対する消費喚起の支援策の拡
充及び継続
①物価高による消費者の買い控えが影響し、適正な価格
転嫁が進まない中で、地方の小売業や宿泊、飲食店等
の事業者の多くは、引き続き厳しい状況が続いている。
今後も地域商業・サービス業に対する賑わいを創出す
るイベント開催への補助金の交付や先払いの地域商
品券、食事券、宿泊券等の発行による消費喚起の支援
策を拡充及び継続すること。　　　　   ≪重点要望≫

②観光関連産業において、地域によっては「全国旅行支
援」や自治体独自の旅行支援策を講じているところもあ
り、インバウンドの回復と相まって全国的に賑わいが戻っ
てきている。その一方で、一部の観光地・観光エリアで
はサービス業従事者の人手不足や交通費・燃料費の
高騰による旅行者の伸び悩みが懸念されており、地域
経済を支える観光関連産業の継続的な支援の強化を
長期にわたって行うこと。

（３）早期の入込客数回復に向けた地域経済の活性化支援
①早期の入込客数回復に向け、観光地での消費喚起を
促進するために、高速道路料金の減免や魅力ある地
域資源と結びつけた誘客推進等観光振興策を推進す
ること。
　また、観光地での感染症予防措置への対応に設備や
システム等の導入、修繕が必要となっていることから、
観光客の受入れ態勢整備への補助金等の支援策を
創設すること。

②日本は円安という追い風によりインバウンドが回復してお
り、多様化する訪日外国人旅行者のニーズに対応して
いく必要があるため、快適に旅行を満喫できる環境整
備及び災害など緊急時への対応として、多言語での観
光情報提供機能の強化、無料Ｗｉ－Ｆｉサービスの整
備、キャッシュレス決済の普及、バリアフリー化の推進、
ＭＩＣＥの誘致・開催支援など既存の旅館・ホテルに対
する観光客の受入れ体制整備への補助金等の支援
策を強化すること。

（４）観光客増加のための全国旅行支援の継続並びに助成

金等の拡充
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの
５類移行に伴い、観光を通じた国内の交流活発化によ
る地域経済の活性化が期待できるため、全国旅行支援
を当面継続すること。
また、観光産業の発展は、地域経済の活性化や雇用の
増大等につながるため、地域経済を牽引する産業分野
の一つとして燃料価格高騰の影響を受ける観光関連
事業者の事業継続を促すためにも、経営状況が回復す
るまでは、助成金等の支援策を講じること。

（5）航空機業界への支援
①航空機産業は、回復傾向が顕著になったといえども経
営面では厳しい状況が続いている。コロナ禍を経て航
空機産業一辺倒の危うさに気付いた部分もあり、新分
野進出が新たなテーマになってくる。今後とも諸支援
策のほか、競争力の強化・維持支援策や新ビジネス展
開支援を充実すること。

②中部地域は、アジアＮｏ.１航空宇宙産業クラスター形成
特区に指定されており、航空機部品の産業集積地とし
て地域経済の発展に大きく寄与している。民間航空機
市場は、一時はコロナ禍で落ち込んだものの、今後の
旅客需要は増加が見込まれており、航空機産業の集
積地である中部地域は大きなポテンシャルを有している
ことから、中部地域の航空機製造サプライヤーの事業
継続や人材確保、新分野展開などの支援強化に取り
組むこと。

２．中小企業者支援施策
（１）国が実施する各種支援施策に関する情報周知の徹底

並びに事務手続きの簡素化を図ること。
（２）カーボンニュートラルの推進やサーキュラーエコノミーの

実現及びDX等経営力強化・生産性向上に取り組む中
小企業者に対する支援施策を拡充すること。

（３）地域資源や観光資源を活用した取り組みを行う中小企
業者に対する支援施策を拡充すること。

（４）外的要因による経営環境の変化に対応するため、事業
転換や業態変化を図る中小企業者への支援施策を拡
充すること。

（５）中小企業支援施策は、地域経済を支える中小企業の
成長を強力に後押しするとともに、地域の実情に応じて
適切で分かりやすい施策とすること。とりわけ、全体の９
割を占める小規模事業者の意欲ある取り組みを強力に
支援すること。

（６）各種業法の運用解釈が自治体によって異なる場合に
は、中小企業者にとって負担軽減となるような統一見解
を示すこと。

（７）省力化・省人化に資する設備等の導入により人手不足
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の解消を図る中小企業者に対する支援施策を拡充す
ること。　　　　　　　　　　　　　 ≪重点要望≫

３．情報化支援の拡充・強化（ＩＴ化）
（１）中小企業並びに中小企業組合へのＩＴ化・ＤＸ推進の

ためのハード面（情報機器導入資金補助等）・ソフト面
（情報担当者育成、システム開発支援等）の支援体制
を拡充・強化すること。

　　また、デジタル社会が進展する中で、ＤＸの概念や活
用手法を中小企業に広く普及する必要がある。組合を
活用することで、ＤＸ推進をより効率的に実施できること
から、組合を通じた中小企業のＤＸ推進対策を実施す
ること。

（２）個人情報保護法への対応、情報セキュリティに関する
専門人材の育成や中小企業における情報セキュリティ
対策に対する一層の支援を拡充すること。

（３）ＩＴやＤＸは中小企業等の生産性向上や経営の活性化
を図るために有効であるが、その利活用において中小
企業等と大企業との格差が広がっている。また、近年は
タブレット・スマートフォン等で操作性が向上しているこ
とから、中小企業等が利活用できるＩＴ導入やＤＸ推進
に取り組むリスキリングに関する助成制度等ＩＴスキル・
能力向上のための支援策を講じること。

（４）情報化の進展に伴いサイバー攻撃の脅威が増加して
いる中で、企業がサイバー攻撃を受けると金銭的な損
失に留まらず、取引先の信用も失うなど多大な被害と
なる可能性が高く、その対策への取り組みが重要で
あるものの、中小企業等にとって設備導入やシステム
導入は負担が大きいため、補助金等の支援措置を講
じること。

（５）サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業（ＩＴ導入補助
金）の継続・拡充を図ること。

４．組合士制度
（１）中小企業組合士の社会的地位と資質向上を図るた

め、中小企業組合士制度の積極的な振興策を講じる
こと。

（２）「中小企業組合士制度」は、組合事務局の資質向上を
図るとともに中小企業組合の活力ある発展と企業の育
成に寄与している。このため、中小企業組合士の社会
的地位と資質向上並びに組合士制度促進のため、国
家資格化を図ること。

５．組合制度
　中小企業組合が景気の変動に対応し継続して活性化す
るとともに、組合員の経済活動の促進を図り円滑な組合運
営を行うため、次の組合制度を改善すること。
（１）時代の移り変わりとともに、既存事業の見直しを行い、

組合員のニーズに合った新事業の立ち上げは、組合
存続のために必要不可欠と思われるが、事業の効率
や採算を考えた場合、員外利用の20％が高い壁となっ
て、組合員のニーズに応えられない。

　　経済事業活動をさらに拡大、活発化させ、安定的かつ
円滑に組合運営を行うため、員外利用制限の緩和を
図ること。

（２）地方、特に人口減少地域にある共同店舗組合におい
ては、組合員の廃業や脱退などから店舗自体の運営
維持も難しい状況があることから、そこで、出資を伴わ
ないテナント出店や大企業等の出店等、利用制限を超
えた員外者の施設利用を認めるなど柔軟な運用を行
うこと。

（３）商店街振興組合において、テナント運営となっている店
舗も多く、理事会や総会の出席率の低下及び理事を引

き受ける人の減少が著しいこともあり、円滑な組合事業
推進を図るため、商店街振興組合における員外理事の
制限を緩和すること。

（４）事業協同組合及び商店街振興組合等の設立要件を
緩和すること。

（５）協同組合や商店街振興組合等において事業承継が
円滑にいかず、廃業を検討している組合員に対しての
支援として、組合自体が事業承継につながるよう、その
組合員の経営を行うことができるように共同事業の範囲
を拡大すること。

（６）役員の選挙の方法として指名推選を規定しているが、
この選挙方法を採用するためには、総会に出席した者
全員が同意し、さらに選考委員が選んだ候補者を一括
して出席者全員が同意する必要があるが、この出席者
全員の同意という条件は厳しいので出席者の３分の２
の同意で実施できるように緩和すること。

６．建設関連業種への支援
（１）建設業は、地方にとって経済、雇用、地域の活力を左右

する重要な産業であり、社会資本の整備、維持管理を
通し、災害時の対応など住民の安心・安全に寄与する
産業である。その担い手である地方中小企業の健全な
利益の確保と計画的な人材確保・養成、設備投資が
必要であることから、地方中小企業向け公共事業に対
する長期的かつ安定的な発注計画を作成すること。

（２）将来にわたる公共工事の品質確保とその担い手の中
長期的な育成・確保に向けて、適正な利益を確保する
ため、最低制限価格の引き上げと設定範囲の上限撤廃
を行うこと。

７．地域資源の活用支援
　地域資源を活用し、地方経済の実態に即した景気対策
を実施するため、以下の支援を講じること。
①地産地消の推奨を図るため、公共物件における地域産
材等の使用を制度化すること。

②日本の住宅業界はウッドショックと言われる外国産木材の
供給不足とそれを補う国内産材の生産体制ができていな
いことが表面化しているため、森林整備や素材生産業者
の確保により、国産木材の安定供給、活用促進のための
支援策を拡充・強化すること。

８．中小企業の海外販路開拓支援の強化
　国内中小企業が今後とも成長・発展を遂げるには、アジ
ア諸国をはじめとする海外市場を取り込んでいく必要があ
るため、経験が乏しい中小企業が海外展開に取り組むうえ
で必要な情報やノウハウの提供、フィージビリティスタディや
プロモーション活動などについての支援策を積極的に努め
ること。

９．人材確保・後継者育成・事業承継・事業継続対策
（１）中小企業の後継者育成に関する支援策を拡充・強化

するため、広い視野や新しい視点から業界や社会情勢
を見ることができる人材育成に努めている組合青年部・
女性部組織等を活用した資質向上や地域経済のリー
ダー養成に向けた活動等に対する助成措置等後継者
育成支援策を講じること。

（２）事業承継に係る設備投資や販路開拓に関する支援施
策を拡充すること。

（３）後継者育成・事業承継・企業の合併買収など中小企
業の存続に関する情報提供及び相談体制を強化する
こと。

（４）事業承継に関する人材養成及び後継者育成のための
支援施策の拡充及び相談体制の強化を図ること。

（５）大規模災害による社会インフラの停止や感染症による
行動制限などを貴重な教訓とし、企業の危機管理能力
を高め、緊急時における事業活動の継続を図り、サプラ
イチェーンを遮断させることなく、地域経済の維持・発
展を図るため、中小企業・小規模事業者や中小企業組
合が取り組むＢＣＰの策定・運用に対する支援措置をよ
り一層推進するとともに、中小企業強靭化法に基づく連
携型事業継続力強化計画認定後の支援策を強化する
こと。

　　また、県域を越えた連携に対する支援を強化すること。
≪重点要望≫

（６）ＢＣＰ（事業継続計画）及び事業継続力強化計画を策
定した事業者等を対象とした無停電電源装置、自家発
電設備等の防災設備の導入及び工場等の生産設備
の耐震化、制震及び免震装置等の減災設備に対する
補助金等の支援策を講じること。

10．業界固有の技能者資格等の国家資格化 
　建設工事関連業の現場作業者における「登録基幹技能
者」、中古自動車販売店の販売員が認定される「中古自動
車販売士」など、業界固有のエキスパート人材を認定する
資格制度の国家資格化を図ること。

1１．建設業許可へ許可業種「サイン工事業」新設
　大手ゼネコンの現場等の作業の際に現場許可取得を求
められる場合が発生している。現在、サイン工事（看板業）
には該当する建設業許可項目がないため、他の工事（と
び・土木・コンクリート工事業、鋼構造物工事業）で許可取
得をする必要があり、多くの手間が掛かっているため許可
業種へ追加すること。

②成長促進・発展対策
１．事業承継支援 
　中小企業の多くでは後継者の確保が難しく、経営者の
高齢化に伴う廃業が増加していることから、地域経済の活
性化を維持するためにも後継者の育成及びM&A、従業
員承継を含めた親族外承継に関する支援策を拡充・強化
すること。

③ 連携対策
１．中小企業者・組合等連携組織支援施策 
（１）中小企業者及び組合に対する経営力強靭化・成長促

進支援施策を拡充すること。
（２）組合が組合員のために行う事業に対する財政的支援

を拡充すること。
（３）中小企業連携組織対策の充実・強化
①事業協同組合をはじめとする中小企業連携組織は、
個別企業では対応の難しい生産性の向上や人材の
確保などに大きな役割を果たしていることから、中小企
業連携組織対策を中小企業対策の重要な柱として位
置付け、拡充すること。　　　　　　　≪重点要望≫

②小規模企業振興基本法による小規模企業者に対して
の支援策の拡充に伴い、小規模企業者で組織する組
合等については、各種補助金の補助率10／10にする
など、早急に支援の充実を図ること。

③事業協同組合をはじめとする中小企業連携組織は、個
別企業では対応の難しい生産性の向上や人材の確保
などに大きな役割を果たしていることから、中小企業連
携組織対策を中小企業対策の重要な柱として位置付
け、拡充するとともに、同対策の実施を担う中小企業団
体中央会の指導体制を強化し、中小企業等協同組合

法などによる連携組織を積極的に支援できるよう十分な
予算措置を講じること。

④中小企業団体中央会の連携組織に対するコーディ
ネート機能を強化するため、中央会指導員の資質向上
に対し十分な予算措置を講じること。

２．中小企業者の官公需受注機会の確保 
（１）国は、「官公需についての中小企業の受注の確保に関

する法律（官公需法）」並びに毎年度出される「中小企
業者に関する国等の契約の方針」に基づき、中小企業
者並びに官公需適格組合への官公需発注の増大に
努めること。

　　また、国等の発注機関は、年間を通じて発注の標準化
に努めること。

（２）地方公共団体を含めた各発注機関に対して、官公需
施策への理解を深めるための指導を行うとともに地元中
小企業や官公需適格組合等の受注機会増大に向け
た取り組みを推進すること。

（３）地方公共団体を含めた各発注機関に対して、エネル
ギー、資材価格や労務費等のコスト上昇分に対応した
必要経費等の発注価格への反映がなされるよう指導を
強化すること。

（４）地方公共団体を含めた各発注機関に対して、少額随
意契約の見直し及び最低制限価格制度等の活用を促
進するなど、適正価格での受注機会の確保がなされる
よう指導すること。

　　中小企業等は、地方自治体からの発注が減少するな
か、受注確保のため、低入札価格での受注競争が激
化しており健全な事業活動が行えていない。適正価格
での受注確保のため、国及び地方自治体は最低制限
価格制度を導入している場合、入札が不調になるという
ことは低価格競争に繋がっていることを認識し、最低制
限価格の金額を見直すほか、著しい低価格による落札
が行われないよう低入札価格調査制度を積極的かつ
適切に運用すること。

　　また、人件費及び原材料の上昇といった状況を反映し
ていないことから、インフレ条項の適用により、適正な価
格での柔軟な発注にも努めること。

（５）地方公共団体を含めた各発注機関に対して、官公需
適格組合との緊急時における災害協定等の締結並び
に協定に基づいた優先発注の推進を指導すること。

（６）官公需適格組合やカーボンニュートラルの推進など環
境に配慮した取り組みを行っている中小企業等に対し、
審査時における加点等の措置を講じること。

（７）適切な予定価格の作成にあたっては、需給の状況、原
材料及び人件費等の最新の実勢価格等を踏まえ、参
考見積をもとに予定価格を設定することとし、随意契約
の場合には参考見積を聴取した事業者に対しても取引
から排除しないこと。

３．特定地域づくり事業協同組合制度の拡充・改善
　「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業
の推進に関する法律」に基づく特定地域づくり事業協同組
合制度は、人口急減地域において、地域の仕事を組み合わ
せて年間を通じた仕事を創出し、組合で職員を雇用し事業
者に派遣することにより、安定的な雇用環境や一定の給与
水準を確保することで移住・定住を促進し、その地域の活
性化につながることから、制度の周知を継続的に図るととも
に、永続的かつ着実な財政支援措置を講じること。

④ 地域経済・振興対策
－

⑤ 金融対策
１．中小企業への円滑な資金供給体制の確立と金融機関
への指導継続

（１）金融機関によるリレーションシップバンキング機能や、事
業性評価を重視した円滑で迅速な融資を可能とする
こと。

（２）経済対策に呼応した融資条件の緩和等中小企業金融
対策の一層の充実
①経済環境の急激な変化（エネルギー・原材料価格の
高騰や過度な円安、人手不足等）や、取引先の経営
状況の悪化等を乗り越えるための、地域や業種や業
態に合わせた機動的な金融施策の拡充を図ること。
　　　　　　　　　　　　　　　   ≪重点要望≫

②エネルギーや原材料価格等の高騰により、日々の運転
資金に支障をきたす中小企業者に対する適切かつ迅
速な資金繰り支援のほか、経済社会の構造等の変化
に適応していくための経営改善・事業転換に係る金融
支援、そしてコロナ禍で増大した債務（ゼロゼロ融資な
ど）に対応する事業者への事業再生支援など、事業者
の実情に応じた金融支援を講じること。

③金融庁は、金融機関の「経営者保証に関するガイドライ
ン」の積極的な活用を監督し、融資慣行として浸透・定
着を図るとともに、令和６年３月にスタートした保証料率
の上乗せにより経営者保証を提供しないことを選択でき
る信用保証制度の周知徹底及び経営者保証に依存し
ない融資慣行の確立を更に加速させるために策定され
た「経営者保証改革プログラム」に基づく積極的な融
資の推進を図ること。

④業績の回復していない事業者に対する既往貸付に対
する条件緩和や、借換等の制度の維持・拡充を図る
こと。
⑤コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進み、民間
金融機関に対して実質無利子・無担保融資の返済
が行われている中、中小企業等が債務超過や赤字と
なった場合でも事業再構築などの前向きな取組の促
進など、地域の金融機関においては、個々の中小企業
等の実態を踏まえた新たな資金需要の支援を強化す
ること。
⑥スタートアップ企業との連携・DX・GX・SDGｓ等、更なる
成長に向けた取組みや円滑な事業承継等を支援する
金融施策の充実を図ること。

⑦「事業成長担保権」制度の早期導入並びに活用に向
けた体制強化及びサポート態勢の整備を行うこと。

⑧日本銀行のマイナス金利解除の実行に伴い、借入金利
の引き上げがあった場合に、中小企業等は借換えや新
規借入れ時の返済負担増に苦慮する可能性が高まる
ため、現状では、賃上げと物価高騰に加え、利上げが
実行されると経営悪化が見込まれることから、セーフティ
ネットによる金利引き下げの措置をとり、マイナス金利解
除の影響が企業経営に及ばないように柔軟な対応を
行うこと。　　　　　　　　　　　　  ≪重点要望≫

⑨金融機関による経営改善・事業再生支援等の伴走支
援を一層推進するための施策を強化すること。

⑩制度改正等による資金需要に対して、業種・業態を考
慮した金融措置を策定すること。

２．政府系金融機関の更なる機能強化と融資制度の拡充
（１）緊急時をはじめ商工中金及び日本政策金融公庫の果

たす役割がますます重要になってきており、中小企業等
の状況を的確に把握して実情に合った事業を展開する
など、機能の強化を図るとともに、地域の中核となる中小
企業等の事業転換・設備投資、中小企業組合や地域

資源を活用する企業連携体を支援するため、融資制度
を拡充すること。

　　また、令和５年６月14日に改正商工中金法が成立した
が、引き続き、組合及び中小企業等の金融の円滑化を
目的とし、足もとで加速する様々な事業環境変化に挑戦
する中小企業等への支援を維持・強化すること。

（２）経済環境の急激な変化を乗り越えるための相談対応の
充実及び特別貸付の拡充を図ること。

（３）セーフティネット機能を発揮するための危機対応業務の
拡充を図ること。

（４）資金提供の円滑化を図るため融資対象事業の評価に
基づく低金利等優遇措置をとること。

（５）事業承継や人手不足等、企業が抱える課題解決に対
する支援機能を強化すること。

３．信用補完制度の充実 
（１）「経営者保証に関するガイドライン」に基づいた、不動産

担保や人的保証に依存しない融資制度の促進を図る
こと。

（２）金融機関と連携した保証審査期間の短縮化や、事務
の簡略化を図ること。

（３）信用保証協会のセーフティネット保証は資金調達力の
弱い中小企業・小規模事業者をサポートする重要な施
策であるため、信用保証協会の基金補助金の確保及
び信用保険向け政府出資金を確保すること。

（４）経済環境の急激な変化等の緊急時における特別貸付
（無利子・無保証融資等）に対する保証条件を緩和す
るとともに、条件変更による追加信用保証料についても
免除すること。

（５）返済履歴を考慮した保証料率の引き下げ等の優遇措
置を図ること。

４．高度化融資制度の弾力的運用
（１）高度化融資制度の充実強化を図り、個人保証について

は求めないこと。
（２）高度化資金の返済について、組合の運営は組合員の

減少等により非常に厳しい状況にあり、当初の返済期
限や返済額を履行できない組合が多数出てきている
ので、返済条件の緩和について一層弾力的に運用す
ること。

５．中小企業倒産防止共済制度の見直し
　中小企業倒産防止共済制度は、取り引き先の倒産・廃業
など貸し倒れリスク及び連鎖倒産を防止する備えとして意義
ある制度であるため、次の見直しを行うこと。
①共済金貸付時に貸付額の10％を掛金総額から控除す
る制度は負担が大きいため、廃止すること。
②共済に加入して間もない時期でも、取引先の突発的な
倒産に対して貸付が受けられるよう６ヶ月未満の貸付
制限を見直すこと。

⑥ 税制対策
１．消費税
（１）消費税率引上げに伴う中小企業における事務負担軽

減措置の導入等、十分な対策を取ること。
（２）国際情勢の影響等により経済が悪化している現状を鑑

み、消費税の基本税率の見直しや二重課税（ガソリン
税、酒税、タバコ税等）の解消を検討すること。

（３）消費税の適正かつ円滑な価格転嫁を図るため、違反行
為に対しては引き続き監視と摘発を徹底すること。

（４）現在、免税事業者については課税売上高が１千万円
以下、簡易課税制度については課税売上高が５千万

円以下の事業者に対して適用されているが、零細事業
者の事務負担を考慮しこの制度を維持すること。

（５）インボイス制度について、業種・業態ごとの実情や取引
の実態を踏まえた負担軽減措置及びシステム改修等に
対する十分な支援策を講じるとともに丁寧な制度周知
に努めること。

　　また、仕組みを簡素化し２割特例や少額特例等の負
担軽減策の延長や恒久化、または追加的措置の導入
など、中小事業等の状況を踏まえた柔軟な運用を行う
こと。

（６）インボイス制度や電子帳簿保存法など、既にスタートし
た税制に関する新たな制度等への対応を進めるのと
併せて「業務のデジタル化（DX）」に取り組むことによ
り、人的資源に乏しい中小企業のバックオフィス業務全
体の効率化を進めるための会計ソフトの導入や既存ソ
フトの改修、クラウドサービスの活用などに係る経費の
補助を講じること。

２．法人税
（１）国際競争力の向上を図り、国内投資や雇用創出を促進

するため、中小企業の成長を第一に、法人税率の更な
る引き下げと中小法人に対する軽減税率の延長・引き
下げを図ること。

（２）中小企業等の法人実効税率を引下げること。
（３）企業組合及び協業組合の法人税率を引き下げること。
（４）収益の悪化している中小企業を支援するため、欠損金

繰戻還付請求制度の拡充及び繰越控除期間を延長
すること。

（５）中小企業組合において、賦課金収入に対する課税を撤
廃すること。

（６）中小企業及び中小企業組合の軽減税率を引き下げる
とともに、適用所得金額を撤廃すること。

　　我が国の経済成長の源泉である中小企業等の経営
基盤や国際競争力の強化、また、創業促進の観点から
も、中小企業組合及び中小企業に対する法人税率は、
現行の軽減税率15％からさらに引き下げるとともに、適
用所得金額については撤廃すること。

（７）賃上げ促進税制における要件の緩和及び控除率を引
き上げること。

（８）中小法人の軽減税率を引下げ、適用所得金額を見直
すこと。

（９）ＤＸ及び設備投資に係る減価償却資産特例を拡充す
ること。

（10）税制上の優遇を受けられる中小企業の定義となる資
本金額を引き上げること。

（11）法人事業税の外形標準課税の中小企業への適用拡
大や中小法人向け租税特別措置の利用制限を行わな
いこと。

（12）激甚災害に指定された地域の企業への寄付金の損
金算入限度額を引き上げること。

（13）各種減税申請を行う際の手続きの簡素化を図ること。

３．同族会社・事業承継税制
（１）「個人版事業承継税制」が創設されるなど抜本的に拡

充されたが、中小企業が事業基盤を損なうことなく、後
継者に円滑に事業を承継し発展できるよう、自社株の評
価方法等についての更なる見直しや簡素化を推し進
め、制度の更なる充実を図ること。

（２）中小企業等の事業承継が円滑に行われるように、事業
承継税制を活用することで後継者が取得した自社株式
に係る贈与税・相続税について、納税猶予を受けられる
が、雇用維持要件を満たせなかった場合、書類の提出
や助言が必要となるなど、中小企業等への負担が大き

い。事業承継を円滑に行うためにも、非課税贈与額の拡
大などにより、事業承継税制の一層の拡充を図ること。

（３）事業承継税制は、平成30年度税制改正において、10
年間（平成30年1月1日から令和9年12月31日まで）、納
税猶予の対象となる非上場株式等の制限（総株式数
の最大３分の２まで）の撤廃や納税猶予割合の引上げ
（80％から100％）等の特例措置が創設されたが、多くの
中小企業では事業承継への対応が進んでおらず、後
継者に円滑に事業を承継し発展できるよう、特例措置
適用期間の延長を図ること。

（４）事業承継・引継ぎを契機とする業態転換や多角化を含
む新たな取り組みを支援する「事業承継・引継ぎ補助
金」はあるものの、実情として事業承継には時間を要す
ることが想定され、公募期間や事業期間を長くするなど
中小企業事業者にとってより効果的な運用となるよう制
度を拡充・強化すること。

（５）事業承継を円滑に行うため相続税・贈与税の納税猶予
及び免除の特例措置期間の延長や手続きの簡素化を
図ること。また、取引相場のない株式の評価方法を見直
すこと。

４．中小企業投資促進税制
　中小企業の思い切った設備投資を可能とし、生産性の一
層の向上を実現するため、新分野進出の際の税制優遇を
含め、中小企業投資促進税制及び経営強化税制の更なる
拡充を図ること。また、本税制について恒久化を図ること。

５．自動車関係税制
（１）我が国の自動車関係諸税については、税負担が複雑

で過重となっており、さらに、消費税率の引き上げに伴い
一段と税負担が重くなっているので、自動車関係諸税を
整理し、軽減すること。

（２）生産･製造工程などで使用する軽油に対する軽油引
取税の免税措置を恒久化･拡充すること。

（３）揮発油税は、消費税との二重課税であることから過重
な税負担を見直すこと。

（４）低年式自動車に対する自動車税のあり方を見直すこ
と。

（５）一般財源となった自動車重量税を廃止すること。

６．事業所税の廃止
　政令指定都市や人口30万人以上の指定市などに課せら
れている事業所税を廃止すること。

７．償却資産に係る固定資産税の廃止　　
　償却資産に係る固定資産税は、多数の設備を有する製
造業や建設業など特定の業種に負担が偏っているといった
業種間の税負担の偏在、中小企業の設備投資意欲の低下
や事務負担を増加させる一要因にもなっていることから、廃
止すること。

８．食事支給の非課税枠の引き上げ又は上限の撤廃
　近年、弁当製造のための原材料費の高騰等の影響もあ
り、製造コストが上昇しているが、その上昇分を価格に転嫁
するにあたり、提供先である事業者の食事支給の非課税
枠が所得税法上、月3,500円以下であるため、事業者は事
業主負担が3,500円以下になるように調整しており、価格引
き上げ交渉が困難となっている。このため、食事支給の非
課税枠3,500円の引き上げ又は非課税枠の上限の撤廃を
図ること。

９．その他中小企業・中小企業組合税制の充実強化
（１）「地球温暖化対策のための税」、いわゆる環境税の導

入により、全化石燃料に対してＣＯ₂排出量に応じた税
率が石油石炭税に上乗せされているが、中小企業者に
おいて過度の負担増とならないよう、免税・還付措置等
の負担軽減措置を講じること。

（２）賞与及び退職給付金の繰入の損金算入ができれば、
中小企業の内部留保が増え、従業員の福利厚生の充
実や経済活力を取り戻すことにつながるので、制度を復
活させること。

（３）役員報酬は、職務執行の対価であるにもかかわらず、損
金算入には、定期同額給与や事前確定届出給与など
厳しい制約が課せられているが、経営基盤が不安定な
中小企業の実態を踏まえ、役員報酬を弾力的に改訂で
き、損金算入できる制度にすること。

（４）自社利用目的のソフトウェア（無形固定資産）の償却年
数を、現行の５年から３年に短縮すること。

（５）消費の拡大を通じて経済活性化を図るため、資本金１
億円以下の中小法人の交際費について年800万円ま
で損金算入できる時限措置（令和９年３月末まで）を恒
久化すること。

（６）電力多消費産業に適応されている再生可能エネル
ギー発電促進賦課金の減免制度の見直しについては、
企業の負担増となり、国際競争力の低下につながるた
め、実施しないこと。

（７）鉄筋コンクリートや鉄骨鉄筋コンクリート造りのホテル・
旅館の固定資産税評価における最終残価率到達年
数が50年から45年に短縮されたが、未だ大きな負担と
なっているため、さらなる短縮化を図るほか、法人税に
準じた固定資産税の減免又は免除など見直しが確実
に実施されること。

（８）事業用地や公共・公益性のある共同施設などへの固
定資産税の軽減制度等、中小企業と地域にとって真に
実効ある固定資産税の負担軽減のための措置を講じ
ること。

（９）中小企業の事業再構築又は新分野進出・新事業への
取り組みに関する税制措置を講じること。

⑦ 労働対策
１．雇用・労働施策の拡充
（１）急速な少子高齢化が進展する中で、貴重な労働力であ

る子育て世代の労働者がその能力を発揮するために
は、働きながら育児ができる環境を整備する必要がある
ため、認可保育所においては、土・日曜日保育の実施と
延長保育時間の拡充や病児保育に対応することを認
可条件にするとともに、保育所に対して必要な経費を支
援すること。

　　また、保育士の確保や継続就業は待機児童問題の解
消につながるため、保育士養成学校の拡充並びに保育
士の処遇改善に努めるとともに不登校児童・生徒等の
受け皿となっているフリースクールへの財政支援を行う
こと。

（２）働き方改革関係法令の施行に伴い、その運用にあたっ
ては、中小企業にとって過度な負担とならないよう十分
に配慮するとともに、多様な働き方の実現に向け、中小
企業が対応しやすい環境を整備すること。

（３）働き方改革による時間外労働の上限規制については、
立場の弱い中小企業では、取引先の都合等により依然
として実施が困難な状況にある。特に、令和６年４月か
ら時間外労働の上限規制が適用された自動車運転業
務については、運送業界に限らず、経済全体に大きな
影響があることから、時間外労働につながる取引慣行
の見直しを推進すること。

　　また、同じく時間外労働の上限規制が適用された建設

業については、上限規制を考慮した工期設定を行うこ
と。　　　　　　　　　　　　　　　 ≪重点要望≫

（４）定年延長や継続雇用の延長など高齢者の雇用推進整
備に取り組む小規模・零細事業者に対し、積極的な支
援策を講じること。

２．中小企業の経営状況等を踏まえた最低賃金の設定及
び賃上げ支援の充実

（１）最低賃金の設定にあたっては、地域中小企業の経営
状況や雇用実態等、地域中小企業の実情を考慮する
と共に、地方最低賃金審議会の自主性を損なわないよ
うにすること。　　　　　　　　　　　≪重点要望≫

（２）中小企業の賃上げを支援するための労務費を含む価
格転嫁を推進すると共に、助成の充実や各種補助金
等における優遇措置の強化を図ること。

３．社会保障制度
（１）社会保険制度については、中小企業の経営実態等に

配慮し、将来的に安定した制度の確立に取り組むこと。
（２）社会保険料の引上げや適用拡大については、中小企

業の活力の維持・発展を阻害することがないよう慎重に
検討すると共に、事業者の負担を軽減する措置を講ず
ること。

（３）中小企業等への負担が過度にならないよう、社会保険
の保険料率の安易な引き上げは行わないこととし、中
小企業等の賃上げに伴う社会保険料の負担軽減支援
策の創設を中心とした社会保険制度の改善を行うこ
と。

（４）少子高齢化の進展により、生産年齢人口が減少に転じ
た今、パートやアルバイトなどで働く女性の存在は、貴
重な働き手となっている。そのような中、女性の就労抑
制につながっているとされる年収「103万円」あるいは
「130万円」などの、俗にいう「年収の壁」について早期
に撤廃し、望むように働き・活躍できる社会にするため、
税制や社会保険制度の抜本的な見直しを行うこと。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪重点要望≫
（５）年収の壁の問題について、中小企業の労働力確保を

阻害することがないよう抜本的な対策を講ずること。
（６）働き方改革関連法改正の猶予期間終了による影響を

受ける業種への支援を強化すること。

４．教育・人材育成
（１）大都市圏への人口の一極集中を是正し、地域に必要な

人材を呼び込み、地方の中小企業の人材確保を促進
するため、ＵＩＪターン等に係る各種助成を創設・拡充す
ること。

　　また、外国人留学生や特定技能を取得した外国人を
地方の中小企業へ就職を促すなど支援を強化し、地方
の中小企業への外国人材の雇用を促進すること。

（２）中小企業において、人材の確保・育成は大きな経営課
題である。特に技能の継承という観点からも、ものづくり
人材の育成、若年者の確保は急務であることから、大
学等教育機関と産業界の連携によるキャリア教育・職
業教育事業に対する支援、新入社員や若手従業員の
育成・定着支援等の更なる対策を講じること。

　　また、コロナ禍では営業活動を縮小し、人材も雇調金の
活用などで凌いだ中小企業の現場では、経済活動が
回復局面を迎え、コロナ禍以前の厳しい人材不足の状
況に戻りつつある。

　　そこで、中小企業の人材確保に向けた採用活動支援
のほか、企業による教育訓練の拡充、労働者の主体的
な学びへの支援に資する助成金等の強化・拡充など、
人材の確保、育成に向けた支援策を講じること。

⑧ 人材対策
１．中小企業に対する人材の確保・定着・開発等に関する
対策の更なる推進

（１）若年者人材を確保・定着させるための支援策を強化
すること。

（２）女性、高齢者、障害者等多様な人材の更なる雇用対
策を強化すること。

（３）地域産業を支える製造業・建設業等の技能者育成、技
術・技能継承への支援を強化すること。

（４）人材育成機関としての中小企業組合に対する支援・助
成策を講じること。

（５）技能検定制度については、中小企業のニーズを踏まえ
た職種の拡充を推進すると共に、技能検定試験を実施
する中小企業組合及び運営に携わる中小企業への支
援を強化すること。また、実技試験受検手数料の減額
対象者の年齢引き上げ等を図ること。

（６）「月60時間超の時間外労働への割増賃金率」について
は、中小企業への猶予措置が令和５年３月末をもって
終了し50％へ引き上げられたが、長時間労働の要因は
業種や職種、企業規模によっても現状や背景が異なる
ことから、対応に困難な中小企業等に対して、労働時間
の縮減や年次有給休暇の取得促進、休息時間の確保
等の長時間労働抑制に向けた取り組みを行った場合
における助成金等支援策の拡充・強化を行うこと。

（７）従業員の職務に関する知識・技能やＤＸ等専門的スキ
ルの習得、リスキリングへの取組みに対する支援を充
実・強化すること。

（８）採用活動に充てられる予算や人員が限られている中
小企業においては、公的な職業紹介への期待は高く、
求職者と求人企業のマッチングの質を向上するうえで、
業種・業界のニーズを踏まえた人材と仕事のマッチング
機会を創出することが重要であることから、ハローワー
クの機能強化など、公的職業紹介のマッチングの質向
上・体制強化を求める。

（９）インターンシップは大企業と比べ知名度の低い中小企
業にとって、自社の魅力を学生に伝える有効な機会で
あり、入社後のミスマッチ防止の効果も期待できること
から、インターンシップなどを通じた中小企業で働く魅
力の発信強化と採用力向上に向けた支援を強化する
こと。

２．中小企業のニーズ等を踏まえた外国人材受入れ制度
の見直し

（１）技能実習制度並びに特定技能制度について、業界の
ニーズ等を把握した上で、対象職種・業種を拡充すると
共に、利用する中小企業等の負担とならないよう事務手
続き等の簡素化・迅速化を図ること。

（２）転籍については、大都市圏への流出防止など、地方の
人材確保に配慮した制度とすること。　 ≪重点要望≫

（３）新たに創設される「育成就労制度」への移行にあたっ
ては、現行の外国人技能実習制度の２号移行対象職
種のすべてが網羅されるよう、特定技能制度の特定産
業分野を設定するとともに、育成就労制度の対象分野
に設定すること。また、その分野については、国が設定
する明確な分類のもとに設定すること。加えて、現行の
２号移行対象職種ではない業種であっても、業界や地
域における生産性の推移、人手不足の状況を把握し、
特定技能制度の特定産業分野と育成就労制度の受
入れ対象分野に設定すること。　　　≪重点要望≫

（４）特定技能制度における悪質な登録支援機関を排除す
るための措置を講ずること。

（５）外国人材の定着に向けた中小企業及び監理団体等

の取組への支援策（好事例の共有、社宅や休憩室等
の新設・改修や送迎車両の購入等に係る経費への助
成等）を構ずること

⑨ エネルギー・環境対策
１．環境・エネルギー
１）中小企業者が取り組む環境保全義務対策（緑化・騒
音・水質・ＰＦＡＳ・ＰＣＢ・アスベスト・廃プラチック等）に
対する支援を強化・拡充すること。特に、アスベスト含
有廃棄物及びPCB廃棄物の処理に係る費用を全額
負担するなど財政支援措置を講じること。

（２）土壌汚染対策を行うための調査及び除去等について
は、中小企業者にとって過度な負担とならないように要
件の緩和や財政支援措置を講じること。

（３）中小企業者がＪ-クレジット制度を利活用する場合、税
制や資金等について優遇措置を講じること。

（４）エコリース促進事業補助金は、再生可能エネルギー
設備や低炭素機器をリースで導入した際リース総額の
２～５％を補助する制度であり、積極的な設備投資を
行う上で有効な手段であるが、昨年度から工作機械
等一部が除外されたため、対象機器の復活と予算の
増額を行うこと。

（５）産業廃棄物等を再利用し、再資源化するための規制
を緩和すること。

（６）珪砂産業における新規鉱山の区域決定、開発に必要
な諸手続きの申請・認可の迅速化を図ること。

２．原油・原材料高騰への支援策の強化
（１）原油・原材料価格が高騰及び人件費が上昇する中、

中小企業にとっては調達コスト、物流コストの変動によ
り、経営の安定化に影響を与えている。原油、原材料、
電力等の資源・エネルギーの安定供給並びに価格の
適正化のため、総合的な資源・エネルギー支援策を推
進すること。　　　　　　　　　　   ≪重点要望≫

（２）エネルギー、資材価格や労務費等のコスト上昇分を適
切に価格に転嫁できるよう環境整備を図るとともに、支
援施策を拡充すること。また、「価格交渉促進月間」並
びに「パートナーシップ構築宣言」に基づき、受注側企
業における労務費、原材料費、エネルギー価格等のコ
スト上昇分について、円滑に反映できる体制構築に努
めるとともに価格転嫁等の監視及び指導を強化するこ
と。

　　さらに、ガソリンや電気などのエネルギー価格等高止
まりにより影響を受ける中小企業・小規模事業者に対
し、事業負担の軽減・緩和を図るため、令和６年５月末
に終了した負担軽減策を新たに措置すること。またそ
の中には、特別高圧電力を活用する事業者への負担
軽減措置も含めること。

（３）原油、天然ガス等のエネルギー価格の高騰に対応し
た電力価格の抑制を継続するとともにエネルギーの安
定供給を行うための施策を講じること。

（４）急激なエネルギー価格の高騰によって価格転嫁の困
難な中小企業等の負担を直接的に軽減するため、国
は「電気・ガス価格激変緩和対策事業」を延長して実
施しているが、補助がなくなった場合には中小企業等
の収益の悪化が予想されるため、電気代・ガス代に関
する激変緩和対策を一定期間継続支援すること。

　　　　　　　　　　　　  　　　　　≪重点要望≫

３．電力の安定供給と省エネ・節電対策支援の強化
（１）大企業に比べて製造コストに占める電気料金の比率

が高く、代替手段に乏しい中小企業者の経営基盤が

強化されるように再生可能エネルギー発電促進賦課
金の上昇を抑制すること。

（２）電気事業法で定められている高圧電力料金における契
約電力のデマンド制について、基本料金の算定期間の
短縮（１年→６ヶ月）又は一定期間内における最大と最
低の平均電力量とする料金制度へ改定すること。

（３）仕事量が増えれば増えるほど電気を使用するため、赤
字になり、収益を圧迫する。

　　今後、コロナ禍からの回復に伴う経済活動の再開・活
性化に向けては、電力の安定供給に向けた環境整備と
中小企業者に対する電気料金のさらなる負担軽減措
置を講じること。

（４）中小企業者等に対する生産性及び脱炭素・省エネル
ギー設備の新規導入と更新などによるカーボンニュート
ラル推進に向けた支援を継続すること。

（５）省資源・省エネルギーの実現に向けた、水力、風力等
の再生可能エネルギーの活用、将来の国産資源となり
えるメタンハイドレートの調査研究を進めるなど、具体的
な対策を早急に進めること。

（６）足元では地政学的なリスク要因及び円安により石油、Ｌ
ＮＧ、石炭等のエネルギー価格が高騰しており、エネル
ギー消費機器の効率化による燃料・電力の消費抑制を
図る必要があり、国においては省エネルギー投資促進
を目的に省エネ性能の高い設備等への補助制度が確
立されている。

　　また、国は企業自らの事業の使用電力を100％再生可
能エネルギーで賄うことを目指すＲＥ100の普及に努め
ていることから、太陽光発電などの導入支援対策とし
て、再エネ電力を利用することでＣＯ₂排出削減に貢献
することを目的に、自家消費による電力費の抑制だけで
なく、余剰電力を販売する場合も含めて設備導入に関
する補助制度を拡充すること。

４．有害物質除去への支援
　国・県等行政の指導により、防火対策としてアスベストを
使用して建設した中小企業組合等の共同施設におけるア
スベストの除去や囲い込み工事への支援措置、ＰＣＢの処
理への支援拡充など、有害物質除去に対して支援を行う
こと。

５．カーボンニュートラル達成に向けた中小企業等の取
り組み支援策

　政府は「2050年カーボンニュートラル」を実現すると宣言
し、2030年度に温室効果ガスを、2013年比で46％削減する
ことを目指すと公言しており、まずは、2030年に向けて産業
部門や業務部門に対し、大幅な省エネを行うことが求めら
れている。
　中小企業等においても、それぞれの事業内容に照らし、
脱炭素、そして省エネ等に積極的かつ主体的に取り組む
必要がある一方で、経営資源に不足する中小企業等の現
場においては、脱炭素が自分のビジネスにどう関係してくる
か、何をすればいいのかといった入口のところで、足踏みす
るレベルの事業者も少なくない。
　そこで、中小企業等が関わりやすい形で、現状の認識と
対策の立案、実行に向けた支援が必要となるほか、中小企
業等の脱炭素への取り組み、課題など現場の実態に配慮
し、脱炭素に向けたロードマップ策定について、不断の見直
しを図りながら進めること。

⑩ 工業対策
１．サプライチェーン対策の充実
　原材料等を海外に依存することなく、国内で需要・供給

するための設備導入や生産拠点の整備など中小企業者に
対する補助金等の支援を講じること。
　中でも、食品加工業においては物流課題として、温度管
理がある中で、昨今のドライバー不足により、ますます物流
サプライチェーンの保持が厳しくなっている。食料輸送とい
う温度管理が必要な特殊事情を踏まえての物流サプライ
チェーンへの支援を強化すること。
　また、海外生産・調達に依存する半導体や蓄電池などの
部素材について、国内での生産体制の構築支援を求める
ほか、レアアースなどの重要鉱物について、特定の国に依
存しすぎないよう企業による海外での権益取得に対する支
援も積極的に講じること。

２．ものづくり支援対策
（１）通称「ものづくり補助金」については、中小企業・小規模

事業者の設備投資意欲の促進、事業の多角化、経営
意識の変革等、地域の産業社会を活性化する役割を
担っており、事業を通じて開発した試作品等の商品化
等をより確実なものとするためにも、本事業を恒久化す
ること。

（２）生産性向上・経営力強化に大きな役割を果たしてきた
「ものづくり補助金」について、厳しい経営環境にある中
小企業のさらなる成長発展を促すため継続すること。

（３）ものづくり補助金の事業実施体制が変更され、問合せ
対応や申請書類の要件チェック等が全国事務局にお
いて一括して行われるようになったことにより、サポート
センターに電話が繋がらないといったケースや書類審
査等に相当の時間を要していることから、事業者や支
援機関から地域事務局に対し多くの問合せが寄せら
れている。

　　そのため、全国事務局だけで一括管理・運営を行うの
ではなく、従来どおり地域事務局を有効活用するととも
に情報共有を図り、事業者に寄り添った支援体制にす
ること。

（４）ものづくり補助金では従来、認定支援機関確認書の提
出が必須であり、公募申請時に支援が行われ、申請書
の内容、必要書類の支援が行われきた。しかし、令和元
年度補正のものづくり補助金より廃止された結果、初め
て申請する事業者、一度も採択されていない事業者など
からは申請書類がＡ４一枚で数行の内容のないもので
申請されている。また、「会社全体の事業計画」の基準
年度等の間違い、「従業員への賃金引上げ計画の表
明書」の間違いが非常に多く見受けられ、採択後の修
正依頼の業務が多くあるため、そのような応募を少なくす
るために、再度、認定支援機関の支援を受けてものづく
り補助金の応募がなされる活用を図ること。

（５）中小企業者が生産性向上や技術革新を行うためのＩＴ
ツール導入やデジタル化の強化、サイバーセキュリティ対
策強化など、DX推進に対する補助金等の支援を継続
拡充すること。

（６）知的財産権の取得や保護に対する費用の軽減措置な
ど知的財産活動に対する支援策を講じること。

（７）熟練技能者が長年の経験で培った技能、ノウハウや専
門的な知見などの円滑な継承や人材育成のために行う
教育訓練に対する費用の補助を行うなどの支援策を講
じること。

（８）産業構造の変革に直面する中小企業者の企業間で連
携するための機会の確保やその取り組みに対する支援
を行うとともにスタートアップ企業の連携組織化に対する
支援を講じること。

（９）フォローアップ支援事業の継続・拡充
　ものづくり補助金を実施した補助事業者を対象とする
フォローアップ支援事業は、機械装置の現況確認を原

⑪ 商業対策
１．中小商業支援策の拡充・強化
　中小商業活性化に向け、国内需要による消費の喚起を
図るとともに、訪日外国人旅行者の消費拡大を図るための
経済対策を講じること。

２．まちづくり、中心市街地活性化 
（１）極めて厳しい状況下にある商店街の活性化を図るた

め、商店街関連予算の拡充を図るとともに、地域社会
を支えまちづくりの担い手でもある商店街の自助努力を
支援するため、来客誘致のための集客イベントの開催
や駐車場対策など地域住民の利便性向上に向けた
支援策を一層充実すること。

（２）人口減少が深刻化する中で、地域の活性化を図るた
め、改正まちづくり三法の趣旨に沿った機能的なまちづ
くりの推進と中心市街地の再生を図る取り組みを強力
に推進すること。

（３）公共・公益性のある共同施設（アーケード、駐車場等）
は地域の活性化、地域社会の維持・発展に大きな役
割を担っており、その設置、修繕及び維持管理の費用
に対する助成制度を拡充・強化するとともに、これら施
設に係る固定資産税等の負担軽減措置を講じること。

（４）地域の商店街が新たな事業に取り組むにあたり、それ
らを統括できる人材、また事業推進にあたり外部機関
への申請手続きや折衝等を行うことができる人材を恒
常的に育成する制度を創設すること。

（５）高齢者等の買い物弱者に対する支援策として、地域
密着型の機動性のある地元商店街組織、商業者施
設及び中小の流通事業者を活用すること。

（６）低迷を続ける個人消費を拡大し、地域経済の好循環
をより確実にするため、平成26年度補正予算により地
方創生交付金で実施し大きな成果があった「プレミア
ム商品券」の発行など、効果的な個人消費喚起策を
講じること。

（７）商店街は魅力あるイベントの実施等によって活性化を
目指すことが求められているが、近年、店主の高齢化・
後継者不足による廃業や空き店舗の増加、魅力ある
個店の減少等を背景に商機能が弱体化し、厳しい状
況が続いていることから、継続的な集客促進、需要喚
起、商店街の体質強化に効果のある補助金制度を構
築すること。

（８）中小小売店及び商店街が、地域コミュニティの担い手
として、防犯や少子高齢化等社会的課題に取り組む
ための支援策を拡充・強化すること。

（９）大規模小売店舗に対して、地域商業者組合への加
入・協力を促すためのガイドラインの制定を行うこと。

（10）激甚化・頻発化する自然災害に適格に対応するため
の防災・減災・老朽化した施設の改修等に対する支
援策を拡充・強化すること。

（11）各地域に残った大型宿泊施設の廃屋撤去とその活
用に係る補助金の拡充をすること。また、これ以上に廃
屋を生まない活用の仕組みづくりを地方自治体と連携
して行っていくこと。

３．商店街振興組合等に対する優遇措置
　法人格を有する商店街振興組合や商店街協同組合
は、各種事業を通して各市の地域活性化に貢献するととも
に、法人税等の納税の社会的責任を果たし、任意の商店
街組織と比較して責任の所在が明確であることから、国等
の補助事業の実施にあたっては、任意の商店街組織と補
助率や補助限度額等に差を設けるなどの優遇措置を講じ
ること。

４．大型店等に対する適正な規制・指導の強化
（１）大規模集客施設の郊外開発行為に対して、厳格かつ

適正に対処するため、土地利用に関するゾーニングの
条例やガイドラインの制定を促進すること。

（２）大型店や大資本チェーン店、地権者などに商店街組
合への加入や、地域交流、商店街活動及び社会貢献
への積極的な協力を求める地域貢献条例等の制定を
促進すること。

５．不当廉売・不当表示等の取り締まり強化
（１）大規模小売店等の取引競争ルールを確立・徹底する

など、小売業における優越的地位の濫用行為を早期
に根絶させるとともに、不当廉売、不当表示等の違反
行為に実効性ある対応を実施して、適正価格で売れ
る仕組みを作ること。

（２）エネルギー、資材価格や労務費等のコスト上昇に係る
適正かつ円滑な価格転嫁を可能とするため、下請取
引環境の改善や商慣習の適正化に向けて取り締まり
を図るとともに、支援策を強化すること。

（３）下請法の対象となっている下請け企業に限らず、その
他の中小企業の取引に対しても手形等の支払期日短
縮に向けた指導・監督を行うこと。

６．経営力強化に対する支援
（１）非接触型・デジタル化を推進し、中小小売店及び商店

街の負担とならないよう、キャッシュレス決済手数料の
負担軽減や設備導入への支援を図ること。

（２）中小商業者のインターネット販売システム等の導入に
向けたデジタル技術の支援策を拡充するとともに、導
入後も専門家の派遣等を通じて、持続的な販売に繋
がる支援を継続すること。

（３）中小企業における省エネルギーや脱炭素の推進を図
るため、先進的省エネルギー投資促進支援事業費補
助金を継続・拡充すること

７．団地組合の再整備に係る支援策の創設等
　卸商業団地などの団地組合は地域の産業や雇用を支
える存在であり、災害時の防災拠点としての機能も有して
いることから、再整備に対して支援を行うこと。

⑫ サービス業対策
１．中小企業物流対策支援
（１）安心・安全な輸送手段の確保のため、高速道路等の

修繕・保守・再整備を強化すること。
（２）燃料油価格について、中東情勢等を踏まえて燃料油

価格激変緩和措置を延長すること。
（３）「物流革新に向けた政策パッケージの取組状況につい

て」及び「2030年度に向けた政府の中長期計画」を着
実かつ確実に実行すること。

２．高速道路割引制度
（１）平成26年４月の高速道路料金割引制度の見直しによ

り、事業者の輸送コストが増加している。小規模事業
者の輸送コスト削減はもとより、「休日上限1,000円制
度」などの観光需要を喚起し地域活性化を促すような
多面的な割引制度となるよう再度見直すこと。

（２）ＥＴＣマイレージポイント還元率を拡大すること。
（３）ＥＴＣコーポレートカード利用による平日朝夕割引の割

引対象となる地方部最大100kmまでの走行分につい
て大口・多頻度割引の割引対象走行にすること。

（４）事業協同組合等が行う共同精算事業において、ＥＴＣ
コーポレートカードの利用約款の変更により、違反点数

則とし、個別の販促支援等の実施を認めていない。
　継続的な事後支援は補助事業の事業化を促進する
観点からも非常に重要であり、事業化状況報告のフォ
ローアップ、販路開拓や販売促進等を支援対象とするこ
とに加え、対象年度の拡充等、フォローアップ支援事業
を継続・拡充すること。

（10）省力化、省人化を行うための補助金について補助率
のアップ及び補助上限額の引き上げを講じること。

（11）設備投資等を支援する補助金等について、申請要件
の緩和及び申請手続きの簡素化を講じること。

３．不当廉売及び優越的地位の濫用の防止、下請取引の
適正化

（１）不当廉売及び優越的地位を濫用した不公正な取引方
法に対して、国は迅速かつ的確に、実効性のある対処
を行うこと。

（２）弱い立場にある下請中小企業者が親事業者・発注事
業者による優越的地位の濫用等により不当な取引条件
を強要されることがないように法制度や業種別下請ガイ
ドラインの周知徹底を図ること。

（３）エネルギー･原材料価格高騰などのコスト負担増や従
業員の賃上げ等を実現するために､中小企業が適切
に価格転嫁し、利益を確保しやすい取引環境の整備
に向け、引き続き大企業など親事業者に対する､法制
度に基づいた厳正かつ適正な指導等を講じること。

　　≪重点要望≫
（４）中小企業組合を通じて行う団体協約などの取引条件

改善への取組みに対して要望の機会を設けるなど実
効性を担保できるよう発注者側の企業に対して指導を
行うこと。

　　また、価格転嫁交渉を円滑に進める有効な手段として
の『組合による団体協約の締結』の制度や仕組み、そ
の好事例を周知するとともに、組合組織の有用性を広
くＰＲすること。　　　　　　　　   ≪重点要望≫

（５）下請代金の支払いは、できる限り現金によるものとする
通達を親企業が遵守するよう指導すること。

（６）立場の弱い下請け等地域の中小企業者が強いられる
不公平な取引慣行を是正し、公正・公平な取引慣行の
実現に向けた政策を推進するとともに、下請け法など
関係法令への罰則規定の盛り込みなど、大企業等親
事業者への指導強化にも取り組むこと。

（７）中小小売業は、大手量販店との価格差やＥＣサイトで
の競争の激化により、経営環境が悪化し続け、将来の
展望が開けない状況となっていることから、国は中小小
売業の現状を直視して、「独占禁止法」や「業種別ガイ
ドライン」等を厳正に適用し、優越的地位の濫用、不当
表示、誇大表示等の不公正な取引や悪質サイトに対し
て、監視・監督の強化に努め、違反行為に対しては迅
速かつ実効性のある処分を行うこと。

（８）転嫁拒否が疑われる事案に対しては強力な罰則規定
を設けるなど、実効性のある価格転嫁対策を政府主導
で推進すること。また、大手事業者による転嫁阻害に対
して、国によるチェック機能が発揮できるよう、下請Gメン
や関係法令の一層厳格な運用を行うこと。

（９）不当廉売は、価格の安さ自体を不当視するものではな
いが、中小企業等の効率性によって達成した低価格販
売ではなく、採算を度外視した低価格によって顧客を獲
得しようとすることは独占禁止法上問題となる場合があ
る。特に、石油販売小売業においては、元売の標準的
な仕切価格やサービスステーション運営に必要な経費
の額から判断して、採算が取れないと思われるガソリン
の廉売事例が発生すると、周辺サービスステーションの
経営に甚大な被害を及ぼすこととなる。このため、採算

割れと思われる廉売によって、自社のガソリン販売量が
減少するなどの被害を受けている場合は、公正取引委
員会が速やかに情報収集や調査を行い、適切な指導
を行うこと。

４．地場産業・伝統的工芸品産業の振興対策
（１）ものづくり基盤を支える地場産業や伝統的工芸品産業

において、技術保持者の廃業により地域独特の文化の
担い手が途絶えることにつながることから、存続発展を
図るため、国は抜本的な対策を講じるとともに、業界の
活性化と産業の振興を強く進める各産地の協同組合
等への支援も併せて行うこと。また、それら地場産品の
販路を拡大するための支援制度を充実すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪重点要望≫
（２）ユネスコ無形文化遺産に登録されている縁付金箔の伝

統技術の保護・承継と需要拡大への支援を図ること。

５．ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の導入に向けた支援策の拡充
　食品衛生法等の一部改正により食品の安全確保を図る
ため、食品衛生管理の国際標準であるＨＡＣＣＰに沿った
衛生管理が全ての食品等事業者に義務づけられた。ＨＡ
ＣＣＰに沿った衛生管理を導入するためには、まずはＨＡＣ
ＣＰに関する認識を高める普及啓発が必要であるが、財政
基盤の脆弱な中小企業にとっては、事業所内で導入を進
める人材の育成や設備整備にかかるコスト負担などハード
ルが高いことから補助制度や税制等を含めた支援策を拡
充すること。
　また、食品安全に関する認証はＨＡＣＣＰ以外にも存在し
ている。大手流通からは、ＨＡＣＣＰ以上の認証規格であるＩ
ＳＯ22000や、さらに上位のＦＳＳＣ22000という認証が求めら
れる事が増えて来ている。そのため、ＨＡＣＣＰ以外の食品
安全管理に必要な認証制度への支援策を講じること。

６．新分野進出に向けた大学・公設試験研究機関等の機
能拡充・強化

　昨今のデジタル技術革新は、目覚ましいスピードで進行し
ているが、高度な技術やノウハウを持つ中小企業等が自社
の技術をどのように活用できるかを苦慮しているため、意欲
のある中小企業等の持つ高度な技術が活かされるよう、大
学・公設試験研究機関等の機能・体制を拡充・強化すると
ともにＤＸ人材の育成及び試験機器等の充実を図ること。

７．新分野進出・業態転換への支援
　社会構造・経営環境の変化により新分野・新事業展開や
業態転換等を余儀なくされ、従来の事業を縮小せざるを得
ない中小企業・小規模事業者が多い。異業種や他の業態と
の連携など新たな取り組みに対する支援策を講じること。

８．金属アーク溶接等作業における設備投資等の支援
　「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が、労働者に
神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らか
になったため、これらを特定化学物質に加え、労働者へのば
く露防止措置を義務付けることとした政令、省令改正等が
行われ、令和３年４月１日から施行されている。特に金属アー
ク溶接等作業を行う事業場においては、従来の「粉じん作
業」としての規制に加え、新たに特定化学物質としての措置
も義務付けられることとなり、中小企業等にとっては、多額の
費用負担が発生している。
　一部安全対策にかかる消耗品の購入にかかる補助金が
交付されていたが、今後も安心安全な作業場環境の構築
が促進されるように、作業床の改造等の設備投資を支援す
る補助金制度についても支援策を拡充すること。

の累計期間が３ヶ月から２年に延長されるなどにより利
用停止措置が厳しくなったが、組合が組合員の運行
管理に対する監督には限界があるので、見直すこと。

（５）ＥＴＣ大口・多頻度割引利用者への、道路法（車両制
限令）違反に対する罰則の算定基準について、所有
車両台数に応じた基準とすること。

（６）長距離輸送の効率化を図るため、高速道路の長距離
割引制度について現行の100～200㎞まで25％の割
引、200㎞超が30％割引から、100～200㎞までを
30％、200㎞超を40％の割引に拡充すること。

（７）国土交通省より、高速道路の深夜割引の見直し案
（深夜の適用時間帯に走行した分のみ）が示されたと
ころ、多くの組合員より見直し案に反対する意見があ
り、現行制度における割引適用待ちの車両の滞留は
社会問題化しているが、一方、トラック運転手の労働
環境の改善に繋がるとは言い難く、新たな問題が生じ
る可能性があるため見直し案を再考すること。

３．観光対策
（１）中小企業に勤める従業員等が、計画的に有給休暇を

取得できるような環境づくり並びにリフレッシュ休暇取得
の喚起を国が積極的に努め、国民の観光旅行の参加
機会を増大させること。

（２）現行の温泉法では、新たに温泉を掘削するには許可
が必要であるが、これを拒む理由がなければ、許可せ
ざるを得ないのが現状であり、誰でも温泉掘削が可能
となる状況では泉源が枯渇する恐れがあるため、早急
な対応策を図ること。

（３）入湯税の使途において「観光振興」と「温泉資源の保
護」を促進すること。

（４）人手不足に悩む旅館業等中小サービス業の生産性
向上施策を強化・拡充すること。

（５）出国税（国際観光旅客税）の使途について、地方の観
光地（特に温泉地）におけるソフト・ハードの観光基盤
の拡充・強化に対して十分な財源を振り分けること。

（６）宿泊観光産業の地位向上に向けた取組みとその発
信をするとともに、地域一体となった観光地・観光サー
ビスの高付加価値化に向けた支援や持続可能な地域
となるような事業再生に向けた支援を計画的・継続的
に講ずること。

４．葬祭業者の登録制・届出制
（１）現在、葬祭業は、墓地埋葬法第３条の遵守以外に許

認可・届出等の法規制が存在しないことから、イン
ターネットを活用して葬儀社の紹介に特化し、施行に
対して責任を持たない事業者が増えている。一部地
域では、火葬までの時間がかかるため、ご遺体保管を
ビジネスとして請け負う事業者も出現しており、公衆衛
生上、近隣住民と大きなトラブルになっているケースも
ある。

　　このため、こうした問題の実態調査を行うほか、社会
的な対応や現在法的根拠のない葬祭業界において、
登録制・届出制とすること。

（２）行政（地方自治体）と葬祭業組合及び葬祭業者が連
携して終活サポートを行うための体制整備に向けた支
援を行うこと。

５．自動車特定整備業に対する補助金等の創設
　近年の自動車整備業界では、ハイブリッド車や電気自動
車の普及により複雑化、高度化する技術に対応した自動ブ
レーキ等の安全性能の向上や高度なコンピュータ化が進
み、整備工場においても特定整備に対応した新たな設備
投資が必要になってきている。しかし、高度な検査機器の

導入等の特定整備への設備投資には多額の費用がかか
るため、中小企業等が設備投資を積極的に促進できるよう
に補助金等の予算を確保するとともに、補助金等の早期公
募や増額、自動車整備業に特化した工場等の設備投資
補助金の創設等具体的な支援策を講じること。

６．石油販売業界の持続的な発展・維持を目的とした支
援策の強化

（１）カーボンニュートラルの実現に向けた合成液体燃料開
発予算の拡充

　　自動車のカーボンニュートラルの方向性が不透明で
ある中、これからの経営に与える影響や具体的なロー
ドマップがいまだ示されていない。ガソリンスタンドは、地
域のサービスステーションとして平時・災害時にも安定
供給責務を全うすることが必要であり、そのための具
体的なロードマップの策定や経営多角化・事業転換
等の政策支援に加え、既存のサービスステーションの
インフラがそのまま活用できる二酸化炭素と水素から
製造する「合成液体燃料」の早期実用化に向けた開
発にかかる予算や石油元売りに対するグリーンイノ
ベーション基金をはじめとした更なる予算を拡充するこ
と。

（２）「過疎地問題」を解消するサービスステーションの存続
対策の強化

　　全国のサービスステーション数は、ガソリン需要の減
少、後継者難等により減少し続けているが、近隣に
サービスステーションがない住民にとっては、自家用車
や農業機械等への燃料供給や移動手段を持たない
高齢者への冬場の灯油配達などに支障をきたし、「過
疎地問題」が顕著化されつつあるため、地域住民の生
活環境の維持及び防災上の観点から自治体等が
サービスステーションの存続についての対策を積極的
に取り組むこと。

（３）長引く原油価格の高騰により燃料油激変緩和補助金
が延長されているが、地政学的なリスク要因を背景と
した今後の価格高騰リスク等や様々な経済情勢を見
極めるため、措置期間をさらに延長すること。

７．市街化調整区域における物流施設等の開発許可へ
の対応

　中小企業者が全体の99％を占めるトラック業界におい
て、自然災害対策や事業継続に向けた営業所や物流施
設等の移転・新設、共同化や事業集約における施設整備
等の適正な用地取得が難しくなっている一方で、自然災害
は以前より頻発・激甚化する傾向にあり、緊急物資の輸送
等を担うトラック運送事業者の役割はより重要となっている。
　現状、市街化調整区域等において物流施設等の開発
を行う場合、開発許可が必要といった立地規制があり、こ
れが自然災害対策や事業継続力強化に向けた施設整備
を行う際の投資意欲を低下させる一要因にもなっているこ
とから、開発許可に要する時間を短縮するなどの必要性を
見直すこと。

① 総合経済・中小企業対策
１．中小企業・小規模事業者の新たな成長・持続的発展を
支える経済再生支援

（１）経済が回復基調にある中で、その回復エンジンを力強
く、本格的なものとするために、挑戦意欲のある中小企
業・小規模事業者が組合等を活用してさらなる成長促
進を図るための施策を講じること。

 　また、その構築にあっては、活用方法の明快さ、申請書
類等の簡素化など、活用しやすいしくみ、制度設計とす
ること。

（２）地域商業・サービス業に対する消費喚起の支援策の拡
充及び継続
①物価高による消費者の買い控えが影響し、適正な価格
転嫁が進まない中で、地方の小売業や宿泊、飲食店等
の事業者の多くは、引き続き厳しい状況が続いている。
今後も地域商業・サービス業に対する賑わいを創出す
るイベント開催への補助金の交付や先払いの地域商
品券、食事券、宿泊券等の発行による消費喚起の支援
策を拡充及び継続すること。　　　　   ≪重点要望≫

②観光関連産業において、地域によっては「全国旅行支
援」や自治体独自の旅行支援策を講じているところもあ
り、インバウンドの回復と相まって全国的に賑わいが戻っ
てきている。その一方で、一部の観光地・観光エリアで
はサービス業従事者の人手不足や交通費・燃料費の
高騰による旅行者の伸び悩みが懸念されており、地域
経済を支える観光関連産業の継続的な支援の強化を
長期にわたって行うこと。

（３）早期の入込客数回復に向けた地域経済の活性化支援
①早期の入込客数回復に向け、観光地での消費喚起を
促進するために、高速道路料金の減免や魅力ある地
域資源と結びつけた誘客推進等観光振興策を推進す
ること。
　また、観光地での感染症予防措置への対応に設備や
システム等の導入、修繕が必要となっていることから、
観光客の受入れ態勢整備への補助金等の支援策を
創設すること。

②日本は円安という追い風によりインバウンドが回復してお
り、多様化する訪日外国人旅行者のニーズに対応して
いく必要があるため、快適に旅行を満喫できる環境整
備及び災害など緊急時への対応として、多言語での観
光情報提供機能の強化、無料Ｗｉ－Ｆｉサービスの整
備、キャッシュレス決済の普及、バリアフリー化の推進、
ＭＩＣＥの誘致・開催支援など既存の旅館・ホテルに対
する観光客の受入れ体制整備への補助金等の支援
策を強化すること。

（４）観光客増加のための全国旅行支援の継続並びに助成

金等の拡充
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの
５類移行に伴い、観光を通じた国内の交流活発化によ
る地域経済の活性化が期待できるため、全国旅行支援
を当面継続すること。
また、観光産業の発展は、地域経済の活性化や雇用の
増大等につながるため、地域経済を牽引する産業分野
の一つとして燃料価格高騰の影響を受ける観光関連
事業者の事業継続を促すためにも、経営状況が回復す
るまでは、助成金等の支援策を講じること。

（5）航空機業界への支援
①航空機産業は、回復傾向が顕著になったといえども経
営面では厳しい状況が続いている。コロナ禍を経て航
空機産業一辺倒の危うさに気付いた部分もあり、新分
野進出が新たなテーマになってくる。今後とも諸支援
策のほか、競争力の強化・維持支援策や新ビジネス展
開支援を充実すること。

②中部地域は、アジアＮｏ.１航空宇宙産業クラスター形成
特区に指定されており、航空機部品の産業集積地とし
て地域経済の発展に大きく寄与している。民間航空機
市場は、一時はコロナ禍で落ち込んだものの、今後の
旅客需要は増加が見込まれており、航空機産業の集
積地である中部地域は大きなポテンシャルを有している
ことから、中部地域の航空機製造サプライヤーの事業
継続や人材確保、新分野展開などの支援強化に取り
組むこと。

２．中小企業者支援施策
（１）国が実施する各種支援施策に関する情報周知の徹底

並びに事務手続きの簡素化を図ること。
（２）カーボンニュートラルの推進やサーキュラーエコノミーの

実現及びDX等経営力強化・生産性向上に取り組む中
小企業者に対する支援施策を拡充すること。

（３）地域資源や観光資源を活用した取り組みを行う中小企
業者に対する支援施策を拡充すること。

（４）外的要因による経営環境の変化に対応するため、事業
転換や業態変化を図る中小企業者への支援施策を拡
充すること。

（５）中小企業支援施策は、地域経済を支える中小企業の
成長を強力に後押しするとともに、地域の実情に応じて
適切で分かりやすい施策とすること。とりわけ、全体の９
割を占める小規模事業者の意欲ある取り組みを強力に
支援すること。

（６）各種業法の運用解釈が自治体によって異なる場合に
は、中小企業者にとって負担軽減となるような統一見解
を示すこと。

（７）省力化・省人化に資する設備等の導入により人手不足
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●●特 集

要望事項は随時お聞かせください
　毎年開催される「中小企業団体全国大会」では、中小
企業施策に係る国等への要望事項を決議しています。本
会においても中小企業及び組合等に関する施策・制度等
の充実・強化のため、毎年要望事項を提出し施策に反映
されるよう努めています。
　県下の組合や組合員、業界において直面する諸問題、
国等へのご意見等がありましたら、ぜひ本会にお知らせ
ください。

の解消を図る中小企業者に対する支援施策を拡充す
ること。　　　　　　　　　　　　　 ≪重点要望≫

３．情報化支援の拡充・強化（ＩＴ化）
（１）中小企業並びに中小企業組合へのＩＴ化・ＤＸ推進の

ためのハード面（情報機器導入資金補助等）・ソフト面
（情報担当者育成、システム開発支援等）の支援体制
を拡充・強化すること。

　　また、デジタル社会が進展する中で、ＤＸの概念や活
用手法を中小企業に広く普及する必要がある。組合を
活用することで、ＤＸ推進をより効率的に実施できること
から、組合を通じた中小企業のＤＸ推進対策を実施す
ること。

（２）個人情報保護法への対応、情報セキュリティに関する
専門人材の育成や中小企業における情報セキュリティ
対策に対する一層の支援を拡充すること。

（３）ＩＴやＤＸは中小企業等の生産性向上や経営の活性化
を図るために有効であるが、その利活用において中小
企業等と大企業との格差が広がっている。また、近年は
タブレット・スマートフォン等で操作性が向上しているこ
とから、中小企業等が利活用できるＩＴ導入やＤＸ推進
に取り組むリスキリングに関する助成制度等ＩＴスキル・
能力向上のための支援策を講じること。

（４）情報化の進展に伴いサイバー攻撃の脅威が増加して
いる中で、企業がサイバー攻撃を受けると金銭的な損
失に留まらず、取引先の信用も失うなど多大な被害と
なる可能性が高く、その対策への取り組みが重要で
あるものの、中小企業等にとって設備導入やシステム
導入は負担が大きいため、補助金等の支援措置を講
じること。

（５）サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業（ＩＴ導入補助
金）の継続・拡充を図ること。

４．組合士制度
（１）中小企業組合士の社会的地位と資質向上を図るた

め、中小企業組合士制度の積極的な振興策を講じる
こと。

（２）「中小企業組合士制度」は、組合事務局の資質向上を
図るとともに中小企業組合の活力ある発展と企業の育
成に寄与している。このため、中小企業組合士の社会
的地位と資質向上並びに組合士制度促進のため、国
家資格化を図ること。

５．組合制度
　中小企業組合が景気の変動に対応し継続して活性化す
るとともに、組合員の経済活動の促進を図り円滑な組合運
営を行うため、次の組合制度を改善すること。
（１）時代の移り変わりとともに、既存事業の見直しを行い、

組合員のニーズに合った新事業の立ち上げは、組合
存続のために必要不可欠と思われるが、事業の効率
や採算を考えた場合、員外利用の20％が高い壁となっ
て、組合員のニーズに応えられない。

　　経済事業活動をさらに拡大、活発化させ、安定的かつ
円滑に組合運営を行うため、員外利用制限の緩和を
図ること。

（２）地方、特に人口減少地域にある共同店舗組合におい
ては、組合員の廃業や脱退などから店舗自体の運営
維持も難しい状況があることから、そこで、出資を伴わ
ないテナント出店や大企業等の出店等、利用制限を超
えた員外者の施設利用を認めるなど柔軟な運用を行
うこと。

（３）商店街振興組合において、テナント運営となっている店
舗も多く、理事会や総会の出席率の低下及び理事を引

き受ける人の減少が著しいこともあり、円滑な組合事業
推進を図るため、商店街振興組合における員外理事の
制限を緩和すること。

（４）事業協同組合及び商店街振興組合等の設立要件を
緩和すること。

（５）協同組合や商店街振興組合等において事業承継が
円滑にいかず、廃業を検討している組合員に対しての
支援として、組合自体が事業承継につながるよう、その
組合員の経営を行うことができるように共同事業の範囲
を拡大すること。

（６）役員の選挙の方法として指名推選を規定しているが、
この選挙方法を採用するためには、総会に出席した者
全員が同意し、さらに選考委員が選んだ候補者を一括
して出席者全員が同意する必要があるが、この出席者
全員の同意という条件は厳しいので出席者の３分の２
の同意で実施できるように緩和すること。

６．建設関連業種への支援
（１）建設業は、地方にとって経済、雇用、地域の活力を左右

する重要な産業であり、社会資本の整備、維持管理を
通し、災害時の対応など住民の安心・安全に寄与する
産業である。その担い手である地方中小企業の健全な
利益の確保と計画的な人材確保・養成、設備投資が
必要であることから、地方中小企業向け公共事業に対
する長期的かつ安定的な発注計画を作成すること。

（２）将来にわたる公共工事の品質確保とその担い手の中
長期的な育成・確保に向けて、適正な利益を確保する
ため、最低制限価格の引き上げと設定範囲の上限撤廃
を行うこと。

７．地域資源の活用支援
　地域資源を活用し、地方経済の実態に即した景気対策
を実施するため、以下の支援を講じること。
①地産地消の推奨を図るため、公共物件における地域産
材等の使用を制度化すること。

②日本の住宅業界はウッドショックと言われる外国産木材の
供給不足とそれを補う国内産材の生産体制ができていな
いことが表面化しているため、森林整備や素材生産業者
の確保により、国産木材の安定供給、活用促進のための
支援策を拡充・強化すること。

８．中小企業の海外販路開拓支援の強化
　国内中小企業が今後とも成長・発展を遂げるには、アジ
ア諸国をはじめとする海外市場を取り込んでいく必要があ
るため、経験が乏しい中小企業が海外展開に取り組むうえ
で必要な情報やノウハウの提供、フィージビリティスタディや
プロモーション活動などについての支援策を積極的に努め
ること。

９．人材確保・後継者育成・事業承継・事業継続対策
（１）中小企業の後継者育成に関する支援策を拡充・強化

するため、広い視野や新しい視点から業界や社会情勢
を見ることができる人材育成に努めている組合青年部・
女性部組織等を活用した資質向上や地域経済のリー
ダー養成に向けた活動等に対する助成措置等後継者
育成支援策を講じること。

（２）事業承継に係る設備投資や販路開拓に関する支援施
策を拡充すること。

（３）後継者育成・事業承継・企業の合併買収など中小企
業の存続に関する情報提供及び相談体制を強化する
こと。

（４）事業承継に関する人材養成及び後継者育成のための
支援施策の拡充及び相談体制の強化を図ること。

（５）大規模災害による社会インフラの停止や感染症による
行動制限などを貴重な教訓とし、企業の危機管理能力
を高め、緊急時における事業活動の継続を図り、サプラ
イチェーンを遮断させることなく、地域経済の維持・発
展を図るため、中小企業・小規模事業者や中小企業組
合が取り組むＢＣＰの策定・運用に対する支援措置をよ
り一層推進するとともに、中小企業強靭化法に基づく連
携型事業継続力強化計画認定後の支援策を強化する
こと。

　　また、県域を越えた連携に対する支援を強化すること。
≪重点要望≫

（６）ＢＣＰ（事業継続計画）及び事業継続力強化計画を策
定した事業者等を対象とした無停電電源装置、自家発
電設備等の防災設備の導入及び工場等の生産設備
の耐震化、制震及び免震装置等の減災設備に対する
補助金等の支援策を講じること。

10．業界固有の技能者資格等の国家資格化 
　建設工事関連業の現場作業者における「登録基幹技能
者」、中古自動車販売店の販売員が認定される「中古自動
車販売士」など、業界固有のエキスパート人材を認定する
資格制度の国家資格化を図ること。

1１．建設業許可へ許可業種「サイン工事業」新設
　大手ゼネコンの現場等の作業の際に現場許可取得を求
められる場合が発生している。現在、サイン工事（看板業）
には該当する建設業許可項目がないため、他の工事（と
び・土木・コンクリート工事業、鋼構造物工事業）で許可取
得をする必要があり、多くの手間が掛かっているため許可
業種へ追加すること。

②成長促進・発展対策
１．事業承継支援 
　中小企業の多くでは後継者の確保が難しく、経営者の
高齢化に伴う廃業が増加していることから、地域経済の活
性化を維持するためにも後継者の育成及びM&A、従業
員承継を含めた親族外承継に関する支援策を拡充・強化
すること。

③ 連携対策
１．中小企業者・組合等連携組織支援施策 
（１）中小企業者及び組合に対する経営力強靭化・成長促

進支援施策を拡充すること。
（２）組合が組合員のために行う事業に対する財政的支援

を拡充すること。
（３）中小企業連携組織対策の充実・強化
①事業協同組合をはじめとする中小企業連携組織は、
個別企業では対応の難しい生産性の向上や人材の
確保などに大きな役割を果たしていることから、中小企
業連携組織対策を中小企業対策の重要な柱として位
置付け、拡充すること。　　　　　　　≪重点要望≫

②小規模企業振興基本法による小規模企業者に対して
の支援策の拡充に伴い、小規模企業者で組織する組
合等については、各種補助金の補助率10／10にする
など、早急に支援の充実を図ること。

③事業協同組合をはじめとする中小企業連携組織は、個
別企業では対応の難しい生産性の向上や人材の確保
などに大きな役割を果たしていることから、中小企業連
携組織対策を中小企業対策の重要な柱として位置付
け、拡充するとともに、同対策の実施を担う中小企業団
体中央会の指導体制を強化し、中小企業等協同組合

法などによる連携組織を積極的に支援できるよう十分な
予算措置を講じること。

④中小企業団体中央会の連携組織に対するコーディ
ネート機能を強化するため、中央会指導員の資質向上
に対し十分な予算措置を講じること。

２．中小企業者の官公需受注機会の確保 
（１）国は、「官公需についての中小企業の受注の確保に関

する法律（官公需法）」並びに毎年度出される「中小企
業者に関する国等の契約の方針」に基づき、中小企業
者並びに官公需適格組合への官公需発注の増大に
努めること。

　　また、国等の発注機関は、年間を通じて発注の標準化
に努めること。

（２）地方公共団体を含めた各発注機関に対して、官公需
施策への理解を深めるための指導を行うとともに地元中
小企業や官公需適格組合等の受注機会増大に向け
た取り組みを推進すること。

（３）地方公共団体を含めた各発注機関に対して、エネル
ギー、資材価格や労務費等のコスト上昇分に対応した
必要経費等の発注価格への反映がなされるよう指導を
強化すること。

（４）地方公共団体を含めた各発注機関に対して、少額随
意契約の見直し及び最低制限価格制度等の活用を促
進するなど、適正価格での受注機会の確保がなされる
よう指導すること。

　　中小企業等は、地方自治体からの発注が減少するな
か、受注確保のため、低入札価格での受注競争が激
化しており健全な事業活動が行えていない。適正価格
での受注確保のため、国及び地方自治体は最低制限
価格制度を導入している場合、入札が不調になるという
ことは低価格競争に繋がっていることを認識し、最低制
限価格の金額を見直すほか、著しい低価格による落札
が行われないよう低入札価格調査制度を積極的かつ
適切に運用すること。

　　また、人件費及び原材料の上昇といった状況を反映し
ていないことから、インフレ条項の適用により、適正な価
格での柔軟な発注にも努めること。

（５）地方公共団体を含めた各発注機関に対して、官公需
適格組合との緊急時における災害協定等の締結並び
に協定に基づいた優先発注の推進を指導すること。

（６）官公需適格組合やカーボンニュートラルの推進など環
境に配慮した取り組みを行っている中小企業等に対し、
審査時における加点等の措置を講じること。

（７）適切な予定価格の作成にあたっては、需給の状況、原
材料及び人件費等の最新の実勢価格等を踏まえ、参
考見積をもとに予定価格を設定することとし、随意契約
の場合には参考見積を聴取した事業者に対しても取引
から排除しないこと。

３．特定地域づくり事業協同組合制度の拡充・改善
　「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業
の推進に関する法律」に基づく特定地域づくり事業協同組
合制度は、人口急減地域において、地域の仕事を組み合わ
せて年間を通じた仕事を創出し、組合で職員を雇用し事業
者に派遣することにより、安定的な雇用環境や一定の給与
水準を確保することで移住・定住を促進し、その地域の活
性化につながることから、制度の周知を継続的に図るととも
に、永続的かつ着実な財政支援措置を講じること。

④ 地域経済・振興対策
－

⑤ 金融対策
１．中小企業への円滑な資金供給体制の確立と金融機関
への指導継続

（１）金融機関によるリレーションシップバンキング機能や、事
業性評価を重視した円滑で迅速な融資を可能とする
こと。

（２）経済対策に呼応した融資条件の緩和等中小企業金融
対策の一層の充実
①経済環境の急激な変化（エネルギー・原材料価格の
高騰や過度な円安、人手不足等）や、取引先の経営
状況の悪化等を乗り越えるための、地域や業種や業
態に合わせた機動的な金融施策の拡充を図ること。
　　　　　　　　　　　　　　　   ≪重点要望≫

②エネルギーや原材料価格等の高騰により、日々の運転
資金に支障をきたす中小企業者に対する適切かつ迅
速な資金繰り支援のほか、経済社会の構造等の変化
に適応していくための経営改善・事業転換に係る金融
支援、そしてコロナ禍で増大した債務（ゼロゼロ融資な
ど）に対応する事業者への事業再生支援など、事業者
の実情に応じた金融支援を講じること。

③金融庁は、金融機関の「経営者保証に関するガイドライ
ン」の積極的な活用を監督し、融資慣行として浸透・定
着を図るとともに、令和６年３月にスタートした保証料率
の上乗せにより経営者保証を提供しないことを選択でき
る信用保証制度の周知徹底及び経営者保証に依存し
ない融資慣行の確立を更に加速させるために策定され
た「経営者保証改革プログラム」に基づく積極的な融
資の推進を図ること。

④業績の回復していない事業者に対する既往貸付に対
する条件緩和や、借換等の制度の維持・拡充を図る
こと。
⑤コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進み、民間
金融機関に対して実質無利子・無担保融資の返済
が行われている中、中小企業等が債務超過や赤字と
なった場合でも事業再構築などの前向きな取組の促
進など、地域の金融機関においては、個々の中小企業
等の実態を踏まえた新たな資金需要の支援を強化す
ること。
⑥スタートアップ企業との連携・DX・GX・SDGｓ等、更なる
成長に向けた取組みや円滑な事業承継等を支援する
金融施策の充実を図ること。

⑦「事業成長担保権」制度の早期導入並びに活用に向
けた体制強化及びサポート態勢の整備を行うこと。

⑧日本銀行のマイナス金利解除の実行に伴い、借入金利
の引き上げがあった場合に、中小企業等は借換えや新
規借入れ時の返済負担増に苦慮する可能性が高まる
ため、現状では、賃上げと物価高騰に加え、利上げが
実行されると経営悪化が見込まれることから、セーフティ
ネットによる金利引き下げの措置をとり、マイナス金利解
除の影響が企業経営に及ばないように柔軟な対応を
行うこと。　　　　　　　　　　　　  ≪重点要望≫

⑨金融機関による経営改善・事業再生支援等の伴走支
援を一層推進するための施策を強化すること。

⑩制度改正等による資金需要に対して、業種・業態を考
慮した金融措置を策定すること。

２．政府系金融機関の更なる機能強化と融資制度の拡充
（１）緊急時をはじめ商工中金及び日本政策金融公庫の果

たす役割がますます重要になってきており、中小企業等
の状況を的確に把握して実情に合った事業を展開する
など、機能の強化を図るとともに、地域の中核となる中小
企業等の事業転換・設備投資、中小企業組合や地域

資源を活用する企業連携体を支援するため、融資制度
を拡充すること。

　　また、令和５年６月14日に改正商工中金法が成立した
が、引き続き、組合及び中小企業等の金融の円滑化を
目的とし、足もとで加速する様々な事業環境変化に挑戦
する中小企業等への支援を維持・強化すること。

（２）経済環境の急激な変化を乗り越えるための相談対応の
充実及び特別貸付の拡充を図ること。

（３）セーフティネット機能を発揮するための危機対応業務の
拡充を図ること。

（４）資金提供の円滑化を図るため融資対象事業の評価に
基づく低金利等優遇措置をとること。

（５）事業承継や人手不足等、企業が抱える課題解決に対
する支援機能を強化すること。

３．信用補完制度の充実 
（１）「経営者保証に関するガイドライン」に基づいた、不動産

担保や人的保証に依存しない融資制度の促進を図る
こと。

（２）金融機関と連携した保証審査期間の短縮化や、事務
の簡略化を図ること。

（３）信用保証協会のセーフティネット保証は資金調達力の
弱い中小企業・小規模事業者をサポートする重要な施
策であるため、信用保証協会の基金補助金の確保及
び信用保険向け政府出資金を確保すること。

（４）経済環境の急激な変化等の緊急時における特別貸付
（無利子・無保証融資等）に対する保証条件を緩和す
るとともに、条件変更による追加信用保証料についても
免除すること。

（５）返済履歴を考慮した保証料率の引き下げ等の優遇措
置を図ること。

４．高度化融資制度の弾力的運用
（１）高度化融資制度の充実強化を図り、個人保証について

は求めないこと。
（２）高度化資金の返済について、組合の運営は組合員の

減少等により非常に厳しい状況にあり、当初の返済期
限や返済額を履行できない組合が多数出てきている
ので、返済条件の緩和について一層弾力的に運用す
ること。

５．中小企業倒産防止共済制度の見直し
　中小企業倒産防止共済制度は、取り引き先の倒産・廃業
など貸し倒れリスク及び連鎖倒産を防止する備えとして意義
ある制度であるため、次の見直しを行うこと。
①共済金貸付時に貸付額の10％を掛金総額から控除す
る制度は負担が大きいため、廃止すること。
②共済に加入して間もない時期でも、取引先の突発的な
倒産に対して貸付が受けられるよう６ヶ月未満の貸付
制限を見直すこと。

⑥ 税制対策
１．消費税
（１）消費税率引上げに伴う中小企業における事務負担軽

減措置の導入等、十分な対策を取ること。
（２）国際情勢の影響等により経済が悪化している現状を鑑

み、消費税の基本税率の見直しや二重課税（ガソリン
税、酒税、タバコ税等）の解消を検討すること。

（３）消費税の適正かつ円滑な価格転嫁を図るため、違反行
為に対しては引き続き監視と摘発を徹底すること。

（４）現在、免税事業者については課税売上高が１千万円
以下、簡易課税制度については課税売上高が５千万

円以下の事業者に対して適用されているが、零細事業
者の事務負担を考慮しこの制度を維持すること。

（５）インボイス制度について、業種・業態ごとの実情や取引
の実態を踏まえた負担軽減措置及びシステム改修等に
対する十分な支援策を講じるとともに丁寧な制度周知
に努めること。

　　また、仕組みを簡素化し２割特例や少額特例等の負
担軽減策の延長や恒久化、または追加的措置の導入
など、中小事業等の状況を踏まえた柔軟な運用を行う
こと。

（６）インボイス制度や電子帳簿保存法など、既にスタートし
た税制に関する新たな制度等への対応を進めるのと
併せて「業務のデジタル化（DX）」に取り組むことによ
り、人的資源に乏しい中小企業のバックオフィス業務全
体の効率化を進めるための会計ソフトの導入や既存ソ
フトの改修、クラウドサービスの活用などに係る経費の
補助を講じること。

２．法人税
（１）国際競争力の向上を図り、国内投資や雇用創出を促進

するため、中小企業の成長を第一に、法人税率の更な
る引き下げと中小法人に対する軽減税率の延長・引き
下げを図ること。

（２）中小企業等の法人実効税率を引下げること。
（３）企業組合及び協業組合の法人税率を引き下げること。
（４）収益の悪化している中小企業を支援するため、欠損金

繰戻還付請求制度の拡充及び繰越控除期間を延長
すること。

（５）中小企業組合において、賦課金収入に対する課税を撤
廃すること。

（６）中小企業及び中小企業組合の軽減税率を引き下げる
とともに、適用所得金額を撤廃すること。

　　我が国の経済成長の源泉である中小企業等の経営
基盤や国際競争力の強化、また、創業促進の観点から
も、中小企業組合及び中小企業に対する法人税率は、
現行の軽減税率15％からさらに引き下げるとともに、適
用所得金額については撤廃すること。

（７）賃上げ促進税制における要件の緩和及び控除率を引
き上げること。

（８）中小法人の軽減税率を引下げ、適用所得金額を見直
すこと。

（９）ＤＸ及び設備投資に係る減価償却資産特例を拡充す
ること。

（10）税制上の優遇を受けられる中小企業の定義となる資
本金額を引き上げること。

（11）法人事業税の外形標準課税の中小企業への適用拡
大や中小法人向け租税特別措置の利用制限を行わな
いこと。

（12）激甚災害に指定された地域の企業への寄付金の損
金算入限度額を引き上げること。

（13）各種減税申請を行う際の手続きの簡素化を図ること。

３．同族会社・事業承継税制
（１）「個人版事業承継税制」が創設されるなど抜本的に拡

充されたが、中小企業が事業基盤を損なうことなく、後
継者に円滑に事業を承継し発展できるよう、自社株の評
価方法等についての更なる見直しや簡素化を推し進
め、制度の更なる充実を図ること。

（２）中小企業等の事業承継が円滑に行われるように、事業
承継税制を活用することで後継者が取得した自社株式
に係る贈与税・相続税について、納税猶予を受けられる
が、雇用維持要件を満たせなかった場合、書類の提出
や助言が必要となるなど、中小企業等への負担が大き

い。事業承継を円滑に行うためにも、非課税贈与額の拡
大などにより、事業承継税制の一層の拡充を図ること。

（３）事業承継税制は、平成30年度税制改正において、10
年間（平成30年1月1日から令和9年12月31日まで）、納
税猶予の対象となる非上場株式等の制限（総株式数
の最大３分の２まで）の撤廃や納税猶予割合の引上げ
（80％から100％）等の特例措置が創設されたが、多くの
中小企業では事業承継への対応が進んでおらず、後
継者に円滑に事業を承継し発展できるよう、特例措置
適用期間の延長を図ること。

（４）事業承継・引継ぎを契機とする業態転換や多角化を含
む新たな取り組みを支援する「事業承継・引継ぎ補助
金」はあるものの、実情として事業承継には時間を要す
ることが想定され、公募期間や事業期間を長くするなど
中小企業事業者にとってより効果的な運用となるよう制
度を拡充・強化すること。

（５）事業承継を円滑に行うため相続税・贈与税の納税猶予
及び免除の特例措置期間の延長や手続きの簡素化を
図ること。また、取引相場のない株式の評価方法を見直
すこと。

４．中小企業投資促進税制
　中小企業の思い切った設備投資を可能とし、生産性の一
層の向上を実現するため、新分野進出の際の税制優遇を
含め、中小企業投資促進税制及び経営強化税制の更なる
拡充を図ること。また、本税制について恒久化を図ること。

５．自動車関係税制
（１）我が国の自動車関係諸税については、税負担が複雑

で過重となっており、さらに、消費税率の引き上げに伴い
一段と税負担が重くなっているので、自動車関係諸税を
整理し、軽減すること。

（２）生産･製造工程などで使用する軽油に対する軽油引
取税の免税措置を恒久化･拡充すること。

（３）揮発油税は、消費税との二重課税であることから過重
な税負担を見直すこと。

（４）低年式自動車に対する自動車税のあり方を見直すこ
と。

（５）一般財源となった自動車重量税を廃止すること。

６．事業所税の廃止
　政令指定都市や人口30万人以上の指定市などに課せら
れている事業所税を廃止すること。

７．償却資産に係る固定資産税の廃止　　
　償却資産に係る固定資産税は、多数の設備を有する製
造業や建設業など特定の業種に負担が偏っているといった
業種間の税負担の偏在、中小企業の設備投資意欲の低下
や事務負担を増加させる一要因にもなっていることから、廃
止すること。

８．食事支給の非課税枠の引き上げ又は上限の撤廃
　近年、弁当製造のための原材料費の高騰等の影響もあ
り、製造コストが上昇しているが、その上昇分を価格に転嫁
するにあたり、提供先である事業者の食事支給の非課税
枠が所得税法上、月3,500円以下であるため、事業者は事
業主負担が3,500円以下になるように調整しており、価格引
き上げ交渉が困難となっている。このため、食事支給の非
課税枠3,500円の引き上げ又は非課税枠の上限の撤廃を
図ること。

９．その他中小企業・中小企業組合税制の充実強化
（１）「地球温暖化対策のための税」、いわゆる環境税の導

入により、全化石燃料に対してＣＯ₂排出量に応じた税
率が石油石炭税に上乗せされているが、中小企業者に
おいて過度の負担増とならないよう、免税・還付措置等
の負担軽減措置を講じること。

（２）賞与及び退職給付金の繰入の損金算入ができれば、
中小企業の内部留保が増え、従業員の福利厚生の充
実や経済活力を取り戻すことにつながるので、制度を復
活させること。

（３）役員報酬は、職務執行の対価であるにもかかわらず、損
金算入には、定期同額給与や事前確定届出給与など
厳しい制約が課せられているが、経営基盤が不安定な
中小企業の実態を踏まえ、役員報酬を弾力的に改訂で
き、損金算入できる制度にすること。

（４）自社利用目的のソフトウェア（無形固定資産）の償却年
数を、現行の５年から３年に短縮すること。

（５）消費の拡大を通じて経済活性化を図るため、資本金１
億円以下の中小法人の交際費について年800万円ま
で損金算入できる時限措置（令和９年３月末まで）を恒
久化すること。

（６）電力多消費産業に適応されている再生可能エネル
ギー発電促進賦課金の減免制度の見直しについては、
企業の負担増となり、国際競争力の低下につながるた
め、実施しないこと。

（７）鉄筋コンクリートや鉄骨鉄筋コンクリート造りのホテル・
旅館の固定資産税評価における最終残価率到達年
数が50年から45年に短縮されたが、未だ大きな負担と
なっているため、さらなる短縮化を図るほか、法人税に
準じた固定資産税の減免又は免除など見直しが確実
に実施されること。

（８）事業用地や公共・公益性のある共同施設などへの固
定資産税の軽減制度等、中小企業と地域にとって真に
実効ある固定資産税の負担軽減のための措置を講じ
ること。

（９）中小企業の事業再構築又は新分野進出・新事業への
取り組みに関する税制措置を講じること。

⑦ 労働対策
１．雇用・労働施策の拡充
（１）急速な少子高齢化が進展する中で、貴重な労働力であ

る子育て世代の労働者がその能力を発揮するために
は、働きながら育児ができる環境を整備する必要がある
ため、認可保育所においては、土・日曜日保育の実施と
延長保育時間の拡充や病児保育に対応することを認
可条件にするとともに、保育所に対して必要な経費を支
援すること。

　　また、保育士の確保や継続就業は待機児童問題の解
消につながるため、保育士養成学校の拡充並びに保育
士の処遇改善に努めるとともに不登校児童・生徒等の
受け皿となっているフリースクールへの財政支援を行う
こと。

（２）働き方改革関係法令の施行に伴い、その運用にあたっ
ては、中小企業にとって過度な負担とならないよう十分
に配慮するとともに、多様な働き方の実現に向け、中小
企業が対応しやすい環境を整備すること。

（３）働き方改革による時間外労働の上限規制については、
立場の弱い中小企業では、取引先の都合等により依然
として実施が困難な状況にある。特に、令和６年４月か
ら時間外労働の上限規制が適用された自動車運転業
務については、運送業界に限らず、経済全体に大きな
影響があることから、時間外労働につながる取引慣行
の見直しを推進すること。

　　また、同じく時間外労働の上限規制が適用された建設

業については、上限規制を考慮した工期設定を行うこ
と。　　　　　　　　　　　　　　　 ≪重点要望≫

（４）定年延長や継続雇用の延長など高齢者の雇用推進整
備に取り組む小規模・零細事業者に対し、積極的な支
援策を講じること。

２．中小企業の経営状況等を踏まえた最低賃金の設定及
び賃上げ支援の充実

（１）最低賃金の設定にあたっては、地域中小企業の経営
状況や雇用実態等、地域中小企業の実情を考慮する
と共に、地方最低賃金審議会の自主性を損なわないよ
うにすること。　　　　　　　　　　　≪重点要望≫

（２）中小企業の賃上げを支援するための労務費を含む価
格転嫁を推進すると共に、助成の充実や各種補助金
等における優遇措置の強化を図ること。

３．社会保障制度
（１）社会保険制度については、中小企業の経営実態等に

配慮し、将来的に安定した制度の確立に取り組むこと。
（２）社会保険料の引上げや適用拡大については、中小企

業の活力の維持・発展を阻害することがないよう慎重に
検討すると共に、事業者の負担を軽減する措置を講ず
ること。

（３）中小企業等への負担が過度にならないよう、社会保険
の保険料率の安易な引き上げは行わないこととし、中
小企業等の賃上げに伴う社会保険料の負担軽減支援
策の創設を中心とした社会保険制度の改善を行うこ
と。

（４）少子高齢化の進展により、生産年齢人口が減少に転じ
た今、パートやアルバイトなどで働く女性の存在は、貴
重な働き手となっている。そのような中、女性の就労抑
制につながっているとされる年収「103万円」あるいは
「130万円」などの、俗にいう「年収の壁」について早期
に撤廃し、望むように働き・活躍できる社会にするため、
税制や社会保険制度の抜本的な見直しを行うこと。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪重点要望≫
（５）年収の壁の問題について、中小企業の労働力確保を

阻害することがないよう抜本的な対策を講ずること。
（６）働き方改革関連法改正の猶予期間終了による影響を

受ける業種への支援を強化すること。

４．教育・人材育成
（１）大都市圏への人口の一極集中を是正し、地域に必要な

人材を呼び込み、地方の中小企業の人材確保を促進
するため、ＵＩＪターン等に係る各種助成を創設・拡充す
ること。

　　また、外国人留学生や特定技能を取得した外国人を
地方の中小企業へ就職を促すなど支援を強化し、地方
の中小企業への外国人材の雇用を促進すること。

（２）中小企業において、人材の確保・育成は大きな経営課
題である。特に技能の継承という観点からも、ものづくり
人材の育成、若年者の確保は急務であることから、大
学等教育機関と産業界の連携によるキャリア教育・職
業教育事業に対する支援、新入社員や若手従業員の
育成・定着支援等の更なる対策を講じること。

　　また、コロナ禍では営業活動を縮小し、人材も雇調金の
活用などで凌いだ中小企業の現場では、経済活動が
回復局面を迎え、コロナ禍以前の厳しい人材不足の状
況に戻りつつある。

　　そこで、中小企業の人材確保に向けた採用活動支援
のほか、企業による教育訓練の拡充、労働者の主体的
な学びへの支援に資する助成金等の強化・拡充など、
人材の確保、育成に向けた支援策を講じること。

⑧ 人材対策
１．中小企業に対する人材の確保・定着・開発等に関する
対策の更なる推進

（１）若年者人材を確保・定着させるための支援策を強化
すること。

（２）女性、高齢者、障害者等多様な人材の更なる雇用対
策を強化すること。

（３）地域産業を支える製造業・建設業等の技能者育成、技
術・技能継承への支援を強化すること。

（４）人材育成機関としての中小企業組合に対する支援・助
成策を講じること。

（５）技能検定制度については、中小企業のニーズを踏まえ
た職種の拡充を推進すると共に、技能検定試験を実施
する中小企業組合及び運営に携わる中小企業への支
援を強化すること。また、実技試験受検手数料の減額
対象者の年齢引き上げ等を図ること。

（６）「月60時間超の時間外労働への割増賃金率」について
は、中小企業への猶予措置が令和５年３月末をもって
終了し50％へ引き上げられたが、長時間労働の要因は
業種や職種、企業規模によっても現状や背景が異なる
ことから、対応に困難な中小企業等に対して、労働時間
の縮減や年次有給休暇の取得促進、休息時間の確保
等の長時間労働抑制に向けた取り組みを行った場合
における助成金等支援策の拡充・強化を行うこと。

（７）従業員の職務に関する知識・技能やＤＸ等専門的スキ
ルの習得、リスキリングへの取組みに対する支援を充
実・強化すること。

（８）採用活動に充てられる予算や人員が限られている中
小企業においては、公的な職業紹介への期待は高く、
求職者と求人企業のマッチングの質を向上するうえで、
業種・業界のニーズを踏まえた人材と仕事のマッチング
機会を創出することが重要であることから、ハローワー
クの機能強化など、公的職業紹介のマッチングの質向
上・体制強化を求める。

（９）インターンシップは大企業と比べ知名度の低い中小企
業にとって、自社の魅力を学生に伝える有効な機会で
あり、入社後のミスマッチ防止の効果も期待できること
から、インターンシップなどを通じた中小企業で働く魅
力の発信強化と採用力向上に向けた支援を強化する
こと。

２．中小企業のニーズ等を踏まえた外国人材受入れ制度
の見直し

（１）技能実習制度並びに特定技能制度について、業界の
ニーズ等を把握した上で、対象職種・業種を拡充すると
共に、利用する中小企業等の負担とならないよう事務手
続き等の簡素化・迅速化を図ること。

（２）転籍については、大都市圏への流出防止など、地方の
人材確保に配慮した制度とすること。　 ≪重点要望≫

（３）新たに創設される「育成就労制度」への移行にあたっ
ては、現行の外国人技能実習制度の２号移行対象職
種のすべてが網羅されるよう、特定技能制度の特定産
業分野を設定するとともに、育成就労制度の対象分野
に設定すること。また、その分野については、国が設定
する明確な分類のもとに設定すること。加えて、現行の
２号移行対象職種ではない業種であっても、業界や地
域における生産性の推移、人手不足の状況を把握し、
特定技能制度の特定産業分野と育成就労制度の受
入れ対象分野に設定すること。　　　≪重点要望≫

（４）特定技能制度における悪質な登録支援機関を排除す
るための措置を講ずること。

（５）外国人材の定着に向けた中小企業及び監理団体等

の取組への支援策（好事例の共有、社宅や休憩室等
の新設・改修や送迎車両の購入等に係る経費への助
成等）を構ずること

⑨ エネルギー・環境対策
１．環境・エネルギー
１）中小企業者が取り組む環境保全義務対策（緑化・騒
音・水質・ＰＦＡＳ・ＰＣＢ・アスベスト・廃プラチック等）に
対する支援を強化・拡充すること。特に、アスベスト含
有廃棄物及びPCB廃棄物の処理に係る費用を全額
負担するなど財政支援措置を講じること。

（２）土壌汚染対策を行うための調査及び除去等について
は、中小企業者にとって過度な負担とならないように要
件の緩和や財政支援措置を講じること。

（３）中小企業者がＪ-クレジット制度を利活用する場合、税
制や資金等について優遇措置を講じること。

（４）エコリース促進事業補助金は、再生可能エネルギー
設備や低炭素機器をリースで導入した際リース総額の
２～５％を補助する制度であり、積極的な設備投資を
行う上で有効な手段であるが、昨年度から工作機械
等一部が除外されたため、対象機器の復活と予算の
増額を行うこと。

（５）産業廃棄物等を再利用し、再資源化するための規制
を緩和すること。

（６）珪砂産業における新規鉱山の区域決定、開発に必要
な諸手続きの申請・認可の迅速化を図ること。

２．原油・原材料高騰への支援策の強化
（１）原油・原材料価格が高騰及び人件費が上昇する中、

中小企業にとっては調達コスト、物流コストの変動によ
り、経営の安定化に影響を与えている。原油、原材料、
電力等の資源・エネルギーの安定供給並びに価格の
適正化のため、総合的な資源・エネルギー支援策を推
進すること。　　　　　　　　　　   ≪重点要望≫

（２）エネルギー、資材価格や労務費等のコスト上昇分を適
切に価格に転嫁できるよう環境整備を図るとともに、支
援施策を拡充すること。また、「価格交渉促進月間」並
びに「パートナーシップ構築宣言」に基づき、受注側企
業における労務費、原材料費、エネルギー価格等のコ
スト上昇分について、円滑に反映できる体制構築に努
めるとともに価格転嫁等の監視及び指導を強化するこ
と。

　　さらに、ガソリンや電気などのエネルギー価格等高止
まりにより影響を受ける中小企業・小規模事業者に対
し、事業負担の軽減・緩和を図るため、令和６年５月末
に終了した負担軽減策を新たに措置すること。またそ
の中には、特別高圧電力を活用する事業者への負担
軽減措置も含めること。

（３）原油、天然ガス等のエネルギー価格の高騰に対応し
た電力価格の抑制を継続するとともにエネルギーの安
定供給を行うための施策を講じること。

（４）急激なエネルギー価格の高騰によって価格転嫁の困
難な中小企業等の負担を直接的に軽減するため、国
は「電気・ガス価格激変緩和対策事業」を延長して実
施しているが、補助がなくなった場合には中小企業等
の収益の悪化が予想されるため、電気代・ガス代に関
する激変緩和対策を一定期間継続支援すること。

　　　　　　　　　　　　  　　　　　≪重点要望≫

３．電力の安定供給と省エネ・節電対策支援の強化
（１）大企業に比べて製造コストに占める電気料金の比率

が高く、代替手段に乏しい中小企業者の経営基盤が

強化されるように再生可能エネルギー発電促進賦課
金の上昇を抑制すること。

（２）電気事業法で定められている高圧電力料金における契
約電力のデマンド制について、基本料金の算定期間の
短縮（１年→６ヶ月）又は一定期間内における最大と最
低の平均電力量とする料金制度へ改定すること。

（３）仕事量が増えれば増えるほど電気を使用するため、赤
字になり、収益を圧迫する。

　　今後、コロナ禍からの回復に伴う経済活動の再開・活
性化に向けては、電力の安定供給に向けた環境整備と
中小企業者に対する電気料金のさらなる負担軽減措
置を講じること。

（４）中小企業者等に対する生産性及び脱炭素・省エネル
ギー設備の新規導入と更新などによるカーボンニュート
ラル推進に向けた支援を継続すること。

（５）省資源・省エネルギーの実現に向けた、水力、風力等
の再生可能エネルギーの活用、将来の国産資源となり
えるメタンハイドレートの調査研究を進めるなど、具体的
な対策を早急に進めること。

（６）足元では地政学的なリスク要因及び円安により石油、Ｌ
ＮＧ、石炭等のエネルギー価格が高騰しており、エネル
ギー消費機器の効率化による燃料・電力の消費抑制を
図る必要があり、国においては省エネルギー投資促進
を目的に省エネ性能の高い設備等への補助制度が確
立されている。

　　また、国は企業自らの事業の使用電力を100％再生可
能エネルギーで賄うことを目指すＲＥ100の普及に努め
ていることから、太陽光発電などの導入支援対策とし
て、再エネ電力を利用することでＣＯ₂排出削減に貢献
することを目的に、自家消費による電力費の抑制だけで
なく、余剰電力を販売する場合も含めて設備導入に関
する補助制度を拡充すること。

４．有害物質除去への支援
　国・県等行政の指導により、防火対策としてアスベストを
使用して建設した中小企業組合等の共同施設におけるア
スベストの除去や囲い込み工事への支援措置、ＰＣＢの処
理への支援拡充など、有害物質除去に対して支援を行う
こと。

５．カーボンニュートラル達成に向けた中小企業等の取
り組み支援策

　政府は「2050年カーボンニュートラル」を実現すると宣言
し、2030年度に温室効果ガスを、2013年比で46％削減する
ことを目指すと公言しており、まずは、2030年に向けて産業
部門や業務部門に対し、大幅な省エネを行うことが求めら
れている。
　中小企業等においても、それぞれの事業内容に照らし、
脱炭素、そして省エネ等に積極的かつ主体的に取り組む
必要がある一方で、経営資源に不足する中小企業等の現
場においては、脱炭素が自分のビジネスにどう関係してくる
か、何をすればいいのかといった入口のところで、足踏みす
るレベルの事業者も少なくない。
　そこで、中小企業等が関わりやすい形で、現状の認識と
対策の立案、実行に向けた支援が必要となるほか、中小企
業等の脱炭素への取り組み、課題など現場の実態に配慮
し、脱炭素に向けたロードマップ策定について、不断の見直
しを図りながら進めること。

⑩ 工業対策
１．サプライチェーン対策の充実
　原材料等を海外に依存することなく、国内で需要・供給

するための設備導入や生産拠点の整備など中小企業者に
対する補助金等の支援を講じること。
　中でも、食品加工業においては物流課題として、温度管
理がある中で、昨今のドライバー不足により、ますます物流
サプライチェーンの保持が厳しくなっている。食料輸送とい
う温度管理が必要な特殊事情を踏まえての物流サプライ
チェーンへの支援を強化すること。
　また、海外生産・調達に依存する半導体や蓄電池などの
部素材について、国内での生産体制の構築支援を求める
ほか、レアアースなどの重要鉱物について、特定の国に依
存しすぎないよう企業による海外での権益取得に対する支
援も積極的に講じること。

２．ものづくり支援対策
（１）通称「ものづくり補助金」については、中小企業・小規模

事業者の設備投資意欲の促進、事業の多角化、経営
意識の変革等、地域の産業社会を活性化する役割を
担っており、事業を通じて開発した試作品等の商品化
等をより確実なものとするためにも、本事業を恒久化す
ること。

（２）生産性向上・経営力強化に大きな役割を果たしてきた
「ものづくり補助金」について、厳しい経営環境にある中
小企業のさらなる成長発展を促すため継続すること。

（３）ものづくり補助金の事業実施体制が変更され、問合せ
対応や申請書類の要件チェック等が全国事務局にお
いて一括して行われるようになったことにより、サポート
センターに電話が繋がらないといったケースや書類審
査等に相当の時間を要していることから、事業者や支
援機関から地域事務局に対し多くの問合せが寄せら
れている。

　　そのため、全国事務局だけで一括管理・運営を行うの
ではなく、従来どおり地域事務局を有効活用するととも
に情報共有を図り、事業者に寄り添った支援体制にす
ること。

（４）ものづくり補助金では従来、認定支援機関確認書の提
出が必須であり、公募申請時に支援が行われ、申請書
の内容、必要書類の支援が行われきた。しかし、令和元
年度補正のものづくり補助金より廃止された結果、初め
て申請する事業者、一度も採択されていない事業者など
からは申請書類がＡ４一枚で数行の内容のないもので
申請されている。また、「会社全体の事業計画」の基準
年度等の間違い、「従業員への賃金引上げ計画の表
明書」の間違いが非常に多く見受けられ、採択後の修
正依頼の業務が多くあるため、そのような応募を少なくす
るために、再度、認定支援機関の支援を受けてものづく
り補助金の応募がなされる活用を図ること。

（５）中小企業者が生産性向上や技術革新を行うためのＩＴ
ツール導入やデジタル化の強化、サイバーセキュリティ対
策強化など、DX推進に対する補助金等の支援を継続
拡充すること。

（６）知的財産権の取得や保護に対する費用の軽減措置な
ど知的財産活動に対する支援策を講じること。

（７）熟練技能者が長年の経験で培った技能、ノウハウや専
門的な知見などの円滑な継承や人材育成のために行う
教育訓練に対する費用の補助を行うなどの支援策を講
じること。

（８）産業構造の変革に直面する中小企業者の企業間で連
携するための機会の確保やその取り組みに対する支援
を行うとともにスタートアップ企業の連携組織化に対する
支援を講じること。

（９）フォローアップ支援事業の継続・拡充
　ものづくり補助金を実施した補助事業者を対象とする
フォローアップ支援事業は、機械装置の現況確認を原

⑪ 商業対策
１．中小商業支援策の拡充・強化
　中小商業活性化に向け、国内需要による消費の喚起を
図るとともに、訪日外国人旅行者の消費拡大を図るための
経済対策を講じること。

２．まちづくり、中心市街地活性化 
（１）極めて厳しい状況下にある商店街の活性化を図るた

め、商店街関連予算の拡充を図るとともに、地域社会
を支えまちづくりの担い手でもある商店街の自助努力を
支援するため、来客誘致のための集客イベントの開催
や駐車場対策など地域住民の利便性向上に向けた
支援策を一層充実すること。

（２）人口減少が深刻化する中で、地域の活性化を図るた
め、改正まちづくり三法の趣旨に沿った機能的なまちづ
くりの推進と中心市街地の再生を図る取り組みを強力
に推進すること。

（３）公共・公益性のある共同施設（アーケード、駐車場等）
は地域の活性化、地域社会の維持・発展に大きな役
割を担っており、その設置、修繕及び維持管理の費用
に対する助成制度を拡充・強化するとともに、これら施
設に係る固定資産税等の負担軽減措置を講じること。

（４）地域の商店街が新たな事業に取り組むにあたり、それ
らを統括できる人材、また事業推進にあたり外部機関
への申請手続きや折衝等を行うことができる人材を恒
常的に育成する制度を創設すること。

（５）高齢者等の買い物弱者に対する支援策として、地域
密着型の機動性のある地元商店街組織、商業者施
設及び中小の流通事業者を活用すること。

（６）低迷を続ける個人消費を拡大し、地域経済の好循環
をより確実にするため、平成26年度補正予算により地
方創生交付金で実施し大きな成果があった「プレミア
ム商品券」の発行など、効果的な個人消費喚起策を
講じること。

（７）商店街は魅力あるイベントの実施等によって活性化を
目指すことが求められているが、近年、店主の高齢化・
後継者不足による廃業や空き店舗の増加、魅力ある
個店の減少等を背景に商機能が弱体化し、厳しい状
況が続いていることから、継続的な集客促進、需要喚
起、商店街の体質強化に効果のある補助金制度を構
築すること。

（８）中小小売店及び商店街が、地域コミュニティの担い手
として、防犯や少子高齢化等社会的課題に取り組む
ための支援策を拡充・強化すること。

（９）大規模小売店舗に対して、地域商業者組合への加
入・協力を促すためのガイドラインの制定を行うこと。

（10）激甚化・頻発化する自然災害に適格に対応するため
の防災・減災・老朽化した施設の改修等に対する支
援策を拡充・強化すること。

（11）各地域に残った大型宿泊施設の廃屋撤去とその活
用に係る補助金の拡充をすること。また、これ以上に廃
屋を生まない活用の仕組みづくりを地方自治体と連携
して行っていくこと。

３．商店街振興組合等に対する優遇措置
　法人格を有する商店街振興組合や商店街協同組合
は、各種事業を通して各市の地域活性化に貢献するととも
に、法人税等の納税の社会的責任を果たし、任意の商店
街組織と比較して責任の所在が明確であることから、国等
の補助事業の実施にあたっては、任意の商店街組織と補
助率や補助限度額等に差を設けるなどの優遇措置を講じ
ること。

４．大型店等に対する適正な規制・指導の強化
（１）大規模集客施設の郊外開発行為に対して、厳格かつ

適正に対処するため、土地利用に関するゾーニングの
条例やガイドラインの制定を促進すること。

（２）大型店や大資本チェーン店、地権者などに商店街組
合への加入や、地域交流、商店街活動及び社会貢献
への積極的な協力を求める地域貢献条例等の制定を
促進すること。

５．不当廉売・不当表示等の取り締まり強化
（１）大規模小売店等の取引競争ルールを確立・徹底する

など、小売業における優越的地位の濫用行為を早期
に根絶させるとともに、不当廉売、不当表示等の違反
行為に実効性ある対応を実施して、適正価格で売れ
る仕組みを作ること。

（２）エネルギー、資材価格や労務費等のコスト上昇に係る
適正かつ円滑な価格転嫁を可能とするため、下請取
引環境の改善や商慣習の適正化に向けて取り締まり
を図るとともに、支援策を強化すること。

（３）下請法の対象となっている下請け企業に限らず、その
他の中小企業の取引に対しても手形等の支払期日短
縮に向けた指導・監督を行うこと。

６．経営力強化に対する支援
（１）非接触型・デジタル化を推進し、中小小売店及び商店

街の負担とならないよう、キャッシュレス決済手数料の
負担軽減や設備導入への支援を図ること。

（２）中小商業者のインターネット販売システム等の導入に
向けたデジタル技術の支援策を拡充するとともに、導
入後も専門家の派遣等を通じて、持続的な販売に繋
がる支援を継続すること。

（３）中小企業における省エネルギーや脱炭素の推進を図
るため、先進的省エネルギー投資促進支援事業費補
助金を継続・拡充すること

７．団地組合の再整備に係る支援策の創設等
　卸商業団地などの団地組合は地域の産業や雇用を支
える存在であり、災害時の防災拠点としての機能も有して
いることから、再整備に対して支援を行うこと。

⑫ サービス業対策
１．中小企業物流対策支援
（１）安心・安全な輸送手段の確保のため、高速道路等の

修繕・保守・再整備を強化すること。
（２）燃料油価格について、中東情勢等を踏まえて燃料油

価格激変緩和措置を延長すること。
（３）「物流革新に向けた政策パッケージの取組状況につい

て」及び「2030年度に向けた政府の中長期計画」を着
実かつ確実に実行すること。

２．高速道路割引制度
（１）平成26年４月の高速道路料金割引制度の見直しによ

り、事業者の輸送コストが増加している。小規模事業
者の輸送コスト削減はもとより、「休日上限1,000円制
度」などの観光需要を喚起し地域活性化を促すような
多面的な割引制度となるよう再度見直すこと。

（２）ＥＴＣマイレージポイント還元率を拡大すること。
（３）ＥＴＣコーポレートカード利用による平日朝夕割引の割

引対象となる地方部最大100kmまでの走行分につい
て大口・多頻度割引の割引対象走行にすること。

（４）事業協同組合等が行う共同精算事業において、ＥＴＣ
コーポレートカードの利用約款の変更により、違反点数

則とし、個別の販促支援等の実施を認めていない。
　継続的な事後支援は補助事業の事業化を促進する
観点からも非常に重要であり、事業化状況報告のフォ
ローアップ、販路開拓や販売促進等を支援対象とするこ
とに加え、対象年度の拡充等、フォローアップ支援事業
を継続・拡充すること。

（10）省力化、省人化を行うための補助金について補助率
のアップ及び補助上限額の引き上げを講じること。

（11）設備投資等を支援する補助金等について、申請要件
の緩和及び申請手続きの簡素化を講じること。

３．不当廉売及び優越的地位の濫用の防止、下請取引の
適正化

（１）不当廉売及び優越的地位を濫用した不公正な取引方
法に対して、国は迅速かつ的確に、実効性のある対処
を行うこと。

（２）弱い立場にある下請中小企業者が親事業者・発注事
業者による優越的地位の濫用等により不当な取引条件
を強要されることがないように法制度や業種別下請ガイ
ドラインの周知徹底を図ること。

（３）エネルギー･原材料価格高騰などのコスト負担増や従
業員の賃上げ等を実現するために､中小企業が適切
に価格転嫁し、利益を確保しやすい取引環境の整備
に向け、引き続き大企業など親事業者に対する､法制
度に基づいた厳正かつ適正な指導等を講じること。

　　≪重点要望≫
（４）中小企業組合を通じて行う団体協約などの取引条件

改善への取組みに対して要望の機会を設けるなど実
効性を担保できるよう発注者側の企業に対して指導を
行うこと。

　　また、価格転嫁交渉を円滑に進める有効な手段として
の『組合による団体協約の締結』の制度や仕組み、そ
の好事例を周知するとともに、組合組織の有用性を広
くＰＲすること。　　　　　　　　   ≪重点要望≫

（５）下請代金の支払いは、できる限り現金によるものとする
通達を親企業が遵守するよう指導すること。

（６）立場の弱い下請け等地域の中小企業者が強いられる
不公平な取引慣行を是正し、公正・公平な取引慣行の
実現に向けた政策を推進するとともに、下請け法など
関係法令への罰則規定の盛り込みなど、大企業等親
事業者への指導強化にも取り組むこと。

（７）中小小売業は、大手量販店との価格差やＥＣサイトで
の競争の激化により、経営環境が悪化し続け、将来の
展望が開けない状況となっていることから、国は中小小
売業の現状を直視して、「独占禁止法」や「業種別ガイ
ドライン」等を厳正に適用し、優越的地位の濫用、不当
表示、誇大表示等の不公正な取引や悪質サイトに対し
て、監視・監督の強化に努め、違反行為に対しては迅
速かつ実効性のある処分を行うこと。

（８）転嫁拒否が疑われる事案に対しては強力な罰則規定
を設けるなど、実効性のある価格転嫁対策を政府主導
で推進すること。また、大手事業者による転嫁阻害に対
して、国によるチェック機能が発揮できるよう、下請Gメン
や関係法令の一層厳格な運用を行うこと。

（９）不当廉売は、価格の安さ自体を不当視するものではな
いが、中小企業等の効率性によって達成した低価格販
売ではなく、採算を度外視した低価格によって顧客を獲
得しようとすることは独占禁止法上問題となる場合があ
る。特に、石油販売小売業においては、元売の標準的
な仕切価格やサービスステーション運営に必要な経費
の額から判断して、採算が取れないと思われるガソリン
の廉売事例が発生すると、周辺サービスステーションの
経営に甚大な被害を及ぼすこととなる。このため、採算

割れと思われる廉売によって、自社のガソリン販売量が
減少するなどの被害を受けている場合は、公正取引委
員会が速やかに情報収集や調査を行い、適切な指導
を行うこと。

４．地場産業・伝統的工芸品産業の振興対策
（１）ものづくり基盤を支える地場産業や伝統的工芸品産業

において、技術保持者の廃業により地域独特の文化の
担い手が途絶えることにつながることから、存続発展を
図るため、国は抜本的な対策を講じるとともに、業界の
活性化と産業の振興を強く進める各産地の協同組合
等への支援も併せて行うこと。また、それら地場産品の
販路を拡大するための支援制度を充実すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪重点要望≫
（２）ユネスコ無形文化遺産に登録されている縁付金箔の伝

統技術の保護・承継と需要拡大への支援を図ること。

５．ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の導入に向けた支援策の拡充
　食品衛生法等の一部改正により食品の安全確保を図る
ため、食品衛生管理の国際標準であるＨＡＣＣＰに沿った
衛生管理が全ての食品等事業者に義務づけられた。ＨＡ
ＣＣＰに沿った衛生管理を導入するためには、まずはＨＡＣ
ＣＰに関する認識を高める普及啓発が必要であるが、財政
基盤の脆弱な中小企業にとっては、事業所内で導入を進
める人材の育成や設備整備にかかるコスト負担などハード
ルが高いことから補助制度や税制等を含めた支援策を拡
充すること。
　また、食品安全に関する認証はＨＡＣＣＰ以外にも存在し
ている。大手流通からは、ＨＡＣＣＰ以上の認証規格であるＩ
ＳＯ22000や、さらに上位のＦＳＳＣ22000という認証が求めら
れる事が増えて来ている。そのため、ＨＡＣＣＰ以外の食品
安全管理に必要な認証制度への支援策を講じること。

６．新分野進出に向けた大学・公設試験研究機関等の機
能拡充・強化

　昨今のデジタル技術革新は、目覚ましいスピードで進行し
ているが、高度な技術やノウハウを持つ中小企業等が自社
の技術をどのように活用できるかを苦慮しているため、意欲
のある中小企業等の持つ高度な技術が活かされるよう、大
学・公設試験研究機関等の機能・体制を拡充・強化すると
ともにＤＸ人材の育成及び試験機器等の充実を図ること。

７．新分野進出・業態転換への支援
　社会構造・経営環境の変化により新分野・新事業展開や
業態転換等を余儀なくされ、従来の事業を縮小せざるを得
ない中小企業・小規模事業者が多い。異業種や他の業態と
の連携など新たな取り組みに対する支援策を講じること。

８．金属アーク溶接等作業における設備投資等の支援
　「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が、労働者に
神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らか
になったため、これらを特定化学物質に加え、労働者へのば
く露防止措置を義務付けることとした政令、省令改正等が
行われ、令和３年４月１日から施行されている。特に金属アー
ク溶接等作業を行う事業場においては、従来の「粉じん作
業」としての規制に加え、新たに特定化学物質としての措置
も義務付けられることとなり、中小企業等にとっては、多額の
費用負担が発生している。
　一部安全対策にかかる消耗品の購入にかかる補助金が
交付されていたが、今後も安心安全な作業場環境の構築
が促進されるように、作業床の改造等の設備投資を支援す
る補助金制度についても支援策を拡充すること。

の累計期間が３ヶ月から２年に延長されるなどにより利
用停止措置が厳しくなったが、組合が組合員の運行
管理に対する監督には限界があるので、見直すこと。

（５）ＥＴＣ大口・多頻度割引利用者への、道路法（車両制
限令）違反に対する罰則の算定基準について、所有
車両台数に応じた基準とすること。

（６）長距離輸送の効率化を図るため、高速道路の長距離
割引制度について現行の100～200㎞まで25％の割
引、200㎞超が30％割引から、100～200㎞までを
30％、200㎞超を40％の割引に拡充すること。

（７）国土交通省より、高速道路の深夜割引の見直し案
（深夜の適用時間帯に走行した分のみ）が示されたと
ころ、多くの組合員より見直し案に反対する意見があ
り、現行制度における割引適用待ちの車両の滞留は
社会問題化しているが、一方、トラック運転手の労働
環境の改善に繋がるとは言い難く、新たな問題が生じ
る可能性があるため見直し案を再考すること。

３．観光対策
（１）中小企業に勤める従業員等が、計画的に有給休暇を

取得できるような環境づくり並びにリフレッシュ休暇取得
の喚起を国が積極的に努め、国民の観光旅行の参加
機会を増大させること。

（２）現行の温泉法では、新たに温泉を掘削するには許可
が必要であるが、これを拒む理由がなければ、許可せ
ざるを得ないのが現状であり、誰でも温泉掘削が可能
となる状況では泉源が枯渇する恐れがあるため、早急
な対応策を図ること。

（３）入湯税の使途において「観光振興」と「温泉資源の保
護」を促進すること。

（４）人手不足に悩む旅館業等中小サービス業の生産性
向上施策を強化・拡充すること。

（５）出国税（国際観光旅客税）の使途について、地方の観
光地（特に温泉地）におけるソフト・ハードの観光基盤
の拡充・強化に対して十分な財源を振り分けること。

（６）宿泊観光産業の地位向上に向けた取組みとその発
信をするとともに、地域一体となった観光地・観光サー
ビスの高付加価値化に向けた支援や持続可能な地域
となるような事業再生に向けた支援を計画的・継続的
に講ずること。

４．葬祭業者の登録制・届出制
（１）現在、葬祭業は、墓地埋葬法第３条の遵守以外に許

認可・届出等の法規制が存在しないことから、イン
ターネットを活用して葬儀社の紹介に特化し、施行に
対して責任を持たない事業者が増えている。一部地
域では、火葬までの時間がかかるため、ご遺体保管を
ビジネスとして請け負う事業者も出現しており、公衆衛
生上、近隣住民と大きなトラブルになっているケースも
ある。

　　このため、こうした問題の実態調査を行うほか、社会
的な対応や現在法的根拠のない葬祭業界において、
登録制・届出制とすること。

（２）行政（地方自治体）と葬祭業組合及び葬祭業者が連
携して終活サポートを行うための体制整備に向けた支
援を行うこと。

５．自動車特定整備業に対する補助金等の創設
　近年の自動車整備業界では、ハイブリッド車や電気自動
車の普及により複雑化、高度化する技術に対応した自動ブ
レーキ等の安全性能の向上や高度なコンピュータ化が進
み、整備工場においても特定整備に対応した新たな設備
投資が必要になってきている。しかし、高度な検査機器の

導入等の特定整備への設備投資には多額の費用がかか
るため、中小企業等が設備投資を積極的に促進できるよう
に補助金等の予算を確保するとともに、補助金等の早期公
募や増額、自動車整備業に特化した工場等の設備投資
補助金の創設等具体的な支援策を講じること。

６．石油販売業界の持続的な発展・維持を目的とした支
援策の強化

（１）カーボンニュートラルの実現に向けた合成液体燃料開
発予算の拡充

　　自動車のカーボンニュートラルの方向性が不透明で
ある中、これからの経営に与える影響や具体的なロー
ドマップがいまだ示されていない。ガソリンスタンドは、地
域のサービスステーションとして平時・災害時にも安定
供給責務を全うすることが必要であり、そのための具
体的なロードマップの策定や経営多角化・事業転換
等の政策支援に加え、既存のサービスステーションの
インフラがそのまま活用できる二酸化炭素と水素から
製造する「合成液体燃料」の早期実用化に向けた開
発にかかる予算や石油元売りに対するグリーンイノ
ベーション基金をはじめとした更なる予算を拡充するこ
と。

（２）「過疎地問題」を解消するサービスステーションの存続
対策の強化

　　全国のサービスステーション数は、ガソリン需要の減
少、後継者難等により減少し続けているが、近隣に
サービスステーションがない住民にとっては、自家用車
や農業機械等への燃料供給や移動手段を持たない
高齢者への冬場の灯油配達などに支障をきたし、「過
疎地問題」が顕著化されつつあるため、地域住民の生
活環境の維持及び防災上の観点から自治体等が
サービスステーションの存続についての対策を積極的
に取り組むこと。

（３）長引く原油価格の高騰により燃料油激変緩和補助金
が延長されているが、地政学的なリスク要因を背景と
した今後の価格高騰リスク等や様々な経済情勢を見
極めるため、措置期間をさらに延長すること。

７．市街化調整区域における物流施設等の開発許可へ
の対応

　中小企業者が全体の99％を占めるトラック業界におい
て、自然災害対策や事業継続に向けた営業所や物流施
設等の移転・新設、共同化や事業集約における施設整備
等の適正な用地取得が難しくなっている一方で、自然災害
は以前より頻発・激甚化する傾向にあり、緊急物資の輸送
等を担うトラック運送事業者の役割はより重要となっている。
　現状、市街化調整区域等において物流施設等の開発
を行う場合、開発許可が必要といった立地規制があり、こ
れが自然災害対策や事業継続力強化に向けた施設整備
を行う際の投資意欲を低下させる一要因にもなっているこ
とから、開発許可に要する時間を短縮するなどの必要性を
見直すこと。

① 総合経済・中小企業対策
１．中小企業・小規模事業者の新たな成長・持続的発展を
支える経済再生支援

（１）経済が回復基調にある中で、その回復エンジンを力強
く、本格的なものとするために、挑戦意欲のある中小企
業・小規模事業者が組合等を活用してさらなる成長促
進を図るための施策を講じること。

 　また、その構築にあっては、活用方法の明快さ、申請書
類等の簡素化など、活用しやすいしくみ、制度設計とす
ること。

（２）地域商業・サービス業に対する消費喚起の支援策の拡
充及び継続
①物価高による消費者の買い控えが影響し、適正な価格
転嫁が進まない中で、地方の小売業や宿泊、飲食店等
の事業者の多くは、引き続き厳しい状況が続いている。
今後も地域商業・サービス業に対する賑わいを創出す
るイベント開催への補助金の交付や先払いの地域商
品券、食事券、宿泊券等の発行による消費喚起の支援
策を拡充及び継続すること。　　　　   ≪重点要望≫

②観光関連産業において、地域によっては「全国旅行支
援」や自治体独自の旅行支援策を講じているところもあ
り、インバウンドの回復と相まって全国的に賑わいが戻っ
てきている。その一方で、一部の観光地・観光エリアで
はサービス業従事者の人手不足や交通費・燃料費の
高騰による旅行者の伸び悩みが懸念されており、地域
経済を支える観光関連産業の継続的な支援の強化を
長期にわたって行うこと。

（３）早期の入込客数回復に向けた地域経済の活性化支援
①早期の入込客数回復に向け、観光地での消費喚起を
促進するために、高速道路料金の減免や魅力ある地
域資源と結びつけた誘客推進等観光振興策を推進す
ること。
　また、観光地での感染症予防措置への対応に設備や
システム等の導入、修繕が必要となっていることから、
観光客の受入れ態勢整備への補助金等の支援策を
創設すること。

②日本は円安という追い風によりインバウンドが回復してお
り、多様化する訪日外国人旅行者のニーズに対応して
いく必要があるため、快適に旅行を満喫できる環境整
備及び災害など緊急時への対応として、多言語での観
光情報提供機能の強化、無料Ｗｉ－Ｆｉサービスの整
備、キャッシュレス決済の普及、バリアフリー化の推進、
ＭＩＣＥの誘致・開催支援など既存の旅館・ホテルに対
する観光客の受入れ体制整備への補助金等の支援
策を強化すること。

（４）観光客増加のための全国旅行支援の継続並びに助成

金等の拡充
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの
５類移行に伴い、観光を通じた国内の交流活発化によ
る地域経済の活性化が期待できるため、全国旅行支援
を当面継続すること。
また、観光産業の発展は、地域経済の活性化や雇用の
増大等につながるため、地域経済を牽引する産業分野
の一つとして燃料価格高騰の影響を受ける観光関連
事業者の事業継続を促すためにも、経営状況が回復す
るまでは、助成金等の支援策を講じること。

（5）航空機業界への支援
①航空機産業は、回復傾向が顕著になったといえども経
営面では厳しい状況が続いている。コロナ禍を経て航
空機産業一辺倒の危うさに気付いた部分もあり、新分
野進出が新たなテーマになってくる。今後とも諸支援
策のほか、競争力の強化・維持支援策や新ビジネス展
開支援を充実すること。

②中部地域は、アジアＮｏ.１航空宇宙産業クラスター形成
特区に指定されており、航空機部品の産業集積地とし
て地域経済の発展に大きく寄与している。民間航空機
市場は、一時はコロナ禍で落ち込んだものの、今後の
旅客需要は増加が見込まれており、航空機産業の集
積地である中部地域は大きなポテンシャルを有している
ことから、中部地域の航空機製造サプライヤーの事業
継続や人材確保、新分野展開などの支援強化に取り
組むこと。

２．中小企業者支援施策
（１）国が実施する各種支援施策に関する情報周知の徹底

並びに事務手続きの簡素化を図ること。
（２）カーボンニュートラルの推進やサーキュラーエコノミーの

実現及びDX等経営力強化・生産性向上に取り組む中
小企業者に対する支援施策を拡充すること。

（３）地域資源や観光資源を活用した取り組みを行う中小企
業者に対する支援施策を拡充すること。

（４）外的要因による経営環境の変化に対応するため、事業
転換や業態変化を図る中小企業者への支援施策を拡
充すること。

（５）中小企業支援施策は、地域経済を支える中小企業の
成長を強力に後押しするとともに、地域の実情に応じて
適切で分かりやすい施策とすること。とりわけ、全体の９
割を占める小規模事業者の意欲ある取り組みを強力に
支援すること。

（６）各種業法の運用解釈が自治体によって異なる場合に
は、中小企業者にとって負担軽減となるような統一見解
を示すこと。

（７）省力化・省人化に資する設備等の導入により人手不足
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ＤＸ導入支援研修会を開催
　中央会は、8月8日にOKBふれあい会館で、「失敗事例から学ぶデ
ジタル化への第一歩」をテーマとしたDX導入支援研修会を開催し、
16名が参加した。
　研修会では、DX導入に向けた中小企業等からの相談に対応して
いる4人のDXアドバイザーが講師を務め、デジタル化の必要性と取り
組むにあたって上手くいかない要因などを失敗事例とともに紹介し
た。
　また、研修会後は個別相談会も実施。参加者より組合員に勤怠管
理に関する情報提供を行う場合に関する相談があり、本事業で組合
単位での啓発セミナーや個別相談会が開催できる事を情報提供す
るなど、デジタル化への取り組みを後押しするアドバイスを行った。

研修会の様子

自動車部品サプライヤーイノベーション応援セミナーを開催
　中央会は、9月6日にホテルグランヴェール岐山で、「海外主要ＥⅤ
メーカーの技術、サプライヤー動向」についてをテーマとした自動車
部品サプライヤーイノベーション応援セミナーを開催し、約60人が
参加した。
　講師はマークラインズ株式会社 取締役　コンサルティング事業
部管掌兼ベンチマークセンター長の浅田浩之氏が務め、欧州や
中国等のBEV先進国の自動車産業の現状や最新テクノロジーの
動向を紹介し、中小部品サプライヤーの掴むべき勝機について解
説があった。
　浅田氏は、「現在、電気自動車（EV）の需要が鈍化傾向にある
が、EVシフトが進んでいくのは間違いない。海外EVメーカー上位２社の「Tesla」、「BYD」の電気自動車販売台数
は前年同月比（2024年7月）で増加している。EV化に伴う自動車構成部品の変化において、まだまだ開発余地が
ある熱マネージメントや空調システム関係などが今後の勝機の一つになる。」と説明した。

セミナーの様子

組合事務局スキルアップ講座を開催
　中央会は、組合事務局役職員等を対象にした「組合事務局スキ
ルアップ講座」を開催した。
　本講座は、テーマ別研修会により、組合に関する様々な知識を
学ぶもので、岐阜・東濃・飛騨の三会場で、「組合制度」、「組合会
計」の２テーマで実施している。計６回開催のうち、飛騨会場にて
組合会計を9月5日、組合制度を9月12日、東濃会場にて組合会計
を9月18日、組合制度を9月24日に開催した。

飛騨会場のスキルアップ講座の様子

講師に税理士の森靖氏を迎え、「一から確認！組合会計の基
礎」をテーマに①組合会計の原則、②組合特有の会計処理、
③決算関係書類の作成について解説があったほか、消費税イ
ンボイス制度についての説明があった。
講師を中央会指導員が務め、「基礎からしっかり！～組合の基礎知識と組合制度の再確認～」をテーマに、組合事務
マニュアルを基に基礎的な組合制度について解説を行った。

組合会計：

組合制度：

　岐阜会場の組合制度は10月11日、組合会計は10月16日に開催します。飛騨・東濃会場で都合がつかなかった方や
もう一度聞いてみたい方など、たくさんのご参加お待ちしております。詳細は、本会ホームページをご確認ください。
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第７6回中小企業団体全国大会に係る
要望事項（東海・北陸ブロック案）
第７6回中小企業団体全国大会に係る
要望事項（東海・北陸ブロック案）

　東海・北陸ブロック中央会では、各県の中央会より提出された国等に対する要望事項について、「東海北陸ブ
ロック事務局代表者会議」において「東海・北陸ブロック中央会要望事項」をとりまとめましたのでご報告します。
　なお、全国中央会では、各ブロックから出された要望事項をとりまとめ、10月24日に福井県福井市の「フェニッ
クス・プラザ」で開催する『第76回中小企業団体全国大会』において決議する予定です。

特 集

※岐阜県からの要望事項を反映している部分について、太字で示しています。

の解消を図る中小企業者に対する支援施策を拡充す
ること。　　　　　　　　　　　　　 ≪重点要望≫

３．情報化支援の拡充・強化（ＩＴ化）
（１）中小企業並びに中小企業組合へのＩＴ化・ＤＸ推進の

ためのハード面（情報機器導入資金補助等）・ソフト面
（情報担当者育成、システム開発支援等）の支援体制
を拡充・強化すること。

　　また、デジタル社会が進展する中で、ＤＸの概念や活
用手法を中小企業に広く普及する必要がある。組合を
活用することで、ＤＸ推進をより効率的に実施できること
から、組合を通じた中小企業のＤＸ推進対策を実施す
ること。

（２）個人情報保護法への対応、情報セキュリティに関する
専門人材の育成や中小企業における情報セキュリティ
対策に対する一層の支援を拡充すること。

（３）ＩＴやＤＸは中小企業等の生産性向上や経営の活性化
を図るために有効であるが、その利活用において中小
企業等と大企業との格差が広がっている。また、近年は
タブレット・スマートフォン等で操作性が向上しているこ
とから、中小企業等が利活用できるＩＴ導入やＤＸ推進
に取り組むリスキリングに関する助成制度等ＩＴスキル・
能力向上のための支援策を講じること。

（４）情報化の進展に伴いサイバー攻撃の脅威が増加して
いる中で、企業がサイバー攻撃を受けると金銭的な損
失に留まらず、取引先の信用も失うなど多大な被害と
なる可能性が高く、その対策への取り組みが重要で
あるものの、中小企業等にとって設備導入やシステム
導入は負担が大きいため、補助金等の支援措置を講
じること。

（５）サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業（ＩＴ導入補助
金）の継続・拡充を図ること。

４．組合士制度
（１）中小企業組合士の社会的地位と資質向上を図るた

め、中小企業組合士制度の積極的な振興策を講じる
こと。

（２）「中小企業組合士制度」は、組合事務局の資質向上を
図るとともに中小企業組合の活力ある発展と企業の育
成に寄与している。このため、中小企業組合士の社会
的地位と資質向上並びに組合士制度促進のため、国
家資格化を図ること。

５．組合制度
　中小企業組合が景気の変動に対応し継続して活性化す
るとともに、組合員の経済活動の促進を図り円滑な組合運
営を行うため、次の組合制度を改善すること。
（１）時代の移り変わりとともに、既存事業の見直しを行い、

組合員のニーズに合った新事業の立ち上げは、組合
存続のために必要不可欠と思われるが、事業の効率
や採算を考えた場合、員外利用の20％が高い壁となっ
て、組合員のニーズに応えられない。

　　経済事業活動をさらに拡大、活発化させ、安定的かつ
円滑に組合運営を行うため、員外利用制限の緩和を
図ること。

（２）地方、特に人口減少地域にある共同店舗組合におい
ては、組合員の廃業や脱退などから店舗自体の運営
維持も難しい状況があることから、そこで、出資を伴わ
ないテナント出店や大企業等の出店等、利用制限を超
えた員外者の施設利用を認めるなど柔軟な運用を行
うこと。

（３）商店街振興組合において、テナント運営となっている店
舗も多く、理事会や総会の出席率の低下及び理事を引

き受ける人の減少が著しいこともあり、円滑な組合事業
推進を図るため、商店街振興組合における員外理事の
制限を緩和すること。

（４）事業協同組合及び商店街振興組合等の設立要件を
緩和すること。

（５）協同組合や商店街振興組合等において事業承継が
円滑にいかず、廃業を検討している組合員に対しての
支援として、組合自体が事業承継につながるよう、その
組合員の経営を行うことができるように共同事業の範囲
を拡大すること。

（６）役員の選挙の方法として指名推選を規定しているが、
この選挙方法を採用するためには、総会に出席した者
全員が同意し、さらに選考委員が選んだ候補者を一括
して出席者全員が同意する必要があるが、この出席者
全員の同意という条件は厳しいので出席者の３分の２
の同意で実施できるように緩和すること。

６．建設関連業種への支援
（１）建設業は、地方にとって経済、雇用、地域の活力を左右

する重要な産業であり、社会資本の整備、維持管理を
通し、災害時の対応など住民の安心・安全に寄与する
産業である。その担い手である地方中小企業の健全な
利益の確保と計画的な人材確保・養成、設備投資が
必要であることから、地方中小企業向け公共事業に対
する長期的かつ安定的な発注計画を作成すること。

（２）将来にわたる公共工事の品質確保とその担い手の中
長期的な育成・確保に向けて、適正な利益を確保する
ため、最低制限価格の引き上げと設定範囲の上限撤廃
を行うこと。

７．地域資源の活用支援
　地域資源を活用し、地方経済の実態に即した景気対策
を実施するため、以下の支援を講じること。
①地産地消の推奨を図るため、公共物件における地域産
材等の使用を制度化すること。

②日本の住宅業界はウッドショックと言われる外国産木材の
供給不足とそれを補う国内産材の生産体制ができていな
いことが表面化しているため、森林整備や素材生産業者
の確保により、国産木材の安定供給、活用促進のための
支援策を拡充・強化すること。

８．中小企業の海外販路開拓支援の強化
　国内中小企業が今後とも成長・発展を遂げるには、アジ
ア諸国をはじめとする海外市場を取り込んでいく必要があ
るため、経験が乏しい中小企業が海外展開に取り組むうえ
で必要な情報やノウハウの提供、フィージビリティスタディや
プロモーション活動などについての支援策を積極的に努め
ること。

９．人材確保・後継者育成・事業承継・事業継続対策
（１）中小企業の後継者育成に関する支援策を拡充・強化

するため、広い視野や新しい視点から業界や社会情勢
を見ることができる人材育成に努めている組合青年部・
女性部組織等を活用した資質向上や地域経済のリー
ダー養成に向けた活動等に対する助成措置等後継者
育成支援策を講じること。

（２）事業承継に係る設備投資や販路開拓に関する支援施
策を拡充すること。

（３）後継者育成・事業承継・企業の合併買収など中小企
業の存続に関する情報提供及び相談体制を強化する
こと。

（４）事業承継に関する人材養成及び後継者育成のための
支援施策の拡充及び相談体制の強化を図ること。

（５）大規模災害による社会インフラの停止や感染症による
行動制限などを貴重な教訓とし、企業の危機管理能力
を高め、緊急時における事業活動の継続を図り、サプラ
イチェーンを遮断させることなく、地域経済の維持・発
展を図るため、中小企業・小規模事業者や中小企業組
合が取り組むＢＣＰの策定・運用に対する支援措置をよ
り一層推進するとともに、中小企業強靭化法に基づく連
携型事業継続力強化計画認定後の支援策を強化する
こと。

　　また、県域を越えた連携に対する支援を強化すること。
≪重点要望≫

（６）ＢＣＰ（事業継続計画）及び事業継続力強化計画を策
定した事業者等を対象とした無停電電源装置、自家発
電設備等の防災設備の導入及び工場等の生産設備
の耐震化、制震及び免震装置等の減災設備に対する
補助金等の支援策を講じること。

10．業界固有の技能者資格等の国家資格化 
　建設工事関連業の現場作業者における「登録基幹技能
者」、中古自動車販売店の販売員が認定される「中古自動
車販売士」など、業界固有のエキスパート人材を認定する
資格制度の国家資格化を図ること。

1１．建設業許可へ許可業種「サイン工事業」新設
　大手ゼネコンの現場等の作業の際に現場許可取得を求
められる場合が発生している。現在、サイン工事（看板業）
には該当する建設業許可項目がないため、他の工事（と
び・土木・コンクリート工事業、鋼構造物工事業）で許可取
得をする必要があり、多くの手間が掛かっているため許可
業種へ追加すること。

②成長促進・発展対策
１．事業承継支援 
　中小企業の多くでは後継者の確保が難しく、経営者の
高齢化に伴う廃業が増加していることから、地域経済の活
性化を維持するためにも後継者の育成及びM&A、従業
員承継を含めた親族外承継に関する支援策を拡充・強化
すること。

③ 連携対策
１．中小企業者・組合等連携組織支援施策 
（１）中小企業者及び組合に対する経営力強靭化・成長促

進支援施策を拡充すること。
（２）組合が組合員のために行う事業に対する財政的支援

を拡充すること。
（３）中小企業連携組織対策の充実・強化
①事業協同組合をはじめとする中小企業連携組織は、
個別企業では対応の難しい生産性の向上や人材の
確保などに大きな役割を果たしていることから、中小企
業連携組織対策を中小企業対策の重要な柱として位
置付け、拡充すること。　　　　　　　≪重点要望≫

②小規模企業振興基本法による小規模企業者に対して
の支援策の拡充に伴い、小規模企業者で組織する組
合等については、各種補助金の補助率10／10にする
など、早急に支援の充実を図ること。

③事業協同組合をはじめとする中小企業連携組織は、個
別企業では対応の難しい生産性の向上や人材の確保
などに大きな役割を果たしていることから、中小企業連
携組織対策を中小企業対策の重要な柱として位置付
け、拡充するとともに、同対策の実施を担う中小企業団
体中央会の指導体制を強化し、中小企業等協同組合

法などによる連携組織を積極的に支援できるよう十分な
予算措置を講じること。

④中小企業団体中央会の連携組織に対するコーディ
ネート機能を強化するため、中央会指導員の資質向上
に対し十分な予算措置を講じること。

２．中小企業者の官公需受注機会の確保 
（１）国は、「官公需についての中小企業の受注の確保に関

する法律（官公需法）」並びに毎年度出される「中小企
業者に関する国等の契約の方針」に基づき、中小企業
者並びに官公需適格組合への官公需発注の増大に
努めること。

　　また、国等の発注機関は、年間を通じて発注の標準化
に努めること。

（２）地方公共団体を含めた各発注機関に対して、官公需
施策への理解を深めるための指導を行うとともに地元中
小企業や官公需適格組合等の受注機会増大に向け
た取り組みを推進すること。

（３）地方公共団体を含めた各発注機関に対して、エネル
ギー、資材価格や労務費等のコスト上昇分に対応した
必要経費等の発注価格への反映がなされるよう指導を
強化すること。

（４）地方公共団体を含めた各発注機関に対して、少額随
意契約の見直し及び最低制限価格制度等の活用を促
進するなど、適正価格での受注機会の確保がなされる
よう指導すること。

　　中小企業等は、地方自治体からの発注が減少するな
か、受注確保のため、低入札価格での受注競争が激
化しており健全な事業活動が行えていない。適正価格
での受注確保のため、国及び地方自治体は最低制限
価格制度を導入している場合、入札が不調になるという
ことは低価格競争に繋がっていることを認識し、最低制
限価格の金額を見直すほか、著しい低価格による落札
が行われないよう低入札価格調査制度を積極的かつ
適切に運用すること。

　　また、人件費及び原材料の上昇といった状況を反映し
ていないことから、インフレ条項の適用により、適正な価
格での柔軟な発注にも努めること。

（５）地方公共団体を含めた各発注機関に対して、官公需
適格組合との緊急時における災害協定等の締結並び
に協定に基づいた優先発注の推進を指導すること。

（６）官公需適格組合やカーボンニュートラルの推進など環
境に配慮した取り組みを行っている中小企業等に対し、
審査時における加点等の措置を講じること。

（７）適切な予定価格の作成にあたっては、需給の状況、原
材料及び人件費等の最新の実勢価格等を踏まえ、参
考見積をもとに予定価格を設定することとし、随意契約
の場合には参考見積を聴取した事業者に対しても取引
から排除しないこと。

３．特定地域づくり事業協同組合制度の拡充・改善
　「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業
の推進に関する法律」に基づく特定地域づくり事業協同組
合制度は、人口急減地域において、地域の仕事を組み合わ
せて年間を通じた仕事を創出し、組合で職員を雇用し事業
者に派遣することにより、安定的な雇用環境や一定の給与
水準を確保することで移住・定住を促進し、その地域の活
性化につながることから、制度の周知を継続的に図るととも
に、永続的かつ着実な財政支援措置を講じること。

④ 地域経済・振興対策
－

⑤ 金融対策
１．中小企業への円滑な資金供給体制の確立と金融機関
への指導継続

（１）金融機関によるリレーションシップバンキング機能や、事
業性評価を重視した円滑で迅速な融資を可能とする
こと。

（２）経済対策に呼応した融資条件の緩和等中小企業金融
対策の一層の充実
①経済環境の急激な変化（エネルギー・原材料価格の
高騰や過度な円安、人手不足等）や、取引先の経営
状況の悪化等を乗り越えるための、地域や業種や業
態に合わせた機動的な金融施策の拡充を図ること。
　　　　　　　　　　　　　　　   ≪重点要望≫

②エネルギーや原材料価格等の高騰により、日々の運転
資金に支障をきたす中小企業者に対する適切かつ迅
速な資金繰り支援のほか、経済社会の構造等の変化
に適応していくための経営改善・事業転換に係る金融
支援、そしてコロナ禍で増大した債務（ゼロゼロ融資な
ど）に対応する事業者への事業再生支援など、事業者
の実情に応じた金融支援を講じること。

③金融庁は、金融機関の「経営者保証に関するガイドライ
ン」の積極的な活用を監督し、融資慣行として浸透・定
着を図るとともに、令和６年３月にスタートした保証料率
の上乗せにより経営者保証を提供しないことを選択でき
る信用保証制度の周知徹底及び経営者保証に依存し
ない融資慣行の確立を更に加速させるために策定され
た「経営者保証改革プログラム」に基づく積極的な融
資の推進を図ること。

④業績の回復していない事業者に対する既往貸付に対
する条件緩和や、借換等の制度の維持・拡充を図る
こと。
⑤コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進み、民間
金融機関に対して実質無利子・無担保融資の返済
が行われている中、中小企業等が債務超過や赤字と
なった場合でも事業再構築などの前向きな取組の促
進など、地域の金融機関においては、個々の中小企業
等の実態を踏まえた新たな資金需要の支援を強化す
ること。
⑥スタートアップ企業との連携・DX・GX・SDGｓ等、更なる
成長に向けた取組みや円滑な事業承継等を支援する
金融施策の充実を図ること。

⑦「事業成長担保権」制度の早期導入並びに活用に向
けた体制強化及びサポート態勢の整備を行うこと。

⑧日本銀行のマイナス金利解除の実行に伴い、借入金利
の引き上げがあった場合に、中小企業等は借換えや新
規借入れ時の返済負担増に苦慮する可能性が高まる
ため、現状では、賃上げと物価高騰に加え、利上げが
実行されると経営悪化が見込まれることから、セーフティ
ネットによる金利引き下げの措置をとり、マイナス金利解
除の影響が企業経営に及ばないように柔軟な対応を
行うこと。　　　　　　　　　　　　  ≪重点要望≫

⑨金融機関による経営改善・事業再生支援等の伴走支
援を一層推進するための施策を強化すること。

⑩制度改正等による資金需要に対して、業種・業態を考
慮した金融措置を策定すること。

２．政府系金融機関の更なる機能強化と融資制度の拡充
（１）緊急時をはじめ商工中金及び日本政策金融公庫の果

たす役割がますます重要になってきており、中小企業等
の状況を的確に把握して実情に合った事業を展開する
など、機能の強化を図るとともに、地域の中核となる中小
企業等の事業転換・設備投資、中小企業組合や地域

資源を活用する企業連携体を支援するため、融資制度
を拡充すること。

　　また、令和５年６月14日に改正商工中金法が成立した
が、引き続き、組合及び中小企業等の金融の円滑化を
目的とし、足もとで加速する様々な事業環境変化に挑戦
する中小企業等への支援を維持・強化すること。

（２）経済環境の急激な変化を乗り越えるための相談対応の
充実及び特別貸付の拡充を図ること。

（３）セーフティネット機能を発揮するための危機対応業務の
拡充を図ること。

（４）資金提供の円滑化を図るため融資対象事業の評価に
基づく低金利等優遇措置をとること。

（５）事業承継や人手不足等、企業が抱える課題解決に対
する支援機能を強化すること。

３．信用補完制度の充実 
（１）「経営者保証に関するガイドライン」に基づいた、不動産

担保や人的保証に依存しない融資制度の促進を図る
こと。

（２）金融機関と連携した保証審査期間の短縮化や、事務
の簡略化を図ること。

（３）信用保証協会のセーフティネット保証は資金調達力の
弱い中小企業・小規模事業者をサポートする重要な施
策であるため、信用保証協会の基金補助金の確保及
び信用保険向け政府出資金を確保すること。

（４）経済環境の急激な変化等の緊急時における特別貸付
（無利子・無保証融資等）に対する保証条件を緩和す
るとともに、条件変更による追加信用保証料についても
免除すること。

（５）返済履歴を考慮した保証料率の引き下げ等の優遇措
置を図ること。

４．高度化融資制度の弾力的運用
（１）高度化融資制度の充実強化を図り、個人保証について

は求めないこと。
（２）高度化資金の返済について、組合の運営は組合員の

減少等により非常に厳しい状況にあり、当初の返済期
限や返済額を履行できない組合が多数出てきている
ので、返済条件の緩和について一層弾力的に運用す
ること。

５．中小企業倒産防止共済制度の見直し
　中小企業倒産防止共済制度は、取り引き先の倒産・廃業
など貸し倒れリスク及び連鎖倒産を防止する備えとして意義
ある制度であるため、次の見直しを行うこと。
①共済金貸付時に貸付額の10％を掛金総額から控除す
る制度は負担が大きいため、廃止すること。
②共済に加入して間もない時期でも、取引先の突発的な
倒産に対して貸付が受けられるよう６ヶ月未満の貸付
制限を見直すこと。

⑥ 税制対策
１．消費税
（１）消費税率引上げに伴う中小企業における事務負担軽

減措置の導入等、十分な対策を取ること。
（２）国際情勢の影響等により経済が悪化している現状を鑑

み、消費税の基本税率の見直しや二重課税（ガソリン
税、酒税、タバコ税等）の解消を検討すること。

（３）消費税の適正かつ円滑な価格転嫁を図るため、違反行
為に対しては引き続き監視と摘発を徹底すること。

（４）現在、免税事業者については課税売上高が１千万円
以下、簡易課税制度については課税売上高が５千万

円以下の事業者に対して適用されているが、零細事業
者の事務負担を考慮しこの制度を維持すること。

（５）インボイス制度について、業種・業態ごとの実情や取引
の実態を踏まえた負担軽減措置及びシステム改修等に
対する十分な支援策を講じるとともに丁寧な制度周知
に努めること。

　　また、仕組みを簡素化し２割特例や少額特例等の負
担軽減策の延長や恒久化、または追加的措置の導入
など、中小事業等の状況を踏まえた柔軟な運用を行う
こと。

（６）インボイス制度や電子帳簿保存法など、既にスタートし
た税制に関する新たな制度等への対応を進めるのと
併せて「業務のデジタル化（DX）」に取り組むことによ
り、人的資源に乏しい中小企業のバックオフィス業務全
体の効率化を進めるための会計ソフトの導入や既存ソ
フトの改修、クラウドサービスの活用などに係る経費の
補助を講じること。

２．法人税
（１）国際競争力の向上を図り、国内投資や雇用創出を促進

するため、中小企業の成長を第一に、法人税率の更な
る引き下げと中小法人に対する軽減税率の延長・引き
下げを図ること。

（２）中小企業等の法人実効税率を引下げること。
（３）企業組合及び協業組合の法人税率を引き下げること。
（４）収益の悪化している中小企業を支援するため、欠損金

繰戻還付請求制度の拡充及び繰越控除期間を延長
すること。

（５）中小企業組合において、賦課金収入に対する課税を撤
廃すること。

（６）中小企業及び中小企業組合の軽減税率を引き下げる
とともに、適用所得金額を撤廃すること。

　　我が国の経済成長の源泉である中小企業等の経営
基盤や国際競争力の強化、また、創業促進の観点から
も、中小企業組合及び中小企業に対する法人税率は、
現行の軽減税率15％からさらに引き下げるとともに、適
用所得金額については撤廃すること。

（７）賃上げ促進税制における要件の緩和及び控除率を引
き上げること。

（８）中小法人の軽減税率を引下げ、適用所得金額を見直
すこと。

（９）ＤＸ及び設備投資に係る減価償却資産特例を拡充す
ること。

（10）税制上の優遇を受けられる中小企業の定義となる資
本金額を引き上げること。

（11）法人事業税の外形標準課税の中小企業への適用拡
大や中小法人向け租税特別措置の利用制限を行わな
いこと。

（12）激甚災害に指定された地域の企業への寄付金の損
金算入限度額を引き上げること。

（13）各種減税申請を行う際の手続きの簡素化を図ること。

３．同族会社・事業承継税制
（１）「個人版事業承継税制」が創設されるなど抜本的に拡

充されたが、中小企業が事業基盤を損なうことなく、後
継者に円滑に事業を承継し発展できるよう、自社株の評
価方法等についての更なる見直しや簡素化を推し進
め、制度の更なる充実を図ること。

（２）中小企業等の事業承継が円滑に行われるように、事業
承継税制を活用することで後継者が取得した自社株式
に係る贈与税・相続税について、納税猶予を受けられる
が、雇用維持要件を満たせなかった場合、書類の提出
や助言が必要となるなど、中小企業等への負担が大き

い。事業承継を円滑に行うためにも、非課税贈与額の拡
大などにより、事業承継税制の一層の拡充を図ること。

（３）事業承継税制は、平成30年度税制改正において、10
年間（平成30年1月1日から令和9年12月31日まで）、納
税猶予の対象となる非上場株式等の制限（総株式数
の最大３分の２まで）の撤廃や納税猶予割合の引上げ
（80％から100％）等の特例措置が創設されたが、多くの
中小企業では事業承継への対応が進んでおらず、後
継者に円滑に事業を承継し発展できるよう、特例措置
適用期間の延長を図ること。

（４）事業承継・引継ぎを契機とする業態転換や多角化を含
む新たな取り組みを支援する「事業承継・引継ぎ補助
金」はあるものの、実情として事業承継には時間を要す
ることが想定され、公募期間や事業期間を長くするなど
中小企業事業者にとってより効果的な運用となるよう制
度を拡充・強化すること。

（５）事業承継を円滑に行うため相続税・贈与税の納税猶予
及び免除の特例措置期間の延長や手続きの簡素化を
図ること。また、取引相場のない株式の評価方法を見直
すこと。

４．中小企業投資促進税制
　中小企業の思い切った設備投資を可能とし、生産性の一
層の向上を実現するため、新分野進出の際の税制優遇を
含め、中小企業投資促進税制及び経営強化税制の更なる
拡充を図ること。また、本税制について恒久化を図ること。

５．自動車関係税制
（１）我が国の自動車関係諸税については、税負担が複雑

で過重となっており、さらに、消費税率の引き上げに伴い
一段と税負担が重くなっているので、自動車関係諸税を
整理し、軽減すること。

（２）生産･製造工程などで使用する軽油に対する軽油引
取税の免税措置を恒久化･拡充すること。

（３）揮発油税は、消費税との二重課税であることから過重
な税負担を見直すこと。

（４）低年式自動車に対する自動車税のあり方を見直すこ
と。

（５）一般財源となった自動車重量税を廃止すること。

６．事業所税の廃止
　政令指定都市や人口30万人以上の指定市などに課せら
れている事業所税を廃止すること。

７．償却資産に係る固定資産税の廃止　　
　償却資産に係る固定資産税は、多数の設備を有する製
造業や建設業など特定の業種に負担が偏っているといった
業種間の税負担の偏在、中小企業の設備投資意欲の低下
や事務負担を増加させる一要因にもなっていることから、廃
止すること。

８．食事支給の非課税枠の引き上げ又は上限の撤廃
　近年、弁当製造のための原材料費の高騰等の影響もあ
り、製造コストが上昇しているが、その上昇分を価格に転嫁
するにあたり、提供先である事業者の食事支給の非課税
枠が所得税法上、月3,500円以下であるため、事業者は事
業主負担が3,500円以下になるように調整しており、価格引
き上げ交渉が困難となっている。このため、食事支給の非
課税枠3,500円の引き上げ又は非課税枠の上限の撤廃を
図ること。

９．その他中小企業・中小企業組合税制の充実強化
（１）「地球温暖化対策のための税」、いわゆる環境税の導

入により、全化石燃料に対してＣＯ₂排出量に応じた税
率が石油石炭税に上乗せされているが、中小企業者に
おいて過度の負担増とならないよう、免税・還付措置等
の負担軽減措置を講じること。

（２）賞与及び退職給付金の繰入の損金算入ができれば、
中小企業の内部留保が増え、従業員の福利厚生の充
実や経済活力を取り戻すことにつながるので、制度を復
活させること。

（３）役員報酬は、職務執行の対価であるにもかかわらず、損
金算入には、定期同額給与や事前確定届出給与など
厳しい制約が課せられているが、経営基盤が不安定な
中小企業の実態を踏まえ、役員報酬を弾力的に改訂で
き、損金算入できる制度にすること。

（４）自社利用目的のソフトウェア（無形固定資産）の償却年
数を、現行の５年から３年に短縮すること。

（５）消費の拡大を通じて経済活性化を図るため、資本金１
億円以下の中小法人の交際費について年800万円ま
で損金算入できる時限措置（令和９年３月末まで）を恒
久化すること。

（６）電力多消費産業に適応されている再生可能エネル
ギー発電促進賦課金の減免制度の見直しについては、
企業の負担増となり、国際競争力の低下につながるた
め、実施しないこと。

（７）鉄筋コンクリートや鉄骨鉄筋コンクリート造りのホテル・
旅館の固定資産税評価における最終残価率到達年
数が50年から45年に短縮されたが、未だ大きな負担と
なっているため、さらなる短縮化を図るほか、法人税に
準じた固定資産税の減免又は免除など見直しが確実
に実施されること。

（８）事業用地や公共・公益性のある共同施設などへの固
定資産税の軽減制度等、中小企業と地域にとって真に
実効ある固定資産税の負担軽減のための措置を講じ
ること。

（９）中小企業の事業再構築又は新分野進出・新事業への
取り組みに関する税制措置を講じること。

⑦ 労働対策
１．雇用・労働施策の拡充
（１）急速な少子高齢化が進展する中で、貴重な労働力であ

る子育て世代の労働者がその能力を発揮するために
は、働きながら育児ができる環境を整備する必要がある
ため、認可保育所においては、土・日曜日保育の実施と
延長保育時間の拡充や病児保育に対応することを認
可条件にするとともに、保育所に対して必要な経費を支
援すること。

　　また、保育士の確保や継続就業は待機児童問題の解
消につながるため、保育士養成学校の拡充並びに保育
士の処遇改善に努めるとともに不登校児童・生徒等の
受け皿となっているフリースクールへの財政支援を行う
こと。

（２）働き方改革関係法令の施行に伴い、その運用にあたっ
ては、中小企業にとって過度な負担とならないよう十分
に配慮するとともに、多様な働き方の実現に向け、中小
企業が対応しやすい環境を整備すること。

（３）働き方改革による時間外労働の上限規制については、
立場の弱い中小企業では、取引先の都合等により依然
として実施が困難な状況にある。特に、令和６年４月か
ら時間外労働の上限規制が適用された自動車運転業
務については、運送業界に限らず、経済全体に大きな
影響があることから、時間外労働につながる取引慣行
の見直しを推進すること。

　　また、同じく時間外労働の上限規制が適用された建設

業については、上限規制を考慮した工期設定を行うこ
と。　　　　　　　　　　　　　　　 ≪重点要望≫

（４）定年延長や継続雇用の延長など高齢者の雇用推進整
備に取り組む小規模・零細事業者に対し、積極的な支
援策を講じること。

２．中小企業の経営状況等を踏まえた最低賃金の設定及
び賃上げ支援の充実

（１）最低賃金の設定にあたっては、地域中小企業の経営
状況や雇用実態等、地域中小企業の実情を考慮する
と共に、地方最低賃金審議会の自主性を損なわないよ
うにすること。　　　　　　　　　　　≪重点要望≫

（２）中小企業の賃上げを支援するための労務費を含む価
格転嫁を推進すると共に、助成の充実や各種補助金
等における優遇措置の強化を図ること。

３．社会保障制度
（１）社会保険制度については、中小企業の経営実態等に

配慮し、将来的に安定した制度の確立に取り組むこと。
（２）社会保険料の引上げや適用拡大については、中小企

業の活力の維持・発展を阻害することがないよう慎重に
検討すると共に、事業者の負担を軽減する措置を講ず
ること。

（３）中小企業等への負担が過度にならないよう、社会保険
の保険料率の安易な引き上げは行わないこととし、中
小企業等の賃上げに伴う社会保険料の負担軽減支援
策の創設を中心とした社会保険制度の改善を行うこ
と。

（４）少子高齢化の進展により、生産年齢人口が減少に転じ
た今、パートやアルバイトなどで働く女性の存在は、貴
重な働き手となっている。そのような中、女性の就労抑
制につながっているとされる年収「103万円」あるいは
「130万円」などの、俗にいう「年収の壁」について早期
に撤廃し、望むように働き・活躍できる社会にするため、
税制や社会保険制度の抜本的な見直しを行うこと。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪重点要望≫
（５）年収の壁の問題について、中小企業の労働力確保を

阻害することがないよう抜本的な対策を講ずること。
（６）働き方改革関連法改正の猶予期間終了による影響を

受ける業種への支援を強化すること。

４．教育・人材育成
（１）大都市圏への人口の一極集中を是正し、地域に必要な

人材を呼び込み、地方の中小企業の人材確保を促進
するため、ＵＩＪターン等に係る各種助成を創設・拡充す
ること。

　　また、外国人留学生や特定技能を取得した外国人を
地方の中小企業へ就職を促すなど支援を強化し、地方
の中小企業への外国人材の雇用を促進すること。

（２）中小企業において、人材の確保・育成は大きな経営課
題である。特に技能の継承という観点からも、ものづくり
人材の育成、若年者の確保は急務であることから、大
学等教育機関と産業界の連携によるキャリア教育・職
業教育事業に対する支援、新入社員や若手従業員の
育成・定着支援等の更なる対策を講じること。

　　また、コロナ禍では営業活動を縮小し、人材も雇調金の
活用などで凌いだ中小企業の現場では、経済活動が
回復局面を迎え、コロナ禍以前の厳しい人材不足の状
況に戻りつつある。

　　そこで、中小企業の人材確保に向けた採用活動支援
のほか、企業による教育訓練の拡充、労働者の主体的
な学びへの支援に資する助成金等の強化・拡充など、
人材の確保、育成に向けた支援策を講じること。

⑧ 人材対策
１．中小企業に対する人材の確保・定着・開発等に関する
対策の更なる推進

（１）若年者人材を確保・定着させるための支援策を強化
すること。

（２）女性、高齢者、障害者等多様な人材の更なる雇用対
策を強化すること。

（３）地域産業を支える製造業・建設業等の技能者育成、技
術・技能継承への支援を強化すること。

（４）人材育成機関としての中小企業組合に対する支援・助
成策を講じること。

（５）技能検定制度については、中小企業のニーズを踏まえ
た職種の拡充を推進すると共に、技能検定試験を実施
する中小企業組合及び運営に携わる中小企業への支
援を強化すること。また、実技試験受検手数料の減額
対象者の年齢引き上げ等を図ること。

（６）「月60時間超の時間外労働への割増賃金率」について
は、中小企業への猶予措置が令和５年３月末をもって
終了し50％へ引き上げられたが、長時間労働の要因は
業種や職種、企業規模によっても現状や背景が異なる
ことから、対応に困難な中小企業等に対して、労働時間
の縮減や年次有給休暇の取得促進、休息時間の確保
等の長時間労働抑制に向けた取り組みを行った場合
における助成金等支援策の拡充・強化を行うこと。

（７）従業員の職務に関する知識・技能やＤＸ等専門的スキ
ルの習得、リスキリングへの取組みに対する支援を充
実・強化すること。

（８）採用活動に充てられる予算や人員が限られている中
小企業においては、公的な職業紹介への期待は高く、
求職者と求人企業のマッチングの質を向上するうえで、
業種・業界のニーズを踏まえた人材と仕事のマッチング
機会を創出することが重要であることから、ハローワー
クの機能強化など、公的職業紹介のマッチングの質向
上・体制強化を求める。

（９）インターンシップは大企業と比べ知名度の低い中小企
業にとって、自社の魅力を学生に伝える有効な機会で
あり、入社後のミスマッチ防止の効果も期待できること
から、インターンシップなどを通じた中小企業で働く魅
力の発信強化と採用力向上に向けた支援を強化する
こと。

２．中小企業のニーズ等を踏まえた外国人材受入れ制度
の見直し

（１）技能実習制度並びに特定技能制度について、業界の
ニーズ等を把握した上で、対象職種・業種を拡充すると
共に、利用する中小企業等の負担とならないよう事務手
続き等の簡素化・迅速化を図ること。

（２）転籍については、大都市圏への流出防止など、地方の
人材確保に配慮した制度とすること。　 ≪重点要望≫

（３）新たに創設される「育成就労制度」への移行にあたっ
ては、現行の外国人技能実習制度の２号移行対象職
種のすべてが網羅されるよう、特定技能制度の特定産
業分野を設定するとともに、育成就労制度の対象分野
に設定すること。また、その分野については、国が設定
する明確な分類のもとに設定すること。加えて、現行の
２号移行対象職種ではない業種であっても、業界や地
域における生産性の推移、人手不足の状況を把握し、
特定技能制度の特定産業分野と育成就労制度の受
入れ対象分野に設定すること。　　　≪重点要望≫

（４）特定技能制度における悪質な登録支援機関を排除す
るための措置を講ずること。

（５）外国人材の定着に向けた中小企業及び監理団体等

の取組への支援策（好事例の共有、社宅や休憩室等
の新設・改修や送迎車両の購入等に係る経費への助
成等）を構ずること

⑨ エネルギー・環境対策
１．環境・エネルギー
１）中小企業者が取り組む環境保全義務対策（緑化・騒
音・水質・ＰＦＡＳ・ＰＣＢ・アスベスト・廃プラチック等）に
対する支援を強化・拡充すること。特に、アスベスト含
有廃棄物及びPCB廃棄物の処理に係る費用を全額
負担するなど財政支援措置を講じること。

（２）土壌汚染対策を行うための調査及び除去等について
は、中小企業者にとって過度な負担とならないように要
件の緩和や財政支援措置を講じること。

（３）中小企業者がＪ-クレジット制度を利活用する場合、税
制や資金等について優遇措置を講じること。

（４）エコリース促進事業補助金は、再生可能エネルギー
設備や低炭素機器をリースで導入した際リース総額の
２～５％を補助する制度であり、積極的な設備投資を
行う上で有効な手段であるが、昨年度から工作機械
等一部が除外されたため、対象機器の復活と予算の
増額を行うこと。

（５）産業廃棄物等を再利用し、再資源化するための規制
を緩和すること。

（６）珪砂産業における新規鉱山の区域決定、開発に必要
な諸手続きの申請・認可の迅速化を図ること。

２．原油・原材料高騰への支援策の強化
（１）原油・原材料価格が高騰及び人件費が上昇する中、

中小企業にとっては調達コスト、物流コストの変動によ
り、経営の安定化に影響を与えている。原油、原材料、
電力等の資源・エネルギーの安定供給並びに価格の
適正化のため、総合的な資源・エネルギー支援策を推
進すること。　　　　　　　　　　   ≪重点要望≫

（２）エネルギー、資材価格や労務費等のコスト上昇分を適
切に価格に転嫁できるよう環境整備を図るとともに、支
援施策を拡充すること。また、「価格交渉促進月間」並
びに「パートナーシップ構築宣言」に基づき、受注側企
業における労務費、原材料費、エネルギー価格等のコ
スト上昇分について、円滑に反映できる体制構築に努
めるとともに価格転嫁等の監視及び指導を強化するこ
と。

　　さらに、ガソリンや電気などのエネルギー価格等高止
まりにより影響を受ける中小企業・小規模事業者に対
し、事業負担の軽減・緩和を図るため、令和６年５月末
に終了した負担軽減策を新たに措置すること。またそ
の中には、特別高圧電力を活用する事業者への負担
軽減措置も含めること。

（３）原油、天然ガス等のエネルギー価格の高騰に対応し
た電力価格の抑制を継続するとともにエネルギーの安
定供給を行うための施策を講じること。

（４）急激なエネルギー価格の高騰によって価格転嫁の困
難な中小企業等の負担を直接的に軽減するため、国
は「電気・ガス価格激変緩和対策事業」を延長して実
施しているが、補助がなくなった場合には中小企業等
の収益の悪化が予想されるため、電気代・ガス代に関
する激変緩和対策を一定期間継続支援すること。

　　　　　　　　　　　　  　　　　　≪重点要望≫

３．電力の安定供給と省エネ・節電対策支援の強化
（１）大企業に比べて製造コストに占める電気料金の比率

が高く、代替手段に乏しい中小企業者の経営基盤が

強化されるように再生可能エネルギー発電促進賦課
金の上昇を抑制すること。

（２）電気事業法で定められている高圧電力料金における契
約電力のデマンド制について、基本料金の算定期間の
短縮（１年→６ヶ月）又は一定期間内における最大と最
低の平均電力量とする料金制度へ改定すること。

（３）仕事量が増えれば増えるほど電気を使用するため、赤
字になり、収益を圧迫する。

　　今後、コロナ禍からの回復に伴う経済活動の再開・活
性化に向けては、電力の安定供給に向けた環境整備と
中小企業者に対する電気料金のさらなる負担軽減措
置を講じること。

（４）中小企業者等に対する生産性及び脱炭素・省エネル
ギー設備の新規導入と更新などによるカーボンニュート
ラル推進に向けた支援を継続すること。

（５）省資源・省エネルギーの実現に向けた、水力、風力等
の再生可能エネルギーの活用、将来の国産資源となり
えるメタンハイドレートの調査研究を進めるなど、具体的
な対策を早急に進めること。

（６）足元では地政学的なリスク要因及び円安により石油、Ｌ
ＮＧ、石炭等のエネルギー価格が高騰しており、エネル
ギー消費機器の効率化による燃料・電力の消費抑制を
図る必要があり、国においては省エネルギー投資促進
を目的に省エネ性能の高い設備等への補助制度が確
立されている。

　　また、国は企業自らの事業の使用電力を100％再生可
能エネルギーで賄うことを目指すＲＥ100の普及に努め
ていることから、太陽光発電などの導入支援対策とし
て、再エネ電力を利用することでＣＯ₂排出削減に貢献
することを目的に、自家消費による電力費の抑制だけで
なく、余剰電力を販売する場合も含めて設備導入に関
する補助制度を拡充すること。

４．有害物質除去への支援
　国・県等行政の指導により、防火対策としてアスベストを
使用して建設した中小企業組合等の共同施設におけるア
スベストの除去や囲い込み工事への支援措置、ＰＣＢの処
理への支援拡充など、有害物質除去に対して支援を行う
こと。

５．カーボンニュートラル達成に向けた中小企業等の取
り組み支援策

　政府は「2050年カーボンニュートラル」を実現すると宣言
し、2030年度に温室効果ガスを、2013年比で46％削減する
ことを目指すと公言しており、まずは、2030年に向けて産業
部門や業務部門に対し、大幅な省エネを行うことが求めら
れている。
　中小企業等においても、それぞれの事業内容に照らし、
脱炭素、そして省エネ等に積極的かつ主体的に取り組む
必要がある一方で、経営資源に不足する中小企業等の現
場においては、脱炭素が自分のビジネスにどう関係してくる
か、何をすればいいのかといった入口のところで、足踏みす
るレベルの事業者も少なくない。
　そこで、中小企業等が関わりやすい形で、現状の認識と
対策の立案、実行に向けた支援が必要となるほか、中小企
業等の脱炭素への取り組み、課題など現場の実態に配慮
し、脱炭素に向けたロードマップ策定について、不断の見直
しを図りながら進めること。

⑩ 工業対策
１．サプライチェーン対策の充実
　原材料等を海外に依存することなく、国内で需要・供給

するための設備導入や生産拠点の整備など中小企業者に
対する補助金等の支援を講じること。
　中でも、食品加工業においては物流課題として、温度管
理がある中で、昨今のドライバー不足により、ますます物流
サプライチェーンの保持が厳しくなっている。食料輸送とい
う温度管理が必要な特殊事情を踏まえての物流サプライ
チェーンへの支援を強化すること。
　また、海外生産・調達に依存する半導体や蓄電池などの
部素材について、国内での生産体制の構築支援を求める
ほか、レアアースなどの重要鉱物について、特定の国に依
存しすぎないよう企業による海外での権益取得に対する支
援も積極的に講じること。

２．ものづくり支援対策
（１）通称「ものづくり補助金」については、中小企業・小規模

事業者の設備投資意欲の促進、事業の多角化、経営
意識の変革等、地域の産業社会を活性化する役割を
担っており、事業を通じて開発した試作品等の商品化
等をより確実なものとするためにも、本事業を恒久化す
ること。

（２）生産性向上・経営力強化に大きな役割を果たしてきた
「ものづくり補助金」について、厳しい経営環境にある中
小企業のさらなる成長発展を促すため継続すること。

（３）ものづくり補助金の事業実施体制が変更され、問合せ
対応や申請書類の要件チェック等が全国事務局にお
いて一括して行われるようになったことにより、サポート
センターに電話が繋がらないといったケースや書類審
査等に相当の時間を要していることから、事業者や支
援機関から地域事務局に対し多くの問合せが寄せら
れている。

　　そのため、全国事務局だけで一括管理・運営を行うの
ではなく、従来どおり地域事務局を有効活用するととも
に情報共有を図り、事業者に寄り添った支援体制にす
ること。

（４）ものづくり補助金では従来、認定支援機関確認書の提
出が必須であり、公募申請時に支援が行われ、申請書
の内容、必要書類の支援が行われきた。しかし、令和元
年度補正のものづくり補助金より廃止された結果、初め
て申請する事業者、一度も採択されていない事業者など
からは申請書類がＡ４一枚で数行の内容のないもので
申請されている。また、「会社全体の事業計画」の基準
年度等の間違い、「従業員への賃金引上げ計画の表
明書」の間違いが非常に多く見受けられ、採択後の修
正依頼の業務が多くあるため、そのような応募を少なくす
るために、再度、認定支援機関の支援を受けてものづく
り補助金の応募がなされる活用を図ること。

（５）中小企業者が生産性向上や技術革新を行うためのＩＴ
ツール導入やデジタル化の強化、サイバーセキュリティ対
策強化など、DX推進に対する補助金等の支援を継続
拡充すること。

（６）知的財産権の取得や保護に対する費用の軽減措置な
ど知的財産活動に対する支援策を講じること。

（７）熟練技能者が長年の経験で培った技能、ノウハウや専
門的な知見などの円滑な継承や人材育成のために行う
教育訓練に対する費用の補助を行うなどの支援策を講
じること。

（８）産業構造の変革に直面する中小企業者の企業間で連
携するための機会の確保やその取り組みに対する支援
を行うとともにスタートアップ企業の連携組織化に対する
支援を講じること。

（９）フォローアップ支援事業の継続・拡充
　ものづくり補助金を実施した補助事業者を対象とする
フォローアップ支援事業は、機械装置の現況確認を原

⑪ 商業対策
１．中小商業支援策の拡充・強化
　中小商業活性化に向け、国内需要による消費の喚起を
図るとともに、訪日外国人旅行者の消費拡大を図るための
経済対策を講じること。

２．まちづくり、中心市街地活性化 
（１）極めて厳しい状況下にある商店街の活性化を図るた

め、商店街関連予算の拡充を図るとともに、地域社会
を支えまちづくりの担い手でもある商店街の自助努力を
支援するため、来客誘致のための集客イベントの開催
や駐車場対策など地域住民の利便性向上に向けた
支援策を一層充実すること。

（２）人口減少が深刻化する中で、地域の活性化を図るた
め、改正まちづくり三法の趣旨に沿った機能的なまちづ
くりの推進と中心市街地の再生を図る取り組みを強力
に推進すること。

（３）公共・公益性のある共同施設（アーケード、駐車場等）
は地域の活性化、地域社会の維持・発展に大きな役
割を担っており、その設置、修繕及び維持管理の費用
に対する助成制度を拡充・強化するとともに、これら施
設に係る固定資産税等の負担軽減措置を講じること。

（４）地域の商店街が新たな事業に取り組むにあたり、それ
らを統括できる人材、また事業推進にあたり外部機関
への申請手続きや折衝等を行うことができる人材を恒
常的に育成する制度を創設すること。

（５）高齢者等の買い物弱者に対する支援策として、地域
密着型の機動性のある地元商店街組織、商業者施
設及び中小の流通事業者を活用すること。

（６）低迷を続ける個人消費を拡大し、地域経済の好循環
をより確実にするため、平成26年度補正予算により地
方創生交付金で実施し大きな成果があった「プレミア
ム商品券」の発行など、効果的な個人消費喚起策を
講じること。

（７）商店街は魅力あるイベントの実施等によって活性化を
目指すことが求められているが、近年、店主の高齢化・
後継者不足による廃業や空き店舗の増加、魅力ある
個店の減少等を背景に商機能が弱体化し、厳しい状
況が続いていることから、継続的な集客促進、需要喚
起、商店街の体質強化に効果のある補助金制度を構
築すること。

（８）中小小売店及び商店街が、地域コミュニティの担い手
として、防犯や少子高齢化等社会的課題に取り組む
ための支援策を拡充・強化すること。

（９）大規模小売店舗に対して、地域商業者組合への加
入・協力を促すためのガイドラインの制定を行うこと。

（10）激甚化・頻発化する自然災害に適格に対応するため
の防災・減災・老朽化した施設の改修等に対する支
援策を拡充・強化すること。

（11）各地域に残った大型宿泊施設の廃屋撤去とその活
用に係る補助金の拡充をすること。また、これ以上に廃
屋を生まない活用の仕組みづくりを地方自治体と連携
して行っていくこと。

３．商店街振興組合等に対する優遇措置
　法人格を有する商店街振興組合や商店街協同組合
は、各種事業を通して各市の地域活性化に貢献するととも
に、法人税等の納税の社会的責任を果たし、任意の商店
街組織と比較して責任の所在が明確であることから、国等
の補助事業の実施にあたっては、任意の商店街組織と補
助率や補助限度額等に差を設けるなどの優遇措置を講じ
ること。

４．大型店等に対する適正な規制・指導の強化
（１）大規模集客施設の郊外開発行為に対して、厳格かつ

適正に対処するため、土地利用に関するゾーニングの
条例やガイドラインの制定を促進すること。

（２）大型店や大資本チェーン店、地権者などに商店街組
合への加入や、地域交流、商店街活動及び社会貢献
への積極的な協力を求める地域貢献条例等の制定を
促進すること。

５．不当廉売・不当表示等の取り締まり強化
（１）大規模小売店等の取引競争ルールを確立・徹底する

など、小売業における優越的地位の濫用行為を早期
に根絶させるとともに、不当廉売、不当表示等の違反
行為に実効性ある対応を実施して、適正価格で売れ
る仕組みを作ること。

（２）エネルギー、資材価格や労務費等のコスト上昇に係る
適正かつ円滑な価格転嫁を可能とするため、下請取
引環境の改善や商慣習の適正化に向けて取り締まり
を図るとともに、支援策を強化すること。

（３）下請法の対象となっている下請け企業に限らず、その
他の中小企業の取引に対しても手形等の支払期日短
縮に向けた指導・監督を行うこと。

６．経営力強化に対する支援
（１）非接触型・デジタル化を推進し、中小小売店及び商店

街の負担とならないよう、キャッシュレス決済手数料の
負担軽減や設備導入への支援を図ること。

（２）中小商業者のインターネット販売システム等の導入に
向けたデジタル技術の支援策を拡充するとともに、導
入後も専門家の派遣等を通じて、持続的な販売に繋
がる支援を継続すること。

（３）中小企業における省エネルギーや脱炭素の推進を図
るため、先進的省エネルギー投資促進支援事業費補
助金を継続・拡充すること

７．団地組合の再整備に係る支援策の創設等
　卸商業団地などの団地組合は地域の産業や雇用を支
える存在であり、災害時の防災拠点としての機能も有して
いることから、再整備に対して支援を行うこと。

⑫ サービス業対策
１．中小企業物流対策支援
（１）安心・安全な輸送手段の確保のため、高速道路等の

修繕・保守・再整備を強化すること。
（２）燃料油価格について、中東情勢等を踏まえて燃料油

価格激変緩和措置を延長すること。
（３）「物流革新に向けた政策パッケージの取組状況につい

て」及び「2030年度に向けた政府の中長期計画」を着
実かつ確実に実行すること。

２．高速道路割引制度
（１）平成26年４月の高速道路料金割引制度の見直しによ

り、事業者の輸送コストが増加している。小規模事業
者の輸送コスト削減はもとより、「休日上限1,000円制
度」などの観光需要を喚起し地域活性化を促すような
多面的な割引制度となるよう再度見直すこと。

（２) ＥＴＣマイレージポイント還元率を拡大すること。
（３）ＥＴＣコーポレートカード利用による平日朝夕割引の割

引対象となる地方部最大100kmまでの走行分につい
て大口・多頻度割引の割引対象走行にすること。

（４）事業協同組合等が行う共同精算事業において、ＥＴＣ
コーポレートカードの利用約款の変更により、違反点数

則とし、個別の販促支援等の実施を認めていない。
　継続的な事後支援は補助事業の事業化を促進する
観点からも非常に重要であり、事業化状況報告のフォ
ローアップ、販路開拓や販売促進等を支援対象とするこ
とに加え、対象年度の拡充等、フォローアップ支援事業
を継続・拡充すること。

（10）省力化、省人化を行うための補助金について補助率
のアップ及び補助上限額の引き上げを講じること。

（11）設備投資等を支援する補助金等について、申請要件
の緩和及び申請手続きの簡素化を講じること。

３．不当廉売及び優越的地位の濫用の防止、下請取引の
適正化

（１）不当廉売及び優越的地位を濫用した不公正な取引方
法に対して、国は迅速かつ的確に、実効性のある対処
を行うこと。

（２）弱い立場にある下請中小企業者が親事業者・発注事
業者による優越的地位の濫用等により不当な取引条件
を強要されることがないように法制度や業種別下請ガイ
ドラインの周知徹底を図ること。

（３）エネルギー･原材料価格高騰などのコスト負担増や従
業員の賃上げ等を実現するために､中小企業が適切
に価格転嫁し、利益を確保しやすい取引環境の整備
に向け、引き続き大企業など親事業者に対する､法制
度に基づいた厳正かつ適正な指導等を講じること。

　　≪重点要望≫
（４）中小企業組合を通じて行う団体協約などの取引条件

改善への取組みに対して要望の機会を設けるなど実
効性を担保できるよう発注者側の企業に対して指導を
行うこと。

　　また、価格転嫁交渉を円滑に進める有効な手段として
の『組合による団体協約の締結』の制度や仕組み、そ
の好事例を周知するとともに、組合組織の有用性を広
くＰＲすること。　　　　　　　　   ≪重点要望≫

（５）下請代金の支払いは、できる限り現金によるものとする
通達を親企業が遵守するよう指導すること。

（６）立場の弱い下請け等地域の中小企業者が強いられる
不公平な取引慣行を是正し、公正・公平な取引慣行の
実現に向けた政策を推進するとともに、下請け法など
関係法令への罰則規定の盛り込みなど、大企業等親
事業者への指導強化にも取り組むこと。

（７）中小小売業は、大手量販店との価格差やＥＣサイトで
の競争の激化により、経営環境が悪化し続け、将来の
展望が開けない状況となっていることから、国は中小小
売業の現状を直視して、「独占禁止法」や「業種別ガイ
ドライン」等を厳正に適用し、優越的地位の濫用、不当
表示、誇大表示等の不公正な取引や悪質サイトに対し
て、監視・監督の強化に努め、違反行為に対しては迅
速かつ実効性のある処分を行うこと。

（８）転嫁拒否が疑われる事案に対しては強力な罰則規定
を設けるなど、実効性のある価格転嫁対策を政府主導
で推進すること。また、大手事業者による転嫁阻害に対
して、国によるチェック機能が発揮できるよう、下請Gメン
や関係法令の一層厳格な運用を行うこと。

（９）不当廉売は、価格の安さ自体を不当視するものではな
いが、中小企業等の効率性によって達成した低価格販
売ではなく、採算を度外視した低価格によって顧客を獲
得しようとすることは独占禁止法上問題となる場合があ
る。特に、石油販売小売業においては、元売の標準的
な仕切価格やサービスステーション運営に必要な経費
の額から判断して、採算が取れないと思われるガソリン
の廉売事例が発生すると、周辺サービスステーションの
経営に甚大な被害を及ぼすこととなる。このため、採算

割れと思われる廉売によって、自社のガソリン販売量が
減少するなどの被害を受けている場合は、公正取引委
員会が速やかに情報収集や調査を行い、適切な指導
を行うこと。

４．地場産業・伝統的工芸品産業の振興対策
（１）ものづくり基盤を支える地場産業や伝統的工芸品産業

において、技術保持者の廃業により地域独特の文化の
担い手が途絶えることにつながることから、存続発展を
図るため、国は抜本的な対策を講じるとともに、業界の
活性化と産業の振興を強く進める各産地の協同組合
等への支援も併せて行うこと。また、それら地場産品の
販路を拡大するための支援制度を充実すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪重点要望≫
（２）ユネスコ無形文化遺産に登録されている縁付金箔の伝

統技術の保護・承継と需要拡大への支援を図ること。

５．ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の導入に向けた支援策の拡充
　食品衛生法等の一部改正により食品の安全確保を図る
ため、食品衛生管理の国際標準であるＨＡＣＣＰに沿った
衛生管理が全ての食品等事業者に義務づけられた。ＨＡ
ＣＣＰに沿った衛生管理を導入するためには、まずはＨＡＣ
ＣＰに関する認識を高める普及啓発が必要であるが、財政
基盤の脆弱な中小企業にとっては、事業所内で導入を進
める人材の育成や設備整備にかかるコスト負担などハード
ルが高いことから補助制度や税制等を含めた支援策を拡
充すること。
　また、食品安全に関する認証はＨＡＣＣＰ以外にも存在し
ている。大手流通からは、ＨＡＣＣＰ以上の認証規格であるＩ
ＳＯ22000や、さらに上位のＦＳＳＣ22000という認証が求めら
れる事が増えて来ている。そのため、ＨＡＣＣＰ以外の食品
安全管理に必要な認証制度への支援策を講じること。

６．新分野進出に向けた大学・公設試験研究機関等の機
能拡充・強化

　昨今のデジタル技術革新は、目覚ましいスピードで進行し
ているが、高度な技術やノウハウを持つ中小企業等が自社
の技術をどのように活用できるかを苦慮しているため、意欲
のある中小企業等の持つ高度な技術が活かされるよう、大
学・公設試験研究機関等の機能・体制を拡充・強化すると
ともにＤＸ人材の育成及び試験機器等の充実を図ること。

７．新分野進出・業態転換への支援
　社会構造・経営環境の変化により新分野・新事業展開や
業態転換等を余儀なくされ、従来の事業を縮小せざるを得
ない中小企業・小規模事業者が多い。異業種や他の業態と
の連携など新たな取り組みに対する支援策を講じること。

８．金属アーク溶接等作業における設備投資等の支援
　「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が、労働者に
神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らか
になったため、これらを特定化学物質に加え、労働者へのば
く露防止措置を義務付けることとした政令、省令改正等が
行われ、令和３年４月１日から施行されている。特に金属アー
ク溶接等作業を行う事業場においては、従来の「粉じん作
業」としての規制に加え、新たに特定化学物質としての措置
も義務付けられることとなり、中小企業等にとっては、多額の
費用負担が発生している。
　一部安全対策にかかる消耗品の購入にかかる補助金が
交付されていたが、今後も安心安全な作業場環境の構築
が促進されるように、作業床の改造等の設備投資を支援す
る補助金制度についても支援策を拡充すること。

の累計期間が３ヶ月から２年に延長されるなどにより利
用停止措置が厳しくなったが、組合が組合員の運行
管理に対する監督には限界があるので、見直すこと。

（５）ＥＴＣ大口・多頻度割引利用者への、道路法（車両制
限令）違反に対する罰則の算定基準について、所有
車両台数に応じた基準とすること。

（６）長距離輸送の効率化を図るため、高速道路の長距離
割引制度について現行の100～200㎞まで25％の割
引、200㎞超が30％割引から、100～200㎞までを
30％、200㎞超を40％の割引に拡充すること。

（７）国土交通省より、高速道路の深夜割引の見直し案
（深夜の適用時間帯に走行した分のみ）が示されたと
ころ、多くの組合員より見直し案に反対する意見があ
り、現行制度における割引適用待ちの車両の滞留は
社会問題化しているが、一方、トラック運転手の労働
環境の改善に繋がるとは言い難く、新たな問題が生じ
る可能性があるため見直し案を再考すること。

３．観光対策
（１）中小企業に勤める従業員等が、計画的に有給休暇を

取得できるような環境づくり並びにリフレッシュ休暇取得
の喚起を国が積極的に努め、国民の観光旅行の参加
機会を増大させること。

（２）現行の温泉法では、新たに温泉を掘削するには許可
が必要であるが、これを拒む理由がなければ、許可せ
ざるを得ないのが現状であり、誰でも温泉掘削が可能
となる状況では泉源が枯渇する恐れがあるため、早急
な対応策を図ること。

（３）入湯税の使途において「観光振興」と「温泉資源の保
護」を促進すること。

（４）人手不足に悩む旅館業等中小サービス業の生産性
向上施策を強化・拡充すること。

（５）出国税（国際観光旅客税）の使途について、地方の観
光地（特に温泉地）におけるソフト・ハードの観光基盤
の拡充・強化に対して十分な財源を振り分けること。

（６）宿泊観光産業の地位向上に向けた取組みとその発
信をするとともに、地域一体となった観光地・観光サー
ビスの高付加価値化に向けた支援や持続可能な地域
となるような事業再生に向けた支援を計画的・継続的
に講ずること。

４．葬祭業者の登録制・届出制
（１）現在、葬祭業は、墓地埋葬法第３条の遵守以外に許

認可・届出等の法規制が存在しないことから、イン
ターネットを活用して葬儀社の紹介に特化し、施行に
対して責任を持たない事業者が増えている。一部地
域では、火葬までの時間がかかるため、ご遺体保管を
ビジネスとして請け負う事業者も出現しており、公衆衛
生上、近隣住民と大きなトラブルになっているケースも
ある。

　　このため、こうした問題の実態調査を行うほか、社会
的な対応や現在法的根拠のない葬祭業界において、
登録制・届出制とすること。

（２）行政（地方自治体）と葬祭業組合及び葬祭業者が連
携して終活サポートを行うための体制整備に向けた支
援を行うこと。

５．自動車特定整備業に対する補助金等の創設
　近年の自動車整備業界では、ハイブリッド車や電気自動
車の普及により複雑化、高度化する技術に対応した自動ブ
レーキ等の安全性能の向上や高度なコンピュータ化が進
み、整備工場においても特定整備に対応した新たな設備
投資が必要になってきている。しかし、高度な検査機器の

導入等の特定整備への設備投資には多額の費用がかか
るため、中小企業等が設備投資を積極的に促進できるよう
に補助金等の予算を確保するとともに、補助金等の早期公
募や増額、自動車整備業に特化した工場等の設備投資
補助金の創設等具体的な支援策を講じること。

６．石油販売業界の持続的な発展・維持を目的とした支
援策の強化

（１）カーボンニュートラルの実現に向けた合成液体燃料開
発予算の拡充

　　自動車のカーボンニュートラルの方向性が不透明で
ある中、これからの経営に与える影響や具体的なロー
ドマップがいまだ示されていない。ガソリンスタンドは、地
域のサービスステーションとして平時・災害時にも安定
供給責務を全うすることが必要であり、そのための具
体的なロードマップの策定や経営多角化・事業転換
等の政策支援に加え、既存のサービスステーションの
インフラがそのまま活用できる二酸化炭素と水素から
製造する「合成液体燃料」の早期実用化に向けた開
発にかかる予算や石油元売りに対するグリーンイノ
ベーション基金をはじめとした更なる予算を拡充するこ
と。

（２）「過疎地問題」を解消するサービスステーションの存続
対策の強化

　　全国のサービスステーション数は、ガソリン需要の減
少、後継者難等により減少し続けているが、近隣に
サービスステーションがない住民にとっては、自家用車
や農業機械等への燃料供給や移動手段を持たない
高齢者への冬場の灯油配達などに支障をきたし、「過
疎地問題」が顕著化されつつあるため、地域住民の生
活環境の維持及び防災上の観点から自治体等が
サービスステーションの存続についての対策を積極的
に取り組むこと。

（３）長引く原油価格の高騰により燃料油激変緩和補助金
が延長されているが、地政学的なリスク要因を背景と
した今後の価格高騰リスク等や様々な経済情勢を見
極めるため、措置期間をさらに延長すること。

７．市街化調整区域における物流施設等の開発許可へ
の対応

　中小企業者が全体の99％を占めるトラック業界におい
て、自然災害対策や事業継続に向けた営業所や物流施
設等の移転・新設、共同化や事業集約における施設整備
等の適正な用地取得が難しくなっている一方で、自然災害
は以前より頻発・激甚化する傾向にあり、緊急物資の輸送
等を担うトラック運送事業者の役割はより重要となっている。
　現状、市街化調整区域等において物流施設等の開発
を行う場合、開発許可が必要といった立地規制があり、こ
れが自然災害対策や事業継続力強化に向けた施設整備
を行う際の投資意欲を低下させる一要因にもなっているこ
とから、開発許可に要する時間を短縮するなどの必要性を
見直すこと。

① 総合経済・中小企業対策
１．中小企業・小規模事業者の新たな成長・持続的発展を
支える経済再生支援

（１）経済が回復基調にある中で、その回復エンジンを力強
く、本格的なものとするために、挑戦意欲のある中小企
業・小規模事業者が組合等を活用してさらなる成長促
進を図るための施策を講じること。

 　また、その構築にあっては、活用方法の明快さ、申請書
類等の簡素化など、活用しやすいしくみ、制度設計とす
ること。

（２）地域商業・サービス業に対する消費喚起の支援策の拡
充及び継続
①物価高による消費者の買い控えが影響し、適正な価格
転嫁が進まない中で、地方の小売業や宿泊、飲食店等
の事業者の多くは、引き続き厳しい状況が続いている。
今後も地域商業・サービス業に対する賑わいを創出す
るイベント開催への補助金の交付や先払いの地域商
品券、食事券、宿泊券等の発行による消費喚起の支援
策を拡充及び継続すること。　　　　   ≪重点要望≫

②観光関連産業において、地域によっては「全国旅行支
援」や自治体独自の旅行支援策を講じているところもあ
り、インバウンドの回復と相まって全国的に賑わいが戻っ
てきている。その一方で、一部の観光地・観光エリアで
はサービス業従事者の人手不足や交通費・燃料費の
高騰による旅行者の伸び悩みが懸念されており、地域
経済を支える観光関連産業の継続的な支援の強化を
長期にわたって行うこと。

（３）早期の入込客数回復に向けた地域経済の活性化支援
①早期の入込客数回復に向け、観光地での消費喚起を
促進するために、高速道路料金の減免や魅力ある地
域資源と結びつけた誘客推進等観光振興策を推進す
ること。
　また、観光地での感染症予防措置への対応に設備や
システム等の導入、修繕が必要となっていることから、
観光客の受入れ態勢整備への補助金等の支援策を
創設すること。

②日本は円安という追い風によりインバウンドが回復してお
り、多様化する訪日外国人旅行者のニーズに対応して
いく必要があるため、快適に旅行を満喫できる環境整
備及び災害など緊急時への対応として、多言語での観
光情報提供機能の強化、無料Ｗｉ－Ｆｉサービスの整
備、キャッシュレス決済の普及、バリアフリー化の推進、
ＭＩＣＥの誘致・開催支援など既存の旅館・ホテルに対
する観光客の受入れ体制整備への補助金等の支援
策を強化すること。

（４）観光客増加のための全国旅行支援の継続並びに助成

金等の拡充
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの
５類移行に伴い、観光を通じた国内の交流活発化によ
る地域経済の活性化が期待できるため、全国旅行支援
を当面継続すること。
また、観光産業の発展は、地域経済の活性化や雇用の
増大等につながるため、地域経済を牽引する産業分野
の一つとして燃料価格高騰の影響を受ける観光関連
事業者の事業継続を促すためにも、経営状況が回復す
るまでは、助成金等の支援策を講じること。

（5）航空機業界への支援
①航空機産業は、回復傾向が顕著になったといえども経
営面では厳しい状況が続いている。コロナ禍を経て航
空機産業一辺倒の危うさに気付いた部分もあり、新分
野進出が新たなテーマになってくる。今後とも諸支援
策のほか、競争力の強化・維持支援策や新ビジネス展
開支援を充実すること。

②中部地域は、アジアＮｏ.１航空宇宙産業クラスター形成
特区に指定されており、航空機部品の産業集積地とし
て地域経済の発展に大きく寄与している。民間航空機
市場は、一時はコロナ禍で落ち込んだものの、今後の
旅客需要は増加が見込まれており、航空機産業の集
積地である中部地域は大きなポテンシャルを有している
ことから、中部地域の航空機製造サプライヤーの事業
継続や人材確保、新分野展開などの支援強化に取り
組むこと。

２．中小企業者支援施策
（１）国が実施する各種支援施策に関する情報周知の徹底

並びに事務手続きの簡素化を図ること。
（２）カーボンニュートラルの推進やサーキュラーエコノミーの

実現及びDX等経営力強化・生産性向上に取り組む中
小企業者に対する支援施策を拡充すること。

（３）地域資源や観光資源を活用した取り組みを行う中小企
業者に対する支援施策を拡充すること。

（４）外的要因による経営環境の変化に対応するため、事業
転換や業態変化を図る中小企業者への支援施策を拡
充すること。

（５）中小企業支援施策は、地域経済を支える中小企業の
成長を強力に後押しするとともに、地域の実情に応じて
適切で分かりやすい施策とすること。とりわけ、全体の９
割を占める小規模事業者の意欲ある取り組みを強力に
支援すること。

（６）各種業法の運用解釈が自治体によって異なる場合に
は、中小企業者にとって負担軽減となるような統一見解
を示すこと。

（７）省力化・省人化に資する設備等の導入により人手不足
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組合等　活動の

管工機材販売大手と災害備品の提供に関する協定を締結
岐阜県管設備工業協同組合（荒川晶一理事長）

　岐阜県管設備工業協同組合は、7月11日に岐阜県管設備会館で『管工機
材販売大手（渡辺パイプ株式会社）と災害備品の提供に関する協定』を締結
した。
　同協定では、災害時に組合が要請し、作業手袋や非常用発電機、非常用ト
イレなど災害復旧活動に必要な備品を提供してもらう内容となっている。
　荒川理事長は、今回の協定において、「今までは、災害現場で必要になる
資材の協定はあったが、出動する側の備品の供給は今回がはじめて。これに
よって出動がスムーズになると思う。非常に心強い」と話した。

土岐市内の陶磁器工業協同組合が新作展示会を開催
　土岐市内にある６つの陶磁器工業協同組合（土岐津、下石、妻木、駄知、肥
田、泉）で組織する「土岐市陶磁器工業協同組合連絡協議会」は、８月22・23
日の両日、セラトピア土岐で「美濃焼ニューコレクション土岐」を開催した。
　この見本市は、商社やバイヤー、飲食店関係者等に対し、美濃焼の新作を展
示・ＰＲする場として開催しており、コロナ以降この見本市が本格稼働して２年
目で、今年は49社81ブースが展示された。原材料・エネルギー価格高騰が続
いており、高付加価値、高単価、更にはインバウンドを意識した製品など、意匠
を凝らした約1,800点の新作を出品した。その他に会場内の特設ブースでは、
組合員5社が一押し商品を出品した。新春見本市に向け新製品の今後の商品
化の手ごたえを意識しながら商談するなど、会場は賑わいを見せた。
　当協議会の幹事を務める下石陶磁器工業協同組合の市原雅治事務局長は、「各組合員の１品１品がデザイン性、
技術力の高い良い製品が出品されており、さまざまな流通先で販売が増加することを期待している。」と話した。

左　荒川理事長

ニューコレクションの様子

親子しごと体験教室　～しごとの魅力・発見～　組合も出展
岐阜県鋳物工業協同組合（岡本知彦理事長）・岐阜県金型工業組合（加藤丈詞理事長）
岐阜県管設備工業協同組合（荒川晶一理事長）

　岐阜県立国際たくみアカデミーが７月２７日に同会場で開催した「親子しごと体験教室　～しごとの魅力・発見～」
に、県内の組合等が出展した。
　この体験教室は、製造業、建設業の人手不足、若年層の担い手の確保が課題となっているなかで、モノづくりの仕
事について興味・関心を深めてもらうため、小・中学生の親子７４組を対象に実施した。
　組合や関係団体が出展したなか、岐阜県鋳物工業（協）が（公財）岐阜鋳物会館と共催で、金属を溶かして型に流し
込み、メダルや立体人形をつくる「鋳物製造」の体験を行った。岐阜県金型（工組）では、金型の仕上げの工程の体験
として、道具の使い方やモノの磨き方などを紹介した。岐阜県管設備工業（協）では、水道管を使って万華鏡を作る体
験を行った。

岐阜県管設備工業(協)岐阜県金型(工組)岐阜県鋳物工業(協)
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キッズタウンぎふに出展 
岐阜電気工事協同組合（高倉善一理事長）

　岐阜電気工事協同組合は、８月24・25日にOKBぎふ清流アリーナ
（岐阜市）で開催された子供たちが仕事を体験できるイベント「キッズ
タウンぎふ」（岐阜新聞主催）に「電気工事士」体験ブースを出展した。
　組合青年部が講師を務め、子供たちと一緒にランタンづくりを行っ
た。ランタンには、通電確認のテスター機能が備わっており、身近な
ものに触れ電気が流れるか確かめることができ、工作をしながら電
気の流れる仕組みを学んだ。
　当組合の古田利一事務局長は、「当組合では業界の理解促進を図
る広報宣伝事業に力を入れている。電気工事士と一般の方が接点を
もつ機会は少ない。こういったイベントを通して電気工事の仕事を知
ってもらえたら」と思いを語った。 イベントの様子

飛騨高山の夜間観光活性化に貢献
飛騨高山民宿協同組合（高垣義信理事長）

　飛騨高山民宿協同組合は、当地域におけるナイトコンテンツの拡
充及び滞在時間の延長、夜間観光の充実等を目的とした「HIDAロ
ングナイト・バーホッピング事業」の企画、運用を昨年度より実施し
ている。令和6年6月19日付にて全国旅館ホテル生活衛生同業組合
連合会より第27回「人に優しい地域の宿づくり賞(リクルート「じゃ
らん」賞)」を受賞した。
　組合員の宿泊施設にNFCタグ搭載のスタンドカードを設置し、こ
れらを起点に関連Webサイトなどに誘導し、掲載されている導入
店舗に足を運んでもらう仕組みで、誘客と併せてインバウンド基盤
の強化を図っている。また、旅行後もSNS等を通じた繋がりからリ
ピーターやファン生成の一角も担うものである。
　本事業について高垣義信理事長は、「HIDAロングナイト・バーホ
ッピング事業により、高山市を訪れてくれた観光客と宿を含む地域事業所のため、更なる魅力を提供していきたい」
と語った。

第27回「人に優しい地域の宿づくり賞
(リクルート「じゃらん」賞)」賞状

能登被災地を支援：社食のおかずに追加メニュー
美濃加茂福祉事業協同組合（坂井厚資理事長）

　美濃加茂福祉事業協同組合（呼称：かもミール）では、能登半島地
震で被災した水産業者を支援しようと、美濃加茂市内の事業者へ提
供している社食に、水産業者の製品を使ったおかずをメニューに加
えた。
　この取り組みでは、美濃加茂市蜂屋台にある名北工業株式会社の
協力のもと、提供している社食に石川県七尾市の水産業者、株式会
社スギヨの製品２種類（“ビタミンちくわ”と“うな蒲ちゃん”）を使用
したレシピを試食・検討し、それぞれ“磯辺揚げ”と“胡麻和え”として
メニューに追加した。
　当組合は、美濃加茂市内の事業者等へ弁当や社食（月におよそ８
千食）の提供を行っており、坂井理事長は「リーズナブルなおかずで
応援できれば。要望があれば他でも取り組みたい」と思いを語った。 社食に追加したメニュー
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爆笑問題太田光さん出演インタビュー動画サムネイル 書店紹介動画撮影の様子

全国の先進組合事例全国の先進組合事例～ニッポンのがんばる組合～～ニッポンのがんばる組合～

全国の先進組合事例を収集した「先進組合事例抄録（令和５年度組合資料収集加工事業報告書）」より抜粋して紹介します。
先進組合事例抄録は過去のものを含め全国中央会のホームページ上で「組合事例検索システム」で公開していますのでぜひご
活用ください。「組合事例検索システム」https://www.chuokai.or.jp/index.php/jireisearch/

東京都書店商業組合
SNSをフル活用して書店業界を活性化！！

■ 背景・目的  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　書籍や雑誌の売上は平成7年～9年でピークを迎えて以降、減少の一途を辿っており、これらを主力商材として扱
う組合員（書店）の経営環境は年々悪化している。書店は苦しい経営環境のなかにありながら自身の役割を果たし
続けるべく、努力を続けている。
　しかしこれまで通りのマーケティングでは既に限界を迎え、状況を改善するためには消費者との新しい関係を構
築する必要があった。そこで、組合では業界を活性化させるとともにインターネット書店との差別化を図り、組合員
（書店）の売上向上と来店客数の増加につなげるための取組みを実施した。
　
■ 取り組みの手法と内容  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　組合における課題解決のためのツールとしてYouTubeチャンネルを新たに開設し、組合員（書店）の店舗の特
徴、歴史、店員などを紹介する動画コンテンツを制作して公開した。これらの動画を潜在顧客に視聴してもらうこ
とにより店舗の認知度を向上させ、実際に店舗へ足を運んでいただくきっかけを提供することを目的とした。こ
のほか書店の存在意義や読書の面白さを効果的に発信し、これまで書店に足を運ぶことのなかった消費者に対
して、書店の価値を認識してもらうとともに既存消費者への読書推進を図るため、出版社各社（小学館、集英
社、講談社など）に協力を仰ぎ、組合の取組みに共感していただいたインフルエンサー（著名人、著名作家）と共
同で組合員との対談・インタビュー動画やウェブドラマ（日本アカデミー賞監督の篠原哲雄氏による）を制作して
公開するなど、コンテンツの強化に努めた。
　さらに組合では組合員のPRを強化するため、SNS（Twitter（現X）、Instagram）を活用したマーケティング
戦略について、独自でマニュアルを作成・配布するとともにセミナーを開催した。既にSNSを活用している組合員
のみならず、SNSを活用していない組合員に対して積極的にノウハウを提供した。
　
■成果とその要因  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　業界の活性化に向けた成果としては、組合YouTubeチャンネルの視聴数、新聞、雑誌、ネットニュースでの紹介な
どから一定の効果を確認することが出来た。また紹介動画を通じて、組合員が他組合員の書店における取組みを
知ることが可能となり、自店の改善につなげることが出来た。
　組合が、SNS（Twitter（現X）、Instagram）を活用したマーケティング戦略のノウハウを積極的に組合員へ提供
した結果、SNSを活用する組合員が
増加し書店への来店客数の増加や
売上にも寄与することが出来た。
　今回の取組みにより構築出来た
インフルエンサー（著名人、著名作
家）との関係を活かし、組合として
業界及び組合員のさらなる活性化の
ための新規コンテンツ制作等、継続
して情報発信の強化に努めていく。

出資金

住 所 〒101-0062　東京都千代田区神田駿河台一丁目2番地　書店会館1階

主な業種 書店業の事業を主として営む者

ＵＲＬ

設 立 組合員

https://tokyo-shoten.or.jp/

昭和36年6月 237人 2,929千円

ポイント！ポイント！！
　組合YouTubeチャンネルの動画制作にあたって組合員が積極的に参画・協力し、書店の魅力を伝えるために取り
組んだ。
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◎：［増加］、［上昇］、［好転］
―：［不変］
▲：［減少］、［下降］、［悪化］

（8月末調査）

牛 乳
食 肉 （ 国 産 ）
菓 子
米 菓
製 麺
撚 糸
ニ ッ ト 工 業
毛 織 物
合 成 繊 維 織 物
メ ン ズ ア パ レ ル
婦 人 ・ 子 供 服
縫 製（ 既 製 服 ）
製 材
銘 木
家 具
東 濃 ひ の き
機 械 す き 和 紙
特 殊 紙
紙 加 工 品
印 刷
プ ラ ス チ ッ ク
陶 磁 器（ 工 業 ）
タ イ ル
窯 業 原 料
石 灰
生 コ ン ク リ ート
砂 利 生 産
砕 石 生 産
鋳 物
刃物等金属製品（輸出）
刃物等金属製品（内需）
メ ッ キ
県 金 属 工 業 団 地
可 児 工 業 団 地
金 型
輸 送 用 機 器

電 設 資 材 卸
陶 磁 器 産 地 卸
機 械・工 具 販 売
青 果 販 売
水 産 物 商 業
家 電 機 器 販 売
メ ガ ネ 販 売
中 古 自 動 車 販 売
石 油 製 品 販 売
共 同 店 舗（ 飛 騨 ）
生 花 販 売
岐 阜 市 商 店 街
大 垣 市 商 店 街
高 山 市 商 店 街
自 動 車 車 体 整 備
長 良 川 畔 旅 館
下 呂 温 泉 旅 館
高 山 旅 館
ク リ ー ニ ン グ
広 告 美 術
旅 行 業
理 容 ・ 美 容 業
土 木（ 岐 阜 地 区 ）
土 木（ 飛 騨 地 区 ）
建 築 設 計
鉄 構 造 物
電 気 工 事
管 設 備 工 事
建 築 板 金
室 内 装 飾
木 造 建 築
貨物運送（岐阜地区）
軽 運 送
貨 物 運 送（ 県 内 ）
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製　造　業 非製造業前年同月比 前年同月比

商
店
街

県内中小企業主要業種の景気動向

〔Ⅰ〕８月の特色
◆景況感ＤＩ値マイナス２０　前月比６ポイントの上昇
◆売上高ＤＩ値マイナス１８　前月比１３ポイントの悪化
　～売上高ＤＩ値　前月比で製造業は３４ポイントの悪化、非製造業は１２ポイントの改善～
◆販売価格ＤＩ値プラス１４　前月比８ポイントの悪化
　～販売価格ＤＩ値がプラス２０を下回るのは２年４カ月ぶり～
◆依然として原材料・資材価格の高騰や物価高、人手不足を懸念するコメントは
　多く寄せられている
◆猛暑・台風・地震により人出や売上の減少などの影響がみられた業種もある

項　目

カッコ内は前月比増減ポイント

D I 値
８月 次 景 況

(６)
(-１３)
(-８)
(３)
(±０)
(-３)

 -２０
 -１８
 １４
 -２７
 -１０
 -１１

景 況
売 上 高
販売価格
収益状況
資金繰り
雇用人員

中小企業団体情報連絡員70名の情報連絡票から
過去のものを含め、詳細のものは、中央会HP（http://www.chuokai-gifu.or.jp/chuokai/report/report01.html）に公開しております。
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ＤＸについて知ろう
　中央会では、中小企業・小規模事業者の皆様のDX導入推進を目的として「バックオフィス業務等DX導入支援事業」
相談窓口を設置し、専門家による相談窓口対応や組合向けの啓発セミナー及び個別相談会の開催、バックオフィス業務
に係るクラウドサービス等の導入支援を実施しています。
　このコーナーでは、本事業の専門家である石井克成ＤＸアドバイザーに毎号、バックオフィス業務等へのＤＸ導入に関
する情報提供を行っております。今年度は、石井アドバイザーが支援した過去の特徴的な事例をもとに、ＤＸに取り組む
にあたってのきっかけや方法についてご執筆いただきます。
　前回に引き続き、伝統工芸の事業者さんの事例についてご紹介いただきます。【お問合せ窓口】ＴＥＬ：０５８－２７７－１１０４

前回は、「伝統工芸の社長の頭の中の見える化にエ
クセルを使う」、というお話しをしました。
今回は、エクセル本来の「表計算」の機能を活かす
入力の仕方についてご説明します。
エクセルを本来の「表計算」の機能を活かして「デー
タの整理と管理」をする場合には、注意が必要です。
以下、主な注意点を記載します。
■データの形式を統一する
同じ列に入れるデータの形式を統一しましょう。
一つの列に「文字」や「数字」が混在して入力しては
いけません。例えば、数値データには小数点以下の
桁数を統一するなど。
■空白セルをなくす
意図的に空白を残す場合を除き、できるだけ空白セ
ルがないようにしましょう。
データの区切りや、表示の体裁を整えるために空白
行を設定することがあるかと思いますが、データとして
管理する場合は、データとして意図しない空白セルが
あると、データの集計やフィルタリングが正確に行えな
くなることがあります。
■罫線は入れない
プリントアウトした時にわかりやす
いように罫線を入れることがある
と思います。しかし、データとして
使う場合、データを並べ替えたり
する際に罫線が邪魔になってし
まいます。

最後に最も重要なこと。
■データは、1行に入れる
例えば、商品データを入力する場合、その商品に関
係するデータは全て一つの行に入れてください。
結果的に、横方向に長いエクセルシートができあがる
場合があります。それでも、ここは心を鬼にして徹底し
てください。1行に入っていないと、データを整理する
際に面倒なことになってしまいます。

エクセルを活用してデータの整理と管理をする場合
は、ここに記載したことを守るようにしてください。
エクセルは機能がとても豊富です。社内でしっかりと
ルールを決めて活用することでDX化に向けた第一
歩を踏み出すことができます。

これらの注意事項を説明して、伝統工芸の事業者さ
んでは、「社長の頭の中の見える化」の作業が進ん
でいます。入力作業を進めていく中で、新たな発見が
あったそうです。
様々なデータの見える化は思わぬ発見をすることがあ
ります。エクセルを「データの整理と管理」として活用
してみてはいかがでしょうか。

社長の頭の中を見える化3

株式会社あずきプランニング
代表取締役  石井 克成　氏
https://azukiplan.co.jp/

石井 克成　氏石井 克成　氏

「中小企業組合検定試験」にチャレンジしませんか！
　中小企業組合検定試験を受験してみませんか？
中小企業組合士制度とは、中小企業組合の事務局で働く役職員の方が職務を遂行する上で必要な知識に関する試験
を行い、合格者の中から一定の実務経験を持つ方に「中小企業組合士」の称号を与える制度です。全国で2,986名
(令和６年３月末現在)が登録しており、組合をはじめ、都道府県中央会や商工中金などで活躍されています。
　いま、中小企業組合には、ガバナンスの充実が求められており、組合員はもちろん、広く社会の信頼を高め、社会的
責任を果たすためには、組合運営の経験と専門知識を備えた人材が必要です。組合の業務を執行する役員や実務を
担う職員の方々に、是非チャレンジして頂きたくご案内致します。
　詳しくは、下記全国中央会ホームページをご覧ください。
（https://www.chuokai.or.jp/index.php/certificationtest/）
【試 験 日】令和６年１２月１日（日）
【試 験 科目】「組合会計」「組合制度」「組合運営」の３科目
【願書受付期間】９月２日（月）～１０月２１日（月）
【申込 方法】中小企業組合検定試験受験申込サイトからお申し込みください。
【受 験 料】６，６００円（消費税込み）

※一部科目免除者については、5,500円（二科目受験）、4,400円（一科目受験）
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この広報誌は岐阜県からの助成を受けています。


